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工工学学部部  機機械械工工学学科科  

学学士士課課程程教教育育ププロロググララムム  

  

11．．大大学学のの目目的的  

本学は､教育基本法並びに建学の精神と理念に則り､深い専門の学芸の教育研究を通じて､豊かな教養と専門

的能力を有する質の高い職業人を育成し､社会と産業の発展に寄与することを目的とする｡ 

 
２２．．工工学学部部のの教教育育研研究究上上のの目目的的  

工学部は､豊かな教養及び工学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し､創造力に富み主体的

に行動できる質の高い専門職業人を育成するとともに､工学を中心とする分野の深い研究を通して新たな知識

を創造することを目的とする｡ 
 

３３．．学学科科のの目目的的  

工学部機械工学科は､機械工学に関する基礎から応用までの知識と技術を有し､深い研究を通じて自ら学び､

考え､行動できる人材を育成することを目的とする｡ 

 
４４．．機機械械工工学学科科のの教教育育のの目目的的  

機械工学科の教育の目的には、教養力の育成と専門力の育成があります。  

教養力の育成とは、本学在学中はもとより、社会人として活動するために必要な基礎力の鍛錬と人格を含め

た自己形成がその主な内容となります。命の大切さを知り、われわれを取り巻く社会や自然、さまざまな文化

活動について、幅広い学問領域の学識の一端に触れることで課題を発見し、主体的に考え、必要に応じて自ら

行動できる人間力の豊かな人物を養成します。仲間とコミュニケーションをはかり、協働し合い、自分で自分

を磨き上げる苦労と喜びへと促します。 

専門力の育成とは、社会人としての基本的なコミュニケーション能力、技術者としての使命感、倫理観など

の素養、また、英会話能力の修得と国際的な感覚などの教養を高め、専門分野と密接なつながりをもつ工学の

基礎となる数学、物理学、化学を学び、機械工学の理論や現象を理解する能力を身につけることが重要です。

その上で、機械工学の基礎から応用までの体系的な知識と近年では不可欠となったコンピュ－タ活用能力を身

につける必要があります。また、実験、実習および演習を通じて創造的な機械設計の実践的、体験的学習によ

って、問題の発見、探求や解決能力を養い、機械技術者として環境への理解を深め、環境に優しい機械の設計

やものづくりを行う能力を身につけることを目的としています。 

機械工学は「ものづくり産業」に直接的に結びついた学問です。私たちが日常の生活で便利に利用している、

自動車、鉄道、航空機などの輸送機械や、スマートフォン，タブレット，などIT機器から、いまあなたが手に

しているこの冊子までのすべてが、機械工学という学問と科学技術の結集によってつくられているのです。そ

れらをつくる工場では、高度に自動化され、システム化された複雑な機械によって、いろいろな新しい製品を

つくりだしています。２１世紀は情報技術の革命時代だといわれています。その主役であるコンピュータを始

めとする電気・電子機器やロボットで代表される電子制御機械なども、ものづくり技術に密接な関係を持って

います。また、地球環境を保全しつつ持続が可能な(sustainability)社会をつくる「循環型社会の形成」の考え

方が世界的な関心の高まりになっています。私たちの活発な経済活動にともなう多量のＣＯ２の排出などで進

行する地球温暖化や、化石燃料の枯渇、酸性雨などを防止する対策が必要です。機械工学では、消費エネルギ

ーの削減、光や風力発電機の開発、環境汚染防止装置、廃棄物の再資源化技術、リサイクル設計などのさまざ

まな先進的技術を生み出しています。このように、機械工学はあらゆるものづくり産業で重要な役割を果たし、

私たちの日常生活で大きく役立っているのです。 

機械のしくみを、自動車を例にとって考えてみましょう。自動車が走るには、ガソリンという燃料を燃焼によって熱エネル
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ーの削減、光や風力発電機の開発、環境汚染防止装置、廃棄物の再資源化技術、リサイクル設計などのさまざ
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ギーに変え、エンジンによって有効な機械エネルギーに変換される必要があります。それをプロペラシャフトなどの動力

伝達装置を通じて車輪に伝えて、初めて走行することができるのです。また、車体に対しては、重量の軽減や空気抵抗

を小さくすることなどによる燃費の改善、安全な走行性能の維持と安全な構造とするために、最適な形状と材料が選択さ

れています。皆さんは、このように機械のはたらきや性能、さらに機械を使ってものをつくる方法などを学ぶことになります。 

機機械械工工学学科科（Department of Mechanical Engineering）のおもな専門分野は、次の3つの分野からなっていま

す。地球環境問題と関係して、自然に存在するエネルギーを有用な仕事に変換するエエネネルルギギーーのの分分野野、機械を

作るためには機械を構成しているそれぞれの部分の強さや破壊が起こる原因を追求したり、部品を組み立てる

ときの相互の関係を考慮して機械の設計を行うなどの強強度度設設計計のの分分野野、そして設計図面から実際の製品に成形

や加工する手段や方法を考案したり、加工に必要な最適な材料の選択を行うなどの材材料料加加工工のの分分野野です。これ

らの専門分野に加えて、２１世紀の最も重要な課題とされている地球環境問題と関連して、ＣＯ２の削減を狙

った省エネルギー、エネルギーの高効率的な有効活用、資源のリサイクル化や循環を狙いとした生産システム

などの新しい領域の学問も視野に入れて、「環境に優しい機械のシステム設計技術を身につけた技術者」の教育

を目指し、以下に示す教育目標と人材の養成目標を設定しています。  

  

５５．．学学位位授授与与のの方方針針  

大同大学の学士の学位授与の方針は以下の表-1の a,b,c,dの 4 つです。内容は 5.1で詳述します。

機械工学科では、この 4つの方針それぞれに関して、専攻での学習内容に沿って複数の学位授与方針

（合計 12個）を設定しています。内容は 5.2で詳述します。 

 

表表--11  大大学学のの学学位位授授与与方方針針とと機機械械工工学学科科のの学学位位授授与与方方針針のの関関係係  

 

大大学学のの学学位位授授与与のの方方針針  aa  bb  cc  dd  

機機械械工工学学科科のの学学位位授授与与方方針針  aa11  aa22  ｂｂ11  ｂｂ22  ｂｂ33  ｃｃ11  ｃｃ22  ｃｃ33  ｃｃ44  ｄｄ11  ｄｄ22  ｄｄ33  

 

  

５５．．１１  大大学学のの学学位位授授与与のの方方針針  

大同大学の学士の学位は、以下の 4 つの力を身につけている者に授与する。  

aa..  社社会会人人ととししてて活活動動すするるたためめにに必必要要なな基基礎礎的的なな能能力力をを身身ににつつけけてていいるる    

健全な倫理観に基づき、規律性をもって主体 的にかつ目標を定めて行動する力、現状を分析して目的や課題 

を明らかにする力、他者と協働するためのコミュニケーション力を身につけている。  

bb..豊豊かかなな教教養養をを身身ににつつけけてていいるる  

教養ある社会人に必要な文化・社会や自然・生命に関する一般的知識を身につけ、異なる思考様式を理解す 

る態度と力を身につけている。  

cc..確確かかなな専専門門性性をを身身ににつつけけてていいるる  

自らの専門分野の基礎から応用までの理論・概念や方法論に関する知識を身につけ、当該分野の情報・デー 

タを論理的に分析し、課題解決のために応用する力を身につけている。  

dd..豊豊かかなな創創造造力力をを身身ににつつけけてていいるる  

獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな知見を創造す 

る力を身につけている。    
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５５．．２２  学学科科（（専専攻攻））のの学学位位授授与与のの方方針針  

機械工学科では、以下の学位授与方針を満たした者に学位を授与します。 

aa11..  社社会会人人ととししてて活活動動すするるたためめにに必必要要ととななるる基基礎礎的的なな知知識識やや技技能能をを身身ににつつけけてていいるる。。  

社会人として活動するために身につけておくべき基礎的な知識や技能は、レポート・論文の作成、プレゼ

ンテーション、他者とのコミュニケーション、健康管理、ＰＣを使ったデータ処理など、多岐にわたりま

す。人間科学科目群Ａグループにおいては、初年次教育、外国語科目、スポーツ実技、ＤＸ科目等を開講し

ており、これらの科目を通じて社会人として基礎となる知識や技能を学びます。また、各学科・専攻により

独自に開講している科目もあります。なお、この項目 a1と次の項目a2は互いに密接に関連しており、両方と

も身につけることで「社会人として身につけるべき基礎的な能力」が完結します。 

aa22..  正正ししいい現現状状分分析析やや健健全全なな倫倫理理観観にに基基づづきき、、主主体体的的にに課課題題やや目目的的をを明明ららかかににすするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

身につけた知識や技能を仕事や研究の現場で活用するためには、主体的な姿勢で課題や目的を明らかにす

る力が必要になります。また、現状を正しく分析する力や健全な倫理観を持つことも必要です。人間科学科

目群Ａグループにおいては、初年次教育、外国語科目、スポーツ実技、ＤＸ科目等を通して、現状を正しく

分析する力、健全な倫理観、主体的に課題や目的を明らかにする力を学びます。また、各学科・専攻により

独自に開講している科目もあります。なお、この項目 a2と前の項目a1は互いに密接に関連しており、両方と

も身につけることで「社会人として身に付けるべき基礎的な能力」が完結します。 

bb11..  歴歴史史・・文文化化・・こここころろのの理理解解にに関関すするる一一般般的的知知識識おおよよびびそそれれををももととにに思思考考すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

現代社会ではさまざまな情報が氾濫しています。これらに惑わされることなく正しい情報を見極めて良識

をもって行動するためには、「教養ある社会人」として歴史や文化、社会のしくみ、自然科学などに関する

一般的知識を正しく身につけ、さまざまな思考様式を理解する態度と力を身につけている必要があります。

また、仕事等の実用面のみならず、今後の人生を充実したものとするためにも「豊かな教養」を身につける

ことは大切です。 

「歴史・文化・こころの理解」に関する一般的知識には、歴史学、文学、哲学、心理学などが含まれま

す。人間科学科目群Ｂグループにおいては、歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをも

とに思考する力を学びます。また、各学科・専攻により独自に開講している科目もあります。なお、社会人

としての「豊かな教養」を身につけるために、項目b1、b2、b3はできるだけ偏りを作らずに修得することが

望まれます。 

bb22..  社社会会ののししくくみみにに関関すするる一一般般的的知知識識おおよよびびそそれれををももととにに思思考考すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

「社会のしくみ」に関する一般的知識には、政治学、経済学、法学、社会学などが含まれます。人間科学

科目群Ｂグループにおいては、社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を学びま

す。また、各学科・専攻により独自に開講している科目もあります。なお、社会人としての「豊かな教養」

を身につけるために、項目 b1、b2、b3はできるだけ偏りを作らずに修得することが望まれます。 

bb33..  自自然然科科学学にに関関すするる一一般般的的知知識識おおよよびびそそれれををももととにに思思考考すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

「自然科学」に関する一般的知識には、自然科学概論、生物学、地球科学、認知科学などが含まれます。

人間科学科目群Ｂグループにおいては、自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を学び

ます。また、各学科・専攻により独自に開講している科目もあります。なお、社会人としての「豊かな教

養」を身につけるために、項目b1、b2、b3はできるだけ偏りを作らずに修得することが望まれます。 

cc11..  工工学学のの基基礎礎ととししてて数数学学、、自自然然科科学学をを理理解解しし活活用用すするるここととががででききるる。。  

工学のさまざまな分野で自然科学の知識が用いられます。特に、力と運動の関係や熱や電気の性質を理解す

るために物理学、材料の特性や自然環境を理解するために化学が必要となります。また、専門分野で用いられ

る数式を理解し応用するためには数学の知識が必要となります。専門基礎科目群では、専門分野の基礎となる

数学や自然科学を学びます。それぞれの専門科目の知識を習得するためのみならず、専門分野において創造的
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５５．．２２  学学科科（（専専攻攻））のの学学位位授授与与のの方方針針  

機械工学科では、以下の学位授与方針を満たした者に学位を授与します。 

aa11..  社社会会人人ととししてて活活動動すするるたためめにに必必要要ととななるる基基礎礎的的なな知知識識やや技技能能をを身身ににつつけけてていいるる。。  

社会人として活動するために身につけておくべき基礎的な知識や技能は、レポート・論文の作成、プレゼ

ンテーション、他者とのコミュニケーション、健康管理、ＰＣを使ったデータ処理など、多岐にわたりま

す。人間科学科目群Ａグループにおいては、初年次教育、外国語科目、スポーツ実技、ＤＸ科目等を開講し

ており、これらの科目を通じて社会人として基礎となる知識や技能を学びます。また、各学科・専攻により

独自に開講している科目もあります。なお、この項目 a1と次の項目a2は互いに密接に関連しており、両方と

も身につけることで「社会人として身につけるべき基礎的な能力」が完結します。 

aa22..  正正ししいい現現状状分分析析やや健健全全なな倫倫理理観観にに基基づづきき、、主主体体的的にに課課題題やや目目的的をを明明ららかかににすするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

身につけた知識や技能を仕事や研究の現場で活用するためには、主体的な姿勢で課題や目的を明らかにす

る力が必要になります。また、現状を正しく分析する力や健全な倫理観を持つことも必要です。人間科学科

目群Ａグループにおいては、初年次教育、外国語科目、スポーツ実技、ＤＸ科目等を通して、現状を正しく
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bb11..  歴歴史史・・文文化化・・こここころろのの理理解解にに関関すするる一一般般的的知知識識おおよよびびそそれれををももととにに思思考考すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

現代社会ではさまざまな情報が氾濫しています。これらに惑わされることなく正しい情報を見極めて良識
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また、仕事等の実用面のみならず、今後の人生を充実したものとするためにも「豊かな教養」を身につける

ことは大切です。 

「歴史・文化・こころの理解」に関する一般的知識には、歴史学、文学、哲学、心理学などが含まれま

す。人間科学科目群Ｂグループにおいては、歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをも
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工学のさまざまな分野で自然科学の知識が用いられます。特に、力と運動の関係や熱や電気の性質を理解す

るために物理学、材料の特性や自然環境を理解するために化学が必要となります。また、専門分野で用いられ

る数式を理解し応用するためには数学の知識が必要となります。専門基礎科目群では、専門分野の基礎となる

数学や自然科学を学びます。それぞれの専門科目の知識を習得するためのみならず、専門分野において創造的
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cc22..  機機械械工工学学のの専専門門分分野野のの基基礎礎的的なな理理論論・・概概念念にに関関すするる知知識識をを身身ににつつけけてていいるる。。  

機械や装置などを設計するときの基本的な要素としては、それらに作用する外力やその種類と大きさの想定、

これらが機械や装置の各部分に作用した時の内力や強さ、安全性などについて理論と実験の両面から解析する

ことが必要となります。また、材料の変形、損傷、破壊等材料の信頼性保証などに関する基礎知識が必要とさ

れます。この情報化社会においては、様々な情報・機械・機器が氾濫しており、これらは人間の手で設計され、

運用されています。それに使われる機械に関する技術は、ますます高度となる中で、その特殊な構造や先端技

術から生じる内在的な危険をいち早く予見できるのは、それらを設計する設計者や技術者自身であり、これら

を安全かつ低リスクで運用し、安全・安心な社会を形成していくための機械の設計知識の習得が必要とされま

す。  

cc33..  機機械械工工学学のの専専門門分分野野のの高高度度なな理理論論・・概概念念にに関関すするる知知識識をを身身ににつつけけてていいるる。。    

機械やプラントなどでは、その性能、機能や能力を最大限に発揮させ、それらを動かすためにエネルギーが

必要となります。自動車が、動力源となるガソリンや電気エネルギーなしでは走れないように、仕事をするこ

とのできる能力（エネルギー）が必要になります。これらのエネルギーの発生、供給、さらに効率的な変換を

行うことが、SDGsの観点から重要視されています。例えば、環境負荷を軽減できる形で効率良く熱および流体

のエネルギーを変換する技術は、機械工学の大きな役割のひとつであり、これらに関する基礎知識の修得は非

常に大切となります。さらに環境問題と関連して環境負荷に影響をおよぼす燃焼現象やそれらを計測するセン

サーなどに関する素養を十分に身につけておくことが必須の事項となります。  

cc44..  機機械械工工学学のの専専門門分分野野のの方方法法論論にに関関すするる知知識識をを身身ににつつけけ、、情情報報・・デデーータタをを理理論論的的にに分分析析しし、、課課題題解解決決ののたためめにに応応用用

すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

今日では、情報技術はコンピュータを介して機械や装置などを設計し、生産を進める上で、欠くことのでき

ない強力なシステム技術となって組み込まれています。例えば、製造業における工場での製品の自動生産（FA: 

Factory Automation）を始めとして、コンピュータによる設計／製造（CAD/CAM: Computer-Aided Design / 

Manufacturing）から生産機械や設備の保守管理、できあがってくる製品の品質試験などのすべての情報を総合

的に連携した統合システム（CIMS: Computer-Integrated Manufacturing Systems）の思想で、近代的な工場におい

ては実際に多くの製品が製造されています。このような背景のもとに、機械技術者としては、コンピュータ利

用に関してハードウェアとソフトウェアの基本的操作方法およびその周辺機器の仕組みなどについて熟達で

きるようになる必要があります。また、機械工学の種々の分野に関連した現象やその測定法および制御方法を

理解し、それらの現象を計算機支援解析シミュレーション（CAE: Computer-Aided Engineering）によって知識を

深く身につけることが必要になります。さらにこれらの知識に基づいて、３次元 CADなどを利用した実践的な

演習によって問題の探求や解決能力を養います。すなわち、より高度で具体的な機械や装置の設計を試み、そ

れぞれの機械に対する理論や特性を学ぶことによって、創造的な思考をもったデザイン能力を発揮でき得る知

識や能力を身につける必要があります。  

dd11..  獲獲得得ししたた知知識識・・技技能能・・態態度度をを総総合合的的にに活活用用しし、、自自由由なな発発想想のの下下、、独独自自にに工工夫夫・・応応用用しし、、新新たたなな知知見見をを創創造造すするる力力をを身身

ににつつけけてていいるる。。  

大学の授業ではさまざまな知識・技能・態度を獲得します。これらを総合的に活用し、さらに自由な発想の

下で独自に工夫・応用して新たな知見を創造することにより、仕事や研究の現場で自ら課題を設定し、その課

題解決に向けて深く探求することができます。人間科学科目群では、さまざまな知識や技能を修得する中で、

それらを総合的に活用し新たな知見を創造する力を学びます。特に人間科学科目群Ｂグループでは、セミナ形

式での演習系科目も設けており、人文科学・社会科学・自然科学の各分野において課題を設定し探求する方法

を修得する中で、これらの力を学びます。また、各学科・専攻により独自に科目を開講しており、これらの力

を学びます。 

これは主に，機械工学科および教養の講義・実習などから取得した知識等を活用して，機械セミナ，総合セ
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ミナ，機械創造工学セミナ，卒業研究などに応用する力です。語学、数学、4力学、設計、種々の加工学をはじ

め、基礎工学実験、機械製作実習、工学実験などで得た知識・技能・態度を実際の課題解決に活用することで

本物の力になります。  

dd22..  機機械械工工学学のの専専門門分分野野のの知知識識をを基基にに，，自自由由なな発発想想ののももとと，，新新たたなな知知見見をを創創造造すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

これは主に卒業研究を行うことによってに身につけていく力です。卒業研究では「誰も解いたことがない（答

えがない）」問題に取り組みます。自由な発想のもと、新たな知見を創造する力とは、いわゆる問題解決能力の

ことであり，社会人になってから技術者として活躍するために最も重要な能力です。どこまで深く卒業研究に

取り組めるかによって，身につく力も変わってきます。 

dd33..  機機械械工工学学のの専専門門分分野野かからら獲獲得得ししたた知知識識・・技技能能・・態態度度等等をを総総合合的的にに活活用用すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。    

これも主に卒業研究を通じて身につける力です。卒業研究ではこれまで専門的に勉強した機械系の 4力学，

材料の知識，設計，さまざまな加工についての知識や実習で体験した加工の経験を総動員して取り組む必要が

あります。また，教員や共同作業する学生，技術職員とのコミュニケーションの重要性も学びます。 
 
６６．．教教育育課課程程  

第5章で説明した学位授与の方針は、4年間で身につけることが必要な知識や能力を示したものです。これ

を獲得するための学修の達成に必要な授業科目が記されたものが教育課程です。  

  本学の教育課程は，授業科目を順次的・体系的に配置したうえで，①授業科目の順次性・体系性と学位授与

の方針との関係性を説明するためのカリキュラム・フローチャートとカリキュラムマップが準備され，②授業

科目ごとに学修到達目標を定め，さらに、③皆さんが進みたい進路の参考とするため，履修モデルも準備され

ています。  

   図－1は，教育課程の概念図をまとめたものです。教育課程は，人間科学科目群，専門基礎科目群，および

専門科目群の 3つの群に分類されています。それぞれの授業科目の教育内容については 6.1～6.3で説明しま

す。6.4 では卒業後の進路等に対応させて，教育課程の授業科目をどのように学修していくかという履修モデ

ルが例示します。各授業科目で何を学んで，どんな知識を修得するかは，6.5で紹介するカリキュラムマップに

おける学修到達目標に具体的にまとめています。  

なお，教育課程を構成しているそれぞれの授業科目の具体的な開講期と単位数などを示したものは，別に

示す「開講科目一覧」に表しています。 
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図図－－１１  機機械械工工学学科科のの教教育育課課程程のの構構成成概概念念図図    
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法学Ａ,Ｂ 

社会学Ａ,Ｂ 

社会調査法Ａ,Ｂ 

現代社会論Ａ,Ｂ 

教育社会学 

健康科学Ａ,Ｂ 

認知科学Ａ,Ｂ 

環境と防災Ａ,Ｂ 

自然科学概論Ａ,Ｂ 

生物学Ａ,Ｂ 

地球科学Ａ,Ｂ 

課題探究集中講座 

課題探究セミナＡ,Ｂ 

教養総合講座Ａ,Ｂ 

 

 

スポーツ実技Ａ,Ｂ 

スポーツと健康の科学Ａ,Ｂ 

 

ファースト・イヤー･セミナ 

英語スキル１,２ 

資格英語 

実践英語 

英語ライティング 

英語プレゼンテーション 

中国語入門１,２ 

 

情報リテラシー概論 

データサイエンス概論 

人間科学科目 

社会・自然・人間と科 

学技術を調和させるた 

めの幅広い知識を習得 

し，技術者に必要な教 

養を身につけます。 

専門基礎科目 基幹科目 

展開科目 関連科目 

機械英語 

品質管理 

工業経営論 

科学技術史と技術者倫理 

知的財産権と情報倫理 

インターンシップ(学外研修) 

関連科目の選択によって，機械工学 

と最も関連の深い社会，産業界等の 

専門技術や技術動向などについて学 

びます。 

[強度設計系] 

機械力学 

振動工学 

材料力学 

材料強度設計学 

自動車工学 

[エネルギー系] 

熱エネルギー工学 

熱移動工学 

流体力学１ 

流体力学２ 

計測工学 

制御工学 

電気工学 

航空宇宙工学 

応用機械工学Ｂ 

 

［材料・加工系］ 

機械材料学 

機能材料工学 

機械加工学 

変形加工学 

溶融加工学 

表面加工学 

環境工学 

応用機械工学Ａ 

［実験・実習・設計演習系］ 

基礎機械製図  機械設計製図１  機械設計製図２ 

応用設計演習１ 応用設計演習２  数値計算法１ 数値計算法２ 

ｼﾐｭﾚー ｼｮﾝ工学   機械製作実習１  機械製作実習２ 

機械工学実験１ 機械工学実験２ 

卒業研究 

工学の基礎となる数学，物理学，化 

学を学ぶとともに，基礎実験や演習 

を通して，専門分野への密接なつな 

がりをもった理論や現象を理解する 

素養を高めます。 

機械工学の最も基本となる基幹科目 

は，自らが選択・指向する「専門分 

野系」と関連させて，専門領域への 

知識・認識を広げて目標を達成する 

ために学びます。 

［自然科学系］ 

線形代数１ 

線形代数２ 

基礎物理A 

基礎物理B 

化学１ 

化学２ 

工業力学 

機械力学基礎 

材料力学基礎 

熱力学基礎 

流体力学基礎 

機械材料学基礎 

加工学基礎 

要素・機構設計学 

展開科目は学生が選択・指向する「専門分野系」の科目群で 

あり，実験・実習・設計や卒業研究等で学生自身が選んだ課 

題・テーマを解決する時に必要となる専門知識を，実験や演 

習などを通して学びます。 

卒業研究 機械創造工学セミナ 総合セミナ 

［工学基礎系］ 

機械数学基礎演習 

機械工学基礎Ａ 

機械工学基礎Ｂ 

機械工学基礎Ｃ 

解析学１ 

解析学２ 

解析学３ 

力学１ 

力学２ 

力学３ 

基礎工学実験 

機械入門セミナ 

機械セミナ 
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６６．．１１  人人間間科科学学科科目目群群  

aa..  人人間間科科学学科科目目群群  ＡＡググルルーーププ  

①①フファァーースストト・・イイヤヤーー・・セセミミナナ    

ファースト・イヤー・セミナ（First Year Seminar、略してFYS、初年次セミナ）とは、新入生である皆さん

方全員に、今後４年間の大学教育に不可欠な「「学学習習技技法法（（ススタタデディィ・・ススキキルルズズ））」」を習得してもらう科目です。

いわば「「大大学学ででのの学学びび方方」」をを学学ぶぶ授授業業科科目目です。 

実は、皆さんが高校まで普通だと思ってきた勉強の仕方と、大学での学びの方法はずいぶん違うところがあ

るのです。この方法の違いを理解した上で、「大学での学び方」に早く習熟し、積極的に大学の授業に参加して

ほしいのです。この点はとても大切です。大学での授業に戸惑ったり、どうにも積極的に参加できなかったり、

せっかく勉学に打ち込んでもそれが空回りに終わって、４年たっても実を結ばない、こうしたことの原因の一

半には、大学での学び方（つまり知的レベルをステップアップする方法）のベースができていないことが大き

く関わっていることが分かっています。 

この授業は次のように５つのパートでできています。 

Ⅰ 大学で学ぶとはどういうことか 

Ⅱ 効果的な授業の聴き方、効率的なノートのとり方、テキストの的確な読み方 

Ⅲ 知的収蔵庫である大学図書館の利用法 

Ⅳ 文章の書き方の基本、レポート作成のルール、およびその実践 

Ⅴ 効果的なプレゼンテーションのさまざまな方法とその実践 

 

この授業の第一のねらいは、「大学での学び方」を習得してもらうことで、皆さんが本学の教育にスムーズに

適応できること、言いかえると皆さんが手応えをもって大学生活を送ることができるよう手助けをするところ

にあります。しかしそれだけではありません。皆さんが社会に出、職業人として、あるいは市民として、豊か

に生きていこうとするとき、自己表現スキルや、他者とのコミュニケーション・スキルの必要性をきっと感じ

ることでしょう。それらを可能にするのも、この授業が基盤となります。そうした最低限の知的技法もここに

は盛り込まれています。 

こうした事項について、少人数クラスで初歩からみっちりと学んでもらいます。皆さんはこの授業において、

何より自分の知的ステップアップを信じて、全力でこれに応えねばなりません。 

 

②②  外外国国語語科科目目  

＜＜英英語語ススキキルル11・・22、、資資格格英英語語、、実実践践英英語語、、英英語語ラライイテティィンンググ、、英英語語ププレレゼゼンンテテーーシショョンン、、中中国国語語入入門門 11・・22＞＞  

外国語を学習することには２つの重要な事項があります。第１はコミュニケーションの手段としての言語能

力の習得です。グローバル化の著しい今日においては外国語、特に英語によるコミュニケーション能力は 21世

紀を生きる上で不可欠となります。第２はその言語の背景にある文化や思考を学ぶことです。言語の背景にあ

る文化やものの考え方を理解することなく言語を学ぶだけでは思わぬ誤解やトラブルに巻き込まれることに

もなりかねません。技術者にとっても外国語の能力の習得はますます重要になってきています。 

そのような外国語の学習には基礎的な事項の反復学習が大切になります。大変に思うかもしれませんが、外

国語学習というのは努力をすればするほど成果も見込めるのです。本学では、1年次に「英語スキル 1・2」、2

年次前期に「資格英語」を必修科目として開講しています。また、2年次後期に「実践英語」を選択科目として

開講しています。さらに、3 年次でも外国語科目を学びたい人のために「英語ライティング」、「英語プレゼン

テーション」という選択科目を開講しています。英語以外の外国語として、中国語の基礎を学びたい学生は、

1年次に「中国語入門1・２」を選択科目として開講しています。 

 

③③  健健康康科科学学科科目目＜＜ススポポーーツツ実実技技AA・・BB、、ススポポーーツツとと健健康康のの科科学学AA・・BB＞＞  

大学におけるスポーツ実技Ａ・Ｂは、1年次にＡ、Ｂを配当しています。週 1回の実技を通してスポーツの

技術およびその楽しさを学ぶことで、学生諸君が将来（生涯スポーツとして）も運動を継続して行えるような
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６６．．１１  人人間間科科学学科科目目群群  

aa..  人人間間科科学学科科目目群群  ＡＡググルルーーププ  

①①フファァーースストト・・イイヤヤーー・・セセミミナナ    

ファースト・イヤー・セミナ（First Year Seminar、略してFYS、初年次セミナ）とは、新入生である皆さん

方全員に、今後４年間の大学教育に不可欠な「「学学習習技技法法（（ススタタデディィ・・ススキキルルズズ））」」を習得してもらう科目です。

いわば「「大大学学ででのの学学びび方方」」をを学学ぶぶ授授業業科科目目です。 

実は、皆さんが高校まで普通だと思ってきた勉強の仕方と、大学での学びの方法はずいぶん違うところがあ

るのです。この方法の違いを理解した上で、「大学での学び方」に早く習熟し、積極的に大学の授業に参加して

ほしいのです。この点はとても大切です。大学での授業に戸惑ったり、どうにも積極的に参加できなかったり、

せっかく勉学に打ち込んでもそれが空回りに終わって、４年たっても実を結ばない、こうしたことの原因の一

半には、大学での学び方（つまり知的レベルをステップアップする方法）のベースができていないことが大き

く関わっていることが分かっています。 

この授業は次のように５つのパートでできています。 

Ⅰ 大学で学ぶとはどういうことか 

Ⅱ 効果的な授業の聴き方、効率的なノートのとり方、テキストの的確な読み方 

Ⅲ 知的収蔵庫である大学図書館の利用法 

Ⅳ 文章の書き方の基本、レポート作成のルール、およびその実践 

Ⅴ 効果的なプレゼンテーションのさまざまな方法とその実践 

 

この授業の第一のねらいは、「大学での学び方」を習得してもらうことで、皆さんが本学の教育にスムーズに

適応できること、言いかえると皆さんが手応えをもって大学生活を送ることができるよう手助けをするところ

にあります。しかしそれだけではありません。皆さんが社会に出、職業人として、あるいは市民として、豊か

に生きていこうとするとき、自己表現スキルや、他者とのコミュニケーション・スキルの必要性をきっと感じ

ることでしょう。それらを可能にするのも、この授業が基盤となります。そうした最低限の知的技法もここに

は盛り込まれています。 

こうした事項について、少人数クラスで初歩からみっちりと学んでもらいます。皆さんはこの授業において、

何より自分の知的ステップアップを信じて、全力でこれに応えねばなりません。 

 

②②  外外国国語語科科目目  

＜＜英英語語ススキキルル11・・22、、資資格格英英語語、、実実践践英英語語、、英英語語ラライイテティィンンググ、、英英語語ププレレゼゼンンテテーーシショョンン、、中中国国語語入入門門 11・・22＞＞  

外国語を学習することには２つの重要な事項があります。第１はコミュニケーションの手段としての言語能

力の習得です。グローバル化の著しい今日においては外国語、特に英語によるコミュニケーション能力は 21世

紀を生きる上で不可欠となります。第２はその言語の背景にある文化や思考を学ぶことです。言語の背景にあ

る文化やものの考え方を理解することなく言語を学ぶだけでは思わぬ誤解やトラブルに巻き込まれることに

もなりかねません。技術者にとっても外国語の能力の習得はますます重要になってきています。 

そのような外国語の学習には基礎的な事項の反復学習が大切になります。大変に思うかもしれませんが、外

国語学習というのは努力をすればするほど成果も見込めるのです。本学では、1年次に「英語スキル 1・2」、2

年次前期に「資格英語」を必修科目として開講しています。また、2年次後期に「実践英語」を選択科目として

開講しています。さらに、3 年次でも外国語科目を学びたい人のために「英語ライティング」、「英語プレゼン

テーション」という選択科目を開講しています。英語以外の外国語として、中国語の基礎を学びたい学生は、

1年次に「中国語入門1・２」を選択科目として開講しています。 

 

③③  健健康康科科学学科科目目＜＜ススポポーーツツ実実技技AA・・BB、、ススポポーーツツとと健健康康のの科科学学AA・・BB＞＞  

大学におけるスポーツ実技Ａ・Ｂは、1年次にＡ、Ｂを配当しています。週 1回の実技を通してスポーツの

技術およびその楽しさを学ぶことで、学生諸君が将来（生涯スポーツとして）も運動を継続して行えるような

素地を身につけ、スポーツを通じて集団を意識し、社会に対する適応力を向上させることを目的としています。 

スポーツと健康の科学A・Bは3年次に配当しており、スポーツ科学および健康の維持増進に関する講義を行

います。スポーツや身体の仕組みについて学び、各個人がより健康に生活できるような知識と態度を身につけ

る事を目的としています。 

 

④④  基基礎礎英英語語セセミミナナ  

基礎英語セミナでは、基本的な英単語を習得することと、習得した英単語を文脈のなかで正しく理解するこ

とを目標にします。一目ですぐに認識できる語彙を多量に獲得することは、英語を読んだり、書いたりするう

えで大きな力となるだけでなく、英語を聞いたり、話したりするうえで不可欠な力となってきます。英語によ

る学術的探求とコミュニケーションの礎になる力が、十分な練習を通して養成されることになります。なお、

3年次修了までにこの科目を修得できなかった場合には、4年間で卒業することができなくなります。 

 

⑤⑤  DDXX（（デデジジタタルルトトラランンススフフォォーーメメーーシショョンン））科科目目＜＜情情報報リリテテララシシーー概概論論  ・・  デデーータタササイイエエンンスス概概論論＞＞  

現在、日本政府は、未来社会の姿として掲げている「Society 5.0」と呼ばれる社会構想を推進することで「超

スマート社会」を実現することを目指しています。 

超スマート社会で活躍するであろう皆さんにとっては、大学で学修する分野によらず、データサイエンスや

人工知能（AI）を理解して、適切に活用する力をつけることが重要です。 

データサイエンスやAIは今後のデジタル時代のよみ・かき・そろばんと言われており、すべての社会人が正

しい使い方を身につける必要があります。 

本学では、この内容を修得するため、1年生前期に「情報リテラシー概論」が、また 1年生後期に「データサ

イエンス概論」が、すべての学科・専攻において必修科目として設置されています。 

どちらの科目ともオンデマンド形式の遠隔授業として開講されます。 

各自のノート PC 等を利用して都合のよい時間に学修し、設定された課題を指定された期日までに提出して

ください。 

なお、この二科目は文部科学省により実施されている「データサイエンス教育プログラム認定制度（リテラ

シーレベル）」に準拠した学修内容になっています。 

・・情情報報リリテテララシシーー概概論論  

超スマート社会で活躍するためには、PC・スマートフォンなどの情報機器や、それらで得られる情報を適切

に効率よく利用できるようになることが重要です。 

本講義では、様々な情報サービスを適切に効率よく利用するための方法について説明します。 

特に、本学で使用できる各種サービスについて説明します。 

今後の活動で必要となるグループでの情報共有やコミュニケーション、情報の共有方法など、情報通信技術

の基礎的な使用方法を確立してください。 

・・デデーータタササイイエエンンスス概概論論  

卒業後に自分が活躍したい業界・業種に関わらず、今後の社会ではデータサイエンスや AIを理解することは

重要です。 

本講義では、数理・データサイエンス・AIに関する基礎的な能力を身につけることを目的としています。 

データやAIが社会にどう関わっているかを理解して、それらを活用するための方法について学修します。 
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ｂｂ．．人人間間科科学学科科目目群群  ＢＢググルルーーププ  

大同大学の教育課程（カリキュラム）は、三つの科目群に支えられています。一つは各学科・専攻でおもに

学ぶ専門科目群、他の二つは専門基礎科目群とここで説明する人間科学科目群です。人間科学科目群はファー

スト・イヤー・セミナと語学、体育の実技を含む Aグループと、講義科目である Bグループから成り立ってい

ます。 

人間科学科目群Bグループは、「人間・歴史文化・こころの理解」（人文科学分野、10科目）、「国際情勢と社

会のしくみ」（社会科学分野、12科目）、「科学的なものの見方」(自然科学分野、12科目)、「学問への複眼的ア

プローチ」（学際的分野および演習、5科目）の4つのカテゴリーから構成されており、現代のリベラルアーツ

教育において求められる多様かつ幅広い分野の科目を提供しています。これらに加え、より深く学びたいとの

高い意欲をもつ学生に向けて、ゼミナール（小集団演習）形式の「課題探究セミナ A」、「課題探求セミナB」を

開講しています。 

これらの講義系と演習系の科目はすべて、皆さんに多様な知的刺激を与えることができるように工夫された

ものばかりです。そのねらいは、トータルな人間教育にほかなりません。言いかえると、皆さんが今をタフに

生き、将来を担う一市民としての教養を身につけ、それに磨きをかけること、これが本科目群の目指すところ

です。 

大学での専門教育はもちろん重要です。しかしそれを世の中に役立てながらも、一人ひとりが社会の中で豊

かな人生を創出していくためには「教養」が欠かせません。本学では「教養」として、とくに「コミュニケー

ション力」、「自ら考える力」それと「協働力」に重点を置いています。こうした点で皆さんが自分らしさを発

揮できるよう、B グループにはさまざまな授業を取りそろえています。できるだけ偏りを作らず履修し、修得

することが望まれます。 

現在、私たちは歴史的転換期に身を置いています。日本でも世界でも、世の中は目まぐるしく変化し続けて

います。良いことも好ましくないことも瞬時に地球規模で拡散し、われわれはグローバル社会の一員であるこ

とを余儀なくされています。とくに日本は超高齢化社会に突入し、不透明で不確実な時代に入りつつあります。

それでも世界は飽くなきマネーフローと途轍もないテクノロジーの進化を介して緊密に結びつくと同時に、ア

メリカ南北大陸圏、アジア圏、欧州、東欧およびロシア圏、アフリカ中東圏などで生じるローカルな歪みが、

即座に世界各国に対し甚大な政治的・経済的影響をもたらします。さらに今後は AI（人工知能）や IoT（モノ

のインターネット）に代表される技術革新によって人間の働き方が様変わりするばかりか、われわれの想像力

をはるかに超える近未来社会が待ち受けています。世界がより便利に、より快適な生活を享受できるようにな

ることは好ましいですが、日本の社会を見ても逆に格差社会などが一部現実のものとなりつつあるのは見逃せ

ません。 

そこで皆さんに具体的に求められるのは、こうした時代を生き抜いていくための知恵や活力を自ら引き出し

伸ばしていくことです。そのためには今を知り、そこから課題を見つけ出し、いろいろな角度から考え、そし

て解決策を自分であるいは仲間と協働しながら探り当てていく知とパワーが不可欠です。そして何よりも一人

ひとりが自分の人生を存分に味わい、楽しめる力を発揮することが求められます。 

大学では、人間と社会をよく知るためにも、人文・社会科学の学問分野の知見や見識が大切な役割を果たし

ます。人文科学分野では、文学、哲学、歴史学、人類学、心理学が人間の営みや心の働きを扱い、社会科学分

野では法学、経済学、政治学、社会学、社会調査法、現代社会論、課題探究集中講座が社会の仕組みから国際

情勢の展望にまで皆さんを誘います。 

また自然科学のアプローチから宇宙、地球、生命、身体そのものを知ることに加えて、われわれの生活環境

や健康を見直す諸科目も開講されています。自然科学概論、環境と防災、地球科学、認知科学、生物学、健康

科学の諸科目が、有益性と危険性をあわせ持つ科学技術、人間が生きる舞台としての地球環境、またヒトとし

ての人間、人間の心身・健康に焦点を当てています。 

2年次、3年次には、「課題探究セミナ」として、アクティブ・ラーニングや PBL（問題・課題解決型授業）を

意識した少人数科目を開設しています。 

大学での勉学は、確かに与えられたものを繰り返し習い覚える地道な作業と同時に、何が問題でその解決の
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ｂｂ．．人人間間科科学学科科目目群群  ＢＢググルルーーププ  

大同大学の教育課程（カリキュラム）は、三つの科目群に支えられています。一つは各学科・専攻でおもに

学ぶ専門科目群、他の二つは専門基礎科目群とここで説明する人間科学科目群です。人間科学科目群はファー

スト・イヤー・セミナと語学、体育の実技を含む Aグループと、講義科目である Bグループから成り立ってい

ます。 

人間科学科目群Bグループは、「人間・歴史文化・こころの理解」（人文科学分野、10科目）、「国際情勢と社

会のしくみ」（社会科学分野、12科目）、「科学的なものの見方」(自然科学分野、12科目)、「学問への複眼的ア

プローチ」（学際的分野および演習、5科目）の4つのカテゴリーから構成されており、現代のリベラルアーツ

教育において求められる多様かつ幅広い分野の科目を提供しています。これらに加え、より深く学びたいとの

高い意欲をもつ学生に向けて、ゼミナール（小集団演習）形式の「課題探究セミナ A」、「課題探求セミナB」を

開講しています。 

これらの講義系と演習系の科目はすべて、皆さんに多様な知的刺激を与えることができるように工夫された

ものばかりです。そのねらいは、トータルな人間教育にほかなりません。言いかえると、皆さんが今をタフに

生き、将来を担う一市民としての教養を身につけ、それに磨きをかけること、これが本科目群の目指すところ

です。 

大学での専門教育はもちろん重要です。しかしそれを世の中に役立てながらも、一人ひとりが社会の中で豊

かな人生を創出していくためには「教養」が欠かせません。本学では「教養」として、とくに「コミュニケー

ション力」、「自ら考える力」それと「協働力」に重点を置いています。こうした点で皆さんが自分らしさを発

揮できるよう、B グループにはさまざまな授業を取りそろえています。できるだけ偏りを作らず履修し、修得

することが望まれます。 

現在、私たちは歴史的転換期に身を置いています。日本でも世界でも、世の中は目まぐるしく変化し続けて

います。良いことも好ましくないことも瞬時に地球規模で拡散し、われわれはグローバル社会の一員であるこ

とを余儀なくされています。とくに日本は超高齢化社会に突入し、不透明で不確実な時代に入りつつあります。

それでも世界は飽くなきマネーフローと途轍もないテクノロジーの進化を介して緊密に結びつくと同時に、ア

メリカ南北大陸圏、アジア圏、欧州、東欧およびロシア圏、アフリカ中東圏などで生じるローカルな歪みが、

即座に世界各国に対し甚大な政治的・経済的影響をもたらします。さらに今後は AI（人工知能）や IoT（モノ

のインターネット）に代表される技術革新によって人間の働き方が様変わりするばかりか、われわれの想像力

をはるかに超える近未来社会が待ち受けています。世界がより便利に、より快適な生活を享受できるようにな

ることは好ましいですが、日本の社会を見ても逆に格差社会などが一部現実のものとなりつつあるのは見逃せ

ません。 

そこで皆さんに具体的に求められるのは、こうした時代を生き抜いていくための知恵や活力を自ら引き出し

伸ばしていくことです。そのためには今を知り、そこから課題を見つけ出し、いろいろな角度から考え、そし

て解決策を自分であるいは仲間と協働しながら探り当てていく知とパワーが不可欠です。そして何よりも一人

ひとりが自分の人生を存分に味わい、楽しめる力を発揮することが求められます。 

大学では、人間と社会をよく知るためにも、人文・社会科学の学問分野の知見や見識が大切な役割を果たし

ます。人文科学分野では、文学、哲学、歴史学、人類学、心理学が人間の営みや心の働きを扱い、社会科学分

野では法学、経済学、政治学、社会学、社会調査法、現代社会論、課題探究集中講座が社会の仕組みから国際

情勢の展望にまで皆さんを誘います。 

また自然科学のアプローチから宇宙、地球、生命、身体そのものを知ることに加えて、われわれの生活環境

や健康を見直す諸科目も開講されています。自然科学概論、環境と防災、地球科学、認知科学、生物学、健康

科学の諸科目が、有益性と危険性をあわせ持つ科学技術、人間が生きる舞台としての地球環境、またヒトとし

ての人間、人間の心身・健康に焦点を当てています。 

2年次、3年次には、「課題探究セミナ」として、アクティブ・ラーニングや PBL（問題・課題解決型授業）を

意識した少人数科目を開設しています。 

大学での勉学は、確かに与えられたものを繰り返し習い覚える地道な作業と同時に、何が問題でその解決の

ためにはどう向き合えばよいのかについて自分自身で考え、仲間と語り合い、行動をおこすところに醍醐味が

あります。 

皆さんにとって、人間科学科目群 Bグループがその糸口となることを願っています。 

  

６６．．２２  専専門門基基礎礎科科目目群群（（カカリリキキュュララムムフフロローーチチャャーートト））    

専門基礎科目群において学習する教育内容および学修到達目標について説明します。図図－－２２ののカリ

キュラム・フローチャートには，専門基礎科目群の授業科目のつながりとそれらの履修年度と学習順

序が示してあります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

図図－－２２  専専門門基基礎礎科科目目群群ののカカリリキキュュララムム・・フフロローーチチャャーートト  

((１１))自自然然科科学学系系      

aa．．教教育育内内容容  

本学の学位授与の方針にあるように、豊かな教養を身につけ、豊かな創造力を身につけるためには、それぞ

れの専門分野にとらわれずに幅広い自然科学的なものの見方、考え方を修得することが大切です。そのために

自然科学系の科目として、数学関係 2科目、物理関係 2科目、化学関係 2科目が編成されています。それぞれ

の教育内容は、次のとおりです。 

 

①①[[数数学学関関係係科科目目]]（（線線形形代代数数１１，，線線形形代代数数２２））  

線形代数１と線形代数２では、２つのものの間に成り立つ関係のうち、もっともシンプルで多くのことの基

礎となる「比例する」という関係を多くのものの間の関係に拡張した線形性と呼ばれる考え方について学びま

す。これを学ぶことにより、理工系のみならず経済学、社会学等の社会科学においても重要な、２つ以上のも

のの間に成り立つ関係をつかむ目が養われます。また線形性は平面や空間の幾何とも関係し、特に空間図形を

把握する練習としても、線形代数の授業を活用してもらいたいと思います。 

 

 

２２　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次

1 期 2 期 3 期 4 期

基礎数学
セミナ

基礎理科
セミナ

線形代数１ 線形代数２

基礎物理A 基礎物理B

化学１ 化学２

解析学１ 解析学２ 解析学３
機械工学

基礎Ａ

数学基礎 解析学１ 解析学２ 解析学３
機械工学

基礎Ｂ

力学１ 力学２ 力学３
基礎工学

実験
機械工学

基礎Ｃ

科目区分

自然
科学系

開講年次 １１　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次

専
門
基
礎
科
目
群

工学
基礎系

斜体：必修科目

1期
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②②[[物物理理関関係係科科目目]]（（基基礎礎物物理理ＡＡ，，基基礎礎物物理理ＢＢ））  

ここでは、高校の物理の復習から始めて、ベクトルと微分積分を使った大学の物理へ進みます。基礎物理Aで

は、電磁気学の基礎事項を学びます。電荷を担う基礎的なものは電子などの粒子であること、電子の流れが電

流であることなど、基本的な自然界の姿を学びます。さらに、電場（電界）や磁場（磁界）といった『場』と

いう概念を学びます。基礎物理Bでは、熱力学の基礎を学びます。熱の微視的な理解、つまり物質の構成要素（原

子や分子など）の熱振動のエネルギーとして熱が理解できることを学びます。さらに、熱や仕事などエネルギ

ーの巨視的な理解、特に熱力学第一法則などを学びます。なお、電磁気学（基礎物理A）も熱力学（基礎物理B）

も、力学の考え方を応用する場面が随所に出てきます。電磁気学や熱力学を学ぶ前に、力学を学んでおくこと

が必要です。 

 

③③[[化化学学関関係係科科目目]]（（化化学学１１，，化化学学２２））  

地球環境や物づくりを理解するには、物質についての基礎知識が必要です。化学1では物質の構成要素である

原子、分子そのものやそれらが集団になったときに現れる基本的な性質と挙動について学びます。化学2では、

より具体的な化学物質の特徴や化学反応について学びます。 

  

（（２２））工工学学基基礎礎系系  

aa．．教教育育内内容容 

  工学は応用科学であり、基礎科学である自然科学とは異なる学問分野でありますが、工学の色々な部分にお

いては、自然科学の基本原理がいたるところで使われています。したがって、本学の学位授与方針にあるよう

に確かな専門性を身につけるために、皆さんは工学を学修する上で必要となる自然科学(特に、数学・物理・化

学)の基礎学力を高めなければなりません。工学基礎系の科目は、これに応えることを目的として設けられてい

ます。工学基礎系の科目は，数学関係5科目，物理関係3科目，物理・化学関係1科目，および専門関係

2科目で編成されています。それぞれの教育内容は，次の通りです。 

 

①①[[数数学学関関係係科科目目]]（（数数学学基基礎礎，，解解析析学学11，，解解析析学学22，，解解析析学学33，，常常微微分分方方程程式式））  

工学基礎系の数学では特に、近代科学技術文明の基礎とも言えるニュートン、ライプニッツに始まる微分積

分学を、段階を追って学修していきます。変化の割合を表す微分法と、面積や体積を求める積分法とがどこで

つながるのか。無限とか極限とかいう言葉がよく出てくるが、どういう意味なのか。こういったことをしっか

り考えて学修することにより、微分積分学の基本的な考え方が身につき、数式とその表すものとの関係がわか

るようになります。さらに常微分方程式を学ぶと、変化の割合がみたす式より将来を予測することが出来るよ

うになり、自然の中に存在する因果関係（何が原因で何が結果か）にも目が向かうようになるでしょう。 

また高等学校までの数学教育の多様化に対応し、他の数学系科目および自然科学、工学系専門科目への準備

となる科目として、数学基礎を開講しています。この科目の受講対象者は入学時に実施する学力試験の結果に

基づいて決定 され、受講対象者には１年前期に解析学１に先んじて、特に大学での専門教育に直結する基礎

的な数学を精選して教授します。 

 

②②[[物物理理関関係係科科目目]]（（力力学学１１，，力力学学２２，，力力学学３３））  

力学とは物体の運動を知ることを目的とする理論であり、その理論体系には自然科学と自然科学を応用する

工学・情報学の考え方の基礎が集約されています。物体の代表例は工業材料（歯車やクランクなどの機械部品、

あるいは車や人工衛星、建築物などの製品）です。工業材料の静止状態を扱う科目の基礎事項も、そして工業

材料が動く状態を扱う科目の基礎事項も、力学1、2、3という科目で扱います。力学1、2、3を通して、ベクトル

と微分積分を使って力の合成・分解、運動方程式を解いて物体の運動を決定する手順、エネルギー保存則など

力学の重要事項を学びます。特に大切なのは、『運動方程式は微分方程式であり、それを満たす解（関数）が運

動を表す』という点です。その具体例として、放物運動、円運動、バネの力による単振動、摩擦がある場合の
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②②[[物物理理関関係係科科目目]]（（基基礎礎物物理理ＡＡ，，基基礎礎物物理理ＢＢ））  

ここでは、高校の物理の復習から始めて、ベクトルと微分積分を使った大学の物理へ進みます。基礎物理Aで

は、電磁気学の基礎事項を学びます。電荷を担う基礎的なものは電子などの粒子であること、電子の流れが電

流であることなど、基本的な自然界の姿を学びます。さらに、電場（電界）や磁場（磁界）といった『場』と

いう概念を学びます。基礎物理Bでは、熱力学の基礎を学びます。熱の微視的な理解、つまり物質の構成要素（原

子や分子など）の熱振動のエネルギーとして熱が理解できることを学びます。さらに、熱や仕事などエネルギ

ーの巨視的な理解、特に熱力学第一法則などを学びます。なお、電磁気学（基礎物理A）も熱力学（基礎物理B）

も、力学の考え方を応用する場面が随所に出てきます。電磁気学や熱力学を学ぶ前に、力学を学んでおくこと

が必要です。 

 

③③[[化化学学関関係係科科目目]]（（化化学学１１，，化化学学２２））  

地球環境や物づくりを理解するには、物質についての基礎知識が必要です。化学1では物質の構成要素である

原子、分子そのものやそれらが集団になったときに現れる基本的な性質と挙動について学びます。化学2では、

より具体的な化学物質の特徴や化学反応について学びます。 

  

（（２２））工工学学基基礎礎系系  

aa．．教教育育内内容容 

  工学は応用科学であり、基礎科学である自然科学とは異なる学問分野でありますが、工学の色々な部分にお

いては、自然科学の基本原理がいたるところで使われています。したがって、本学の学位授与方針にあるよう

に確かな専門性を身につけるために、皆さんは工学を学修する上で必要となる自然科学(特に、数学・物理・化

学)の基礎学力を高めなければなりません。工学基礎系の科目は、これに応えることを目的として設けられてい

ます。工学基礎系の科目は，数学関係5科目，物理関係3科目，物理・化学関係1科目，および専門関係

2科目で編成されています。それぞれの教育内容は，次の通りです。 

 

①①[[数数学学関関係係科科目目]]（（数数学学基基礎礎，，解解析析学学11，，解解析析学学22，，解解析析学学33，，常常微微分分方方程程式式））  

工学基礎系の数学では特に、近代科学技術文明の基礎とも言えるニュートン、ライプニッツに始まる微分積

分学を、段階を追って学修していきます。変化の割合を表す微分法と、面積や体積を求める積分法とがどこで

つながるのか。無限とか極限とかいう言葉がよく出てくるが、どういう意味なのか。こういったことをしっか

り考えて学修することにより、微分積分学の基本的な考え方が身につき、数式とその表すものとの関係がわか

るようになります。さらに常微分方程式を学ぶと、変化の割合がみたす式より将来を予測することが出来るよ

うになり、自然の中に存在する因果関係（何が原因で何が結果か）にも目が向かうようになるでしょう。 

また高等学校までの数学教育の多様化に対応し、他の数学系科目および自然科学、工学系専門科目への準備

となる科目として、数学基礎を開講しています。この科目の受講対象者は入学時に実施する学力試験の結果に

基づいて決定 され、受講対象者には１年前期に解析学１に先んじて、特に大学での専門教育に直結する基礎

的な数学を精選して教授します。 

 

②②[[物物理理関関係係科科目目]]（（力力学学１１，，力力学学２２，，力力学学３３））  

力学とは物体の運動を知ることを目的とする理論であり、その理論体系には自然科学と自然科学を応用する

工学・情報学の考え方の基礎が集約されています。物体の代表例は工業材料（歯車やクランクなどの機械部品、

あるいは車や人工衛星、建築物などの製品）です。工業材料の静止状態を扱う科目の基礎事項も、そして工業

材料が動く状態を扱う科目の基礎事項も、力学1、2、3という科目で扱います。力学1、2、3を通して、ベクトル

と微分積分を使って力の合成・分解、運動方程式を解いて物体の運動を決定する手順、エネルギー保存則など

力学の重要事項を学びます。特に大切なのは、『運動方程式は微分方程式であり、それを満たす解（関数）が運

動を表す』という点です。その具体例として、放物運動、円運動、バネの力による単振動、摩擦がある場合の

減衰振動、周期的な外力が働く場合の強制振動など、工業材料の動きを理解する上で重要な運動を扱います。

さらに、振動の応用として理解できる波動の基礎事項も力学3で学びます。 

 

③③[[物物理理・・化化学学関関係係科科目目]]（（基基礎礎工工学学実実験験））  

ここでは、工学の基礎としての物理実験、化学実験を行います。物理実験では、物理の基本的な5テーマの実

験を通して、原理と実験の関係、および測定と誤差について学びます。実験の吟味、関連する演習を行うこと

も大切です。化学実験では化学反応の本質を、5テーマの実験を通して学びます。化学実験の基本操作を習得す

ることも重要な目的となります。 

  

④④【【機機械械工工学学関関係係科科目目】】（（機機械械工工学学基基礎礎 AA，，機機械械工工学学基基礎礎 BB，，機機械械工工学学基基礎礎 CC  ））  

機械工学基礎 A、機械工学基礎 B では、基本的な数学や力学の内容が機械工学の強度計算や設計計

算などにどのように用いられるか、演習問題を通して関連性を学びます。専門的な学修はそれぞれの

授業にて行われますが、大学入学までに学習した数学や力学、大学で学ぶ発展的な数学・力学の知識

が機械工学を学ぶ上で非常に重要であることを理解します。機械工学基礎 C では、コンピュータの導

入教育として表計算ソフトの使い方から工業製品の設計に欠かせない 3 次元 CAD の操作方法、シミ

ュレーション解析技術の導入まで幅広く学びます。 
  

((３３))基基礎礎数数学学セセミミナナ・・基基礎礎理理科科セセミミナナ    

アア  [[数数学学関関係係科科目目]]（（基基礎礎数数学学セセミミナナ  ））  

基礎数学セミナでは、数式を一目で把握し、スムーズに計算できることを目標にします。「何とかできる」で

はなく「一目でスムーズにできる」ことが自然科学・工学の素養として大切で、そのためには十分な量の練習

が必要です。 
なお、３年次修了までにこの科目を習得できなかった場合には、４年間で卒業することができなくなります。 

 

イイ  [[物物理理・・化化学学関関係係科科目目]]（（基基礎礎理理科科セセミミナナ  ））  

大学で学ぶ科目の中に、理科の基礎知識を必要とするものが、物理・化学だけではなく、専門科目にも多く

あります。基礎理科セミナでは、大学で学ぶ上で最低限必要となる基礎的な数値計算や単位の取り扱い、およ

び自然科学的な基礎知識を身につけることを目標とします。「何とかできる」ではなく「スムーズにできる」こ

とが自然科学・工学の素養として大切で、そのためには十分な量の練習が必要です。 

なお、３年次修了までにこの科目を習得できなかった場合には、４年間で卒業することができなくなります。  
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６６．．３３  専専門門科科目目群群（（カカリリキキュュララムムフフロローーチチャャーートト））  

 専門科目群の授業科目は、１～３年次に配置した基幹科目、１～４年次の展開科目、関連科目および卒業研

究の科目から構成されています。図－3には、それぞれのカリキュラム・フローチャートが示してあります。 

これらの授業科目について教育内容の概要を以下に説明します。なお、各授業科目で何を学んで、どんな知

識を修得するかについては、後述する学修到達目標の項において、具体的にまとめて示してあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

図図－－３３  専専門門科科目目群群ののカカリリキキュュララムム・・フフロローーチチャャーートト  
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（（11））  基基幹幹科科目目  

基幹科目は、機械工学の最も基礎となる授業科目から構成されています。これらの科目の学修を通

して、段階的に専門 領域への知識や認識を高め、機械技術者(Mechanical Engineer)としての目標達成能

力を身につけます。 基幹科目は、機械工学の専門知識をより深く理解していくための基盤となる科目

としての必修科目と選択科目から構成 されています。  

①①  強強度度設設計計系系((工工業業力力学学，，機機械械力力学学基基礎礎，，材材料料力力学学基基礎礎，，要要素素・・機機構構設設計計))    

工業力学では、機械工学を学ぶ基礎として、機械工学の各分野の学習に必要な数学、物理学に

関連した基礎知識を習得します。機械力学基礎では、専門基礎科目の力学を基に、機械の運転

時に発生する振動の原因やその 抑制について考えるための基礎として、自由振動系・強制振動

系の力学を学びます。材料力学基礎では、機 械や構造物の設計の基礎として不可欠な物体の応

力と変形について学びます。要素・機構設計学では、機械を製作 するときに用いる共通の規格

品としてのボルト・軸・キーなどの機械要素部品と呼ばれるものについて、どのよう な力が加

わるかについて学び、機械を設計する時にどのように部品を選択し用いるのかについて学びま

す。  

②②  エエネネルルギギーー系系((熱熱力力学学基基礎礎，，流流体体力力学学基基礎礎))    

  熱力学基礎では、実際のエンジンで行われている、熱から機械仕事への変換についての法則

(熱力学の第 1 法則) について学びます。また、流体力学基礎では、流体の持つ性質や静止した

流体の壁面に働く力および理想流体の基 礎理論とその解法について学びます。  

③③  材材料料・・加加工工系系((機機械械材材料料学学基基礎礎，，加加工工学学基基礎礎))    

機械材料学基礎では、ものづくりに使われる金属および合金の結晶構造や組織、材料として

の性質などと、これ ら材料の特性および用途について学びます。また、強い材料の内部の状態

や材料を強くする方法(熱処理)についての理解を深めます。また、加工学基礎では、製品設計仕

様に合致した高品質・高信頼性を持った機械および部品 をつくるための最適な加工方法の実際

を学びます。  

④④  機機械械入入門門セセミミナナ，，機機械械セセミミナナ  

機械工学の学問体系の概要を学ぶ動機づけ科目としての機械入門セミナ、機械セミナがあり

ます。機械入門セミ ナでは、機械工学科のカリキュラムの特長、教育目標および将来の指針を

与えるとともに、機械工学の概要ならびに各授業科目間の関連について学びます。機械セミナ

では、専門的な知識を学ぶ前に与えられた機械工学の課題に 取り組むことで、自由な発想を養

う能力を身につけます。  

（（22））  展展開開科科目目  

①①  強強度度設設計計系系（（機機械械力力学学，，振振動動工工学学，，材材料料力力学学，，材材料料強強度度設設計計学学，，自自動動車車工工学学））  

 機械力学では機械力学基礎で学んだ自由振動や強制振動について、複雑な機械要素などへ展

開して理解を深めます。また、振動工学では共振現象やその防止、回転軸の危険速度や動つり合

いなど，機械工学分野において重要な 振動現象について学びます。  
材料力学では、機械や構造物などの材料に加わる曲げ、ねじり、柱の座屈やひずみエネルギ

ーなどの理論について 学びます。さらに、材料強度設計学では、材料の破壊挙動と強さ、ぜい

性、じん性などについての材料強度について学びます。 
シミュレーション工学では、実際にコンピュータを使って実際的な部材の応力・ひずみ、変形

の解析や これら部材の強度に関する設計を行います。 自動車工学では、自動車の基本的構成、

主要部位の構造について最新の技術を含めて学び、自動車の性能や力学などについて基礎的な

理論を学びます。さらには最新の環境対応自動車についても学びます。  
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②②  エエネネルルギギーー系系（（熱熱エエネネルルギギーー工工学学，，熱熱移移動動工工学学，，流流体体力力学学１１，，流流体体力力学学２２，，計計測測工工学学，，電電気気工工学学，，航航

空空宇宇宙宙工工学学，，応応用用機機械械工工学学 BB））  

  各家庭から会社、工場など人間を取り巻くあらゆる環境においては、熱や電気などのエネル

ギーが必要不可欠です。ここでは熱、電気、流体などのエネルギーを他のエネルギーに変換し

て有効的に利用するメカニズムを学びます。まず、熱エネルギー工学では、熱力学基礎で学ん

だ知識を基にして熱力学第２法則およびエントロピーの基本概念についての解説を行い、その

上で実際のエンジンなどを題材としたエネルギー有効利用の方法について学びます。次に、熱

移動工学では、熱の移動形態や輸送現象について学び、耐熱設計への応用や実際のエネルギー

変換装置に対する視野を拡げる事を目標とします。また、流体力学１、流体力学２では、実在

流体の基礎式から流体の速度や圧力を予測する方法を学び、機械エネルギーを流体エネルギー

に変換するポンプ・送風機などの流体機械の設計方法について学びます。計測工学では、長

さ、角度、圧力等の機械量や速度、温度、振動、電磁波等の物理量を検出する方法、およびこ

れらのセンサーを用いた制御システムを学びます。制御工学では、制御系の入出力特性の評価

方法や制御系の安定性の解析方法について学びます。また、電気工学では、機械の駆動や制御

に必要である電気回路素子の基本的性質や回路内の動作を現象的に理解し、回路の考え方・解

析方法を学びます。さらに、航空宇宙工学では、流体の圧縮性およびふく射による熱移動な

ど、それまでに学んだ熱力学・流体力学から応用航空宇宙工学への橋渡しとなる内容を学びま

す。  

③③  材材料料・・加加工工系系((機機械械材材料料学学，，機機能能材材料料工工学学，，機機械械加加工工学学，，変変形形加加工工学学，，溶溶融融加加工工学学，，表表面面加加工工学学，，

環環境境工工学学，，応応用用機機械械工工学学 AA))    

機械材料学と機能材料工学では、ものづくりに材料を使う立場から、材料への理解を深めま

す。機械材料学では、自動車などの各種機械に用いられる鉄鋼材料やアルミニウム、マグネシ

ウム、チタン、および非金属材料（セラミクス、プラスチック）について種類や特徴を学びま

す。この際、これらの材料の適用例や利用加工方法（熱処理・溶接・切削・鋳造・塑性加工な

ど）との関連への理解を深めます。高性能な機械では、機械材料学で学んだ一般的な材料ばか

りでなく、強さ以外の特性を持つ材料、複合材料、表面の性質を向上する方法等の知識が必要

です。機能材料工学ではそれらの特徴と適用方法について学びます。  
機械加工学をはじめとして変形加工学、溶融加工学、表面加工学や機械加工学は、ものづくり

の中核となる成形加工技術です。機械加工学では、最近の高精度で高品位なものづくりに必要

とされる精密・微細機械加工法について理解を深めます。変形加工学では力による材料の変形

を利用した加工法を学びます。一次成形加工の板や棒、線などの素材から、二次成形加工の素

形材に相当する熱間鍛造から金属プレス加工まで、材料の力による変形を学習のベースに、各

種の具体的な加工の方法について体系的に学びます。溶融・凝固現象を利用した溶融加工学で

は、溶融した材料を型内に流し込んで冷却・固化させる鋳造法や密着させた材料相互間を結合

させる接合法について学びます。表面加工学では、製品の仕上げ処理や表面機能を付加するた

めの加工技術について学びます。  
環境工学では、地球環境問題を人間と環境の関わりの視点から学びます。環境に関する国際

規格の動向及び材料製品の環境負荷評価法ついて学び、持続発展可能な循環型生産システムを

創造するための考え方や環境調和型の技術について学びます。  

④④  実実験験・・実実習習・・設設計計演演習習系系((基基礎礎機機械械製製図図，，機機械械設設計計製製図図１１，，機機械械設設計計製製図図２２，，応応用用設設計計演演習習１１，，応応用用

設設計計演演習習２２，，  数数値値計計算算法法１１，，数数値値計計算算法法２２，，シシミミュュレレーーシショョンン工工学学，，機機械械製製作作実実習習１１，，機機械械製製作作実実習習

２２，，機機械械工工学学実実験験１１，，  機機械械工工学学実実験験２２))    

実験・実習・設計演習系の授業科目は、本学の教育理念である「創造と調和」における創造

性の育成を実現するための実践的教育を目指す最も力を入れている科目です。実験・実習・演
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②②  エエネネルルギギーー系系（（熱熱エエネネルルギギーー工工学学，，熱熱移移動動工工学学，，流流体体力力学学１１，，流流体体力力学学２２，，計計測測工工学学，，電電気気工工学学，，航航

空空宇宇宙宙工工学学，，応応用用機機械械工工学学 BB））  

  各家庭から会社、工場など人間を取り巻くあらゆる環境においては、熱や電気などのエネル

ギーが必要不可欠です。ここでは熱、電気、流体などのエネルギーを他のエネルギーに変換し

て有効的に利用するメカニズムを学びます。まず、熱エネルギー工学では、熱力学基礎で学ん

だ知識を基にして熱力学第２法則およびエントロピーの基本概念についての解説を行い、その

上で実際のエンジンなどを題材としたエネルギー有効利用の方法について学びます。次に、熱

移動工学では、熱の移動形態や輸送現象について学び、耐熱設計への応用や実際のエネルギー

変換装置に対する視野を拡げる事を目標とします。また、流体力学１、流体力学２では、実在

流体の基礎式から流体の速度や圧力を予測する方法を学び、機械エネルギーを流体エネルギー

に変換するポンプ・送風機などの流体機械の設計方法について学びます。計測工学では、長

さ、角度、圧力等の機械量や速度、温度、振動、電磁波等の物理量を検出する方法、およびこ

れらのセンサーを用いた制御システムを学びます。制御工学では、制御系の入出力特性の評価

方法や制御系の安定性の解析方法について学びます。また、電気工学では、機械の駆動や制御

に必要である電気回路素子の基本的性質や回路内の動作を現象的に理解し、回路の考え方・解

析方法を学びます。さらに、航空宇宙工学では、流体の圧縮性およびふく射による熱移動な

ど、それまでに学んだ熱力学・流体力学から応用航空宇宙工学への橋渡しとなる内容を学びま

す。  

③③  材材料料・・加加工工系系((機機械械材材料料学学，，機機能能材材料料工工学学，，機機械械加加工工学学，，変変形形加加工工学学，，溶溶融融加加工工学学，，表表面面加加工工学学，，

環環境境工工学学，，応応用用機機械械工工学学 AA))    

機械材料学と機能材料工学では、ものづくりに材料を使う立場から、材料への理解を深めま

す。機械材料学では、自動車などの各種機械に用いられる鉄鋼材料やアルミニウム、マグネシ

ウム、チタン、および非金属材料（セラミクス、プラスチック）について種類や特徴を学びま

す。この際、これらの材料の適用例や利用加工方法（熱処理・溶接・切削・鋳造・塑性加工な

ど）との関連への理解を深めます。高性能な機械では、機械材料学で学んだ一般的な材料ばか

りでなく、強さ以外の特性を持つ材料、複合材料、表面の性質を向上する方法等の知識が必要

です。機能材料工学ではそれらの特徴と適用方法について学びます。  
機械加工学をはじめとして変形加工学、溶融加工学、表面加工学や機械加工学は、ものづくり

の中核となる成形加工技術です。機械加工学では、最近の高精度で高品位なものづくりに必要

とされる精密・微細機械加工法について理解を深めます。変形加工学では力による材料の変形

を利用した加工法を学びます。一次成形加工の板や棒、線などの素材から、二次成形加工の素

形材に相当する熱間鍛造から金属プレス加工まで、材料の力による変形を学習のベースに、各

種の具体的な加工の方法について体系的に学びます。溶融・凝固現象を利用した溶融加工学で

は、溶融した材料を型内に流し込んで冷却・固化させる鋳造法や密着させた材料相互間を結合

させる接合法について学びます。表面加工学では、製品の仕上げ処理や表面機能を付加するた

めの加工技術について学びます。  
環境工学では、地球環境問題を人間と環境の関わりの視点から学びます。環境に関する国際

規格の動向及び材料製品の環境負荷評価法ついて学び、持続発展可能な循環型生産システムを

創造するための考え方や環境調和型の技術について学びます。  

④④  実実験験・・実実習習・・設設計計演演習習系系((基基礎礎機機械械製製図図，，機機械械設設計計製製図図１１，，機機械械設設計計製製図図２２，，応応用用設設計計演演習習１１，，応応用用

設設計計演演習習２２，，  数数値値計計算算法法１１，，数数値値計計算算法法２２，，シシミミュュレレーーシショョンン工工学学，，機機械械製製作作実実習習１１，，機機械械製製作作実実習習

２２，，機機械械工工学学実実験験１１，，  機機械械工工学学実実験験２２))    

実験・実習・設計演習系の授業科目は、本学の教育理念である「創造と調和」における創造

性の育成を実現するための実践的教育を目指す最も力を入れている科目です。実験・実習・演

習の授業プログラムは、段階的な学修の進行によって、コンセプトから形あるものに具現化

し、創造的な問題発見や問題解決能力を身につけます。 
基礎機械製図、械設計製図１、機械設計製図２では、製図の基礎として品物を製作するのに

必要な製作図の描き方と CAD の使い方を習得し、さらに 3 次元 CAD による実践的なデザイン

教育によって、創造的な思考をもったデザイン能力と問題探求やその解決能力を身につけま

す。応用設計演習１、応用設計演習２では、機械の設計を行いその中で機械を設計する場合に

必要な規格の使い方、部品や部材の強度計算の仕方を学びます。応用機械工学１、応用機械工

学２ではその他の科目で学んできた知識を基にして、話題となっている事柄と機械工学の関係

について学びます。数値計算法１、数値計算法２では計算力学を学ぶため、FORTRAN などの

プログラミング言語を理解し、また、変数、組み込み関数、分岐、繰り返し、配列計算などの

使い方を学びます。また、方程式の解を求める逐次二分法やニュートン法によるプログラム、

台形公式やシンプソンの公式を用いた数値積分法のプログラムの作成を行います。  
機械製作実習１と機械製作実習２では、製品製作の基礎となる溶融加工、接合加工、機械加

工、組立・検査の基本的事項について実技を通して、技術と技能の連携の重要性を学びます。

機械工学実験１、機械工学実験２では、機械工学の種々の分野に関連した基礎的諸現象をより

視覚的に、実践的に理解を深めます。 

（（33））  関関連連科科目目  

関連科目は、機械工学と最も関連の深い社会や産業に対する知識や認識を広げて、機械技術

者としての目標達成能力を高めることを狙いに置いた授業科目です。関連科目の選択によっ

て、産業界の最先端技術動向、環境問題、企業家精神、知的所有権やＩＴ革命による情報化と

関連した倫理問題などについて学びます。 
授業科目としては、品質管理、工業経営論、科学技術史と技術者倫理、知的財産権論と情報

倫理、機械英語、インターンシップ (学外研修)があります。 
品質管理では、設計、製造段階での品質特性を把握して、統計的な考え方や品質管理手法を

用いることで、より良い製品を作り上げるには、どのようにする必要があるかを学びます。工

業経営論では、経営者やマネジメントを担うリーダーとして、経営の基礎となるマーケティン

グ、財務諸表の見方、企業における組織・人材の養成をいかにつくり、動かすかを経営的視点

から学びます。さらに、科学技術史と技術者倫理では、先人の技術者がいかなる思想で技術の

開発に努めてきたか、その経緯と人間・社会との関わりについて学び、技術者としての倫理観

の涵養と技術の将来を展望する知識とします。知的財産権論と情報倫理では、特許の出願を通

じて集まる最新の技術データの分析・調査の方法から出願に至るまでの手法および科学技術者

の置かれる状況とその情報を取り扱う倫理観について学びます。機械英語では、一般教養で学

んだ英語の知識を基 に、機械工学で求められる専門的な英語について学びます。インターン

シップ（学外研修）は、これまで学んだ専門知識や社会通念がどのような関わりを持っている

のかを、企業等での就業体験をとおして確認します。また、自己の職業適性や将来設計につい

て考える機会を得ます。  

（（44））  卒卒業業研研究究  

専門科目の中で重要な位置を占める科目が「卒業研究科目」です。４年次に行われる卒業研究

は、３年次の総合セミナによる導入が行われ、機械創造工学セミナと共に実施されいずれの授

業科目も学生と教員とのマン・ツー・マンで教育を受けます。 
 総合セミナは卒業研究を担当するそれぞれの教員が分担することによって、少人数の学生と

教員との密接な人間関係を形成し、色々な相談に応じながら指導を実施します。 
 機械創造工学セミナでは、専門技術分野の文献を通じて最新の専門技術を調査し、技術者と

して知っておかなければならない最低限の専門知識を養うとともに、あわせて卒業研究への円
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滑な導入を図ります。また、卒業研究と連携をとりながら、理論解析、実験手法などの予備的

演習を行いつつ、幅広い視野から総合的な判断を下す能力とプレゼンテーション能力を養いま

す。  
卒業研究は、これまで学んできた授業科目の総括的成果にあたるものです。各自が選択した

研究テーマにそって実験や理論計算を行う研究中心的なテーマの他に、設計や製作や特定の課

題についての文献調査など、柔軟にテーマを設定して行います。指導教員のもとで、自主性、

総合力、分析力、問題解決能力やコミュニケーション能力の発揮を目指して、卒業論文として

まとめて全教員の前でプレゼンテーションを行います。  
 

６６．．４４  履履修修モモデデルル  

皆さんは、１～３年次の基幹科目によって機械工学の学問として不可欠な基本知識を修得します。さらに、

１～４年次での展開科目、関連科目や卒業研究の履修によって、環境に優しい機械工学・ものづくり技術の概

念を視野に入れながら、より高い専門知識を身につけるとともに、卒業後の進路を考慮しつつ自分自身で学習

計画を立てます。 

履修モデルは、卒業後の進路に対応させて、第３章で説明した教育課程の授業科目（専門基礎科目群と専門

科目群）をどのように学習していくかを例示したものです。 

履修モデルと就職先の関係は下記のようになっています。 

履修モデルＡは鉄鋼を中心とした素材業界や工作機械業界や自動車部品などの材料・加工分野、履修モデル

Ｂは自動車を中心とした輸送用機器業界などの機械設計分野、履修モデルＣは航空宇宙業界やエネルギー業界

などの熱流体エネルギー分野、履修モデルＤは情報通信業界やエレクトロニクス業界、自動車業界など、機械

工学を基礎とした情報関連技術であるシミュレーション工学分野における活躍を想定しています。また、履修

モデルには機械工学に関連する学問および研究分野別に授業科目の相互の関係が示してあります。皆さんが、

学ぼうとする分野、興味、将来の進路を考えて、機械工学の専門知識を豊富に持ったキャリア技術者になるこ

とを期待します。 

機械工学を学んだ皆さんの卒業後の進路は、機械関連企業を中心に下欄にあげた多方面にわたる産業界で活

躍することになります。いずれの産業界においても、その活躍の範囲は機械が主役になって生産する工場（自

動車、家庭電気製品、電気機器、医療機器および医薬品、食品などの製造工場）から情報通信の分野につなが

るコンピュータソフト・システム開発などまでにおよびます。その職種は、自動的に生産する機械やロボット

などの機械の設計をする機械設計技術者、機械部品や各種製品を生産するための生産技術・工程設計・生産管

理に携わる生産技術者、新しい製品の研究・開発を行う開発設計者、生産工場などに生産機械などを販売する

技術営業などさまざまな職種があります。 
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滑な導入を図ります。また、卒業研究と連携をとりながら、理論解析、実験手法などの予備的

演習を行いつつ、幅広い視野から総合的な判断を下す能力とプレゼンテーション能力を養いま

す。  
卒業研究は、これまで学んできた授業科目の総括的成果にあたるものです。各自が選択した

研究テーマにそって実験や理論計算を行う研究中心的なテーマの他に、設計や製作や特定の課

題についての文献調査など、柔軟にテーマを設定して行います。指導教員のもとで、自主性、

総合力、分析力、問題解決能力やコミュニケーション能力の発揮を目指して、卒業論文として

まとめて全教員の前でプレゼンテーションを行います。  
 

６６．．４４  履履修修モモデデルル  

皆さんは、１～３年次の基幹科目によって機械工学の学問として不可欠な基本知識を修得します。さらに、

１～４年次での展開科目、関連科目や卒業研究の履修によって、環境に優しい機械工学・ものづくり技術の概

念を視野に入れながら、より高い専門知識を身につけるとともに、卒業後の進路を考慮しつつ自分自身で学習

計画を立てます。 

履修モデルは、卒業後の進路に対応させて、第３章で説明した教育課程の授業科目（専門基礎科目群と専門

科目群）をどのように学習していくかを例示したものです。 

履修モデルと就職先の関係は下記のようになっています。 

履修モデルＡは鉄鋼を中心とした素材業界や工作機械業界や自動車部品などの材料・加工分野、履修モデル

Ｂは自動車を中心とした輸送用機器業界などの機械設計分野、履修モデルＣは航空宇宙業界やエネルギー業界

などの熱流体エネルギー分野、履修モデルＤは情報通信業界やエレクトロニクス業界、自動車業界など、機械

工学を基礎とした情報関連技術であるシミュレーション工学分野における活躍を想定しています。また、履修

モデルには機械工学に関連する学問および研究分野別に授業科目の相互の関係が示してあります。皆さんが、

学ぼうとする分野、興味、将来の進路を考えて、機械工学の専門知識を豊富に持ったキャリア技術者になるこ

とを期待します。 

機械工学を学んだ皆さんの卒業後の進路は、機械関連企業を中心に下欄にあげた多方面にわたる産業界で活

躍することになります。いずれの産業界においても、その活躍の範囲は機械が主役になって生産する工場（自

動車、家庭電気製品、電気機器、医療機器および医薬品、食品などの製造工場）から情報通信の分野につなが

るコンピュータソフト・システム開発などまでにおよびます。その職種は、自動的に生産する機械やロボット

などの機械の設計をする機械設計技術者、機械部品や各種製品を生産するための生産技術・工程設計・生産管

理に携わる生産技術者、新しい製品の研究・開発を行う開発設計者、生産工場などに生産機械などを販売する

技術営業などさまざまな職種があります。 

  

    

履履修修モモデデルルAA  

  

    

履履修修モモデデルルAA：：材材料料加加工工分分野野

２２　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次

1 期 2 期 3 期 4 期 5 期 6 期 7 期 8 期

基礎数学
セミナ

基礎理科
セミナ

線形代数１ 線形代数２

基礎物理A 基礎物理B

化学１ 化学２

解析学１ 解析学２ 解析学３
機械工学

基礎Ａ

数学基礎 解析学１ 解析学２ 解析学３
機械工学

基礎Ｂ

力学１ 力学２ 力学３
基礎工学

実験
機械工学

基礎Ｃ

工業力学
機械力学

基礎
機械力学 振動工学 　

材料力学
基礎

材料力学
材料強度
設計学

自動車工学

要素・機構
設計学

熱力学基礎
熱エネルギー

工学
熱移動工学

流体力学
基礎

流体力学１ 流体力学２ 航空宇宙工学

計測工学 制御工学
応用機械

工学Ｂ

電気工学

機械材料学
基礎

機械材料学 機能材料工学 環境工学

応用機械
工学Ａ

加工学基礎 機械加工学 変形加工学 溶融加工学 表面加工学

基礎
機械製図

機械設計
製図１

機械設計
製図２

応用設計
演習１

応用設計
演習２

品質管理
工学

科学技術史論
と技術者倫理

数値計算法１ 数値計算法２
工業経営

概論
知的財産権と

情報倫理

機械製作
実習１

機械製作
実習２

機械工学
実験１

機械工学
実験２

機械英語

シミュレーショ
ン工学

その他
機械入門

セミナ
機械
セミナ

総合セミナ
機械創造工

学セミナ

6 4 4 4 4 4 2 0 28

12 8 6 2 0 0 0 0 28

1 9 12 16 12 10 8 6 74

19 21 22 22 16 14 10 6 130

※自由科目を除く

卒業研究

履
修
単
位

人間科学科目群

専門基礎科目群

専門科目群

計

専
門
基
礎
科
目
群

自然
科学系

工学
基礎系

専
門
科
目
群

強度
設計系

エネル
ギー系

材料
加工系

実験・実
習・設計演

習系

人間科学科目群

文学Ａ,Ｂ　哲学Ａ,Ｂ　人類学Ａ,Ｂ　歴史学Ａ,Ｂ　心理学Ａ,Ｂ 教育原理　教育心理学　政治学Ａ,Ｂ　経済学Ａ,Ｂ　法学Ａ,Ｂ　社会学Ａ,Ｂ　社会調査法Ａ,Ｂ　現代社会論Ａ,Ｂ
教育社会学　健康科学Ａ,Ｂ　認知科学Ａ,Ｂ　環境と防災Ａ,Ｂ　地球科学Ａ,Ｂ　生物学Ａ,Ｂ　自然科学概論Ａ,Ｂ　課題探究集中講座　課題探究セミナＡ,Ｂ　教養総合講座Ａ,Ｂ
スポーツ実技Ａ,Ｂ　スポーツと健康の科学Ａ,Ｂ　ファースト・イヤー･セミナ　英語スキル１,２　資格英語　実践英語　英語ライティング　英語プレゼンテーション　中国語入門１,２
情報リテラシー概論　データサイエンス概論　基礎英語セミナ

開講年次 １１　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次 ３３　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次 ４４　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次

科目区分

関連科目

展開科目

基幹科目

斜体：必修科目

卒業研究

斜体：必修科目

1期

− 21 −



履履修修モモデデルルBB  

  

    

履履修修モモデデルルBB：：機機械械設設計計分分野野

２２　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次

1 期 2 期 3 期 4 期 5 期 6 期 7 期 8 期

基礎数学
セミナ

基礎理科
セミナ

線形代数１ 線形代数２

基礎物理A 基礎物理B

化学１ 化学２

解析学１ 解析学２ 解析学３
機械工学

基礎Ａ

数学基礎 解析学１ 解析学２ 解析学３
機械工学

基礎Ｂ

力学１ 力学２ 力学３
基礎工学

実験
機械工学

基礎Ｃ

工業力学
機械力学

基礎
機械力学 振動工学 　

材料力学
基礎

材料力学
材料強度
設計学

自動車工学

要素・機構
設計学

熱力学基礎
熱エネルギー

工学
熱移動工学

流体力学
基礎

流体力学１ 流体力学２ 航空宇宙工学

計測工学 制御工学
応用機械

工学Ｂ

電気工学

機械材料学
基礎

機械材料学 機能材料工学 環境工学

応用機械
工学Ａ

加工学基礎 機械加工学 変形加工学 溶融加工学 表面加工学

基礎
機械製図

機械設計
製図１

機械設計
製図２

応用設計
演習１

応用設計
演習２

品質管理
工学

科学技術史論
と技術者倫理

数値計算法１ 数値計算法２
工業経営

概論
知的財産権と

情報倫理

機械製作
実習１

機械製作
実習２

機械工学
実験１

機械工学
実験２

機械英語

シミュレーショ
ン工学

その他
機械入門

セミナ
機械
セミナ

総合セミナ
機械創造工

学セミナ

6 4 4 4 4 4 2 0 28

12 8 6 2 0 0 0 0 28

1 9 12 16 14 10 6 6 74

19 21 22 22 18 14 8 6 130

※自由科目を除く

人間科学科目群

文学Ａ,Ｂ　哲学Ａ,Ｂ　人類学Ａ,Ｂ　歴史学Ａ,Ｂ　心理学Ａ,Ｂ 教育原理　教育心理学　政治学Ａ,Ｂ　経済学Ａ,Ｂ　法学Ａ,Ｂ　社会学Ａ,Ｂ　社会調査法Ａ,Ｂ　現代社会論Ａ,Ｂ
教育社会学　健康科学Ａ,Ｂ　認知科学Ａ,Ｂ　環境と防災Ａ,Ｂ　地球科学Ａ,Ｂ　生物学Ａ,Ｂ　自然科学概論Ａ,Ｂ　課題探究集中講座　課題探究セミナＡ,Ｂ　教養総合講座Ａ,Ｂ
スポーツ実技Ａ,Ｂ　スポーツと健康の科学Ａ,Ｂ　ファースト・イヤー･セミナ　英語スキル１,２　資格英語　実践英語　英語ライティング　英語プレゼンテーション　中国語入門１,２
情報リテラシー概論　データサイエンス概論　基礎英語セミナ

開講年次 １１　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次 ３３　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次 ４４　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次

科目区分

専
門
基
礎
科
目
群

自然
科学系

工学
基礎系

専
門
科
目
群

強度
設計系

エネル
ギー系

材料
加工系

実験・実
習・設計演

習系

卒業研究

履
修
単
位

人間科学科目群

専門基礎科目群

専門科目群

計

関連科目

展開科目

斜体：必修科目

基幹科目

斜体：必修科目

卒業研究

1期

− 22 −



履履修修モモデデルルBB  

  

    

履履修修モモデデルルBB：：機機械械設設計計分分野野

２２　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次

1 期 2 期 3 期 4 期 5 期 6 期 7 期 8 期

基礎数学
セミナ

基礎理科
セミナ

線形代数１ 線形代数２

基礎物理A 基礎物理B

化学１ 化学２

解析学１ 解析学２ 解析学３
機械工学

基礎Ａ

数学基礎 解析学１ 解析学２ 解析学３
機械工学

基礎Ｂ

力学１ 力学２ 力学３
基礎工学

実験
機械工学

基礎Ｃ

工業力学
機械力学

基礎
機械力学 振動工学 　

材料力学
基礎

材料力学
材料強度
設計学

自動車工学

要素・機構
設計学

熱力学基礎
熱エネルギー

工学
熱移動工学

流体力学
基礎

流体力学１ 流体力学２ 航空宇宙工学

計測工学 制御工学
応用機械

工学Ｂ

電気工学

機械材料学
基礎

機械材料学 機能材料工学 環境工学

応用機械
工学Ａ

加工学基礎 機械加工学 変形加工学 溶融加工学 表面加工学

基礎
機械製図

機械設計
製図１

機械設計
製図２

応用設計
演習１

応用設計
演習２

品質管理
工学

科学技術史論
と技術者倫理

数値計算法１ 数値計算法２
工業経営

概論
知的財産権と

情報倫理

機械製作
実習１

機械製作
実習２

機械工学
実験１

機械工学
実験２

機械英語

シミュレーショ
ン工学

その他
機械入門

セミナ
機械
セミナ

総合セミナ
機械創造工

学セミナ

6 4 4 4 4 4 2 0 28

12 8 6 2 0 0 0 0 28

1 9 12 16 14 10 6 6 74

19 21 22 22 18 14 8 6 130

※自由科目を除く

人間科学科目群

文学Ａ,Ｂ　哲学Ａ,Ｂ　人類学Ａ,Ｂ　歴史学Ａ,Ｂ　心理学Ａ,Ｂ 教育原理　教育心理学　政治学Ａ,Ｂ　経済学Ａ,Ｂ　法学Ａ,Ｂ　社会学Ａ,Ｂ　社会調査法Ａ,Ｂ　現代社会論Ａ,Ｂ
教育社会学　健康科学Ａ,Ｂ　認知科学Ａ,Ｂ　環境と防災Ａ,Ｂ　地球科学Ａ,Ｂ　生物学Ａ,Ｂ　自然科学概論Ａ,Ｂ　課題探究集中講座　課題探究セミナＡ,Ｂ　教養総合講座Ａ,Ｂ
スポーツ実技Ａ,Ｂ　スポーツと健康の科学Ａ,Ｂ　ファースト・イヤー･セミナ　英語スキル１,２　資格英語　実践英語　英語ライティング　英語プレゼンテーション　中国語入門１,２
情報リテラシー概論　データサイエンス概論　基礎英語セミナ

開講年次 １１　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次 ３３　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次 ４４　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次

科目区分

専
門
基
礎
科
目
群

自然
科学系

工学
基礎系

専
門
科
目
群

強度
設計系

エネル
ギー系

材料
加工系

実験・実
習・設計演

習系

卒業研究

履
修
単
位

人間科学科目群

専門基礎科目群

専門科目群

計

関連科目

展開科目

斜体：必修科目

基幹科目

斜体：必修科目

卒業研究

1期

履履修修モモデデルルCC  

  

    

履履修修モモデデルルCC：：熱熱流流体体エエネネルルギギーー分分野野

２２　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次

1 期 2 期 3 期 4 期 5 期 6 期 7 期 8 期

基礎数学
セミナ

基礎理科
セミナ

線形代数１ 線形代数２

基礎物理A 基礎物理B

化学１ 化学２

解析学１ 解析学２ 解析学３
機械工学

基礎Ａ

数学基礎 解析学１ 解析学２ 解析学３
機械工学

基礎Ｂ

力学１ 力学２ 力学３
基礎工学

実験
機械工学

基礎Ｃ

工業力学
機械力学

基礎
機械力学 振動工学 　

材料力学
基礎

材料力学
材料強度
設計学

自動車工学

要素・機構
設計学

熱力学基礎
熱エネルギー

工学
熱移動工学

流体力学
基礎

流体力学１ 流体力学２ 航空宇宙工学

計測工学 制御工学
応用機械

工学Ｂ

電気工学

機械材料学
基礎

機械材料学 機能材料工学 環境工学

応用機械
工学Ａ

加工学基礎 機械加工学 変形加工学 溶融加工学 表面加工学

基礎
機械製図

機械設計
製図１

機械設計
製図２

応用設計
演習１

応用設計
演習２

品質管理
工学

科学技術史論
と技術者倫理

数値計算法１ 数値計算法２
工業経営

概論
知的財産権と

情報倫理

機械製作
実習１

機械製作
実習２

機械工学
実験１

機械工学
実験２

機械英語

シミュレーショ
ン工学

その他
機械入門

セミナ
機械
セミナ

総合セミナ
機械創造工

学セミナ

6 4 4 4 4 4 2 0 28

12 6 6 0 0 0 0 0 24

1 9 10 12 12 16 10 6 76

19 19 20 16 16 20 12 6 128

※自由科目を除く

卒業研究

履
修
単
位

人間科学科目群

専門基礎科目群

専門科目群

計

専
門
科
目
群

強度
設計系

エネル
ギー系

材料
加工系

実験・実
習・設計演

習系

人間科学科目群

文学Ａ,Ｂ　哲学Ａ,Ｂ　人類学Ａ,Ｂ　歴史学Ａ,Ｂ　心理学Ａ,Ｂ 教育原理　教育心理学　政治学Ａ,Ｂ　経済学Ａ,Ｂ　法学Ａ,Ｂ　社会学Ａ,Ｂ　社会調査法Ａ,Ｂ　現代社会論Ａ,Ｂ
教育社会学　健康科学Ａ,Ｂ　認知科学Ａ,Ｂ　環境と防災Ａ,Ｂ　地球科学Ａ,Ｂ　生物学Ａ,Ｂ　自然科学概論Ａ,Ｂ　課題探究集中講座　課題探究セミナＡ,Ｂ　教養総合講座Ａ,Ｂ
スポーツ実技Ａ,Ｂ　スポーツと健康の科学Ａ,Ｂ　ファースト・イヤー･セミナ　英語スキル１,２　資格英語　実践英語　英語ライティング　英語プレゼンテーション　中国語入門１,２
情報リテラシー概論　データサイエンス概論　基礎英語セミナ

専
門
基
礎
科
目
群

自然
科学系

工学
基礎系

開講年次 １１　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次 ３３　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次 ４４　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次

科目区分

関連科目

展開科目

基幹科目

斜体：必修科目

卒業研究

斜体：必修科目

1期

− 23 −



履履修修モモデデルルDD  

 
履履修修モモデデルルDD：：シシミミュュレレーーシショョンン技技術術をを活活かかすす機機械械工工学学分分野野

２２　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次

1 期 2 期 3 期 4 期 5 期 6 期 7 期 8 期

基礎数学
セミナ

基礎理科
セミナ

線形代数１ 線形代数２

基礎物理A 基礎物理B

化学１ 化学２

解析学１ 解析学２ 解析学３
機械工学

基礎Ａ

数学基礎 解析学１ 解析学２ 解析学３
機械工学

基礎Ｂ

力学１ 力学２ 力学３
基礎工学

実験
機械工学

基礎Ｃ

工業力学
機械力学

基礎
機械力学 振動工学 　

材料力学
基礎

材料力学
材料強度
設計学

自動車工学

要素・機構
設計学

熱力学基礎
熱エネルギー

工学
熱移動工学

流体力学
基礎

流体力学１ 流体力学２ 航空宇宙工学

計測工学 制御工学
応用機械

工学Ｂ

電気工学

機械材料学
基礎

機械材料学 機能材料工学 環境工学

応用機械
工学Ａ

加工学基礎 機械加工学 変形加工学 溶融加工学 表面加工学

基礎
機械製図

機械設計
製図１

機械設計
製図２

応用設計
演習１

応用設計
演習２

品質管理
工学

科学技術史論
と技術者倫理

数値計算法１ 数値計算法２
工業経営

概論
知的財産権と

情報倫理

機械製作
実習１

機械製作
実習２

機械工学
実験１

機械工学
実験２

機械英語

シミュレーショ
ン工学

その他
機械入門

セミナ
機械
セミナ

総合セミナ
機械創造工

学セミナ

6 4 4 4 4 4 2 0 28

12 8 6 2 0 0 0 0 28

1 9 12 16 12 12 8 6 76

19 21 22 22 16 16 10 6 132

※自由科目を除く

人間科学科目群

文学Ａ,Ｂ　哲学Ａ,Ｂ　人類学Ａ,Ｂ　歴史学Ａ,Ｂ　心理学Ａ,Ｂ 教育原理　教育心理学　政治学Ａ,Ｂ　経済学Ａ,Ｂ　法学Ａ,Ｂ　社会学Ａ,Ｂ　社会調査法Ａ,Ｂ　現代社会論Ａ,Ｂ
教育社会学　健康科学Ａ,Ｂ　認知科学Ａ,Ｂ　環境と防災Ａ,Ｂ　地球科学Ａ,Ｂ　生物学Ａ,Ｂ　自然科学概論Ａ,Ｂ　課題探究集中講座　課題探究セミナＡ,Ｂ　教養総合講座Ａ,Ｂ
スポーツ実技Ａ,Ｂ　スポーツと健康の科学Ａ,Ｂ　ファースト・イヤー･セミナ　英語スキル１,２　資格英語　実践英語　英語ライティング　英語プレゼンテーション　中国語入門１,２
情報リテラシー概論　データサイエンス概論　基礎英語セミナ

開講年次 １１　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次 ３３　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次 ４４　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次

科目区分

専
門
基
礎
科
目
群

自然
科学系

工学
基礎系

専
門
科
目
群

強度
設計系

エネル
ギー系

材料
加工系

実験・実
習・設計演

習系

卒業研究

履
修
単
位

人間科学科目群

専門基礎科目群

専門科目群

計

関連科目

展開科目

基幹科目

斜体：必修科目

卒業研究

斜体：必修科目

1期
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機械製作
実習２

機械工学
実験１
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実験２

機械英語

シミュレーショ
ン工学

その他
機械入門

セミナ
機械
セミナ

総合セミナ
機械創造工

学セミナ

6 4 4 4 4 4 2 0 28

12 8 6 2 0 0 0 0 28

1 9 12 16 12 12 8 6 76

19 21 22 22 16 16 10 6 132

※自由科目を除く

人間科学科目群

文学Ａ,Ｂ　哲学Ａ,Ｂ　人類学Ａ,Ｂ　歴史学Ａ,Ｂ　心理学Ａ,Ｂ 教育原理　教育心理学　政治学Ａ,Ｂ　経済学Ａ,Ｂ　法学Ａ,Ｂ　社会学Ａ,Ｂ　社会調査法Ａ,Ｂ　現代社会論Ａ,Ｂ
教育社会学　健康科学Ａ,Ｂ　認知科学Ａ,Ｂ　環境と防災Ａ,Ｂ　地球科学Ａ,Ｂ　生物学Ａ,Ｂ　自然科学概論Ａ,Ｂ　課題探究集中講座　課題探究セミナＡ,Ｂ　教養総合講座Ａ,Ｂ
スポーツ実技Ａ,Ｂ　スポーツと健康の科学Ａ,Ｂ　ファースト・イヤー･セミナ　英語スキル１,２　資格英語　実践英語　英語ライティング　英語プレゼンテーション　中国語入門１,２
情報リテラシー概論　データサイエンス概論　基礎英語セミナ

開講年次 １１　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次 ３３　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次 ４４　　　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　次次

科目区分

専
門
基
礎
科
目
群

自然
科学系

工学
基礎系

専
門
科
目
群

強度
設計系
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ギー系

材料
加工系
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習・設計演

習系

卒業研究

履
修
単
位

人間科学科目群
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基幹科目

斜体：必修科目
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斜体：必修科目
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工工学学部部  機機械械シシスステテムム工工学学科科  

学学士士課課程程教教育育ププロロググララムム  

 
11．．大大学学のの目目的的  

本学は､教育基本法並びに建学の精神と理念に則り､深い専門の学芸の教育研究を通じて､豊かな教養と専門的能

力を有する質の高い職業人を育成し､社会と産業の発展に寄与することを目的とする｡ 

 
２２．．工工学学部部のの教教育育研研究究上上のの目目的的  

工学部は､豊かな教養及び工学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し､創造力に富み主体的

に行動できる質の高い専門職業人を育成するとともに､工学を中心とする分野の深い研究を通して新たな知識

を創造することを目的とする｡ 
 

３３．．学学科科のの目目的的  

工学部機械システム工学科は､機械及び周辺技術を融合した｢人にやさしい機械｣づくりのための教育･研究を

通じて､実務で役に立つ創造性に富んだ人材を育成し､社会と産業の発展に寄与することを目的とする｡ 

 
４４．．機機械械シシスステテムム工工学学科科のの教教育育のの目目的的  

機械システム工学科の教育の目的には、教養力の育成と専門力の育成があります。 

教養力の育成とは、本学在学中はもとより、社会人として活動するために必要な基礎力の鍛錬と人格を含めた

自己形成がその主な内容となります。命の大切さを知り、われわれを取り巻く社会や自然、さまざまな文化活動

について、幅広い学問領域の学識の一端に触れることで課題を発見し、主体的に考え、必要に応じて自ら行動で

きる人間力の豊かな人物を養成します。仲間とコミュニケーションをはかり、協働し合い、自分で自分を磨き上

げる苦労を喜びへと促します。 

専門力の育成とは、機械、電気、情報の境界にある技術領域で、柔軟な発想ができる創造性豊かな人

材を育成することです。機械システム工学科では、機械、電気･電子、情報の基礎技術をベースに、自

動車工学、航空宇宙工学、ロボット工学、エネルギ工学などの応用工学を専門的に学習することによっ

て、システムの統合化（インテグレーション）ができる創造性に富んだ技術者育成をめざします。実社

会で活躍できる技術者になるためには、以下のことが重要になります。 

①① 学学びびのの領領域域をを知知るる  

実社会の機械システムは、機械とエレクトロニクスが一体となって機能しています。目的とした機

能をどう実現するかを考え、設計できる機械システムエンジニアになるため、設計、加工、材料、力

学（機械、熱、流体、材料）などの機械の基本技術に加え、実務で役に立つ周辺技術（電気・電子工

学、制御工学、メカトロニクス、プログラミングなど）を身につけた上で、自動車システム、航空宇

宙システム、ロボットシステム、エネルギシステムなど、実社会で活躍している機械システムを学び

ます。 

②② いいかかにに学学ぶぶかか、、教教育育ののポポイインントトをを押押ささええるる  

機械システムは、いろいろな機械や要素部品が一体となって目的とした機能を実現します。このた

め、設計前の構造検討、機能確認のための基本的なシステムシミュレーション技術と試作後の実験技

術が重要となります。機械システム工学科では、「デジタルエンジニアリング」をキーワードに、機械

システムのモデリング（CAD）、強度計算や機構・性能解析などのシミュレーション（CAE）、生産自動

化のためのコンピュータ支援製造（CAM）などの一貫した教育に力を入れています。 

③③    どどうう働働くくかか、、自自己己のの将将来来像像をを描描くく  
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工工学学部部  機機械械シシスステテムム工工学学科科  

学学士士課課程程教教育育ププロロググララムム  

 
11．．大大学学のの目目的的  

本学は､教育基本法並びに建学の精神と理念に則り､深い専門の学芸の教育研究を通じて､豊かな教養と専門的能

力を有する質の高い職業人を育成し､社会と産業の発展に寄与することを目的とする｡ 

 
２２．．工工学学部部のの教教育育研研究究上上のの目目的的  

工学部は､豊かな教養及び工学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し､創造力に富み主体的

に行動できる質の高い専門職業人を育成するとともに､工学を中心とする分野の深い研究を通して新たな知識

を創造することを目的とする｡ 
 

３３．．学学科科のの目目的的  

工学部機械システム工学科は､機械及び周辺技術を融合した｢人にやさしい機械｣づくりのための教育･研究を

通じて､実務で役に立つ創造性に富んだ人材を育成し､社会と産業の発展に寄与することを目的とする｡ 

 
４４．．機機械械シシスステテムム工工学学科科のの教教育育のの目目的的  

機械システム工学科の教育の目的には、教養力の育成と専門力の育成があります。 

教養力の育成とは、本学在学中はもとより、社会人として活動するために必要な基礎力の鍛錬と人格を含めた

自己形成がその主な内容となります。命の大切さを知り、われわれを取り巻く社会や自然、さまざまな文化活動

について、幅広い学問領域の学識の一端に触れることで課題を発見し、主体的に考え、必要に応じて自ら行動で

きる人間力の豊かな人物を養成します。仲間とコミュニケーションをはかり、協働し合い、自分で自分を磨き上

げる苦労を喜びへと促します。 

専門力の育成とは、機械、電気、情報の境界にある技術領域で、柔軟な発想ができる創造性豊かな人

材を育成することです。機械システム工学科では、機械、電気･電子、情報の基礎技術をベースに、自

動車工学、航空宇宙工学、ロボット工学、エネルギ工学などの応用工学を専門的に学習することによっ

て、システムの統合化（インテグレーション）ができる創造性に富んだ技術者育成をめざします。実社

会で活躍できる技術者になるためには、以下のことが重要になります。 

①① 学学びびのの領領域域をを知知るる  

実社会の機械システムは、機械とエレクトロニクスが一体となって機能しています。目的とした機

能をどう実現するかを考え、設計できる機械システムエンジニアになるため、設計、加工、材料、力

学（機械、熱、流体、材料）などの機械の基本技術に加え、実務で役に立つ周辺技術（電気・電子工

学、制御工学、メカトロニクス、プログラミングなど）を身につけた上で、自動車システム、航空宇

宙システム、ロボットシステム、エネルギシステムなど、実社会で活躍している機械システムを学び

ます。 

②② いいかかにに学学ぶぶかか、、教教育育ののポポイインントトをを押押ささええるる  

機械システムは、いろいろな機械や要素部品が一体となって目的とした機能を実現します。このた

め、設計前の構造検討、機能確認のための基本的なシステムシミュレーション技術と試作後の実験技

術が重要となります。機械システム工学科では、「デジタルエンジニアリング」をキーワードに、機械

システムのモデリング（CAD）、強度計算や機構・性能解析などのシミュレーション（CAE）、生産自動

化のためのコンピュータ支援製造（CAM）などの一貫した教育に力を入れています。 

③③    どどうう働働くくかか、、自自己己のの将将来来像像をを描描くく  

機械システム工学科では、目的とした機能をどう実現するかを考え、設計、生産できる機械システ

ムエンジニア育成を目指しています。将来、機械技術と実務で役に立つ周辺技術を駆使して、機械シ

ステム設計を行っている自分、生産現場でいろいろな機械を駆使して新しい製品を効率よく作ってい

る自分を想像してください。大学での 4年間がいかに有意義であるかが分かるはずです。学びの段階

から将来のあるべき姿を追求することが大切です。 

  

５５．．学学位位授授与与のの方方針針  

大同大学の学士の学位授与の方針は以下の表-1の a,b,c,dの 4 つです。内容は 5.1で詳述します。

機械システム工学科では、この 4つの方針それぞれに関して、専攻での学習内容に沿って複数の学位

授与方針（合計 12個）を設定しています。内容は 5.2で詳述します。 

 

表表--11  大大学学のの学学位位授授与与方方針針とと機機械械シシスステテムム工工学学科科のの学学位位授授与与方方針針のの関関係係  

 

大大学学のの学学位位授授与与のの方方針針  aa  bb  cc  dd  

機機械械シシスステテムム工工学学科科のの  

学学位位授授与与方方針針  
aa11  aa22  ｂｂ11  ｂｂ22  ｂｂ33  ｃｃ11  ｃｃ22  ｃｃ33  ｃｃ44  ｃｃ55  ｄｄ11  ｄｄ22  

  

５５．．１１  大大学学のの学学位位授授与与のの方方針針  

大同大学の学士の学位は、以下の 4 つの力を身につけている者に授与する。  

aa..  社社会会人人ととししてて活活動動すするるたためめにに必必要要なな基基礎礎的的なな能能力力をを身身ににつつけけてていいるる    

健全な倫理観に基づき、規律性をもって主体 的にかつ目標を定めて行動する力、現状を分析して目的や課題 

を明らかにする力、他者と協働するためのコミュニケーション力を身につけている。  

bb..豊豊かかなな教教養養をを身身ににつつけけてていいるる  

教養ある社会人に必要な文化・社会や自然・生命に関する一般的知識を身につけ、異なる思考様式を理解す 

る態度と力を身につけている。  

cc..確確かかなな専専門門性性をを身身ににつつけけてていいるる  

自らの専門分野の基礎から応用までの理論・概念や方法論に関する知識を身につけ、当該分野の情報・デー 

タを論理的に分析し、課題解決のために応用する力を身につけている。  

dd..豊豊かかなな創創造造力力をを身身ににつつけけてていいるる  

獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな知見を創造す 

る力を身につけている。   

  

５５．．２２  学学科科（（専専攻攻））のの学学位位授授与与のの方方針針  

機械システム工学科では、以下の学位授与方針を満たした者に学位を授与します。 

aa11..  社社会会人人ととししてて活活動動すするるたためめにに必必要要ととななるる基基礎礎的的なな知知識識やや技技能能をを身身ににつつけけてていいるる。。  

社会人として活動するために身につけておくべき基礎的な知識や技能は、レポート・論文の作成、プレゼ

ンテーション、他者とのコミュニケーション、健康管理、ＰＣを使ったデータ処理など、多岐にわたりま

す。人間科学科目群Ａグループにおいては、初年次教育、外国語科目、スポーツ実技、ＤＸ科目等を開講し

ており、これらの科目を通じて社会人として基礎となる知識や技能を学びます。また、各学科・専攻により

独自に開講している科目もあります。なお、この項目 a1と次の項目a2は互いに密接に関連しており、両方と

も身につけることで「社会人として身につけるべき基礎的な能力」が完結します。 
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aa22..  正正ししいい現現状状分分析析やや健健全全なな倫倫理理観観にに基基づづきき、、主主体体的的にに課課題題やや目目的的をを明明ららかかににすするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

身につけた知識や技能を仕事や研究の現場で活用するためには、主体的な姿勢で課題や目的を明らかにす

る力が必要になります。また、現状を正しく分析する力や健全な倫理観を持つことも必要です。人間科学科

目群Ａグループにおいては、初年次教育、外国語科目、スポーツ実技、ＤＸ科目等を通して、現状を正しく

分析する力、健全な倫理観、主体的に課題や目的を明らかにする力を学びます。また、各学科・専攻により

独自に開講している科目もあります。なお、この項目 a2と前の項目a1は互いに密接に関連しており、両方と

も身につけることで「社会人として身に付けるべき基礎的な能力」が完結します。 

bb11..  歴歴史史・・文文化化・・こここころろのの理理解解にに関関すするる一一般般的的知知識識おおよよびびそそれれををももととにに思思考考すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

現代社会ではさまざまな情報が氾濫しています。これらに惑わされることなく正しい情報を見極めて良識

をもって行動するためには、「教養ある社会人」として歴史や文化、社会のしくみ、自然科学などに関する

一般的知識を正しく身につけ、さまざまな思考様式を理解する態度と力を身につけている必要があります。

また、仕事等の実用面のみならず、今後の人生を充実したものとするためにも「豊かな教養」を身につける

ことは大切です。 

「歴史・文化・こころの理解」に関する一般的知識には、歴史学、文学、哲学、心理学などが含まれま

す。人間科学科目群Ｂグループにおいては、歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをも

とに思考する力を学びます。また、各学科・専攻により独自に開講している科目もあります。なお、社会人

としての「豊かな教養」を身につけるために、項目b1、b2、b3はできるだけ偏りを作らずに修得することが

望まれます。 

bb22..  社社会会ののししくくみみにに関関すするる一一般般的的知知識識おおよよびびそそれれををももととにに思思考考すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

「社会のしくみ」に関する一般的知識には、政治学、経済学、法学、社会学などが含まれます。人間科学

科目群Ｂグループにおいては、社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を学びま

す。また、各学科・専攻により独自に開講している科目もあります。なお、社会人としての「豊かな教養」

を身につけるために、項目 b1、b2、b3はできるだけ偏りを作らずに修得することが望まれます。 

bb33..  自自然然科科学学にに関関すするる一一般般的的知知識識おおよよびびそそれれををももととにに思思考考すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

「自然科学」に関する一般的知識には、自然科学概論、生物学、地球科学、認知科学などが含まれます。

人間科学科目群Ｂグループにおいては、自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を学び

ます。また、各学科・専攻により独自に開講している科目もあります。なお、社会人としての「豊かな教

養」を身につけるために、項目b1、b2、b3はできるだけ偏りを作らずに修得することが望まれます。 

cc11..  工工学学のの基基礎礎ととししてて数数学学、、自自然然科科学学をを理理解解しし活活用用すするるここととががででききるる。。  

工学のさまざまな分野で自然科学の知識が用いられます。特に、力と運動の関係や熱や電気の性質を理解す

るために物理学、材料の特性や自然環境を理解するために化学が必要となります。また、専門分野で用いられ

る数式を理解し応用するためには数学の知識が必要となります。専門基礎科目群では、専門分野の基礎となる

数学や自然科学を学びます。それぞれの専門科目の知識を習得するためのみならず、専門分野において創造的

な仕事や研究をする上でも、これらの基礎知識をしっかり身につけておくことが重要です。 

cc22..  機機械械工工学学ににおおけけるる原原理理やや理理論論をを修修得得しし、、諸諸現現象象をを論論理理的的にに考考察察しし理理解解すするる能能力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

機械工学には、機械や構造物の設計の基礎として不可欠な物体に作用する力の種類や大きさを想定し、各部

材の強さや安定性などについて学ぶ材料力学、熱および流体のエネルギを機械仕事に変換して利用する自動

車・航空機などの輸送機器や発電所などのプラントにおいて熱・流体機器を設計する際に非常に重要となる熱

力学と流体力学、そして様々な機械において避けて通れない振動現象に関して作用する力との関係について学

ぶ機械力学という学問分野があります。これらは総称して４力（よんりき）と呼ばれ、機械系のエンジニアは

これらの基礎を十分に修得していなければなりません。また、機械の設計・製造には材料の特性やその加工法

について理解している必要があり、さらに寸法や性能に至るまで様々な計測が求められます。 
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aa22..  正正ししいい現現状状分分析析やや健健全全なな倫倫理理観観にに基基づづきき、、主主体体的的にに課課題題やや目目的的をを明明ららかかににすするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

身につけた知識や技能を仕事や研究の現場で活用するためには、主体的な姿勢で課題や目的を明らかにす

る力が必要になります。また、現状を正しく分析する力や健全な倫理観を持つことも必要です。人間科学科

目群Ａグループにおいては、初年次教育、外国語科目、スポーツ実技、ＤＸ科目等を通して、現状を正しく

分析する力、健全な倫理観、主体的に課題や目的を明らかにする力を学びます。また、各学科・専攻により

独自に開講している科目もあります。なお、この項目 a2と前の項目a1は互いに密接に関連しており、両方と

も身につけることで「社会人として身に付けるべき基礎的な能力」が完結します。 

bb11..  歴歴史史・・文文化化・・こここころろのの理理解解にに関関すするる一一般般的的知知識識おおよよびびそそれれををももととにに思思考考すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

現代社会ではさまざまな情報が氾濫しています。これらに惑わされることなく正しい情報を見極めて良識

をもって行動するためには、「教養ある社会人」として歴史や文化、社会のしくみ、自然科学などに関する

一般的知識を正しく身につけ、さまざまな思考様式を理解する態度と力を身につけている必要があります。

また、仕事等の実用面のみならず、今後の人生を充実したものとするためにも「豊かな教養」を身につける

ことは大切です。 

「歴史・文化・こころの理解」に関する一般的知識には、歴史学、文学、哲学、心理学などが含まれま

す。人間科学科目群Ｂグループにおいては、歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをも

とに思考する力を学びます。また、各学科・専攻により独自に開講している科目もあります。なお、社会人

としての「豊かな教養」を身につけるために、項目b1、b2、b3はできるだけ偏りを作らずに修得することが

望まれます。 

bb22..  社社会会ののししくくみみにに関関すするる一一般般的的知知識識おおよよびびそそれれををももととにに思思考考すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

「社会のしくみ」に関する一般的知識には、政治学、経済学、法学、社会学などが含まれます。人間科学

科目群Ｂグループにおいては、社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を学びま

す。また、各学科・専攻により独自に開講している科目もあります。なお、社会人としての「豊かな教養」

を身につけるために、項目 b1、b2、b3はできるだけ偏りを作らずに修得することが望まれます。 

bb33..  自自然然科科学学にに関関すするる一一般般的的知知識識おおよよびびそそれれををももととにに思思考考すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

「自然科学」に関する一般的知識には、自然科学概論、生物学、地球科学、認知科学などが含まれます。

人間科学科目群Ｂグループにおいては、自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を学び

ます。また、各学科・専攻により独自に開講している科目もあります。なお、社会人としての「豊かな教

養」を身につけるために、項目b1、b2、b3はできるだけ偏りを作らずに修得することが望まれます。 

cc11..  工工学学のの基基礎礎ととししてて数数学学、、自自然然科科学学をを理理解解しし活活用用すするるここととががででききるる。。  

工学のさまざまな分野で自然科学の知識が用いられます。特に、力と運動の関係や熱や電気の性質を理解す

るために物理学、材料の特性や自然環境を理解するために化学が必要となります。また、専門分野で用いられ

る数式を理解し応用するためには数学の知識が必要となります。専門基礎科目群では、専門分野の基礎となる

数学や自然科学を学びます。それぞれの専門科目の知識を習得するためのみならず、専門分野において創造的

な仕事や研究をする上でも、これらの基礎知識をしっかり身につけておくことが重要です。 

cc22..  機機械械工工学学ににおおけけるる原原理理やや理理論論をを修修得得しし、、諸諸現現象象をを論論理理的的にに考考察察しし理理解解すするる能能力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

機械工学には、機械や構造物の設計の基礎として不可欠な物体に作用する力の種類や大きさを想定し、各部

材の強さや安定性などについて学ぶ材料力学、熱および流体のエネルギを機械仕事に変換して利用する自動

車・航空機などの輸送機器や発電所などのプラントにおいて熱・流体機器を設計する際に非常に重要となる熱

力学と流体力学、そして様々な機械において避けて通れない振動現象に関して作用する力との関係について学

ぶ機械力学という学問分野があります。これらは総称して４力（よんりき）と呼ばれ、機械系のエンジニアは

これらの基礎を十分に修得していなければなりません。また、機械の設計・製造には材料の特性やその加工法

について理解している必要があり、さらに寸法や性能に至るまで様々な計測が求められます。 

したがって、より良い機械システムを設計・製造できるようになるために、これらの学問の基礎をしっかり

学びます。 

cc33..  実実社社会会でで活活躍躍すするるエエネネルルギギ、、移移動動やや輸輸送送、、ロロボボッットト・・メメカカトトロロニニククススななどどのの機機械械シシスステテムムをを学学習習しし、、幅幅広広いい機機械械シシスステテ

ムム技技術術をを理理解解すするる能能力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

実際の機械システムは、非常に高度かつ複雑であり、様々な要素技術を統合することで成り立っています。

これらの豊富な実例に触れることで、機械システムの成り立ちを学びます。たとえば、ロボットシステムは多

数のリンクという機構で構成されているため、その運動を正しく理解するためには、各リンクの動きと全体の

動きを関連付ける機構学を幾何学的に理解する必要があります。その理解のために、基礎となる数学がどのよ

うに使われているか学びます。また、現在の自動車などの輸送システムは、運動性能を追求するための機械工

学の様々な技術が重要であるばかりでなく、快適性、省エネルギ性、安全性などを高度化するための制御技術

が数多く用いられています。そのための周辺技術の必要性を学びます。 

cc44  機機械械シシスステテムムのの設設計計・・解解析析・・生生産産ななどどののももののづづくくりりののたためめのの技技術術をを学学習習しし、、ココンンピピュューータタをを利利活活用用ししてて行行ううたためめのの技技術術

をを理理解解すするる能能力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

機械や装置を製造し稼動させるためには、加工技術に関する体系的な知識がなくてはなりません。環境に調

和した材料や製品を製造するための基本的な生産加工では、極限的な省エネルギ化の方法や多品種少量生産の

ための先端的な材料の加工プロセス技術が不可欠であり、創成加工や塑性加工を理解することが必要です。 

情報技術は、コンピュータを介して機械や装置などを設計し、生産を行う上で欠くことのできない強力なシ

ステム技術として組み込まれています。製造業においては、多くの工場で製品の自動生産（FA）を始めとして、

コンピュータによる設計/製造（CAD/CAM）から生産機械や設備の保守管理、製品の品質試験などを総合的に連携

させて製品が製造されています。また、機械工学の種々の分野と関連する現象を理解するためには、これらの

物理現象を計算機支援解析シミュレーション（CAE）によって解析し、深く検討することも必要となります。 

これらの知識を学ぶため、3次元CAD等を利用した実践的な演習によって問題の探求や解決能力を養います。

そして、より高度で具体的な機械や装置の設計を試み、創造的なデザイン能力を発揮するための知識を学びま

す。 

cc55..  エエレレククトトロロニニククススややププロロググララムムのの知知識識をを持持ちち、、メメカカトトロロニニククスス機機器器のの開開発発やや機機械械制制御御ののたためめのの技技術術をを理理解解すするる能能力力をを

身身ににつつけけてていいるる。。  

機械システムの設計・開発には、機械工学と電気・電子工学と情報工学にまたがる境界領域の知識が必要と

なります。これらは機械システムの知能化、自動化およびシステムの統合化を図るために不可欠です。 

したがって、このような分野の設計・開発の基礎となる電気・電子回路、コンピュータと機械を結ぶインタ

フェース技術、さらに、機械の目などの役目をするセンサ、機械を動かすための装置であるアクチュエータな

どの要素技術を学びます。 

また、機械システムはコンピュータによって制御されています。ロボットや機械に所定の運動をさせるため

には、制御するためのプログラムを作成しなくてはなりません。そのために最適な制御系設計手法に加え、プ

ログラミングに関して学習し、各種のセンサで検出された信号を基にしてアクチュエータに所定の動作をさせ

るためのプログラミング方法などを学びます。さらに、画像処理などの情報処理と制御方法、そしてこれらを

統合するシステムの設計法を学びます。 

dd11..  獲獲得得ししたた知知識識・・技技能能・・態態度度をを総総合合的的にに活活用用しし、、自自由由なな発発想想のの下下、、独独自自にに工工夫夫・・応応用用しし、、新新たたなな知知見見をを創創造造すするる力力をを身身

ににつつけけてていいるる。。  

大学の授業ではさまざまな知識・技能・態度を獲得します。これらを総合的に活用し、さらに自由な発想の

下で独自に工夫・応用して新たな知見を創造することにより、仕事や研究の現場で自ら課題を設定し、その課

題解決に向けて深く探求することができます。人間科学科目群では、さまざまな知識や技能を修得する中で、
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それらを総合的に活用し新たな知見を創造する力を学びます。特に人間科学科目群Ｂグループでは、セミナ形

式での演習系科目も設けており、人文科学・社会科学・自然科学の各分野において課題を設定し探求する方法

を修得する中で、これらの力を学びます。また、各学科・専攻により独自に科目を開講しており、これらの力

を学びます。 

自律した社会人になるために自らが主体的に学ぶ習慣をつけることが必要です。そのために課題研究や PBL

（Project/Problem Based Learning）、ディスカッション、プレゼンテーションなどの能動的な学修を行い、知

識の定着とその活用力を養うとともに、その学習プロセスを通してスキルや態度などの汎用的能力を育成する

「アクティブ・ラーニング」を教育プログラムに取り入れています。答えの用意されていない課題に対して、

授業での学習内容や授業外で収集した様々な知識をもとにして、創造性を発揮して課題解決を遂行する過程を

学びます。 

dd22..  技技術術者者ととししてて広広いい視視野野にに立立っってて課課題題をを自自らら発発見見しし、、実実験験、、実実習習ななどどのの実実践践をを通通じじてて、、ここれれららのの工工学学的的課課題題をを設設定定・・遂遂

行行・・解解決決すするる能能力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

機械システム工学で扱われる基本的な諸現象について、理論と実際を関連付けて学ぶために、課題ごとに実

験・実習・演習を行います。テーマ設定、実験環境の構築、実験データの予測方法、計測方法、データ解析方

法から考察、結論にいたる過程を学びます。 

4 年間の学びの集大成としての卒業研究では、自ら研究の背景、目的、現状調査などを行い、研究テーマを

設定することから始め、これまで学んだ知識を最大限に活用することで創造的な研究を行い、結果の考察を行

います。 

技術者として社会や企業で活躍するためには、機械システム工学の基礎から応用までの専門的知識はもちろ

ん、工学と関連の深い社会や産業界などで課題となっている情報を知り、様々な角度から物事を見ることので

きる能力が必要です。そして、望ましい職業観、勤労観および産業に関する知識などを身に付けるために、産

業界の最先端技術動向、環境問題、起業家精神、知的所有権や情報化に関連する倫理問題などを学びます。 

  

６６．．教教育育課課程程  

第5章で説明した学位授与の方針は、4年間で身につけることが必要な知識や能力を示したものです。これ

らを獲得するための学修の達成に必要な授業科目が記されたものが教育課程です。 
本学の教育課程は、授業科目を順次的・体系的に配置したうえで、①授業科目の順次性・体系性と学位授与

の方針との関係性を説明するためのカリキュラム・フローチャートとカリキュラムマップが準備され、②授業

科目ごとに学修到達目標を定め、さらに、③皆さんが進みたい進路の参考とするため、履修モデルも準備され

ています。 
図－1は、教育課程の概念図をまとめたものです。教育課程は、人間科学科目群、専門基礎科目群、および専

門科目群の 3 つの群に分類されています。それぞれの授業科目の教育内容については、6.1～6.3 で説明します。

6.4 では、卒業後の進路等に対応させて、教育課程の授業科目をどのように学修していくことが望ましいかという履修モ

デルを例示します。各授業科目で何を学んでどんな知識を修得するかは、6.5 で紹介するカリキュラムマップにおける学

修到達目標に具体的にまとめてられています。  
なお，教育課程を構成しているそれぞれの授業科目の具体的な開講期と単位数などを示したものは，別に

示す「開講科目一覧」に表しています。  
 
 
 
 
 
  

− 68 −



それらを総合的に活用し新たな知見を創造する力を学びます。特に人間科学科目群Ｂグループでは、セミナ形

式での演習系科目も設けており、人文科学・社会科学・自然科学の各分野において課題を設定し探求する方法

を修得する中で、これらの力を学びます。また、各学科・専攻により独自に科目を開講しており、これらの力

を学びます。 

自律した社会人になるために自らが主体的に学ぶ習慣をつけることが必要です。そのために課題研究や PBL

（Project/Problem Based Learning）、ディスカッション、プレゼンテーションなどの能動的な学修を行い、知

識の定着とその活用力を養うとともに、その学習プロセスを通してスキルや態度などの汎用的能力を育成する

「アクティブ・ラーニング」を教育プログラムに取り入れています。答えの用意されていない課題に対して、

授業での学習内容や授業外で収集した様々な知識をもとにして、創造性を発揮して課題解決を遂行する過程を

学びます。 

dd22..  技技術術者者ととししてて広広いい視視野野にに立立っってて課課題題をを自自らら発発見見しし、、実実験験、、実実習習ななどどのの実実践践をを通通じじてて、、ここれれららのの工工学学的的課課題題をを設設定定・・遂遂

行行・・解解決決すするる能能力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

機械システム工学で扱われる基本的な諸現象について、理論と実際を関連付けて学ぶために、課題ごとに実

験・実習・演習を行います。テーマ設定、実験環境の構築、実験データの予測方法、計測方法、データ解析方

法から考察、結論にいたる過程を学びます。 

4 年間の学びの集大成としての卒業研究では、自ら研究の背景、目的、現状調査などを行い、研究テーマを

設定することから始め、これまで学んだ知識を最大限に活用することで創造的な研究を行い、結果の考察を行

います。 

技術者として社会や企業で活躍するためには、機械システム工学の基礎から応用までの専門的知識はもちろ

ん、工学と関連の深い社会や産業界などで課題となっている情報を知り、様々な角度から物事を見ることので

きる能力が必要です。そして、望ましい職業観、勤労観および産業に関する知識などを身に付けるために、産

業界の最先端技術動向、環境問題、起業家精神、知的所有権や情報化に関連する倫理問題などを学びます。 

  

６６．．教教育育課課程程  

第5章で説明した学位授与の方針は、4年間で身につけることが必要な知識や能力を示したものです。これ

らを獲得するための学修の達成に必要な授業科目が記されたものが教育課程です。 
本学の教育課程は、授業科目を順次的・体系的に配置したうえで、①授業科目の順次性・体系性と学位授与

の方針との関係性を説明するためのカリキュラム・フローチャートとカリキュラムマップが準備され、②授業

科目ごとに学修到達目標を定め、さらに、③皆さんが進みたい進路の参考とするため、履修モデルも準備され

ています。 
図－1は、教育課程の概念図をまとめたものです。教育課程は、人間科学科目群、専門基礎科目群、および専

門科目群の 3 つの群に分類されています。それぞれの授業科目の教育内容については、6.1～6.3 で説明します。

6.4 では、卒業後の進路等に対応させて、教育課程の授業科目をどのように学修していくことが望ましいかという履修モ

デルを例示します。各授業科目で何を学んでどんな知識を修得するかは、6.5 で紹介するカリキュラムマップにおける学

修到達目標に具体的にまとめてられています。  
なお，教育課程を構成しているそれぞれの授業科目の具体的な開講期と単位数などを示したものは，別に

示す「開講科目一覧」に表しています。  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図－－１１  機機械械シシスステテムム工工学学科科のの教教育育課課程程のの構構成成概概念念図図    
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展開科目は、将来、実社会において仕事をする際に必要となる
専門分野の知識や技能を修得するためのものです。エネルギ・
動力システム系あるいはロボティクス・メカトロニクス系で選択すべ
き科目は異なるので、履修モデルを参考にして下さい

c: 電気系科目

電気・電子工学1
電気・電子工学2
計測工学
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解析学1
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熱力学応用
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機械力学応用
流体力学基礎
流体力学応用
材料工学1
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数理統計学1、2
応用解析

1、2、3、4

線形代数3
代数系入門
現代物理学1、2
職業指導1、2
中国語入門1、2

機械システム工学科として入門的、
基礎的な専門知識を学びます

文学A、B

哲学A、B

人類学A、B
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教育原理
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政治学A、B

経済学A、B

法学A、B

社会学A、B
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現代社会論A、B

教育社会学

健康科学A、B

認知科学A、B
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自然科学概論A、B
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教養総合講座A、B

ファースト・イヤー･セミナ
英語スキル1、2
資格英語，実践英語
英語ライティング
英語プレゼンテーション
スポーツ実技A、B
スポーツと健康の科学A、B
情報リテラシー概論
データサイエンス概論

社会･自然･人間と科学技
術とを調和させるための幅
広い知識を修得し、技術
者に必要な教養を身につ
けます

数学等の基礎知識を学び、基幹科目と展開
科目を容易に理解できるための基礎力を身
につけます

ａ：エネルギ・動力システム系

エンジン工学
流体システム工学
航空宇宙工学
自動車工学

b： ロボティクス・メカトロニクス系
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システム制御工学
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ロボットプログラミング
人工知能

基礎英語セミナ

基礎数学セミナ

基礎理科セミナ

大学での学習
を始めるため
の基礎を固め
る科目です。
卒業研究の開
始要件になり
ます

教職関連科目
です。卒業に
必要な要卒単
位に含まれま
せん

( 注： DE=デジタルエンジニアリング )
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６６．．１１  人人間間科科学学科科目目群群  

aa..  人人間間科科学学科科目目群群  ＡＡググルルーーププ  

①①フファァーースストト・・イイヤヤーー・・セセミミナナ    

ファースト・イヤー・セミナ（First Year Seminar、略してFYS、初年次セミナ）とは、新入生である皆さん

方全員に、今後４年間の大学教育に不可欠な「「学学習習技技法法（（ススタタデディィ・・ススキキルルズズ））」」を習得してもらう科目です。

いわば「「大大学学ででのの学学びび方方」」をを学学ぶぶ授授業業科科目目です。 

実は、皆さんが高校まで普通だと思ってきた勉強の仕方と、大学での学びの方法はずいぶん違うところがあ

るのです。この方法の違いを理解した上で、「大学での学び方」に早く習熟し、積極的に大学の授業に参加して

ほしいのです。この点はとても大切です。大学での授業に戸惑ったり、どうにも積極的に参加できなかったり、

せっかく勉学に打ち込んでもそれが空回りに終わって、４年たっても実を結ばない、こうしたことの原因の一

半には、大学での学び方（つまり知的レベルをステップアップする方法）のベースができていないことが大き

く関わっていることが分かっています。 

この授業は次のように５つのパートでできています。 

Ⅰ 大学で学ぶとはどういうことか 

Ⅱ 効果的な授業の聴き方、効率的なノートのとり方、テキストの的確な読み方 

Ⅲ 知的収蔵庫である大学図書館の利用法 

Ⅳ 文章の書き方の基本、レポート作成のルール、およびその実践 

Ⅴ 効果的なプレゼンテーションのさまざまな方法とその実践 

 

この授業の第一のねらいは、「大学での学び方」を習得してもらうことで、皆さんが本学の教育にスムーズに

適応できること、言いかえると皆さんが手応えをもって大学生活を送ることができるよう手助けをするところ

にあります。しかしそれだけではありません。皆さんが社会に出、職業人として、あるいは市民として、豊か

に生きていこうとするとき、自己表現スキルや、他者とのコミュニケーション・スキルの必要性をきっと感じ

ることでしょう。それらを可能にするのも、この授業が基盤となります。そうした最低限の知的技法もここに

は盛り込まれています。 

こうした事項について、少人数クラスで初歩からみっちりと学んでもらいます。皆さんはこの授業において、

何より自分の知的ステップアップを信じて、全力でこれに応えねばなりません。 

 

②②  外外国国語語科科目目  

＜＜英英語語ススキキルル11・・22、、資資格格英英語語、、実実践践英英語語、、英英語語ラライイテティィンンググ、、英英語語ププレレゼゼンンテテーーシショョンン、、中中国国語語入入門門 11・・22＞＞  

外国語を学習することには２つの重要な事項があります。第１はコミュニケーションの手段としての言語能

力の習得です。グローバル化の著しい今日においては外国語、特に英語によるコミュニケーション能力は 21世

紀を生きる上で不可欠となります。第２はその言語の背景にある文化や思考を学ぶことです。言語の背景にあ

る文化やものの考え方を理解することなく言語を学ぶだけでは思わぬ誤解やトラブルに巻き込まれることに

もなりかねません。技術者にとっても外国語の能力の習得はますます重要になってきています。 

そのような外国語の学習には基礎的な事項の反復学習が大切になります。大変に思うかもしれませんが、外

国語学習というのは努力をすればするほど成果も見込めるのです。本学では、1年次に「英語スキル 1・2」、2

年次前期に「資格英語」を必修科目として開講しています。また、2年次後期に「実践英語」を選択科目として

開講しています。さらに、3 年次でも外国語科目を学びたい人のために「英語ライティング」、「英語プレゼン

テーション」という選択科目を開講しています。英語以外の外国語として、中国語の基礎を学びたい学生は、

1年次に「中国語入門1・２」を選択科目として開講しています。 

 

③③  健健康康科科学学科科目目＜＜ススポポーーツツ実実技技AA・・BB、、ススポポーーツツとと健健康康のの科科学学AA・・BB＞＞  

大学におけるスポーツ実技Ａ・Ｂは、1年次にＡ、Ｂを配当しています。週 1回の実技を通してスポーツの

技術およびその楽しさを学ぶことで、学生諸君が将来（生涯スポーツとして）も運動を継続して行えるような
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紀を生きる上で不可欠となります。第２はその言語の背景にある文化や思考を学ぶことです。言語の背景にあ

る文化やものの考え方を理解することなく言語を学ぶだけでは思わぬ誤解やトラブルに巻き込まれることに

もなりかねません。技術者にとっても外国語の能力の習得はますます重要になってきています。 

そのような外国語の学習には基礎的な事項の反復学習が大切になります。大変に思うかもしれませんが、外

国語学習というのは努力をすればするほど成果も見込めるのです。本学では、1年次に「英語スキル 1・2」、2

年次前期に「資格英語」を必修科目として開講しています。また、2年次後期に「実践英語」を選択科目として

開講しています。さらに、3 年次でも外国語科目を学びたい人のために「英語ライティング」、「英語プレゼン

テーション」という選択科目を開講しています。英語以外の外国語として、中国語の基礎を学びたい学生は、

1年次に「中国語入門1・２」を選択科目として開講しています。 

 

③③  健健康康科科学学科科目目＜＜ススポポーーツツ実実技技AA・・BB、、ススポポーーツツとと健健康康のの科科学学AA・・BB＞＞  

大学におけるスポーツ実技Ａ・Ｂは、1年次にＡ、Ｂを配当しています。週 1回の実技を通してスポーツの

技術およびその楽しさを学ぶことで、学生諸君が将来（生涯スポーツとして）も運動を継続して行えるような

素地を身につけ、スポーツを通じて集団を意識し、社会に対する適応力を向上させることを目的としています。 

スポーツと健康の科学A・Bは3年次に配当しており、スポーツ科学および健康の維持増進に関する講義を行

います。スポーツや身体の仕組みについて学び、各個人がより健康に生活できるような知識と態度を身につけ

る事を目的としています。 

 

④④  基基礎礎英英語語セセミミナナ  

基礎英語セミナでは、基本的な英単語を習得することと、習得した英単語を文脈のなかで正しく理解するこ

とを目標にします。一目ですぐに認識できる語彙を多量に獲得することは、英語を読んだり、書いたりするう

えで大きな力となるだけでなく、英語を聞いたり、話したりするうえで不可欠な力となってきます。英語によ

る学術的探求とコミュニケーションの礎になる力が、十分な練習を通して養成されることになります。なお、

3年次修了までにこの科目を修得できなかった場合には、4年間で卒業することができなくなります。 

 

⑤⑤  DDXX（（デデジジタタルルトトラランンススフフォォーーメメーーシショョンン））科科目目＜＜情情報報リリテテララシシーー概概論論  ・・  デデーータタササイイエエンンスス概概論論＞＞  

現在、日本政府は、未来社会の姿として掲げている「Society 5.0」と呼ばれる社会構想を推進することで「超

スマート社会」を実現することを目指しています。 

超スマート社会で活躍するであろう皆さんにとっては、大学で学修する分野によらず、データサイエンスや

人工知能（AI）を理解して、適切に活用する力をつけることが重要です。 

データサイエンスやAIは今後のデジタル時代のよみ・かき・そろばんと言われており、すべての社会人が正

しい使い方を身につける必要があります。 

本学では、この内容を修得するため、1年生前期に「情報リテラシー概論」が、また 1年生後期に「データサ

イエンス概論」が、すべての学科・専攻において必修科目として設置されています。 

どちらの科目ともオンデマンド形式の遠隔授業として開講されます。 

各自のノート PC 等を利用して都合のよい時間に学修し、設定された課題を指定された期日までに提出して

ください。 

なお、この二科目は文部科学省により実施されている「データサイエンス教育プログラム認定制度（リテラ

シーレベル）」に準拠した学修内容になっています。 

・・情情報報リリテテララシシーー概概論論  

超スマート社会で活躍するためには、PC・スマートフォンなどの情報機器や、それらで得られる情報を適切

に効率よく利用できるようになることが重要です。 

本講義では、様々な情報サービスを適切に効率よく利用するための方法について説明します。 

特に、本学で使用できる各種サービスについて説明します。 

今後の活動で必要となるグループでの情報共有やコミュニケーション、情報の共有方法など、情報通信技術

の基礎的な使用方法を確立してください。 

・・デデーータタササイイエエンンスス概概論論  

卒業後に自分が活躍したい業界・業種に関わらず、今後の社会ではデータサイエンスや AIを理解することは

重要です。 

本講義では、数理・データサイエンス・AIに関する基礎的な能力を身につけることを目的としています。 

データやAIが社会にどう関わっているかを理解して、それらを活用するための方法について学修します。 
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ｂｂ．．人人間間科科学学科科目目群群  ＢＢググルルーーププ  

大同大学の教育課程（カリキュラム）は、三つの科目群に支えられています。一つは各学科・専攻でおもに

学ぶ専門科目群、他の二つは専門基礎科目群とここで説明する人間科学科目群です。人間科学科目群はファー

スト・イヤー・セミナと語学、体育の実技を含む Aグループと、講義科目である Bグループから成り立ってい

ます。 

人間科学科目群Bグループは、「人間・歴史文化・こころの理解」（人文科学分野、10科目）、「国際情勢と社

会のしくみ」（社会科学分野、12科目）、「科学的なものの見方」(自然科学分野、12科目)、「学問への複眼的ア

プローチ」（学際的分野および演習、5科目）の4つのカテゴリーから構成されており、現代のリベラルアーツ

教育において求められる多様かつ幅広い分野の科目を提供しています。これらに加え、より深く学びたいとの

高い意欲をもつ学生に向けて、ゼミナール（小集団演習）形式の「課題探究セミナ A」、「課題探求セミナB」を

開講しています。 

これらの講義系と演習系の科目はすべて、皆さんに多様な知的刺激を与えることができるように工夫された

ものばかりです。そのねらいは、トータルな人間教育にほかなりません。言いかえると、皆さんが今をタフに

生き、将来を担う一市民としての教養を身につけ、それに磨きをかけること、これが本科目群の目指すところ

です。 

大学での専門教育はもちろん重要です。しかしそれを世の中に役立てながらも、一人ひとりが社会の中で豊

かな人生を創出していくためには「教養」が欠かせません。本学では「教養」として、とくに「コミュニケー

ション力」、「自ら考える力」それと「協働力」に重点を置いています。こうした点で皆さんが自分らしさを発

揮できるよう、B グループにはさまざまな授業を取りそろえています。できるだけ偏りを作らず履修し、修得

することが望まれます。 

現在、私たちは歴史的転換期に身を置いています。日本でも世界でも、世の中は目まぐるしく変化し続けて

います。良いことも好ましくないことも瞬時に地球規模で拡散し、われわれはグローバル社会の一員であるこ

とを余儀なくされています。とくに日本は超高齢化社会に突入し、不透明で不確実な時代に入りつつあります。

それでも世界は飽くなきマネーフローと途轍もないテクノロジーの進化を介して緊密に結びつくと同時に、ア

メリカ南北大陸圏、アジア圏、欧州、東欧およびロシア圏、アフリカ中東圏などで生じるローカルな歪みが、

即座に世界各国に対し甚大な政治的・経済的影響をもたらします。さらに今後は AI（人工知能）や IoT（モノ

のインターネット）に代表される技術革新によって人間の働き方が様変わりするばかりか、われわれの想像力

をはるかに超える近未来社会が待ち受けています。世界がより便利に、より快適な生活を享受できるようにな

ることは好ましいですが、日本の社会を見ても逆に格差社会などが一部現実のものとなりつつあるのは見逃せ

ません。 

そこで皆さんに具体的に求められるのは、こうした時代を生き抜いていくための知恵や活力を自ら引き出し

伸ばしていくことです。そのためには今を知り、そこから課題を見つけ出し、いろいろな角度から考え、そし

て解決策を自分であるいは仲間と協働しながら探り当てていく知とパワーが不可欠です。そして何よりも一人

ひとりが自分の人生を存分に味わい、楽しめる力を発揮することが求められます。 

大学では、人間と社会をよく知るためにも、人文・社会科学の学問分野の知見や見識が大切な役割を果たし

ます。人文科学分野では、文学、哲学、歴史学、人類学、心理学が人間の営みや心の働きを扱い、社会科学分

野では法学、経済学、政治学、社会学、社会調査法、現代社会論、課題探究集中講座が社会の仕組みから国際

情勢の展望にまで皆さんを誘います。 

また自然科学のアプローチから宇宙、地球、生命、身体そのものを知ることに加えて、われわれの生活環境

や健康を見直す諸科目も開講されています。自然科学概論、環境と防災、地球科学、認知科学、生物学、健康

科学の諸科目が、有益性と危険性をあわせ持つ科学技術、人間が生きる舞台としての地球環境、またヒトとし

ての人間、人間の心身・健康に焦点を当てています。 

2年次、3年次には、「課題探究セミナ」として、アクティブ・ラーニングや PBL（問題・課題解決型授業）を

意識した少人数科目を開設しています。 

大学での勉学は、確かに与えられたものを繰り返し習い覚える地道な作業と同時に、何が問題でその解決の
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ｂｂ．．人人間間科科学学科科目目群群  ＢＢググルルーーププ  

大同大学の教育課程（カリキュラム）は、三つの科目群に支えられています。一つは各学科・専攻でおもに

学ぶ専門科目群、他の二つは専門基礎科目群とここで説明する人間科学科目群です。人間科学科目群はファー

スト・イヤー・セミナと語学、体育の実技を含む Aグループと、講義科目である Bグループから成り立ってい

ます。 

人間科学科目群Bグループは、「人間・歴史文化・こころの理解」（人文科学分野、10科目）、「国際情勢と社

会のしくみ」（社会科学分野、12科目）、「科学的なものの見方」(自然科学分野、12科目)、「学問への複眼的ア

プローチ」（学際的分野および演習、5科目）の4つのカテゴリーから構成されており、現代のリベラルアーツ

教育において求められる多様かつ幅広い分野の科目を提供しています。これらに加え、より深く学びたいとの

高い意欲をもつ学生に向けて、ゼミナール（小集団演習）形式の「課題探究セミナ A」、「課題探求セミナB」を

開講しています。 

これらの講義系と演習系の科目はすべて、皆さんに多様な知的刺激を与えることができるように工夫された

ものばかりです。そのねらいは、トータルな人間教育にほかなりません。言いかえると、皆さんが今をタフに

生き、将来を担う一市民としての教養を身につけ、それに磨きをかけること、これが本科目群の目指すところ

です。 

大学での専門教育はもちろん重要です。しかしそれを世の中に役立てながらも、一人ひとりが社会の中で豊

かな人生を創出していくためには「教養」が欠かせません。本学では「教養」として、とくに「コミュニケー

ション力」、「自ら考える力」それと「協働力」に重点を置いています。こうした点で皆さんが自分らしさを発

揮できるよう、B グループにはさまざまな授業を取りそろえています。できるだけ偏りを作らず履修し、修得

することが望まれます。 

現在、私たちは歴史的転換期に身を置いています。日本でも世界でも、世の中は目まぐるしく変化し続けて

います。良いことも好ましくないことも瞬時に地球規模で拡散し、われわれはグローバル社会の一員であるこ

とを余儀なくされています。とくに日本は超高齢化社会に突入し、不透明で不確実な時代に入りつつあります。

それでも世界は飽くなきマネーフローと途轍もないテクノロジーの進化を介して緊密に結びつくと同時に、ア

メリカ南北大陸圏、アジア圏、欧州、東欧およびロシア圏、アフリカ中東圏などで生じるローカルな歪みが、

即座に世界各国に対し甚大な政治的・経済的影響をもたらします。さらに今後は AI（人工知能）や IoT（モノ

のインターネット）に代表される技術革新によって人間の働き方が様変わりするばかりか、われわれの想像力

をはるかに超える近未来社会が待ち受けています。世界がより便利に、より快適な生活を享受できるようにな

ることは好ましいですが、日本の社会を見ても逆に格差社会などが一部現実のものとなりつつあるのは見逃せ

ません。 

そこで皆さんに具体的に求められるのは、こうした時代を生き抜いていくための知恵や活力を自ら引き出し

伸ばしていくことです。そのためには今を知り、そこから課題を見つけ出し、いろいろな角度から考え、そし

て解決策を自分であるいは仲間と協働しながら探り当てていく知とパワーが不可欠です。そして何よりも一人

ひとりが自分の人生を存分に味わい、楽しめる力を発揮することが求められます。 

大学では、人間と社会をよく知るためにも、人文・社会科学の学問分野の知見や見識が大切な役割を果たし

ます。人文科学分野では、文学、哲学、歴史学、人類学、心理学が人間の営みや心の働きを扱い、社会科学分

野では法学、経済学、政治学、社会学、社会調査法、現代社会論、課題探究集中講座が社会の仕組みから国際

情勢の展望にまで皆さんを誘います。 

また自然科学のアプローチから宇宙、地球、生命、身体そのものを知ることに加えて、われわれの生活環境

や健康を見直す諸科目も開講されています。自然科学概論、環境と防災、地球科学、認知科学、生物学、健康

科学の諸科目が、有益性と危険性をあわせ持つ科学技術、人間が生きる舞台としての地球環境、またヒトとし

ての人間、人間の心身・健康に焦点を当てています。 

2年次、3年次には、「課題探究セミナ」として、アクティブ・ラーニングや PBL（問題・課題解決型授業）を

意識した少人数科目を開設しています。 

大学での勉学は、確かに与えられたものを繰り返し習い覚える地道な作業と同時に、何が問題でその解決の

ためにはどう向き合えばよいのかについて自分自身で考え、仲間と語り合い、行動をおこすところに醍醐味が

あります。 

皆さんにとって、人間科学科目群 Bグループがその糸口となることを願っています。 

  

  

６６．．２２  専専門門基基礎礎科科目目群群（（カカリリキキュュララムムフフロローーチチャャーートト））    

専門基礎科目群において学習する教育内容および学修到達目標について説明します。図－２のカリキ

ュラム・フローチャートには、専門基礎科目群の授業科目のつながりとそれらの履修年度と学習順序が

示してあります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

図図－－２２  専専門門基基礎礎科科目目群群ののカカリリキキュュララムム・・フフロローーチチャャーートト  

前期 後期 前期 後期

基礎数学セミナ 必修科目

基礎理科セミナ

線形代数1 線形代数2

基礎物理A 基礎物理B

化学1 化学2

数学基礎

解析学1 解析学2 解析学3 常微分方程式

力学1 力学2 力学3

工業数学1 工業数学2 基礎工学実験

自
然
科
学
系

専
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科
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（（11））自自然然科科学学系系  

aa．．教教育育内内容容  

本学の学位授与の方針にあるように、豊かな教養を身につけ、豊かな創造力を身につけるためには、それぞ

れの専門分野にとらわれずに幅広い自然科学的なものの見方、考え方を修得することが大切です。そのために

自然科学系の科目として、数学関係 2科目、物理関係 2科目、化学関係 2科目が編成されています。それぞれ

の教育内容は、次のとおりです。 

 

①①[[数数学学関関係係科科目目]]（（線線形形代代数数１１，，線線形形代代数数２２））  

線形代数１と線形代数２では、２つのものの間に成り立つ関係のうち、もっともシンプルで多くのことの基

礎となる「比例する」という関係を多くのものの間の関係に拡張した線形性と呼ばれる考え方について学びま

す。これを学ぶことにより、理工系のみならず経済学、社会学等の社会科学においても重要な、２つ以上のも

のの間に成り立つ関係をつかむ目が養われます。また線形性は平面や空間の幾何とも関係し、特に空間図形を

把握する練習としても、線形代数の授業を活用してもらいたいと思います。 

 

②②[[物物理理関関係係科科目目]]（（基基礎礎物物理理ＡＡ，，基基礎礎物物理理ＢＢ））  

ここでは、高校の物理の復習から始めて、ベクトルと微分積分を使った大学の物理へ進みます。基礎物理Aで

は、電磁気学の基礎事項を学びます。電荷を担う基礎的なものは電子などの粒子であること、電子の流れが電

流であることなど、基本的な自然界の姿を学びます。さらに、電場（電界）や磁場（磁界）といった『場』と

いう概念を学びます。基礎物理Bでは、熱力学の基礎を学びます。熱の微視的な理解、つまり物質の構成要素（原

子や分子など）の熱振動のエネルギーとして熱が理解できることを学びます。さらに、熱や仕事などエネルギ

ーの巨視的な理解、特に熱力学第一法則などを学びます。なお、電磁気学（基礎物理A）も熱力学（基礎物理B）

も、力学の考え方を応用する場面が随所に出てきます。電磁気学や熱力学を学ぶ前に、力学を学んでおくこと

が必要です。 

 

③③[[化化学学関関係係科科目目]]（（化化学学１１，，化化学学２２））  

地球環境や物づくりを理解するには、物質についての基礎知識が必要です。化学 1では物質の構成要素であ

る原子、分子そのものやそれらが集団になったときに現れる基本的な性質と挙動について学びます。化学 2で

は、より具体的な化学物質の特徴や化学反応について学びます。 

  

（（22））工工学学基基礎礎系系  

ａａ．．教教育育内内容容 

工学は応用科学であり、基礎科学である自然科学とは異なる学問分野でありますが、工学の色々な部分にお

いては、自然科学の基本原理がいたるところで使われています。したがって、本学の学位授与方針にあるよう

に確かな専門性を身につけるために、皆さんは工学を学修する上で必要となる自然科学（特に、数学・物理・

化学）の基礎学力を高めなければなりません。工学基礎系の科目は、これに応えることを目的として設けられ

ています。工学基礎系の科目は、数学関係5科目、物理関係3科目、物理・化学関係1科目、および専門

関係2科目で編成されています。それぞれの教育内容は次のとおりです。 

 

①①[[数数学学関関係係科科目目]]（（数数学学基基礎礎，，解解析析学学11，，解解析析学学22，，解解析析学学33，，常常微微分分方方程程式式））  

工学基礎系の数学では特に、近代科学技術文明の基礎とも言えるニュートン、ライプニッツに始まる微分積

分学を、段階を追って学修していきます。変化の割合を表す微分法と、面積や体積を求める積分法とがどこで

つながるのか。無限とか極限とかいう言葉がよく出てくるが、どういう意味なのか。こういったことをしっか

り考えて学修することにより、微分積分学の基本的な考え方が身につき、数式とその表すものとの関係がわか

るようになります。さらに常微分方程式を学ぶと、変化の割合がみたす式より将来を予測することが出来るよ

うになり、自然の中に存在する因果関係（何が原因で何が結果か）にも目が向かうようになるでしょう。 
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（（11））自自然然科科学学系系  
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ーの巨視的な理解、特に熱力学第一法則などを学びます。なお、電磁気学（基礎物理A）も熱力学（基礎物理B）
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工学は応用科学であり、基礎科学である自然科学とは異なる学問分野でありますが、工学の色々な部分にお
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①①[[数数学学関関係係科科目目]]（（数数学学基基礎礎，，解解析析学学11，，解解析析学学22，，解解析析学学33，，常常微微分分方方程程式式））  

工学基礎系の数学では特に、近代科学技術文明の基礎とも言えるニュートン、ライプニッツに始まる微分積

分学を、段階を追って学修していきます。変化の割合を表す微分法と、面積や体積を求める積分法とがどこで

つながるのか。無限とか極限とかいう言葉がよく出てくるが、どういう意味なのか。こういったことをしっか

り考えて学修することにより、微分積分学の基本的な考え方が身につき、数式とその表すものとの関係がわか

るようになります。さらに常微分方程式を学ぶと、変化の割合がみたす式より将来を予測することが出来るよ

うになり、自然の中に存在する因果関係（何が原因で何が結果か）にも目が向かうようになるでしょう。 

また高等学校までの数学教育の多様化に対応し、他の数学系科目および自然科学、工学系専門科目への準備

となる科目として、数学基礎を開講しています。この科目の受講対象者は入学時に実施する学力試験の結果に

基づいて決定 され、受講対象者には１年前期に解析学１に先んじて、特に大学での専門教育に直結する基礎

的な数学を精選して教授します。 

 

②②[[物物理理関関係係科科目目]]（（力力学学１１，，力力学学２２，，力力学学３３））  

力学とは物体の運動を知ることを目的とする理論であり、その理論体系には自然科学と自然科学を応用する

工学・情報学の考え方の基礎が集約されています。物体の代表例は工業材料（歯車やクランクなどの機械部品、

あるいは車や人工衛星、建築物などの製品）です。工業材料の静止状態を扱う科目の基礎事項も、そして工業

材料が動く状態を扱う科目の基礎事項も、力学1、2、3という科目で扱います。力学1、2、3を通して、ベクトル

と微分積分を使って力の合成・分解、運動方程式を解いて物体の運動を決定する手順、エネルギー保存則など

力学の重要事項を学びます。特に大切なのは、『運動方程式は微分方程式であり、それを満たす解（関数）が運

動を表す』という点です。その具体例として、放物運動、円運動、バネの力による単振動、摩擦がある場合の

減衰振動、周期的な外力が働く場合の強制振動など、工業材料の動きを理解する上で重要な運動を扱います。

さらに、振動の応用として理解できる波動の基礎事項も力学3で学びます。 

 

③③[[物物理理・・化化学学関関係係科科目目]]（（基基礎礎工工学学実実験験））  

ここでは、工学の基礎としての物理実験、化学実験を行います。物理実験では、物理の基本的な5テーマの実

験を通して、原理と実験の関係、および測定と誤差について学びます。実験の吟味、関連する演習を行うこと

も大切です。化学実験では化学反応の本質を、5テーマの実験を通して学びます。化学実験の基本操作を習得す

ることも重要な目的となります。 

  

④④【【工工業業数数学学関関係係科科目目】】（（工工業業数数学学１１，，工工業業数数学学２２））  

ここでは、多様な数学の中から機械システム工学科の専門科目と直結する数学の基礎を厳選し、専

門科目への準備として学習します。 

工業数学 1 では、スカラ・ベクトル・行列、1 次関数・2 次関数、変位・速度・加速度、三角関数、

指数・対数、複素数および二進数に関して、高校までの内容を確認するとともに、専門科目において

それらがどんな局面で使われるかを理解します。 

工業数学 2では、機械工学の 4力学（材料力学、熱力学、流体力学、機械力学）、および機械の制御

に適用する数学の基礎を学びます。高校の数学や物理で学んだことを基盤に、機械工学および制御分

野で出てくる各種の数式を想定して、微分や積分などを具体的に活用する使い方を学びます。 

  

((３３))  基基礎礎数数学学セセミミナナ・・基基礎礎理理科科セセミミナナ    

アア  [[数数学学関関係係科科目目]]（（基基礎礎数数学学セセミミナナ  ））  

基礎数学セミナでは、数式を一目で把握し、スムーズに計算できることを目標にします。「何とかできる」で

はなく「一目でスムーズにできる」ことが自然科学・工学の素養として大切で、そのためには十分な量の練習

が必要です。 

なお、３年次修了までにこの科目を習得できなかった場合には、４年間で卒業することができなくなります。 

 

イイ  [[物物理理・・化化学学関関係係科科目目]]（（基基礎礎理理科科セセミミナナ  ））  

大学で学ぶ科目の中に、理科の基礎知識を必要とするものが、物理・化学だけではなく、専門科目にも多く

あります。基礎理科セミナでは、大学で学ぶ上で最低限必要となる基礎的な数値計算や単位の取り扱い、およ

び自然科学的な基礎知識を身につけることを目標とします。「何とかできる」ではなく「スムーズにできる」こ

とが自然科学・工学の素養として大切で、そのためには十分な量の練習が必要です。 

なお、３年次修了までにこの科目を習得できなかった場合には、４年間で卒業することができなくなります。  
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６６．．３３  専専門門科科目目群群（（カカリリキキュュララムムフフロローーチチャャーートト））    

専門科目群は基幹科目、展開科目、関連科目および卒業研究からなります。図－1 に示した各専門

科目がどのような科目と関連があるか、およびそれらの学習順序がどのようになっているかを図－3

（機械システム工学科専門科目群のカリキュラム・フローチャート）に示します。 

これらの科目について教育内容の概要を以下に説明します。専門科目群の学修到達目標は、学位授

与の方針と各授業科目との関係性を示すカリキュラムマップにまとめて示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図図－－３３  専専門門科科目目群群ののカカリリキキュュララムム・・フフロローーチチャャーートト  
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入

門

系

機械システム

入門セミナ

工業力学 材料力学基礎 材料力学応用

熱力学基礎 熱力学応用 エンジン工学

機械力学基礎 機械力学応用

流体力学基礎 流体力学応用 流体システム工学

加工学1 加工学2 材料工学1 材料工学2

制御工学 システム制御工学

機械要素 ロボット工学

計測工学

電気・電子工学1 電気・電子工学2 メカトロニクス工学
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創造製作演習 機械加工実習 電気・電子工学実習 機械工学実験A 機械工学実験B

総合セミナ
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（学外研修）
品質工学

知的財産権と
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科学技術史論と
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図図－－３３  専専門門科科目目群群ののカカリリキキュュララムム・・フフロローーチチャャーートト  

  

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

入

門

系

機械システム

入門セミナ

工業力学 材料力学基礎 材料力学応用

熱力学基礎 熱力学応用 エンジン工学

機械力学基礎 機械力学応用

流体力学基礎 流体力学応用 流体システム工学

加工学1 加工学2 材料工学1 材料工学2

制御工学 システム制御工学

機械要素 ロボット工学

計測工学

電気・電子工学1 電気・電子工学2 メカトロニクス工学

コンピュータ

システム工学
プログラミング1 プログラミング2 コンピュータビジョ ン

デジタル

エンジニアリング

入門

機械製図
デジタル

エンジニアリング1

デジタル

エンジニアリング2

デジタル

エンジニアリング3A

デジタル

エンジニアリング3B

デジタル

エンジニアリング4

創造製作演習 機械加工実習 電気・電子工学実習 機械工学実験A 機械工学実験B

総合セミナ

インターンシップ

（学外研修）
品質工学

知的財産権と

情報倫理

工業経営概論
科学技術史論と

技術者倫理

卒業研究

関
連
科
目

専
門
科

目
群

機
械
系

電
気
・

情
報
系

実

験

・

実

習

・

演

習

・

設

計

系

1年次 2年次 3年次 4年次

自動車工学

航空宇宙工学

オートメーショ ン工学

ロボット

プログラミング

人工知能

必修科目

（（11））基基幹幹科科目目  

機械システム工学科では、機械・電子・情報の境界領域に関するハードからソフトまでを学びます。

したがって、どのような分野を皆さんが選択するとしても、まずこれらの領域の基礎・基盤となる科

目を学習する必要があります。これらの科目を基幹科目と呼び、すべてを履修して十分身につけてお

くことが必要です。 

aa．．入入門門系系科科目目：：（（機機械械シシスステテムム入入門門セセミミナナ、、創創造造製製作作演演習習）） 

入門系科目では、機械システム工学に対する興味を喚起し、基礎的な素養を身に付けることを目標

に、学科内で行われている研究の紹介などを実施します。また、創造製作演習では簡単な機械要素部

品を組み立て、要求する仕様をクリアするための課題製作を行い、そのアイデアや結果などのプレゼ

ンテーションを行います。 

bb．．機機械械系系科科目目：：  

（（工工業業力力学学、、機機械械要要素素、、材材料料力力学学基基礎礎、、材材料料力力学学応応用用、、熱熱力力学学基基礎礎、、熱熱力力学学応応用用、、機機械械力力学学基基礎礎、、  

機機械械力力学学応応用用、、流流体体力力学学基基礎礎、、流流体体力力学学応応用用、、材材料料工工学学 11、、材材料料工工学学 22、、加加工工学学 11、、加加工工学学 22））  

自動車、ロボットなどの各種機械や構造物の設計製作に際しては、使用材料の中から適当な材料を

選択し、各部品に働く力に対して十分な強度を持たせ、さらに機械構造物の振動が大きく発生しない

ようにする必要があります。また、金属材料から不要部分を除去する切削加工や、変形を与える塑性

加工など、様々な方法の中から適当な手法を選択して加工を行い、所定の寸法形状に仕上げます。さ

らに、熱エネルギや水・空気などの流体エネルギを動力エネルギに変えるためには、これらのエネル

ギを理解し取り扱うことが必要です。機械構造物を設計する場合には、所定の運動をさせるための歯

車、リンク、カムなど種々の機械要素を理解する必要があります。 このような機械系の技術の基礎と

なる力学現象や理論を学び、機械材料の性質、加工法を学びます。 

cc．．電電気気系系科科目目：：（（電電気気・・電電子子工工学学 11、、電電気気・・電電子子工工学学 22、、計計測測工工学学、、制制御御工工学学））  

自動車やロボットなどの機械システムが、自らの置かれている環境や状況を正確に検出・把握する

ためには、感覚器官に相当するセンサの技術が必要になります。また、センサで検出した信号を伝達･

加工し、手足に相当する運動器官に指令を出して動きを制御するためには、コンピュータ・ハードウ

エアの技術も必要になります。このように電気・電子系の技術は、機械系および情報系の技術と密接

に連携して重要な役割を果たします。その分野はさらに多岐に分かれますが、基幹科目としては、そ

れら全ての基礎となる電気･電子回路および計測工学、制御工学を学びます。 

dd．．情情報報系系科科目目：：（（ププロロググララミミンンググ 11、、ププロロググララミミンンググ 22、、ココンンピピュューータタシシスステテムム工工学学））  

機械システムを動かすためには、その頭脳であるコンピュータにプログラムを組み入れなくてはな

りません。この科目では、代表的なプログラミング言語である C言語について、文法の基本から、各

種の計算方法や問題解決方法までを学び、コンピュータ・プログラミングの基礎を学びます。 

ee．．実実習習･･実実験験・・演演習習系系科科目目：：  

（（  機機械械製製図図、、機機械械加加工工実実習習、、電電気気・・電電子子工工学学実実習習、、デデジジタタルルエエンンジジニニアアリリンンググ入入門門、、  

デデジジタタルルエエンンジジニニアアリリンンググ 11、、デデジジタタルルエエンンジジニニアアリリンンググ 22、、デデジジタタルルエエンンジジニニアアリリンンググ 33AA、、  

デデジジタタルルエエンンジジニニアアリリンンググ３３BB、、デデジジタタルルエエンンジジニニアアリリンンググ 44、、  機機械械工工学学実実験験ＡＡ、、  機機械械工工学学実実験験ＢＢ  ））  

機械システムはどのような部品でできているのか、どのような構造になっているのか、どのような

メカニズムで動くのかを体験的に学びます。機械加工実習は素材から部品への加工実習を行います。

電気・電子工学実習ではエレクトロニクス部品の使用法や回路設計、電気・電子測定機器の使用法を

学びます。また、機械工学実験では、講義科目で学習した内容の理解を深めるために数々のテーマの

実験を行い、現象の確認、実験方法や測定方法の習得、考察を行います。 

デジタルエンジニアリングでは、コンピュータを利用した各種設計・解析作業を学びます。生産現

場で必要となる図面を機械製図の規格に従い、正確に描くための 2 次元 CAD、コンピュータに部品モ
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デルや組み立てモデルを入力するための 3 次元 CAD、強度や振動の解析をおこなうための CAE、生産

自動化のための加工データの生成と加工シミュレーションを行う CAMを、体験的に学びます。 

（（22））展展開開科科目目  

展開科目は、基幹科目で身につけた基礎・基盤となる知識を応用して、さらに専門知識を身につけ

るために設けられた科目です。この科目は 2つの特徴ある専門コア（エネルギ・動力システム系、

ロボティクス・メカトロニクス系）科目と両系に共通の科目に分類されています。展開科目では、

皆さん自身の興味と将来の進路を考えて授業科目を選択できるように、基幹科目と関連するように

授業科目を配置しています。 

aa．．エエネネルルギギ・・動動力力シシスステテムム系系：：（（エエンンジジンン工工学学、、流流体体シシスステテムム工工学学、、航航空空宇宇宙宙工工学学、、自自動動車車工工学学））  

熱や流体のエネルギを動力エネルギに変換する方法を理解し、機械の力と運動の関係をより深く学

びます。特にエンジン、ターボ機械、航空機、自動車等の理論、技術、基本構造、特徴、最近の動

向などの知識を学びます。 

bb．．ロロボボテティィククスス・・メメカカトトロロニニククスス系系：：  

（（メメカカトトロロニニククスス工工学学、、ロロボボッットト工工学学、、シシスステテムム制制御御工工学学、、  ココンンピピュューータタビビジジョョンン、、  

オオーートトメメーーシショョンン工工学学、、ロロボボッットトププロロググララミミンンググ、、人人工工知知能能））  

コンピュータによる制御方法を理解し、プログラミングによりロボットなどの機械システムを知能

化する手法を学びます。また、画像処理などのコンピュータ技術、人工知能の基礎、オートメーシ

ョン技術を学び、高度な知能化の手法を学びます。 

（（33））関関連連科科目目：：（（品品質質工工学学、、工工業業経経営営概概論論、、知知的的財財産産権権とと情情報報倫倫理理、、科科学学技技術術史史論論とと技技術術者者倫倫理理、、  

イインンタターーンンシシッッププ  ））  

関連科目は産業界の最先端技術動向、福祉・環境問題、知的財産権、倫理問題などを対象とする科

目で構成され、機械システム技術者として社会に出てからの社会との関係や幅広いものの見方な

ど、課題の発見や解決に必要となる学問です。 

（（44））卒卒業業研研究究関関連連科科目目：：（（総総合合セセミミナナ、、卒卒業業研研究究））  

総合セミナでは、卒業研究に関連する専門技術分野の基礎知識を学習し、卒業研究への円滑な導入

を図るとともに、卒業研究と連携をとりながら輪講やプレゼンテーションなどを行い、幅広い視野

から総合的な判断を下す力を養います。 

卒業研究は、これまで学んできた授業科目の総括にあたるものです。各自が研究テーマに沿って実

験や理論計算を行うような研究中心的なテーマの他に、設計や製作等、柔軟にテーマを設定して行

います。指導教員のもとで、自主性、分析力、思考力、創造力、問題解決能力やコミュニケーショ

ン能力といった総合力の育成を目指します。最後には論文としてまとめて提出し、全教員の前でプ

レゼンテーションを行います。 

  

６６．．４４  履履修修モモデデルル    

基幹科目はすべて履修することが望ましいです。実験、実習、演習系は可能な限り履修して下さい。

関連科目に関しては、視野を広げることは重要であり、興味を持って履修すると良いでしょう。卒業

後の進路を見据えて、どの分野に主眼をおいて履修するかを自分自身で決めることが大切です。卒業

後の進路に対応させて、以上に説明した教育課程の授業科目（専門基礎科目群と専門科目群）をどの

ように学修していくかは、履修モデルを参考にして下さい。 

（（１１））  履履修修モモデデルルＡＡ  エエネネルルギギ・・動動力力シシスステテムム系系  

機械システム産業、輸送機器関連産業、エネルギ関連産業への就職を希望し、特に機械を設計

し製作できるものづくり能力を習得したい人は、展開科目のエネルギ・動力システム系科目を履

修して下さい。 
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デルや組み立てモデルを入力するための 3 次元 CAD、強度や振動の解析をおこなうための CAE、生産

自動化のための加工データの生成と加工シミュレーションを行う CAMを、体験的に学びます。 

（（22））展展開開科科目目  

展開科目は、基幹科目で身につけた基礎・基盤となる知識を応用して、さらに専門知識を身につけ

るために設けられた科目です。この科目は 2つの特徴ある専門コア（エネルギ・動力システム系、

ロボティクス・メカトロニクス系）科目と両系に共通の科目に分類されています。展開科目では、

皆さん自身の興味と将来の進路を考えて授業科目を選択できるように、基幹科目と関連するように

授業科目を配置しています。 

aa．．エエネネルルギギ・・動動力力シシスステテムム系系：：（（エエンンジジンン工工学学、、流流体体シシスステテムム工工学学、、航航空空宇宇宙宙工工学学、、自自動動車車工工学学））  

熱や流体のエネルギを動力エネルギに変換する方法を理解し、機械の力と運動の関係をより深く学

びます。特にエンジン、ターボ機械、航空機、自動車等の理論、技術、基本構造、特徴、最近の動

向などの知識を学びます。 

bb．．ロロボボテティィククスス・・メメカカトトロロニニククスス系系：：  

（（メメカカトトロロニニククスス工工学学、、ロロボボッットト工工学学、、シシスステテムム制制御御工工学学、、  ココンンピピュューータタビビジジョョンン、、  

オオーートトメメーーシショョンン工工学学、、ロロボボッットトププロロググララミミンンググ、、人人工工知知能能））  

コンピュータによる制御方法を理解し、プログラミングによりロボットなどの機械システムを知能

化する手法を学びます。また、画像処理などのコンピュータ技術、人工知能の基礎、オートメーシ

ョン技術を学び、高度な知能化の手法を学びます。 

（（33））関関連連科科目目：：（（品品質質工工学学、、工工業業経経営営概概論論、、知知的的財財産産権権とと情情報報倫倫理理、、科科学学技技術術史史論論とと技技術術者者倫倫理理、、  

イインンタターーンンシシッッププ  ））  

関連科目は産業界の最先端技術動向、福祉・環境問題、知的財産権、倫理問題などを対象とする科

目で構成され、機械システム技術者として社会に出てからの社会との関係や幅広いものの見方な

ど、課題の発見や解決に必要となる学問です。 

（（44））卒卒業業研研究究関関連連科科目目：：（（総総合合セセミミナナ、、卒卒業業研研究究））  

総合セミナでは、卒業研究に関連する専門技術分野の基礎知識を学習し、卒業研究への円滑な導入

を図るとともに、卒業研究と連携をとりながら輪講やプレゼンテーションなどを行い、幅広い視野

から総合的な判断を下す力を養います。 

卒業研究は、これまで学んできた授業科目の総括にあたるものです。各自が研究テーマに沿って実

験や理論計算を行うような研究中心的なテーマの他に、設計や製作等、柔軟にテーマを設定して行

います。指導教員のもとで、自主性、分析力、思考力、創造力、問題解決能力やコミュニケーショ

ン能力といった総合力の育成を目指します。最後には論文としてまとめて提出し、全教員の前でプ

レゼンテーションを行います。 

  

６６．．４４  履履修修モモデデルル    

基幹科目はすべて履修することが望ましいです。実験、実習、演習系は可能な限り履修して下さい。

関連科目に関しては、視野を広げることは重要であり、興味を持って履修すると良いでしょう。卒業

後の進路を見据えて、どの分野に主眼をおいて履修するかを自分自身で決めることが大切です。卒業

後の進路に対応させて、以上に説明した教育課程の授業科目（専門基礎科目群と専門科目群）をどの

ように学修していくかは、履修モデルを参考にして下さい。 

（（１１））  履履修修モモデデルルＡＡ  エエネネルルギギ・・動動力力シシスステテムム系系  

機械システム産業、輸送機器関連産業、エネルギ関連産業への就職を希望し、特に機械を設計

し製作できるものづくり能力を習得したい人は、展開科目のエネルギ・動力システム系科目を履

修して下さい。 

（（２２））  履履修修モモデデルルＢＢ  ロロボボテティィククスス・・メメカカトトロロニニククスス系系  

ロボット産業、メカトロニクス産業、省力自動化装置産業、電気・電子機器産業、計測・制御装

置産業への就職を希望し、特に機械の制御技術やソフト開発能力を習得したい人は、展開科目の

ロボティクス・メカトロニクス系科目を履修して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

線形代数1 線形代数2 必修科目

基礎物理A 基礎物理B

化学1 化学2

数学基礎

解析学1 解析学2 解析学3 常微分方程式

力学1 力学2 力学3

工業数学1 工業数学2 基礎工学実験

工業数学1（再）

入

門

系

機械システム

入門セミナ

工業力学 材料力学基礎 材料力学応用

熱力学基礎 熱力学応用 エンジン工学 自動車工学

機械力学基礎 機械力学応用

流体力学基礎 流体力学応用 流体システム工学 航空宇宙工学

加工学1 加工学2 材料工学1 材料工学2

制御工学 システム制御工学 オートメーショ ン工学

機械要素 ロボット工学 ロボットプログラミング

電気・電子工学1 電気・電子工学2 計測工学 メカトロニクス工学

コンピュータ

システム工学
プログラミング1 プログラミング2 コンピュータビジョ ン 人工知能

デジタル

エンジニアリング

入門

機械製図
デジタル

エンジニアリング1

デジタル

エンジニアリング2

デジタル

エンジニアリング3A

デジタル

エンジニアリング3B

デジタル

エンジニアリング4

創造製作演習 機械加工実習 電気・電子工学実習 機械工学実験A 機械工学実験B

総合セミナ

インターンシップ

（学外研修）
品質工学

知的財産権と

情報倫理

工業経営概論
科学技術史論と

技術者倫理

6 5 7 3 4 2 0 0 27

8 6 2 2 0 0 0 0 18

7 10 12 16 10 14 4 6 79

21 21 21 21 14 16 4 6 124

履履修修モモデデルルAA  （（エエネネルルギギ・・動動力力シシスステテムム系系））

1年次 2年次 3年次 4年次
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専
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基
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目
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科
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械
系
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・

情
報
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実

験
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実

習

・

演

習

・

設

計

系

専
門
科
目
群

関
連
科
目

人間科学

専門基礎

専門

計

２７単位取得すること
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前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

線形代数1 線形代数2 必修科目

基礎物理A 基礎物理B

化学1 化学2

数学基礎

解析学1 解析学2 解析学3 常微分方程式

力学1 力学2 力学3

工業数学1 工業数学2 基礎工学実験

工業数学1（再）

入

門

系

機械システム

入門セミナ

工業力学 材料力学基礎 材料力学応用

熱力学基礎 熱力学応用 エンジン工学 自動車工学

機械力学基礎 機械力学応用

流体力学基礎 流体力学応用 流体システム工学 航空宇宙工学

加工学1 加工学2 材料工学1 材料工学2

制御工学 システム制御工学 オートメーショ ン工学

機械要素 ロボット工学 ロボットプログラミング

電気・電子工学1 電気・電子工学2 計測工学 メカトロニクス工学

コンピュータ

システム工学
プログラミング1 プログラミング2 コンピュータビジョ ン 人工知能

デジタル

エンジニアリング

入門

機械製図
デジタル

エンジニアリング1

デジタル

エンジニアリング2

デジタル

エンジニアリング3A

デジタル

エンジニアリング3B

デジタル

エンジニアリング4

創造製作演習 機械加工実習 電気・電子工学実習 機械工学実験A 機械工学実験B

総合セミナ

インターンシップ

（学外研修）
品質工学

知的財産権と

情報倫理

工業経営概論
科学技術史論と

技術者倫理

6 5 7 3 4 2 0 0 27

8 6 2 2 0 0 0 0 18

7 10 12 14 12 12 6 6 79

21 21 21 19 16 14 6 6 124

履履修修モモデデルルBB  （（ロロボボテティィククスス・・メメカカトトロロニニククスス系系））

1年次 2年次 3年次 4年次
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計
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前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

線形代数1 線形代数2 必修科目

基礎物理A 基礎物理B

化学1 化学2

数学基礎

解析学1 解析学2 解析学3 常微分方程式

力学1 力学2 力学3

工業数学1 工業数学2 基礎工学実験

工業数学1（再）

入

門

系

機械システム

入門セミナ

工業力学 材料力学基礎 材料力学応用

熱力学基礎 熱力学応用 エンジン工学 自動車工学

機械力学基礎 機械力学応用

流体力学基礎 流体力学応用 流体システム工学 航空宇宙工学

加工学1 加工学2 材料工学1 材料工学2

制御工学 システム制御工学 オートメーショ ン工学

機械要素 ロボット工学 ロボットプログラミング

電気・電子工学1 電気・電子工学2 計測工学 メカトロニクス工学

コンピュータ

システム工学
プログラミング1 プログラミング2 コンピュータビジョ ン 人工知能

デジタル

エンジニアリング

入門

機械製図
デジタル

エンジニアリング1

デジタル

エンジニアリング2

デジタル

エンジニアリング3A

デジタル

エンジニアリング3B

デジタル

エンジニアリング4

創造製作演習 機械加工実習 電気・電子工学実習 機械工学実験A 機械工学実験B

総合セミナ

インターンシップ

（学外研修）
品質工学

知的財産権と

情報倫理

工業経営概論
科学技術史論と

技術者倫理

6 5 7 3 4 2 0 0 27

8 6 2 2 0 0 0 0 18

7 10 12 14 12 12 6 6 79

21 21 21 19 16 14 6 6 124

履履修修モモデデルルBB  （（ロロボボテティィククスス・・メメカカトトロロニニククスス系系））

1年次 2年次 3年次 4年次
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卒業研究(6)
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人間科学

専門基礎

専門

計
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工学部 電気電子工学科 
学学士士課課程程教教育育ププロロググララムム  

 
11．．大大学学のの目目的的  

本学は､教育基本法並びに建学の精神と理念に則り､深い専門の学芸の教育研究を通じて､豊かな教養と専門

的能力を有する質の高い職業人を育成し､社会と産業の発展に寄与することを目的とする｡ 

 
２２．．工工学学部部のの教教育育研研究究上上のの目目的的  

工学部は､豊かな教養及び工学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し､創造力に富み主体的

に行動できる質の高い専門職業人を育成するとともに､工学を中心とする分野の深い研究を通して新たな知識

を創造することを目的とする｡ 
 

３３．．学学科科のの目目的的  

   工学部電気電子工学科は､電気工学と電子工学に関する基礎から応用までの知識と技術を有し､豊かな人間性

を備えた人材を育成するとともに､研究を通して電気電子工学分野の発展に貢献することを目的とする｡ 

 

４４．．電電気気電電子子工工学学科科のの教教育育のの目目的的  

電気電子工学科の教育の目的には、教養力の育成と専門力の育成があります。 

教養力の育成とは、本学在学中はもとより、社会人として活動するために必要な基礎力の鍛錬と人格を含めた

自己形成がその主な内容となります。命の大切さを知り、われわれを取り巻く社会や自然、さまざまな文化活動

について、幅広い学問領域の学識の一端に触れることで課題を発見し、主体的に考え、必要に応じて自ら行動で

きる人間力の豊かな人物を養成します。仲間とコミュニケーションをはかり、協働し合い、自分で自分を磨き上

げる苦労を喜びへと促します。 

電気電子工学科の専門力の育成とは、次のような内容の修得を目指すものです。私たちの身の回りを見渡せ

ば、携帯電話から家庭電化製品、自動車そして発電所に至るまで電気電子技術の集積から成り立ってい

ます。特に自動車産業では二酸化炭素排出量ゼロを目指した車の電動化が急速に進み、電気が技術の中

心となり、その適用範囲は極めて広がっています。このような現状において電気電子技術を支える基礎

教育はますます重要となっています。 

電気電子工学科では諸々の電気現象に注目し、その背後に潜む電子の振る舞いを量子物理学の考え

を通じて理解します。このような基礎的知識を基にトランジスタや集積回路（LSI）のような電子デバ

イスの動作原理を理解し、それらを用いた回路技術を学ぶことにより、電子回路の設計を可能としま

す。また、持続可能な社会の実現のために電気エネルギーの発生から伝送および電力変換までの社会基盤

を支える技術も学びます。すなわち、電気に関する自然現象を理解して有効に活用することがこの分野

の目指す方向となります。 

基礎をしっかり学べば、独力でも知識の積み上げは可能です。本学科ではこの観点から基礎的学習の

充実を第一に取り上げ、自立できる技術者を養成することを目的としています。電気電子システムを支

える技術には電気エネルギー技術と制御技術そして材料・デバイス技術があります。本学科では専門力

を育成するため、この 3技術を中心に以下の 4項目を教育の目的とします。 

①現代社会の基幹エネルギーである電気エネルギーの発生、伝送、変換および利用技術を学ぶ。 

②ロボットや電気自動車に代表されるパワーエレクトロニクスやそれらを制御するコンピュータ制御技術に

ついて学ぶ。 

③エレクトロニクス用の機能素子、デバイスの動作原理からその応用までの基礎技術を習得する。 

④実験・演習科目では，回路の作製や計測器の扱いを学ぶと共に、コミュニケーション能力を高め、PDCA（計

画、実行、評価、改善）サイクルを基に、課題探求能力を身に付ける。  
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工学部 電気電子工学科 
学学士士課課程程教教育育ププロロググララムム  

 
11．．大大学学のの目目的的  

本学は､教育基本法並びに建学の精神と理念に則り､深い専門の学芸の教育研究を通じて､豊かな教養と専門

的能力を有する質の高い職業人を育成し､社会と産業の発展に寄与することを目的とする｡ 

 
２２．．工工学学部部のの教教育育研研究究上上のの目目的的  

工学部は､豊かな教養及び工学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し､創造力に富み主体的

に行動できる質の高い専門職業人を育成するとともに､工学を中心とする分野の深い研究を通して新たな知識

を創造することを目的とする｡ 
 

３３．．学学科科のの目目的的  

   工学部電気電子工学科は､電気工学と電子工学に関する基礎から応用までの知識と技術を有し､豊かな人間性

を備えた人材を育成するとともに､研究を通して電気電子工学分野の発展に貢献することを目的とする｡ 

 

４４．．電電気気電電子子工工学学科科のの教教育育のの目目的的  

電気電子工学科の教育の目的には、教養力の育成と専門力の育成があります。 

教養力の育成とは、本学在学中はもとより、社会人として活動するために必要な基礎力の鍛錬と人格を含めた

自己形成がその主な内容となります。命の大切さを知り、われわれを取り巻く社会や自然、さまざまな文化活動

について、幅広い学問領域の学識の一端に触れることで課題を発見し、主体的に考え、必要に応じて自ら行動で

きる人間力の豊かな人物を養成します。仲間とコミュニケーションをはかり、協働し合い、自分で自分を磨き上

げる苦労を喜びへと促します。 

電気電子工学科の専門力の育成とは、次のような内容の修得を目指すものです。私たちの身の回りを見渡せ

ば、携帯電話から家庭電化製品、自動車そして発電所に至るまで電気電子技術の集積から成り立ってい

ます。特に自動車産業では二酸化炭素排出量ゼロを目指した車の電動化が急速に進み、電気が技術の中

心となり、その適用範囲は極めて広がっています。このような現状において電気電子技術を支える基礎

教育はますます重要となっています。 

電気電子工学科では諸々の電気現象に注目し、その背後に潜む電子の振る舞いを量子物理学の考え

を通じて理解します。このような基礎的知識を基にトランジスタや集積回路（LSI）のような電子デバ

イスの動作原理を理解し、それらを用いた回路技術を学ぶことにより、電子回路の設計を可能としま

す。また、持続可能な社会の実現のために電気エネルギーの発生から伝送および電力変換までの社会基盤

を支える技術も学びます。すなわち、電気に関する自然現象を理解して有効に活用することがこの分野

の目指す方向となります。 

基礎をしっかり学べば、独力でも知識の積み上げは可能です。本学科ではこの観点から基礎的学習の

充実を第一に取り上げ、自立できる技術者を養成することを目的としています。電気電子システムを支

える技術には電気エネルギー技術と制御技術そして材料・デバイス技術があります。本学科では専門力

を育成するため、この 3技術を中心に以下の 4項目を教育の目的とします。 

①現代社会の基幹エネルギーである電気エネルギーの発生、伝送、変換および利用技術を学ぶ。 

②ロボットや電気自動車に代表されるパワーエレクトロニクスやそれらを制御するコンピュータ制御技術に

ついて学ぶ。 

③エレクトロニクス用の機能素子、デバイスの動作原理からその応用までの基礎技術を習得する。 

④実験・演習科目では，回路の作製や計測器の扱いを学ぶと共に、コミュニケーション能力を高め、PDCA（計

画、実行、評価、改善）サイクルを基に、課題探求能力を身に付ける。  

  

５５．．学学位位授授与与のの方方針針  

大同大学の学士の学位授与の方針は以下の表-1の a,b,c,dの 4 つです。内容は 5.1で詳述します。

電気電子工学科では、この 4つの方針それぞれに関して、専攻での学習内容に沿って複数の学位授与

方針（合計 12個）を設定しています。内容は 5.2で詳述します。 

表表--11  大大学学のの学学位位授授与与方方針針とと電電気気電電子子工工学学科科のの学学位位授授与与方方針針のの関関係係  

大大学学のの学学位位授授与与のの方方針針  aa  bb  cc  dd  

電電気気電電子子工工学学科科のの  

学学位位授授与与方方針針  
aa11  aa22  ｂｂ11  ｂｂ22  ｂｂ33  ｃｃ11  ｃｃ22  ｃｃ33  ｃｃ44  ｃｃ55  ｄｄ11  ｄｄ22  

５５．．１１  大大学学のの学学位位授授与与のの方方針針  

大同大学の学士の学位は、以下の 4 つの力を身につけている者に授与する。 

aa..社社会会人人ととししてて活活動動すするるたためめにに必必要要なな基基礎礎的的なな能能力力をを身身ににつつけけてていいるる

健全な倫理観に基づき、規律性をもって主体 的にかつ目標を定めて行動する力、現状を分析して目的や課題

を明らかにする力、他者と協働するためのコミュニケーション力を身につけている。

bb..豊豊かかなな教教養養をを身身ににつつけけてていいるる  

教養ある社会人に必要な文化・社会や自然・生命に関する一般的知識を身につけ、異なる思考様式を理解す 

る態度と力を身につけている。  

cc..確確かかなな専専門門性性をを身身ににつつけけてていいるる  

自らの専門分野の基礎から応用までの理論・概念や方法論に関する知識を身につけ、当該分野の情報・デー 

タを論理的に分析し、課題解決のために応用する力を身につけている。  

dd..豊豊かかなな創創造造力力をを身身ににつつけけてていいるる  

獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな知見を創造す 

る力を身につけている。   

５５．．２２  学学科科（（専専攻攻））のの学学位位授授与与のの方方針針  

電気電子工学科では、以下の学位授与方針を満たした者に学位を授与します。 

aa11..  社社会会人人ととししてて活活動動すするるたためめにに必必要要ととななるる基基礎礎的的なな知知識識やや技技能能をを身身ににつつけけてていいるる。。  

社会人として活動するために身につけておくべき基礎的な知識や技能は、レポート・論文の作成、プレゼ

ンテーション、他者とのコミュニケーション、健康管理、ＰＣを使ったデータ処理など、多岐にわたりま

す。人間科学科目群Ａグループにおいては、初年次教育、外国語科目、スポーツ実技、ＤＸ科目等を開講し

ており、これらの科目を通じて社会人として基礎となる知識や技能を学びます。また、各学科・専攻により

独自に開講している科目もあります。なお、この項目 a1と次の項目a2は互いに密接に関連しており、両方と

も身につけることで「社会人として身につけるべき基礎的な能力」が完結します。 

aa22..  正正ししいい現現状状分分析析やや健健全全なな倫倫理理観観にに基基づづきき、、主主体体的的にに課課題題やや目目的的をを明明ららかかににすするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

身につけた知識や技能を仕事や研究の現場で活用するためには、主体的な姿勢で課題や目的を明らかにす

る力が必要になります。また、現状を正しく分析する力や健全な倫理観を持つことも必要です。人間科学科

目群Ａグループにおいては、初年次教育、外国語科目、スポーツ実技、ＤＸ科目等を通して、現状を正しく

分析する力、健全な倫理観、主体的に課題や目的を明らかにする力を学びます。また、各学科・専攻により
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独自に開講している科目もあります。なお、この項目 a2と前の項目a1は互いに密接に関連しており、両方と

も身につけることで「社会人として身に付けるべき基礎的な能力」が完結します。 

bb11..  歴歴史史・・文文化化・・こここころろのの理理解解にに関関すするる一一般般的的知知識識おおよよびびそそれれををももととにに思思考考すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

現代社会ではさまざまな情報が氾濫しています。これらに惑わされることなく正しい情報を見極めて良識

をもって行動するためには、「教養ある社会人」として歴史や文化、社会のしくみ、自然科学などに関する

一般的知識を正しく身につけ、さまざまな思考様式を理解する態度と力を身につけている必要があります。

また、仕事等の実用面のみならず、今後の人生を充実したものとするためにも「豊かな教養」を身につける

ことは大切です。 

「歴史・文化・こころの理解」に関する一般的知識には、歴史学、文学、哲学、心理学などが含まれま

す。人間科学科目群Ｂグループにおいては、歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをも

とに思考する力を学びます。また、各学科・専攻により独自に開講している科目もあります。なお、社会人

としての「豊かな教養」を身につけるために、項目b1、b2、b3はできるだけ偏りを作らずに修得することが

望まれます。 

bb22..  社社会会ののししくくみみにに関関すするる一一般般的的知知識識おおよよびびそそれれををももととにに思思考考すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

「社会のしくみ」に関する一般的知識には、政治学、経済学、法学、社会学などが含まれます。人間科学

科目群Ｂグループにおいては、社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を学びま

す。また、各学科・専攻により独自に開講している科目もあります。なお、社会人としての「豊かな教養」

を身につけるために、項目 b1、b2、b3はできるだけ偏りを作らずに修得することが望まれます。 

bb33..  自自然然科科学学にに関関すするる一一般般的的知知識識おおよよびびそそれれををももととにに思思考考すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

「自然科学」に関する一般的知識には、自然科学概論、生物学、地球科学、認知科学などが含まれます。

人間科学科目群Ｂグループにおいては、自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を学び

ます。また、各学科・専攻により独自に開講している科目もあります。なお、社会人としての「豊かな教

養」を身につけるために、項目b1、b2、b3はできるだけ偏りを作らずに修得することが望まれます。 

cc11..  工工学学のの基基礎礎ととししてて数数学学、、自自然然科科学学をを理理解解しし活活用用すするるここととががででききるる。。  

工学のさまざまな分野で自然科学の知識が用いられます。特に、力と運動の関係や熱や電気の性質を理解す

るために物理学、材料の特性や自然環境を理解するために化学が必要となります。また、専門分野で用いられ

る数式を理解し応用するためには数学の知識が必要となります。専門基礎科目群では、専門分野の基礎となる

数学や自然科学を学びます。それぞれの専門科目の知識を習得するためのみならず、専門分野において創造的

な仕事や研究をする上でも、これらの基礎知識をしっかり身につけておくことが重要です。 

cc22..  電電気気電電子子工工学学分分野野のの基基礎礎ををななすす科科目目にに関関すするる知知識識をを身身ににつつけけてていいるる。。  

電気電子工学分野では、多くの専門的な知識が求められます。専門基礎科目及び基幹科目群においては、電

気電子工学分野の基礎となる電気電子数学、電気回路、電気磁気学、電子回路、プログラミングを学びます。

電気電子の専門分野において創造的な仕事をするためには、これらの基礎知識がしっかり身に付いていること

が重要です。 

cc33..  電電気気電電子子工工学学分分野野のの基基礎礎をを発発展展ささせせるる科科目目にに関関すするる知知識識をを身身ににつつけけてていいるる。。  

多様な電気電子技術を応用し、さらに新しい技術へ発展させるためには、基礎知識を発展させた専門科目群

を修得することが必要です。 

cc44..  実実験験やや設設計計・・演演習習をを通通じじてて専専門門分分野野のの知知識識にに関関すするる理理解解をを深深めめ、、課課題題探探求求能能力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

実験・演習科目では、電気電子の基本的な諸現象について、理論と実験を関連付けて学ぶ必要があります。

そのため、実験・演習を通じて専門分野の知識に関する理解を深め、課題を解決するための論理的な思考力を

育むことが重要です。 

− 122 −



独自に開講している科目もあります。なお、この項目 a2と前の項目a1は互いに密接に関連しており、両方と

も身につけることで「社会人として身に付けるべき基礎的な能力」が完結します。 

bb11..  歴歴史史・・文文化化・・こここころろのの理理解解にに関関すするる一一般般的的知知識識おおよよびびそそれれををももととにに思思考考すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

現代社会ではさまざまな情報が氾濫しています。これらに惑わされることなく正しい情報を見極めて良識

をもって行動するためには、「教養ある社会人」として歴史や文化、社会のしくみ、自然科学などに関する

一般的知識を正しく身につけ、さまざまな思考様式を理解する態度と力を身につけている必要があります。

また、仕事等の実用面のみならず、今後の人生を充実したものとするためにも「豊かな教養」を身につける

ことは大切です。 

「歴史・文化・こころの理解」に関する一般的知識には、歴史学、文学、哲学、心理学などが含まれま

す。人間科学科目群Ｂグループにおいては、歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをも

とに思考する力を学びます。また、各学科・専攻により独自に開講している科目もあります。なお、社会人

としての「豊かな教養」を身につけるために、項目b1、b2、b3はできるだけ偏りを作らずに修得することが

望まれます。 

bb22..  社社会会ののししくくみみにに関関すするる一一般般的的知知識識おおよよびびそそれれををももととにに思思考考すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

「社会のしくみ」に関する一般的知識には、政治学、経済学、法学、社会学などが含まれます。人間科学

科目群Ｂグループにおいては、社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を学びま

す。また、各学科・専攻により独自に開講している科目もあります。なお、社会人としての「豊かな教養」

を身につけるために、項目 b1、b2、b3はできるだけ偏りを作らずに修得することが望まれます。 

bb33..  自自然然科科学学にに関関すするる一一般般的的知知識識おおよよびびそそれれををももととにに思思考考すするる力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

「自然科学」に関する一般的知識には、自然科学概論、生物学、地球科学、認知科学などが含まれます。

人間科学科目群Ｂグループにおいては、自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を学び

ます。また、各学科・専攻により独自に開講している科目もあります。なお、社会人としての「豊かな教

養」を身につけるために、項目b1、b2、b3はできるだけ偏りを作らずに修得することが望まれます。 

cc11..  工工学学のの基基礎礎ととししてて数数学学、、自自然然科科学学をを理理解解しし活活用用すするるここととががででききるる。。  

工学のさまざまな分野で自然科学の知識が用いられます。特に、力と運動の関係や熱や電気の性質を理解す

るために物理学、材料の特性や自然環境を理解するために化学が必要となります。また、専門分野で用いられ

る数式を理解し応用するためには数学の知識が必要となります。専門基礎科目群では、専門分野の基礎となる

数学や自然科学を学びます。それぞれの専門科目の知識を習得するためのみならず、専門分野において創造的

な仕事や研究をする上でも、これらの基礎知識をしっかり身につけておくことが重要です。 

cc22..  電電気気電電子子工工学学分分野野のの基基礎礎ををななすす科科目目にに関関すするる知知識識をを身身ににつつけけてていいるる。。  

電気電子工学分野では、多くの専門的な知識が求められます。専門基礎科目及び基幹科目群においては、電

気電子工学分野の基礎となる電気電子数学、電気回路、電気磁気学、電子回路、プログラミングを学びます。

電気電子の専門分野において創造的な仕事をするためには、これらの基礎知識がしっかり身に付いていること

が重要です。 

cc33..  電電気気電電子子工工学学分分野野のの基基礎礎をを発発展展ささせせるる科科目目にに関関すするる知知識識をを身身ににつつけけてていいるる。。  

多様な電気電子技術を応用し、さらに新しい技術へ発展させるためには、基礎知識を発展させた専門科目群

を修得することが必要です。 

cc44..  実実験験やや設設計計・・演演習習をを通通じじてて専専門門分分野野のの知知識識にに関関すするる理理解解をを深深めめ、、課課題題探探求求能能力力をを身身ににつつけけてていいるる。。  

実験・演習科目では、電気電子の基本的な諸現象について、理論と実験を関連付けて学ぶ必要があります。

そのため、実験・演習を通じて専門分野の知識に関する理解を深め、課題を解決するための論理的な思考力を

育むことが重要です。 

cc55..  課課題題解解決決ののたためめにに実実験験をを計計画画・・実実行行しし、、得得らられれたた結結果果をを論論理理的的ににままととめめるるここととががででききるる。。  

卒業研究では、自ら課題を解決するために実験を計画・実行し、得られた研究結果を論理的にまとめること

が必要です。また、セミナ科目群では技術調査やディスカッション・発表を通じて、コミュニケーション能力

を養い、社会人基礎力を身に付けることが重要です。 

dd11..  獲獲得得ししたた知知識識・・技技能能・・態態度度をを総総合合的的にに活活用用しし、、自自由由なな発発想想のの下下、、独独自自にに工工夫夫・・応応用用しし、、新新たたなな知知見見をを創創造造すするる力力をを身身

ににつつけけてていいるる。。  

大学の授業ではさまざまな知識・技能・態度を獲得します。これらを総合的に活用し、さらに自由な発想の

下で独自に工夫・応用して新たな知見を創造することにより、仕事や研究の現場で自ら課題を設定し、その課

題解決に向けて深く探求することができます。人間科学科目群では、さまざまな知識や技能を修得する中で、

それらを総合的に活用し新たな知見を創造する力を学びます。特に人間科学科目群Ｂグループでは、セミナ形

式での演習系科目も設けており、人文科学・社会科学・自然科学の各分野において課題を設定し探求する方法

を修得する中で、これらの力を学びます。また、各学科・専攻により独自に科目を開講しており、これらの力

を学びます。 

現代社会では電気がなくなると生活することができません。このような生活に欠かせない電気の知識や技

術を総合的に活用することが将来の電気電子技術者には求められています。 

dd22..  電電気気電電子子工工学学ににおおけけるる基基盤盤・・先先端端技技術術をを独独自自にに工工夫夫・・応応用用ししてて、、新新たたなな技技術術をを創創造造すするるここととががででききるる。。  

持続可能な社会の実現のために、グリーンイノベーションの推進(再生可能エネルギー)や車の電動化が加わ

り、電気電子工学に求められる領域は一層広がってきています。このような社会状況の変化に対応するため、

先端的な技術を学び、実践的な力をつけることが将来の電気電子技術者には必要です。 

  

６６．．教教育育課課程程  

第5章で説明した学位授与の方針は、4年間で身につけることが必要な知識や能力を示したものです。これ

を獲得するための学修の達成に必要な授業科目が記されたものが教育課程です。  

  本学の教育課程は，授業科目を順次的・体系的に配置したうえで，①授業科目の順次性・体系性と学位授与

の方針との関係性を説明するためのカリキュラム・フローチャートとカリキュラムマップが準備され，②授業

科目ごとに学修到達目標を定め，さらに、③皆さんが進みたい進路の参考とするため，履修モデルも準備され

ています。  

   図－1は，教育課程の概念図をまとめたものです。教育課程は，人間科学科目群，専門基礎科目群，および

専門科目群の 3つの群に分類されています。それぞれの授業科目の教育内容については 6.1～6.3で説明しま

す。6.4 では卒業後の進路等に対応させて，教育課程の授業科目をどのように学修していくかという履修モデ

ルを例示します。各授業科目で何を学んで，どんな知識を修得するかは，6.5で紹介するカリキュラムマップに

おける学修到達目標に具体的にまとめられています。  

なお，教育課程を構成しているそれぞれの授業科目の具体的な開講期と単位数などを示したものは，別に

示す「開講科目一覧」に表されています。  
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[Ｂグループ] 

文学A,B 

哲学A,B 

人類学A,B 

歴史学A,B 

心理学A,B 

教育原理 

教育心理学 

政治学A,B 

経済学A,B 

法学A,B 

社会学A,B 

社会調査法A,B 

現代社会論A,B 

教育社会学 

健康科学A,B 

認知科学A,B 

環境と防災A,B 

自然科学概論A,B 

生物学A,B 

地球科学AB 

課題探究集中講座 

課題探究セミナA,B 

教養総合講座A,B 
 

[Ａグループ] 

ファースト･イヤー･セミナ 

英語スキル1，2 

資格英語 

実践英語 

英語ライティング 

英語プレゼンテーション 

中国語入門1，2 

スポーツ実技A,B 

スポーツと健康の科学A,B 

情報リテラシー概論 

データサイエンス概論 

 

 

 

 

[エネルギー制御分野] 

 

 
電気エネルギーの発生・伝送・
変換する原理を習得することに
加えマイクロコンピュータ、制御
に関わる技術を学んで、エネル
ギーを制御する電気技術者をめ
ざします 
 
 

パワーエレクトロニクス 

エネルギー伝送工学 

電気法規 

エネルギー変換工学１ 

エネルギー変換工学２ 

電気エネルギー発生工学 

電気設備 

高電圧工学 

マイクロコンピュータ 

基礎制御工学 

応用制御工学 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

[デバイス・材料分野] 
 

 
電気電子材料、電子物性、
半導体デバイス工学、半導
体プロセス工学、高周波工
学を学んで、エレクトロニク
ス技術者をめざします。 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

電気電子ＣＡＤ演習 

電気電子設計製図演習 

電気電子ＣＡＥ 

インターンシップ 

(学外研修) 

 

 

 

 

 

 

 

幾何学１、２ 

数理統計学１、２ 

応用解析１、２ 

応用解析３、４ 

線形代数３ 

代数系入門 

職業指導１、２ 

 

 

 

 

 

 

基礎英語セミナ 

基礎数学セミナ 

基礎理科セミナ 

 

 

ディジタル回路 

ディジタル信号処理 

半導体デバイス工学 

半導体プロセス工学 

電子物性１ 

電子物性２ 

高周波工学 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[自然科学系] 
線形代数１、２ 

基礎物理A、B 

化学１、２ 

 

[工学基礎系] 

数学基礎 

解析学１、２、３ 

常微分方程式 

力学１、２、３ 

基礎工学実験 

電気電子数学１、２ 

 電気回路，電気磁気学の

徹底習熟をはかります。実

験と計測の連携により現象

を正確に把握します 

 

電気電子工学実験１ 

電気電子工学実験２ 

電気電子工学実験３ 

電気電子工学実験４ 

メカトロニクス 

電気電子材料 

電気回路演習 

電気回路1、２、３、４ 

電気磁気学演習 

電気電子計測 

コンピュータ工学 

電子回路１，２，３ 

電子回路演習 

 

プログラミング１ 

プログラミング２ 

電気電子入門セミナ 

電気電子工学概論 

 

電気磁気学１ 

電気磁気学２ 

電気磁気学３ 

 

図－１ 電気電子工学科の教育課程の構成概念図  

卒業研究 
セミナと卒業研究を通して、応用力の育

成と自主的実践的な技術を習得します 

展開科目 人間科学 
科目群 

社会・自然・人間と科学

技術とを調和させるた

めの幅広い知識を習得

し、技術者に必要な教養

を身につけます 

関連科目 

技術を具体化す

るための手法を学

びます 

 

自由科目 

教職関連科目で

す。卒業に必要な

要卒単位に含まれ

ません 

最も基礎的な科目であ

り，卒業研究を履修する

ために必要な科目です 

基幹科目 

専門基礎 
科目群 

自然科学に対する深い

認識と専門教育のため

の基礎的事項の準備 
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[エネルギー制御分野] 

 

 
電気エネルギーの発生・伝送・
変換する原理を習得することに
加えマイクロコンピュータ、制御
に関わる技術を学んで、エネル
ギーを制御する電気技術者をめ
ざします 
 
 

パワーエレクトロニクス 

エネルギー伝送工学 

電気法規 

エネルギー変換工学１ 
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電気設備 

高電圧工学 
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[デバイス・材料分野] 
 

 
電気電子材料、電子物性、
半導体デバイス工学、半導
体プロセス工学、高周波工
学を学んで、エレクトロニク
ス技術者をめざします。 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

電気電子ＣＡＤ演習 

電気電子設計製図演習 

電気電子ＣＡＥ 

インターンシップ 

(学外研修) 

 

 

 

 

 

 

 

幾何学１、２ 

数理統計学１、２ 

応用解析１、２ 

応用解析３、４ 

線形代数３ 

代数系入門 

職業指導１、２ 

 

 

 

 

 

 

基礎英語セミナ 

基礎数学セミナ 

基礎理科セミナ 

 

 

ディジタル回路 

ディジタル信号処理 

半導体デバイス工学 

半導体プロセス工学 

電子物性１ 

電子物性２ 

高周波工学 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[自然科学系] 
線形代数１、２ 
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数学基礎 

解析学１、２、３ 

常微分方程式 

力学１、２、３ 

基礎工学実験 

電気電子数学１、２ 

 電気回路，電気磁気学の

徹底習熟をはかります。実
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電気電子工学実験２ 

電気電子工学実験３ 

電気電子工学実験４ 
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電子回路１，２，３ 

電子回路演習 

 

プログラミング１ 

プログラミング２ 

電気電子入門セミナ 

電気電子工学概論 

 

電気磁気学１ 

電気磁気学２ 

電気磁気学３ 

 

図－１ 電気電子工学科の教育課程の構成概念図  
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６６．．１１  人人間間科科学学科科目目群群      

aa..  人人間間科科学学科科目目群群  ＡＡググルルーーププ  

①①フファァーースストト・・イイヤヤーー・・セセミミナナ    

ファースト・イヤー・セミナ（First Year Seminar、略してFYS、初年次セミナ）とは、新入生である皆さん

方全員に、今後４年間の大学教育に不可欠な「「学学習習技技法法（（ススタタデディィ・・ススキキルルズズ））」」を習得してもらう科目です。

いわば「「大大学学ででのの学学びび方方」」をを学学ぶぶ授授業業科科目目です。 

実は、皆さんが高校まで普通だと思ってきた勉強の仕方と、大学での学びの方法はずいぶん違うところがあ

るのです。この方法の違いを理解した上で、「大学での学び方」に早く習熟し、積極的に大学の授業に参加して

ほしいのです。この点はとても大切です。大学での授業に戸惑ったり、どうにも積極的に参加できなかったり、

せっかく勉学に打ち込んでもそれが空回りに終わって、４年たっても実を結ばない、こうしたことの原因の一

半には、大学での学び方（つまり知的レベルをステップアップする方法）のベースができていないことが大き

く関わっていることが分かっています。 

この授業は次のように５つのパートでできています。 

Ⅰ 大学で学ぶとはどういうことか 

Ⅱ 効果的な授業の聴き方、効率的なノートのとり方、テキストの的確な読み方 

Ⅲ 知的収蔵庫である大学図書館の利用法 

Ⅳ 文章の書き方の基本、レポート作成のルール、およびその実践 

Ⅴ 効果的なプレゼンテーションのさまざまな方法とその実践 

 

この授業の第一のねらいは、「大学での学び方」を習得してもらうことで、皆さんが本学の教育にスムーズに

適応できること、言いかえると皆さんが手応えをもって大学生活を送ることができるよう手助けをするところ

にあります。しかしそれだけではありません。皆さんが社会に出、職業人として、あるいは市民として、豊か

に生きていこうとするとき、自己表現スキルや、他者とのコミュニケーション・スキルの必要性をきっと感じ

ることでしょう。それらを可能にするのも、この授業が基盤となります。そうした最低限の知的技法もここに

は盛り込まれています。 

こうした事項について、少人数クラスで初歩からみっちりと学んでもらいます。皆さんはこの授業において、

何より自分の知的ステップアップを信じて、全力でこれに応えねばなりません。 

 

②②  外外国国語語科科目目  

＜＜英英語語ススキキルル11・・22、、資資格格英英語語、、実実践践英英語語、、英英語語ラライイテティィンンググ、、英英語語ププレレゼゼンンテテーーシショョンン、、中中国国語語入入門門 11・・22＞＞  

外国語を学習することには２つの重要な事項があります。第１はコミュニケーションの手段としての言語能

力の習得です。グローバル化の著しい今日においては外国語、特に英語によるコミュニケーション能力は 21世

紀を生きる上で不可欠となります。第２はその言語の背景にある文化や思考を学ぶことです。言語の背景にあ

る文化やものの考え方を理解することなく言語を学ぶだけでは思わぬ誤解やトラブルに巻き込まれることに

もなりかねません。技術者にとっても外国語の能力の習得はますます重要になってきています。 

そのような外国語の学習には基礎的な事項の反復学習が大切になります。大変に思うかもしれませんが、外

国語学習というのは努力をすればするほど成果も見込めるのです。本学では、1年次に「英語スキル 1・2」、2

年次前期に「資格英語」を必修科目として開講しています。また、2年次後期に「実践英語」を選択科目として

開講しています。さらに、3 年次でも外国語科目を学びたい人のために「英語ライティング」、「英語プレゼン

テーション」という選択科目を開講しています。英語以外の外国語として、中国語の基礎を学びたい学生は、

1年次に「中国語入門1・２」を選択科目として開講しています。 

 

③③  健健康康科科学学科科目目＜＜ススポポーーツツ実実技技AA・・BB、、ススポポーーツツとと健健康康のの科科学学AA・・BB＞＞  

大学におけるスポーツ実技Ａ・Ｂは、1年次にＡ、Ｂを配当しています。週 1回の実技を通してスポーツの

技術およびその楽しさを学ぶことで、学生諸君が将来（生涯スポーツとして）も運動を継続して行えるような
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素地を身につけ、スポーツを通じて集団を意識し、社会に対する適応力を向上させることを目的としています。 

スポーツと健康の科学A・Bは3年次に配当しており、スポーツ科学および健康の維持増進に関する講義を行

います。スポーツや身体の仕組みについて学び、各個人がより健康に生活できるような知識と態度を身につけ

る事を目的としています。 

 

④④  基基礎礎英英語語セセミミナナ  

基礎英語セミナでは、基本的な英単語を習得することと、習得した英単語を文脈のなかで正しく理解するこ

とを目標にします。一目ですぐに認識できる語彙を多量に獲得することは、英語を読んだり、書いたりするう

えで大きな力となるだけでなく、英語を聞いたり、話したりするうえで不可欠な力となってきます。英語によ

る学術的探求とコミュニケーションの礎になる力が、十分な練習を通して養成されることになります。なお、

3年次修了までにこの科目を修得できなかった場合には、4年間で卒業することができなくなります。 

 

⑤⑤  DDXX（（デデジジタタルルトトラランンススフフォォーーメメーーシショョンン））科科目目＜＜情情報報リリテテララシシーー概概論論  ・・  デデーータタササイイエエンンスス概概論論＞＞  

現在、日本政府は、未来社会の姿として掲げている「Society 5.0」と呼ばれる社会構想を推進することで「超

スマート社会」を実現することを目指しています。 

超スマート社会で活躍するであろう皆さんにとっては、大学で学修する分野によらず、データサイエンスや

人工知能（AI）を理解して、適切に活用する力をつけることが重要です。 

データサイエンスやAIは今後のデジタル時代のよみ・かき・そろばんと言われており、すべての社会人が正

しい使い方を身につける必要があります。 

本学では、この内容を修得するため、1年生前期に「情報リテラシー概論」が、また 1年生後期に「データサ

イエンス概論」が、すべての学科・専攻において必修科目として設置されています。 

どちらの科目ともオンデマンド形式の遠隔授業として開講されます。 

各自のノート PC 等を利用して都合のよい時間に学修し、設定された課題を指定された期日までに提出して

ください。 

なお、この二科目は文部科学省により実施されている「データサイエンス教育プログラム認定制度（リテラ

シーレベル）」に準拠した学修内容になっています。 

・・情情報報リリテテララシシーー概概論論  

超スマート社会で活躍するためには、PC・スマートフォンなどの情報機器や、それらで得られる情報を適切

に効率よく利用できるようになることが重要です。 

本講義では、様々な情報サービスを適切に効率よく利用するための方法について説明します。 

特に、本学で使用できる各種サービスについて説明します。 

今後の活動で必要となるグループでの情報共有やコミュニケーション、情報の共有方法など、情報通信技術

の基礎的な使用方法を確立してください。 

・・デデーータタササイイエエンンスス概概論論  

卒業後に自分が活躍したい業界・業種に関わらず、今後の社会ではデータサイエンスやAIを理解することは

重要です。 

本講義では、数理・データサイエンス・AIに関する基礎的な能力を身につけることを目的としています。 

データやAIが社会にどう関わっているかを理解して、それらを活用するための方法について学修します。  

 

ｂｂ．．人人間間科科学学科科目目群群  ＢＢググルルーーププ  

大同大学の教育課程（カリキュラム）は、三つの科目群に支えられています。一つは各学科・専攻でおもに

学ぶ専門科目群、他の二つは専門基礎科目群とここで説明する人間科学科目群です。人間科学科目群はファー

スト・イヤー・セミナと語学、体育の実技を含む Aグループと、講義科目である Bグループから成り立ってい

ます。 
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基礎英語セミナでは、基本的な英単語を習得することと、習得した英単語を文脈のなかで正しく理解するこ

とを目標にします。一目ですぐに認識できる語彙を多量に獲得することは、英語を読んだり、書いたりするう
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スマート社会」を実現することを目指しています。 

超スマート社会で活躍するであろう皆さんにとっては、大学で学修する分野によらず、データサイエンスや

人工知能（AI）を理解して、適切に活用する力をつけることが重要です。 

データサイエンスやAIは今後のデジタル時代のよみ・かき・そろばんと言われており、すべての社会人が正

しい使い方を身につける必要があります。 

本学では、この内容を修得するため、1年生前期に「情報リテラシー概論」が、また 1年生後期に「データサ

イエンス概論」が、すべての学科・専攻において必修科目として設置されています。 

どちらの科目ともオンデマンド形式の遠隔授業として開講されます。 
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超スマート社会で活躍するためには、PC・スマートフォンなどの情報機器や、それらで得られる情報を適切

に効率よく利用できるようになることが重要です。 

本講義では、様々な情報サービスを適切に効率よく利用するための方法について説明します。 

特に、本学で使用できる各種サービスについて説明します。 

今後の活動で必要となるグループでの情報共有やコミュニケーション、情報の共有方法など、情報通信技術

の基礎的な使用方法を確立してください。 

・・デデーータタササイイエエンンスス概概論論  

卒業後に自分が活躍したい業界・業種に関わらず、今後の社会ではデータサイエンスやAIを理解することは

重要です。 

本講義では、数理・データサイエンス・AIに関する基礎的な能力を身につけることを目的としています。 

データやAIが社会にどう関わっているかを理解して、それらを活用するための方法について学修します。  

 

ｂｂ．．人人間間科科学学科科目目群群  ＢＢググルルーーププ  

大同大学の教育課程（カリキュラム）は、三つの科目群に支えられています。一つは各学科・専攻でおもに

学ぶ専門科目群、他の二つは専門基礎科目群とここで説明する人間科学科目群です。人間科学科目群はファー

スト・イヤー・セミナと語学、体育の実技を含む Aグループと、講義科目である Bグループから成り立ってい

ます。 

人間科学科目群Bグループは、「人間・歴史文化・こころの理解」（人文科学分野、10科目）、「国際情勢と社

会のしくみ」（社会科学分野、12科目）、「科学的なものの見方」(自然科学分野、12科目)、「学問への複眼的ア

プローチ」（学際的分野および演習、5科目）の4つのカテゴリーから構成されており、現代のリベラルアーツ

教育において求められる多様かつ幅広い分野の科目を提供しています。これらに加え、より深く学びたいとの

高い意欲をもつ学生に向けて、ゼミナール（小集団演習）形式の「課題探究セミナ A」、「課題探求セミナB」を

開講しています。 

これらの講義系と演習系の科目はすべて、皆さんに多様な知的刺激を与えることができるように工夫された

ものばかりです。そのねらいは、トータルな人間教育にほかなりません。言いかえると、皆さんが今をタフに

生き、将来を担う一市民としての教養を身につけ、それに磨きをかけること、これが本科目群の目指すところ

です。 

大学での専門教育はもちろん重要です。しかしそれを世の中に役立てながらも、一人ひとりが社会の中で豊

かな人生を創出していくためには「教養」が欠かせません。本学では「教養」として、とくに「コミュニケー

ション力」、「自ら考える力」それと「協働力」に重点を置いています。こうした点で皆さんが自分らしさを発

揮できるよう、B グループにはさまざまな授業を取りそろえています。できるだけ偏りを作らず履修し、修得

することが望まれます。 

現在、私たちは歴史的転換期に身を置いています。日本でも世界でも、世の中は目まぐるしく変化し続けて

います。良いことも好ましくないことも瞬時に地球規模で拡散し、われわれはグローバル社会の一員であるこ

とを余儀なくされています。とくに日本は超高齢化社会に突入し、不透明で不確実な時代に入りつつあります。

それでも世界は飽くなきマネーフローと途轍もないテクノロジーの進化を介して緊密に結びつくと同時に、ア

メリカ南北大陸圏、アジア圏、欧州、東欧およびロシア圏、アフリカ中東圏などで生じるローカルな歪みが、

即座に世界各国に対し甚大な政治的・経済的影響をもたらします。さらに今後は AI（人工知能）や IoT（モノ

のインターネット）に代表される技術革新によって人間の働き方が様変わりするばかりか、われわれの想像力

をはるかに超える近未来社会が待ち受けています。世界がより便利に、より快適な生活を享受できるようにな

ることは好ましいですが、日本の社会を見ても逆に格差社会などが一部現実のものとなりつつあるのは見逃せ

ません。 

そこで皆さんに具体的に求められるのは、こうした時代を生き抜いていくための知恵や活力を自ら引き出し

伸ばしていくことです。そのためには今を知り、そこから課題を見つけ出し、いろいろな角度から考え、そし

て解決策を自分であるいは仲間と協働しながら探り当てていく知とパワーが不可欠です。そして何よりも一人

ひとりが自分の人生を存分に味わい、楽しめる力を発揮することが求められます。 

大学では、人間と社会をよく知るためにも、人文・社会科学の学問分野の知見や見識が大切な役割を果たし

ます。人文科学分野では、文学、哲学、歴史学、人類学、心理学が人間の営みや心の働きを扱い、社会科学分

野では法学、経済学、政治学、社会学、社会調査法、現代社会論、課題探究集中講座が社会の仕組みから国際

情勢の展望にまで皆さんを誘います。 

また自然科学のアプローチから宇宙、地球、生命、身体そのものを知ることに加えて、われわれの生活環境

や健康を見直す諸科目も開講されています。自然科学概論、環境と防災、地球科学、認知科学、生物学、健康

科学の諸科目が、有益性と危険性をあわせ持つ科学技術、人間が生きる舞台としての地球環境、またヒトとし

ての人間、人間の心身・健康に焦点を当てています。 

2年次、3年次には、「課題探究セミナ」として、アクティブ・ラーニングや PBL（問題・課題解決型授業）を

意識した少人数科目を開設しています。 

大学での勉学は、確かに与えられたものを繰り返し習い覚える地道な作業と同時に、何が問題でその解決の

ためにはどう向き合えばよいのかについて自分自身で考え、仲間と語り合い、行動をおこすところに醍醐味が

あります。 

皆さんにとって、人間科学科目群 Bグループがその糸口となることを願っています。 
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６６．．２２  専専門門基基礎礎科科目目群群（（カカリリキキュュララムムフフロローーチチャャーートト））    

専門基礎科目群において学習する教育内容および学修到達目標について説明します。図図－－２２ののカリ

キュラム・フローチャートには，専門基礎科目群の授業科目のつながりとそれらの履修年度と学習順

序が示してあります。 

 

  

図図－－２２  専専門門基基礎礎科科目目群群ののカカリリキキュュララムム・・フフロローーチチャャーートト  

  

（（11））自自然然科科学学系系      

aa．．教教育育内内容容  

本学の学位授与の方針にあるように、豊かな教養を身につけ、豊かな創造力を身につけるためには、それぞ

れの専門分野にとらわれずに幅広い自然科学的なものの見方、考え方を修得することが大切です。そのために

自然科学系の科目として、数学関係 2科目、物理関係 2科目、化学関係 2科目が編成されています。それぞれ

の教育内容は、次のとおりです。 

 

①①[[数数学学関関係係科科目目]]（（線線形形代代数数１１，，線線形形代代数数２２））  

線形代数１と線形代数２では、２つのものの間に成り立つ関係のうち、もっともシンプルで多くのことの基

礎となる「比例する」という関係を多くのものの間の関係に拡張した線形性と呼ばれる考え方について学びま

す。これを学ぶことにより、理工系のみならず経済学、社会学等の社会科学においても重要な、２つ以上のも

のの間に成り立つ関係をつかむ目が養われます。また線形性は平面や空間の幾何とも関係し、特に空間図形を

把握する練習としても、線形代数の授業を活用してもらいたいと思います。 

 

②②[[物物理理関関係係科科目目]]（（基基礎礎物物理理ＡＡ，，基基礎礎物物理理ＢＢ））  

ここでは、高校の物理の復習から始めて、ベクトルと微分積分を使った大学の物理へ進みます。基礎物理Aで

は、電磁気学の基礎事項を学びます。電荷を担う基礎的なものは電子などの粒子であること、電子の流れが電

流であることなど、基本的な自然界の姿を学びます。さらに、電場（電界）や磁場（磁界）といった『場』と
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本学の学位授与の方針にあるように、豊かな教養を身につけ、豊かな創造力を身につけるためには、それぞ

れの専門分野にとらわれずに幅広い自然科学的なものの見方、考え方を修得することが大切です。そのために

自然科学系の科目として、数学関係 2科目、物理関係 2科目、化学関係 2科目が編成されています。それぞれ

の教育内容は、次のとおりです。 

 

①①[[数数学学関関係係科科目目]]（（線線形形代代数数１１，，線線形形代代数数２２））  

線形代数１と線形代数２では、２つのものの間に成り立つ関係のうち、もっともシンプルで多くのことの基

礎となる「比例する」という関係を多くのものの間の関係に拡張した線形性と呼ばれる考え方について学びま

す。これを学ぶことにより、理工系のみならず経済学、社会学等の社会科学においても重要な、２つ以上のも

のの間に成り立つ関係をつかむ目が養われます。また線形性は平面や空間の幾何とも関係し、特に空間図形を

把握する練習としても、線形代数の授業を活用してもらいたいと思います。 

 

②②[[物物理理関関係係科科目目]]（（基基礎礎物物理理ＡＡ，，基基礎礎物物理理ＢＢ））  

ここでは、高校の物理の復習から始めて、ベクトルと微分積分を使った大学の物理へ進みます。基礎物理Aで

は、電磁気学の基礎事項を学びます。電荷を担う基礎的なものは電子などの粒子であること、電子の流れが電

流であることなど、基本的な自然界の姿を学びます。さらに、電場（電界）や磁場（磁界）といった『場』と

いう概念を学びます。基礎物理Bでは、熱力学の基礎を学びます。熱の微視的な理解、つまり物質の構成要素（原

子や分子など）の熱振動のエネルギーとして熱が理解できることを学びます。さらに、熱や仕事などエネルギ

ーの巨視的な理解、特に熱力学第一法則などを学びます。なお、電磁気学（基礎物理A）も熱力学（基礎物理B）

も、力学の考え方を応用する場面が随所に出てきます。電磁気学や熱力学を学ぶ前に、力学を学んでおくこと

が必要です。 

 

③③[[化化学学関関係係科科目目]]（（化化学学１１，，化化学学２２））  

地球環境や物づくりを理解するには、物質についての基礎知識が必要です。化学1では物質の構成要素である

原子、分子そのものやそれらが集団になったときに現れる基本的な性質と挙動について学びます。化学2では、

より具体的な化学物質の特徴や化学反応について学びます。 

  

（（22））工工学学基基礎礎系系      

ａａ．．教教育育内内容容 

工学は応用科学であり、基礎科学である自然科学とは異なる学問分野でありますが、工学の色々な部分にお

いては、自然科学の基本原理がいたるところで使われています。したがって、本学の学位授与方針にあるよう

に確かな専門性を身につけるために、皆さんは工学を学修する上で必要となる自然科学(特に、数学・物理・化

学)の基礎学力を高めなければなりません。工学基礎系の科目は、これに応えることを目的として設けられてい

ます。工学基礎系の科目は，数学関係5科目，物理関係3科目，物理・化学関係1科目，および専門関係

2科目で編成されています。それぞれの教育内容は，次の通りです。 

 

①①[[数数学学関関係係科科目目]]（（数数学学基基礎礎，，解解析析学学11，，解解析析学学22，，解解析析学学33，，常常微微分分方方程程式式））  

工学基礎系の数学では特に、近代科学技術文明の基礎とも言えるニュートン、ライプニッツに始まる微分積

分学を、段階を追って学修していきます。変化の割合を表す微分法と、面積や体積を求める積分法とがどこで

つながるのか。無限とか極限とかいう言葉がよく出てくるが、どういう意味なのか。こういったことをしっか

り考えて学修することにより、微分積分学の基本的な考え方が身につき、数式とその表すものとの関係がわか

るようになります。さらに常微分方程式を学ぶと、変化の割合がみたす式より将来を予測することが出来るよ

うになり、自然の中に存在する因果関係（何が原因で何が結果か）にも目が向かうようになるでしょう。 

また高等学校までの数学教育の多様化に対応し、他の数学系科目および自然科学、工学系専門科目への準備

となる科目として、数学基礎を開講しています。この科目の受講対象者は入学時に実施する学力試験の結果に

基づいて決定 され、受講対象者には１年前期に解析学１に先んじて、特に大学での専門教育に直結する基礎

的な数学を精選して教授します。 

 

②②[[物物理理関関係係科科目目]]（（力力学学１１，，力力学学２２，，力力学学３３））  

力学とは物体の運動を知ることを目的とする理論であり、その理論体系には自然科学と自然科学を応用する

工学・情報学の考え方の基礎が集約されています。物体の代表例は工業材料（歯車やクランクなどの機械部品、

あるいは車や人工衛星、建築物などの製品）です。工業材料の静止状態を扱う科目の基礎事項も、そして工業

材料が動く状態を扱う科目の基礎事項も、力学1、2、3という科目で扱います。力学1、2、3を通して、ベクトル

と微分積分を使って力の合成・分解、運動方程式を解いて物体の運動を決定する手順、エネルギー保存則など

力学の重要事項を学びます。特に大切なのは、『運動方程式は微分方程式であり、それを満たす解（関数）が運

動を表す』という点です。その具体例として、放物運動、円運動、バネの力による単振動、摩擦がある場合の

減衰振動、周期的な外力が働く場合の強制振動など、工業材料の動きを理解する上で重要な運動を扱います。

さらに、振動の応用として理解できる波動の基礎事項も力学3で学びます。 

 

③③[[物物理理・・化化学学関関係係科科目目]]（（基基礎礎工工学学実実験験））  

ここでは、工学の基礎としての物理実験、化学実験を行います。物理実験では、物理の基本的な5テーマの実
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験を通して、原理と実験の関係、および測定と誤差について学びます。実験の吟味、関連する演習を行うこと

も大切です。化学実験では化学反応の本質を、5テーマの実験を通して学びます。化学実験の基本操作を習得す

ることも重要な目的となります。 

  

④④【【電電気気電電子子数数学学】】（（電電気気電電子子数数学学１１，，電電気気電電子子数数学学２２））  

電気電子工学を学ぶためには、基本となる数学の理解が必要です。このため、電気電子数学が開講されてい

ます。電気電子数学１では、電気回路の理解に必要な行列式・三角関数・指数関数等と交流回路を学ぶ上で不

可欠な複素数について学びます。電気電子数学２では、電気磁気学の学習には必須の微分積分、ベクトル解析、

フーリエ解析、確率統計論と電気回路の過渡現象の理解に必要な微分方程式を学びます。  

  

((３３))  基基礎礎数数学学セセミミナナ・・基基礎礎理理科科セセミミナナ    

アア  [[数数学学関関係係科科目目]]（（基基礎礎数数学学セセミミナナ  ））  

基礎数学セミナでは、数式を一目で把握し、スムーズに計算できることを目標にします。「何とかできる」で

はなく「一目でスムーズにできる」ことが自然科学・工学の素養として大切で、そのためには十分な量の練習

が必要です。 
なお、３年次修了までにこの科目を習得できなかった場合には、４年間で卒業することができなくなります。 

 

イイ  [[物物理理・・化化学学関関係係科科目目]]（（基基礎礎理理科科セセミミナナ  ））  

大学で学ぶ科目の中に、理科の基礎知識を必要とするものが、物理・化学だけではなく、専門科目にも多く

あります。基礎理科セミナでは、大学で学ぶ上で最低限必要となる基礎的な数値計算や単位の取り扱い、およ

び自然科学的な基礎知識を身につけることを目標とします。「何とかできる」ではなく「スムーズにできる」こ

とが自然科学・工学の素養として大切で、そのためには十分な量の練習が必要です。 

なお、３年次修了までにこの科目を習得できなかった場合には、４年間で卒業することができなくなります。 
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が必要です。 
なお、３年次修了までにこの科目を習得できなかった場合には、４年間で卒業することができなくなります。 

 

イイ  [[物物理理・・化化学学関関係係科科目目]]（（基基礎礎理理科科セセミミナナ  ））  

大学で学ぶ科目の中に、理科の基礎知識を必要とするものが、物理・化学だけではなく、専門科目にも多く

あります。基礎理科セミナでは、大学で学ぶ上で最低限必要となる基礎的な数値計算や単位の取り扱い、およ

び自然科学的な基礎知識を身につけることを目標とします。「何とかできる」ではなく「スムーズにできる」こ

とが自然科学・工学の素養として大切で、そのためには十分な量の練習が必要です。 

なお、３年次修了までにこの科目を習得できなかった場合には、４年間で卒業することができなくなります。 

  

  

    

６６．．３３  専専門門科科目目群群（（カカリリキキュュララムムフフロローーチチャャーートト））      

専門科目群の授業科目は、１～３年次に配置した基幹科目、１～４年次の展開科目、関連科目および卒業研究

の科目から構成されています。図－3には、それぞれのカリキュラム・フローチャートが示してあります。 

これらの授業科目について教育内容の概要を以下に説明します。なお、各授業科目で何を学んで、どんな知識

を修得するかについては、後述する学修到達目標の項において、具体的にまとめて示してあります。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

図図－－３３  専専門門科科目目群群ののカカリリキキュュララムム・・フフロローーチチャャーートト  

１年前期 1年後期 ２年前期 2年後期 3年前期 3年後期 4年前期 4年後期

電気電子数学１ 電気電子数学２

電気回路1 電気回路２ 電気回路３ 電気回路4

電気回路演習

電気磁気学１ 電気磁気学２ 電気磁気学３

電気磁気学演

習

電子回路１ 電子回路２ 電子回路３

電子回路演習

電気電子

工学実験１

電気電子

工学実験２

電気電子

工学実験３

電気電子

工学実験４

プログラミング１ プログラミング２

コンピュータ工学 電気電子計測

電気電子入門

セミナ

電気電子工学

概論
電気電子材料 メカトロニクス 　

電気エネルギー

発生工学

エネルギー

変換工学１

エネルギー

変換工学２

エネルギー

伝送工学
高電圧工学

電気法規

パワー

エレクトロニク

ス

電気設備

　 　

マイクロ

コンピュータ

ディジタル信号

処理

ディジタル回路

基礎制御工学 応用制御工学 高周波工学

電子物性１ 電子物性２
半導体デバイ

ス工学

半導体プロセ

ス工学

電気電子設計

製図演習

電気電子CAD

演習

電気電子CAE

インターンシッ

プ

（学外研修）

電気電子セミナ セミナ

卒業研究 卒業研究

卒業研究

太枠：必修科目

基幹科目

展開科目
（デバイス・材料分野）

関連科目

展開科目
(エネルギー制御分野）
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（（11））基基幹幹科科目目  

専門教育で最初に始まるのが基幹科目です。多くの科目が必修であり、電気電子工学の基礎をなす重要な

科目ですからしっかりと身につける必要があります。 

以下にその内容を示します。 

・・  動動機機付付けけ科科目目  

電気電子入門セミナ 

この科目は、将来の就職や進路を知るための機会を提供し、4 年間の学習に対するモチベーションと就職

に向けた意識づけを行います。 

電気電子工学概論 

この科目は、電気電子工学科の専門科目に対する、関心や興味を喚起することを目的としています。 

 

 ・・  電電気気電電子子基基礎礎科科目目  

① 電気磁気学１，電気磁気学２，電気磁気学３、電気磁気学演習 

電気磁気学１では電気電子工学の基礎となる電気磁気学について学びます。特に、身の回りで観察されるい

ろいろな電気磁気現象の中の静電界を中心とした基礎概念について学びます。電気磁気学２では、電流と磁気

の相互作用の概念について学びます。電気磁気学３では、物質中の静電気・磁気および、電磁波の基礎を学び

ます。電気磁気学演習では演習を中心に電気磁気学の種々の問題を解いて、電気磁気学１，電気磁気学２の内

容を復習します。 

② 電気回路１、電気回路２、電気回路３、電気回路４、電気回路演習 

電気回路１では交流回路の基礎を学び、複素インピーダンス、電圧フェーザ、電流フェーザを使って回路計

算法を学びます。電気回路２では電気回路 1の内容を踏まえて簡単な回路解析に習熟し、次に電源の周波数を

変化させたときの回路の周波数特性と送電・配電で使われている三相交流などについて学びます。電気回路 3

で様々な回路における過渡現象について学びます。電気回路 4では、正弦波からひずんだ波が多数の正弦波の

和で表されるひずみ波交流や、高周波回路を理解する上で重要な分布定数回路の基礎について学びます。電気

回路演習では種々の電気回路の問題を解くことにより回路解析に習熟します。 

 

③ プログラミング１，プログラミング２、コンピュータ工学 

プログラミング１，２ではC言語によるプログラミングを学習します。コンピュータ工学ではコンピュータ

の仕組みとそれに使われている電子回路についての学習をします。 

 

④  電子回路１、電子回路２、電子回路３、電子回路演習 

電子回路１ではトランジスタの動作を理解して、増幅回路の構成を学びます。また、演算増幅器による増幅

回路の構成についても学びます。電子回路２では電力増幅回路、電源回路について学びます。電子回路３では、

高周波回路や無線通信などについて学びます。 

 

⑤ 電気電子計測、メカトロニクス 

電気電子計測では、単位や測定誤差、測定データの統計処理など電気電子計測の基礎事項を学び、電流や電

圧等の測定原理や各種計測器の原理・構造ならびに様々なセンサデバイスとディジタル計測システムについて

学びます。メカトロニクスでは，センサやアクチュエータを用いたメカトロニクス機器の動作原理や制御方法

を学びます。 

 

・・  実実験験系系科科目目  

① 電気電子工学実験１，電気電子工学実験２，電気電子工学実験３，電気電子工学実験４ 

電気電子工学実験１，電気電子工学実験２では、電気電子工学の座学で学ぶ電気現象に関わる実験を行い、
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（（11））基基幹幹科科目目  

専門教育で最初に始まるのが基幹科目です。多くの科目が必修であり、電気電子工学の基礎をなす重要な

科目ですからしっかりと身につける必要があります。 

以下にその内容を示します。 

・・  動動機機付付けけ科科目目  

電気電子入門セミナ 

この科目は、将来の就職や進路を知るための機会を提供し、4 年間の学習に対するモチベーションと就職

に向けた意識づけを行います。 

電気電子工学概論 

この科目は、電気電子工学科の専門科目に対する、関心や興味を喚起することを目的としています。 

 

 ・・  電電気気電電子子基基礎礎科科目目  

① 電気磁気学１，電気磁気学２，電気磁気学３、電気磁気学演習 

電気磁気学１では電気電子工学の基礎となる電気磁気学について学びます。特に、身の回りで観察されるい

ろいろな電気磁気現象の中の静電界を中心とした基礎概念について学びます。電気磁気学２では、電流と磁気

の相互作用の概念について学びます。電気磁気学３では、物質中の静電気・磁気および、電磁波の基礎を学び

ます。電気磁気学演習では演習を中心に電気磁気学の種々の問題を解いて、電気磁気学１，電気磁気学２の内

容を復習します。 

② 電気回路１、電気回路２、電気回路３、電気回路４、電気回路演習 

電気回路１では交流回路の基礎を学び、複素インピーダンス、電圧フェーザ、電流フェーザを使って回路計

算法を学びます。電気回路２では電気回路 1の内容を踏まえて簡単な回路解析に習熟し、次に電源の周波数を

変化させたときの回路の周波数特性と送電・配電で使われている三相交流などについて学びます。電気回路 3

で様々な回路における過渡現象について学びます。電気回路 4では、正弦波からひずんだ波が多数の正弦波の

和で表されるひずみ波交流や、高周波回路を理解する上で重要な分布定数回路の基礎について学びます。電気

回路演習では種々の電気回路の問題を解くことにより回路解析に習熟します。 

 

③ プログラミング１，プログラミング２、コンピュータ工学 

プログラミング１，２ではC言語によるプログラミングを学習します。コンピュータ工学ではコンピュータ

の仕組みとそれに使われている電子回路についての学習をします。 

 

④  電子回路１、電子回路２、電子回路３、電子回路演習 

電子回路１ではトランジスタの動作を理解して、増幅回路の構成を学びます。また、演算増幅器による増幅

回路の構成についても学びます。電子回路２では電力増幅回路、電源回路について学びます。電子回路３では、

高周波回路や無線通信などについて学びます。 

 

⑤ 電気電子計測、メカトロニクス 

電気電子計測では、単位や測定誤差、測定データの統計処理など電気電子計測の基礎事項を学び、電流や電

圧等の測定原理や各種計測器の原理・構造ならびに様々なセンサデバイスとディジタル計測システムについて

学びます。メカトロニクスでは，センサやアクチュエータを用いたメカトロニクス機器の動作原理や制御方法

を学びます。 

 

・・  実実験験系系科科目目  

① 電気電子工学実験１，電気電子工学実験２，電気電子工学実験３，電気電子工学実験４ 

電気電子工学実験１，電気電子工学実験２では、電気電子工学の座学で学ぶ電気現象に関わる実験を行い、

実験結果のまとめと考察など工学レポートの書き方を学びます。電気電子工学実験 3では、ものづくり現場で

活躍できる人材を輩出するために、課題解決型の実験を行い、社会で役立つ実力を身につけます。電気電子工

学実験4では、電気工学分野における応用テーマに加えて 5Gなどの無線通信や高速デジタル回路に関連した高

周波の基礎実験を通して、関連する基礎技術を身につけます。 

  

（（22））展展開開科科目目  

基幹科目で電気電子工学の基礎を学び、その基礎を発展させる学問を修得するのが展開科目です。展開科目

は電気エネルギー技術、電子制御技術、材料・デバイス技術より構成されています。電気エネルギー技術は主

に「電気主任技術者」を目指す人のための科目が配置されています。電子制御技術では電子回路設計やコンピ

ュータ制御をおこなう「コンピュータ技術者」のための科目が配置されています。材料・デバイス技術では「エ

レクトロニクス技術者」のための科目が配置されています。以下にそれぞれの技術について内容を示します。 

  

・・  電電気気エエネネルルギギーー技技術術  

電気エネルギー発生工学，エネルギー変換工学１，エネルギー変換工学２，電気エネルギー伝送工学，高電圧工学、

パワーエレクトロニクス，電気法規、電気設備 （計8科目） 

大規模発電に使われている水力、火力、原子力発電システムを中心に学びますが、最近話題の燃料電池、太

陽電池等の再生可能エネルギー技術の現状についても紹介します。同時に、大規模であるがゆえに電力は環境

と大きく関わっていることも学びます。水や空気と同じように電気が切れたら、現代社会は崩壊します。電気

は停電することなく安定に供給され続ける必要があります。このための技術や解決しなければならない問題点

を電気エネルギー発生工学、電気エネルギー伝送工学で学びます。また、エネルギー変換工学１、エネルギー

変換工学２では電気エネルギーから機械エネルギー、あるいはその逆を行う装置、および電圧値や交流―直流

変換等の電気エネルギーの形態を目的に応じて変換するエネルギー変換システムについて学びます。高電圧工

学では様々な放電現象や放電理論、液体・固体・複合誘電体における絶縁破壊現象などを学んだ上で、高電圧

機器の性能を評価するために使用する高電圧・大電流の発生装置や測定装置について理解する。パワーエレク

トロニクスでは、パワー素子を用いて交流から直流に変換する方法を学びます。電気法規では、電気事業法を

中心に電気関係法令と電力施設の管理について学びます。電気設備では、電気設備の施行・管理の基礎を学び

ます。また、高電圧工学は、電設系に就職する学生は必須の科目となります。 

電気主任技術者の資格認定を得ようとする学生は、電気エネルギー系の科目を全て修得する必要があります。 

 

・・  電電子子制制御御技技術術  

ディジタル回路，ディジタル信号処理，コンピュータ工学，マイクロコンピュータ，基礎制御工学，応用制御工学  

（計6科目） 

コンピュータ制御は、家庭電化製品や自動車、ロボットなどの機械をコンピュータで動かすためのソフトウ

エアや電子回路などに広く用いられています。 

ディジタル回路ではコンピュータで使われているパルス信号の性質やこれを扱うディジタル回路について

学びます。ディジタル信号処理はセンサで得られた電圧, 圧力, 温度などの物理量を目的に応じてディジタル

処理する手法について学びます。コンピュータ工学では、その構成と使用法（ソフトウエア）と回路（ハード

ウエア）について学習します。マイクロコンピュータでは、組み込みシステムの核となるマイクロコンピュー

タのアーキテクチャについて学びます。 

基礎制御工学では自動制御の基本回路の設計方法を学びます。応用制御工学では，離散制御系などコンピュ

ータ制御に有用な技術を学びます。これらの科目は自動運転の装置が増えていく現代の技術者にとっては欠か

すことのできない知識です。 

 

・・  材材料料・・デデババイイスス技技術術  

電気電子材料，電子物性１、電子物性２，半導体デバイス工学，半導体プロセス工学、高周波工学 （計6科目） 
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電気電子材料では導電材料、半導体材料、絶縁材料、磁性材料などの特性を学習します。電子物性では物

質の性質を電子の立場から理解します。半導体デバイス工学では、電子回路を構成するトランジスタや IC、

C-MOＳの特性について学習します。半導体プロセス工学では半導体デバイス工学で学んだデバイスの製造プロ

セスの基本的な内容について学習します。高周波工学は、無線や光通信で使われている高周波信号の伝搬・

伝送回路の基礎を学習します。 

  

（（33））関関連連科科目目  

関連科目は電気電子設計製図演習、電気電子CAD演習、電気電子ＣＡＥの３科目です。 

電気電子設計製図演習では製図の基礎を学習し、電力系統および配電盤関連機器の図記号およびリレーな

らびにロジック・シーケンスについて学びます。電気電子CAD演習ではCADを使って製図を書く方法を身につ

けます。電気電子ＣＡＥでは、ソフトウエアを用いたシミュレーションについて学びます。電気主任技術者

の資格認定を得ようとする学生は電気電子設計製図演習, 電気電子CAD演習のいずれかを修得しなければなり

ません。 

  

（（44））卒卒業業研研究究  

「卒業研究」に関連する科目は，電気電子セミナ、セミナ、卒業研究からなり、すべて必修です。 

電気電子セミナは小人数のグループで教員の指導の下に、卒業研究のための周辺知識の習得と深化を図りま

す。セミナは小人数のグループで教員の指導の下に特定のテーマをゼミ形式で勉強します。卒業研究は４年

間の学習の集大成で、1人あるいはグループで研究・調査等を行い、その成果を卒業論文としてまとめ、教員

の前でプレゼンテーションを行います。  
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電気電子材料では導電材料、半導体材料、絶縁材料、磁性材料などの特性を学習します。電子物性では物

質の性質を電子の立場から理解します。半導体デバイス工学では、電子回路を構成するトランジスタや IC、

C-MOＳの特性について学習します。半導体プロセス工学では半導体デバイス工学で学んだデバイスの製造プロ

セスの基本的な内容について学習します。高周波工学は、無線や光通信で使われている高周波信号の伝搬・

伝送回路の基礎を学習します。 

  

（（33））関関連連科科目目  

関連科目は電気電子設計製図演習、電気電子CAD演習、電気電子ＣＡＥの３科目です。 

電気電子設計製図演習では製図の基礎を学習し、電力系統および配電盤関連機器の図記号およびリレーな

らびにロジック・シーケンスについて学びます。電気電子CAD演習ではCADを使って製図を書く方法を身につ

けます。電気電子ＣＡＥでは、ソフトウエアを用いたシミュレーションについて学びます。電気主任技術者

の資格認定を得ようとする学生は電気電子設計製図演習, 電気電子CAD演習のいずれかを修得しなければなり

ません。 

  

（（44））卒卒業業研研究究  

「卒業研究」に関連する科目は，電気電子セミナ、セミナ、卒業研究からなり、すべて必修です。 

電気電子セミナは小人数のグループで教員の指導の下に、卒業研究のための周辺知識の習得と深化を図りま

す。セミナは小人数のグループで教員の指導の下に特定のテーマをゼミ形式で勉強します。卒業研究は４年

間の学習の集大成で、1人あるいはグループで研究・調査等を行い、その成果を卒業論文としてまとめ、教員

の前でプレゼンテーションを行います。  

 

    

（（55））電電気気主主任任技技術術者者  

  

・電気主任技術者とは 

電気保安の確保の観点から、電気事業法により、事業用電気工作物（電気事業用及び自家用電気工作物）の設

置者（所有者）には、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を

選任しなくてはならないことが義務付けられております。 

電気主任技術者の資格には、免状の種類により第一種、第二種及び第三種電気主任技術者の３種類があり、電

気工作物の電圧によって必要な資格が定められています。 

第一種電気主任技術者は、下記のすべての事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことが

できます。第二種電気主任技術者は、電圧 17万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監

督を行うことができます。第三種電気主任技術者は、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物（出力 5千キロワ

ット以上の発電所を除く）の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。 

 

本学電気電子工学科において電気事業法に定められた付表１の科目を習得すれば、卒業後の実務経験によって

第１種から第３種までの電気主任技術者免状を申請により取得することができます。 

 

 

●第1種電気主任技術者（5年以上） 

●第2種電気主任技術者（3年以上） 

●第3種電気主任技術者（1年以上） 

電気電子工学科では在学中に主任技術者の免許状を取得することを目指しています。以下に第３種の場合の

試験制度について紹介します。 

 

・試験内容 

「理論」「電力」「機械」「法規」の 4科目について科目別に試験を行います。 

・試験方法および試験日 

一般社団法人電気技術者試験センターのＨＰをご参照ください。 

 

科目別合格制度（科目合格留保制度） 

 試験の結果は科目別に合否が決まり、4科目すべてに合格すれば第3種電気主任技術者試験合格となります

が、一部の科目だけ合格した場合には科目合格となって、翌年度及び翌々年度試験では申請によりその合格

している科目の試験が免除されます。つまり、3年間で4科目の試験に合格すれば第 3種電気主任技術者免状

の取得資格が得られます。 
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付表１．電気主任技術者資格認定のための科目別履修単位表 

科目区分 授業科目名 開設単位 

１．電気・電子工学等の基礎

に関するもの 

 

（１７単位） 

◎電気回路１ ● 

◎電気回路２ ● 

◎電気回路３  

電気回路４  

◎電気磁気学１ ● 

◎電気磁気学２ ● 

電気磁気学３ 

◎電気電子計測 

◎電子回路１ ● 

◎電子回路２ ● 

 半導体デバイス工学 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

計 ２２ 

２．発電、変電、送電、配電並

びに電気電子材料及び

電気法規に関するもの 

 

（８単位） 

◎電気法規 

◎電気エネルギー発生工学 

◎エネルギー変換工学１ 

◎エネルギー伝送工学 

電気電子材料 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

計 １０ 

３．電気・電子機器、自動制御、電

気エネルギー利用及び情報伝

送・処理に関するもの 

 

（１０単位） 

 プログラミング１ ● 
 プログラミング２ 

 コンピュータ工学 

◎エネルギー変換工学２ 

◎パワーエレクトロニクス 

 メカトロニクス 

 マイクロコンピュータ工学 

◎基礎制御工学 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

計 １６ 

４．電気・電子工学実験及び電気電

子工学実習に関するもの 

 

（６単位） 

◎電気電子工学実験１ ● 

◎電気電子工学実験２ ● 

◎電気電子工学実験３ ● 

◎電気電子工学実験４ ● 

２ 

２ 

２ 

２ 

計 ８ 

５．電気・電子機器設計及び製図に

関するもの 

（２単位） 

◎電気電子設計製図演習 

電気電子CAD演習 

２ 

２ 

計 ４ 

◎印は電気主任技術者資格認定には必ず履修しなければならない学科目を示す。 

●印は本電気電子工学科のカリキュラムで必修科目になっている学科目を示す。 
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付表１．電気主任技術者資格認定のための科目別履修単位表 

科目区分 授業科目名 開設単位 

１．電気・電子工学等の基礎

に関するもの 

 

（１７単位） 

◎電気回路１ ● 

◎電気回路２ ● 

◎電気回路３  

電気回路４  

◎電気磁気学１ ● 

◎電気磁気学２ ● 

電気磁気学３ 

◎電気電子計測 

◎電子回路１ ● 

◎電子回路２ ● 

 半導体デバイス工学 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

計 ２２ 

２．発電、変電、送電、配電並

びに電気電子材料及び

電気法規に関するもの 

 

（８単位） 

◎電気法規 

◎電気エネルギー発生工学 

◎エネルギー変換工学１ 

◎エネルギー伝送工学 

電気電子材料 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

計 １０ 

３．電気・電子機器、自動制御、電

気エネルギー利用及び情報伝

送・処理に関するもの 

 

（１０単位） 

 プログラミング１ ● 
 プログラミング２ 

 コンピュータ工学 

◎エネルギー変換工学２ 

◎パワーエレクトロニクス 

 メカトロニクス 

 マイクロコンピュータ工学 

◎基礎制御工学 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

計 １６ 

４．電気・電子工学実験及び電気電

子工学実習に関するもの 

 

（６単位） 

◎電気電子工学実験１ ● 

◎電気電子工学実験２ ● 

◎電気電子工学実験３ ● 

◎電気電子工学実験４ ● 

２ 

２ 

２ 

２ 

計 ８ 

５．電気・電子機器設計及び製図に

関するもの 

（２単位） 

◎電気電子設計製図演習 

電気電子CAD演習 

２ 

２ 

計 ４ 

◎印は電気主任技術者資格認定には必ず履修しなければならない学科目を示す。 

●印は本電気電子工学科のカリキュラムで必修科目になっている学科目を示す。 

６６．．４４  履履修修モモデデルル    

電気電子工学科では、「１．教育目標と養成目標」の「（２）養成したい人材像」で述べた人材を育成するため

に二つの履修モデルを用意しています。一つ目はエネルギー制御分野で、社会基盤の基になるイ設備に従事する

人材や EV などの製品開発に必要な電子回路設計・製作装置部品等の開発が行える人材を育成するための履修モ

デルです。二つ目は、様々な産業分野で用いられる半導体デバイスの設計や材料開発が行える人材を育成するデ

バイス・材料分野モデルです。 

各モデル共に、1、2年次では主に基幹科目によって電気電子工学を学ぶときに必要な基本知識を習得しますが、

エネルギー制御分野では電気主任技術者の資格取得を目指すために、2年次から展開科目を履修し、3年次に電気

主任技術者の国家試験の受験を目指します。 

デバイス・材料分野の履修モデルでは、電子機器で用いられる半導体デバイスや半導体プロセスとその基礎的

原理を学ぶ電子物性の科目を履修します。 
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1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

基礎数学セミナ 　

基礎理科セミナ

線形代数１ 線形代数２

基礎物理A 基礎物理B

化学１ 化学２

数学基礎

解析学１ 解析学２ 解析学３ 常微分方程式

力学１ 力学２ 力学３

基礎工学実験

電気電子数学

１

電気電子数学

２

電気回路

１

電気回路

２

電気回路

３

電気回路

４

電気回路

演習

電気磁気学１ 電気磁気学２ 電気磁気学３

電気磁気学

演習

電子回路１ 電子回路２ 電子回路３

電子回路演習

電気電子工学

実験１

電気電子工学

実験２

電気電子工学

実験３

電気電子工学

実験４

プログラミング

１

プログラミング

２

コンピュータ

工学
電気電子計測

電気電子入門

セミナ

電気電子工学

概論
電気電子材料 メカトロニクス

電気エネル

ギー発生工学

エネルギー

変換工学１

エネルギー

変換工学２

エネルギー

伝送工学
高電圧工学

電気法規
パワーエレク

トロニクス

電気設備

ディジタル回路
ディジタル

信号処理

マイクロ

コンピュータ

基礎制御工学 応用制御工学

高周波工学

電子物性１ 電子物性２
半導体

デバイス工学

半導体

プロセス工学

太枠：必修科目
電気電子設計

製図演習

電気電子

CAD演習

電気電子

ＣＡＥ

細枠：選択科目
インターン

シップ（学外研修）

電気電子

セミナ
セミナ

19単位 21単位 21単位 21単位 15単位 17単位 4単位 6単位

卒業研究

モデル履修単位数

モデル履修単位数：人間科目群27単位+専門基礎科目20単位+専門科目77単位＝124単位

☆この表は履修モデルの一例をしめしたものです。実際に履修するときには自分の考えで履修科目を選んでください。

専

門

基

礎

科

目

群

自然科学系

工学基礎系

専

門

科

目

群

基幹科目

展開科目

関連科目

卒業研究

人間科目群 27単位を修得すること

履修モデルA（エネルギー制御分野）

1年次 2年次 3年次 4年次
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1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

基礎数学セミナ 　

基礎理科セミナ

線形代数１ 線形代数２

基礎物理A 基礎物理B

化学１ 化学２

数学基礎

解析学１ 解析学２ 解析学３ 常微分方程式

力学１ 力学２ 力学３

基礎工学実験

電気電子数学

１

電気電子数学

２

電気回路

１

電気回路

２

電気回路

３

電気回路

４

電気回路

演習

電気磁気学１ 電気磁気学２ 電気磁気学３

電気磁気学

演習

電子回路１ 電子回路２ 電子回路３

電子回路演習

電気電子工学

実験１

電気電子工学

実験２

電気電子工学

実験３

電気電子工学

実験４

プログラミング

１

プログラミング

２

コンピュータ

工学
電気電子計測

電気電子入門

セミナ

電気電子工学

概論
電気電子材料 メカトロニクス

電気エネル

ギー発生工学

エネルギー

変換工学１

エネルギー

変換工学２

エネルギー

伝送工学
高電圧工学

電気法規
パワーエレク

トロニクス

電気設備

ディジタル回路
ディジタル

信号処理

マイクロ

コンピュータ

基礎制御工学 応用制御工学

高周波工学

電子物性１ 電子物性２
半導体

デバイス工学

半導体

プロセス工学

太枠：必修科目
電気電子設計

製図演習

電気電子

CAD演習

電気電子

ＣＡＥ

細枠：選択科目
インターン

シップ（学外研修）

電気電子

セミナ
セミナ

19単位 21単位 21単位 21単位 15単位 17単位 4単位 6単位

卒業研究

モデル履修単位数

モデル履修単位数：人間科目群27単位+専門基礎科目20単位+専門科目77単位＝124単位

☆この表は履修モデルの一例をしめしたものです。実際に履修するときには自分の考えで履修科目を選んでください。

専

門

基

礎

科

目

群

自然科学系

工学基礎系

専

門

科

目

群

基幹科目

展開科目

関連科目

卒業研究

人間科目群 27単位を修得すること

履修モデルA（エネルギー制御分野）

1年次 2年次 3年次 4年次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

基礎数学セミナ 　

基礎理科セミナ

線形代数１ 線形代数２

基礎物理A 基礎物理B

化学１ 化学２

数学基礎

解析学１ 解析学２ 解析学３ 常微分方程式

力学１ 力学２ 力学３

基礎工学実験

電気電子数学

１

電気電子数学

２

電気回路

１

電気回路

２

電気回路

３

電気回路

４

電気回路

演習

電気磁気学１ 電気磁気学２ 電気磁気学３

電気磁気学

演習

電子回路１ 電子回路２ 電子回路３

電子回路演習

電気電子工学

実験１

電気電子工学

実験２

電気電子工学

実験３

電気電子工学

実験４

プログラミング

１

プログラミング

２

コンピュータ

工学
電気電子計測

電気電子入門

セミナ

電気電子工学

概論
電気電子材料 メカトロニクス

電気エネル

ギー発生工学

エネルギー

変換工学１

エネルギー

変換工学２

エネルギー

伝送工学
高電圧工学

電気法規
パワーエレク

トロニクス

電気設備

ディジタル回路
ディジタル

信号処理

マイクロ

コンピュータ

基礎制御工学 応用制御工学

高周波工学

電子物性１ 電子物性２
半導体

デバイス工学

半導体

プロセス工学

太枠：必修科目
電気電子設計

製図演習

電気電子

CAD演習

電気電子

ＣＡＥ

細枠：選択科目
インターン

シップ（学外研修）

電気電子

セミナ
セミナ

21単位 21単位 19単位 21単位 15単位 15単位 6単位 6単位

☆この表は履修モデルの一例をしめしたものです。実際に履修するときには自分の考えで履修科目を選んでください。

履修モデルB（デバイス・材料分野）

卒業研究

専

門

科

目

群

モデル履修単位数

卒業研究

モデル履修単位数：人間科目群27単位+専門基礎科目20単位+専門科目77単位＝124単位

工学基礎系

展開科目

関連科目

専

門

基

礎

科

目

群

基幹科目

3年次 4年次

人間科目群

自然科学系

1年次 2年次

27単位を修得すること
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カリキュラムマップとは、各科目を履修することにより、学生が何をできるようになるかという学修到達目標をあげ、それがどの
学位授与の方針の達成につながるのかを示したものです。その見方を以下に説明します。

カリキュラム・マップでは，各授業科目の学修到達目標と学位授与の方針の関係の強さが数値的に示されています。ある学修到達
目標を身につけることが、各学科専攻の定める全 12 項目の学位授与の方針のどの項目にどの程度関係するのかの強さを示す数値
を貢献度といいます。一つの授業科目の全貢献度 100 をまず各学修到達目標に配分（縦方向）し、それぞれが関係する学位授与
の方針に配分（横方向）しています。ひとつの学修到達目標が関係する学位授与の方針は複数になることもあります。

科
目
群

区

　
　分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ 5  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

フ
ァ
ー
ス
ト
・
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ

１
１
［
２
］

スタディ・スキルズとは。ノート・テイキング。リーディ
ングのスキルと文章要約。図書館をどう利用するか。ア
カデミック・ライティングのスキルとレポート作成。プ
レゼンテーションのスキルと実践。

高校と大学の学びの違いが理解できる。 5 5 10

ノートの取り方が効果的にできる。 5 5 10

文章を読んで、概要・要点をまとめることができる。 5 5 10

図書館の利用法がわかる。 5 5 10

レポートの作成の必要手順が分かる。 5 5 10

基本的なレポートの作成ができる。 8 7 5 20

プレゼンテーションの基本スキルが理解できる。 5 5 10

プレゼンテーションの初歩的な実践ができる。 7 8 5 20

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

英
語
ス
キ
ル
１

２
１
［
２
］

「英語スキル 1」では、高等学校までの英語学習を踏まえ
た上で、1 年次の前期には、英語で発信力を高める基礎
指導に重点を置き、発信型の英語力の基礎を養成するこ
とを目的とする。そのために、基礎的な語彙の習得に関
して、その語彙の意味がわかる受容語彙に留まらせず、
スピーキングやライティングにおいて使用できる基礎的
な発信語彙の習得をはかるようにする。こうした語彙の
習得を土台とし、英語の 4 技能であるリーディング、リ
スニング、ライティング、スピーキングに関して、その
複数の技能を絡めた活動を通じて、4 技能の基礎をバラ
ンスよく向上させることをねらいとする。

題材を読み取り、基礎的な読解方略を身に着け、内容を的確に理解
することができる。 6 6 1 13

題材に関する大まかな内容を聞き取ることができる。 8 8 2 18

題材に関して、シャドーイング等の練習により英語を正しく発音を
することができる。 8 8 2 18

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で簡潔に記述するこ
とができる。 8 8 2 18

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語である程度伝達する
ことができる。 8 8 2 18

基礎的な英語の語彙の意味を習得し、正確に発音をすることができ
る。 7 7 1 15

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

英
語
ス
キ
ル
２

２
２
［
３
］

「英語スキル 2」では、「英語スキル 1」で学んだことを
踏まえて、1 年次の後期でも、英語で発信力を高める指
導に重点を置き、発信型の英語力を養成することを目的
とする。そのために、語彙の習得に関して、その語彙の
意味がわかる受容語彙に留まらせず、スピーキングやラ
イティングにおいて使用できる発信語彙の習得をはかる
ことに重点をおく。こうした語彙の習得を土台とし、英
語の 4 技能であるリーディング、リスニング、ライティ
ング、スピーキングに関して、その複数の技能を絡め、
それらが相乗効果をもたらす活動を通じて、4 技能のさ
らなる向上をはかることをねらいとする。

題材を読み取り、基礎的な読解方略を身に着け、内容をより的確に
理解することができる。 6 6 1 13

題材に関する内容を聞き取ることができる。 8 8 2 18

題材に関して、シャドーイング等の練習により英語を正しく、流暢
に発音をすることができる。 8 8 2 18

題材に関して、自分の意見や考えを英語で簡潔に記述することがで
きる。 8 8 2 18

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語で伝達することがで
きる。 8 8 2 18

英語の語彙の意味を習得し、より正確に発音をすることができる。 7 7 1 15

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

資
格
英
語

２
３
［
４
］

「資格英語」では、1 年次における「英語スキル 1」およ
び「英語スキル 2」による発信型の英語スキルを高める
指導を踏まえ、2 年次の前期においては、英語の資格試
験 TOEIC における得点の向上をはかることを目的とす
る。TOEIC における得点の向上をはかるために、リスニ
ングおよびリーディングに関する学習方略を習得させる
ことに重点を置くことにより、英文の基礎的な読解力お
よび聴解力の向上をはかる。また、「英語スキル 1」およ
び「英語スキル 2」における語彙指導を継続し、その語
彙の意味がわかる受容語彙に留まらせず、発信力を伴っ
た英語の語彙の習得をはかることにも努める。

TOEIC で出題される基礎的な語彙の意味を理解できる。 9 9 2 20

TOEIC の英文のリスニング練習を通じて、英文を聞き取る方法を身
に着けることができる。 9 9 2 20

TOEIC の英文のリーディング練習を通じて、英文を読み取る方法を
身に着けることができる。 9 9 2 20

TOEIC の英文のリスニングおよびリーディングの基礎となる英文法
を理解できる。 9 9 2 20

TOEIC の英文のリスニングおよびリーディングの土台となる基礎語
彙が習得できる。 9 9 2 20

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

実
践
英
語

１ ４

「実践英語」では、1 年次の「英語スキル 1」と「英語ス
キル 2」、2 年次の前期の「資格英語」の指導を踏まえ、
英語の資格試験 TOEIC において、さらなる高得点をとら
せることを目的とする。TOEIC で課される英文を読み進
める学習方略および英語の聴き取りに関する学習方略を
習得させることに重点を置き、英文の読解力および聴解
力の一層の向上をはかる。1 年次より継続した語彙指導
に関しては、基礎的な語彙習得の確認をはかるとともに、
より難易度の高い語彙については、その意味がわかる受
容語彙の拡大をはかる指導を行う。

TOEIC で出題される語彙の意味を理解できる。 9 9 2 20

TOEIC の英文のリスニング練習を通じて、英文をより正確に聞き取
る方法を身に着けることができる。 9 9 2 20

TOEIC の英文のリーディング練習を通じて、英文をより正確に読み
取る方法を身に着けることができる。 9 9 2 20

TOEIC の英文のリスニングおよびリーディングの基礎となる英文法
の知識を活用することができる。 9 9 2 20

TOEIC の英文のリスニングおよびリーディングの土台となる語彙が
習得できる。 9 9 2 20

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

工学部 電気電子工学科  カリキュラムマップ

− 140 −

カリキュラムマップとは、各科目を履修することにより、学生が何をできるようになるかという学修到達目標をあげ、それがどの
学位授与の方針の達成につながるのかを示したものです。その見方を以下に説明します。

カリキュラム・マップでは，各授業科目の学修到達目標と学位授与の方針の関係の強さが数値的に示されています。ある学修到達
目標を身につけることが、各学科専攻の定める全 12 項目の学位授与の方針のどの項目にどの程度関係するのかの強さを示す数値
を貢献度といいます。一つの授業科目の全貢献度 100 をまず各学修到達目標に配分（縦方向）し、それぞれが関係する学位授与
の方針に配分（横方向）しています。ひとつの学修到達目標が関係する学位授与の方針は複数になることもあります。

科
目
群

区

　
　分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ 5  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

フ
ァ
ー
ス
ト
・
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ

１
１
［
２
］

スタディ・スキルズとは。ノート・テイキング。リーディ
ングのスキルと文章要約。図書館をどう利用するか。ア
カデミック・ライティングのスキルとレポート作成。プ
レゼンテーションのスキルと実践。

高校と大学の学びの違いが理解できる。 5 5 10

ノートの取り方が効果的にできる。 5 5 10

文章を読んで、概要・要点をまとめることができる。 5 5 10

図書館の利用法がわかる。 5 5 10

レポートの作成の必要手順が分かる。 5 5 10

基本的なレポートの作成ができる。 8 7 5 20

プレゼンテーションの基本スキルが理解できる。 5 5 10

プレゼンテーションの初歩的な実践ができる。 7 8 5 20

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

英
語
ス
キ
ル
１

２
１
［
２
］

「英語スキル 1」では、高等学校までの英語学習を踏まえ
た上で、1 年次の前期には、英語で発信力を高める基礎
指導に重点を置き、発信型の英語力の基礎を養成するこ
とを目的とする。そのために、基礎的な語彙の習得に関
して、その語彙の意味がわかる受容語彙に留まらせず、
スピーキングやライティングにおいて使用できる基礎的
な発信語彙の習得をはかるようにする。こうした語彙の
習得を土台とし、英語の 4 技能であるリーディング、リ
スニング、ライティング、スピーキングに関して、その
複数の技能を絡めた活動を通じて、4 技能の基礎をバラ
ンスよく向上させることをねらいとする。

題材を読み取り、基礎的な読解方略を身に着け、内容を的確に理解
することができる。 6 6 1 13

題材に関する大まかな内容を聞き取ることができる。 8 8 2 18

題材に関して、シャドーイング等の練習により英語を正しく発音を
することができる。 8 8 2 18

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で簡潔に記述するこ
とができる。 8 8 2 18

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語である程度伝達する
ことができる。 8 8 2 18

基礎的な英語の語彙の意味を習得し、正確に発音をすることができ
る。 7 7 1 15

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

英
語
ス
キ
ル
２

２
２
［
３
］

「英語スキル 2」では、「英語スキル 1」で学んだことを
踏まえて、1 年次の後期でも、英語で発信力を高める指
導に重点を置き、発信型の英語力を養成することを目的
とする。そのために、語彙の習得に関して、その語彙の
意味がわかる受容語彙に留まらせず、スピーキングやラ
イティングにおいて使用できる発信語彙の習得をはかる
ことに重点をおく。こうした語彙の習得を土台とし、英
語の 4 技能であるリーディング、リスニング、ライティ
ング、スピーキングに関して、その複数の技能を絡め、
それらが相乗効果をもたらす活動を通じて、4 技能のさ
らなる向上をはかることをねらいとする。

題材を読み取り、基礎的な読解方略を身に着け、内容をより的確に
理解することができる。 6 6 1 13

題材に関する内容を聞き取ることができる。 8 8 2 18

題材に関して、シャドーイング等の練習により英語を正しく、流暢
に発音をすることができる。 8 8 2 18

題材に関して、自分の意見や考えを英語で簡潔に記述することがで
きる。 8 8 2 18

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語で伝達することがで
きる。 8 8 2 18

英語の語彙の意味を習得し、より正確に発音をすることができる。 7 7 1 15

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

資
格
英
語

２
３
［
４
］

「資格英語」では、1 年次における「英語スキル 1」およ
び「英語スキル 2」による発信型の英語スキルを高める
指導を踏まえ、2 年次の前期においては、英語の資格試
験 TOEIC における得点の向上をはかることを目的とす
る。TOEIC における得点の向上をはかるために、リスニ
ングおよびリーディングに関する学習方略を習得させる
ことに重点を置くことにより、英文の基礎的な読解力お
よび聴解力の向上をはかる。また、「英語スキル 1」およ
び「英語スキル 2」における語彙指導を継続し、その語
彙の意味がわかる受容語彙に留まらせず、発信力を伴っ
た英語の語彙の習得をはかることにも努める。

TOEIC で出題される基礎的な語彙の意味を理解できる。 9 9 2 20

TOEIC の英文のリスニング練習を通じて、英文を聞き取る方法を身
に着けることができる。 9 9 2 20

TOEIC の英文のリーディング練習を通じて、英文を読み取る方法を
身に着けることができる。 9 9 2 20

TOEIC の英文のリスニングおよびリーディングの基礎となる英文法
を理解できる。 9 9 2 20

TOEIC の英文のリスニングおよびリーディングの土台となる基礎語
彙が習得できる。 9 9 2 20

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

実
践
英
語

１ ４

「実践英語」では、1 年次の「英語スキル 1」と「英語ス
キル 2」、2 年次の前期の「資格英語」の指導を踏まえ、
英語の資格試験 TOEIC において、さらなる高得点をとら
せることを目的とする。TOEIC で課される英文を読み進
める学習方略および英語の聴き取りに関する学習方略を
習得させることに重点を置き、英文の読解力および聴解
力の一層の向上をはかる。1 年次より継続した語彙指導
に関しては、基礎的な語彙習得の確認をはかるとともに、
より難易度の高い語彙については、その意味がわかる受
容語彙の拡大をはかる指導を行う。

TOEIC で出題される語彙の意味を理解できる。 9 9 2 20

TOEIC の英文のリスニング練習を通じて、英文をより正確に聞き取
る方法を身に着けることができる。 9 9 2 20

TOEIC の英文のリーディング練習を通じて、英文をより正確に読み
取る方法を身に着けることができる。 9 9 2 20

TOEIC の英文のリスニングおよびリーディングの基礎となる英文法
の知識を活用することができる。 9 9 2 20

TOEIC の英文のリスニングおよびリーディングの土台となる語彙が
習得できる。 9 9 2 20

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

工学部 電気電子工学科  カリキュラムマップ

− 141 −



科
目
群

区

　
　分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

英
語
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ

１ ５

「英語ライティング」では、1 年次の「英語スキル 1」お
よび「英語スキル 2」による英語の 4 技能の基礎力、2
年次に学んだ「資格英語」における読解力および聴解力
の向上を踏まえて、発信型の英語指導の一環として基礎
的な英文の書き方の基礎を学ばせるとともに、与えられ
たテーマに関して、30 分で 100 語程度の英文エッセイ
を記述できる英語のライティング力の養成をはかること
を目的とする。また、作成した英文を他者に口頭で伝達
する練習を行い、スピーキング力の向上をはかるととも
に、英語のプレゼンテーションが実践できる基礎力も養
う。

与えられたテーマに対して、深く考察し自分の意見を構築すること
ができる。 9 9 2 20

パラグラフレベルのテクスト構成を組み立て方を理解することがで
きる。 9 9 2 20

自身の意見をパラグラフレベルのテクスト構成に沿って英文を記述
することができる。 9 9 2 20

自身の意見をパラグラフレベルのテクスト構成に沿って作成した英
文を口頭で他者に伝達できる。 9 9 2 20

英語で初歩的で簡易なプレゼンテーションができる。 9 9 2 20

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

英
語
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

１ ６

「英語プレゼンテーション」では、3 年次前期の「英語ラ
イティング」を踏まえて、英語のライティングスキルの
向上をはかりながら、英語によるプレゼンテーションを
行う基礎的な技能を習得させることを目的とする。英語
によるアカデミックプレゼンテーションの構成方法やそ
こで使用される英語表現を学ばせ、英語のプレゼンテー
ションを行う原稿作成を行い、構成方法や英語表現を実
際に使えるように指導する。こうした作成した原稿を他
者に伝達する練習を行い、最終的には、英語によるプレ
ゼンテーションを実施してもらい、英語によるプレゼン
テーション能力の養成をはかる。

プレゼンテーションでの与えられたテーマに対して、自身の意見を
構築することができる。 9 9 2 20

英語でプレゼンテーションの簡易な原稿を記述することができる。 9 9 2 20

英語によるアカデミックプレゼンテーションの構成方法が理解でき
る。 9 9 2 20

英語によるアカデミックプレゼンテーションで使われるや英語表現
を身に着けることができる。 9 9 2 20

英語で簡易なアカデミックプレゼンテーションができる。 9 9 2 20

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

中
国
語
入
門
１

１ １

「中国語入門１」では、はじめて外国語としての中国語を
学ぶ学生を対象として、基礎的な中国語の理解をはかる
ことを目的とする。この授業では、中国語の基礎となる
発音を身に着けるせることに重点を置き、その後、基礎
的な文法を学ばせ、簡易な会話練習を行ったり、読解力
の養成につとめる。このような学びを通じて、中国語学
習の入門から初期段階に至るまでに中国語の全体像を学
習者が把握できるように指導する。また、中国の文化に
触れる機会を授業内にもうけ、国際的な視野を養成する
ことも目指す。

中国語の初歩的な発音を身に着けることができる。 9 9 2 20

中国語の初歩的な文法を理解できる。 9 9 2 20

中国語できわめて初歩的な会話ができる。 9 9 2 20

中国語の初歩的な読解力を身に着けることができる。 9 9 2 20

中国の文化への関心を高め、国際的な視野の基礎を身に着けること
ができる。 9 9 2 20

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

中
国
語
入
門
２

１ ２

「中国語入門２」では、「中国語入門１」を踏まえて、中
国語への理解がより一層深まることを目的とする。この
授業では、中国語の発音を身に着けるせることに重点を
置き、さらに、語彙力を高める指導を行う。その後、基
礎的な文法を学ばせ、会話練習を行ったり、読解力の養
成につとめる。このような学びを通じて、中国語学習の
入門から初期段階に至るまでに中国語の全体像を学習者
が把握できるように指導する。また、中国の文化に触れ
る機会を授業内にもうけ、国際的な視野を養成すること
も目指す。

中国語の基礎的な発音を身に着けることができる。 9 9 2 20

中国語の基礎的な文法を理解できる。 9 9 2 20

中国語で基礎的な会話ができる。 9 9 2 20

中国語の基礎的な読解力を身に着けることができる。 9 9 2 20

中国の文化への関心を高め、国際的な視野を身に着けることができ
る。 9 9 2 20

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

ス
ポ
ー
ツ
実
技
Ａ
︿
卓
球
﹀

１ １
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら、健康づくりと共に競技スホーツとしての技術の深
さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 6 6 12

対人ラリーが 20 球続けられる。 7 7 2 16

フォアハンドロングによるラリーができる。 7 7 2 16

バックハンドによるショートのつなぎができる。 7 7 2 16

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 6 6 2 14

目的の位置にサービスを打つことができる。 6 6 2 14

得点の数え方および審判ができる。 6 6 12

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

ス
ポ
ー
ツ
実
技
Ａ
︿
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
﹀

１ １
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら、健康づくりと共に競技スホーツとしての
技術の深さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 6 6 12

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 7 7 2 16

アンダーハンドストロークが出来る 7 7 2 16

ネットプレーによるつなぎが出来る 7 7 2 16

スマッシュを打つ事が出来る 6 6 2 14

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 6 6 2 14

得点の数え方および審判が出来る 6 6 12

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100
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科
目
群

区

　
　分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

英
語
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ

１ ５

「英語ライティング」では、1 年次の「英語スキル 1」お
よび「英語スキル 2」による英語の 4 技能の基礎力、2
年次に学んだ「資格英語」における読解力および聴解力
の向上を踏まえて、発信型の英語指導の一環として基礎
的な英文の書き方の基礎を学ばせるとともに、与えられ
たテーマに関して、30 分で 100 語程度の英文エッセイ
を記述できる英語のライティング力の養成をはかること
を目的とする。また、作成した英文を他者に口頭で伝達
する練習を行い、スピーキング力の向上をはかるととも
に、英語のプレゼンテーションが実践できる基礎力も養
う。

与えられたテーマに対して、深く考察し自分の意見を構築すること
ができる。 9 9 2 20

パラグラフレベルのテクスト構成を組み立て方を理解することがで
きる。 9 9 2 20

自身の意見をパラグラフレベルのテクスト構成に沿って英文を記述
することができる。 9 9 2 20

自身の意見をパラグラフレベルのテクスト構成に沿って作成した英
文を口頭で他者に伝達できる。 9 9 2 20

英語で初歩的で簡易なプレゼンテーションができる。 9 9 2 20

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

英
語
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

１ ６

「英語プレゼンテーション」では、3 年次前期の「英語ラ
イティング」を踏まえて、英語のライティングスキルの
向上をはかりながら、英語によるプレゼンテーションを
行う基礎的な技能を習得させることを目的とする。英語
によるアカデミックプレゼンテーションの構成方法やそ
こで使用される英語表現を学ばせ、英語のプレゼンテー
ションを行う原稿作成を行い、構成方法や英語表現を実
際に使えるように指導する。こうした作成した原稿を他
者に伝達する練習を行い、最終的には、英語によるプレ
ゼンテーションを実施してもらい、英語によるプレゼン
テーション能力の養成をはかる。

プレゼンテーションでの与えられたテーマに対して、自身の意見を
構築することができる。 9 9 2 20

英語でプレゼンテーションの簡易な原稿を記述することができる。 9 9 2 20

英語によるアカデミックプレゼンテーションの構成方法が理解でき
る。 9 9 2 20

英語によるアカデミックプレゼンテーションで使われるや英語表現
を身に着けることができる。 9 9 2 20

英語で簡易なアカデミックプレゼンテーションができる。 9 9 2 20

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

中
国
語
入
門
１

１ １

「中国語入門１」では、はじめて外国語としての中国語を
学ぶ学生を対象として、基礎的な中国語の理解をはかる
ことを目的とする。この授業では、中国語の基礎となる
発音を身に着けるせることに重点を置き、その後、基礎
的な文法を学ばせ、簡易な会話練習を行ったり、読解力
の養成につとめる。このような学びを通じて、中国語学
習の入門から初期段階に至るまでに中国語の全体像を学
習者が把握できるように指導する。また、中国の文化に
触れる機会を授業内にもうけ、国際的な視野を養成する
ことも目指す。

中国語の初歩的な発音を身に着けることができる。 9 9 2 20

中国語の初歩的な文法を理解できる。 9 9 2 20

中国語できわめて初歩的な会話ができる。 9 9 2 20

中国語の初歩的な読解力を身に着けることができる。 9 9 2 20

中国の文化への関心を高め、国際的な視野の基礎を身に着けること
ができる。 9 9 2 20

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

中
国
語
入
門
２

１ ２

「中国語入門２」では、「中国語入門１」を踏まえて、中
国語への理解がより一層深まることを目的とする。この
授業では、中国語の発音を身に着けるせることに重点を
置き、さらに、語彙力を高める指導を行う。その後、基
礎的な文法を学ばせ、会話練習を行ったり、読解力の養
成につとめる。このような学びを通じて、中国語学習の
入門から初期段階に至るまでに中国語の全体像を学習者
が把握できるように指導する。また、中国の文化に触れ
る機会を授業内にもうけ、国際的な視野を養成すること
も目指す。

中国語の基礎的な発音を身に着けることができる。 9 9 2 20

中国語の基礎的な文法を理解できる。 9 9 2 20

中国語で基礎的な会話ができる。 9 9 2 20

中国語の基礎的な読解力を身に着けることができる。 9 9 2 20

中国の文化への関心を高め、国際的な視野を身に着けることができ
る。 9 9 2 20

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

ス
ポ
ー
ツ
実
技
Ａ
︿
卓
球
﹀

１ １
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら、健康づくりと共に競技スホーツとしての技術の深
さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 6 6 12

対人ラリーが 20 球続けられる。 7 7 2 16

フォアハンドロングによるラリーができる。 7 7 2 16

バックハンドによるショートのつなぎができる。 7 7 2 16

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 6 6 2 14

目的の位置にサービスを打つことができる。 6 6 2 14

得点の数え方および審判ができる。 6 6 12

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

ス
ポ
ー
ツ
実
技
Ａ
︿
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
﹀

１ １
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら、健康づくりと共に競技スホーツとしての
技術の深さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 6 6 12

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 7 7 2 16

アンダーハンドストロークが出来る 7 7 2 16

ネットプレーによるつなぎが出来る 7 7 2 16

スマッシュを打つ事が出来る 6 6 2 14

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 6 6 2 14

得点の数え方および審判が出来る 6 6 12

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

− 143 −



科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

ス
ポ
ー
ツ
実
技
Ａ
︿
硬
式
テ
ニ
ス
﹀

１ １
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら、健康づくりと共に競技スホーツとしての技術の
深さを知り、 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。  6 6 12

フォアハンドストロークによるラリーができる。 7 7 2 16

フォアハンドストロークを打つことができる。  7 7 2 16

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 7 7 2 16

バックハンドボレーを打つことができる。  6 6 2 14

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。  6 6 2 14

得点の数え方および審判ができる 6 6 12

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

ス
ポ
ー
ツ
実
技
Ａ

︿
サ
ッ
カ
ー
・
フ
ッ
ト
サ
ル
﹀

１ １
レクレーションスポーツとしてサッカー・フットサルの
楽しさを体験しながら、健康づくりと共に競技スホーツ
としての技術の深さを知り、生涯スポーツヘつながるも
のとなるよう指導したい。

正確な部位でボールを蹴ることができる。 6 6 12

インサイドキックでパスをすることができる。 7 7 2 16

インステップキックでパスをすることができる。 7 7 2 16

アウトサイドキックでパスをすることができる。 7 7 2 16

パスされたボールを止めることができる。 6 6 2 14

スローインをする事ができる。 6 6 2 14

得点の数え方および審判ができる 6 6 12

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

ス
ポ
ー
ツ
実
技
Ｂ
︿
卓
球
﹀

１ ２
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら、健康づくりと共に競技スホーツとしての技術の深
さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 6 6 12

対人ラリーが 20 球続けられる。 7 7 2 16

フォアハンドロングによるラリーができる。 7 7 2 16

バックハンドによるショートのつなぎができる。 7 7 2 16

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 6 6 2 14

目的の位置にサービスを打つことができる。 6 6 2 14

得点の数え方および審判ができる。 6 6 12

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

ス
ポ
ー
ツ
実
技
Ｂ
︿
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
﹀

１ ２
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら、健康づくりと共に競技スホーツとしての
技術の深さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 6 6 12

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 7 7 2 16

アンダーハンドストロークが出来る 7 7 2 16

ネットプレーによるつなぎが出来る 7 7 2 16

スマッシュを打つ事が出来る 6 6 2 14

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 6 6 2 14

得点の数え方および審判が出来る 6 6 12

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

ス
ポ
ー
ツ
実
技
Ｂ
︿
硬
式
テ
ニ
ス
﹀

１ ２
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら、健康づくりと共に競技スホーツとしての技術の
深さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。  6 6 12

フォアハンドストロークによるラリーができる。 7 7 2 16

フォアハンドストロークを打つことができる。  7 7 2 16

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 7 7 2 16

バックハンドボレーを打つことができる。  6 6 2 14

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。  6 6 2 14

得点の数え方および審判ができる 6 6 12

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

ス
ポ
ー
ツ
実
技
Ｂ

︿
サ
ッ
カ
ー
・
フ
ッ
ト
サ
ル
﹀

１ ２
レクレーションスポーツとしてサッカー・フットサルの
楽しさを体験しながら、健康づくりと共に競技スホーツ
としての技術の深さを知り、生涯スポーツヘつながるも
のとなるよう指導したい。

正確な部位でボールを蹴ることができる。 6 6 12

インサイドキックでパスをすることができる。 7 7 2 16

インステップキックでパスをすることができる。 7 7 2 16

アウトサイドキックでパスをすることができる。 7 7 2 16

パスされたボールを止めることができる。 6 6 2 14

スローインをする事ができる。 6 6 2 14

得点の数え方および審判ができる。 6 6 12

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

ス
ポ
ー
ツ
実
技
Ａ
︿
硬
式
テ
ニ
ス
﹀

１ １
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら、健康づくりと共に競技スホーツとしての技術の
深さを知り、 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。  6 6 12

フォアハンドストロークによるラリーができる。 7 7 2 16

フォアハンドストロークを打つことができる。  7 7 2 16

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 7 7 2 16

バックハンドボレーを打つことができる。  6 6 2 14

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。  6 6 2 14

得点の数え方および審判ができる 6 6 12

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

ス
ポ
ー
ツ
実
技
Ａ

︿
サ
ッ
カ
ー
・
フ
ッ
ト
サ
ル
﹀

１ １
レクレーションスポーツとしてサッカー・フットサルの
楽しさを体験しながら、健康づくりと共に競技スホーツ
としての技術の深さを知り、生涯スポーツヘつながるも
のとなるよう指導したい。

正確な部位でボールを蹴ることができる。 6 6 12

インサイドキックでパスをすることができる。 7 7 2 16

インステップキックでパスをすることができる。 7 7 2 16

アウトサイドキックでパスをすることができる。 7 7 2 16

パスされたボールを止めることができる。 6 6 2 14

スローインをする事ができる。 6 6 2 14

得点の数え方および審判ができる 6 6 12

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

ス
ポ
ー
ツ
実
技
Ｂ
︿
卓
球
﹀

１ ２
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら、健康づくりと共に競技スホーツとしての技術の深
さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 6 6 12

対人ラリーが 20 球続けられる。 7 7 2 16

フォアハンドロングによるラリーができる。 7 7 2 16

バックハンドによるショートのつなぎができる。 7 7 2 16

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 6 6 2 14

目的の位置にサービスを打つことができる。 6 6 2 14

得点の数え方および審判ができる。 6 6 12

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

ス
ポ
ー
ツ
実
技
Ｂ
︿
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
﹀

１ ２
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら、健康づくりと共に競技スホーツとしての
技術の深さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 6 6 12

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 7 7 2 16

アンダーハンドストロークが出来る 7 7 2 16

ネットプレーによるつなぎが出来る 7 7 2 16

スマッシュを打つ事が出来る 6 6 2 14

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 6 6 2 14

得点の数え方および審判が出来る 6 6 12

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

ス
ポ
ー
ツ
実
技
Ｂ
︿
硬
式
テ
ニ
ス
﹀

１ ２
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら、健康づくりと共に競技スホーツとしての技術の
深さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。  6 6 12

フォアハンドストロークによるラリーができる。 7 7 2 16

フォアハンドストロークを打つことができる。  7 7 2 16

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 7 7 2 16

バックハンドボレーを打つことができる。  6 6 2 14

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。  6 6 2 14

得点の数え方および審判ができる 6 6 12

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

ス
ポ
ー
ツ
実
技
Ｂ

︿
サ
ッ
カ
ー
・
フ
ッ
ト
サ
ル
﹀

１ ２
レクレーションスポーツとしてサッカー・フットサルの
楽しさを体験しながら、健康づくりと共に競技スホーツ
としての技術の深さを知り、生涯スポーツヘつながるも
のとなるよう指導したい。

正確な部位でボールを蹴ることができる。 6 6 12

インサイドキックでパスをすることができる。 7 7 2 16

インステップキックでパスをすることができる。 7 7 2 16

アウトサイドキックでパスをすることができる。 7 7 2 16

パスされたボールを止めることができる。 6 6 2 14

スローインをする事ができる。 6 6 2 14

得点の数え方および審判ができる。 6 6 12

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

− 145 −



科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

ス
ポ
ー
ツ
と
健
康
の
科
学
Ａ

１ ５

スポーツ等の身体活動が身体に与える影響と健康を維持
増進させる仕組みについて学ぶ。身体を動かすことによ
る効果を知識として身につけ、日常生活に活用すること
を期待する。各個人がより健康な生活を継続できるよう、
知識と態度を養うことを目的とする。

身体の仕組みについて理解できる。 5 5 10

運動による身体的反応について理解できる。 10 10 20

運動が健康に与える影響について理解できる。 10 10 20

運動を日常生活に取り入れる意義を説明できる。 10 10 20

運動を日常生活に取り入れる工夫ができる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

ス
ポ
ー
ツ
と
健
康
の
科
学
Ｂ

１ ６
スポーツ科学および健康の維持増進に関する講義を行う。
スポーツを題材に身体の仕組みや日常生活で取り入れや
すい運動方法を学び、より活動的かつ健康的な生活を送
る基盤の形成を目的とする。

身体の仕組みについて理解できる。 5 5 10

運動による身体的反応について理解できる。 10 10 20

運動が健康に与える影響について理解できる。 10 10 20

運動を日常生活に取り入れる意義を説明できる。 10 10 20

運動を日常生活にとりいれる工夫ができる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
概
論

１ １

超スマート社会で活躍するためには、PC・スマートフォ
ンなどの情報機器や、それらで得られる情報を適切に効
率よく利用できるようになることが重要です。本講義で
は、様々な情報サービスを適切に効率よく利用するため
の方法について説明します。

コミュニケーション・ツールを適切に使い分けることができる。 5 5 10

文書作成ソフトを使用して、適切な構造の文書を作成することがで
きる 10 10 5 25

表計算ソフトを使用して、データを集計・加工・分析・可視化する
ことができる 10 10 20

プレゼンテーション・ソフトを使用して、統一的なプレゼンテーショ
ン資料を作成することができる 10 10 5 25

クラウド・ストレージを適切に使用することができる 5 5 10

インターネット等で得られるデータの著作権等に基づき適切に使用
することができる 5 5 10

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
概
論

１ ２

「第４次産業⾰命」や「Society 5.0」という⾔葉に代表
されるような超スマート社会で活躍するであろう皆さん
にとって、分野によらずデータサイエンス・AI を理解し
活用する力をつけることが重要です。本講義は、数理・デー
タサイエンス・AI に関する基礎的な能力を身につけるこ
とを目的としています。データや AI が社会にどう関わっ
ているかを理解し、データを理解し活用するための方法
について学修します。

データ・AI の社会への関わりや活用について説明することができる 10 10 20

データ・AI を利活用するための技術について説明することができる 10 10 20

データ・AI の利活用に必要な数学や統計の基礎を理解している 10 10 20

数学や統計の知識を活用してデータを理解し説明することができる 15 15 10 40

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

Ｂ
グ
ル
ー
プ

文
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

文学作品の読解を通じて、作家の思考や⾔語感覚にふれ、
自分が生きる現在とは異なる世界を経験する。また、そ
れを⾔語化する。

活字や映像を通して文学作品の内容を理解することができる。 30 30

文学作品を生み出した作家について、理解を深めることができる。 30 30

文学作品が書かれた文化的な背景について、理解を深めることがで
きる。 30 30

自分の考え方との共通点や相違点を意識しながら文学作品を読解で
きる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

文
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

文学作品の精読を通じて、異なる時代・文化の深層を理
解し、自分自身の考え方を相対化する視点をもつ。また、
それを⾔語化する。

活字や映像を通して文学作品のテーマを理解することができる。 30 30

文学作品を生み出した作家の思想や伝記について、理解を深めるこ
とができる。 30 30

文学作品が書かれた文化的な背景について、現代の文化との共通点
や相違点を理解することができる。 30 30

文学作品の読解を通して自分の考え方を客観的に見直すことができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

哲
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

西洋哲学史の概論を通じて、その世界観に触れるととも
に、自分を知る。

プラトン哲学におけるイデア論、デカルト哲学におけるコギトの意
義について説明できる。 30 30

啓蒙思想の諸相とその功罪について説明できる。 30 30

西欧近代の日本における受容の特質について説明できる。 30 30

哲学の学習を通じて、知的リフレッシュメントを味わうことができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

哲
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

哲学におけるモラルと道徳の成り立ちについてその系譜
を辿り、生き方を考える。

哲学の学問的意義を理解し、さまざまな日常的テーマについて哲学
的考察を示すことができる。 30 30

「人間力」を測るものさしを複数もつことができる。 30 30

倫理思想の大まかな流れについて理解することができる。 30 30

自分の人生について、哲学的な指針を持つことができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

ス
ポ
ー
ツ
と
健
康
の
科
学
Ａ

１ ５

スポーツ等の身体活動が身体に与える影響と健康を維持
増進させる仕組みについて学ぶ。身体を動かすことによ
る効果を知識として身につけ、日常生活に活用すること
を期待する。各個人がより健康な生活を継続できるよう、
知識と態度を養うことを目的とする。

身体の仕組みについて理解できる。 5 5 10

運動による身体的反応について理解できる。 10 10 20

運動が健康に与える影響について理解できる。 10 10 20

運動を日常生活に取り入れる意義を説明できる。 10 10 20

運動を日常生活に取り入れる工夫ができる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

ス
ポ
ー
ツ
と
健
康
の
科
学
Ｂ

１ ６
スポーツ科学および健康の維持増進に関する講義を行う。
スポーツを題材に身体の仕組みや日常生活で取り入れや
すい運動方法を学び、より活動的かつ健康的な生活を送
る基盤の形成を目的とする。

身体の仕組みについて理解できる。 5 5 10

運動による身体的反応について理解できる。 10 10 20

運動が健康に与える影響について理解できる。 10 10 20

運動を日常生活に取り入れる意義を説明できる。 10 10 20

運動を日常生活にとりいれる工夫ができる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
概
論

１ １

超スマート社会で活躍するためには、PC・スマートフォ
ンなどの情報機器や、それらで得られる情報を適切に効
率よく利用できるようになることが重要です。本講義で
は、様々な情報サービスを適切に効率よく利用するため
の方法について説明します。

コミュニケーション・ツールを適切に使い分けることができる。 5 5 10

文書作成ソフトを使用して、適切な構造の文書を作成することがで
きる 10 10 5 25

表計算ソフトを使用して、データを集計・加工・分析・可視化する
ことができる 10 10 20

プレゼンテーション・ソフトを使用して、統一的なプレゼンテーショ
ン資料を作成することができる 10 10 5 25

クラウド・ストレージを適切に使用することができる 5 5 10

インターネット等で得られるデータの著作権等に基づき適切に使用
することができる 5 5 10

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
概
論

１ ２

「第４次産業⾰命」や「Society 5.0」という⾔葉に代表
されるような超スマート社会で活躍するであろう皆さん
にとって、分野によらずデータサイエンス・AI を理解し
活用する力をつけることが重要です。本講義は、数理・デー
タサイエンス・AI に関する基礎的な能力を身につけるこ
とを目的としています。データや AI が社会にどう関わっ
ているかを理解し、データを理解し活用するための方法
について学修します。

データ・AI の社会への関わりや活用について説明することができる 10 10 20

データ・AI を利活用するための技術について説明することができる 10 10 20

データ・AI の利活用に必要な数学や統計の基礎を理解している 10 10 20

数学や統計の知識を活用してデータを理解し説明することができる 15 15 10 40

授業科目の貢献度 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

Ｂ
グ
ル
ー
プ

文
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

文学作品の読解を通じて、作家の思考や⾔語感覚にふれ、
自分が生きる現在とは異なる世界を経験する。また、そ
れを⾔語化する。

活字や映像を通して文学作品の内容を理解することができる。 30 30

文学作品を生み出した作家について、理解を深めることができる。 30 30

文学作品が書かれた文化的な背景について、理解を深めることがで
きる。 30 30

自分の考え方との共通点や相違点を意識しながら文学作品を読解で
きる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

文
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

文学作品の精読を通じて、異なる時代・文化の深層を理
解し、自分自身の考え方を相対化する視点をもつ。また、
それを⾔語化する。

活字や映像を通して文学作品のテーマを理解することができる。 30 30

文学作品を生み出した作家の思想や伝記について、理解を深めるこ
とができる。 30 30

文学作品が書かれた文化的な背景について、現代の文化との共通点
や相違点を理解することができる。 30 30

文学作品の読解を通して自分の考え方を客観的に見直すことができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

哲
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

西洋哲学史の概論を通じて、その世界観に触れるととも
に、自分を知る。

プラトン哲学におけるイデア論、デカルト哲学におけるコギトの意
義について説明できる。 30 30

啓蒙思想の諸相とその功罪について説明できる。 30 30

西欧近代の日本における受容の特質について説明できる。 30 30

哲学の学習を通じて、知的リフレッシュメントを味わうことができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

哲
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

哲学におけるモラルと道徳の成り立ちについてその系譜
を辿り、生き方を考える。

哲学の学問的意義を理解し、さまざまな日常的テーマについて哲学
的考察を示すことができる。 30 30

「人間力」を測るものさしを複数もつことができる。 30 30

倫理思想の大まかな流れについて理解することができる。 30 30

自分の人生について、哲学的な指針を持つことができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

人
類
学
Ａ

２
３
・
５

さまざまな文化へのアプローチを学ぶとともに、現代社
会の課題について考察する。

形のないものの価値について説明することができる。 30 30

様々な文化を比較しつつ説明することができる。 30 30

習慣の意味を説明する事ができる。 30 30

現代における人間像について様々な角度から考え、論じる事ができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

人
類
学
Ｂ

２
４
・
６

文化事象を歴史的に捉え、変化するものと変化しないも
のを区別する。

アイデンティティとは何かについて説明する事ができる。 30 30

文化についての様々な考え方を説明する事ができる。 30 30

通過儀礼の意味を説明する事ができる。 30 30

「変わっていくもの」と「変わらないもの」の意味を考え、論じる事
が出来る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

歴
史
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

歴史学の学習を通じて、現代に生きるわれわれが学ぶべ
き教訓を読み取る。

歴史学の魅力と学問分野としての特徴および思考方法を理解する。 30 30

授業で扱う対象（国、地域、人物）および歴史的事例についての基
本的理解を得る。 30 30

現代の同時代史的テーマについて、歴史的視点から考察することが
できる。 30 30

過去の事例から教訓をみつけ、これを現代社会においてどのように
活かせるかを考える。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

歴
史
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

歴史学の学習を通じて、現代に生きるわれわれがもつ「常
識」を相対化し、現代社会に関わるテーマを問い直す。

歴史学の魅力と学問分野としての特徴および思考方法を理解する。 30 30

授業で扱う対象（国、地域、人物）および歴史的事例についての基
本的理解を得る。 30 30

現代的課題（政治・経済・文化その他）について、歴史学の視点か
ら考察することができる。 30 30

過去の事例から教訓をみつけ、これを現代社会においてどのように
活かせるかを考える。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

心
理
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

人間の心の働きと変化の様相を多角的に捉え、あらため
て自分を知る。

感覚と知覚，感情，学習といった心理学の基本的なテーマについて、
理解することができる。 30 30

発達という概念および発達過程について、理解することができる。 30 30

パーソナリティという概念について，理解することができる。 30 30

心理学の知識をもとに，自分自身や身近な出来事について，理解す
ることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

心
理
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

他者（たち）との関わり、社会での位置どりの観点から
人間の行動・態度を捉えなおし、あらためて自分のあり
方を考える。

自己に関する諸概念や社会的認知の特徴と機能について、理解する
ことができる。 30 30

対人魅力や対人関係、対人コミュニケーションの特徴と機能につい
て、理解することができる。 30 30

集団のもつ特徴や機能、および集団内での人間の行動について、理
解することができる。 30 30

心理学の知識をもとに、自分自身や身近な出来事について、理解す
ることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

教
育
原
理

２ １
西洋における教育思想や近代公教育制度の成立とわが国
への導入過程を理解し、教育理念の多様性と今日的な教
育問題について歴史的背景・社会的状況と関連づけなが
ら考える。

教育の目的について考え、多様な教育の理念が思索・蓄積されてき
たことを理解することができる。 30 30

近代公教育制度の成立について、歴史的背景を踏まえて理解するこ
とができる。 30 30

教育を成り立たせる要素についてそれぞれを関連づけながら理解す
ることができる。 30 30

近年の教育課題や教育改⾰の動向を教育の歴史や社会的状況と関連
づけながら理解することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

− 148 −

科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

人
類
学
Ａ

２
３
・
５

さまざまな文化へのアプローチを学ぶとともに、現代社
会の課題について考察する。

形のないものの価値について説明することができる。 30 30

様々な文化を比較しつつ説明することができる。 30 30

習慣の意味を説明する事ができる。 30 30

現代における人間像について様々な角度から考え、論じる事ができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

人
類
学
Ｂ

２
４
・
６

文化事象を歴史的に捉え、変化するものと変化しないも
のを区別する。

アイデンティティとは何かについて説明する事ができる。 30 30

文化についての様々な考え方を説明する事ができる。 30 30

通過儀礼の意味を説明する事ができる。 30 30

「変わっていくもの」と「変わらないもの」の意味を考え、論じる事
が出来る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

歴
史
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

歴史学の学習を通じて、現代に生きるわれわれが学ぶべ
き教訓を読み取る。

歴史学の魅力と学問分野としての特徴および思考方法を理解する。 30 30

授業で扱う対象（国、地域、人物）および歴史的事例についての基
本的理解を得る。 30 30

現代の同時代史的テーマについて、歴史的視点から考察することが
できる。 30 30

過去の事例から教訓をみつけ、これを現代社会においてどのように
活かせるかを考える。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

歴
史
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

歴史学の学習を通じて、現代に生きるわれわれがもつ「常
識」を相対化し、現代社会に関わるテーマを問い直す。

歴史学の魅力と学問分野としての特徴および思考方法を理解する。 30 30

授業で扱う対象（国、地域、人物）および歴史的事例についての基
本的理解を得る。 30 30

現代的課題（政治・経済・文化その他）について、歴史学の視点か
ら考察することができる。 30 30

過去の事例から教訓をみつけ、これを現代社会においてどのように
活かせるかを考える。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

心
理
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

人間の心の働きと変化の様相を多角的に捉え、あらため
て自分を知る。

感覚と知覚，感情，学習といった心理学の基本的なテーマについて、
理解することができる。 30 30

発達という概念および発達過程について、理解することができる。 30 30

パーソナリティという概念について，理解することができる。 30 30

心理学の知識をもとに，自分自身や身近な出来事について，理解す
ることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

心
理
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

他者（たち）との関わり、社会での位置どりの観点から
人間の行動・態度を捉えなおし、あらためて自分のあり
方を考える。

自己に関する諸概念や社会的認知の特徴と機能について、理解する
ことができる。 30 30

対人魅力や対人関係、対人コミュニケーションの特徴と機能につい
て、理解することができる。 30 30

集団のもつ特徴や機能、および集団内での人間の行動について、理
解することができる。 30 30

心理学の知識をもとに、自分自身や身近な出来事について、理解す
ることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

教
育
原
理

２ １
西洋における教育思想や近代公教育制度の成立とわが国
への導入過程を理解し、教育理念の多様性と今日的な教
育問題について歴史的背景・社会的状況と関連づけなが
ら考える。

教育の目的について考え、多様な教育の理念が思索・蓄積されてき
たことを理解することができる。 30 30

近代公教育制度の成立について、歴史的背景を踏まえて理解するこ
とができる。 30 30

教育を成り立たせる要素についてそれぞれを関連づけながら理解す
ることができる。 30 30

近年の教育課題や教育改⾰の動向を教育の歴史や社会的状況と関連
づけながら理解することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

教
育
心
理
学

２ ３
「教育」という営みをとおしてみえてくる人間の変化、他
者・世界との関わりのあり様を捉えると同時に、それら
から「教育」のあり方を考える。

「発達」とはどのようなことかを理解し，各発達過程における特徴を
把握することができる。 15 15

「青年期」の特徴を理解し、この時期持有の問題について心理学的な
観点から考察することができる。 15 15

学習の基礎となる条件づけ、記憶の役割などを踏まえながら、基礎
的な学習理論を理解することができる。 15 15

学習へのやる気を高めるために、動機づけ、学習意欲、無気力のメ
カニズムを理解することができる。 15 15

学校における現代的課題として、いじめ、不登佼、発達障害などを
取り上げて関連知識を身に付けるとともに、アプローチの仕方につ
いて考察することができる。

15 15

教育評価について、基本的な考え方と方法、評価資料収集の技法を
理解することができる。 15 15

教師と生徒の望ましい人間関係を理解したうえで、教師の指導行動
のあり方について考察することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

政
治
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

政治学の基礎的な概念と理論を学ぶことを通じて、政治
現象を的確に理解する力を身につけ、市民として現実政
治とどのように関わっていくのかを考える。

政治学の基礎概念（政治、権力、国家など）を理解する 。 30 30

自由民主主義の理論と政治制度について理解する 。 30 30

政治制度の基本的枠組み（国会、内閣、選挙、政党、利益集団、地
方自治など）を理解する 。 30 30

自分と政治との関わりについて考えることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

政
治
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代日本を含む世界の民主主義・非民主主義諸国の政治
的動向について、政治学理論および制度と動態の視点か
ら考察し、理解を深める。

政治制度の基本的枠組みと特質について理解する。 30 30

現代民主主義の理論的特徴について理解する。 30 30

現代民主主義の制度的特徴について理解する。 30 30

授業で扱った政治争点について理解し、多面的に考えることができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

経
済
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

経済学の基礎的な理論を学びつつ、現代社会における様々
な現象とその背後にある経済のメカニズムを把握する。
以上を通して、社会科学的な思考法を身に着ける。

経済学における基本的な用語や理論について説明することができる。 30 30

資本主義の意味と影響について説明することができる。 30 30

経済活動の役割とその限界を認識し、適切に活用することができる。 30 30

経済的・社会的な事象ををデータに基づいて論じることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

経
済
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代社会の経済事情を取り扱いつつ、その背後にある歴
史的経緯や構造を理解する。また、以上の作業を通じて、
経済分析に必要な基礎的なスキルを身に着ける。

企業の特性・構造について説明できる。 30 30

日本の経済構造について、国際的視野を交えつつ説明することがで
きる。 30 30

歴史上に起こった出来事が経済をどのように変えたのかを説明する
ことができる。 30 30

経済的・社会的な事象ををデータに基づいて論じることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

法
学
Ａ

２
３
・
５

法の成り立ちと、現代社会の諸事件を取り上げながら法
的知識の基礎を修得する。

授業で扱う学説や判例を正確に理解できる。 30 30

授業で扱う学説や判例の当否を論理的に説明できる。 30 30

授業で得た知見を利用して、現実の政治問題や社会問題を論評でき
る。 30 30

日常生活での法的知識の重要性を理解し、説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

法
学
Ｂ

２
４
・
６

日本国憲法とその特質について、実例・判例を通じて考
察する。

日本国憲法の制定経緯および基本原則が説明できる。 30 30

国民主権、基本的人権、表現の自由の内容と意味を理解し説明できる。 30 30

違憲立法審査権の具体的事件を説明できる。 30 30

日常生活での法的知識の重要性を理解し、説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

社
会
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

社会科学および社会学の方法を学び、身近な社会現象へ
の関心を培う。また、学んだ理論を人間関係や組織の分
析に生かすことを目指す。

近代を背景に成立した社会学の特徴について説明できる。 30 30

社会と個人の関係について説明できる。 30 30

社会における不平等のあり方を、階級・階層という概念と結びつけ
て説明できる。 30 30

社会学の概念を用いながら社会関係のメカニズムを論じる事ができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100
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科
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履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

教
育
心
理
学

２ ３
「教育」という営みをとおしてみえてくる人間の変化、他
者・世界との関わりのあり様を捉えると同時に、それら
から「教育」のあり方を考える。

「発達」とはどのようなことかを理解し，各発達過程における特徴を
把握することができる。 15 15

「青年期」の特徴を理解し、この時期持有の問題について心理学的な
観点から考察することができる。 15 15

学習の基礎となる条件づけ、記憶の役割などを踏まえながら、基礎
的な学習理論を理解することができる。 15 15

学習へのやる気を高めるために、動機づけ、学習意欲、無気力のメ
カニズムを理解することができる。 15 15

学校における現代的課題として、いじめ、不登佼、発達障害などを
取り上げて関連知識を身に付けるとともに、アプローチの仕方につ
いて考察することができる。

15 15

教育評価について、基本的な考え方と方法、評価資料収集の技法を
理解することができる。 15 15

教師と生徒の望ましい人間関係を理解したうえで、教師の指導行動
のあり方について考察することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100

政
治
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

政治学の基礎的な概念と理論を学ぶことを通じて、政治
現象を的確に理解する力を身につけ、市民として現実政
治とどのように関わっていくのかを考える。

政治学の基礎概念（政治、権力、国家など）を理解する 。 30 30

自由民主主義の理論と政治制度について理解する 。 30 30

政治制度の基本的枠組み（国会、内閣、選挙、政党、利益集団、地
方自治など）を理解する 。 30 30

自分と政治との関わりについて考えることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

政
治
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代日本を含む世界の民主主義・非民主主義諸国の政治
的動向について、政治学理論および制度と動態の視点か
ら考察し、理解を深める。

政治制度の基本的枠組みと特質について理解する。 30 30

現代民主主義の理論的特徴について理解する。 30 30

現代民主主義の制度的特徴について理解する。 30 30

授業で扱った政治争点について理解し、多面的に考えることができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

経
済
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

経済学の基礎的な理論を学びつつ、現代社会における様々
な現象とその背後にある経済のメカニズムを把握する。
以上を通して、社会科学的な思考法を身に着ける。

経済学における基本的な用語や理論について説明することができる。 30 30

資本主義の意味と影響について説明することができる。 30 30

経済活動の役割とその限界を認識し、適切に活用することができる。 30 30

経済的・社会的な事象ををデータに基づいて論じることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

経
済
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代社会の経済事情を取り扱いつつ、その背後にある歴
史的経緯や構造を理解する。また、以上の作業を通じて、
経済分析に必要な基礎的なスキルを身に着ける。

企業の特性・構造について説明できる。 30 30

日本の経済構造について、国際的視野を交えつつ説明することがで
きる。 30 30

歴史上に起こった出来事が経済をどのように変えたのかを説明する
ことができる。 30 30

経済的・社会的な事象ををデータに基づいて論じることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

法
学
Ａ

２
３
・
５

法の成り立ちと、現代社会の諸事件を取り上げながら法
的知識の基礎を修得する。

授業で扱う学説や判例を正確に理解できる。 30 30

授業で扱う学説や判例の当否を論理的に説明できる。 30 30

授業で得た知見を利用して、現実の政治問題や社会問題を論評でき
る。 30 30

日常生活での法的知識の重要性を理解し、説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

法
学
Ｂ

２
４
・
６

日本国憲法とその特質について、実例・判例を通じて考
察する。

日本国憲法の制定経緯および基本原則が説明できる。 30 30

国民主権、基本的人権、表現の自由の内容と意味を理解し説明できる。 30 30

違憲立法審査権の具体的事件を説明できる。 30 30

日常生活での法的知識の重要性を理解し、説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

社
会
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

社会科学および社会学の方法を学び、身近な社会現象へ
の関心を培う。また、学んだ理論を人間関係や組織の分
析に生かすことを目指す。

近代を背景に成立した社会学の特徴について説明できる。 30 30

社会と個人の関係について説明できる。 30 30

社会における不平等のあり方を、階級・階層という概念と結びつけ
て説明できる。 30 30

社会学の概念を用いながら社会関係のメカニズムを論じる事ができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100
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授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

社
会
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

社会学が持つ分析方法を学ぶ。また、異なった価値観・
論理を持つ主体や社会の間に存在する関係性に着目し、
理解することを目指す。

社会学が持つ分析手法（量的・質的）について、説明できる。 30 30

都市の特徴と都市社会学の歴史について説明できる。 30 30

近代以降の日本社会と社会学について説明できる。 30 30

社会学の概念を用いながら社会変動のメカニズムを論じる事ができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

社
会
調
査
法
Ａ

２
３
・
５

質的・量的な社会調査の基本的な知識と手法を理解する。

社会調査の目的とその種類（質的調査と量的調査）について理解する。 30 30

母集団及び標本抽出について理解する。 30 30

量的調査のための統計学の基本的知識（基礎統計量、クロス集計表、
カイ二乗検定）について理解する。 30 30

先行研究を参考にしつつ、目的に応じた調査計画を構想することが
できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

社
会
調
査
法
Ｂ

２
４
・
６

社会調査の意義を理解するとともに、社会調査の実施（調
査設計、データ収集、データ分析）に必要な知識を学ぶ。

社会調査の多様な方法とそれぞれの利点を理解する。 30 30

調査票作成の技法（ワーディングや尺度構成）を身につける。 30 30

調査票で得られたデータを統計学の知識に基づき分析する事ができ
る。 30 30

授業で獲得した知識をもとに、社会調査の実施計画を立てることが
出来る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

現
代
社
会
論
Ａ

２
３
・
５

日本を含む世界の国々や諸地域について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。
これを踏まえ、自分を取り巻く社会の特徴と課題につい
て考察する。

授業で扱う国・地域・人物などについての基本的な情報を理解する。 30 30

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する。 30 30

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる。 30 30

授業で獲得した視野を通じ、これまでの自分が考えてきた常識を問
い直すことができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

現
代
社
会
論
Ｂ

２
４
・
６

日本を含む世界の国々や諸地域について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。
これを踏まえ、自分を取り巻く社会の問題とその解決に
ついて考察する。

授業で扱う国・地域・人物などのついての基本的な情報を理解する 30 30

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する 30 30

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる 30 30

授業で獲得した視野を通じ、これまでの自分の認識を相対化し、新
しい見方を獲得する。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

教
育
社
会
学

２ ２
社会学的なアプローチから学校教育と社会の関係性を理
解するとともに、学校自体を一つの社会として捉え、そ
の文化的特質について考える。

自己の教育経験・教育観を相対化し、種々の教育事象・教育問題を
社会学的なものの見方によって考察することができる。 30 30

学校教育を支える法や制度について理解し、具体的な例をもとに説
明することができる。 30 30

教育行政や学校経営の歴史およびその変容について理解し、説明す
ることができる。 30 30

学校と保護者・地域との協働について具体的な事例をもとに説明す
ることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

健
康
科
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

身体の解剖学的構造、生理学的な仕組みを理解した上で、
健康を維持・増進させる基礎的な知識を身につける。

疾病、外傷および外傷・傷害について理解できる。 30 30

ストレスおよびその対処法について理解できる。 30 30

生活習慣病について理解できる。 30 30

健康とはなにかを理解し、その維持増進ために自発的に取り組むこ
とができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

健
康
科
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

身体の解剖学的構造、生理学的な仕組みを理解した上で、
健康を維持増進させる実践的な知識を身につける。

身体の動く仕組みと人体の構造について理解できる。 30 30

適切なトレーニング方法ついて理解することができる。 30 30

身体のケアについて理解することができる。 30 30

日常生活を通じて、身体についての理解と実践を結びつけて考える
ことができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

− 152 −

科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

社
会
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

社会学が持つ分析方法を学ぶ。また、異なった価値観・
論理を持つ主体や社会の間に存在する関係性に着目し、
理解することを目指す。

社会学が持つ分析手法（量的・質的）について、説明できる。 30 30

都市の特徴と都市社会学の歴史について説明できる。 30 30

近代以降の日本社会と社会学について説明できる。 30 30

社会学の概念を用いながら社会変動のメカニズムを論じる事ができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

社
会
調
査
法
Ａ

２
３
・
５

質的・量的な社会調査の基本的な知識と手法を理解する。

社会調査の目的とその種類（質的調査と量的調査）について理解する。 30 30

母集団及び標本抽出について理解する。 30 30

量的調査のための統計学の基本的知識（基礎統計量、クロス集計表、
カイ二乗検定）について理解する。 30 30

先行研究を参考にしつつ、目的に応じた調査計画を構想することが
できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

社
会
調
査
法
Ｂ

２
４
・
６

社会調査の意義を理解するとともに、社会調査の実施（調
査設計、データ収集、データ分析）に必要な知識を学ぶ。

社会調査の多様な方法とそれぞれの利点を理解する。 30 30

調査票作成の技法（ワーディングや尺度構成）を身につける。 30 30

調査票で得られたデータを統計学の知識に基づき分析する事ができ
る。 30 30

授業で獲得した知識をもとに、社会調査の実施計画を立てることが
出来る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

現
代
社
会
論
Ａ

２
３
・
５

日本を含む世界の国々や諸地域について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。
これを踏まえ、自分を取り巻く社会の特徴と課題につい
て考察する。

授業で扱う国・地域・人物などについての基本的な情報を理解する。 30 30

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する。 30 30

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる。 30 30

授業で獲得した視野を通じ、これまでの自分が考えてきた常識を問
い直すことができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

現
代
社
会
論
Ｂ

２
４
・
６

日本を含む世界の国々や諸地域について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。
これを踏まえ、自分を取り巻く社会の問題とその解決に
ついて考察する。

授業で扱う国・地域・人物などのついての基本的な情報を理解する 30 30

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する 30 30

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる 30 30

授業で獲得した視野を通じ、これまでの自分の認識を相対化し、新
しい見方を獲得する。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

教
育
社
会
学

２ ２
社会学的なアプローチから学校教育と社会の関係性を理
解するとともに、学校自体を一つの社会として捉え、そ
の文化的特質について考える。

自己の教育経験・教育観を相対化し、種々の教育事象・教育問題を
社会学的なものの見方によって考察することができる。 30 30

学校教育を支える法や制度について理解し、具体的な例をもとに説
明することができる。 30 30

教育行政や学校経営の歴史およびその変容について理解し、説明す
ることができる。 30 30

学校と保護者・地域との協働について具体的な事例をもとに説明す
ることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10 0 100

健
康
科
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

身体の解剖学的構造、生理学的な仕組みを理解した上で、
健康を維持・増進させる基礎的な知識を身につける。

疾病、外傷および外傷・傷害について理解できる。 30 30

ストレスおよびその対処法について理解できる。 30 30

生活習慣病について理解できる。 30 30

健康とはなにかを理解し、その維持増進ために自発的に取り組むこ
とができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

健
康
科
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

身体の解剖学的構造、生理学的な仕組みを理解した上で、
健康を維持増進させる実践的な知識を身につける。

身体の動く仕組みと人体の構造について理解できる。 30 30

適切なトレーニング方法ついて理解することができる。 30 30

身体のケアについて理解することができる。 30 30

日常生活を通じて、身体についての理解と実践を結びつけて考える
ことができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

− 153 −



科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

認
知
科
学
Ａ

２
３
・
５

認知科学の基本、とくに知覚や記憶のメカニズムについ
て習得する。

情報処理アプローチに基づく認知科学の方法論を説明することがで
きる。 30 30

知覚、記憶といった認知機能の仕組みや、神経機構について説明す
ることができる。 30 30

ヒューマンエラーの原因について説明することができる。 30 30

認知科学の知見をふまえ、様々なテーマについて学際的に考えるこ
とができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

認
知
科
学
Ｂ

２
４
・
６

認知機能と人間の行動との関係について考察する。

認知科学という学問、および我々が行っている認知について、基本
的かつ論理的な説明をすることができる。 30 30

記憶のメカニズムや分類、自覚できない心の働きとその影響につい
て、説明することができる。 30 30

ヒューマンエラーが生じる理由や予防法について、論じることがで
きる。 30 30

認知科学の知見をふまえ、様々なテーマについて学際的に考えるこ
とができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

環
境
と
防
災
Ａ

２
３
・
５

自然環境・社会環境に関わる知識を学びつつ、災害が発
生し、被害が拡大するメカニズムを考察する。

自然環境・社会環境と災害の関係について説明できる。 30 30

災害と防災・減災の歴史について説明できる。 30 30

環境変動と災害の関係について説明できる。 30 30

学修内容を踏まえた上で、災害への備えとして自身が行うべきこと
をまとめる事ができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

環
境
と
防
災
Ｂ

２
４
・
６

自然環境・社会環境に関わる知識を学びつつ、防災・減
災の実践上持っておくべき基礎的な知識を修得する。

自然環境・社会環境と災害の関係について説明できる。 30 30

防災・減災に関連する情報を取得・分析する事ができる。 30 30

防災・減災について地域が直面する課題について説明できる。 30 30

学修内容を踏まえた上で、災害への備えとして自身が行うべきこと
をまとめる事ができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

自
然
科
学
概
論
Ａ

２
１
・
３
・
５

物理学はすべての自然科学の土台にあたる学問である。
身近な電気や熱をはじめ、現代物理学の基本を学びなが
ら、科学技術と生活・社会との関係についても考える。

科学で扱える問題と扱えない問題を区別できる。 30 30

科学リテラシーの必要性を理解できる。 30 30

近代科学の特徴を説明し、20 世紀初頭における自然認識の大転換を
理解することができる。 30 30

科学・技術と社会との関係を主体的・批判的に考えることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

自
然
科
学
概
論
Ｂ

２
２
・
４
・
６

化学は物質の本質、あり様、変化を探る学問である。原子、
電子をパーツとする物質の基本と多様性の概要を学習し
ながら、現代社会での科学技術における化学と関連分野
の意味と役割を学習する。

物質の成り立ちの基本を理解できる。 30 30

物質科学の成立とその歴史の概要を説明できる。 30 30

現代社会における物質科学の役割と限界を説明できる。 30 30

現代社会における物質科学とその応用としての技術の有用性と危険
性を主体的・批判的に考え、人間社会との関わりの視点から将来を
展望することができる。

10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

生
物
学
Ａ

２
３
・
５

生物学の基本を習得し、人間を生物として捉え、特別扱
いしない視点を獲得する。

生物学の基礎概念と思考方法を理解することができる。 30 30

生物多様性や生物の進化のメカニズムについて説明することができ
る。 30 30

生物間のネットワークや環境の影響について説明することができる。 30 30

生物学の学習を通じて、自然と人間の関係性を考えることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

生
物
学
Ｂ

２
４
・
６

生物学の基礎を習得し、生物の進化や環境との関係の視
点から、自然と人間のかかわりを考える。

生物学の基礎概念と思考方法を理解することができる。 30 30

生物の進化史を大まかに説明することができる。 30 30

環境と生物の関係について説明することができる。 30 30

生物学の学習を通じて、自然と人間の関係性を考えることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

− 154 −

科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

認
知
科
学
Ａ

２
３
・
５

認知科学の基本、とくに知覚や記憶のメカニズムについ
て習得する。

情報処理アプローチに基づく認知科学の方法論を説明することがで
きる。 30 30

知覚、記憶といった認知機能の仕組みや、神経機構について説明す
ることができる。 30 30

ヒューマンエラーの原因について説明することができる。 30 30

認知科学の知見をふまえ、様々なテーマについて学際的に考えるこ
とができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

認
知
科
学
Ｂ

２
４
・
６

認知機能と人間の行動との関係について考察する。

認知科学という学問、および我々が行っている認知について、基本
的かつ論理的な説明をすることができる。 30 30

記憶のメカニズムや分類、自覚できない心の働きとその影響につい
て、説明することができる。 30 30

ヒューマンエラーが生じる理由や予防法について、論じることがで
きる。 30 30

認知科学の知見をふまえ、様々なテーマについて学際的に考えるこ
とができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

環
境
と
防
災
Ａ

２
３
・
５

自然環境・社会環境に関わる知識を学びつつ、災害が発
生し、被害が拡大するメカニズムを考察する。

自然環境・社会環境と災害の関係について説明できる。 30 30

災害と防災・減災の歴史について説明できる。 30 30

環境変動と災害の関係について説明できる。 30 30

学修内容を踏まえた上で、災害への備えとして自身が行うべきこと
をまとめる事ができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

環
境
と
防
災
Ｂ

２
４
・
６

自然環境・社会環境に関わる知識を学びつつ、防災・減
災の実践上持っておくべき基礎的な知識を修得する。

自然環境・社会環境と災害の関係について説明できる。 30 30

防災・減災に関連する情報を取得・分析する事ができる。 30 30

防災・減災について地域が直面する課題について説明できる。 30 30

学修内容を踏まえた上で、災害への備えとして自身が行うべきこと
をまとめる事ができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

自
然
科
学
概
論
Ａ

２
１
・
３
・
５

物理学はすべての自然科学の土台にあたる学問である。
身近な電気や熱をはじめ、現代物理学の基本を学びなが
ら、科学技術と生活・社会との関係についても考える。

科学で扱える問題と扱えない問題を区別できる。 30 30

科学リテラシーの必要性を理解できる。 30 30

近代科学の特徴を説明し、20 世紀初頭における自然認識の大転換を
理解することができる。 30 30

科学・技術と社会との関係を主体的・批判的に考えることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

自
然
科
学
概
論
Ｂ

２
２
・
４
・
６

化学は物質の本質、あり様、変化を探る学問である。原子、
電子をパーツとする物質の基本と多様性の概要を学習し
ながら、現代社会での科学技術における化学と関連分野
の意味と役割を学習する。

物質の成り立ちの基本を理解できる。 30 30

物質科学の成立とその歴史の概要を説明できる。 30 30

現代社会における物質科学の役割と限界を説明できる。 30 30

現代社会における物質科学とその応用としての技術の有用性と危険
性を主体的・批判的に考え、人間社会との関わりの視点から将来を
展望することができる。

10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

生
物
学
Ａ

２
３
・
５

生物学の基本を習得し、人間を生物として捉え、特別扱
いしない視点を獲得する。

生物学の基礎概念と思考方法を理解することができる。 30 30

生物多様性や生物の進化のメカニズムについて説明することができ
る。 30 30

生物間のネットワークや環境の影響について説明することができる。 30 30

生物学の学習を通じて、自然と人間の関係性を考えることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

生
物
学
Ｂ

２
４
・
６

生物学の基礎を習得し、生物の進化や環境との関係の視
点から、自然と人間のかかわりを考える。

生物学の基礎概念と思考方法を理解することができる。 30 30

生物の進化史を大まかに説明することができる。 30 30

環境と生物の関係について説明することができる。 30 30

生物学の学習を通じて、自然と人間の関係性を考えることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

地
球
科
学
Ａ

２
３
・
５

地球の成り立ちを学び、地球科学の基礎概念を理解する。

地球科学の魅力とその基礎概念や方法を理解する。 30 30

地震、プレート運動、構成物質などを理解する。 30 30

化石の観察から生物の進化の歴史を理解する。 30 30

授業で学んだ知識や概念を用いて、地球に関する基礎的考察ができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

地
球
科
学
Ｂ

２
４
・
６

地球科学の基本を学び、地球と人間社会のあり方を考察
する。

天体観測についてその歴史と方法を理解する。 30 30

津波のメカニズムを理解し、わが国の天気図を読み解き、自然災害
について考察する。 30 30

地球の運動のデータを使い、暦の原理を理解する。 30 30

授業で学んだ知識や概念を用いて、地球の未来像を考察することが
できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

課
題
探
究
集
中
講
座

２

集
中
講
義
９
月

人文科学・社会科学・自然科学のいずれかの視点から、
わが国を取り巻く状況と学問的知見とを関連づけて考察
する。

理工系・情報学系の学生が、人文科学・社会科学・自然科学等の教
養を身につけることができる。 30 30

問題解決に向けた新たな提案や構想を持つことができる。 30 30

人間科学との関連で人生を如何に生きるべきかを考えることができ
る。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100

課
題
探
究
セ
ミ
ナ
Ａ

２
３
・
５

少人数のセミナー形式での議論・実験・フィールドワー
ク等の体験を通して、自然科学・社会科学・人文科学分
野における知識や技術の意義とその活用方法を学ぶ。

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。 20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100

課
題
探
究
セ
ミ
ナ
Ｂ

２
４
・
６

少人数のセミナー形式での演習を通じて、自然科学・社
会科学・人文科学分野における専門的な思考法・研究法・
表現法を学ぶ。

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。 20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100

教
養
総
合
講
座
Ａ

２
３
・
５

実務経験が豊富な講師のもとで、既存の学問的枠組みに
とらわれない柔軟な視点から、社会・政治・経済・企業
などのテーマに即して問題認識を深め、これからの社会
人・企業人に必要とされる実践知の獲得を目指す。

現代の問題群を整理することができる。 25 25

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 25 25

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 25 25

これまでの問題解決アプローチをまとめることができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100

教
養
総
合
講
座
Ｂ

２
４
・
６

実務経験が豊富な講師のもとで、自らの進路および職業
選択とその将来を展望しつつ、社会・政治・経済・企業
などのテーマにおいて具体的な事例を考察し、これから
の社会人・企業人に必要とされる実践知の獲得を目指す。

現代の問題群を整理することができる。 25 25

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 25 25

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 25 25

問題解決に向けての新たな提案や構想をもつことができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100

自
然
科
学
系

線
形
代
数
１

２ １
ベクトルとその演算方法および内積を学ぶ。また、行列
式および行列の基本性質演算方法を学び、１次連立方程
式の解法に応。

ベクトルの内積の定義を説明でき、成分による内積の計算ができる。 20 20

行列式の基本性質や余因子展開を使って行列式の計算ができる。 35 35

行列の和・積等の計算ができる。 15 15

逆行列を求めることができる。 15 15

クラメルの公式を使って連立方程式の解を表すことができる。 15 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

地
球
科
学
Ａ

２
３
・
５

地球の成り立ちを学び、地球科学の基礎概念を理解する。

地球科学の魅力とその基礎概念や方法を理解する。 30 30

地震、プレート運動、構成物質などを理解する。 30 30

化石の観察から生物の進化の歴史を理解する。 30 30

授業で学んだ知識や概念を用いて、地球に関する基礎的考察ができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

地
球
科
学
Ｂ

２
４
・
６

地球科学の基本を学び、地球と人間社会のあり方を考察
する。

天体観測についてその歴史と方法を理解する。 30 30

津波のメカニズムを理解し、わが国の天気図を読み解き、自然災害
について考察する。 30 30

地球の運動のデータを使い、暦の原理を理解する。 30 30

授業で学んだ知識や概念を用いて、地球の未来像を考察することが
できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 100

課
題
探
究
集
中
講
座

２

集
中
講
義
９
月

人文科学・社会科学・自然科学のいずれかの視点から、
わが国を取り巻く状況と学問的知見とを関連づけて考察
する。

理工系・情報学系の学生が、人文科学・社会科学・自然科学等の教
養を身につけることができる。 30 30

問題解決に向けた新たな提案や構想を持つことができる。 30 30

人間科学との関連で人生を如何に生きるべきかを考えることができ
る。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100

課
題
探
究
セ
ミ
ナ
Ａ

２
３
・
５

少人数のセミナー形式での議論・実験・フィールドワー
ク等の体験を通して、自然科学・社会科学・人文科学分
野における知識や技術の意義とその活用方法を学ぶ。

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。 20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100

課
題
探
究
セ
ミ
ナ
Ｂ

２
４
・
６

少人数のセミナー形式での演習を通じて、自然科学・社
会科学・人文科学分野における専門的な思考法・研究法・
表現法を学ぶ。

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。 20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100

教
養
総
合
講
座
Ａ

２
３
・
５

実務経験が豊富な講師のもとで、既存の学問的枠組みに
とらわれない柔軟な視点から、社会・政治・経済・企業
などのテーマに即して問題認識を深め、これからの社会
人・企業人に必要とされる実践知の獲得を目指す。

現代の問題群を整理することができる。 25 25

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 25 25

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 25 25

これまでの問題解決アプローチをまとめることができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100

教
養
総
合
講
座
Ｂ

２
４
・
６

実務経験が豊富な講師のもとで、自らの進路および職業
選択とその将来を展望しつつ、社会・政治・経済・企業
などのテーマにおいて具体的な事例を考察し、これから
の社会人・企業人に必要とされる実践知の獲得を目指す。

現代の問題群を整理することができる。 25 25

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 25 25

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 25 25

問題解決に向けての新たな提案や構想をもつことができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100

自
然
科
学
系

線
形
代
数
１

２ １
ベクトルとその演算方法および内積を学ぶ。また、行列
式および行列の基本性質演算方法を学び、１次連立方程
式の解法に応。

ベクトルの内積の定義を説明でき、成分による内積の計算ができる。 20 20

行列式の基本性質や余因子展開を使って行列式の計算ができる。 35 35

行列の和・積等の計算ができる。 15 15

逆行列を求めることができる。 15 15

クラメルの公式を使って連立方程式の解を表すことができる。 15 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

− 157 −



科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

自
然
科
学
系

線
形
代
数
２

２ ２
ベクトルの外積について学び、 内積および外積の図形へ
の応用について学ぶ。また、複素平面の基本事項につい
ても学ぶ。

空間における平面の方程式・直線の方程式を説明できる。 15 15

ベクトルの外積の定義を説明でき，成分による外積の計算ができる。 30 30

外積を使って，三角形の面積および四面体の体積を計算できる。 20 20

１次変換の性質を説明でき，空間の回転の回転軸を求めることがで
きる。 15 15

複素数の極形式を使った計算ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
物
理
Ａ

２ ２

この科目では、電気と磁気を統一的に理解する物理学の
一分野である「電磁気学」の基礎を扱います。電磁気学
は電流や電気回路などを理解する基礎理論であり、重要
な科目です。この科目では、まず「電荷を担う基礎的な
ものは電子などの粒子であること」や「電流は電子の集
団の運動であること」など基本的な自然界の姿を学びま
す。次に、これを踏まえて、電場（電界）や磁場（磁界）
といった「場」という概念を学びます。なお、電磁気学
の内容には力学の考え方を応用して理解するものが髄所
に出てきます。電磁気学を学ぶ前に力学を学んでおくこ
とが必要です。

電気力と電場の関係を説明できる。 20 20

電位と静電エネルギーを説明できる。 20 20

ミクロな視点で電流を説明できる。 20 20

ローレンツ力と磁場（磁束密度）の関係を説明できる。 20 20

電流が作る磁場（磁束密度）を図を使って説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
物
理
Ｂ

２ ３

基礎物理 B では熱力学の基礎事項を学びます。この科目
では、まず、熱の微視的な理解つまり「物資の構成要素（電
子や分子など）の乱雑な運動のエネルギーとして熱が理
解できること」を学びます。次に、これを踏まえて、熱
や仕事などエネルギーの巨視的な理解、特に熱力学第一
法則を学びます。熱力学は、専門科目においてエンジン
燃料の燃焼効率、発電機や電池の発電効率などを考える
際の基礎となる重要な科目です。なお、熱力学の内容には、
力学の考え方を応用して理解するものが随所に出てきま
す。熱力学を学ぶ前に力学を学んでおくことが必要です。

熱力学第１法則を説明できる。 25 25

気体分子の熱運動で、内部エネルギー、熱、圧力、絶対温度などの
物理量を説明できる。 25 25

熱と温度の違いを説明できる。 25 25

p-V グラフと仕事の関係を説明できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

化
学
１

２ １
物質の構成要素である原子、分子そのものやそれらが集
団になったときに現れる基本的な性質と挙動について学
ぶ。

物質の構成と結合を説明できる。 25 25

原子・分子の集合体としての気体・液体・固体の状態を説明できる。 25 25

溶液の濃度と性質との関係を説明できる。 25 25

化学反応の仕組みと熱の関係について説明できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

化
学
２

２ ２具体的な化学物質の特徴や化学反応について学ぶ。

酸・塩基の中和反応の仕組みを説明できる。 25 25

酸化還元反応を理解し，電池・電気分解の説明ができる。 25 25

元素の分類と代表的な無機物質の性質を説明できる。 25 25

代表的な有機化合物の性質を説明できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

工
学
基
礎
系

数
学
基
礎

２
１
［
２
］

高等学校の数学から大学の数学への橋渡しとして、三角
関数、指数関数、対数関数、集合と命題について学ぶ。

複素数の範囲で，２次方程式および高次方程式を解ける。 15 15

分数式の四則計算と部分分数分解ができる。  15 15

弧度法による一般角の三角関数を説明でき，加法定理を用いた計算
ができる。 30 30

指数法則および対数の性質を理解し，それを用いた計算ができる。 25 25

集合の共通部分と合併集合を理解し，公式を用いた要素の個数の計
算ができる。 15 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

解
析
学
１

２
１
［
２
］

1 変数関数の微分積分の基礎理論と基礎的な計算法につ
いて学ぶ。多くの演習を通じて、微分積分の計算に慣れ
るようにする。

導関数の基本公式 ( 定数倍・四則・合成関数 ) を説明できる。 15 15

べき関数，指数・対数関数，三角・逆三角関数の微分公式を説明でき，
初等関数を微分できる。 35 35

不定積分の意味および基本関数の不定積分公式を説明できる。 10 10

置換積分法と部分積分法を理解し，それらを応用できる。 20 20

定積分と不定積分の関係を理解し，基本的な定積分の計算ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

解
析
学
２

２
２
［
３
］

1 変数関数の微分積分の応用理論と発展的な計算法につ
いて学ぶ。多くの演習を通じて、微分積分の応用に慣れ
るようにする。

ライプニッツの公式を理解し，それを積の高階微分計算に応用でき
る。 10 10

ロピタルの定理およびテーラーの定理を理解し，それらを応用でき
る。 40 40

有理関数の不定積分を計算でき，無理関数等の積分に応用できる。 30 30

広義積分を説明でき，その計算ができる。 10 10

定積分の応用として，曲線の長さを計算できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

自
然
科
学
系

線
形
代
数
２

２ ２
ベクトルの外積について学び、 内積および外積の図形へ
の応用について学ぶ。また、複素平面の基本事項につい
ても学ぶ。

空間における平面の方程式・直線の方程式を説明できる。 15 15

ベクトルの外積の定義を説明でき，成分による外積の計算ができる。 30 30

外積を使って，三角形の面積および四面体の体積を計算できる。 20 20

１次変換の性質を説明でき，空間の回転の回転軸を求めることがで
きる。 15 15

複素数の極形式を使った計算ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
物
理
Ａ

２ ２

この科目では、電気と磁気を統一的に理解する物理学の
一分野である「電磁気学」の基礎を扱います。電磁気学
は電流や電気回路などを理解する基礎理論であり、重要
な科目です。この科目では、まず「電荷を担う基礎的な
ものは電子などの粒子であること」や「電流は電子の集
団の運動であること」など基本的な自然界の姿を学びま
す。次に、これを踏まえて、電場（電界）や磁場（磁界）
といった「場」という概念を学びます。なお、電磁気学
の内容には力学の考え方を応用して理解するものが髄所
に出てきます。電磁気学を学ぶ前に力学を学んでおくこ
とが必要です。

電気力と電場の関係を説明できる。 20 20

電位と静電エネルギーを説明できる。 20 20

ミクロな視点で電流を説明できる。 20 20

ローレンツ力と磁場（磁束密度）の関係を説明できる。 20 20

電流が作る磁場（磁束密度）を図を使って説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
物
理
Ｂ

２ ３

基礎物理 B では熱力学の基礎事項を学びます。この科目
では、まず、熱の微視的な理解つまり「物資の構成要素（電
子や分子など）の乱雑な運動のエネルギーとして熱が理
解できること」を学びます。次に、これを踏まえて、熱
や仕事などエネルギーの巨視的な理解、特に熱力学第一
法則を学びます。熱力学は、専門科目においてエンジン
燃料の燃焼効率、発電機や電池の発電効率などを考える
際の基礎となる重要な科目です。なお、熱力学の内容には、
力学の考え方を応用して理解するものが随所に出てきま
す。熱力学を学ぶ前に力学を学んでおくことが必要です。

熱力学第１法則を説明できる。 25 25

気体分子の熱運動で、内部エネルギー、熱、圧力、絶対温度などの
物理量を説明できる。 25 25

熱と温度の違いを説明できる。 25 25

p-V グラフと仕事の関係を説明できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

化
学
１

２ １
物質の構成要素である原子、分子そのものやそれらが集
団になったときに現れる基本的な性質と挙動について学
ぶ。

物質の構成と結合を説明できる。 25 25

原子・分子の集合体としての気体・液体・固体の状態を説明できる。 25 25

溶液の濃度と性質との関係を説明できる。 25 25

化学反応の仕組みと熱の関係について説明できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

化
学
２

２ ２具体的な化学物質の特徴や化学反応について学ぶ。

酸・塩基の中和反応の仕組みを説明できる。 25 25

酸化還元反応を理解し，電池・電気分解の説明ができる。 25 25

元素の分類と代表的な無機物質の性質を説明できる。 25 25

代表的な有機化合物の性質を説明できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

工
学
基
礎
系

数
学
基
礎

２
１
［
２
］

高等学校の数学から大学の数学への橋渡しとして、三角
関数、指数関数、対数関数、集合と命題について学ぶ。

複素数の範囲で，２次方程式および高次方程式を解ける。 15 15

分数式の四則計算と部分分数分解ができる。  15 15

弧度法による一般角の三角関数を説明でき，加法定理を用いた計算
ができる。 30 30

指数法則および対数の性質を理解し，それを用いた計算ができる。 25 25

集合の共通部分と合併集合を理解し，公式を用いた要素の個数の計
算ができる。 15 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

解
析
学
１

２
１
［
２
］

1 変数関数の微分積分の基礎理論と基礎的な計算法につ
いて学ぶ。多くの演習を通じて、微分積分の計算に慣れ
るようにする。

導関数の基本公式 ( 定数倍・四則・合成関数 ) を説明できる。 15 15

べき関数，指数・対数関数，三角・逆三角関数の微分公式を説明でき，
初等関数を微分できる。 35 35

不定積分の意味および基本関数の不定積分公式を説明できる。 10 10

置換積分法と部分積分法を理解し，それらを応用できる。 20 20

定積分と不定積分の関係を理解し，基本的な定積分の計算ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

解
析
学
２

２
２
［
３
］

1 変数関数の微分積分の応用理論と発展的な計算法につ
いて学ぶ。多くの演習を通じて、微分積分の応用に慣れ
るようにする。

ライプニッツの公式を理解し，それを積の高階微分計算に応用でき
る。 10 10

ロピタルの定理およびテーラーの定理を理解し，それらを応用でき
る。 40 40

有理関数の不定積分を計算でき，無理関数等の積分に応用できる。 30 30

広義積分を説明でき，その計算ができる。 10 10

定積分の応用として，曲線の長さを計算できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
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科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

工
学
基
礎
系

解
析
学
３

２
３
［
４
］

解析学１、２を基にして、多変数関数 ( 主に２変数関数 )
の微分、積分法の基礎理論とその応用について学ぶ。

偏導関数の意味を理解し，初等関数の偏導関数を求めることができ
る。 15 15

２変数関数についての合成関数の微分公式 ( 連鎖律 ) を理解し，それ
を応用できる。 15 15

２変数関数の極値を調べることができる。 20 20

２重積分の意味と基本性質を説明でき，反復積分公式を使って２重
積分を計算できる。 35 35

変数変換公式を用いる２重積分の計算ができる。 15 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

常
微
分
方
程
式

２
４
［
５
］

解析学１, ２の基本事項を基にして、１変数関数の微分方
程式である常微分方程式の解法について学ぶ。

常微分方程式とその解の意味を説明できる。 10 10

基本的な微分方程式（変数分離形，同次形，１階線形，完全微分形）
が解ける。 40 40

斉次線形微分方程式の解の性質を説明できる。 10 10

定数係数斉次線形微分方程式が解ける。 20 20

２階非斉次線形微分方程式の特殊解の求めかたを理解し，それを応
用できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

力
学
１

２
１
［
２
］

物理学の一分野である力学の主な目的は「物体の運動を
知ること」だと⾔えます。
その理論体系には自然科学を応用する工学・情報学の考
え方の基礎が集約されています。
この力学 1 という科目の大きな目標は、

（１）ベクトルに基づいて、力の合成・分解を正確に理解
する

（２）微分積分に基づいて、運動方程式を解くことで物体
の運動が決定できることを学ぶ
の二つです。
この科目は、工学系の専門科目（例えば工業力学や構造
力学などの名称の科目）につながる重要な科目です。
なお、理系の大学生には「物事を理路整然と理解すること」
が必要になりますが、その理路整然とした理解を実行す
る具体例としても、力学は好都合です。

力の合成・分解をベクトルを使って説明できる。 20 20

基本的な力（重力、ばねの力、摩擦力）の法則を説明できる。 20 20

速度、加速度の定義を説明できる。 20 20

力学の 3 つの基本法則を説明できる。 20 20

放物運動の運動方程式を解き、その運動を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

力
学
２

２ ２

物理学の一分野である力学の主な目的は「物体の運動を
知ること」だと⾔えます。
その理論体系には自然科学を応用する工学・情報学の考
え方の基礎が集約されています。
この力学 2 という科目の大きな目標は、

（１）仕事、運動エネルギー、位置エネルギー、力学的エ
ネルギーを正しく理解する

（２）力学 1 よりも複雑な運動（特に単振動）を、運動方
程式を解いて理解する
の二つです。
なお、理系の大学生には「物事を理路整然と理解すること」
が必要になりますが、その理路整然とした理解を実行す
る具体例としても、力学は好都合です。

仕事の定義を説明できる。 20 20

力学的エネルギー保存則を説明できる。 20 20

単振動の運動方程式を解き、その運動を説明できる。 20 20

円運動と、慣性力としての遠心力を説明できる。 20 20

力のモーメントの定義を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

力
学
３

２ ３

物理学の一分野である力学の主な目的は「物体の運動を
知ること」だと⾔えます。
その理論体系には自然科学を応用する工学・情報学の考
え方の基礎が集約されています。
この力学 3 という科目の大きな目標は、

（１）力学 2 よりも高度なレベルでベクトルと微分積分を
使って、物体の運動（減衰・強制振動、振り子運動）を
理解する

（２）振動現象を基に理解できる波動現象の基礎事項を理
解する
の二つです。
なお、理系の大学生には「物事を理路整然と理解すること」
が必要になりますが、その理路整然とした理解を実行す
る具体例としても、力学は好都合です。

運動方程式に基づいて、減衰振動と強制振動を説明できる。 25 25

角運動量と力のモーメントの定義をベクトルの外積を使って説明で
きる。 25 25

単振り子の運動方程式を解き、その運動を説明できる。 25 25

波動の基本的な性質を説明できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
工
学
実
験

２ ４

実験によって再確認できるものが自然科学の対象である。
この実証主義はガリレオ以来のものである。工学の基礎
である物理学、化学の実験によって、実験の方法、意味
を修得する。物理学実験では基本的な物理量を測定し、
その意味について考える。化学実験では化学反応の本質、
物質の定量法について実験を通して理解する。

＜物理学実験＞

ボルダの振り子によって有効重力加速度の値，その誤差を計算でき
る。 10 10

熱の仕事当量の値を測定できる。 10 10

ニュートン・リングによって，レンズの曲率半径の値，その誤差を
計算できる。 10 10

電子の比電荷の値を測定できる。 10 10

パソコンを用いて実験データの基本的な処理・解析を行うことがで
きる。 10 10

＜化学実験＞

金属陽イオンの反応を理解し、反応式を書くことができる。 10 10

酸・塩基の中和反応と滴定曲線を理解し、電離平衡反応の解離定数
を計算できる。 10 10

酸化・還元反応の本質を理解し、反応式を書くことができる。 10 10

気体の発生・捕集の実験結果の解析において、気体の状態方程式を
使うことができる。 10 10

電気化学反応を化学反応式を用いて説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
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履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

工
学
基
礎
系

解
析
学
３

２
３
［
４
］

解析学１、２を基にして、多変数関数 ( 主に２変数関数 )
の微分、積分法の基礎理論とその応用について学ぶ。

偏導関数の意味を理解し，初等関数の偏導関数を求めることができ
る。 15 15

２変数関数についての合成関数の微分公式 ( 連鎖律 ) を理解し，それ
を応用できる。 15 15

２変数関数の極値を調べることができる。 20 20

２重積分の意味と基本性質を説明でき，反復積分公式を使って２重
積分を計算できる。 35 35

変数変換公式を用いる２重積分の計算ができる。 15 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

常
微
分
方
程
式

２
４
［
５
］

解析学１, ２の基本事項を基にして、１変数関数の微分方
程式である常微分方程式の解法について学ぶ。

常微分方程式とその解の意味を説明できる。 10 10

基本的な微分方程式（変数分離形，同次形，１階線形，完全微分形）
が解ける。 40 40

斉次線形微分方程式の解の性質を説明できる。 10 10

定数係数斉次線形微分方程式が解ける。 20 20

２階非斉次線形微分方程式の特殊解の求めかたを理解し，それを応
用できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

力
学
１

２
１
［
２
］

物理学の一分野である力学の主な目的は「物体の運動を
知ること」だと⾔えます。
その理論体系には自然科学を応用する工学・情報学の考
え方の基礎が集約されています。
この力学 1 という科目の大きな目標は、

（１）ベクトルに基づいて、力の合成・分解を正確に理解
する

（２）微分積分に基づいて、運動方程式を解くことで物体
の運動が決定できることを学ぶ
の二つです。
この科目は、工学系の専門科目（例えば工業力学や構造
力学などの名称の科目）につながる重要な科目です。
なお、理系の大学生には「物事を理路整然と理解すること」
が必要になりますが、その理路整然とした理解を実行す
る具体例としても、力学は好都合です。

力の合成・分解をベクトルを使って説明できる。 20 20

基本的な力（重力、ばねの力、摩擦力）の法則を説明できる。 20 20

速度、加速度の定義を説明できる。 20 20

力学の 3 つの基本法則を説明できる。 20 20

放物運動の運動方程式を解き、その運動を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

力
学
２

２ ２

物理学の一分野である力学の主な目的は「物体の運動を
知ること」だと⾔えます。
その理論体系には自然科学を応用する工学・情報学の考
え方の基礎が集約されています。
この力学 2 という科目の大きな目標は、

（１）仕事、運動エネルギー、位置エネルギー、力学的エ
ネルギーを正しく理解する

（２）力学 1 よりも複雑な運動（特に単振動）を、運動方
程式を解いて理解する
の二つです。
なお、理系の大学生には「物事を理路整然と理解すること」
が必要になりますが、その理路整然とした理解を実行す
る具体例としても、力学は好都合です。

仕事の定義を説明できる。 20 20

力学的エネルギー保存則を説明できる。 20 20

単振動の運動方程式を解き、その運動を説明できる。 20 20

円運動と、慣性力としての遠心力を説明できる。 20 20

力のモーメントの定義を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

力
学
３

２ ３

物理学の一分野である力学の主な目的は「物体の運動を
知ること」だと⾔えます。
その理論体系には自然科学を応用する工学・情報学の考
え方の基礎が集約されています。
この力学 3 という科目の大きな目標は、

（１）力学 2 よりも高度なレベルでベクトルと微分積分を
使って、物体の運動（減衰・強制振動、振り子運動）を
理解する

（２）振動現象を基に理解できる波動現象の基礎事項を理
解する
の二つです。
なお、理系の大学生には「物事を理路整然と理解すること」
が必要になりますが、その理路整然とした理解を実行す
る具体例としても、力学は好都合です。

運動方程式に基づいて、減衰振動と強制振動を説明できる。 25 25

角運動量と力のモーメントの定義をベクトルの外積を使って説明で
きる。 25 25

単振り子の運動方程式を解き、その運動を説明できる。 25 25

波動の基本的な性質を説明できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
工
学
実
験

２ ４

実験によって再確認できるものが自然科学の対象である。
この実証主義はガリレオ以来のものである。工学の基礎
である物理学、化学の実験によって、実験の方法、意味
を修得する。物理学実験では基本的な物理量を測定し、
その意味について考える。化学実験では化学反応の本質、
物質の定量法について実験を通して理解する。

＜物理学実験＞

ボルダの振り子によって有効重力加速度の値，その誤差を計算でき
る。 10 10

熱の仕事当量の値を測定できる。 10 10

ニュートン・リングによって，レンズの曲率半径の値，その誤差を
計算できる。 10 10

電子の比電荷の値を測定できる。 10 10

パソコンを用いて実験データの基本的な処理・解析を行うことがで
きる。 10 10

＜化学実験＞

金属陽イオンの反応を理解し、反応式を書くことができる。 10 10

酸・塩基の中和反応と滴定曲線を理解し、電離平衡反応の解離定数
を計算できる。 10 10

酸化・還元反応の本質を理解し、反応式を書くことができる。 10 10

気体の発生・捕集の実験結果の解析において、気体の状態方程式を
使うことができる。 10 10

電気化学反応を化学反応式を用いて説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

工
学
基
礎
系

電
気
電
子
数
学
１

２ １
電気電子工学を学ぶためには、基礎的な数学の理解が必
要である。このため、電気電子数学１、２が開講されて
いる。電気電子数学では高校の復習を兼ねた基礎的な項
目について学ぶ。

行列の和、差、積を求めることが出来る。 10 10

クラメル公式を用いて、連立１次方程式の解を求めることができる。 10 10

複素数の加減乗除が出来る。 10 10

三角関数の定義を理解し、基本公式を使い、合成演算が出来る。 20 20

複素数の直交表示、指数関数表示、極表示の相互変換が出来る。 20 20

指数関数、対数関数の定義を理解し、基本公式を使うことが出来る。 10 10

ベクトルの加減算、内積、外積を理解し、使うことが出来る。 10 10

関数の極限を求めることが出来る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
電
子
数
学
２

２ ２
電気電子数学１に続いて、電気電子数学２では、交流を
学ぶ上で不可欠な複素数とベクトル、および物理学の学
習には必須の微分積分の基礎を学ぶ。

微分の考え方を理解し、基本公式を応用して微分計算が出来る。 20 20

微分を応用し、関数の増減の判別が出来る。 10 10

積分の考え方を理解し、基本公式を応用して不定積分計算が出来る。 20 20

部分積分、置換積分等の手法を用いて不定積分計算が出来る。 10 10

定積分の考え方を理解し、定積分の計算が出来る。 20 20

１階線形微分方程式を解くことが出来る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

電
気
電
子
入
門
セ
ミ
ナ

１ １

電気電子工学科で学ぶ科目を知る。学科の主な就職先と
それらの職業に就くために必要な資格、勉強などを調べ
る。さらに簡単な電気工作を行う。
以上により、電気電子に興味を持たせ、学生生活のモチ
ベーションアップにつなげる。

電気電子工学科の教育目標と履修モデルを理解している 10 10

電気電子工学科の主な就職先、その職種に就くための資格、勉強、
スキルを調べることができる 30 30

上記で調べた内容をスライドにまとめ、発表できる。 30 30

簡単な電子工作を作製し、その動作を説明できる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
電
子
工
学
概
論

２ ２
電気電子工学とはいかなる学問で、将来電気技術者を目
指すために何を学べばよいか、実社会で電気電子工学が
どのように活かされているかの実例や先端技術について
紹介・解説を行う。

電気工学を学ぶ基礎知識を身につけている。 20 20

電気の基本理論を使った簡単な実験ができる。 30 30

製品と対象として電気の具体的な応用例を説明できる。 20 20

実験結果と応用例をレポートにまとめることができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 40 0 30 30 0 0 100

電
気
回
路
１

２
１
［
２
］

電気回路の基礎である直流回路及び交流の基礎について
学ぶ。

キルヒホッフの法則や網目電流法を用いて回路に流れる電流を求め
ることができる。 30 30

テブナンの定理を使って回路を解くことができる。 20 20

交流の電流・電圧を瞬時値、複素数、フェーザで表わすことができる。 30 30

インダクタンスとキャパシタンスとインピーダンスの関係を表すこ
とができる。 10 10

回路の合成インピーダンスを複素数で表すことができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
回
路
２

２
２
［
３
］

電気回路 1 の後を受けて、定常状態の交流回路の解析方
法を学ぶ。

キルヒホッフ則や網目電流法により回路電流を求めることができる。 30 30

重ねの理やテブナンの定理を用いて回路電流を求めることができる。 20 20

変圧器結合回路の動作を説明できる。 15 15

共振回路の動作を説明できる。 15 15

対称三相交流の線間電圧・線電流を求めることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
回
路
３

２ ３電気回路１、２の後を受けて、回路の過渡現象について
学ぶ。

定数係数微分方程式を解くことができる。 25 25

基本回路の過渡現象を微分方程式を解いて説明できる。 20 20

初等関数のラプラス変換ができる。 20 20

部分分数分解を用いたラプラス逆変換ができる。 10 10

基本回路の過渡現象をラプラス変換を用いて解くことができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

工
学
基
礎
系

電
気
電
子
数
学
１

２ １
電気電子工学を学ぶためには、基礎的な数学の理解が必
要である。このため、電気電子数学１、２が開講されて
いる。電気電子数学では高校の復習を兼ねた基礎的な項
目について学ぶ。

行列の和、差、積を求めることが出来る。 10 10

クラメル公式を用いて、連立１次方程式の解を求めることができる。 10 10

複素数の加減乗除が出来る。 10 10

三角関数の定義を理解し、基本公式を使い、合成演算が出来る。 20 20

複素数の直交表示、指数関数表示、極表示の相互変換が出来る。 20 20

指数関数、対数関数の定義を理解し、基本公式を使うことが出来る。 10 10

ベクトルの加減算、内積、外積を理解し、使うことが出来る。 10 10

関数の極限を求めることが出来る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
電
子
数
学
２

２ ２
電気電子数学１に続いて、電気電子数学２では、交流を
学ぶ上で不可欠な複素数とベクトル、および物理学の学
習には必須の微分積分の基礎を学ぶ。

微分の考え方を理解し、基本公式を応用して微分計算が出来る。 20 20

微分を応用し、関数の増減の判別が出来る。 10 10

積分の考え方を理解し、基本公式を応用して不定積分計算が出来る。 20 20

部分積分、置換積分等の手法を用いて不定積分計算が出来る。 10 10

定積分の考え方を理解し、定積分の計算が出来る。 20 20

１階線形微分方程式を解くことが出来る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

電
気
電
子
入
門
セ
ミ
ナ

１ １

電気電子工学科で学ぶ科目を知る。学科の主な就職先と
それらの職業に就くために必要な資格、勉強などを調べ
る。さらに簡単な電気工作を行う。
以上により、電気電子に興味を持たせ、学生生活のモチ
ベーションアップにつなげる。

電気電子工学科の教育目標と履修モデルを理解している 10 10

電気電子工学科の主な就職先、その職種に就くための資格、勉強、
スキルを調べることができる 30 30

上記で調べた内容をスライドにまとめ、発表できる。 30 30

簡単な電子工作を作製し、その動作を説明できる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
電
子
工
学
概
論

２ ２
電気電子工学とはいかなる学問で、将来電気技術者を目
指すために何を学べばよいか、実社会で電気電子工学が
どのように活かされているかの実例や先端技術について
紹介・解説を行う。

電気工学を学ぶ基礎知識を身につけている。 20 20

電気の基本理論を使った簡単な実験ができる。 30 30

製品と対象として電気の具体的な応用例を説明できる。 20 20

実験結果と応用例をレポートにまとめることができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 40 0 30 30 0 0 100

電
気
回
路
１

２
１
［
２
］

電気回路の基礎である直流回路及び交流の基礎について
学ぶ。

キルヒホッフの法則や網目電流法を用いて回路に流れる電流を求め
ることができる。 30 30

テブナンの定理を使って回路を解くことができる。 20 20

交流の電流・電圧を瞬時値、複素数、フェーザで表わすことができる。 30 30

インダクタンスとキャパシタンスとインピーダンスの関係を表すこ
とができる。 10 10

回路の合成インピーダンスを複素数で表すことができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
回
路
２

２
２
［
３
］

電気回路 1 の後を受けて、定常状態の交流回路の解析方
法を学ぶ。

キルヒホッフ則や網目電流法により回路電流を求めることができる。 30 30

重ねの理やテブナンの定理を用いて回路電流を求めることができる。 20 20

変圧器結合回路の動作を説明できる。 15 15

共振回路の動作を説明できる。 15 15

対称三相交流の線間電圧・線電流を求めることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
回
路
３

２ ３電気回路１、２の後を受けて、回路の過渡現象について
学ぶ。

定数係数微分方程式を解くことができる。 25 25

基本回路の過渡現象を微分方程式を解いて説明できる。 20 20

初等関数のラプラス変換ができる。 20 20

部分分数分解を用いたラプラス逆変換ができる。 10 10

基本回路の過渡現象をラプラス変換を用いて解くことができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

電
気
回
路
４

２ ４電気回路１～３の後を受けて、ひずみ波交流及び分布定
数回路について学ぶ。

矩形波や三角波などの波形をフーリエ級数展開できる。 30 30

ひずみ波交流の実効値や電力を求めることができる 15 15

分布定数回路の基礎方程式や特性インピーダンスを説明できる。 25 25

各種伝送線路の特徴を説明できる。 15 15

伝送線路における反射や定在波を説明できる。 15 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
回
路
演
習

２ ６電気回路 1、２の内容を演習によって復習し、体得する。

インピーダンスを複素数で表して、回路を解くことができる。 5 15 20

閉路方程式を用いて回路を解くことができる。 5 20 25

交流のブリッジ回路の平衡条件を導くことができる。 5 10 15

共振条件を求めることができる。 5 15 20

対称三相交流の線間電圧・線電流を求めることができる。 5 15 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 25 0 75 0 0 0 100

電
気
磁
気
学
１

２
２
［
３
］

電気磁気学の主要な概念から応用への基礎を、身近な電
気磁気現象から実用的な応用等を参照しながら、主に静
電気に関係する内容を学習する。

クーロンの法則を説明できる。 30 30

電界と電位の概念が説明できる。 30 30

ガウスの法則が説明できる。 30 30

静電界のエネルギーが説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
磁
気
学
２

２
３
［
４
］

身近な電気磁気現象から実用的な応用等を参照しながら、
主に電流と磁界およびそれらの相互作用について学習す
る。

電流の作る磁界をアンペアの法則により説明できる。 30 30

磁界中の電流に働く電磁力をフレミングの左手の法則により説明で
きる。 20 20

電磁誘導による起電力をファラデーの法則から説明できる。 30 30

磁界中を運動する導体に生じる起電力をフレミングの右手の法則に
より説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
磁
気
学
３

２ ４
身近な電気磁気現象から実用的な応用等を参照しながら、
主に電流と磁界およびそれらの相互作用について学習す
る。

誘電体の分極を説明できる。 30 30

コンデンサに用いる誘電体の働きを説明できる。 30 30

磁性体の磁化と透磁率の関係を説明できる。 30 30

変位電流と電磁波の関係を説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
磁
気
学
演
習

２ ６電気磁気学１、２、３の内容を十分に理解するため演習
を行う。

クーロンの法則を用いて電荷間の力を求めることができる。 5 15 20

与えられた電荷分布から電界と電位を計算できる。 5 15 20

直線電流が周囲につくる磁界を計算できる。 5 15 20

平行な直線電流間に作用する力を計算できる。 5 15 20

電磁誘導の法則を用いて起電力を求めることができる。 5 15 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 25 0 75 0 0 0 100

電
子
回
路
１

２
３
［
４
］

この科目では電子回路の基礎であるトランジスタ増幅回
路について学ぶ。

電子回路と電気回路の相違がわかる。 30 30

トランジスタと FET について説明できる。 40 40

トランジスタを用いた基本的な増幅回路がわかる。 20 20

オペアンプの基本的な動作を説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
子
回
路
２

２
４
［
５
］

電子回路 1 に続いて、代表的な電子回路について学習す
る。

基本的な電力増幅回路の説明ができる。 20 20

高周波増幅回路の留意点がわかる。 20 20

基本的な発振回路の原理を説明できる。 20 20

変調・復調の原理がわかる。 10 10

簡単な電源回路の設計ができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

電
気
回
路
４

２ ４電気回路１～３の後を受けて、ひずみ波交流及び分布定
数回路について学ぶ。

矩形波や三角波などの波形をフーリエ級数展開できる。 30 30

ひずみ波交流の実効値や電力を求めることができる 15 15

分布定数回路の基礎方程式や特性インピーダンスを説明できる。 25 25

各種伝送線路の特徴を説明できる。 15 15

伝送線路における反射や定在波を説明できる。 15 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
回
路
演
習

２ ６電気回路 1、２の内容を演習によって復習し、体得する。

インピーダンスを複素数で表して、回路を解くことができる。 5 15 20

閉路方程式を用いて回路を解くことができる。 5 20 25

交流のブリッジ回路の平衡条件を導くことができる。 5 10 15

共振条件を求めることができる。 5 15 20

対称三相交流の線間電圧・線電流を求めることができる。 5 15 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 25 0 75 0 0 0 100

電
気
磁
気
学
１

２
２
［
３
］

電気磁気学の主要な概念から応用への基礎を、身近な電
気磁気現象から実用的な応用等を参照しながら、主に静
電気に関係する内容を学習する。

クーロンの法則を説明できる。 30 30

電界と電位の概念が説明できる。 30 30

ガウスの法則が説明できる。 30 30

静電界のエネルギーが説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
磁
気
学
２

２
３
［
４
］

身近な電気磁気現象から実用的な応用等を参照しながら、
主に電流と磁界およびそれらの相互作用について学習す
る。

電流の作る磁界をアンペアの法則により説明できる。 30 30

磁界中の電流に働く電磁力をフレミングの左手の法則により説明で
きる。 20 20

電磁誘導による起電力をファラデーの法則から説明できる。 30 30

磁界中を運動する導体に生じる起電力をフレミングの右手の法則に
より説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
磁
気
学
３

２ ４
身近な電気磁気現象から実用的な応用等を参照しながら、
主に電流と磁界およびそれらの相互作用について学習す
る。

誘電体の分極を説明できる。 30 30

コンデンサに用いる誘電体の働きを説明できる。 30 30

磁性体の磁化と透磁率の関係を説明できる。 30 30

変位電流と電磁波の関係を説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
磁
気
学
演
習

２ ６電気磁気学１、２、３の内容を十分に理解するため演習
を行う。

クーロンの法則を用いて電荷間の力を求めることができる。 5 15 20

与えられた電荷分布から電界と電位を計算できる。 5 15 20

直線電流が周囲につくる磁界を計算できる。 5 15 20

平行な直線電流間に作用する力を計算できる。 5 15 20

電磁誘導の法則を用いて起電力を求めることができる。 5 15 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 25 0 75 0 0 0 100

電
子
回
路
１

２
３
［
４
］

この科目では電子回路の基礎であるトランジスタ増幅回
路について学ぶ。

電子回路と電気回路の相違がわかる。 30 30

トランジスタと FET について説明できる。 40 40

トランジスタを用いた基本的な増幅回路がわかる。 20 20

オペアンプの基本的な動作を説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
子
回
路
２

２
４
［
５
］

電子回路 1 に続いて、代表的な電子回路について学習す
る。

基本的な電力増幅回路の説明ができる。 20 20

高周波増幅回路の留意点がわかる。 20 20

基本的な発振回路の原理を説明できる。 20 20

変調・復調の原理がわかる。 10 10

簡単な電源回路の設計ができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

電
子
回
路
３

２ ５高周波機器や通信機器に用いられている電子回路技術を
中心に、無線通信や装置についても学ぶ。

通信技術の基礎がわかる。 20 20

電波伝搬について説明できる。 20 20

無線装置の基礎がわかる。 20 20

分布定数回路やアンテナについての基礎がわかる。 20 20

ノイズ、フィルタなどの概要がわかる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
子
回
路
演
習

２ ６電子回路１～３の内容を演習問題を中心に学ぶことによ
り、電子回路の総復習を行う。

ダイオード、トランジスタ、FET の構造と動作原理を説明できる。 5 15 20

トランジスタ増幅回路の計算ができる。 5 15 20

差動増幅回路、演算増幅器、電力増幅回路の動作を説明できる。 5 15 20

変調・復調回路の種類とその動作を説明できる。 5 15 20

電源回路の種類とその動作を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 20

授業科目の貢献度 25 75 100

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
１

２
１
［
２
］

C ⾔語の基礎知識をプログラミング演習を通して学習す
るとともに、コンピュータの動作と人間の思考の橋渡し
であるプログラム⾔語の重要性を学ぶ。

変数の利用と scanf 関数、printf 関数による入出力ができる。 25 25

if 文、switch-case 文による分岐処理ができる。 25 25

for 文 , while 文による繰り返し処理ができる。 25 25

配列を利用した処理ができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
２

２ ２
C ⾔語の応用知識をプログラミング演習を通して学習す
るとともに、コンピュータの動作と人間の思考の橋渡し
であるプログラム⾔語の重要性を学ぶ。

標準関数を扱うことができる。 25 25

簡単なユーザ関数を作ることができる。 25 25

ファイル操作ができる 25 25

構造体の使い方がわかる 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
電
子
工
学
実
験
１

２ ３
電気電子工学に関する基礎的な実験を行う。この授業を
通して、電気工学実験の基礎的な技術とともに、実験を
行う上での安全を含めた一般的な心構えを身につけ、ま
たレポートの書き方を習得する。

テスタとオシロスコープを使用できる。 20 20

感電についての知識を持ち，安全に行動できる。 20 20

ブリッジ回路を説明できる。 20 20

データを図および表を活用してまとめることができる。 20 20

ダイオードの基本特性と，整流回路を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

電
気
電
子
工
学
実
験
２

２ ４電気電子工学に関する基礎的な実験を行う。実験テーマ
は電気回路、電子回路、電子情報に大別される。

抵抗，コイル，コンデンサの働きを説明できる。 20 20

ホール効果の原理とトランジスタの動作特性を説明できる。 20 20

ディジタルＩＣの基本ゲート素子の働きを説明できる。 20 20

デジタルオシロスコープで電圧の変化を測定することができる。 20 20

Excel を使って電圧・電流波形から電力計算をすることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

電
気
電
子
工
学
実
験
３

２ ５

学生個人もしくはグループで、それぞれが自由度の高い
テーマに対して，システム開発の各工程（要求分析、仕
様策定、実装、試験）の一連のプロセスを体験し、ハー
ドウェアの観点から「ものづくり」の楽しさを体感しな
がら、卒業研究を遂行するにあたって必要な実力を身に
つける。

マイコンを用いてモータなどをコントロールすることができる。 25 25

マイコンを用いてセンサーなどからの情報を収集できる。 25 25

マイコンによって動作するセンサーやモータを組み合わせた作品を
仕上げることができる。 25 25

成果を口頭によるプレゼンテーションで的確に伝えることができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 25 0 25 100

電
気
電
子
工
学
実
験
４

２ ６
電気電子工学実験１、２に続いて、さらに専門的な実験
を行う。実験テーマはパワーエレクトロニクス。ディジ
タル計測。高周波測定に大別される。

半波整流回路、全波整流回路の動作原理を説明することができる。 15 15

インバータの動作原理（ＡＣモータ駆動を含む）が理解できる。 20 20

リレーシーケンス制御の基本回路が理解できる。 15 15

シーケンサの制御プログラミングが作成できる。 15 15

スペクトラムアナライザを用いて信号の変化を測定することができ
る。 15 15

ネットワークアナライザを用いて各高周波回路の S パラメータを測
定することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

電
子
回
路
３

２ ５高周波機器や通信機器に用いられている電子回路技術を
中心に、無線通信や装置についても学ぶ。

通信技術の基礎がわかる。 20 20

電波伝搬について説明できる。 20 20

無線装置の基礎がわかる。 20 20

分布定数回路やアンテナについての基礎がわかる。 20 20

ノイズ、フィルタなどの概要がわかる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
子
回
路
演
習

２ ６電子回路１～３の内容を演習問題を中心に学ぶことによ
り、電子回路の総復習を行う。

ダイオード、トランジスタ、FET の構造と動作原理を説明できる。 5 15 20

トランジスタ増幅回路の計算ができる。 5 15 20

差動増幅回路、演算増幅器、電力増幅回路の動作を説明できる。 5 15 20

変調・復調回路の種類とその動作を説明できる。 5 15 20

電源回路の種類とその動作を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 20

授業科目の貢献度 25 75 100

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
１

２
１
［
２
］

C ⾔語の基礎知識をプログラミング演習を通して学習す
るとともに、コンピュータの動作と人間の思考の橋渡し
であるプログラム⾔語の重要性を学ぶ。

変数の利用と scanf 関数、printf 関数による入出力ができる。 25 25

if 文、switch-case 文による分岐処理ができる。 25 25

for 文 , while 文による繰り返し処理ができる。 25 25

配列を利用した処理ができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
２

２ ２
C ⾔語の応用知識をプログラミング演習を通して学習す
るとともに、コンピュータの動作と人間の思考の橋渡し
であるプログラム⾔語の重要性を学ぶ。

標準関数を扱うことができる。 25 25

簡単なユーザ関数を作ることができる。 25 25

ファイル操作ができる 25 25

構造体の使い方がわかる 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
電
子
工
学
実
験
１

２ ３
電気電子工学に関する基礎的な実験を行う。この授業を
通して、電気工学実験の基礎的な技術とともに、実験を
行う上での安全を含めた一般的な心構えを身につけ、ま
たレポートの書き方を習得する。

テスタとオシロスコープを使用できる。 20 20

感電についての知識を持ち，安全に行動できる。 20 20

ブリッジ回路を説明できる。 20 20

データを図および表を活用してまとめることができる。 20 20

ダイオードの基本特性と，整流回路を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

電
気
電
子
工
学
実
験
２

２ ４電気電子工学に関する基礎的な実験を行う。実験テーマ
は電気回路、電子回路、電子情報に大別される。

抵抗，コイル，コンデンサの働きを説明できる。 20 20

ホール効果の原理とトランジスタの動作特性を説明できる。 20 20

ディジタルＩＣの基本ゲート素子の働きを説明できる。 20 20

デジタルオシロスコープで電圧の変化を測定することができる。 20 20

Excel を使って電圧・電流波形から電力計算をすることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

電
気
電
子
工
学
実
験
３

２ ５

学生個人もしくはグループで、それぞれが自由度の高い
テーマに対して，システム開発の各工程（要求分析、仕
様策定、実装、試験）の一連のプロセスを体験し、ハー
ドウェアの観点から「ものづくり」の楽しさを体感しな
がら、卒業研究を遂行するにあたって必要な実力を身に
つける。

マイコンを用いてモータなどをコントロールすることができる。 25 25

マイコンを用いてセンサーなどからの情報を収集できる。 25 25

マイコンによって動作するセンサーやモータを組み合わせた作品を
仕上げることができる。 25 25

成果を口頭によるプレゼンテーションで的確に伝えることができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 25 0 25 100

電
気
電
子
工
学
実
験
４

２ ６
電気電子工学実験１、２に続いて、さらに専門的な実験
を行う。実験テーマはパワーエレクトロニクス。ディジ
タル計測。高周波測定に大別される。

半波整流回路、全波整流回路の動作原理を説明することができる。 15 15

インバータの動作原理（ＡＣモータ駆動を含む）が理解できる。 20 20

リレーシーケンス制御の基本回路が理解できる。 15 15

シーケンサの制御プログラミングが作成できる。 15 15

スペクトラムアナライザを用いて信号の変化を測定することができ
る。 15 15

ネットワークアナライザを用いて各高周波回路の S パラメータを測
定することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

電
気
電
子
計
測

２ ４諸物理量の測定原理と測定計器の取り扱いなど電気電子
計測の基礎的な事項を学ぶ。

標準偏差と測定値分布の関係を説明できる。 20 20

最小 2 乗法を用いて測定データを統計処理できる。 20 20

指示電気計器の特徴を説明できる。 20 20

電圧・電流測定の原理を説明できる。 20 20

インピーダンス測定の原理を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
工
学

２ ３

ハードウエアの観点から、コンピュータの仕組みと動作
原理を理解する。コンピュータの動作を理解するのに必
要となる２進論理関数を解説する。その後、コンピュー
タはどのような論理回路を用いて、どのような手段で演
算が行なわれているかの解説をする。また、コンピュー
タのハードウエアについても紹介する。

コンピュータの構造が説明できる。 25 25

論理式から論理回路が描ける。 25 25

カルノー図を使って論理式の簡単化ができる。 25 25

CPU の基本構成が説明できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
電
子
Ｃ
Ａ
Ｅ

２ ６ＣＡＥソフトを用いて、電子回路、電磁気、熱などのシミュ
レーション技術を学習する。

ＣＡＥの概要がかわり、利点・欠点が説明できる。 30 30

ＣＡＥを用いて回路や電磁気解析ができる。 40 40

ＣＡＥを用いて熱・電流の解析ができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

展
開
科
目

電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
系

電
気
法
規

２ ５
電気主任技術者として必要なエネルギー情勢と電気事業
の現状についての認識を深め、電気事業法を中心に電気
関係法令と電力施設の管理に必要な基礎的事項について
学習する。

電気法規の変遷を理解し，電気法規の体系と必要性について説明で
きる。 20 20

電気保安規制の概要について説明できる。 15 15

他の電気関係法規について概要が説明できる。 15 15

主要な技術基準及び標準規格の概要について説明できる。 15 15

エネルギー情勢の概要について説明できる。 15 15

電力需要の概要について説明できる。 10 10

電気施設管理について説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
生
工
学

２ ３
水力発電、火力発電，原子力発電で、従来型の発電シス
テムを学び、それを基に地球環境に優しい太陽光発電、
風力発電、バイオマス発電などの再生可能エネルギーに
ついても詳しく学習する。

エネルギー問題の重要性が理解できる。 25 25

水力発電，火力発電，原子力発電のシステム構成を説明できる。 25 25

再生可能エネルギーを用いた新発電システムの重要性が理解できる。 25 25

太陽光発電，風力発電システムの概要を理解できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

エ
ネ
ル
ギ
ー
変
換
工
学
１

２ ４直流機および変圧器の原理を理解し、直流電動機の速度
制御法と変圧器の等価回路について学習する。

直流発電機の仕組みを理解できる。 25 25

直流電動機の仕組みを理解できる。 25 25

直流電動機の速度制御法を理解できる。 25 25

変圧器の仕組みを理解できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

エ
ネ
ル
ギ
ー
変
換
工
学
２

２ ５産業界で広く応用されている誘導電動機および同期発電
機の基礎について学ぶ。

三相交流の原理を理解できる。 25 25

回転磁界の原理を理解できる。 25 25

誘導機の原理、構造を理解できる。 25 25

同期機の原理、構造を理解できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

エ
ネ
ル
ギ
ー
伝
送
工
学

２ ６現代社会の生命線である電気エネルギーの安定供給に関
する送電・配電技術について学習する。

交流送電方式と直流送電方式の特徴について説明できる。 15 15

単相 2 線式線路と三相 3 線式線路の比較ができる。 15 15

架空送電線路と地中送電線路の特徴について説明できる。 15 15

配電設備の概要について説明できる。 15 15

系統の定態安定度と過渡安定度を説明できる。 15 15

有効電力と周波数、無効電力と電圧の関係を説明できる。 15 15

電力系統の保護の考え方について説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

電
気
電
子
計
測

２ ４諸物理量の測定原理と測定計器の取り扱いなど電気電子
計測の基礎的な事項を学ぶ。

標準偏差と測定値分布の関係を説明できる。 20 20

最小 2 乗法を用いて測定データを統計処理できる。 20 20

指示電気計器の特徴を説明できる。 20 20

電圧・電流測定の原理を説明できる。 20 20

インピーダンス測定の原理を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
工
学

２ ３

ハードウエアの観点から、コンピュータの仕組みと動作
原理を理解する。コンピュータの動作を理解するのに必
要となる２進論理関数を解説する。その後、コンピュー
タはどのような論理回路を用いて、どのような手段で演
算が行なわれているかの解説をする。また、コンピュー
タのハードウエアについても紹介する。

コンピュータの構造が説明できる。 25 25

論理式から論理回路が描ける。 25 25

カルノー図を使って論理式の簡単化ができる。 25 25

CPU の基本構成が説明できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
気
電
子
Ｃ
Ａ
Ｅ

２ ６ＣＡＥソフトを用いて、電子回路、電磁気、熱などのシミュ
レーション技術を学習する。

ＣＡＥの概要がかわり、利点・欠点が説明できる。 30 30

ＣＡＥを用いて回路や電磁気解析ができる。 40 40

ＣＡＥを用いて熱・電流の解析ができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

展
開
科
目

電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
系

電
気
法
規

２ ５
電気主任技術者として必要なエネルギー情勢と電気事業
の現状についての認識を深め、電気事業法を中心に電気
関係法令と電力施設の管理に必要な基礎的事項について
学習する。

電気法規の変遷を理解し，電気法規の体系と必要性について説明で
きる。 20 20

電気保安規制の概要について説明できる。 15 15

他の電気関係法規について概要が説明できる。 15 15

主要な技術基準及び標準規格の概要について説明できる。 15 15

エネルギー情勢の概要について説明できる。 15 15

電力需要の概要について説明できる。 10 10

電気施設管理について説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
生
工
学

２ ３
水力発電、火力発電，原子力発電で、従来型の発電シス
テムを学び、それを基に地球環境に優しい太陽光発電、
風力発電、バイオマス発電などの再生可能エネルギーに
ついても詳しく学習する。

エネルギー問題の重要性が理解できる。 25 25

水力発電，火力発電，原子力発電のシステム構成を説明できる。 25 25

再生可能エネルギーを用いた新発電システムの重要性が理解できる。 25 25

太陽光発電，風力発電システムの概要を理解できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

エ
ネ
ル
ギ
ー
変
換
工
学
１

２ ４直流機および変圧器の原理を理解し、直流電動機の速度
制御法と変圧器の等価回路について学習する。

直流発電機の仕組みを理解できる。 25 25

直流電動機の仕組みを理解できる。 25 25

直流電動機の速度制御法を理解できる。 25 25

変圧器の仕組みを理解できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

エ
ネ
ル
ギ
ー
変
換
工
学
２

２ ５産業界で広く応用されている誘導電動機および同期発電
機の基礎について学ぶ。

三相交流の原理を理解できる。 25 25

回転磁界の原理を理解できる。 25 25

誘導機の原理、構造を理解できる。 25 25

同期機の原理、構造を理解できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

エ
ネ
ル
ギ
ー
伝
送
工
学

２ ６現代社会の生命線である電気エネルギーの安定供給に関
する送電・配電技術について学習する。

交流送電方式と直流送電方式の特徴について説明できる。 15 15

単相 2 線式線路と三相 3 線式線路の比較ができる。 15 15

架空送電線路と地中送電線路の特徴について説明できる。 15 15

配電設備の概要について説明できる。 15 15

系統の定態安定度と過渡安定度を説明できる。 15 15

有効電力と周波数、無効電力と電圧の関係を説明できる。 15 15

電力系統の保護の考え方について説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

専
門
科
目
群

展
開
科
目

電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
系

パ
ワ
ー
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス

２ ６
パワー素子の基礎、整流回路の原理、直流出力の求め方、
三相ブリッジの動作原理、インバータの基本原理までの
パワーエレクトロニクスの基礎について学習する。

種々のパワー素子の特性が理解できる。 20 20

半波整流回路，全波整流回路の原理と違いが説明できる。 20 20

半波整流回路，全波整流回路の直流平均出力電圧が計算できる。 20 20

三相ブリッジの動作原理が理解できる。 20 20

インバータの基本動作原理が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

電
気
設
備

２ ６

日々私たちが使っている電気は、発電所で生まれた後、
送電設備により、工場やビルの需要家に届けられる。本
科目では、これら需要家側電気設備の概要を学ぶ。主な
内容としては、(1) 電源供給設備 ( 受配電設備、自家発電
設備など )、(2) 負荷設備 ( 昇降機、照明、空調 )、(3) 情
報通信インフラ、(4) 安全・法規である。

電源供給設備・負荷設備・情報通信設備の概要を把握する。 40 40

電気設備の施工管理の手順を知る。 30 30

保護継電器の種類を把握し、保護協調の基本を習得する。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

高
周
波
工
学

２ ７

集中定数回路と分布定数回路の違いを説明できる。 15 5 20

インピーダンスマッチングと特性インピーダンスについて説明でき
る。 15 5 20

S パラメータの意味を理解し、スミスチャートを使うことができる 15 5 20

各種伝送線路の形状と高周波伝送について説明できる 15 5 20

高周波部品の種類とその特性について説明できる 15 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 75 25 0 0 0 100

高
電
圧
工
学

２ ７高電圧下における気体などの放電現象を理解し、高電圧
の発生・測定方法や電力機器の特性を理解する。

放電現象の基礎課程を理解できる。 20 20

気体の放電理論や雷放電・遮蔽理論などについて理解できる。 20 20

液体・気体・複合誘電体の放電現象について理解できる。 20 20

高電圧の発生方法や測定方法を理解できる。 20 20

高電圧機器の役割や特性について説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
子
制
御
系

デ
ィ
ジ
タ
ル
回
路

２ ４電子回路のパルス応答、ディジタル回路の基礎、ゲート
回路などについて学ぶ。

RC 回路の広域遮断周波数。低域遮断周波数を算出できる。 15 15

RC、RL 回路の時定数を算出できる。 15 15

ダイオードの静特性とスイッチ動作を説明できる。 15 15

バイポーラトランジスタのスイッチ動作を説明できる。 15 15

ユニポーラトランジスタのスイッチ動作を説明できる。 15 15

マルチバイブレータの原理を説明できる。 15 15

論理回路の基本（ＮＯＴ，ＯＲ，ＡＮＤ，ＮＯＲ，ＮＡＮＤ）を説
明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

基
礎
制
御
工
学

２ ５自動制御に関する基礎知識を整理したうえで、線形フィー
ドバック制御理論の基礎的事項を中心に概説する。

シーケンス制御ならびにフィードバック制御の特徴が説明できる 20 20

基本的な電気系・機械系システムの伝達関数を導ける 20 20

ラプラス変換を使って簡単なシステムの時間応答を導出できる 20 20

１次遅れ要素の単位ステップ応答の特徴が説明できる 20 20

基本的な伝達関数のボード線図を描画できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

応
用
制
御
工
学

２ ６
フィードバック制御は、PID 制御などの自動制御（古典
制御）に続き現代制御やアドバンスド制御などが展開さ
れている。そこで、本講義では各制御系の特徴について
基礎的事項から応用事例を交えて概説する。

各制御の特徴が説明できる 40 40

基本的な電気系・機械系システムの状態方程式表現を導ける 30 30

状態方程式から伝達関数を導出できる 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 40 60 0 0 0 0 100

デ
ィ
ジ
タ
ル
信
号
処
理

２ ５力、圧力、温度、電圧など時間的に変化する量の雑音除
去などの基本的な信号処理の方法について学ぶ。

信号の移動平均化法が説明できる。 25 25

相関関数を説明できる。 25 25

フーリエ級数展開を説明できる。 25 25

フーリエ変換を説明できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

専
門
科
目
群

展
開
科
目

電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
系

パ
ワ
ー
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス

２ ６
パワー素子の基礎、整流回路の原理、直流出力の求め方、
三相ブリッジの動作原理、インバータの基本原理までの
パワーエレクトロニクスの基礎について学習する。

種々のパワー素子の特性が理解できる。 20 20

半波整流回路，全波整流回路の原理と違いが説明できる。 20 20

半波整流回路，全波整流回路の直流平均出力電圧が計算できる。 20 20

三相ブリッジの動作原理が理解できる。 20 20

インバータの基本動作原理が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

電
気
設
備

２ ６

日々私たちが使っている電気は、発電所で生まれた後、
送電設備により、工場やビルの需要家に届けられる。本
科目では、これら需要家側電気設備の概要を学ぶ。主な
内容としては、(1) 電源供給設備 ( 受配電設備、自家発電
設備など )、(2) 負荷設備 ( 昇降機、照明、空調 )、(3) 情
報通信インフラ、(4) 安全・法規である。

電源供給設備・負荷設備・情報通信設備の概要を把握する。 40 40

電気設備の施工管理の手順を知る。 30 30

保護継電器の種類を把握し、保護協調の基本を習得する。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

高
周
波
工
学

２ ７

集中定数回路と分布定数回路の違いを説明できる。 15 5 20

インピーダンスマッチングと特性インピーダンスについて説明でき
る。 15 5 20

S パラメータの意味を理解し、スミスチャートを使うことができる 15 5 20

各種伝送線路の形状と高周波伝送について説明できる 15 5 20

高周波部品の種類とその特性について説明できる 15 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 75 25 0 0 0 100

高
電
圧
工
学

２ ７高電圧下における気体などの放電現象を理解し、高電圧
の発生・測定方法や電力機器の特性を理解する。

放電現象の基礎課程を理解できる。 20 20

気体の放電理論や雷放電・遮蔽理論などについて理解できる。 20 20

液体・気体・複合誘電体の放電現象について理解できる。 20 20

高電圧の発生方法や測定方法を理解できる。 20 20

高電圧機器の役割や特性について説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

電
子
制
御
系

デ
ィ
ジ
タ
ル
回
路

２ ４電子回路のパルス応答、ディジタル回路の基礎、ゲート
回路などについて学ぶ。

RC 回路の広域遮断周波数。低域遮断周波数を算出できる。 15 15

RC、RL 回路の時定数を算出できる。 15 15

ダイオードの静特性とスイッチ動作を説明できる。 15 15

バイポーラトランジスタのスイッチ動作を説明できる。 15 15

ユニポーラトランジスタのスイッチ動作を説明できる。 15 15

マルチバイブレータの原理を説明できる。 15 15

論理回路の基本（ＮＯＴ，ＯＲ，ＡＮＤ，ＮＯＲ，ＮＡＮＤ）を説
明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

基
礎
制
御
工
学

２ ５自動制御に関する基礎知識を整理したうえで、線形フィー
ドバック制御理論の基礎的事項を中心に概説する。

シーケンス制御ならびにフィードバック制御の特徴が説明できる 20 20

基本的な電気系・機械系システムの伝達関数を導ける 20 20

ラプラス変換を使って簡単なシステムの時間応答を導出できる 20 20

１次遅れ要素の単位ステップ応答の特徴が説明できる 20 20

基本的な伝達関数のボード線図を描画できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

応
用
制
御
工
学

２ ６
フィードバック制御は、PID 制御などの自動制御（古典
制御）に続き現代制御やアドバンスド制御などが展開さ
れている。そこで、本講義では各制御系の特徴について
基礎的事項から応用事例を交えて概説する。

各制御の特徴が説明できる 40 40

基本的な電気系・機械系システムの状態方程式表現を導ける 30 30

状態方程式から伝達関数を導出できる 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 40 60 0 0 0 0 100

デ
ィ
ジ
タ
ル
信
号
処
理

２ ５力、圧力、温度、電圧など時間的に変化する量の雑音除
去などの基本的な信号処理の方法について学ぶ。

信号の移動平均化法が説明できる。 25 25

相関関数を説明できる。 25 25

フーリエ級数展開を説明できる。 25 25

フーリエ変換を説明できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

専
門
科
目
群

展
開
科
目

電
子
制
御
系

メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス

２ ４
メカトロニクス機器において電気信号を機械的な運動に
変換する役割を担う各種アクチュエータについて、それ
らの動作原理、特徴、性能および制御方法を理解するこ
とに重点をおく。

各種センサを用途に応じて選定できる。 35 35

各種アクチュエータを用途に応じて選定できる。 35 35

コンピュータ制御の周辺装置を説明できる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

マ
イ
ク
ロ
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ

２ ４
この講義ではマイコンの一般的なアーキテクチャについ
て紹介し、Arduino を具体例にその使い方について講義
する。

ＣＰＵの一般的な内部構成を知っている。 40 40

Arduino 統合環境を利用して I/O からの入出力プログラムが書ける。 30 30

Arduino 統合環境を利用してタイマ割り込みのプログラムが書ける。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 70 30 0 0 0 0 100

材
料
・
デ
ザ
イ
ス
系

電
気
電
子
材
料

２ ３
現在のエレクトロニクス技術を支えている基本材料であ
る導電材料、半導体材料、絶縁材料、磁性材料などにつ
いて、その性質を概説し、応用例について学ぶ 。

電気・電子材料の分類と主な用途が説明できる。 20 20

導電材料について、導電性の由来を説明できる。主な材料と用途を
挙げることができる。超電導とはどのような現象か説明できる。超
電導材料の主な材料と用途を挙げることができる。

20 20

抵抗材料の電気抵抗の要因について説明できる。主な材料と用途を
挙げることができる。 10 10

半導体の性質を説明できる。主な半導体材料と用途を挙げることが
できる。 10 10

磁性材料の磁性の起源、軟質磁性材料と硬質磁性材料の違いを説明
できる。主な材料と用途を挙げることができる。 10 10

誘電体の性質や主な材料と用途を挙げることができる。  10 10

絶縁材料に要求される性質や主な材料と用途を挙げることができる。  10 10

センサ材料の種類や主な用途を挙げることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

電
子
物
性
１

２ ４電子物性 1 では古典的物理学を基盤として、電子の波動
性を用いた量子力学的内容に重点を置いた学習を行う。

電子のエネルギー単位や光子のエネルギーが説明できる。 20 20

電子に働く力と運動が説明できる。 20 20

電子の粒子性と波動性を説明できる。 20 20

ド・ブロイの関係式から電子の波長が求められる。 20 20

 シュレーディンガー方程式について説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

電
子
物
性
２

２ ５

電子物性２ではではまず結晶構造、次に、結晶中の原子
やイオンの運動である格子振動と、それに関連する固体
の熱的性質について学ぶ。原子レベルの小さな世界で電
子の運動を解釈するには量子力学の助けが必要となるが、
電子物性 1 で学んだ量子力学の知識を復習した後に、金
属の自由電子モデルやバンド理論を学ぶ。さらに、半導体、
誘電体、磁性体の基礎を学ぶ。

結晶構造について説明できる。 20 20

結晶の熱的性質と格子振動を説明できる。 20 20

金属の自由電子について説明できる。 20 20

状態密度とフェルミディラック分布関数を説明できる。 20 20

バンド理論を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

半
導
体
デ
バ
イ
ス
工
学

２ ６今日のエレクトロニクスの根幹を支えているシリコン半
導体の基礎的物性について学習する。

半導体のエネルギー帯を説明できる。 15 15

真性半導体と不純物半導体のキャリア密度とフェルミ準位の特徴を
説明できる。 15 15

半導体の電気伝導（ドリフトと拡散）について説明できる。 15 15

pn 接合ダイオードの電流・電圧特性を説明できる。 15 15

金属・半導体のショットキー接触、オーミック接触について説明で
きる。 15 15

ホール効果について説明できる。 15 15

バイポーラトランジスタおよび MOSFET の構造と動作原理について
説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

半
導
体
プ
ロ
セ
ス

工
学 ２ ７ランジスタや IC などの半導体デバイスの作製方法や装置

などについて学ぶ。

半導体デバイスの作製方法の概要を説明できる。 50 50

作製に用いる装置について理解している。 30 30

半導体プロセスの最近の動向を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

関
連
科
目

電
気
電
子
設
計
製

図
演
習

２ ４投影法などの製図の基礎について学ぶ。次に、屋内配線図、
受変電設備の接続図の製図方法を修得する。

第三角法を用いた機械部品の製図について理解できる。 40 40

規格に基づき電気回路接続図を描くことができる。 40 40

規格に基づきシーケンス回路を描くことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

専
門
科
目
群

展
開
科
目

電
子
制
御
系

メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス

２ ４
メカトロニクス機器において電気信号を機械的な運動に
変換する役割を担う各種アクチュエータについて、それ
らの動作原理、特徴、性能および制御方法を理解するこ
とに重点をおく。

各種センサを用途に応じて選定できる。 35 35

各種アクチュエータを用途に応じて選定できる。 35 35

コンピュータ制御の周辺装置を説明できる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

マ
イ
ク
ロ
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ

２ ４
この講義ではマイコンの一般的なアーキテクチャについ
て紹介し、Arduino を具体例にその使い方について講義
する。

ＣＰＵの一般的な内部構成を知っている。 40 40

Arduino 統合環境を利用して I/O からの入出力プログラムが書ける。 30 30

Arduino 統合環境を利用してタイマ割り込みのプログラムが書ける。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 70 30 0 0 0 0 100

材
料
・
デ
ザ
イ
ス
系

電
気
電
子
材
料

２ ３
現在のエレクトロニクス技術を支えている基本材料であ
る導電材料、半導体材料、絶縁材料、磁性材料などにつ
いて、その性質を概説し、応用例について学ぶ 。

電気・電子材料の分類と主な用途が説明できる。 20 20

導電材料について、導電性の由来を説明できる。主な材料と用途を
挙げることができる。超電導とはどのような現象か説明できる。超
電導材料の主な材料と用途を挙げることができる。

20 20

抵抗材料の電気抵抗の要因について説明できる。主な材料と用途を
挙げることができる。 10 10

半導体の性質を説明できる。主な半導体材料と用途を挙げることが
できる。 10 10

磁性材料の磁性の起源、軟質磁性材料と硬質磁性材料の違いを説明
できる。主な材料と用途を挙げることができる。 10 10

誘電体の性質や主な材料と用途を挙げることができる。  10 10

絶縁材料に要求される性質や主な材料と用途を挙げることができる。  10 10

センサ材料の種類や主な用途を挙げることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

電
子
物
性
１

２ ４電子物性 1 では古典的物理学を基盤として、電子の波動
性を用いた量子力学的内容に重点を置いた学習を行う。

電子のエネルギー単位や光子のエネルギーが説明できる。 20 20

電子に働く力と運動が説明できる。 20 20

電子の粒子性と波動性を説明できる。 20 20

ド・ブロイの関係式から電子の波長が求められる。 20 20

 シュレーディンガー方程式について説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

電
子
物
性
２

２ ５

電子物性２ではではまず結晶構造、次に、結晶中の原子
やイオンの運動である格子振動と、それに関連する固体
の熱的性質について学ぶ。原子レベルの小さな世界で電
子の運動を解釈するには量子力学の助けが必要となるが、
電子物性 1 で学んだ量子力学の知識を復習した後に、金
属の自由電子モデルやバンド理論を学ぶ。さらに、半導体、
誘電体、磁性体の基礎を学ぶ。

結晶構造について説明できる。 20 20

結晶の熱的性質と格子振動を説明できる。 20 20

金属の自由電子について説明できる。 20 20

状態密度とフェルミディラック分布関数を説明できる。 20 20

バンド理論を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

半
導
体
デ
バ
イ
ス
工
学

２ ６今日のエレクトロニクスの根幹を支えているシリコン半
導体の基礎的物性について学習する。

半導体のエネルギー帯を説明できる。 15 15

真性半導体と不純物半導体のキャリア密度とフェルミ準位の特徴を
説明できる。 15 15

半導体の電気伝導（ドリフトと拡散）について説明できる。 15 15

pn 接合ダイオードの電流・電圧特性を説明できる。 15 15

金属・半導体のショットキー接触、オーミック接触について説明で
きる。 15 15

ホール効果について説明できる。 15 15

バイポーラトランジスタおよび MOSFET の構造と動作原理について
説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

半
導
体
プ
ロ
セ
ス

工
学 ２ ７ランジスタや IC などの半導体デバイスの作製方法や装置

などについて学ぶ。

半導体デバイスの作製方法の概要を説明できる。 50 50

作製に用いる装置について理解している。 30 30

半導体プロセスの最近の動向を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

関
連
科
目

電
気
電
子
設
計
製

図
演
習

２ ４投影法などの製図の基礎について学ぶ。次に、屋内配線図、
受変電設備の接続図の製図方法を修得する。

第三角法を用いた機械部品の製図について理解できる。 40 40

規格に基づき電気回路接続図を描くことができる。 40 40

規格に基づきシーケンス回路を描くことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

専
門
科
目
群

関
連
科
目

電
気
電
子
Ｃ
Ａ
Ｄ

演
習 ２ ５

CAD ソフトを用いて、CAD の概要を学習し、JIS で定め
る製図法に則って平面図形や立体図形の作成方法を修得
する。

CAD の基本的操作ができる。 40 40

CAD を用いて機械部品を製図することができる。 30 30

CAD を用いて電気回路図を製図することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

（
学
外
研
修
）

２ ６企業や外部の研究機関等において、専門に関連した実習、
実務補助等の就業体験をする。

研修先から与えられた課題を遂行し、自ら定めた研修目標を達成す
る。 25 25

仕事をする上で、コミュニケーション能力が不可欠であることを実
体験する。 25 25

社会人としてのマナーや仕事への取組み姿勢を身に着ける。 25 25

上記を通じて職業意識を高め、自らの人生設計を考える。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100

卒
業
研
究

電
気
電
子

セ
ミ
ナ

２ ６基幹科目の復習を少人数・輪講形式で行い、卒業研究の
基礎知識を固める。

電気電子工学の基幹科目を理解している。 10 10 10 40 30 100

授業科目の貢献度 0 0 10 10 10 0 40 30 0 0 0 0 100

セ
ミ
ナ

２ ７卒業研究に関連した専門分野の知識の向上を図る。
卒業研究の基礎となる背景・目的について理解している。 30 30 40 100

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 30 30 40 0 0 0 100

卒
業
研
究

６
７
・
８

専門分野の知識の向上を図り、課題解決能力を養う。

研究を通じて、自主性、協調性、問題解決能力を身につけている。 30 30

卒業研究に関連する理論、技術を理解している。 30 30

得られた研究成果を論文としてまとめることができる。 20 20

卒業研究の成果について発表できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 30 30 100
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科
目
群

区

　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 ) 開

講
期

学修内容 学修到達目標

大学の学位授与の方針

a b c ｄ

必
修

選
択

自
由

学科 ( 専攻）の学位授与の方針

ａ 1 ａ 2 ｂ 1 ｂ 2 ｂ 3 ｃ 1 ｃ 2 ｃ 3 ｃ 4  ｃ５  ｄ１  ｄ２ 合　　計

専
門
科
目
群

関
連
科
目

電
気
電
子
Ｃ
Ａ
Ｄ

演
習 ２ ５

CAD ソフトを用いて、CAD の概要を学習し、JIS で定め
る製図法に則って平面図形や立体図形の作成方法を修得
する。

CAD の基本的操作ができる。 40 40

CAD を用いて機械部品を製図することができる。 30 30

CAD を用いて電気回路図を製図することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

（
学
外
研
修
）

２ ６企業や外部の研究機関等において、専門に関連した実習、
実務補助等の就業体験をする。

研修先から与えられた課題を遂行し、自ら定めた研修目標を達成す
る。 25 25

仕事をする上で、コミュニケーション能力が不可欠であることを実
体験する。 25 25

社会人としてのマナーや仕事への取組み姿勢を身に着ける。 25 25

上記を通じて職業意識を高め、自らの人生設計を考える。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100

卒
業
研
究

電
気
電
子

セ
ミ
ナ

２ ６基幹科目の復習を少人数・輪講形式で行い、卒業研究の
基礎知識を固める。

電気電子工学の基幹科目を理解している。 10 10 10 40 30 100

授業科目の貢献度 0 0 10 10 10 0 40 30 0 0 0 0 100

セ
ミ
ナ

２ ７卒業研究に関連した専門分野の知識の向上を図る。
卒業研究の基礎となる背景・目的について理解している。 30 30 40 100

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 30 30 40 0 0 0 100

卒
業
研
究

６
７
・
８

専門分野の知識の向上を図り、課題解決能力を養う。

研究を通じて、自主性、協調性、問題解決能力を身につけている。 30 30

卒業研究に関連する理論、技術を理解している。 30 30

得られた研究成果を論文としてまとめることができる。 20 20

卒業研究の成果について発表できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 30 30 100
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■ 機械工学科 
 

開講科目一覧＜人間科学科目群＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

ファースト・イヤー・セミナ 1 2 [2]

基礎英語セミナ 1 2 [2]

英語スキル１ 2 2 [2]

英語スキル２ 2 2 [2]

資格英語 2 2 [2]

実践英語 1 2

英語ライティング 1 2

英語プレゼンテーション 1 2

中国語入門１ 1 2

中国語入門２ 1 2

スポーツ実技Ａ 1 2

スポーツ実技Ｂ 1 2

スポーツと健康の科学Ａ 1 2

スポーツと健康の科学Ｂ 1 2

情報リテラシー概論 1 ◎ 集中・遠隔

データサイエンス概論 1 ◎ 集中・遠隔

文学Ａ 2 2 2 2

文学Ｂ 2 2 2 2

哲学Ａ 2 2 2 2

哲学Ｂ 2 2 2 2

人類学Ａ 2 2 2

人類学Ｂ 2 2 2

歴史学Ａ 2 2 2 2

歴史学Ｂ 2 2 2 2

心理学Ａ 2 2 2 2

心理学Ｂ 2 2 2 2

教育原理 2 2

教育心理学 2 2

政治学Ａ 2 2 2 2

政治学Ｂ 2 2 2 2

経済学Ａ 2 2 2 2

経済学Ｂ 2 2 2 2

法学Ａ 2 2 2

法学Ｂ 2 2 2

社会学Ａ 2 2 2 2

社会学Ｂ 2 2 2 2

社会調査法Ａ 2 2 2

社会調査法Ｂ 2 2 2

現代社会論Ａ 2 2 2

現代社会論Ｂ 2 2 2

教育社会学 2 2

健康科学Ａ 2 2 2 2

健康科学Ｂ 2 2 2 2

認知科学Ａ 2 2 2

認知科学Ｂ 2 2 2

環境と防災Ａ 2 2 2

環境と防災Ｂ 2 2 2

自然科学概論Ａ 2 2 2 2

自然科学概論Ｂ 2 2 2 2

生物学Ａ 2 2 2

生物学Ｂ 2 2 2

地球科学Ａ 2 2 2

地球科学Ｂ 2 2 2

課題探究集中講座 2 ◎ 集中

課題探究セミナＡ 2 2 2

課題探究セミナＢ 2 2 2

教養総合講座Ａ 2 2 2

教養総合講座Ｂ 2 2 2

9 93 1

（注）１．毎週授業時間数の[　]は、再履修者向けに開講することを示す。
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開講科目一覧＜専門基礎科目群および専門科目群＞  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページにつづく） 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

基礎数学セミナ 1 2 [2]

基礎理科セミナ 1 2 [2]

線形代数１ 2 2

線形代数２ 2 2

基礎物理Ａ 2 　 2

基礎物理Ｂ 2 　 2

現代物理学１ 2 2

現代物理学２ 2 2

化学１ 2 2

化学２ 2 2

数学基礎 2 2 (2) 履修者指定

解析学１ 2 2 (2) 　 　 　 　 　

解析学２ 2 2 (2) 　 　 　 　

解析学３ 2 　 2 (2) 　 　 　

常微分方程式 2 　 　 　 2 (2) 　 　 　

力学１ 2 2 [2] 　

力学２ 2 2 　

力学３ 2 2

基礎工学実験 2 4

機械数学基礎演習 1 2 履修者指定

機械工学基礎Ａ 2 2

機械工学基礎Ｂ 2 2

機械工学基礎Ｃ 2 2

10 27 6

機械入門セミナ 1 2

機械セミナ 1 2

工業力学 2 2

加工学基礎 2 2

機械力学基礎 2 2

材料力学基礎 2 2

機械材料学基礎 2 2

熱力学基礎 2 2

流体力学基礎 2 2

要素・機構設計学 2 2

機械力学 2 2

振動工学 2 2

材料力学 2 2

材料強度設計学 2 2

自動車工学 2 2

熱エネルギー工学 2 2

熱移動工学 2 2

流体力学１ 2 2

流体力学２ 2 2

計測工学 2   2

制御工学 2 2

電気工学 2 2

航空宇宙工学 2 2

応用機械工学Ｂ 2 2

機械材料学 2 2

機能材料工学 2 2

機械加工学 2 2

変形加工学 2 2

溶融加工学 2 2

表面加工学 2 2

環境工学 2 2

応用機械工学Ａ 2 2

専
門
科
目
群

展
開
科
目

区分 授業科目
単位数

専
門
基
礎
科
目
群

備考

自
然
科
学
系

工
学
基
礎
系

小計
10
(4)
[6]

22
8

(2)
8

(2)
(2)

43
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幹
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目

強
度
設
計
系

エ
ネ
ル
ギ
ー

系

材
料
・
加
工
系
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開講科目一覧＜専門基礎科目群および専門科目群＞   

 

 
 

  

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

基礎機械製図 2 4

機械設計製図１ 2 4

機械設計製図２ 2 4

応用設計演習１ 2 2

応用設計演習２ 2 2

数値計算法１ 2 2

数値計算法２ 2 2

シミュレーション工学 2 2

機械製作実習１ 2 4

機械製作実習２ 2 4

機械工学実験１ 2 4

機械工学実験２ 2 4

機械英語 2 2

品質管理 2 2

工業経営論 2 2

科学技術史と技術者倫理 2 2

知的財産権論と情報倫理 2 2

インターンシップ（学外研修） 2 ◎ 集中

総合セミナ 2 2

機械創造工学セミナ 2 2

卒業研究 6 ◎ ◎

42 66

幾何学１ 2 2

幾何学２ 2 2

数理統計学１ 2 2

数理統計学２ 2 2

応用解析１ 2 2

応用解析２ 2 2

応用解析３ 2 2

応用解析４ 2 2

線形代数３ 2 2

代数系入門 2 2

工学概論 2 2

職業指導１ 2 2

職業指導２ 2 2

26

52 93 32

（注）１．毎週授業時間数の(　)は、同一科目を複数期に開講することを示す。

　    ２．毎週授業時間数の[　]は、再履修者向けに開講することを示す。

　　　３．「卒業研究」の単位認定は、8期とする。
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卒業の認定 

本学を卒業するために必要な単位数は 124単位とし，各学部学科の定める卒業要件は，別に定める｡ 

4年以上在学し，所定の授業科目を履修し，所定の単位を修得した者に対し学長は卒業を認定する｡ 

 

 

卒業研究履修・卒業基準  

【卒業研究履修基準】  

卒業研究を履修できる条件は次のとおりです。 

学年 必要な単位数（注１） 必要な科目（注２） 

25生 
卒業要件として認められる単位のうち、104 単位以上修得す

ること。 

機械入門セミナ 

機械セミナ 

総合セミナ 

基礎英語セミナ 

基礎数学セミナ 

基礎理科セミナ 

     注１） 人間科学科目群の科目については、必修科目と選択科目を合計して２７単位を超えることができません。 

     注２） 基礎英語セミナ、基礎数学セミナ、基礎理科セミナの３科目については、卒卒業業研研究究履履修修基基準準のの必必要要単単位位数数（（１１００４４単単位位））ににはは含含みみまませせんんがが、、  

                  合合格格ししてていいるるここととがが必必要要でですす。。  

＜不合格者＞4年次生に進級しますが，卒業研究は履修できません。 

 

【卒業要件】   

卒業に必要な要件は次のとおりです。 

学年 科目群 必要単位数 

25生 

人間科学科目群 

以下の要件を全て満たすこと 

(1)必修科目 9 単位を含め 27 単位 

(2)「スポーツ実技Ａ」「スポーツ実技Ｂ」の 2科目 2単位または、 

「スポーツと健康の科学Ａ」「スポーツと健康の科学Ｂ」の 2科目 2単位 

(3)人間・歴史文化・こころの理解から 2単位以上 

(4)国際情勢と社会のしくみから 2単位以上 

(5)科学的なものの見方から 2単位以上 

専門基礎科目群 必修科目 10単位を含め 18単位以上 

左記条件を満たし 97単位以上 

専門科目群 必修科目 42単位 

＜不合格者＞次年度の前期で卒業資格を充足すれば前期末で卒業となります。 

 

 

他学部・他学科および学科内他専攻履修  

【他学部・他学科履修】 

 建築学部、情報学部及び工学部の各学科の専門基礎科目群・専門科目群の単位を修得した場合、修得した単位は、｢卒業に必要な単位数｣に算入する

ことはできない。但し、工学部の各学科の専門基礎科目群・自然科学系及び工学基礎系の同一科目名称科目は除く。 

 

 

先修条件について  

 カリキュラムを体系的、段階的に進めるために、授業科目によっては履修申請に際して、必要な要件（「先修条件」）がつく科目があります。 下記の科目

については、先修条件科目の単位の修得が条件になっていますので、先修条件の科目の単位を修得しないと履修申請することができませんので、注意し

てください。 

 

学年 区分 
先修条件を設定している科目 先修条件科目 

科目名 期 必選 科目名 期 必選 

25生 専門基礎科目群 

力学２ 2 選 力学１ 1[2] 必 

力学３ 3 選 力学２ 2 選 
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■ 機械システム工学科 
 

開講科目一覧＜人間科学科目群＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

ファースト・イヤー・セミナ 1 2 [2]

基礎英語セミナ 1 2 [2]

英語スキル１ 2 2 [2]

英語スキル２ 2 2 [2]

資格英語 2 2 [2]

実践英語 1 2

英語ライティング 1 2

英語プレゼンテーション 1 2

中国語入門１ 1 2

中国語入門２ 1 2

スポーツ実技Ａ 1 2

スポーツ実技Ｂ 1 2

スポーツと健康の科学Ａ 1 2

スポーツと健康の科学Ｂ 1 2

情報リテラシー概論 1 ◎ 集中・遠隔

データサイエンス概論 1 ◎ 集中・遠隔

文学Ａ 2 2 2 2

文学Ｂ 2 2 2 2

哲学Ａ 2 2 2 2

哲学Ｂ 2 2 2 2

人類学Ａ 2 2 2

人類学Ｂ 2 2 2

歴史学Ａ 2 2 2 2

歴史学Ｂ 2 2 2 2

心理学Ａ 2 2 2 2

心理学Ｂ 2 2 2 2

教育原理 2 2

教育心理学 2 2

政治学Ａ 2 2 2 2

政治学Ｂ 2 2 2 2

経済学Ａ 2 2 2 2

経済学Ｂ 2 2 2 2

法学Ａ 2 2 2

法学Ｂ 2 2 2

社会学Ａ 2 2 2 2

社会学Ｂ 2 2 2 2

社会調査法Ａ 2 2 2

社会調査法Ｂ 2 2 2

現代社会論Ａ 2 2 2

現代社会論Ｂ 2 2 2

教育社会学 2 2

健康科学Ａ 2 2 2 2

健康科学Ｂ 2 2 2 2

認知科学Ａ 2 2 2

認知科学Ｂ 2 2 2

環境と防災Ａ 2 2 2

環境と防災Ｂ 2 2 2

自然科学概論Ａ 2 2 2 2

自然科学概論Ｂ 2 2 2 2

生物学Ａ 2 2 2

生物学Ｂ 2 2 2

地球科学Ａ 2 2 2

地球科学Ｂ 2 2 2

課題探究集中講座 2 ◎ 集中

課題探究セミナＡ 2 2 2

課題探究セミナＢ 2 2 2

教養総合講座Ａ 2 2 2

教養総合講座Ｂ 2 2 2

9 93 1

（注）１．毎週授業時間数の[　]は、再履修者向けに開講することを示す。
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開講科目一覧＜専門基礎科目群および専門科目群＞                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページにつづく） 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

基礎数学セミナ 1 2 [2]

基礎理科セミナ 1 2 [2]

線形代数１ 2 2

線形代数２ 2 2

基礎物理Ａ 2 　 2

基礎物理Ｂ 2 　 2

現代物理学１ 2 2

現代物理学２ 2 2

化学１ 2 2

化学２ 2 2

数学基礎 2 2 (2) 履修者指定

解析学１ 2 2 (2)

解析学２ 2 2 (2)

解析学３ 2 2 (2)

常微分方程式 2 2 (2)

力学１ 2 2 [2] 　

力学２ 2 2 　

力学３ 2 2 　

基礎工学実験 2 4

工業数学１ 2 2 [2]

工業数学２ 2 2

6 28 6

機械システム入門セミナ 1 2

材料力学基礎 2 2

材料力学応用 2 2

熱力学基礎 2 2

熱力学応用 2 2

流体力学基礎 2 2

流体力学応用 2 2

機械力学基礎 2 2

機械力学応用 2 2

工業力学 2 2

材料工学１ 2 2

材料工学２ 2 2

加工学１ 2 2

加工学２ 2 2

計測工学 2 2

制御工学 2 2

コンピュータシステム工学 2 2

電気・電子工学１ 2 2

電気・電子工学２ 2 2

プログラミング１ 2 2

プログラミング２ 2 2

デジタルエンジニアリング入門 2 2

デジタルエンジニアリング１ 2 2

デジタルエンジニアリング２ 2 2

デジタルエンジニアリング３Ａ 2 2

デジタルエンジニアリング３Ｂ 2 2

デジタルエンジニアリング４ 2 2

機械製図 2 4

機械要素 2 2

創造製作演習 4 4

機械加工実習 2 4

電気電子工学実習 2 4

機械工学実験Ａ 2 4

機械工学実験Ｂ 2 4

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

8
(2)

区分 授業科目
単位数

備考

専
門
基
礎
科
目
群

自
然
科
学
系

工
学
基
礎
系

小計 16
12
(4)
[8]

8
(2)

(2)
40
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開講科目一覧＜専門基礎科目群および専門科目群＞                               

 

 

  毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

エンジン工学 2 2

流体システム工学 2 2

自動車工学 2 2

航空宇宙工学 2 2

メカトロニクス工学 2 2

ロボット工学 2 2

システム制御工学 2 2

コンピュータビジョン 2 2

オートメーション工学 2 2

ロボットプログラミング 2 2

人工知能 2 2

工業経営概論 2 2
品質工学 2 2
科学技術史論と技術者倫理 2 2
知的財産権と情報倫理 2 2
インターンシップ（学外研修） 2 ◎ 集中
総合セミナ 4 4
卒業研究 6 ◎ ◎

45 66

幾何学１ 2 2

幾何学２ 2 2

数理統計学１ 2 2

数理統計学２ 2 2

応用解析１ 2 2

応用解析２ 2 2

応用解析３ 2 2

応用解析４ 2 2

線形代数３ 2 2

代数系入門 2 2

工学概論 2 2

職業指導１ 2 2

職業指導２ 2 2

26

26

51 94 32

（注）１．毎週授業時間数の(　)は、同一科目を複数期に開講することを示す。

　　　２．毎週授業時間数の[　]は、再履修者向けに開講することを示す。

　　　３．「卒業研究」の単位認定は、8期とする

6

111

24
24
(4)
[8]

24
(2)

30
(2)

26
(2)

26 20 10

14 20 20 22

4 6
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目
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小計
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目
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区分 授業科目
単位数

専
門
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目
群

2 2 6

備考

148 12 4
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卒業の認定                                                               学学科科共共通通 

本学を卒業するために必要な単位数は 124単位とし，各学部学科の定める卒業要件は，別に定める｡ 

4年以上在学し，所定の授業科目を履修し，所定の単位を修得した者に対し学長は卒業を認定する｡ 

 

 

卒業研究履修・卒業要件基準                                                    学学科科共共通通 

【卒業研究履修基準】  

卒業研究を履修できる条件は次のとおりです。 

学年 必要な単位数（注１） 必要な科目（注２） 

25生 
卒業要件として認められる単位のうち、 

１００単位以上修得すること。 

機械システム入門セミナ 

総合セミナ 

基礎英語セミナ 

基礎数学セミナ 

基礎理科セミナ 

     注１） 人間科学科目群の科目については、必修科目と選択科目を合計して２７単位を超えることができません。 

     注２） 基礎英語セミナ、基礎数学セミナ、基礎理科セミナの３科目については、卒卒業業研研究究履履修修基基準準のの必必要要単単位位数数（（１１００００単単位位））ににはは含含みみまませせんんがが、、  

                  合合格格ししてていいるるここととがが必必要要でですす。。  

＜不合格者＞4年次生に進級しますが，卒業研究は履修できません。 

 

【卒業要件】  

卒業に必要な要件は次のとおりです。 

学年 科目群 必要単位数 

25生 

人間科学科目群 

以下の要件を全て満たすこと 

(1)必修科目 9 単位を含め 27 単位 

(2)「スポーツ実技Ａ」「スポーツ実技Ｂ」の 2科目 2単位または、 

「スポーツと健康の科学Ａ」「スポーツと健康の科学Ｂ」の 2科目 2単位 

(3)人間・歴史文化・こころの理解から 2単位以上 

(4)国際情勢と社会のしくみから 2単位以上 

(5)科学的なものの見方から 2単位以上 

専門基礎科目群 必修科目 6単位を含め 18単位以上 

左記条件を満たし 97単位以上 

専門科目群 必修科目 45単位 

＜不合格者＞次年度の前期で卒業資格を充足すれば前期末で卒業となります。 

 

 

他学部・他学科および学科内他専攻履修                                            学学科科共共通通 

【他学部・他学科履修】 

 建築学部、情報学部及び工学部の各学科の専門基礎科目群・専門科目群の単位を修得した場合、修得した単位は、｢卒業に必要な単位数｣に算入する

ことはできない。但し、工学部の各学科の専門基礎科目群・自然科学系および工学基礎系の同一科目名称科目は除く。 

 

 

 

先修条件について                                                           学学科科共共通通 

 カリキュラムを体系的、段階的に進めるために、授業科目によっては履修申請に際して、必要な要件（「先修条件」）がつく科目があります。 下記の科目

については、先修条件科目の単位の修得が条件になっていますので、先修条件の科目の単位を修得しないと履修申請することができませんので、注意し

てください。 

 

学年 区分 
先修条件を設定している科目 先修条件科目 

科目名 期 必選 科目名 期 必選 

25生 専門基礎科目群 

 力学２ 2 選  力学１ 1[2] 必 

 力学３ 3 選  力学２ 2 選 
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■ 電気電子工学科 
 

開講科目一覧＜人間科学科目群＞  

 

 

 

  

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

ファースト・イヤー・セミナ 1 2 [2]

基礎英語セミナ 1 2 [2]

英語スキル１ 2 2 [2]

英語スキル２ 2 2 [2]

資格英語 2 2 [2]

実践英語 1 2

英語ライティング 1 2

英語プレゼンテーション 1 2

中国語入門１ 1 2

中国語入門２ 1 2

スポーツ実技Ａ 1 2

スポーツ実技Ｂ 1 2

スポーツと健康の科学Ａ 1 2

スポーツと健康の科学Ｂ 1 2

情報リテラシー概論 1 ◎ 集中・遠隔

データサイエンス概論 1 ◎ 集中・遠隔

文学Ａ 2 2 2 2

文学Ｂ 2 2 2 2

哲学Ａ 2 2 2 2

哲学Ｂ 2 2 2 2

人類学Ａ 2 2 2

人類学Ｂ 2 2 2

歴史学Ａ 2 2 2 2

歴史学Ｂ 2 2 2 2

心理学Ａ 2 2 2 2

心理学Ｂ 2 2 2 2

教育原理 2 2

教育心理学 2 2

政治学Ａ 2 2 2 2

政治学Ｂ 2 2 2 2

経済学Ａ 2 2 2 2

経済学Ｂ 2 2 2 2

法学Ａ 2 2 2

法学Ｂ 2 2 2

社会学Ａ 2 2 2 2

社会学Ｂ 2 2 2 2

社会調査法Ａ 2 2 2

社会調査法Ｂ 2 2 2

現代社会論Ａ 2 2 2

現代社会論Ｂ 2 2 2

教育社会学 2 2

健康科学Ａ 2 2 2 2

健康科学Ｂ 2 2 2 2

認知科学Ａ 2 2 2

認知科学Ｂ 2 2 2

環境と防災Ａ 2 2 2

環境と防災Ｂ 2 2 2

自然科学概論Ａ 2 2 2 2

自然科学概論Ｂ 2 2 2 2

生物学Ａ 2 2 2

生物学Ｂ 2 2 2

地球科学Ａ 2 2 2

地球科学Ｂ 2 2 2

課題探究集中講座 2 ◎ 集中

課題探究セミナＡ 2 2 2

課題探究セミナＢ 2 2 2

教養総合講座Ａ 2 2 2

教養総合講座Ｂ 2 2 2

9 93 1

（注）１．毎週授業時間数の[　]は、再履修者向けに開講することを示す。
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開講科目一覧＜専門基礎科目群および専門科目群＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （次ページにつづく） 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

基礎数学セミナ 1 2 [2]

基礎理科セミナ 1 2 [2]

線形代数１ 2 2

線形代数２ 2 2

基礎物理Ａ 2 2

基礎物理Ｂ 2 2

現代物理学１ 2 2

現代物理学２ 2 2

化学１ 2 2

化学２ 2 2

数学基礎 2 2 (2) 履修者指定

解析学１ 2 2 (2)

解析学２ 2 2 (2)

解析学３ 2 2 (2)

常微分方程式 2 2 (2)

力学１ 2 2 [2]

力学２ 2 2

力学３ 2 2

基礎工学実験 2 4

電気電子数学１ 2 2

電気電子数学２ 2 2

8 26 6

電気電子入門セミナ 1 2

電気電子工学概論 2 2

電気回路１ 2 2 [2]

電気回路２ 2 2 [2]

電気回路３ 2 2

電気回路４ 2 2

電気回路演習 2 2

電気磁気学１ 2 2 [2]

電気磁気学２ 2 2 [2]

電気磁気学３ 2 2

電気磁気学演習 2 2

電子回路１ 2 2 [2]

電子回路２ 2 2 [2]

電子回路３ 2 2

電子回路演習 2 2

プログラミング１ 2 2 [2]

プログラミング２ 2 2

電気電子工学実験１ 2 4

電気電子工学実験２ 2 4

電気電子工学実験３ 2 4

電気電子工学実験４ 2 4

電気電子計測 2 2

コンピュータ工学 2 2

電気電子ＣＡＥ 2 2

電気法規 2 2

電気エネルギー発生工学 2 2

エネルギー変換工学１ 2 2

エネルギー変換工学２ 2 2

エネルギー伝送工学 2 2

パワーエレクトロニクス 2 2

電気設備 2 2

高周波工学 2 2

高電圧工学 2 2

ディジタル回路 2 2

基礎制御工学 2 2

応用制御工学 2 2

ディジタル信号処理 2 2

メカトロニクス 2 2

マイクロコンピュータ 2 2

区分 授業科目
単位数
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開講科目一覧＜専門基礎科目群および専門科目群＞  

 

 

  毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

電気電子材料 2 2

電子物性１ 2 2

電子物性２ 2 2

半導体デバイス工学 2 2

半導体プロセス工学 2 2

電気電子設計製図演習 2 2

電気電子ＣＡＤ演習 2 2

インターンシップ（学外研修） 2 ◎ 集中

電気電子セミナ 2 2
セミナ 2 2
卒業研究 6 ◎ ◎

35 68

幾何学１ 2 2

幾何学２ 2 2

数理統計学１ 2 2

数理統計学２ 2 2

応用解析１ 2 2

応用解析２ 2 2

応用解析３ 2 2

応用解析４ 2 2

線形代数３ 2 2

代数系入門 2 2

工学概論 2 2

職業指導１ 2 2

職業指導２ 2 2

26

43 94 32

169

(注)１．毎週授業時間数の()は、同一科目を複数期に開講することを示す。

２．毎週授業時間数の[]は、再履修者向けに開講することを示す。

３．「卒業研究」の単位認定は、8期とする。
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卒業の認定 

本学を卒業するために必要な単位数は 124単位とし，各学部学科の定める卒業要件は，別に定める｡ 

4年以上在学し，所定の授業科目を履修し，所定の単位を修得した者に対し学長は卒業を認定する｡ 

 

 

卒業研究履修・卒業基準  

【卒業研究履修基準】  

卒業研究を履修できる条件は次のとおりです。 

学年 必要な単位数（注１） 必要な科目（注２） 

25生 
卒業要件として認められる単位のうち、１００単位以上修

得すること。 
電気電子入門セミナ 

基礎英語セミナ 

基礎数学セミナ 

基礎理科セミナ 

     注１） 人間科学科目群の科目については、必修科目と選択科目を合計して２７単位を超えることができません。 

     注２） 基礎英語セミナ、基礎数学セミナ、基礎理科セミナの３科目については、卒卒業業研研究究履履修修基基準準のの必必要要単単位位数数（（１１００００単単位位））ににはは含含みみまませせんんがが、、  

                  合合格格ししてていいるるここととがが必必要要でですす。。  

＜不合格者＞4年次生に進級しますが，卒業研究は履修できません。 

 

【卒業要件】  

卒業に必要な要件は次のとおりです。  

学年 科目群 必要単位数 

25生 

人間科学科目群 

以下の要件を全て満たすこと 

(1)必修科目 9 単位を含め 27 単位 

(2)「スポーツ実技Ａ」「スポーツ実技Ｂ」の 2科目 2単位または、 

「スポーツと健康の科学Ａ」「スポーツと健康の科学Ｂ」の 2科目 2単位 

(3)人間・歴史文化・こころの理解から 2単位以上 

(4)国際情勢と社会のしくみから 2単位以上 

(5)科学的なものの見方から 2単位以上 

専門基礎科目群 必修科目 8単位を含め 18単位以上 

左記条件を満たし 97単位以上 

専門科目群 必修科目 35単位 

＜不合格者＞次年度の前期で卒業資格を充足すれば前期末で卒業となります。 

 

 

他学部・他学科履修  

【他学部・他学科履修】 

建築学部、情報学部及び工学部の各学科の専門基礎科目群・専門科目群の単位を修得した場合、修得した単位は、｢卒業に必要な単位数｣に算入す

ることはできない。但し、工学部の各学科の専門基礎科目群・自然科学系および工学基礎系の同一科目名称科目は除く。 

 

 

先修条件について  

 カリキュラムを体系的、段階的に進めるために、授業科目によっては履修申請に際して、必要な要件（「先修条件」）がつく科目があります。 下記の科目

については、先修条件科目の単位の修得が条件になっていますので、先修条件の科目の単位を修得しないと履修申請することができませんので、注意し

てください。 

 

学年 区分 
先修条件を設定している科目 先修条件科目 

科目名 期 必選 科目名 期 必選 

25生 

専門基礎科目群 

力学２ 2 選 力学１ 1[2] 必 

力学３ 3 選 力学２ 2 選 

専門科目群 

電気回路２ 2[3] 必 電気回路１ 1[2] 必 

プログラミング２ 2 選 プログラミング１ 1[2] 必 
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教教職職課課程程  
  

１１．．教教職職課課程程ににつついいてて  

  卒業後、教育職員を志望するものは、「教育職員免許法」に定める教育職員免許状を取得する

必要があります。そのためには、卒業に必要な所定の単位を修得するとともに、所要条件を満たし、

かつ所定の単位修得し、申請することが必要になります。 

 

２２．．取取得得ででききるる免免許許状状ににつついいてて  

  教職課程を履修し、卒業と同時に申請し取得できる免許状は、下記のとおりです。 

コース 免許状の種類 免許教科 対象学科 

数学コース 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 
数学 

機械工学科 

機械システム工学科 

電気電子工学科 工業コース 高等学校教諭一種免許状 工業 

 

３３．．教教職職課課程程のの科科目目区区分分・・必必要要単単位位数数  

    教職課程科目は、【教員免許取得のための必修科目】【教育の基礎的理解に関する科目等】【教科及び教

科の指導法に関する科目】に大別され、それぞれの必要単位数は、下記のとおりになります。  

 

 教職課程科目の科目区分と必要単位数                        （数字は単位数） 

コース 
教員免許取得のための必修科目 

（教育職員免許法施行規則第６６条の６） 

教育の基礎的理解

に関する科目等 

教科及び教科の指

導法に関する科目 

数学コース 
１０単位 

【表１】 

中学 ３１単位※ 

【表２－1】 

中学  ３６単位 

【表２－２】 

高校 ２７単位 

【表２－1】 

高校  ４０単位 

【表２－３】 

工業コース 
高校 ２７単位 

【表３－１】 

高校  ４０単位 

【表３－２】 

※「数学コース」履修者において，中学校教諭一種の免許状を取得しようとする者は，教職課程科

目の履修の他に，社会福祉施設と特別支援学校で、計 7 日以上の「介護等体験実習」を行う必

要があります。「介護等体験実習」とは，障がい者，高齢者に対する介護，介助，これらの人たちと

の交流等の体験を指します。「介護等体験実習」の参加に際しては、実習費として１万２千円程度

が必要になります。 

また、「介護等体験実習」を終了した者は，施設長からの体験証明書を免許状の申請に添えて教

育委員会に提出しなければなりません。 

  

４４．．「「教教育育実実習習ＡＡ」」おおよよびび「「教教育育実実習習ＢＢ」」のの履履修修前前提提条条件件とと実実習習期期間間ににつついいてて  

 

１．履修前提条件について 

  ４年次に実施される「教育実習Ａ」、「教育実習Ｂ」を履修するには，条件が定められており、原則と

して，３年次までの「教職に関する科目」のうち下表に掲げる科目を全て修得しなければ、実習に行

くことはできません。 
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［Ⅰ表］ 

学年 前  期 後  期 

1年 
教職論 

教育原理 
教育社会学 

2年 
教育心理学 

情報通信技術の活用 

教育方法論 

教育課程論 

3年 

教育実習指導（4年次と併せて 1単位） 

数学科教育法１（数学コース） 

工業科教育法１（工業コース） 

道徳教育の理論と実践 

（数学コースの中学校教諭免許状取得希望者） 

教育相談の理論と方法 

数学科教育法２（数学コース） 

工業科教育法２（工業コース） 

特別支援教育の理論と指導方法 

総合的な学習の時間の指導法 

  ※４年次には、「教育実習Ａ」、「教育実習Ｂ」のほかにも、履修する必要のある科目がありますので、 

注意してください。 

 

［Ⅱ表］ 

科 目（単位数） 
開
講
期 

対象学科 
必要 
単位数 

   備 考   ※注１ 

 

「法学Ａ」（2単位）   ３ 

全学科 

計 4単位 「日本国憲法」 
に対応する科目 「法学Ｂ」（2単位）  ４ 

「スポーツ実技Ａ」（1単位）  １ 
計 2単位 「体育」 

に対応する科目 「スポーツ実技Ｂ」（1単位）  ２ 

「英語スキル１」（2単位） １ 計 2単位 「外国語コミュニケーション」 
に対応する科目 

｢機械工学基礎Ｃ」（2単位） １ 機械工学科 

計 2単位 「情報機器の操作」 
に対応する科目 

｢プログラミング１｣（2単位） ４ 
機械システム工
学科 

｢プログラミング１｣（2単位） １ 
電気電子工学
科 

※注１教育職員免許法第 5条別表第 1備考第 4号（文部省令で定める修得すべき科目）及び施行 
  規則 66条の 6関係  

 

２．実習期間について 

 免許状の種類により必要な教育実習期間が異なりますので、下記を参考にしてください。 

 

  (1)高等学校一種免許状を取得しようとする者は，2週間の教育実習を必要とし「教育実習Ｂ」を履修 

    しなければならない。 

 

  (2)中学校一種免許状を取得しようとする者は，原則 3週間の教育実習を必要とし「教育実習Ａ」「教 

育実習Ｂ」の両科目を履修しなければならない。 
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■ 全学科共通（数学・工業共通） 
 

「数学」（中学校教諭・一種免許状、高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 
「工業」（高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 教職課程 ２５生対象 

 

【表１】 教員免許取得のための必修科目 

科  目（単位数） 対象学科 必要単位数 備  考 ※注１ 

「法学Ａ」（2 単位） 

「法学Ｂ」（2 単位） 

全学科 

計 4 単位 
「日本国憲法」に 

対応する科目 

「スポーツ実技Ａ」（1 単位） 

「スポーツ実技Ｂ」（1 単位） 
計 2 単位 「体育」に対応する科目 

「英語スキル１」（2 単位） 計 2 単位 
「外国語コミュニケーション」に 

対応する科目 

｢機械工学基礎Ｃ」（2 単位） 機械工学科 

計 2 単位 
「情報機器の操作」に 

対応する科目 
｢プログラミング１｣（2 単位） 機械システム工学科 

｢プログラミング１｣（2 単位） 電気電子工学科 

※注１教育職員免許法第 5 条別表第 1 備考第 4 号（文部省令で定める修得すべき科目）および施行規則 66 条の 6 関係     
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■ 全学科共通（数学・工業共通） 
 

「数学」（中学校教諭・一種免許状、高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 
「工業」（高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 教職課程 ２５生対象 

 

【表１】 教員免許取得のための必修科目 

科  目（単位数） 対象学科 必要単位数 備  考 ※注１ 

「法学Ａ」（2 単位） 

「法学Ｂ」（2 単位） 

全学科 

計 4 単位 
「日本国憲法」に 

対応する科目 

「スポーツ実技Ａ」（1 単位） 

「スポーツ実技Ｂ」（1 単位） 
計 2 単位 「体育」に対応する科目 

「英語スキル１」（2 単位） 計 2 単位 
「外国語コミュニケーション」に 

対応する科目 

｢機械工学基礎Ｃ」（2 単位） 機械工学科 

計 2 単位 
「情報機器の操作」に 

対応する科目 
｢プログラミング１｣（2 単位） 機械システム工学科 

｢プログラミング１｣（2 単位） 電気電子工学科 

※注１教育職員免許法第 5 条別表第 1 備考第 4 号（文部省令で定める修得すべき科目）および施行規則 66 条の 6 関係     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

第三欄 教職論 2 2

教育原理　　★ 2 2

教育心理学　★ 2 2

教育社会学　★ 2 2

特別支援教育の理論と指導方法 2 2

教育課程論 2 2

第四欄 道徳教育の理論と実践 2 2 中1種免許のみ必修

総合的な学習の時間の指導法 1 1

特別活動の理論と方法 2 2

教育方法論 2 2

情報通信技術の活用 1 1

生徒・進路指導論 2 2

教育相談の理論と方法 2 2

第五欄 教育実習指導 1 1 1

教育実習Ａ 2 2 中1種免許のみ必修

教育実習Ｂ 2 2

教職実践演習(中等) 2 2

合計 中学校教免 31

高校教免 27

（注）１．★印の科目は人間科学科目群Ｂグループの卒業に必要な単位数に含むことができる。

授業科目
単位数

備考

5 7 44 2 3 4 3

■ 全学科共通（数学） 
 

「数学」（中学校教諭・一種免許状、高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 教職課程 ２５生対象 

 

【表２－１】 教育の基礎的理解に関する科目等 
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■全学科共通（工業） 
 

「工業」（高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 教職課程 ２５生対象 

 

【表３－１】 教育の基礎的理解に関する科目等 

 

 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

第三欄 教職論 2 2

教育原理　　★ 2 2

教育心理学　★ 2 2

教育社会学　★ 2 2

特別支援教育の理論と指導方法 2 2

教育課程論 2 2

第四欄 総合的な学習の時間の指導法 1 1

特別活動の理論と方法 2 2

教育方法論 2 2

情報通信技術の活用 1 1

生徒・進路指導論 2 2

教育相談の理論と方法 2 2

第五欄 教育実習指導 1 1 1

教育実習Ｂ 2 2

教職実践演習(中等) 2 2

合計 27 4 2 3 4 1 5 5 4

（注）１．★印の科目は人間科学科目群Ｂグループの卒業に必要な単位数に含むことができる。

授業科目
単位数

備考
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■全学科共通（工業） 
 

「工業」（高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 教職課程 ２５生対象 

 

【表３－１】 教育の基礎的理解に関する科目等 

 

 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

第三欄 教職論 2 2

教育原理　　★ 2 2

教育心理学　★ 2 2

教育社会学　★ 2 2

特別支援教育の理論と指導方法 2 2

教育課程論 2 2

第四欄 総合的な学習の時間の指導法 1 1

特別活動の理論と方法 2 2

教育方法論 2 2

情報通信技術の活用 1 1

生徒・進路指導論 2 2

教育相談の理論と方法 2 2

第五欄 教育実習指導 1 1 1

教育実習Ｂ 2 2

教職実践演習(中等) 2 2

合計 27 4 2 3 4 1 5 5 4

（注）１．★印の科目は人間科学科目群Ｂグループの卒業に必要な単位数に含むことができる。

授業科目
単位数

備考

   

■ 機械工学科 
 

「数学」（中学校教諭・一種免許状、高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 教職課程 ２５生対象 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

【表２－２】教科及び教科の指導法に関する科目

ア．中学校教諭一種免許状
毎週授業時間数 備考

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

線形代数１ 2 2 代数学

線形代数２ 2 2

幾何学１ 2 2 幾何学

解析学１ 2 2 (2) 解析学

解析学２ 2 2 (2)

解析学３ 2 2 (2)

応用解析１ 2 2

常微分方程式 2 2 (2)

数理統計学１ 2 2 「確率論、統計学」

機械設計製図１ 2 4 コンピュータ

数学科教育法１ 2 2 各教科の指導法

数学科教育法２ 2 2

数学科教育法３ 2 2

数学科教育法４ 2 2

線形代数３　 2 2 代数学

代数系入門　 2 2

幾何学２ 2 2 幾何学

応用解析２ 2 2 解析学

応用解析３ 2 2

応用解析４ 2 2

数理統計学２ 2 2 「確率論、統計学」

機械設計製図２ 2 4 コンピュータ

シミュレーション工学 2 2

合計 32 14 4
4

(2)

8

(2)

8

(2)

8

(2)
6 6 6

【表２－３】教科及び教科の指導法に関する科目
イ．高等学校教諭一種免許状

毎週授業時間数 備考

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

線形代数１ 2 2 代数学

線形代数２ 2 2

幾何学１ 2 2 幾何学

解析学１ 2 2 (2) 解析学

解析学２ 2 2 (2)

解析学３ 2 2 (2)

応用解析１ 2 2

常微分方程式 2 2 (2)

数理統計学１ 2 2 「確率論、統計学」

機械設計製図１ 2 4 コンピュータ

数学科教育法１ 2 2 各教科の指導法

数学科教育法２ 2 2

線形代数３　　★ 2 2 代数学

代数系入門　　★ 2 2

幾何学２ 2 2 幾何学

応用解析２ 2 2 解析学

応用解析３ 2 2

応用解析４ 2 2

数理統計学２ 2 2 「確率論、統計学」

機械設計製図２ 2 4 コンピュータ

シミュレーション工学 2 2

合計 28 14 4
4

(2)

8

(2)

8

(2)

8

(2)
6 4 4

（注）１．★印の科目のうち１科目２単位以上を含むこと。

授業科目
単位数

免許法における

科目区分

「免許法」で定め

られた最低修得

単位数

２４単位必修

必修科目を含む

合計１６単位以上

修得すること。

授業科目
単位数

免許法における

科目区分

「免許法」で定め

られた最低修得

単位数

２８単位必修

必修科目を含む

合計８単位以上

修得すること。
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「工業」（高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 教職課程 ２５生対象 

 
 【表３－２】 教科及び教科の指導法に関する科目 

 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

工学概論 2 2

工業力学 2 2

加工学基礎 2 2

機械力学基礎 2 2

材料力学基礎 2 2

機械材料学基礎 2 2

熱力学基礎 2 2

流体力学基礎 2 2

要素・機構設計学 2 2

機械力学 2 2

材料力学 2 2

材料強度設計学 2 2

応用機械工学A 2 2

応用機械工学B 2 2

自動車工学 2 2

熱エネルギー工学 2 2

熱移動工学 2 2

流体力学１ 2 2

計測工学 2 2

電気工学 2 2

航空宇宙工学 2 2

機械材料学 2 2

機能材料工学 2 2

機械加工学 2 2

変形加工学 2 2

溶融加工学 2 2

表面加工学 2 2

環境工学 2 2

基礎機械製図 2 4

応用設計演習１ 2 2

応用設計演習２ 2 2

数値計算法１ 2 2

数値計算法２ 2 2

機械製作実習１ 2 4

機械製作実習２ 2 4

機械工学実験１ 2 4

機械工学実験２ 2 4

品質管理 2 2

工業経営論 2 2

科学技術史と技術者倫理 2 2

職業指導１ 2 2

職業指導２ 2 2

工業科教育法１ 2 2

工業科教育法２ 2 2
合計 36 52 0 12 12 16 22 20 12 4

備考授業科目
単位数

左記の科目中から

必修科目を含む

合計３２単位以上

修得すること。
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「工業」（高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 教職課程 ２５生対象 

 
 【表３－２】 教科及び教科の指導法に関する科目 

 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

工学概論 2 2

工業力学 2 2

加工学基礎 2 2

機械力学基礎 2 2

材料力学基礎 2 2

機械材料学基礎 2 2

熱力学基礎 2 2

流体力学基礎 2 2

要素・機構設計学 2 2

機械力学 2 2

材料力学 2 2

材料強度設計学 2 2

応用機械工学A 2 2

応用機械工学B 2 2

自動車工学 2 2

熱エネルギー工学 2 2

熱移動工学 2 2

流体力学１ 2 2

計測工学 2 2

電気工学 2 2

航空宇宙工学 2 2

機械材料学 2 2

機能材料工学 2 2

機械加工学 2 2

変形加工学 2 2

溶融加工学 2 2

表面加工学 2 2

環境工学 2 2

基礎機械製図 2 4

応用設計演習１ 2 2

応用設計演習２ 2 2

数値計算法１ 2 2

数値計算法２ 2 2

機械製作実習１ 2 4

機械製作実習２ 2 4

機械工学実験１ 2 4

機械工学実験２ 2 4

品質管理 2 2

工業経営論 2 2

科学技術史と技術者倫理 2 2

職業指導１ 2 2

職業指導２ 2 2

工業科教育法１ 2 2

工業科教育法２ 2 2
合計 36 52 0 12 12 16 22 20 12 4

備考授業科目
単位数

左記の科目中から

必修科目を含む

合計３２単位以上

修得すること。

   

■ 機械システム工学科 
 

「数学」（中学校教諭・一種免許状、高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 教職課程 ２５生対象 

【表２－２】教科及び教科の指導法に関する科目

ア．中学校教諭一種免許状

毎週授業時間数 備考

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

線形代数１ 2 2 代数学

線形代数２ 2 2

幾何学１ 2 2 幾何学

解析学１ 2 2 (2) 解析学

解析学２ 2 2 (2)

解析学３ 2 2 (2)

応用解析１ 2 2

常微分方程式 2 2 (2)

数理統計学１ 2 2 「確率論、統計学」

デジタルエンジニアリング１ 2 2 コンピュータ

数学科教育法１ 2 2 各教科の指導法

数学科教育法２ 2 2

数学科教育法３ 2 2

数学科教育法４ 2 2

線形代数３ 2 2 代数学

代数系入門 2 2

幾何学２ 2 2 幾何学

応用解析２ 2 2 解析学

応用解析３ 2 2

応用解析４ 2 2

数理統計学２ 2 2 「確率論、統計学」

プログラミング２ 2 2 コンピュータ

デジタルエンジニアリング３Ｂ 2 2

合計 32 14 4
4

(2)

6

(2)

4

(2)

8

(2)
8 6 6

【表２－３】教科及び教科の指導法に関する科目

イ．高等学校教諭一種免許状

毎週授業時間数 備考

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

線形代数１ 2 2 代数学

線形代数２ 2 2

幾何学１ 2 2 幾何学

解析学１ 2 2 (2) 解析学

解析学２ 2 2 (2)

解析学３ 2 2 (2)

応用解析１ 2 2

常微分方程式 2 2 (2)

数理統計学１ 2 2 「確率論、統計学」

デジタルエンジニアリング１ 2 2 コンピュータ

数学科教育法１ 2 2 各教科の指導法

数学科教育法２ 2 2

線形代数３　　★ 2 2 代数学

代数系入門　　★ 2 2

幾何学２ 2 2 幾何学

応用解析２ 2 2 解析学

応用解析３ 2 2

応用解析４ 2 2

数理統計学２ 2 2 「確率論、統計学」

プログラミング２ 2 2 コンピュータ

デジタルエンジニアリング３Ｂ 2 2

合計 28 14 4
4

(2)

6

(4)

4

(2)

8

(2)
8 4 4

（注）１．★印の科目のうち１科目２単位以上を含むこと。

「免許法」で定め

られた最低修得

単位数

２８単位必修

授業科目
単位数

免許法における科目区分

必修科目を含む

合計８単位以上

修得すること。

授業科目
単位数

免許法における科目区分

「免許法」で定め

られた最低修得

単位数

２４単位必修

必修科目を含む

合計１６単位以上

修得すること。
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「工業」（高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 教職課程 ２５生対象 

 
【表３－２】 教科及び教科の指導法に関する科目 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

工学概論 2 2

材料力学基礎 2 2

材料力学応用 2 2

熱力学基礎 2 2

熱力学応用 2 2

流体力学基礎 2 2

流体力学応用 2 2

機械力学基礎 2 2

機械力学応用 2 2

工業力学 2 2

材料工学１ 2 2

材料工学２ 2 2

加工学１ 2 2

加工学２ 2 2

電気･電子工学１ 2 2

電気･電子工学２ 2 2

計測工学 2 2

制御工学 2 2

機械要素 2 2

デジタルエンジニアリング入門 2 2

デジタルエンジニアリング２ 2 2

デジタルエンジニアリング３Ａ 2 2

デジタルエンジニアリング４ 2 2

機械加工実習 2 4

電気電子工学実習 2 4

機械工学実験Ａ 2 4

機械工学実験Ｂ 2 4

自動車工学 2 2

流体システム工学 2 2

メカトロニクス工学 2 2

エンジン工学 2 2

工業経営概論 2 2

品質工学 2 2

科学技術史論と技術者倫理 2 2

ロボット工学 2 2

機械製図 2 4

創造製作演習 4 4

オートメーション工学 2 2

コンピュータビジョン 2 2

職業指導１ 2 2

職業指導２ 2 2

工業科教育法１ 2 2

工業科教育法２ 2 2

合計 40 48 6 10 12 18 22 16 10 4

左記の科目中から
必修科目を含む
合計３２単位以上
修得すること。

授業科目
単位数

備考
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「工業」（高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 教職課程 ２５生対象 

 
【表３－２】 教科及び教科の指導法に関する科目 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

工学概論 2 2

材料力学基礎 2 2

材料力学応用 2 2

熱力学基礎 2 2

熱力学応用 2 2

流体力学基礎 2 2

流体力学応用 2 2

機械力学基礎 2 2

機械力学応用 2 2

工業力学 2 2

材料工学１ 2 2

材料工学２ 2 2

加工学１ 2 2

加工学２ 2 2

電気･電子工学１ 2 2

電気･電子工学２ 2 2

計測工学 2 2

制御工学 2 2

機械要素 2 2

デジタルエンジニアリング入門 2 2

デジタルエンジニアリング２ 2 2

デジタルエンジニアリング３Ａ 2 2

デジタルエンジニアリング４ 2 2

機械加工実習 2 4

電気電子工学実習 2 4

機械工学実験Ａ 2 4

機械工学実験Ｂ 2 4

自動車工学 2 2

流体システム工学 2 2

メカトロニクス工学 2 2

エンジン工学 2 2

工業経営概論 2 2

品質工学 2 2

科学技術史論と技術者倫理 2 2

ロボット工学 2 2

機械製図 2 4

創造製作演習 4 4

オートメーション工学 2 2

コンピュータビジョン 2 2

職業指導１ 2 2

職業指導２ 2 2

工業科教育法１ 2 2

工業科教育法２ 2 2

合計 40 48 6 10 12 18 22 16 10 4

左記の科目中から
必修科目を含む
合計３２単位以上
修得すること。

授業科目
単位数

備考

 

   

■ 電気電子工学科 
 

「数学」（中学校教諭・一種免許状、高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 教職課程 ２５生対象 
 

 
 

【表２－２】教科及び教科の指導法に関する科目

ア．中学校教諭一種免許状

毎週授業時間数 備考

1年次 2年次 3年次 4年次

必修選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

線形代数１ 2 2 代数学

線形代数２ 2 2

幾何学１ 2 2 幾何学

解析学１ 2 2 (2) 解析学

解析学２ 2 2 (2)

解析学３ 2 2 (2)

応用解析１ 2 2

常微分方程式 2 2 (2)

数理統計学１ 2 2 「確率論、統計学」

プログラミング２ 2 2 コンピュータ

数学科教育法１ 2 2 各教科の指導法

数学科教育法２ 2 2

数学科教育法３ 2 2

数学科教育法４ 2 2

線形代数３ 2 2 代数学

代数系入門 2 2

幾何学２ 2 2 幾何学

応用解析２ 2 2 解析学
応用解析３ 2 2
応用解析４ 2 2

数理統計学２ 2 2 「確率論、統計学」

コンピュータ工学 2 2 コンピュータ

合計 30 14 4
6
(2)

6
(2)

4
(2)

6
(2)

6 6 6

【表２－３】教科及び教科の指導法に関する科目

イ．高等学校教諭一種免許状

毎週授業時間数 備考

1年次 2年次 3年次 4年次

必修選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

線形代数１ 2 2 代数学

線形代数２ 2 2

幾何学１ 2 2 幾何学

解析学１ 2 2 (2) 解析学

解析学２ 2 2 (2)

解析学３ 2 2 (2)

応用解析１ 2 2

常微分方程式 2 2 (2)

数理統計学１ 2 2 「確率論、統計学」

プログラミング２ 2 2 コンピュータ

数学科教育法１ 2 2 各教科の指導法

数学科教育法２ 2 2

線形代数３　　★ 2 2 代数学

代数系入門　　★ 2 2
幾何学２ 2 2 幾何学
応用解析２ 2 2 解析学

応用解析３ 2 2

応用解析４ 2 2

数理統計学２ 2 2 「確率論、統計学」

コンピュータ工学 2 2 コンピュータ

合計 26 14 4
6
(2)

6
(2)

4
(2)

6
(2)

6 4 4

（注）１．★印の科目のうち１科目２単位以上を含むこと。

授業科目
単位数

免許法における科
目区分

「免許法」で
定められた最
低修得単位数
２４単位必修

必修科目を含
む合計１６単
位以上修得す
ること。

授業科目
単位数

免許法における科
目区分

「免許法」で
定められた最
低修得単位数
２８単位必修

必修科目を含
む合計８単位
以上修得する
こと。
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「工業」（高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 教職課程 ２５生対象 

 
【表３－２】 教科及び教科の指導法に関する科目 

 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

電気電子工学概論 2 2

電気回路１ 2 2 [2]

電気回路２ 2 2 [2]

電気回路３ 2 2

電気回路４ 2 2
電気回路演習 2 2

電気磁気学１ 2 2 [2]

電気磁気学２ 2 2 [2]

電気磁気学３ 2 2

電気磁気学演習 2 2

電子回路１ 2 2 [2]

電子回路２ 2 2 [2]

電気電子工学実験１ 2 4

電気電子工学実験２ 2 4

電気電子工学実験３ 2 4

電気電子工学実験４ 2 4

電気電子計測 2 2

電気法規 2 2

電気エネルギー発生工学 2 2

エネルギー変換工学１ 2 2

エネルギー変換工学２ 2 2

エネルギー伝送工学 2 2

パワーエレクトロニクス 2 2

高周波工学 2 2
高電圧工学 2 2
ディジタル回路 2 2

基礎制御工学 2 2

応用制御工学 2 2

メカトロニクス 2 2

マイクロコンピュータ 2 2

電気電子材料 2 2

電子物性１ 2 2

半導体デバイス工学 2 2

半導体プロセス工学 2 2

電気電子設計製図演習 2 2

電気電子ＣＡＤ演習 2 2

工学概論 2 2

職業指導１ 2 2

職業指導２ 2 2

工業科教育法１ 2 2

工業科教育法２ 2 2

合計 30 52 2
6
[2]

14
[4]

24
[4]

16
[2]

18 8 2

授業科目
単位数

備考
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「工業」（高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 教職課程 ２５生対象 

 
【表３－２】 教科及び教科の指導法に関する科目 

 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

電気電子工学概論 2 2

電気回路１ 2 2 [2]

電気回路２ 2 2 [2]

電気回路３ 2 2

電気回路４ 2 2
電気回路演習 2 2

電気磁気学１ 2 2 [2]

電気磁気学２ 2 2 [2]

電気磁気学３ 2 2

電気磁気学演習 2 2

電子回路１ 2 2 [2]

電子回路２ 2 2 [2]

電気電子工学実験１ 2 4

電気電子工学実験２ 2 4

電気電子工学実験３ 2 4

電気電子工学実験４ 2 4

電気電子計測 2 2

電気法規 2 2

電気エネルギー発生工学 2 2

エネルギー変換工学１ 2 2

エネルギー変換工学２ 2 2

エネルギー伝送工学 2 2

パワーエレクトロニクス 2 2

高周波工学 2 2
高電圧工学 2 2
ディジタル回路 2 2

基礎制御工学 2 2

応用制御工学 2 2

メカトロニクス 2 2

マイクロコンピュータ 2 2

電気電子材料 2 2

電子物性１ 2 2

半導体デバイス工学 2 2

半導体プロセス工学 2 2

電気電子設計製図演習 2 2

電気電子ＣＡＤ演習 2 2

工学概論 2 2

職業指導１ 2 2

職業指導２ 2 2

工業科教育法１ 2 2

工業科教育法２ 2 2

合計 30 52 2
6
[2]

14
[4]

24
[4]

16
[2]

18 8 2

授業科目
単位数

備考
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大大同同大大学学学学位位授授与与のの方方針針  

                                   

（平成 27年 11 月 18日制定） 

                                   

大同大学の学士の学位は、以下の 4 つの力を身につけている者に授与する。 

 

a. 社会人として活動するために必要な基礎的な能力を身につけている 

健全な倫理観に基づき、規律性をもって主体的にかつ目標を定めて行動する力、現状を分析し

て目的や課題を明らかにする力、他者と協働するためのコミュニケーション力を身につけてい

る。 

b.豊かな教養を身につけている 

教養ある社会人に必要な文化・社会や自然・生命に関する一般的知識を身につけ、異なる思考

様式を理解する態度と力を身につけている。 

c.確かな専門性を身につけている 

自らの専門分野の基礎から応用までの理論・概念や方法論に関する知識を身につけ、当該分野

の情報・データを論理的に分析し、課題解決のために応用する力を身につけている。 

d.豊かな創造力を身につけている 

獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな

知見を創造する力を身につけている。 

 

各学科・専攻の学位授与の方針 

 

機械工学科 

a1. 社会人として活動するために必要となる基礎的な知識や技能を身につけている。 

a2. 正しい現状分析や健全な倫理観に基づき、主体的に課題や目的を明らかにする力を身につけ

ている。 

b1. 歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけてい

る。 

b2. 社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

b3. 自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

c1. 工学の基礎として数学、自然科学を理解し活用することができる。 

c2. 機械工学の専門分野の基礎的な理論・概念に関する知識を身につけている。 

c3. 機械工学の専門分野の高度な理論・概念に関する知識を身につけている。  

c4. 機械工学の専門分野の方法論に関する知識を身につけ、情報・データを理論的に分析し、課題

解決のために応用する力を身につけている。 

d1. 獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな

知見を創造する力を身につけている。 

d2. 機械工学の専門分野の知識を基に，自由な発想のもと，新たな知見を創造する力を身につけて

いる。 

d3. 機械工学の専門分野から獲得した知識・技能・態度等を総合的に活用する力を身につけてい

る。 

機械システム工学科 

a1. 社会人として活動するために必要となる基礎的な知識や技能を身につけている。 

a2. 正しい現状分析や健全な倫理観に基づき、主体的に課題や目的を明らかにする力を身につけ

ている。 

b1. 歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけてい

る。 
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b2. 社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

b3. 自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

c1. 工学の基礎として数学、自然科学を理解し活用することができる。 

c2. 機械工学における原理や理論を修得し、諸現象を論理的に考察し理解する能力を身につけて

いる。 

c3. 実社会で活躍するエネルギ、移動や輸送、ロボット・メカトロニクスなどの機械システムを学

習し、幅広い機械システム技術を理解する能力を身につけている。 

c4. 機械システムの設計・解析・生産などのものづくりのための技術を学習し、コンピュータを利

活用して行うための技術を理解する能力を身につけている。 

c5. エレクトロニクスやプログラムの知識を持ち、メカトロニクス機器の開発や機械制御のため

の技術を理解する能力を身につけている。 

d1. 獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな

知見を創造する力を身につけている。 

d2. 技術者として広い視野に立って課題を自ら発見し、実験、実習などの実践を通じて、これらの

工学的課題を設定・遂行・解決する能力を身につけている。 

 

電気電子工学科 

a1. 社会人として活動するために必要となる基礎的な知識や技能を身につけている。 

a2. 正しい現状分析や健全な倫理観に基づき、主体的に課題や目的を明らかにする力を身につけ

ている。 

b1. 歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけてい

る。 

b2. 社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

b3. 自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

c1. 工学の基礎として数学、自然科学を理解し活用することができる。     

c2. 電気電子工学分野の基礎をなす科目に関する知識を身につけている。 

c3. 電気電子工学分野の基礎を発展させる科目に関する知識を身につけている。 

c4. 実験や設計・演習を通じて専門分野の知識に関する理解を深め、課題探求能力を身につけてい

る。 

c5. 課題解決のために実験を計画・実行し、得られた結果を論理的にまとめることができる。 

d1. 獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな

知見を創造する力を身につけている。 

d2. 電気電子工学における基盤・先端技術を独自に工夫・応用して、新たな技術を創造することが

できる。 

 

建築学科 建築専攻 

a1. 社会人として活動するために必要となる基礎的な知識や技能を身につけている。 

a2. 正しい現状分析や健全な倫理観に基づき、主体的に課題や目的を明らかにする力を身につけ

ている。 

b1. 歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけてい

る。 

b2. 社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

b3. 自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

c1. 建築学の基礎として数学、自然科学を理解し活用することができる。 

c2. 荷重や、建築物がそれを支える仕組みを理解し、地震などの自然界の脅威に抵抗し、機能の保

全と安全性の確保を満たしうる設計する力を身につけている。 

c3. 材料の性質を理解し、地球環境に配慮した建築物の品質・耐久性・経済性を満足する適切な材

料の選択および施工方法を提案する力を身につけている。 

規程 − 2



 

c4. 文化遺産としての建築の価値を歴史的背景と共に理解した上で、空間造形の基礎を身につけ、

建築デザインの論理を理解し、建築の設計をする力を身につけている。 

c5. 持続可能な社会において、快適な環境作りと環境問題への対処のために、建築環境工学諸分野

の原理と実践を理解し、あわせて建築設備を適切に活用する力を身につけている。 

d1. 獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな

知見を創造する力を身につけている。 

d2. 諸技術を総合し、情熱をもって「ものつくり」に取り組む力や状況に応じて知識を多角的に展

開する力を身につけている。 

 

建築学科 インテリアデザイン専攻 

a1. 社会人として活動するために必要となる基礎的な知識や技能を身につけている。 

a2. 正しい現状分析や健全な倫理観に基づき、主体的に課題や目的を明らかにする力を身につけ

ている。 

b1. 歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけてい

る。 

b2. 社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

b3. 自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

c1. 建築学の基礎として数学、自然科学を理解し活用することができる。 

c2. 力に対して必要な強度を有する安定した構造の仕組みや形を理解し、空間を構成する要素の

機能や安全性を確保する力を身につけている。 

c3. 材料の性質を理解し、地球環境に配慮した建築物の品質・耐久性・経済性を満足する適切な材

料の選択および施工方法を提案する力を身につけている。 

c4. 文化遺産としての建築の価値を歴史的背景と共に理解した上で、空間造形の基礎を身につけ、

建築デザインの論理を理解し、インテリアの設計をする力を身につけている。 

c5. 持続可能な社会において、快適な環境作りと環境問題への対処のために、建築環境工学諸分野

の原理と実践を理解し、あわせて建築設備を適切に活用する力を身につけている。 

d1. 獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな

知見を創造する力を身につけている。 

d2. 諸技術を総合し、情熱をもって「ものつくり」に取り組む力や状況に応じて知識を多角的に展

開する力を身につけている。 

 
建築学科 かおりデザイン専攻 

a1. 社会人として活動するために必要となる基礎的な知識や技能を身につけている。 

a2. 正しい現状分析や健全な倫理観に基づき、主体的に課題や目的を明らかにする力を身につけ

ている。 

b1. 歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけてい

る。 

b2. 社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

b3. 自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

c1. 建築学の基礎として数学、自然科学を理解し活用することができる。 

c2. 嗅覚の特性に関する専門知識があり、におい・かおりを測定・評価する基本的な力を身につけ

ている。 

c3. におい物質、香料、人の心と身体に関する専門知識があり、におい対策手法とかおり活用能力

を身につけている。 

c4. におい・かおり空間をデザインするために必要な空間を構成する要素と環境要素に関する専

門知識を身につけている。 

d1. 獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな

知見を創造する力を身につけている。 

 

b2. 社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

b3. 自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

c1. 工学の基礎として数学、自然科学を理解し活用することができる。 

c2. 機械工学における原理や理論を修得し、諸現象を論理的に考察し理解する能力を身につけて

いる。 

c3. 実社会で活躍するエネルギ、移動や輸送、ロボット・メカトロニクスなどの機械システムを学

習し、幅広い機械システム技術を理解する能力を身につけている。 

c4. 機械システムの設計・解析・生産などのものづくりのための技術を学習し、コンピュータを利

活用して行うための技術を理解する能力を身につけている。 

c5. エレクトロニクスやプログラムの知識を持ち、メカトロニクス機器の開発や機械制御のため

の技術を理解する能力を身につけている。 

d1. 獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな

知見を創造する力を身につけている。 

d2. 技術者として広い視野に立って課題を自ら発見し、実験、実習などの実践を通じて、これらの

工学的課題を設定・遂行・解決する能力を身につけている。 

 

電気電子工学科 

a1. 社会人として活動するために必要となる基礎的な知識や技能を身につけている。 

a2. 正しい現状分析や健全な倫理観に基づき、主体的に課題や目的を明らかにする力を身につけ

ている。 

b1. 歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけてい

る。 

b2. 社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

b3. 自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

c1. 工学の基礎として数学、自然科学を理解し活用することができる。     

c2. 電気電子工学分野の基礎をなす科目に関する知識を身につけている。 

c3. 電気電子工学分野の基礎を発展させる科目に関する知識を身につけている。 

c4. 実験や設計・演習を通じて専門分野の知識に関する理解を深め、課題探求能力を身につけてい

る。 

c5. 課題解決のために実験を計画・実行し、得られた結果を論理的にまとめることができる。 

d1. 獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな

知見を創造する力を身につけている。 

d2. 電気電子工学における基盤・先端技術を独自に工夫・応用して、新たな技術を創造することが

できる。 

 

建築学科 建築専攻 

a1. 社会人として活動するために必要となる基礎的な知識や技能を身につけている。 

a2. 正しい現状分析や健全な倫理観に基づき、主体的に課題や目的を明らかにする力を身につけ

ている。 

b1. 歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけてい

る。 

b2. 社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

b3. 自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

c1. 建築学の基礎として数学、自然科学を理解し活用することができる。 

c2. 荷重や、建築物がそれを支える仕組みを理解し、地震などの自然界の脅威に抵抗し、機能の保

全と安全性の確保を満たしうる設計する力を身につけている。 

c3. 材料の性質を理解し、地球環境に配慮した建築物の品質・耐久性・経済性を満足する適切な材

料の選択および施工方法を提案する力を身につけている。 

規程 − 3



 

d2. 調査・実験データから客観的・論理的ににおい・かおり環境を考察し、より良いにおい・かお

り環境の実現に必要な事項を整理し、改善点を提案する力を身につけている。 

d3. 人とにおいの関係を考慮し、におい・かおりの視点を取り入れたその時々で相応しい生活環境

を創造する力を身につけている。 

 

建築学科 都市空間インフラ専攻 

a1. 社会人として活動するために必要となる基礎的な知識や技能を身につけている。 

a2. 正しい現状分析や健全な倫理観に基づき、主体的に課題や目的を明らかにする力を身につけ

ている。 

b1. 歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけてい

る。 

b2. 社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

b3. 自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

c1. 建築学の基礎として数学、自然科学を理解し活用することができる。 

c2. 都市空間整備に携わる技術者として必要な土木工学の３つの力学（構造・水理・土質）の基礎

を身につけている。 

c3. インフラ（社会基盤）整備の計画・調査・設計・施工等に必要な主要分野に関する専門知識を

身につけている。 

c4. 実験・測量等調査におけるデータを正確に分析し、論理的に考察することができる。 

c5. 技術者に必要な汎用的な情報処理能力に加え、都市空間整備の実践に関わる情報活用能力を

身につけている。 

d1. 獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな

知見を創造する力を身につけている。 

d2. 多様で複雑な状況を、確かな教養と専門知識に基づいて正しく整理するとともに、倫理観を持

ち主体的に思考することで、都市空間整備における新たな提案・価値を創造することができる。 

 

情報システム学科  

a1. 社会人として活動するために必要となる基礎的な知識や技能を身につけている。 

a2. 正しい現状分析や健全な倫理観に基づき、主体的に課題や目的を明らかにする力を身につけ

ている。 

b1. 歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけてい

る。 

b2. 社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

b3. 自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

c1. 情報学の基礎として数学、自然科学を理解し活用することができる。 

c2. 情報システム学分野における基礎知識と理論を理解し応用する力を身につけている。 

c3. 情報システム学分野における専門知識と理論を理解し応用する力を身につけている。 

c4. 情報システム学分野の知識に基づきデータの分析や処理を通じて現象を理解する力を身につ

けている。 

c5. 情報システム学分野における諸問題の解決に必要なツールを活用する力を身につけている。

  

d1. 獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな

知見を創造する力を身につけている。 

d2. 演習・実習・研究活動を通して問題発見・課題解決できる力を身につけている。 

 

情報デザイン学科  

a1. 社会人として活動するために必要となる基礎的な知識や技能を身につけている。 

a2. 正しい現状分析や健全な倫理観に基づき、主体的に課題や目的を明らかにする力を身につけ

規程 − 4



 

ている。 

b1. 歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけてい

る。 

b2. 社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

b3. 自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

c1. 情報学の基礎として数学、自然科学を理解し活用することができる。 

c2. 情報デザイン分野における基礎知識を理解し応用する力を身につけている。 

c3. 情報デザイン分野における専門知識と理論を応用する力を身につけている。 

c4. 情報デザイン分野におけるデジタルの知識と操作法を習得し応用する力を身につけている。 

d1. 獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな

知見を創造する力を身につけている。 

d2. 獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、差別化された個性的なアイデアを創造する力を

身につけている。 

d3. 自ら持ち合わせた豊かな感性と獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、期待を超えるア

イデアを創造する力を身につけている。 

 

総合情報学科 

a1. 社会人として活動するために必要となる基礎的な知識や技能を身につけている。 

a2. 正しい現状分析や健全な倫理観に基づき、主体的に課題や目的を明らかにする力を身につけ

ている。 

b1. 歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけてい

る。 

b2. 社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

b3. 自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

c1. 情報学の基礎として数学、自然科学を理解し活用することができる。 

c2. 情報化社会にふさわしい倫理観を持って他者と協調・共同し、適切にコミュニケーションがと

れる力を身につけている。 

c3. データサイエンスに関して、経営またはスポーツの分野の調査・分析で求められる水準の知

識・技能を身につけている。 

c4. 経営またはスポーツ分野の基礎から応用までの理論・概念や方法論に関する知識を身につけ

ている。 

c5. 経営またはスポーツ分野の情報や調査・実験データ等を論理的に分析および考察することが

でき、かつ問題解決のために応用できる力を身につけている。 

d1. 獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな

知見を創造する力を身につけている。 

d2. 高い倫理性と確かな教養、経営またはスポーツの分野に関する専門知識に基づいて問題提起

ができ、課題解決につながる分析や考察が的確にできる力を身につけている。 

  

 

d2. 調査・実験データから客観的・論理的ににおい・かおり環境を考察し、より良いにおい・かお

り環境の実現に必要な事項を整理し、改善点を提案する力を身につけている。 

d3. 人とにおいの関係を考慮し、におい・かおりの視点を取り入れたその時々で相応しい生活環境

を創造する力を身につけている。 

 

建築学科 都市空間インフラ専攻 

a1. 社会人として活動するために必要となる基礎的な知識や技能を身につけている。 

a2. 正しい現状分析や健全な倫理観に基づき、主体的に課題や目的を明らかにする力を身につけ

ている。 

b1. 歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけてい

る。 

b2. 社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

b3. 自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

c1. 建築学の基礎として数学、自然科学を理解し活用することができる。 

c2. 都市空間整備に携わる技術者として必要な土木工学の３つの力学（構造・水理・土質）の基礎

を身につけている。 

c3. インフラ（社会基盤）整備の計画・調査・設計・施工等に必要な主要分野に関する専門知識を

身につけている。 

c4. 実験・測量等調査におけるデータを正確に分析し、論理的に考察することができる。 

c5. 技術者に必要な汎用的な情報処理能力に加え、都市空間整備の実践に関わる情報活用能力を

身につけている。 

d1. 獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな

知見を創造する力を身につけている。 

d2. 多様で複雑な状況を、確かな教養と専門知識に基づいて正しく整理するとともに、倫理観を持

ち主体的に思考することで、都市空間整備における新たな提案・価値を創造することができる。 

 

情報システム学科  

a1. 社会人として活動するために必要となる基礎的な知識や技能を身につけている。 

a2. 正しい現状分析や健全な倫理観に基づき、主体的に課題や目的を明らかにする力を身につけ

ている。 

b1. 歴史・文化・こころの理解に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけてい

る。 

b2. 社会のしくみに関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

b3. 自然科学に関する一般的知識およびそれをもとに思考する力を身につけている。 

c1. 情報学の基礎として数学、自然科学を理解し活用することができる。 

c2. 情報システム学分野における基礎知識と理論を理解し応用する力を身につけている。 

c3. 情報システム学分野における専門知識と理論を理解し応用する力を身につけている。 

c4. 情報システム学分野の知識に基づきデータの分析や処理を通じて現象を理解する力を身につ

けている。 

c5. 情報システム学分野における諸問題の解決に必要なツールを活用する力を身につけている。

  

d1. 獲得した知識・技能・態度を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな

知見を創造する力を身につけている。 

d2. 演習・実習・研究活動を通して問題発見・課題解決できる力を身につけている。 

 

情報デザイン学科  

a1. 社会人として活動するために必要となる基礎的な知識や技能を身につけている。 

a2. 正しい現状分析や健全な倫理観に基づき、主体的に課題や目的を明らかにする力を身につけ

規程 − 5



 

大大同同大大学学教教育育課課程程編編成成・・実実施施のの方方針針                                                                    

（平成 27年 4月 15日制定） 

                                   

大同大学は、学位授与の方針を達成するため、以下の方針に基づき教育課程を編成し実施する。 

 

1．教育課程編成の基本原理 

教育課程は、規定の修業年限を通じた一貫した学士課程教育として編成する。 

 

2．学位授与の方針と教育課程編成 

 大学並びに教養部及び各学部、学科等は、学位授与の方針に即し、学修の達成に必要な授業科目を

順次的・体系的に配置するとともに、授業科目ごとに学修内容及び学修到達目標を適切に定める。そ

の際、学生の主体的な学びを引き出す学修内容等について配慮するものとする。 
 

3．教育課程の適切性の保証と履修モデル 
 大学並びに教養部及び各学部、学科等は、教育課程の適切性を担保するため、学位授与の方針と各

授業科目との関係性を示すカリキュラムマップ及び各授業科目の順次性・体系性を示すカリキュラ

ムフローチャートを作成する。また、学生が適切に授業科目を履修できるよう履修モデルを作成す

る。以上について、大学並びに教養部及び各学部、学科等は、学生に周知する。 
 

4．単位制度の実質化に向けた組織的取組 

 大学並びに教養部及び各学部、学科等は、単位制度を実質化し、学位授与の方針をより高いレベル

で達成できるよう、授業回数の確保やキャップ制の導入などの制度的対応をとるとともに、適切な履

修指導及び学修指導を行う。 

 

5．シラバスの充実 

 大学並びに教養部及び各学部、学科等並びに授業科目担当者は、シラバスを通じて、授業科目の、

(1)学位授与の方針に対する貢献度、(2)学修内容、(3)学修到達目標、(4)成績評価の方法・基準、(5)

準備学習・事後学習の内容、などを学生に明確に伝える。 

 

6．厳格な成績評価の組織的取組 

 大学並びに教養部及び各学部、学科等は、各授業科目担当者が、明確化された学修到達目標と成績

評価方法・基準に基づき厳格な成績評価を行うように組織的に取り組むとともに、学修到達目標や成

績評価方法・基準についての教員間の共通理解を形成する。 

 

以上 

  

   

規程 − 6



 

大大同同大大学学学学則則  

(昭和 39 年 4月 1日制定) 

第 1章 総則 

(目的) 

第 1 条  大同大学(以下｢本学｣という｡)は､教育基本法並びに建学の精神と理念に則り､深い専門の学

芸の教育研究を通じて､豊かな教養と専門的能力を有する質の高い職業人を育成し､社会と産業の発

展に寄与することを目的とする｡ 

 (自己点検等) 

第 2条  本学は､教育研究水準の向上を図り､本学の目的及び使命を達成するため､教育研究活動等の

状況について自ら点検及び評価を行い､その結果を公表するものとする｡ 

2 本学は､教育研究等の総合的な状況について､政令で定める期間ごとに､文部科学大臣の認証を受けた

認証評価機関による認証評価を受けるものとする｡ 

3 前 2項の点検及び評価並びに認証評価に関する事項は､別に定める｡ 

(情報の積極的な提供) 

第 2条の 2 本学は､教育研究活動等の状況について､積極的に情報を提供する｡ 

(教育内容等の改善のための組織的な研修等) 

第 2条の 3 本学は､授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施する｡ 

第 2章 組織 

(学部､学科) 

第 3条  本学に次の学部学科を置く｡ 

  工学部  機械工学科 

  工学部  機械ｼｽﾃﾑ工学科 

  工学部  電気電子工学科 

  建築学部  建築学科 

  情報学部 情報ｼｽﾃﾑ学科 

  情報学部 情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 

  情報学部 総合情報学科 

2 本学の学部の目的は､それぞれ次のとおりとする｡ 

(1) 工学部は､豊かな教養及び工学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し､創造力

に富み主体的に行動できる質の高い専門職業人を育成するとともに､工学を中心とする分野の深

い研究を通して新たな知識を創造することを目的とする｡ 

(2)  建築学部は､豊かな教養及び建築学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し､

創造力に富み主体的に行動できる質の高い専門職業人を育成するとともに､建築学を中心とする

分野の深い研究を通して新たな知識を創造することを目的とする｡ 

(3) 情報学部は､豊かな教養及び情報学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し､創

造力に富み主体的に行動できる質の高い専門職業人を育成するとともに､情報学を中心とする分

野の深い研究を通して新たな知識を創造することを目的とする｡ 

3 本学の学科の目的は､それぞれ次のとおりとする｡ 

(1) 工学部機械工学科は､機械工学に関する基礎から応用までの知識と技術を有し､深い研究を通じ

て自ら学び､考え､行動できる人材を育成することを目的とする｡ 

 

大大同同大大学学教教育育課課程程編編成成・・実実施施のの方方針針                                                                    

（平成 27年 4月 15日制定） 

                                   

大同大学は、学位授与の方針を達成するため、以下の方針に基づき教育課程を編成し実施する。 

 

1．教育課程編成の基本原理 

教育課程は、規定の修業年限を通じた一貫した学士課程教育として編成する。 

 

2．学位授与の方針と教育課程編成 

 大学並びに教養部及び各学部、学科等は、学位授与の方針に即し、学修の達成に必要な授業科目を

順次的・体系的に配置するとともに、授業科目ごとに学修内容及び学修到達目標を適切に定める。そ

の際、学生の主体的な学びを引き出す学修内容等について配慮するものとする。 
 

3．教育課程の適切性の保証と履修モデル 
 大学並びに教養部及び各学部、学科等は、教育課程の適切性を担保するため、学位授与の方針と各

授業科目との関係性を示すカリキュラムマップ及び各授業科目の順次性・体系性を示すカリキュラ

ムフローチャートを作成する。また、学生が適切に授業科目を履修できるよう履修モデルを作成す

る。以上について、大学並びに教養部及び各学部、学科等は、学生に周知する。 
 

4．単位制度の実質化に向けた組織的取組 

 大学並びに教養部及び各学部、学科等は、単位制度を実質化し、学位授与の方針をより高いレベル

で達成できるよう、授業回数の確保やキャップ制の導入などの制度的対応をとるとともに、適切な履

修指導及び学修指導を行う。 

 

5．シラバスの充実 

 大学並びに教養部及び各学部、学科等並びに授業科目担当者は、シラバスを通じて、授業科目の、

(1)学位授与の方針に対する貢献度、(2)学修内容、(3)学修到達目標、(4)成績評価の方法・基準、(5)

準備学習・事後学習の内容、などを学生に明確に伝える。 

 

6．厳格な成績評価の組織的取組 

 大学並びに教養部及び各学部、学科等は、各授業科目担当者が、明確化された学修到達目標と成績

評価方法・基準に基づき厳格な成績評価を行うように組織的に取り組むとともに、学修到達目標や成

績評価方法・基準についての教員間の共通理解を形成する。 

 

以上 

  

   

規程 − 7



 

(2) 工学部機械ｼｽﾃﾑ工学科は､機械及び周辺技術を融合した｢人にやさしい機械｣づくりのための教

育･研究を通じて､実務で役に立つ創造性に富んだ人材を育成し､社会と産業の発展に寄与するこ

とを目的とする｡ 

(3) 工学部電気電子工学科は､電気工学と電子工学に関する基礎から応用までの知識と技術を有し､

豊かな人間性を備えた人材を育成するとともに､研究を通して電気電子工学分野の発展に貢献す

ることを目的とする｡ 

(4)  建築学部建築学科は､都市環境及び生活環境の創造・生産・維持活動に関する知識と技術を有

し､豊かな人間性を備えた人材を育成するとともに､建築学に関する様々な分野の深い研究を通

して新たな知識を創造することを目的とする｡ 

(5) 情報学部情報ｼｽﾃﾑ学科は､情報処理ｼｽﾃﾑや情報通信ｼｽﾃﾑに関する知識と技術を有し､研究から得

られる多彩な知恵と創造力をもつて､社会の多方面で活躍できる人材を育成することを目的とす

る｡ 

(6) 情報学部情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科は､情報技術を活用した情報ﾃﾞｻﾞｲﾝに関わる実学的な専門知識を有し､

社会の変化に対応して商品やｻｰﾋﾞｽの魅力を高められるﾃﾞｻﾞｲﾝ能力を有する職業人を育成すると

ともに､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝに関わる研究を通して新たな価値を創造することを目的とする｡ 

(7) 情報学部総合情報学科は､情報化社会に対応しつつ､ﾋﾞｼﾞﾈｽの中核を担う企画力と実行力を有し､

社会と積極的に関わり社会に貢献できる人材を育成することを目的とする｡ 

 (大学院) 

第 4条 本学に大学院を置く｡ 

2 大学院に関しては､第 2条の 3及び第 5条から第 47条までの規定は適用せず､大学院に関する学則は､

別に定める｡ 

第 3章 修業年限及び収容定員 

(修業年限､在学年限) 

第 5条 本学学部の修業年限は､4年とし､在学年限は､8 年とする｡ 

(収容定員) 

第 6条 本学の収容定員は､次のとおりとする｡ 

 学  科 収容定員 入学定員 

工学部 機械工学科 480名 120名 

工学部 機械ｼｽﾃﾑ工学科 440名 110名 

工学部 電気電子工学科 360名 90 名 

工学部 合  計 1,280 名 320名 

建築学部 建築学科 760名 190名 

建築学部 合  計 760名 190名 

情報学部 

情報学部 

情報ｼｽﾃﾑ学科 

情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 

480名 

440名 

120名 

110名 

情報学部 総合情報学科 300名 75 名 

情報学部 合  計 

総  計 

1,220 名 

3,260 名 

305名 

815名 

第 4章 学年､学期及び休業日 

(学年) 

規程 − 8



 

第 7条  学年は､毎年 4月 1 日に始まり､翌年 3月 31日に終わる｡ 

(学期及び授業期間) 

第 8条 学年を分けて､次の 2学期とする｡ 

  前 期 4 月 1 日から 9月 30日まで 

  後 期 10月 1日から翌年 3月 31日まで 

2 前項の規定にかかわらず､必要に応じて学期の期間を変更することがある｡ 

3 1年間の授業を行う期間は､定期試験等の期間を含め 35 週にわたることを原則とする｡ 

4 各授業科目の授業は､15 週にわたる期間を単位として行う｡ただし､教育上特別の必要があると認め

られる場合には､この期間より短い特定の期間において授業を行うことができる｡ 

(休業日) 

第 9条 休業日は､次のとおりとする｡ 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(3) 開学記念日 5 月 10日 

(4) 春季休業 3月 21 日から 4月 2 日まで 

(5) 夏季休業 8月 1日から 9月 30日まで 

(6) 冬季休業 12月 21日から 1月 9日まで 

2 前項の規定にかかわらず､特に必要な場合には休業日に授業を行うことがある｡ 

3 臨時の休業日は､その都度これを定める｡ 

第 5章 教育課程 

(教育課程の編成) 

第 10 条 教育課程は､本学の学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し､

体系的に編成するものとする｡ 

2 教育課程の編成に当たつては､学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに､幅広く深い教養

及び総合的な判断力を培い､豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない｡ 

3 各授業科目は､必修科目､選択科目及び自由科目に区分し､これを各年次に配当して編成するものとす

る｡ 

（授業科目及び単位数） 

第 10条の 2 工学部及び情報学部の授業科目は､人間科学科目群の科目､専門基礎科目群の科目及び専門

科目群の科目とする｡ 

2 各学部学科の科目群の区分､授業科目､単位数及び授業科目の区分は､別表(1)、別表(1)の 2 及び別表

(1)の 3に定める｡ 

(単位の計算方法) 

第 11 条 各授業科目の単位数は､1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもつて構成す

ることを標準とし､授業の方法に応じ当該授業による教育効果､授業時間外に必要な学修等を考慮し

て次の基準により単位数を計算する｡ 

(1) 講義及び演習については､15時間から 30時間の範囲の授業をもつて 1 単位とする｡ 

(2) 実験､実習(製図を含む)及び実技については､30時間の授業をもつて 1単位とする｡ただし､芸術

等の分野における個人指導による実技の授業については､本学が定める時間の授業をもつて 1 単

位とすることができる｡ 

 

(2) 工学部機械ｼｽﾃﾑ工学科は､機械及び周辺技術を融合した｢人にやさしい機械｣づくりのための教

育･研究を通じて､実務で役に立つ創造性に富んだ人材を育成し､社会と産業の発展に寄与するこ

とを目的とする｡ 

(3) 工学部電気電子工学科は､電気工学と電子工学に関する基礎から応用までの知識と技術を有し､

豊かな人間性を備えた人材を育成するとともに､研究を通して電気電子工学分野の発展に貢献す

ることを目的とする｡ 

(4)  建築学部建築学科は､都市環境及び生活環境の創造・生産・維持活動に関する知識と技術を有

し､豊かな人間性を備えた人材を育成するとともに､建築学に関する様々な分野の深い研究を通

して新たな知識を創造することを目的とする｡ 

(5) 情報学部情報ｼｽﾃﾑ学科は､情報処理ｼｽﾃﾑや情報通信ｼｽﾃﾑに関する知識と技術を有し､研究から得

られる多彩な知恵と創造力をもつて､社会の多方面で活躍できる人材を育成することを目的とす

る｡ 

(6) 情報学部情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科は､情報技術を活用した情報ﾃﾞｻﾞｲﾝに関わる実学的な専門知識を有し､

社会の変化に対応して商品やｻｰﾋﾞｽの魅力を高められるﾃﾞｻﾞｲﾝ能力を有する職業人を育成すると

ともに､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝに関わる研究を通して新たな価値を創造することを目的とする｡ 

(7) 情報学部総合情報学科は､情報化社会に対応しつつ､ﾋﾞｼﾞﾈｽの中核を担う企画力と実行力を有し､

社会と積極的に関わり社会に貢献できる人材を育成することを目的とする｡ 

 (大学院) 

第 4条 本学に大学院を置く｡ 

2 大学院に関しては､第 2条の 3及び第 5条から第 47条までの規定は適用せず､大学院に関する学則は､

別に定める｡ 

第 3章 修業年限及び収容定員 

(修業年限､在学年限) 

第 5条 本学学部の修業年限は､4年とし､在学年限は､8 年とする｡ 

(収容定員) 

第 6条 本学の収容定員は､次のとおりとする｡ 

 学  科 収容定員 入学定員 

工学部 機械工学科 480名 120名 

工学部 機械ｼｽﾃﾑ工学科 440名 110名 

工学部 電気電子工学科 360名 90 名 

工学部 合  計 1,280 名 320名 

建築学部 建築学科 760名 190名 

建築学部 合  計 760名 190名 

情報学部 

情報学部 

情報ｼｽﾃﾑ学科 

情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 

480名 

440名 

120名 

110名 

情報学部 総合情報学科 300名 75 名 

情報学部 合  計 

総  計 

1,220 名 

3,260 名 

305名 

815名 

第 4章 学年､学期及び休業日 

(学年) 

規程 − 9



 

(3) 一の授業科目について､講義､演習､実験､実習(製図を含む)又は実技のうち二以上の方法の併用

により行う場合については､その組み合わせに応じ､前 2号に規定する基準を考慮して本学が定め

る時間の授業をもつて 1単位とする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､卒業研究については､その学修の成果を評価して単位を授与することが適

切と認められる場合には､必要な学修等を考慮して単位数を定める｡ 

(授業の方法) 

第 11 条の 2 授業は､講義､演習､実験､実習(製図を含む)若しくは実技のいずれかにより又はこれらの

併用により行うものとする｡ 

2 前項の授業は､文部科学大臣が別に定めるところにより､多様なメディアを高度に利用して、当該

授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

3 第 1 項の授業は､外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高

度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。 

4 第 1 項の授業は､文部科学大臣が別に定めるところにより､授業の一部を校舎及び附属施設以外の

場所で行うことができる。 

(成績評価基準等の明示等) 

第 11条の 3 授業の方法及び内容並びに 1年間の授業の計画は､学生に対してあらかじめ明示するもの

とする｡ 

2 学修の成果に係る評価及び卒業の認定は､客観性及び厳格性を確保するため､学生に対してその基準

をあらかじめ明示するとともに､当該基準にしたがつて適切に行うものとする｡ 

第 12 条 削除 

(教職課程) 

第 12 条の 2 本学に､教育職員免許法に基づく教員の免許状授与の所要資格を取得するための課程を

置く｡ 

2 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は､教育職員免許法及び同法施行規則に定める所

要の単位を修得しなければならない｡ 

3 教育職員免許状の取得に関する授業科目､単位数及び授業科目の区分は､別表(2)のとおりとする｡ 

4各学部学科において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は､別表(2)の 2のと

おりとする｡ 

第 6章 履修の方法及び卒業の要件等 

 (履修の方法) 

第 13 条 授業科目の履修の方法に関し必要な事項は､別に定める｡ 

 (単位の授与及び成績の評価) 

第 14 条 授業科目を履修した学生に対しては､学修状態を審査して､単位を与えるものとする｡ただし､

第 11 条第 2 項の授業科目については､本学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を

与えることができる｡ 

2 授業科目の成績の評価は､当該授業科目の担当教員が行う｡ 

3 成績は､秀､優､良､可又は不可の評語をもつて評価し､秀､優､良及び可を合格､不可を不合格とする｡ 

4 前項の規定にかかわらず､秀、優、良、可又はは不可以外の評語をもって評価する場合は別に定める｡ 

第 15 条 削除 

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等) 

規程 − 10



 

第 16 条 教授会の審議を経て､学長が教育上有益として認めたものは､学生が本学に入学した後に他の

大学又は短期大学との協議に基づき履修した授業科目について修得した単位を､60単位を超えない範

囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる｡ 

2 前項の規定は､本学の学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合について準用する｡ 

(大学以外の教育施設等における学修) 

第 17 条 本学の学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別

に定める学修を､教授会の審議を経て､学長が教育上有益として認めたものは､本学における授業科目

の履修とみなし､単位を与えることができる｡ 

2 前項の規定により与えることができる単位数は､前条第 1項及び第 2項により本学において修得した

ものとみなす単位数と合わせて 60単位を超えないものとする｡ 

(入学前の既修得単位等の認定) 

第 18 条 学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単

位(科目等履修生として修得した単位を含む｡)のうち､教授会の審議を経て､学長が教育上有益と認め

たものは､本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができ

る｡ 

2 学生が本学に入学する前に行つた前条第 1 項に規定する学修のうち､教授会の審議を経て､学長が教

育上有益と認めたものを､本学における履修とみなし､単位を与えることができる｡ 

3 前 2 項により､修得したものとみなし､又は与えることのできる単位数は､編入学､転入学等の場合を

除き､本学において修得した単位以外のものについては､第 16 条第 1 項(同条第 2 項において準用する

場合を含む｡)及び前条第 1 項により修得したものとみなし､又は与えることができる単位数と合わせ

て 60 単位を超えないものとする｡ 

(卒業の要件) 

第 19 条 卒業の要件は､大学に 4年以上在学し､124 単位以上を修得することとする｡ 

2 前項の規定により、卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第 11 条の 2第 2項の授業の方法

により修得する単位数は 60 単位を超えないものとする。 

3 各学部学科の定める卒業の要件は､別に定める｡ 

(学位授与) 

第 19 条の 2 本学を卒業した者に､学士の学位を授与する｡ 

2 学位授与に関し必要な事項は､別に定める｡ 

第 7章 入学､学籍の異動 

(入学時期) 

第 20 条 入学の時期は､学年の始めとする｡ 

(入学資格) 

第 21 条 本学に入学できる者は､次の各号の一に該当する者とする｡ 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当

する学校教育を修了した者 

(3) 外国において学校教育による 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の

指定した者 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該

 

(3) 一の授業科目について､講義､演習､実験､実習(製図を含む)又は実技のうち二以上の方法の併用

により行う場合については､その組み合わせに応じ､前 2号に規定する基準を考慮して本学が定め

る時間の授業をもつて 1単位とする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､卒業研究については､その学修の成果を評価して単位を授与することが適

切と認められる場合には､必要な学修等を考慮して単位数を定める｡ 

(授業の方法) 

第 11 条の 2 授業は､講義､演習､実験､実習(製図を含む)若しくは実技のいずれかにより又はこれらの

併用により行うものとする｡ 

2 前項の授業は､文部科学大臣が別に定めるところにより､多様なメディアを高度に利用して、当該

授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

3 第 1 項の授業は､外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高

度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。 

4 第 1 項の授業は､文部科学大臣が別に定めるところにより､授業の一部を校舎及び附属施設以外の

場所で行うことができる。 

(成績評価基準等の明示等) 

第 11条の 3 授業の方法及び内容並びに 1年間の授業の計画は､学生に対してあらかじめ明示するもの

とする｡ 

2 学修の成果に係る評価及び卒業の認定は､客観性及び厳格性を確保するため､学生に対してその基準

をあらかじめ明示するとともに､当該基準にしたがつて適切に行うものとする｡ 

第 12 条 削除 

(教職課程) 

第 12 条の 2 本学に､教育職員免許法に基づく教員の免許状授与の所要資格を取得するための課程を

置く｡ 

2 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は､教育職員免許法及び同法施行規則に定める所

要の単位を修得しなければならない｡ 

3 教育職員免許状の取得に関する授業科目､単位数及び授業科目の区分は､別表(2)のとおりとする｡ 

4各学部学科において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は､別表(2)の 2のと

おりとする｡ 

第 6章 履修の方法及び卒業の要件等 

 (履修の方法) 

第 13 条 授業科目の履修の方法に関し必要な事項は､別に定める｡ 

 (単位の授与及び成績の評価) 

第 14 条 授業科目を履修した学生に対しては､学修状態を審査して､単位を与えるものとする｡ただし､

第 11 条第 2 項の授業科目については､本学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を

与えることができる｡ 

2 授業科目の成績の評価は､当該授業科目の担当教員が行う｡ 

3 成績は､秀､優､良､可又は不可の評語をもつて評価し､秀､優､良及び可を合格､不可を不合格とする｡ 

4 前項の規定にかかわらず､秀、優、良、可又はは不可以外の評語をもって評価する場合は別に定める｡ 

第 15 条 削除 

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等) 

規程 − 11



 

課程を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が 3 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満

たすものに限る｡)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了し

た者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第

2 条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む｡） 

(8) 学校教育法第 90 条第 2 項の規定により､他の大学に入学した者で､その後本学において､大学教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

(9) 個別の入学資格審査により､高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で､18歳

に達した者 

(入学志願の手続) 

第 22 条 入学志願者は､指定の期間内に入学検定料を納付のうえ､入学願書等､所定の書類を提出しな

ければならない｡ 

(入学試験) 

第 23 条 入学志願者に対しては､入学試験を行い､合格者を決定する｡ 

2 入学試験に関する事項は､別に定める｡ 

(入学手続及び入学許可) 

第 24 条 前条の入学試験の結果に基づき､合格通知を受けた者で､本学に入学しようとする者は､指定

の期間内に入学金､授業料等を納付のうえ､所定の書類を提出しなければならない｡ 

2 学長は､前項の手続きを完了した者に入学を許可する｡ 

(再入学) 

第 25 条 本学を退学した者及び第 33 条第１項第 4 号に定める除籍者で､再び入学を願い出たときは､

選考のうえ原則として同一学科の相当年次に入学を許可することがある｡ 

2 前項の規定にかかわらず､懲戒による退学者の再入学は許可しない｡ 

3 再入学に関する事項は､別に定める｡ 

(転入学､編入学) 

第 26 条 他の大学の学生で､当該大学の許可を得て本学に入学を志願する者があるときは選考のうえ

相当年次に転入学を許可することがある｡ 

2 次の各号の一に該当する者で､本学に入学を志願する者があるときは選考のうえ相当年次に編入学を

許可することがある｡ 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 大学を途中退学した者 

(3) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

(4) 専修学校の専門課程(修業年限が 2 年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満

たすものに限る｡)を修了した者(学校教育法第 90 条第 1 項に規定する者に限る｡) 

(5) 高等学校､中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科の課程(修業年限が 2 年以上であ

ることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る｡)を修了した者(学校教育法第 90

条第 1項に規定する者に限る｡) 

(6) その他法令により編入学を認められた者 

規程 − 12



 

3 前 2項に定めるほか転入学及び編入学に関する事項は､別に定める｡ 

(転学部及び転学科) 

第 27 条 本学の学生が他の学部に転学部を願い出たとき又は同一学部の他の学科に転学科を願い出た

ときは､選考のうえ許可することがある｡ 

(転学) 

第 28 条 学生が他の大学に転学しようとするときは､転学願を提出し､学長の許可を得て転学すること

ができる｡ 

(留学) 

第 29 条 学生が第 16 条第 2 項の規定に基づき留学しようとするときは､学長に願い出て､その許可を

受けなければならない｡ 

(休学) 

第 30 条 病気その他やむを得ない事由により 2 か月以上修学できない場合には､休学願を提出し､学長

の許可を得て休学することができる｡ 

2 休学は､1年以内とする｡ただし､特別の事情があるときは､学長の許可を得て更に 1年以内に限り休学

することができる｡ 

3 休学期間は､通算して 4年を超えてはならない｡ 

4 休学期間は､在学年数に算入しない｡ 

(復学) 

第 31 条 休学期間内においてその事由が消滅したときには､復学願を提出し､学長の許可を得て復学す

ることができる｡ 

(退学) 

第 32 条 学生が退学しようとするときは､退学願を提出し､学長の許可を得て退学することができる｡

ただし､懲戒による退学を除くものとする｡ 

(除籍) 

第 33 条 次の各号の一に該当する者は､除籍する｡ 

(1) 在学年限を超えた者 

(2) 長期にわたる欠席又は疾病その他の事由により成業の見込みがないと認められた者 

(3) 死亡又は行方不明となつた者 

(4) 学生納付金の納付を怠り､催告されてもなお納付しない者 

(5) 他の大学､短期大学又は高等専門学校に正規課程の学生として在籍していることが明らかにな

つた者 

(復籍) 

第 34 条 前条第 1 項第 4 号により除籍された者が除籍日の翌日から起算して 1 ヶ月以内に未納の学納

金及び別に定める復籍料を納入の上復籍を願い出た場合は､復籍を許可することができる｡ 

2 前項の規定による復籍日は､除籍日の翌日とする｡ 

3 第 1項の規定により復籍した者の再度の復籍は認めない｡ 

第 8章 入学検定料・学生納付金 

(入学検定料) 

第 35 条 入学検定料の額は､別表(5)に定める｡ 

2 すでに納付した入学検定料は､返付しない｡ 

 

課程を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が 3 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満

たすものに限る｡)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了し

た者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第

2 条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む｡） 

(8) 学校教育法第 90 条第 2 項の規定により､他の大学に入学した者で､その後本学において､大学教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

(9) 個別の入学資格審査により､高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で､18歳

に達した者 

(入学志願の手続) 

第 22 条 入学志願者は､指定の期間内に入学検定料を納付のうえ､入学願書等､所定の書類を提出しな

ければならない｡ 

(入学試験) 

第 23 条 入学志願者に対しては､入学試験を行い､合格者を決定する｡ 

2 入学試験に関する事項は､別に定める｡ 

(入学手続及び入学許可) 

第 24 条 前条の入学試験の結果に基づき､合格通知を受けた者で､本学に入学しようとする者は､指定

の期間内に入学金､授業料等を納付のうえ､所定の書類を提出しなければならない｡ 

2 学長は､前項の手続きを完了した者に入学を許可する｡ 

(再入学) 

第 25 条 本学を退学した者及び第 33 条第１項第 4 号に定める除籍者で､再び入学を願い出たときは､

選考のうえ原則として同一学科の相当年次に入学を許可することがある｡ 

2 前項の規定にかかわらず､懲戒による退学者の再入学は許可しない｡ 

3 再入学に関する事項は､別に定める｡ 

(転入学､編入学) 

第 26 条 他の大学の学生で､当該大学の許可を得て本学に入学を志願する者があるときは選考のうえ

相当年次に転入学を許可することがある｡ 

2 次の各号の一に該当する者で､本学に入学を志願する者があるときは選考のうえ相当年次に編入学を

許可することがある｡ 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 大学を途中退学した者 

(3) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

(4) 専修学校の専門課程(修業年限が 2 年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満

たすものに限る｡)を修了した者(学校教育法第 90 条第 1 項に規定する者に限る｡) 

(5) 高等学校､中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科の課程(修業年限が 2 年以上であ

ることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る｡)を修了した者(学校教育法第 90

条第 1項に規定する者に限る｡) 

(6) その他法令により編入学を認められた者 

規程 − 13



 

(学生納付金) 

第 35 条の 2 学生納付金とは､次のものをいう｡ 

(1) 入学金 

(2) 授業料及び施設設備費(以下｢授業料等｣という｡) 

(3) その他諸納付金 

2 学生納付金の額は､別表(5)に定める｡ 

3 すでに納付した学生納付金は､原則として返付しない｡ 

4 停学を命ぜられた者は､停学期間中であっても学生納付金を納付しなければならない｡ 

5 学生納付金の納付手続きに関する事項は､別に定める｡ 

(学生納付金の特別な取扱等) 

第 35 条の 3 編入学､転入学及び再入学を許可された者は､別表(5)に定める入学金を納付しなければな

らない｡ 

2 卒業研究を修得した者であつて､修業年限を越え､なお在学する者は､授業料等の納付に代え､別表(5)

に定める学生納付金の特例を受けることができる。 

3 復籍を許可された者は､別表(5)に定める復籍料を納付しなければならない｡ 

(学生納付金の免除) 

第 36 条 休学を許可された者の休学期間中の学生納付金は､別表(5)に定める在籍料とし､授業料等を

免除する｡ただし､学期の途中に休学又は復学する場合には､この限りではない｡ 

2 学生納付金の納付期限の延長を許可され､学生納付金が未納の状態にある者が退学する場合は､未納

の学生納付金を免除する｡ 

3 学生納付金が未納の状態にある者で第 33 条第 3 号又は第 4 号により除籍となつた者は､未納の学生

納付金を免除する｡ 

4 学生納付金の納付が極めて困難な者であつて､学業に精励し､人格､操行優秀な者に対しては､願い出

により選考のうえ学生納付金の一部又は全部を免除することができる｡ 

第 9章 奨学生 

(奨学生) 

第 37 条 本学に､奨学生制度を設ける｡ 

2 奨学生制度に関する事項は､別に定める｡ 

第 10 章 賞罰 

(表彰) 

第 38 条 学長は､他の模範となる学生を表彰することがある｡ 

2 表彰に関する事項は､別に定める｡ 

(懲戒) 

第 39 条 学長は､学生が法令若しくは本学の規則に違反したとき又は学生の本分に反する行為をした

ときは､懲戒する｡ 

2 懲戒は､退学､停学及び訓告とする｡ 

3 前項の退学は､次の各号の一に該当する者についてこれを行う｡ 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者 

規程 − 14



 

(4) 本学の秩序を乱し､その他学生としての本分に反した者 

4 前 3項に規定するほか､学生の懲戒に関する事項は別に定める｡ 

第 11 章 科目等履修生､特別聴講学生､研究生､委託学生､委託生､外国人留学生 

(科目等履修生) 

第40条 本学の授業科目の履修を願い出た者があるときは､本学の教育研究に支障のない場合に限り､

選考のうえ科目等履修生として入学を許可することがある｡ 

(特別聴講学生) 

第 40 条の 2 他の大学の学生で､本学の授業科目の履修を願い出た者があるときは､当該他の大学との

協議に基づき､教授会の審議を経て､特別聴講学生として入学を許可することがある｡ 

(研究生) 

第 41 条 本学において特定の専門事項につき研究を願い出た者があるときは､教育研究に支障のない

場合に限り､選考のうえ研究生として入学を許可することがある｡ 

(委託学生) 

第 42 条 会社等からの委託により､本学の学生として入学することを願い出た者があるときは､選考の

うえ委託学生として入学を許可することがある｡ 

(委託生) 

第 42 条の 2  会社等からの委託により､本学の授業科目の履修を願い出た者があるときは､選考のうえ

委託生として入学を許可することがある｡ 

(外国人留学生) 

第 43 条 外国人で､本学に入学を願い出た者があるときは､選考のうえ外国人留学生として入学を許可

することがある｡ 

(関係規程) 

第 44 条 前 6条に規定する科目等履修生､特別聴講学生､研究生､委託学生､委託生及び外国人留学生に

関する事項は､別に定める｡ 

第 12 章 職員組織 

(職員組織) 

第 45 条 本学に次の職員を置く｡ 

(1) 学長 

(2) 副学長 

(3) 学部長 

(4) 教授､准教授､講師､助教､助手､技術職員､事務職員 

(職制､業務処理) 

第 46 条 本学の職制及び業務処理に関する事項は､別に定める｡ 

第 13 章 教授会 

(教授会) 

第 47 条 本学に､教授会を置く｡ 

2 教授会に関する事項は､別に定める｡ 

第 14 章 図書館及びｾﾝﾀｰ 

(図書館及びｾﾝﾀｰ) 

第 48 条 本学に図書館及び創造製作ｾﾝﾀｰ並びに次の各号に掲げる附属施設を置く｡ 

 

(学生納付金) 

第 35 条の 2 学生納付金とは､次のものをいう｡ 

(1) 入学金 

(2) 授業料及び施設設備費(以下｢授業料等｣という｡) 

(3) その他諸納付金 

2 学生納付金の額は､別表(5)に定める｡ 

3 すでに納付した学生納付金は､原則として返付しない｡ 

4 停学を命ぜられた者は､停学期間中であっても学生納付金を納付しなければならない｡ 

5 学生納付金の納付手続きに関する事項は､別に定める｡ 

(学生納付金の特別な取扱等) 

第 35 条の 3 編入学､転入学及び再入学を許可された者は､別表(5)に定める入学金を納付しなければな

らない｡ 

2 卒業研究を修得した者であつて､修業年限を越え､なお在学する者は､授業料等の納付に代え､別表(5)

に定める学生納付金の特例を受けることができる。 

3 復籍を許可された者は､別表(5)に定める復籍料を納付しなければならない｡ 

(学生納付金の免除) 

第 36 条 休学を許可された者の休学期間中の学生納付金は､別表(5)に定める在籍料とし､授業料等を

免除する｡ただし､学期の途中に休学又は復学する場合には､この限りではない｡ 

2 学生納付金の納付期限の延長を許可され､学生納付金が未納の状態にある者が退学する場合は､未納

の学生納付金を免除する｡ 

3 学生納付金が未納の状態にある者で第 33 条第 3 号又は第 4 号により除籍となつた者は､未納の学生

納付金を免除する｡ 

4 学生納付金の納付が極めて困難な者であつて､学業に精励し､人格､操行優秀な者に対しては､願い出

により選考のうえ学生納付金の一部又は全部を免除することができる｡ 

第 9章 奨学生 

(奨学生) 

第 37 条 本学に､奨学生制度を設ける｡ 

2 奨学生制度に関する事項は､別に定める｡ 

第 10 章 賞罰 

(表彰) 

第 38 条 学長は､他の模範となる学生を表彰することがある｡ 

2 表彰に関する事項は､別に定める｡ 

(懲戒) 

第 39 条 学長は､学生が法令若しくは本学の規則に違反したとき又は学生の本分に反する行為をした

ときは､懲戒する｡ 

2 懲戒は､退学､停学及び訓告とする｡ 

3 前項の退学は､次の各号の一に該当する者についてこれを行う｡ 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者 
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(1) 教育開発･学習支援ｾﾝﾀｰ 

(2) 研究・社会連携推進ｾﾝﾀｰ 

2 図書館及びｾﾝﾀｰに関する事項は､別に定める｡ 

第 15 章 公開講座 

(公開講座) 

第 49 条 本学は､地域社会の教育文化の発展に貢献するため､公開講座を設ける｡ 

第 16 章 厚生補導等 

(厚生補導) 

第 50 条 学生の厚生補導に関する規程は､別に定める｡ 

(厚生施設等) 

第 50 条の 2 本学に､厚生施設等を設ける｡ 

2 厚生施設等に関する事項は､別に定める｡ 

(学校医) 

第 51 条 学生の保健及び衛生のため､学校医を委嘱する｡ 

2 学校医は､毎年身体検査を行うとともに､保健及び衛生について指導する｡ 

(学生会) 

第 52 条 本学は､学生会の設立を許可し､自治精神の涵養及びその実践を促進する｡ 

＜ 省 略 ＞  

＜別表 5 を除き省略＞ 

別表(5) 入学検定料･学生納付金(第 35条･第 35 条の 2･第 35条の 3･第 36条関係) 
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1.入学検定料 

納付金種別 金 額 

入学検定料 35,000円 

入学検定料の減額に関することは､ 別に定める｡ 
 

2.学生納付金 
(1)入学金 

第 24 条に規定する入学並びに第 26条に規定する編入学及び転入学は 300,000 円とし､ 
第 25 条に規定する再入学は 150,000 円とする｡ 
 

(2)授業料及び施設設備費 
①工学部 

納付金種別 
金  額 

1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 

授業料 940,000 円 960,000 円 980,000 円 1,000,000 円 

施設設備費 345,000 円 355,000 円 365,000 円 375,000 円 

計 1,285,000 円 1,315,000 円 1,345,000 円 1,375,000 円 

②建築学部 

納付金種別 
金  額 

1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 

授業料 940,000 円 960,000 円 980,000 円 1,000,000 円 

施設設備費 345,000 円 355,000 円 365,000 円 375,000 円 

計 1,285,000 円 1,315,000 円 1,345,000 円 1,375,000 円 

③情報学部 
ｱ 情報ｼｽﾃﾑ学科及び情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 

納付金種別 
金  額 

1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 

授業料 940,000 円 960,000 円 980,000 円 1,000,000 円 

施設設備費 345,000 円 355,000 円 365,000 円 375,000 円 

計 1,285,000 円 1,315,000 円 1,345,000 円 1,375,000 円 

ｲ 総合情報学科 

納付金種別 
金  額 

1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 

授業料 720,000 円 740,000 円 760,000 円 780,000 円 

施設設備費 325,000 円 335,000 円 345,000 円 355,000 円 

計 1,045,000 円 1,075,000 円 1,105,000 円 1,135,000 円 

 
(3)その他諸納付金 

①復籍料 
30,000 円とする｡ 

②学生納付金の特例 
履修登録 1単位あたり 40,000 円とする｡ 

③休学時の在籍料 
年額 60,000円とする。 
ただし､前期又は後期の休学を許可された場合の在籍料は､年額の 2分の 1とする｡ 

④教職課程履修料 
1 免許毎 18,000 円とする｡ 

 

(1) 教育開発･学習支援ｾﾝﾀｰ 

(2) 研究・社会連携推進ｾﾝﾀｰ 

2 図書館及びｾﾝﾀｰに関する事項は､別に定める｡ 

第 15 章 公開講座 

(公開講座) 

第 49 条 本学は､地域社会の教育文化の発展に貢献するため､公開講座を設ける｡ 

第 16 章 厚生補導等 

(厚生補導) 

第 50 条 学生の厚生補導に関する規程は､別に定める｡ 

(厚生施設等) 

第 50 条の 2 本学に､厚生施設等を設ける｡ 

2 厚生施設等に関する事項は､別に定める｡ 

(学校医) 

第 51 条 学生の保健及び衛生のため､学校医を委嘱する｡ 

2 学校医は､毎年身体検査を行うとともに､保健及び衛生について指導する｡ 

(学生会) 

第 52 条 本学は､学生会の設立を許可し､自治精神の涵養及びその実践を促進する｡ 

＜ 省 略 ＞  

＜別表 5 を除き省略＞ 

別表(5) 入学検定料･学生納付金(第 35条･第 35 条の 2･第 35条の 3･第 36条関係) 
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大大同同大大学学再再入入学学規規程程  

 

(平成 23 年 4月１日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 25条第 3項の規定に基づく再入学については､この規程

の定めるところによる｡ 

(出願資格) 

第 2条 再入学試験の出願資格を有する者は､次の各号の一に該当する者で､退学又は除籍日の翌日か

ら起算して 5年以内の者とする｡ 

(1) 学則第 32条により退学した者 

(2) 学則第 33条第 1項第 4 号により除籍された者 

(出願できる学科) 

第 3条 再入学試験を出願できる学科は､在学時に所属した学科とする｡ 

2前項の規定にかかわらず､組織の改廃等に伴い在学時の所属学科が存在しない場合には､同系の学科に

出願することができる｡ 

(入学時期) 

第 4条 再入学の時期は､学年の始めとする｡ 

(入学年次) 

第 5条 再入学の入学年次は､退学時又は除籍時の年次とする｡ 

2前項の規定にかかわらず､選考の結果､退学時又は除籍時の年次に再入学させることが適当でないと認

められる者については､相当年次に再入学させることがある｡ 

(出願手続) 

第 6条 再入学試験を出願する者は､入学検定料を指定の期日までに振込み､再入学試験要項に定める

書類を所定の期間内に願い出なければならない｡ 

(選考) 

第 7条 再入学試験出願者の選考は､書類審査､面接試験等による総合評価により行い､教授会の審議を

経て学長が決定する｡ 

2 前項の規定のほか選考の実施に関し必要な事項は､再入学試験要項に定める｡ 

(入学手続) 

第 8 条 再入学試験に合格し大同大学に入学しようとする者は､指定の期日までに所定の書類を提出し

学生納付金等を納付しなければならない｡ 

(入学許可) 

第 9条 学長は、前条の入学手続きを完了した者に入学を許可する｡ 

(既修得単位の認定) 

第 10 条 再入学した者の大同大学において既に修得した授業科目及び単位の認定については､許可学

年次の学生に適用されている教育課程の科目及び単位数として､当該学科及び教養部で審査の上､教

授会の審議を経て､学長が行う｡ 

2 前項の授業科目の成績評価は､次の各号のとおりとする｡ 

(1) 再入学した者の退学又は除籍以前の教育課程が､許可学年次の学生に適用されている教育課程と同

一の場合には､転載する｡ 
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(2) 再入学した者の退学又は除籍以前の教育課程が､許可学年次の学生に適用されている教育課程と同

一でない場合には､認定と記載する｡ 

(在学年限) 

第 11 条 再入学した者の在学年限は､学則第 5条に規定する期間から､退学又は除籍以前の在学期間を

差し引いた期間とする｡ 

2 退学又は除籍以前の在学期間に 6 ヶ月未満の端数があるときは､その端数を切り捨てる｡ 

(休学期間) 

第 12 条 再入学した者の休学期間は､学則第 30 条第 3 項に規定する期間から､退学又は除籍以前の休

学期間を差し引いた期間とする｡ 

(履修指導) 

第 13 条 再入学した者は､卒業までに修得すべき授業科目等について指導教員から履修指導を受けな

ければならない｡ 

(適用学則等) 

第 14 条 再入学した者には､許可学年次の学生に適用している学則及び諸規程を適用する｡ 

(規程の改廃) 

第 15 条 この規程の改廃は､第 1 条から第 4 条､第 6 条から第 9 条､第 14 条及び第 15 条にあつては､入

試･広報委員会の､第 5 条及び第 10 条から第 13 条にあつては､教務委員会の審議をそれぞれ経るもの

とする｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

大大同同大大学学再再入入学学規規程程  

 

(平成 23 年 4月１日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 25条第 3項の規定に基づく再入学については､この規程

の定めるところによる｡ 

(出願資格) 

第 2条 再入学試験の出願資格を有する者は､次の各号の一に該当する者で､退学又は除籍日の翌日か

ら起算して 5年以内の者とする｡ 

(1) 学則第 32条により退学した者 

(2) 学則第 33条第 1項第 4 号により除籍された者 

(出願できる学科) 

第 3条 再入学試験を出願できる学科は､在学時に所属した学科とする｡ 

2前項の規定にかかわらず､組織の改廃等に伴い在学時の所属学科が存在しない場合には､同系の学科に

出願することができる｡ 

(入学時期) 

第 4条 再入学の時期は､学年の始めとする｡ 

(入学年次) 

第 5条 再入学の入学年次は､退学時又は除籍時の年次とする｡ 

2前項の規定にかかわらず､選考の結果､退学時又は除籍時の年次に再入学させることが適当でないと認

められる者については､相当年次に再入学させることがある｡ 

(出願手続) 

第 6条 再入学試験を出願する者は､入学検定料を指定の期日までに振込み､再入学試験要項に定める

書類を所定の期間内に願い出なければならない｡ 

(選考) 

第 7条 再入学試験出願者の選考は､書類審査､面接試験等による総合評価により行い､教授会の審議を

経て学長が決定する｡ 

2 前項の規定のほか選考の実施に関し必要な事項は､再入学試験要項に定める｡ 

(入学手続) 

第 8 条 再入学試験に合格し大同大学に入学しようとする者は､指定の期日までに所定の書類を提出し

学生納付金等を納付しなければならない｡ 

(入学許可) 

第 9条 学長は、前条の入学手続きを完了した者に入学を許可する｡ 

(既修得単位の認定) 

第 10 条 再入学した者の大同大学において既に修得した授業科目及び単位の認定については､許可学

年次の学生に適用されている教育課程の科目及び単位数として､当該学科及び教養部で審査の上､教

授会の審議を経て､学長が行う｡ 

2 前項の授業科目の成績評価は､次の各号のとおりとする｡ 

(1) 再入学した者の退学又は除籍以前の教育課程が､許可学年次の学生に適用されている教育課程と同

一の場合には､転載する｡ 

規程 − 19



 

大大同同大大学学科科目目等等履履修修生生規規程程  

 

(平成 5年 4 月 1日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 44 条の規定に基づく大同大学(以下｢本学｣という｡)の

科目等履修生については､この規程の定めるところによる｡ 

(出願資格) 

第 2条 科目等履修生の出願資格は､次の各号の一に該当する者とする。 

（1）高等学校以上を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者 

（2）本学と高大連携に関する協定等を締結している高等学校又は中等教育学校の後期課程に在籍する

生徒のうち、当該学校長が認めた者 

2  教育職員の免許その他法令に定める資格を得るために科目等履修生として出願する者は､その基礎 

 資格を有する者とする｡ 

 (出願手続) 

第 3条 科目等履修生を出願する者は､入学検定料を納付のうえ､次の各号の書類を提出しなければな

らない｡ 

(1) 入学願書(本学所定の用紙) 

(2) 履歴書 

(3) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書 

(4) 健康診断書(本学所定の用紙) 

2 前項の規定に関わらず、第 2条第 1項第 2号に規定する者については、当該書類を省略することが 

 できる。 

(選考方法) 

第 3条の 2 出願者が履修を希望する授業科目を担当する学科等は､書類による選考を行う｡ 

(入学許可) 

第 4条 科目等履修生の入学は､教授会の審議を経て､学長が許可する｡ 

(入学時期及履修期間) 

第 5条 科目等履修生の入学の時期は､学期の始めとする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､学長が必要と認めた場合は､学期の始めとしないことができる｡ 

3 科目等履修生の履修期間は､1年以内とする｡ただし､特別の事情がある場合はこの限りではない｡ 

(入学検定料及び納付金) 

第 6条 入学を許可された者は､所定の手続きをとり､登録料及び授業料(以下｢納付金｣という｡)を所

定の期限までに納付しなければならない｡ 

2 入学検定料及び納付金並びにその免除については､別に定める｡ 

(単位の授与) 

第 7条 科目等履修生が履修した授業科目に合格した場合には､所定の単位を授与する｡ 

(単位修得証明書) 

第 8条 前条の規定により単位を認定された者に対しては､本人の申請により､単位修得証明書を発行

する｡ 

(規定の準用) 

第 9条 この規定に定めるもののほか､本学の学則及び諸規程を準用する｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

規程 − 20



 

大大同同大大学学特特別別聴聴講講学学生生規規程程  

 

(平成 23 年 4月 1日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 44条の規定に基づく大同大学(以下｢本学｣という｡)の特

別聴講学生(以下｢聴講学生｣という｡)に関する事項については､この規程の定めるところによる｡ 

(出願資格) 

第 2条  本学が開講する一又は複数の授業科目について､聴講学生として履修を志願することができ

る者は､本学との間に授業科目の履修に関する協定を締結した他の大学若しくは短期大学又は外国の

大学若しくは短期大学(以下｢他の大学等｣という｡)に在籍し､当該大学が本学における聴講学生とし

て履修を志願することを許可した者とする｡ 

2 前項に規定する授業科目とは､次に掲げる各号に規定する授業科目とする｡ 

(1) 学則第 10条の 2第 2項及び第 12 条の 2 第 3項に規定する各教育課程表の授業科目 

(2) 他の大学等との個別の協議に基づき本学が特別に開設する授業科目 

(受入時期) 

第 3条  聴講学生の受入時期は､学期の始めとする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､学長が必要と認めた場合は､学期の始めとしないことができる｡ 

(出願手続) 

第 4条  聴講学生として履修を志願するもの(以下｢志願者｣という｡)は､所定の願書に履修を志願する

授業科目の名称､単位数及び履修期間を記入し､志願者が属する大学等の長が発行した出願許可書を

添えて､学長に願い出るものとする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､第2条第2項第2号の授業科目の履修を志願する場合にあっては､他の大学等

との協議に基づく出願手続とすることができる｡ 

(受入許可) 

第 5条  聴講学生の受入許可は､他の大学等からの依頼に基づき､聴講授業科目担当教員の承認を得た

者について､選考のうえ､教授会の審議を経て学長が行なう｡ 

2 学長は､聴講学生の受入を許可したときは､志願者が属する大学等の学長を経て本人に通知するもの

とする｡ 

3 学長は､受入を許可した者に､その身分を証する証明書を交付することができる｡ 

(履修手続) 

第 6条  前条の許可を受けた者は､所定の履修手続を行なわなければならない｡ 

(在籍期間) 

第 7条  聴講学生の在籍期間は､履修する授業科目の履修期間とする｡ 

(成績評価) 

第 8条  聴講学生が履修した授業科目の成績の評価については､本学学則第14条を準用する｡ 

2 学長は､前項の成績評価について､聴講学生が属する大学等の学長を経て本人に通知するものとする｡ 

(履修中止) 

第 9条  聴講学生が病気その他の理由により聴講学生としての履修を中止しようとするときは､本学

学長に願い出て､その許可を受けなければならない｡ 

(入学検定料及び納付金) 

第 10 条 聴講学生の入学検定料及び納付金については､別に定める｡ 

(学則等諸規程の準用) 

第 1 1条  聴講学生については､本規程に定めるものの他､必要に応じ､本学学生に関する規定を準用す

る｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

大大同同大大学学科科目目等等履履修修生生規規程程  

 

(平成 5年 4 月 1日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 44 条の規定に基づく大同大学(以下｢本学｣という｡)の

科目等履修生については､この規程の定めるところによる｡ 

(出願資格) 

第 2条 科目等履修生の出願資格は､次の各号の一に該当する者とする。 

（1）高等学校以上を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者 

（2）本学と高大連携に関する協定等を締結している高等学校又は中等教育学校の後期課程に在籍する

生徒のうち、当該学校長が認めた者 

2  教育職員の免許その他法令に定める資格を得るために科目等履修生として出願する者は､その基礎 

 資格を有する者とする｡ 

 (出願手続) 

第 3条 科目等履修生を出願する者は､入学検定料を納付のうえ､次の各号の書類を提出しなければな

らない｡ 

(1) 入学願書(本学所定の用紙) 

(2) 履歴書 

(3) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書 

(4) 健康診断書(本学所定の用紙) 

2 前項の規定に関わらず、第 2条第 1項第 2号に規定する者については、当該書類を省略することが 

 できる。 

(選考方法) 

第 3条の 2 出願者が履修を希望する授業科目を担当する学科等は､書類による選考を行う｡ 

(入学許可) 

第 4条 科目等履修生の入学は､教授会の審議を経て､学長が許可する｡ 

(入学時期及履修期間) 

第 5条 科目等履修生の入学の時期は､学期の始めとする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､学長が必要と認めた場合は､学期の始めとしないことができる｡ 

3 科目等履修生の履修期間は､1年以内とする｡ただし､特別の事情がある場合はこの限りではない｡ 

(入学検定料及び納付金) 

第 6条 入学を許可された者は､所定の手続きをとり､登録料及び授業料(以下｢納付金｣という｡)を所

定の期限までに納付しなければならない｡ 

2 入学検定料及び納付金並びにその免除については､別に定める｡ 

(単位の授与) 

第 7条 科目等履修生が履修した授業科目に合格した場合には､所定の単位を授与する｡ 

(単位修得証明書) 

第 8条 前条の規定により単位を認定された者に対しては､本人の申請により､単位修得証明書を発行

する｡ 

(規定の準用) 

第 9条 この規定に定めるもののほか､本学の学則及び諸規程を準用する｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

規程 − 21



 

大大同同大大学学研研究究生生規規程程  

(昭和 42 年 4月 1日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 44 条の規定に基づく大同大学(以下｢本学｣という｡)の

研究生については､この規程の定めるところによる｡ 

(出願資格) 

第 2条 研究生の出願資格は､大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者と

する｡ 

(予備審査) 

第 3条 研究生を出願する者は､予備審査を受審しなければならない｡ 

2 予備審査を受審する者は､次の各号に掲げる書類を提出しなければならない｡ 

(1) 研究題目･研究内容 

(2) 出願理由説明書 

(3) 履歴書 

(4) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書 

3 研究生を受け入れる当該学科等は､前項に定める書類により予備審査を行う｡ 

(出願手続) 

第 3条の 2 前条第 3項に規定する予備審査に合格した者は、入学検定料を納付のうえ、次の各号の

書類を提出しなければならない。 

(1) 入学願書(本学所定の用紙) 

(2) 履歴書 

(3) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書 

(4) 健康診断書(本学所定の用紙) 

 (選考方法) 

第 3条の 3 出願者を受け入れる当該学科等は､書類及び面接等による選考を行う。 

(入学許可) 

第 4条 研究生の入学は､教授会の審議を経て､学長が許可する｡ 

(入学時期及び研究期間) 

第 5条 研究生の入学の時期は､学期の始めとする｡ただし､特別の事情がある場合はこの限りでない｡ 

2 研究生の研究期間は､1 年以内とする｡ただし､特別の事情がある場合はこの限りではない｡ 

(入学検定料及び納付金) 

第 6条 入学を許可された者は､所定の手続きをとり､登録料及び授業料(以下｢納付金｣という｡)を所

定の期限までに納付しなければならない｡ 

2 入学検定料及び納付金並びにその免除については､別に定める｡ 

(規定の準用) 

第 7条 この規程に定めるもののほか､本学の学則及び諸規程を準用する｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

規程 − 22



 

大大同同大大学学委委託託学学生生規規程程  

(平成 12 年 10月 18日制定) 

(趣旨) 

第 1条 この規程は､大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 44 条の規定に基づき､大同大学(以下｢本

学｣という｡)の委託学生について､必要な事項を定める｡ 

(定義) 

第 2条 この規程において委託学生とは､企業等(以下｢委託企業等｣という｡)からの委託により､当該

委託企業等の従業員等を､その身分を保持させたまま､本学の学部学生として入学し修学する者をい

う｡ 

(出願資格) 

第 3条 委託学生の入学資格は､学則第 21条による｡ 

(入学志願の手続) 

第 4条 委託企業等は､委託学生として本学に入学させようとする者があるときは､学則第 35 条に規

定する入学検定料を納付のうえ､次の各号の書類を指定の期間内に提出しなければならない｡ 

(1) 入学願書 

(2) 調査書 

(3) 委託企業等の推薦書 

(4) 委託企業等等における経歴書 

(入学試験) 

第 5条 入学志願者に対しては､入学試験を行い､合格者を決定する｡ 

(入学手続及び入学許可) 

第 6条 委託企業等は､当該入学志願者の合格通知を受領したとき､指定の期間内に学則第 35 条の 2

に規定する学生納付金を納付のうえ､所定の書類を提出しなければならない｡ 

2 学長は､前項の入学手続が完了した者に､入学を許可する｡ 

 (修学の状況等) 

第 7条 委託学生の修学の状況について､委託企業等の要請があつたときは､成績及び出欠状況等を委

託企業等に通知するものとする｡ 

2 春季又は夏季等の休業期間中等において､委託企業等から特別の研究指導等の要請があつたときは､

研究指導等を行うことができる｡ 

(受託の取止め) 

第 8条 委託学生が学修意欲に乏しく､修学が困難と認められる場合には､学長は､当該委託企業等と

協議のうえ､教授会の審議を経て､受託を取止めることができる｡ 

(委託の取止め) 

第 9条 委託企業等が委託学生の委託を取止めることを願い出た場合は､学長は､教授会の審議を経て､

委託の取止めを承認することができる｡ 

(規程の改廃) 

第 10 条 この規程の改廃は､入試･広報委員会の審議を経るものとする｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

大大同同大大学学研研究究生生規規程程  

(昭和 42 年 4月 1日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 44 条の規定に基づく大同大学(以下｢本学｣という｡)の

研究生については､この規程の定めるところによる｡ 

(出願資格) 

第 2条 研究生の出願資格は､大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者と

する｡ 

(予備審査) 

第 3条 研究生を出願する者は､予備審査を受審しなければならない｡ 

2 予備審査を受審する者は､次の各号に掲げる書類を提出しなければならない｡ 

(1) 研究題目･研究内容 

(2) 出願理由説明書 

(3) 履歴書 

(4) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書 

3 研究生を受け入れる当該学科等は､前項に定める書類により予備審査を行う｡ 

(出願手続) 

第 3条の 2 前条第 3項に規定する予備審査に合格した者は、入学検定料を納付のうえ、次の各号の

書類を提出しなければならない。 

(1) 入学願書(本学所定の用紙) 

(2) 履歴書 

(3) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書 

(4) 健康診断書(本学所定の用紙) 

 (選考方法) 

第 3条の 3 出願者を受け入れる当該学科等は､書類及び面接等による選考を行う。 

(入学許可) 

第 4条 研究生の入学は､教授会の審議を経て､学長が許可する｡ 

(入学時期及び研究期間) 

第 5条 研究生の入学の時期は､学期の始めとする｡ただし､特別の事情がある場合はこの限りでない｡ 

2 研究生の研究期間は､1 年以内とする｡ただし､特別の事情がある場合はこの限りではない｡ 

(入学検定料及び納付金) 

第 6条 入学を許可された者は､所定の手続きをとり､登録料及び授業料(以下｢納付金｣という｡)を所

定の期限までに納付しなければならない｡ 

2 入学検定料及び納付金並びにその免除については､別に定める｡ 

(規定の準用) 

第 7条 この規程に定めるもののほか､本学の学則及び諸規程を準用する｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

規程 − 23



 

大大同同大大学学委委託託生生規規程程  

（平成 25年 4月 1 日制定） 

(趣旨) 

第 1 条 この規程は、大同大学学則(以下｢学則｣という。)第 44 条の規定に基づき、大同大学(以下｢本

学｣という。)の委託生について、必要な事項を定める。 

(定義) 

第 2条 この規程において委託生とは、企業等(以下｢委託企業等｣という。)からの委託により、当該委

託企業等の従業員等を、その身分を保持させたまま、本学が開講する授業科目を履修する者をいう。 

2 委託生の修業年限は、1年又は 2 年とする。 

(出願資格) 

第 3 条 委託生の出願資格は、高等学校を卒業又はこれと同等以上の学力があると認められる者とす

る。 

(出願手続) 

第 4条 委託企業等は、委託生として本学に入学させようとする者があるときは、入学検定料を納付

のうえ、次の各号の書類を指定の期間内に提出しなければならない。 

(1)入学願書 

(2)調査書 

(3)委託企業等の推薦書 

(4)委託企業等における経歴書 

(選考方法) 

第 5条 出願者を受け入れる当該学科等は、書類及び面接等による選考を行う。 

2 学長は、前項の選考結果に基づき、教授会の審議を経て、合格者を決定する。 

(入学手続及び入学許可) 

第 6条 委託企業等は、当該出願者の合格通知を受領したとき、指定の期間内に納付金を納付のうえ、

所定の書類を提出しなければならない。 

2 学長は、前項の入学手続きが完了した者に、委託生として入学を許可する。 

(入学時期) 

第 7条 委託生の入学時期は、学年の始めとする。 

(授業科目の履修) 

第 8条 委託生は、履修しようとする授業科目を、本学の教育課程表から選択し、学期ごとに申請しな

ければならない。 

(修了の要件等) 

第 9条 委託生の修了の要件は、履修した授業科目の成績評価を受け、修了判定に合格することとする。 

2 学長は、前項の修了判定に合格した者に、修了証書を授与する。 

(入学検定料及び納付金) 

第 10 条 委託生の入学検定料及び納付金については、別に定める。 

(修学の状況等) 

第 11 条 委託生の修学の状況について、委託企業等から要請があったときは、成績及び出欠状況等を

委託企業等に通知するものとする。 
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2 春季又は夏季等の休業期間中等において、委託企業等から特別の研究指導等の要請があったときは、

研究指導等を行うことができる。 

(受託の取止め) 

第 12 条 委託生が学修意欲に乏しく、修学が困難と認められる場合には、学長は、当該委託企業等と

協議のうえ、教授会の審議を経て、受託を取止めることができる。 

(委託の取止め) 

第 13 条 委託企業等が委託生の委託を取止めることを願い出た場合は、学長は、教授会の審議を経て、

取止めを了承することができる。 

(規程の準用) 

第 14 条 委託生には、この規程に定めるもののほか、学則及び諸規程を準用する。 

(所管事務) 

第 15 条 委託生に関する事務は、教務室が行う。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

 

大大同同大大学学委委託託生生規規程程  

（平成 25年 4月 1 日制定） 

(趣旨) 

第 1 条 この規程は、大同大学学則(以下｢学則｣という。)第 44 条の規定に基づき、大同大学(以下｢本

学｣という。)の委託生について、必要な事項を定める。 

(定義) 

第 2条 この規程において委託生とは、企業等(以下｢委託企業等｣という。)からの委託により、当該委

託企業等の従業員等を、その身分を保持させたまま、本学が開講する授業科目を履修する者をいう。 

2 委託生の修業年限は、1年又は 2 年とする。 

(出願資格) 

第 3 条 委託生の出願資格は、高等学校を卒業又はこれと同等以上の学力があると認められる者とす

る。 

(出願手続) 

第 4条 委託企業等は、委託生として本学に入学させようとする者があるときは、入学検定料を納付

のうえ、次の各号の書類を指定の期間内に提出しなければならない。 

(1)入学願書 

(2)調査書 

(3)委託企業等の推薦書 

(4)委託企業等における経歴書 

(選考方法) 

第 5条 出願者を受け入れる当該学科等は、書類及び面接等による選考を行う。 

2 学長は、前項の選考結果に基づき、教授会の審議を経て、合格者を決定する。 

(入学手続及び入学許可) 

第 6条 委託企業等は、当該出願者の合格通知を受領したとき、指定の期間内に納付金を納付のうえ、

所定の書類を提出しなければならない。 

2 学長は、前項の入学手続きが完了した者に、委託生として入学を許可する。 

(入学時期) 

第 7条 委託生の入学時期は、学年の始めとする。 

(授業科目の履修) 

第 8条 委託生は、履修しようとする授業科目を、本学の教育課程表から選択し、学期ごとに申請しな

ければならない。 

(修了の要件等) 

第 9条 委託生の修了の要件は、履修した授業科目の成績評価を受け、修了判定に合格することとする。 

2 学長は、前項の修了判定に合格した者に、修了証書を授与する。 

(入学検定料及び納付金) 

第 10 条 委託生の入学検定料及び納付金については、別に定める。 

(修学の状況等) 

第 11 条 委託生の修学の状況について、委託企業等から要請があったときは、成績及び出欠状況等を

委託企業等に通知するものとする。 
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大大同同大大学学外外国国人人留留学学生生規規程程  

(昭和 62 年 5月 12 日制定) 

(趣旨) 

第 1条 この規程は、大同大学学則(以下｢学則｣という。)第 44 条の規定に基づき、大同大学（以下「本

学」という。）の外国人留学生に関し、必要な事項を定める。 

（定義） 
第 2条 外国人留学生とは、出入国管理及び難民認定法(昭和 26年 10月 4日政令第 319 号)別表第 1に

規定する「留学」の在留資格により、本学に入学を許可された者をいう。 

（外国人留学生の区分） 

第 3条 外国人留学生の区分は、次の各号のとおりとする。 

(1) 学則第 24条により入学を許可された者（以下「学部学生」という。） 

(2) 科目等履修生 

(3) 特別聴講学生 

(4) 研究生 

(学部学生の入学志願の手続) 
第 4条 学部学生として入学を志願する者は、学則第 22 条に定めるほか、次の各号に定める書類を添

えて願い出なければならない。 

(1) 履歴書 

(2) 最終出身学校の卒業(修了)証明書及び学業成績証明書 

(3) 独立行政法人日本学生支援機構の行う日本留学試験において、本学が別に指定する科目を受

験していることが証明できる書類 

(4) 志願理由説明書 

(5) 在留資格を証明する書類 

(6) 身元保証書 

(学部学生の選考) 

第 5条 学部学生の入学志願者の選考は、書類審査及び面接試験による総合評価により行い、教授会の

審議を経て学長が決定する。 

2 前項に定めるほか、選考の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

(科目等履修生の出願手続) 

第 6条 科目等履修生の出願手続は、大同大学科目等履修生規程第 3 条の規定によるほか、次の各号

に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 在留資格を証明する書類 

(2) 身元保証書 

(特別聴講学生の出願手続) 

第 7条 特別聴講学生の出願手続は、大同大学特別聴講学生規程第 4 条の規定によるほか、次の各号

に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 在留資格を証明する書類 

(2) 身元保証書 

(研究生の出願手続) 
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第 8条 研究生の出願手続は、大同大学研究生規程第 3 条の 2の規定によるほか、次の各号に掲げる

書類を添付しなければならない。 

(1) 在留資格を証明する書類 

(2) 身元保証書 

(規程の改廃) 

第 9条 この規程の改廃は、第 1条から第 3条及び第 9 条にあっては入試委員会及び教務委員会の、第

4 条及び第 5 条にあっては入試・広報委員会の、第 6条から第 8条にあっては教務委員会の審議をそ

れぞれ経るものとする。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

 

大大同同大大学学外外国国人人留留学学生生規規程程  

(昭和 62 年 5月 12 日制定) 

(趣旨) 

第 1条 この規程は、大同大学学則(以下｢学則｣という。)第 44 条の規定に基づき、大同大学（以下「本

学」という。）の外国人留学生に関し、必要な事項を定める。 

（定義） 
第 2条 外国人留学生とは、出入国管理及び難民認定法(昭和 26年 10月 4日政令第 319 号)別表第 1に

規定する「留学」の在留資格により、本学に入学を許可された者をいう。 

（外国人留学生の区分） 

第 3条 外国人留学生の区分は、次の各号のとおりとする。 

(1) 学則第 24条により入学を許可された者（以下「学部学生」という。） 

(2) 科目等履修生 

(3) 特別聴講学生 

(4) 研究生 

(学部学生の入学志願の手続) 
第 4条 学部学生として入学を志願する者は、学則第 22 条に定めるほか、次の各号に定める書類を添

えて願い出なければならない。 

(1) 履歴書 

(2) 最終出身学校の卒業(修了)証明書及び学業成績証明書 

(3) 独立行政法人日本学生支援機構の行う日本留学試験において、本学が別に指定する科目を受

験していることが証明できる書類 

(4) 志願理由説明書 

(5) 在留資格を証明する書類 

(6) 身元保証書 

(学部学生の選考) 

第 5条 学部学生の入学志願者の選考は、書類審査及び面接試験による総合評価により行い、教授会の

審議を経て学長が決定する。 

2 前項に定めるほか、選考の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

(科目等履修生の出願手続) 

第 6条 科目等履修生の出願手続は、大同大学科目等履修生規程第 3 条の規定によるほか、次の各号

に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 在留資格を証明する書類 

(2) 身元保証書 

(特別聴講学生の出願手続) 

第 7条 特別聴講学生の出願手続は、大同大学特別聴講学生規程第 4 条の規定によるほか、次の各号

に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 在留資格を証明する書類 

(2) 身元保証書 

(研究生の出願手続) 
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ププレレイイススメメンントトテテスストト要要項項  

（平成 17年 12 月 12日制定） 

（趣旨） 

１．この要項は、プレイスメントテストの目的、位置付け、実施科目、運営方法等について定める。 

（目的・位置付け） 

２．プレイスメントテストは、本学に入学した学部学生の基礎学力を正確に把握するとともに、その結

果を習熟度別教育、リメディアル教育、授業内容の見直し等に活用することにより、本学教育の一

層の改善に資することを目的に、全学共通に実施する。 

（対象学生） 

３．プレイスメントテストは、本学学部に入学した１年次生が受験するものとする。 

（実施科目） 

４．プレイスメントテストの実施科目は、英語、数学、理科（物理および化学）とする。 

（受験科目） 

５．第３項の対象学生が受験する科目は、次のとおりとする。 

学部 学科 専攻 科目 

工
学
部 

機械工学科  

英語、数学、理科（物理および化学） 

機械システム工学科  

電気電子工学科  

建
築
学
部 

建築学科 建築専攻 

インテリアデザイン専攻 

かおりデザイン専攻 

都市空間インフラ専攻 

情
報
学
部 

情報システム学科  

情報デザイン学科  
英語、数学 

総合情報学科  

（配点・試験時間・試験内容等） 

６．試験時間・試験内容は、次表のとおりとする。 

時限 教科 試験時間 試験範囲の目安 

第１時限 英語 35 分 「高等学校卒業程度の基礎的な内容」 

第２時限 数学 70 分 「数学Ⅰ」(数と式、図形と計量[三角比]、二次関数)、「数学Ａ」 

(場合の数と確率)、「数学Ⅱ」(いろいろな式、図形と方程式、指

数関数・対数関数、三角関数、微分・積分の考え)、「数学Ｂ」(数

列、ベクトル) 

第３時限 理科 50 分 「物理基礎」「物理」「化学基礎」 

試験問題の作成に当たっては、経年変化が捉えられるよう配慮するものとする。 

（実施日） 

７．プレイスメントテストの実施日については、別に定める。 

（テスト結果の管理及び利活用） 

８．テスト結果は、指導教員に通知するものとする。 

９．テスト結果（データ）は、教務部において厳格に管理するものとする。 
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１０．テスト結果（データ）は、本テストの目的以外には利活用できないものとする。 

１１．テスト結果（データ）の利活用をしようとする者は、教務部所定の申請書により申請し、教務部

長の承認を受けなければならない。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

 

ププレレイイススメメンントトテテスストト要要項項  

（平成 17年 12 月 12日制定） 

（趣旨） 

１．この要項は、プレイスメントテストの目的、位置付け、実施科目、運営方法等について定める。 

（目的・位置付け） 

２．プレイスメントテストは、本学に入学した学部学生の基礎学力を正確に把握するとともに、その結

果を習熟度別教育、リメディアル教育、授業内容の見直し等に活用することにより、本学教育の一

層の改善に資することを目的に、全学共通に実施する。 

（対象学生） 

３．プレイスメントテストは、本学学部に入学した１年次生が受験するものとする。 

（実施科目） 

４．プレイスメントテストの実施科目は、英語、数学、理科（物理および化学）とする。 

（受験科目） 

５．第３項の対象学生が受験する科目は、次のとおりとする。 

学部 学科 専攻 科目 

工
学
部 

機械工学科  

英語、数学、理科（物理および化学） 

機械システム工学科  

電気電子工学科  

建
築
学
部 

建築学科 建築専攻 

インテリアデザイン専攻 

かおりデザイン専攻 

都市空間インフラ専攻 

情
報
学
部 

情報システム学科  

情報デザイン学科  
英語、数学 

総合情報学科  

（配点・試験時間・試験内容等） 

６．試験時間・試験内容は、次表のとおりとする。 

時限 教科 試験時間 試験範囲の目安 

第１時限 英語 35 分 「高等学校卒業程度の基礎的な内容」 

第２時限 数学 70 分 「数学Ⅰ」(数と式、図形と計量[三角比]、二次関数)、「数学Ａ」 

(場合の数と確率)、「数学Ⅱ」(いろいろな式、図形と方程式、指

数関数・対数関数、三角関数、微分・積分の考え)、「数学Ｂ」(数

列、ベクトル) 

第３時限 理科 50 分 「物理基礎」「物理」「化学基礎」 

試験問題の作成に当たっては、経年変化が捉えられるよう配慮するものとする。 

（実施日） 

７．プレイスメントテストの実施日については、別に定める。 

（テスト結果の管理及び利活用） 

８．テスト結果は、指導教員に通知するものとする。 

９．テスト結果（データ）は、教務部において厳格に管理するものとする。 
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大大同同大大学学工工学学部部履履修修規規程程  

（平成 16年 4月 1 日施行） 

(趣旨) 

第 1 条  この規程は､大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 13 条の規定に基づき平成 13 年度以降の工

学部入学生の､授業科目の履修及び単位の修得方法について必要な事項を定める｡ 

(単位の計算方法) 

第 1 条  この規程は､大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 13 条の規定に基づき平成 13 年度以降の工

学部入学生の､授業科目の履修及び単位の修得方法について必要な事項を定める｡ 

(単位の計算方法) 

第 2条  学則第 11条第 1項第 1号に規定する講義及び演習の授業科目は､15時間の授業をもつて 1単

位とする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､次の表の右欄に掲げる授業科目にあつては､当該授業による教育効果等を

考慮し､30時間の授業をもつて 1単位とする｡ 

区 分 授 業 科 目 

人間科学科目群 

ﾌｧｰｽﾄ･ｲﾔｰ･ｾﾐﾅ､基礎英語ｾﾐﾅ､実践英語、英語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ、 

英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ、中国語入門 1、中国語入門 2、ｽﾎﾟｰﾂ実技 A、 

ｽﾎﾟｰﾂ実技 B、ｽﾎﾟｰﾂと健康の科学 A、ｽﾎﾟｰﾂと健康の科学 B、 

情報ﾘﾃﾗｼｰ概論、ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ概論 

専門基礎科目群 
基礎数学ｾﾐﾅ､基礎理科ｾﾐﾅ(以上､全学科)､ 

機械数学基礎演習(以上､機械工学科)､ 

専門科目群 

機械入門ｾﾐﾅ､機械ｾﾐﾅ(以上､機械工学科)､ 

機械ｼｽﾃﾑ入門ｾﾐﾅ(以上､機械ｼｽﾃﾑ工学科)､ 

電気電子入門ｾﾐﾅ(以上､電気電子工学科)､ 

3 学則第 11 条第 2 項に規定する卒業研究については､単位数を 6 単位とする｡              

 (履修申請) 

第 3条  履修申請は､所定の期間内に定められた方法で自己の責任によって行わなければならない｡ 

2 正当な理由がなく､所定の期間内に履修申請を行わなかった授業科目は､履修を許可しない｡ 

3 不合格となつた授業科目の単位を修得しようとする者は､あらためて履修申請し､再履修しなければ

ならない｡ 

4 履修申請した授業科目は､必ず｢履修申請確認表｣で確認しなければならない｡ 

 （履修申請の変更） 

第 3条の 2 履修申請した授業科目は､所定の期間内に定められた方法によつて､変更することができ

る｡ 

2 前項の規定にかかわらず､授業科目によつては履修申請を変更できないことがある｡ 

3 正当な理由がなく､所定の期間内に履修申請の変更を行わなかつた授業科目は､履修申請の変更を許

可しない｡ 

4 履修申請を変更した授業科目は､必ず｢履修申請確認表｣で確認しなければならない｡ 

(履修登録単位数の制限) 

第 4条  各学期に､人間科学科目群､専門基礎科目群及び専門科目群の中から履修登録できる単位数

は､22 単位を上限とする｡ 

2 前項に定める上限単位数には､次の各号に定める科目又は授業の単位は含めないものとする｡ 

(1) 自由科目 
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(2) 定期に開講しない授業科目 

(3) 定期に開講しない授業 

3 前 2項の規定にかかわらず､次の各号に定める単位数については､それぞれ上限単位数に加え履修登

録することができる｡ 

(1) 既に履修した授業科目のうち､評価が｢不可｣又は｢不合格｣となつた科目を再履修する場合につ

いては､4 単位まで｡ 

(2) 前学期において優れた成績をもつて単位を修得した場合には､4 単位まで｡ 

4 前項第 1号及び第 2 号に関する規程は､別に定める｡ 

 (履修の制限) 

第 4条の 2 授業科目の履修は、次の制限に従わなければならない｡ 

(1) 上級年次に開講される授業科目を履修することはできない｡ 

(2) 同一時限に開講されている授業科目を重複して履修することはできない｡ 

(3) 既に履修し､単位を付与された授業科目については再履修することはできない｡ 

(4) 先修条件が設定される授業科目にあつては､先修条件を満たさなければ当該授業科目を 

履修することはできない｡ 

(5)  履修ｸﾗｽが設定される授業科目にあつては､原則該当のｸﾗｽを履修しなければならない｡ 

(履修区分) 

第 4条の 3 削除 

2 削除 

3 削除 

4 削除 

（開講科目） 

第 5条  学則第 10条の 2第 2項別表(1)及び学則第 12 条の 2第 3 項別表(2)に規定する各授業科目の

週授業時間数､履修年次及び開講期については､それぞれ別表(1)及び別表(1)の 2 のとおりとする｡ 

2 授業科目によつては､教務委員会の審議により､年度によつて開講しないことがある｡ 

(他学部及び他学科等授業科目の履修) 

第 6条  学生は､所属する学部の学科の開講する科目(第 5 条の 3 第 1項各号の学科にあつては専攻の

開講する科目)のほか､所属する学部の他の学科(第 5条の 3第 1項各号の学科にあつては他の専攻)

及び他の学部の学科の開講する次の各号に定める科目を履修することができる。 

(1) 専門基礎科目群の科目(工学部各学科の専門基礎科目群の自然科学系及び工学基礎系の同一名

称科目を除く) 

(2) 専門科目群の科目 

2 前項に定める科目の履修を希望する者は､当該科目を開講する学科等の長の許可を受けなければな

らない｡ 

3 前項において履修を許可された科目の履修及び修得単位の各取扱については､別表(4)のとおりとす

る｡ 

(履修人員の制限) 

第 7条  開講される各授業科目の履修人員は､講義室等の収容人員の都合により制限することがある｡ 

(授業出席の義務) 

第 7条の 2 学生は､授業担当教員の指示に基づき､履修登録した授業に出席しなければならない｡ 

 

大大同同大大学学工工学学部部履履修修規規程程  

（平成 16年 4月 1 日施行） 

(趣旨) 

第 1 条  この規程は､大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 13 条の規定に基づき平成 13 年度以降の工

学部入学生の､授業科目の履修及び単位の修得方法について必要な事項を定める｡ 

(単位の計算方法) 

第 1 条  この規程は､大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 13 条の規定に基づき平成 13 年度以降の工

学部入学生の､授業科目の履修及び単位の修得方法について必要な事項を定める｡ 

(単位の計算方法) 

第 2条  学則第 11条第 1項第 1号に規定する講義及び演習の授業科目は､15時間の授業をもつて 1単

位とする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､次の表の右欄に掲げる授業科目にあつては､当該授業による教育効果等を

考慮し､30時間の授業をもつて 1単位とする｡ 

区 分 授 業 科 目 

人間科学科目群 

ﾌｧｰｽﾄ･ｲﾔｰ･ｾﾐﾅ､基礎英語ｾﾐﾅ､実践英語、英語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ、 

英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ、中国語入門 1、中国語入門 2、ｽﾎﾟｰﾂ実技 A、 

ｽﾎﾟｰﾂ実技 B、ｽﾎﾟｰﾂと健康の科学 A、ｽﾎﾟｰﾂと健康の科学 B、 

情報ﾘﾃﾗｼｰ概論、ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ概論 

専門基礎科目群 
基礎数学ｾﾐﾅ､基礎理科ｾﾐﾅ(以上､全学科)､ 

機械数学基礎演習(以上､機械工学科)､ 

専門科目群 

機械入門ｾﾐﾅ､機械ｾﾐﾅ(以上､機械工学科)､ 

機械ｼｽﾃﾑ入門ｾﾐﾅ(以上､機械ｼｽﾃﾑ工学科)､ 

電気電子入門ｾﾐﾅ(以上､電気電子工学科)､ 

3 学則第 11 条第 2 項に規定する卒業研究については､単位数を 6 単位とする｡              

 (履修申請) 

第 3条  履修申請は､所定の期間内に定められた方法で自己の責任によって行わなければならない｡ 

2 正当な理由がなく､所定の期間内に履修申請を行わなかった授業科目は､履修を許可しない｡ 

3 不合格となつた授業科目の単位を修得しようとする者は､あらためて履修申請し､再履修しなければ

ならない｡ 

4 履修申請した授業科目は､必ず｢履修申請確認表｣で確認しなければならない｡ 

 （履修申請の変更） 

第 3条の 2 履修申請した授業科目は､所定の期間内に定められた方法によつて､変更することができ

る｡ 

2 前項の規定にかかわらず､授業科目によつては履修申請を変更できないことがある｡ 

3 正当な理由がなく､所定の期間内に履修申請の変更を行わなかつた授業科目は､履修申請の変更を許

可しない｡ 

4 履修申請を変更した授業科目は､必ず｢履修申請確認表｣で確認しなければならない｡ 

(履修登録単位数の制限) 

第 4条  各学期に､人間科学科目群､専門基礎科目群及び専門科目群の中から履修登録できる単位数

は､22 単位を上限とする｡ 

2 前項に定める上限単位数には､次の各号に定める科目又は授業の単位は含めないものとする｡ 

(1) 自由科目 
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2 授業出席回数が不足した場合には､単位を修得できないことがある｡ 

(授業欠席の特別な取扱) 

第 7条の 3 学生が､やむを得ない事由により授業を欠席する場合には､授業欠席の特別な取り扱いを

認めることがある｡ 

2 前項に規定する学生の授業欠席の特別な取り扱いに関する事項は､別に定める｡ 

(休講) 

第 7条の 4 大学又は授業担当教員の事情により､授業を休講する場合がある｡ 

2 前項に規定する休講については､原則として補講を行う｡ 

3 暴風警報の発令､公共交通機関の運休､南海ﾄﾗﾌ地震に関連する情報の発令等に伴う授業の休講に関す

る規程は､別に定める｡ 

  (緊急時の授業休講) 

第 7条の 5 気象警報が発令された場合等の緊急時に授業を休講することがある｡ 

2 前項に規定する授業休講の取り扱いに関する事項は､別に定める｡ 

  (学修状態の審査) 

第 8条  学則第 14条第 1項に規定する学修状態の審査は､試験によるものとする｡ 

2 前項に規定する試験の方法は､筆記試験またはﾚﾎﾟｰﾄ等とする｡ 

3 第 1項の規定にかかわらず､学生の学修状況の総合的な審査をもつて､試験に代えることができる｡ 

 (試験の種類) 

第 9条 試験は､期末試験､追試験､特別追試験とする｡ 

2 期末試験は､授業 13 回目から 15回目の間に行うかつ､ｼﾗﾊﾞｽに「期末試験」と記載された試験をい

う。 

3 追試験は､病気(次項に定める公認欠席を除く)､事故､公共交通機関の延着その他やむを得ない理由に

より期末試験を受験できなかつた者に対し行う試験をいう｡ 

4 特別追試験は､期末試験の時間割において､受験科目が同一時限に重なり受験できない科目がある場

合及び公認欠席により期末試験を受験できなかつた者に対し行う試験をいう｡ 

5 追試験及び特別追試験を受験しようとする者は､所定の手続きを指定の期間に行わなければならな

い｡ 

6 追試験､特別追試験を受験しなかつた者に対する追試験､特別追試験は行わない｡ 

(受験資格) 

第 10 条 次の各号に該当する者は､試験を受けることができない｡ 

(1) 試験を受けようとする科目を履修申請していない者 

(2) 学生証を携帯していない者 

(3) 試験開始後 30分以上遅刻した者 

(4) 学納金を未納の者 

(受験の遵守事項) 

第 11 条 第 9条に定める試験を受験しようとする者は､試験室において､次の各号に定める事項を遵守

しなければならない｡ 

(1) 試験室においては､監督者の指示に従わなければならない｡ 

(2) 試験開始 30分経過後は､試験室に入室することができない｡ 

(3) 試験室では､学生証を机上に置かなければならない｡学生証を所持しない者は､受験することが
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できない｡ 

(4) 筆記用具及び許可された物を除くすべての携帯品は､監督者が指定する場所に置かなければな

らない｡ 

(5) 携帯電話等は電源を切り､鞄等の中にしまわなければならない｡(時計としての使用も不可｡) 

(6) 試験中に質問その他の用件があるときは､挙手し監督者に申し出なければならない｡ 

(7) 答案用紙は､解答の有無にかかわらず学籍番号及び氏名を記入しなければならない｡また､監督

者が指定する場所に提出し､試験室外に持ち出してはならない｡ 

(不正行為) 

第 12 条 第 9条の受験に際し次の各号の一に該当する行為を行つた者は､不正行為者とみなし､学生

証､答案及び証拠となる物件を取り上げ退場を命じる｡ 

(1) 他人に受験を依頼すること又はこれを引き受けること｡ 

(2) 監督者の許可なく行動すること､又､監督者の制止を無視して行動すること｡ 

(3) 持ち込みを許可されていない物品(ﾉｰﾄ､ﾒﾓ､教科書､参考書等)及び電子機器(電子辞書､ﾊﾟｿｺﾝ等)

を使用すること｡ 

(4) 他の学生の答案を参照すること又は他の学生に答案を参照させること｡ 

(5) 言語･動作又は通信機器等により学生同士で互いに連絡すること｡ 

(6) 許可なく他の学生に物品を貸与すること｡ 

(7) 他の学生の不正行為を助けること｡ 

(8) 試験開始後 30分以内に退室すること｡ 

(9) 監督者の指示に違反すること｡ 

(10) 身体､所持品及び机等身の回りの物品に文字等を記載し試験中に参照すること又はそれを参照

できるような状態で受験すること｡ 

(11) 他人と答案の交換を行うこと｡ 

(12) その他不正行為とみなされる行為を行うこと｡ 

2 不正行為を行つた者に対しては､当該学期に履修した授業の内､第 10条に定める試験を実施した授業

は不合格とし､かつ､学則第 39 条により、懲戒する｡ 

3 前項において不合格となつた科目の成績評価の評語は､欠席とする｡ 

(成績評価の基準) 

第 13 条 学則第 14条第 3項の成績評価の基準は､原則として次による｡ 

秀      100点より 90 点まで 

優      89点より 80 点まで 

良      79点より 70 点まで 

可      69点より 60 点まで 

不可     59点以下 

2 前項の規定にかかわらず､試験を欠席または棄権した場合の評語は､欠席とする｡ 

3 第 1項の規定にかかわらず､基礎ｾﾐﾅの評語は、合格又は不可とする。 

(試験結果の発表及び成績評価の確認) 

第 14 条 試験の結果は､｢試験結果通知書｣によつて通知する｡ 

2 前項の試験結果通知書において､成績評価に疑問がある者は､所定の期間内に教務部長に成績評価の

確認を願い出ることができる｡ 

 

2 授業出席回数が不足した場合には､単位を修得できないことがある｡ 

(授業欠席の特別な取扱) 

第 7条の 3 学生が､やむを得ない事由により授業を欠席する場合には､授業欠席の特別な取り扱いを

認めることがある｡ 

2 前項に規定する学生の授業欠席の特別な取り扱いに関する事項は､別に定める｡ 

(休講) 

第 7条の 4 大学又は授業担当教員の事情により､授業を休講する場合がある｡ 

2 前項に規定する休講については､原則として補講を行う｡ 

3 暴風警報の発令､公共交通機関の運休､南海ﾄﾗﾌ地震に関連する情報の発令等に伴う授業の休講に関す

る規程は､別に定める｡ 

  (緊急時の授業休講) 

第 7条の 5 気象警報が発令された場合等の緊急時に授業を休講することがある｡ 

2 前項に規定する授業休講の取り扱いに関する事項は､別に定める｡ 

  (学修状態の審査) 

第 8条  学則第 14条第 1項に規定する学修状態の審査は､試験によるものとする｡ 

2 前項に規定する試験の方法は､筆記試験またはﾚﾎﾟｰﾄ等とする｡ 

3 第 1項の規定にかかわらず､学生の学修状況の総合的な審査をもつて､試験に代えることができる｡ 

 (試験の種類) 

第 9条 試験は､期末試験､追試験､特別追試験とする｡ 

2 期末試験は､授業 13 回目から 15回目の間に行うかつ､ｼﾗﾊﾞｽに「期末試験」と記載された試験をい

う。 

3 追試験は､病気(次項に定める公認欠席を除く)､事故､公共交通機関の延着その他やむを得ない理由に

より期末試験を受験できなかつた者に対し行う試験をいう｡ 

4 特別追試験は､期末試験の時間割において､受験科目が同一時限に重なり受験できない科目がある場

合及び公認欠席により期末試験を受験できなかつた者に対し行う試験をいう｡ 

5 追試験及び特別追試験を受験しようとする者は､所定の手続きを指定の期間に行わなければならな

い｡ 

6 追試験､特別追試験を受験しなかつた者に対する追試験､特別追試験は行わない｡ 

(受験資格) 

第 10 条 次の各号に該当する者は､試験を受けることができない｡ 

(1) 試験を受けようとする科目を履修申請していない者 

(2) 学生証を携帯していない者 

(3) 試験開始後 30分以上遅刻した者 

(4) 学納金を未納の者 

(受験の遵守事項) 

第 11 条 第 9条に定める試験を受験しようとする者は､試験室において､次の各号に定める事項を遵守

しなければならない｡ 

(1) 試験室においては､監督者の指示に従わなければならない｡ 

(2) 試験開始 30分経過後は､試験室に入室することができない｡ 

(3) 試験室では､学生証を机上に置かなければならない｡学生証を所持しない者は､受験することが
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(学修指導) 

第 14 条の 2 学生の学業成績が､学科の定める基準を下回る場合には､指導教員による学修指導を受け

なければならない｡ 

(卒業研究履修基準) 

第 15 条 卒業研究を履修するためには､別表(2)の条件を満たさなければならない｡ 

(卒業の要件) 

第 16 条 卒業に必要な単位数は､学則第 19条のとおりとし､各学科の定める卒業の要件は別表（3）の

とおりとする｡ 

2 卒業の要件として認めることができる授業科目の区分は､必修科目及び選択科目とする｡ 

（細則） 

第 17 条 この規程に定めるもののほか､履修に関する事項は､細則に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

別 表  

＜ 省 略 ＞ 
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大大同同大大学学建建築築学学部部履履修修規規程程  

（2024年 4月 1 日施行） 

(趣旨) 

第 1条 この規程は､大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 13条の規定に基づき 2024年度以降の建築

学部入学生の､授業科目の履修及び単位の修得方法について必要な事項を定める｡ 

(単位の計算方法) 

第 2条 学則第 11条第 1項第１号に規定する講義及び演習の授業科目は､15時間の授業をもつて 1

単位とする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､次の表の右欄に掲げる授業科目にあつては､当該授業による教育効果等を

考慮し､当該各号に掲げる授業時間をもつて 1単位とする｡ 

(1) 次の表の右欄に掲げる授業科目にあつては､30時間の授業をもつて 1単位とする｡ 

区 分 授 業 科 目 

人間科学科目群 

ﾌｧｰｽﾄ・ｲﾔｰ・ｾﾐﾅ､基礎英語ｾﾐﾅ､実践英語､英語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ､英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ､ 

中国語入門 1､中国語入門 2､ｽﾎﾟｰﾂ実技 A、ｽﾎﾟｰﾂ実技 B、ｽﾎﾟｰﾂと健康の科学 A、 

ｽﾎﾟｰﾂと健康の科学 B、情報ﾘﾃﾗｼｰ概論、ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ概論 

専門基礎科目群 基礎数学ｾﾐﾅ､基礎理科ｾﾐﾅ、情報リテラシ 

専門科目群 
建築・ｲﾝﾃﾘｱ入門ｾﾐﾅ、かおりﾃﾞｻﾞｲﾝ入門ｾﾐﾅ、都市空間ｲﾝﾌﾗ入門ｾﾐﾅ、 

ｷｬﾘｱ開発 1、ｷｬﾘｱ開発 2、ｷｬﾘｱ開発 3、ｷｬﾘｱ開発 4、ｴｸｾﾚﾝﾄｾﾐﾅ 

(2) 次の表の右欄に掲げる授業科目にあつては､20時間の授業をもつて 1単位とする｡ 

区 分 授 業 科 目 

専門科目群 

建築設計 1､建築設計 2､建築設計 3､総合空間設計 1､総合空間設計 2､ 

ｲﾝﾃﾘｱ設計 1､ｲﾝﾃﾘｱ設計 2､ｲﾝﾃﾘｱ設計 3､社会基盤設計､測量学同実習 1､ 

測量学同実習 2､ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ設計､ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ設計､道路空間設計 

3 学則第 11 条第 2 項に規定する卒業研究については､単位数を 6 単位とする｡ 

 (履修申請) 

第 3条 履修申請は､所定の期間内に定められた方法で自己の責任によつて行わなければならない｡ 

2 正当な理由がなく､所定の期間内に履修申請を行わなかった授業科目は､履修を許可しない｡ 

3 不合格となつた授業科目の単位を修得しようとする者は､あらためて履修申請し､再履修しなければ

ならない｡ 

4 履修申請した授業科目は､必ず｢履修申請確認表｣で確認しなければならない｡ 

 (履修申請の変更) 

第 3条の 2 履修申請した授業科目は､所定の期間内に定められた方法で自己の責任によつて､変更す

ることができる｡ 

2 前項の規定にかかわらず､授業科目によつては履修申請を変更できないことがある｡ 

3 正当な理由がなく､所定の期間内に履修申請の変更を行わなかつた授業科目は､履修申請の変更を許

可しない｡ 

4 履修申請を変更した授業科目は､必ず｢履修申請確認表｣で確認しなければならない｡ 

 (履修登録単位数の制限) 

 

(学修指導) 

第 14 条の 2 学生の学業成績が､学科の定める基準を下回る場合には､指導教員による学修指導を受け

なければならない｡ 

(卒業研究履修基準) 

第 15 条 卒業研究を履修するためには､別表(2)の条件を満たさなければならない｡ 

(卒業の要件) 

第 16 条 卒業に必要な単位数は､学則第 19条のとおりとし､各学科の定める卒業の要件は別表（3）の

とおりとする｡ 

2 卒業の要件として認めることができる授業科目の区分は､必修科目及び選択科目とする｡ 

（細則） 

第 17 条 この規程に定めるもののほか､履修に関する事項は､細則に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

別 表  

＜ 省 略 ＞ 
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第 4条  各学期に､人間科学科目群､専門基礎科目群及び専門科目群の中から履修登録できる単位数

は､22 単位を上限とする｡ 

2 前項に定める上限単位数には､次の各号に定める科目又は授業の単位は含めないものとする｡ 

(4) 自由科目 

(5) 定期に開講しない授業科目 

(6) 定期に開講しない授業 

3 前 2項の規程にかかわらず､次の各号に定める単位数については､それぞれ上限単位数に加え履修登

録することができる｡ 

(1) 既に履修した授業科目のうち､評価が｢不可｣又は｢不合格｣となつた科目を再履修する場合につ

いては､4 単位まで｡ 

(2) 前学期において優れた成績をもつて単位を修得した場合には､4 単位まで｡ 

4 前項第 1号及び第 2 号に関する規程は､別に定める｡ 

 (履修の制限) 

第 4条の 2 授業科目の履修は､次の制限に従わなければならない｡ 

(1) 上級年次に開講される授業科目を履修することはできない｡ 

(2) 同一時限に開講されている授業科目を重複して履修することはできない｡ 

(3) 既に履修し､単位を付与された授業科目については再履修することはできない｡ 

(4) 先修条件が設定されている授業科目にあつては､先修条件を満たさなければ当該授業科目を履修

することはできない｡ 

(5) 履修ｸﾗｽが設定されている授業科目にあつては､原則該当のｸﾗｽを履修しなければならない｡ 

 (履修区分) 

第 4条の 3 次の表の左欄に掲げる学科に専門科目の履修上の区分として､右蘭に掲げる専攻を設け

る｡ 

学科 専攻 

建築学科 建築専攻､ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻､かおりﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻、都市空間ｲﾝﾌﾗ専攻 

2 前項に掲げる学科に所属する者は､いずれかの専攻を履修しなければならない｡ 

3 同一学科内の他の専攻に転専攻を希望する者は､転専攻を願い出なければならない｡ 

4 転専攻に関し必要な事項は､別に定める｡ 

 (開講科目) 

第 5条 学則第 10条の 2第 2項別表(1)の 2及び学則第 12条の 2第 3 項別表(2)に規定する各授業科

目の週授業時間数､履修年次及び開講期については､それぞれ別表(1)のとおりとする｡ 

2 授業科目によつては､教務委員会の審議により､年度によつて開講しないことがある｡ 

 (他学部及び他学科等授業科目の履修) 

第 6条 学生は､所属する学部の学科の開講する科目(第 4条の 3第 1 項各号の学科にあつては専攻の

開講する科目)のほか､他の学部の学科の開講する次の各号に定める科目を履修することができる。 

(1) 専門基礎科目群の科目(各学部各学科の専門基礎科目群の同一名称科目を除く) 

(2) 専門科目群の科目 

2 前項に定める科目の履修を希望する者は､当該科目を開講する学科等の長の許可を受けなければなら

ない｡ 
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3 前項において履修を許可された科目の履修及び修得単位の各取扱については､別表(4)のとおりとす

る｡  

 (履修人員の制限) 

第 7条 開講される各授業科目の履修人員は､講義室等の収容人員の都合により制限することがある｡ 

 (授業出席の義務) 

第 7条の 2 学生は､授業担当教員の指示に基づき､履修登録した授業に出席しなければならない｡ 

2 授業出席回数が不足した場合には､単位を修得できないことがある｡ 

 (授業欠席の特別な取扱) 

第 7条の 3 学生が､やむを得ない事由により授業を欠席する場合には､授業欠席の特別な取り扱いを

認めることがある｡ 

2 前項に規定する学生の授業欠席の特別な取り扱いに関する事項は､別に定める｡ 

 (休講) 

第 7条の 4 大学又は授業担当教員の事情により､授業を休講する場合がある｡ 

2 前項に規定する休講については､原則として補講を行う｡ 

3 暴風警報の発令､公共交通機関の運休､南海ﾄﾗﾌ地震に関連する情報の発令等に伴う授業の休講に関す

る規程は､別に定める｡ 

 (緊急時の授業休講) 

第 7条の 5 気象警報が発令された場合等の緊急時に授業を休講することがある｡ 

2 前項に規定する授業休講の取り扱いに関する事項は､別に定める｡ 

 (学修状態の審査) 

第 8条 学則第 14 条第 1項に規定する学修状態の審査は､試験によるものとする｡ 

2 前項に規定する試験の方法は､筆記試験またはﾚﾎﾟｰﾄ等とする｡ 

3 第 1項の規定にかかわらず､学生の学修状況の総合的な審査をもつて､試験に代えることができる｡ 

 (試験の種類) 

第 9条 試験は､期末試験､追試験､特別追試験とする｡ 

2 期末試験は､授業 13 回目から 15回目の間に行うかつ､ｼﾗﾊﾞｽに「期末試験」と記載された試験をい

う。 

3 追試験は､病気(次項に定める公認欠席を除く)､事故､公共交通機関の延着その他やむを得ない理由に

より期末試験を受験できなかつた者に対し行う試験をいう｡ 

4 特別追試験は､期末試験の時間割において､受験科目が同一時限に重なって受験できない科目がある

場合及び公認欠席で期末試験を受験できなかつた者に対し行う試験をいう｡ 

5 追試験及び特別追試験を受験しようとする者は､所定の手続きを指定の期間に行わなければならな

い｡ 

6 追試験､特別追試験を受験しなかつた者に対する追試験､特別追試験は行わない｡ 

 (受験資格) 

第 10 条 次の各号に該当する者は､試験を受けることができない｡ 

(1) 試験を受けようとする科目を履修申請していない者 

(2) 学生証を携帯していない者 

(3) 試験開始後 30分以上遅刻した者 

(4) 学納金を未納の者 

 

第 4条  各学期に､人間科学科目群､専門基礎科目群及び専門科目群の中から履修登録できる単位数

は､22 単位を上限とする｡ 

2 前項に定める上限単位数には､次の各号に定める科目又は授業の単位は含めないものとする｡ 

(4) 自由科目 

(5) 定期に開講しない授業科目 

(6) 定期に開講しない授業 

3 前 2項の規程にかかわらず､次の各号に定める単位数については､それぞれ上限単位数に加え履修登

録することができる｡ 

(1) 既に履修した授業科目のうち､評価が｢不可｣又は｢不合格｣となつた科目を再履修する場合につ

いては､4 単位まで｡ 

(2) 前学期において優れた成績をもつて単位を修得した場合には､4 単位まで｡ 

4 前項第 1号及び第 2 号に関する規程は､別に定める｡ 

 (履修の制限) 

第 4条の 2 授業科目の履修は､次の制限に従わなければならない｡ 

(1) 上級年次に開講される授業科目を履修することはできない｡ 

(2) 同一時限に開講されている授業科目を重複して履修することはできない｡ 

(3) 既に履修し､単位を付与された授業科目については再履修することはできない｡ 

(4) 先修条件が設定されている授業科目にあつては､先修条件を満たさなければ当該授業科目を履修

することはできない｡ 

(5) 履修ｸﾗｽが設定されている授業科目にあつては､原則該当のｸﾗｽを履修しなければならない｡ 

 (履修区分) 

第 4条の 3 次の表の左欄に掲げる学科に専門科目の履修上の区分として､右蘭に掲げる専攻を設け

る｡ 

学科 専攻 

建築学科 建築専攻､ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻､かおりﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻、都市空間ｲﾝﾌﾗ専攻 

2 前項に掲げる学科に所属する者は､いずれかの専攻を履修しなければならない｡ 

3 同一学科内の他の専攻に転専攻を希望する者は､転専攻を願い出なければならない｡ 

4 転専攻に関し必要な事項は､別に定める｡ 

 (開講科目) 

第 5条 学則第 10条の 2第 2項別表(1)の 2及び学則第 12条の 2第 3 項別表(2)に規定する各授業科

目の週授業時間数､履修年次及び開講期については､それぞれ別表(1)のとおりとする｡ 

2 授業科目によつては､教務委員会の審議により､年度によつて開講しないことがある｡ 

 (他学部及び他学科等授業科目の履修) 

第 6条 学生は､所属する学部の学科の開講する科目(第 4条の 3第 1 項各号の学科にあつては専攻の

開講する科目)のほか､他の学部の学科の開講する次の各号に定める科目を履修することができる。 

(1) 専門基礎科目群の科目(各学部各学科の専門基礎科目群の同一名称科目を除く) 

(2) 専門科目群の科目 

2 前項に定める科目の履修を希望する者は､当該科目を開講する学科等の長の許可を受けなければなら

ない｡ 
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 (受験の遵守事項) 

第 11 条 第 9条に定める試験を受験しようとする者は､試験室において､次の各号に定める事項を遵守

しなければならない｡ 

(1) 試験室においては､監督者の指示に従わなければならない｡ 

(2) 試験開始 30分経過後は､試験室に入室することができない｡ 

(3) 試験室では､学生証を机上に置かなければならない｡学生証を所持しない者は､受験することが

できない｡ 

(4) 筆記用具及び許可された物を除くすべての携帯品は､監督者が指定する場所に置かなければな

らない｡ 

(5) 携帯電話等は電源を切り､鞄等の中にしまわなければならない｡(時計としての使用も不可) 

(6) 試験中に質問その他の用件があるときは挙手し監督者に申し出なければならない｡ 

(7) 答案用紙は､解答の有無にかかわらず学籍番号及び氏名を記入しなければならない｡ 

また､監督者が指定する場所に提出し､試験室外に持ち出してはならない｡ 

 (不正行為) 

第 12 条 第 9条の受験に際し次の各号の一に該当する行為を行った者は､不正行為者とみなし､学生

証､答案及び証拠となる物件を取り上げ退場を命じる｡ 

(1) 他人に受験を依頼すること又はこれを引き受けること｡ 

(2) 監督者の許可なく行動すること､又､監督者の制止を無視して行動すること｡ 

(3) 持ち込みを許可されていない物品(ﾉｰﾄ､ﾒﾓ､教科書､参考書等)及び電子機器(電子辞書､ﾊﾟｿｺﾝ等)

を使用すること｡ 

(4) 他の学生の答案を参照すること又は他の学生に答案を参照させること｡ 

(5) 言語･動作又は通信機器等により学生同士で互いに連絡すること｡ 

(6) 許可なく他の学生に物品を貸与すること｡ 

(7) 他の学生の不正行為を助けること｡ 

(8) 試験開始後 30分以内に退室すること｡ 

(9) 監督者の指示に違反すること｡ 

(10) 身体､所持品及び机等身の回りの物品に文字等を記載し試験中に参照すること又はそれを参照

できるような状態で受験すること｡ 

(11) 他人と答案の交換を行うこと｡ 

(12) その他不正行為とみなされる行為を行うこと｡ 

2 不正行為を行つた者に対しては､当該学期に履修した授業の内第 9 条に定める試験を実施した授業は

不合格とし､かつ学則第 39条により､懲戒する｡ 

3 前項において不合格となつた科目の成績評価の評語は､欠席とする｡ 

 (成績評価の基準) 

第 13 条 学則第 14条第 3項の成績評価の基準は､原則として次による｡ 

秀      100点より 90 点まで 

優       89点より 80 点まで 

良      79点より 70 点まで 

可      69点より 60 点まで 

不可     59点以下 

規程 − 38



 

2 前項の規定にかかわらず､試験を欠席または棄権した場合の評語は､欠席とする｡  

3 第 1項の規定にかかわらず､基礎ｾﾐﾅの成績の評語は、合格又は不可とする。 

 (試験結果の発表及び成績評価の確認) 

第 14 条 試験の結果は､｢試験結果通知書｣によつて通知する｡ 

2 前項の試験結果通知書において､成績評価に疑問がある者は､所定の期間内に教務部長に成績評価の

確認を願い出ることができる｡ 

 (学修指導) 

第 14 条の 2 学生の学業成績が､学科の定める基準を下回る場合には､指導教員による学修指導を受け

なければならない｡ 

 (卒業研究履修基準) 

第 15 条 卒業研究を履修するためには､別表(2)の条件を満たさなければならない｡ 

 (卒業の要件) 

第 16 条 卒業に必要な単位数は､学則第 19条のとおりとし､各学科の定める卒業の要件は別表(3)のと

おりとする｡ 

2 卒業の要件として認めることができる授業科目の区分は､必修科目及び選択科目とする｡ 

 (細則) 

第 17 条 この規程に定めるもののほか､履修に関する事項は､細則に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

別 表  

＜ 省 略 ＞ 

 

 

 (受験の遵守事項) 

第 11 条 第 9条に定める試験を受験しようとする者は､試験室において､次の各号に定める事項を遵守

しなければならない｡ 

(1) 試験室においては､監督者の指示に従わなければならない｡ 

(2) 試験開始 30分経過後は､試験室に入室することができない｡ 

(3) 試験室では､学生証を机上に置かなければならない｡学生証を所持しない者は､受験することが

できない｡ 

(4) 筆記用具及び許可された物を除くすべての携帯品は､監督者が指定する場所に置かなければな

らない｡ 

(5) 携帯電話等は電源を切り､鞄等の中にしまわなければならない｡(時計としての使用も不可) 

(6) 試験中に質問その他の用件があるときは挙手し監督者に申し出なければならない｡ 

(7) 答案用紙は､解答の有無にかかわらず学籍番号及び氏名を記入しなければならない｡ 

また､監督者が指定する場所に提出し､試験室外に持ち出してはならない｡ 

 (不正行為) 

第 12 条 第 9条の受験に際し次の各号の一に該当する行為を行った者は､不正行為者とみなし､学生

証､答案及び証拠となる物件を取り上げ退場を命じる｡ 

(1) 他人に受験を依頼すること又はこれを引き受けること｡ 

(2) 監督者の許可なく行動すること､又､監督者の制止を無視して行動すること｡ 

(3) 持ち込みを許可されていない物品(ﾉｰﾄ､ﾒﾓ､教科書､参考書等)及び電子機器(電子辞書､ﾊﾟｿｺﾝ等)

を使用すること｡ 

(4) 他の学生の答案を参照すること又は他の学生に答案を参照させること｡ 

(5) 言語･動作又は通信機器等により学生同士で互いに連絡すること｡ 

(6) 許可なく他の学生に物品を貸与すること｡ 

(7) 他の学生の不正行為を助けること｡ 

(8) 試験開始後 30分以内に退室すること｡ 

(9) 監督者の指示に違反すること｡ 

(10) 身体､所持品及び机等身の回りの物品に文字等を記載し試験中に参照すること又はそれを参照

できるような状態で受験すること｡ 

(11) 他人と答案の交換を行うこと｡ 

(12) その他不正行為とみなされる行為を行うこと｡ 

2 不正行為を行つた者に対しては､当該学期に履修した授業の内第 9 条に定める試験を実施した授業は

不合格とし､かつ学則第 39条により､懲戒する｡ 

3 前項において不合格となつた科目の成績評価の評語は､欠席とする｡ 

 (成績評価の基準) 

第 13 条 学則第 14条第 3項の成績評価の基準は､原則として次による｡ 

秀      100点より 90 点まで 

優       89点より 80 点まで 

良      79点より 70 点まで 

可      69点より 60 点まで 

不可     59点以下 

規程 − 39



 

大大同同大大学学情情報報学学部部履履修修規規程程  

（平成 18年 3月 9 日制定） 

(趣旨) 

第 1条 この規程は､大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 13 条の規定に基づき平成 14 年度以降の情

報学部入学生の､授業科目の履修及び単位の修得方法について必要な事項を定める｡ 

(単位の計算方法) 

第 2条 学則第 11条第 1項第１号に規定する講義及び演習の授業科目は､15時間の授業をもつて 1単

位とする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､次の表の右欄に掲げる授業科目にあつては､当該授業による教育効果等を

考慮し､30時間の授業をもつて 1単位とする｡ 

区 分 授業科目 

人間科学科目群 

ﾌｧｰｽﾄ･ｲﾔｰ･ｾﾐﾅ､基礎英語ｾﾐﾅ､実践英語、英語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ、英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ、 

中国語入門 1、中国語入門 2、ｽﾎﾟｰﾂ実技 A、ｽﾎﾟｰﾂ実技 B、 

ｽﾎﾟｰﾂと健康の科学 A、ｽﾎﾟｰﾂと健康の科学 B、情報ﾘﾃﾗｼｰ概論、ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ概論 

専門基礎科目群 

情報ｼｽﾃﾑ入門ｾﾐﾅ､基礎数学ｾﾐﾅ､基礎理科ｾﾐﾅ(以上､情報ｼｽﾃﾑ学科) 

情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ入門ｾﾐﾅ､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ特別活動 A､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ特別活動 B､ 

情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ特別活動 C､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ特別活動 D(以上､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科)､ 

総合情報入門ｾﾐﾅ(以上､総合情報学科) 

専門科目群 

専門ｾﾐﾅ 1、専門ｾﾐﾅ 2、情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究 1、情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究 2 

(以上､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科)、 

ｷｬﾘｱ論 1､ｷｬﾘｱ論 2 (以上､総合情報学科) 

3 学則第 11 条第 2 項に規定する卒業研究については､単位数を 6 単位とする｡ 

 (履修申請) 

第 3条 履修申請は､所定の期間内に定められた方法で自己の責任によつて行わなければならない｡ 

2 正当な理由がなく､所定の期間内に履修申請を行わなかった授業科目は､履修を許可しない｡ 

3 不合格となつた授業科目の単位を修得しようとする者は､あらためて履修申請し､再履修しなければ

ならない｡ 

4 履修申請した授業科目は､必ず｢履修申請確認表｣で確認しなければならない｡ 

(履修申請の変更) 

第 3 条の 2 履修申請した授業科目は､所定の期間内に定められた方法によつて､変更することができ

る｡ 

2 前項の規定にかかわらず､授業科目によつては履修申請を変更できないことがある｡ 

3 正当な理由がなく､所定の期間内に履修申請の変更を行わなかつた授業科目は､履修申請の変更を許

可しない｡ 

4 履修申請を変更した授業科目は､必ず｢履修申請確認表｣で確認しなければならない｡ 

(履修登録単位数の制限) 

第 4条  各学期に､人間科学科目群､専門基礎科目群及び専門科目群の中から履修登録できる単位数

は､22 単位を上限とする｡ 

2 前項に定める上限単位数には､次の各号に定める科目又は授業の単位は含めないものとする｡ 

(7) 自由科目 

(8) 定期に開講しない授業科目 

規程 − 40



 

(9) 定期に開講しない授業 

3 前 2 項の規定にかかわらず､次の各号に定める単位数については､それぞれ上限単位数に加え履修登

録することができる｡ 

(1) 既に履修した授業科目のうち､評価が｢不可｣又は｢不合格｣となつた科目を再履修する場合につ

いては､4 単位まで｡ 

(3) 前学期において優れた成績をもつて単位を修得した場合には､4 単位まで｡ 

4 前項第 1号及び第 2 号に関する規程は､別に定める｡ 

(履修の制限) 

第 4条の 2 授業科目の履修は､次の制限に従わなければならない｡ 

(1) 上級年次に開講される授業科目を履修することはできない｡ 

(2) 同一時限に開講されている授業科目を重複して履修することはできない｡ 

(4) 既に履修し､単位を付与された授業科目については再履修することはできない｡ 

(5) 先修条件が設定されている授業科目にあつては､先修条件を満たさなければ当該授業科 

目を履修することはできない｡ 

(5) 履修ｸﾗｽが設定されている授業科目にあつては､原則該当のｸﾗｽを履修しなければならない｡ 

(履修区分) 

第 4条の 3 削除 

2 削除 

3 削除 

(開講科目) 

第 5条 学則第 10条の 2第 2項別表(1)の 3及び学則第 12条の 2第 3 項別表(2)に規定する各授業科 

 目の週授業時間数､履修年次及び開講期については､それぞれ別表(1)及び別表(1)の 2のとおりとす 

 る｡ 

2 授業科目によつては､教務委員会の審議により､年度によつて開講しないことがある｡ 

(他学部及び他学科等授業科目の履修) 

第 6条 学生は､所属する学部の学科の開講する科目のほか､所属する学部の他の学科及び他の学部の

学科の開講する次の各号に定める科目を履修することができる｡ 

 (1) 専門基礎科目群の科目 

 (2) 専門科目群の科目 

2 前項に定める科目の履修を希望する者は､当該科目を開講する学科等の長の許可を受けなければなら

ない｡ 

3 前項において履修を許可された科目の履修及び修得単位の各取扱については､別表(4)のとおりとす

る｡  

(履修人員の制限) 

第 7条 開講される各授業科目の履修人員は､講義室等の収容人員の都合により制限すること 

がある｡ 

(授業出席の義務) 

第 7条の 2 学生は､授業担当教員の指示に基づき､履修登録した授業に出席しなければならない｡ 

2 授業出席回数が不足した場合には､単位を修得できないことがある｡ 

(授業欠席の特別な取扱) 

 

大大同同大大学学情情報報学学部部履履修修規規程程  

（平成 18年 3月 9 日制定） 

(趣旨) 

第 1条 この規程は､大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 13 条の規定に基づき平成 14 年度以降の情

報学部入学生の､授業科目の履修及び単位の修得方法について必要な事項を定める｡ 

(単位の計算方法) 

第 2条 学則第 11条第 1項第１号に規定する講義及び演習の授業科目は､15時間の授業をもつて 1単

位とする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､次の表の右欄に掲げる授業科目にあつては､当該授業による教育効果等を

考慮し､30時間の授業をもつて 1単位とする｡ 

区 分 授業科目 

人間科学科目群 

ﾌｧｰｽﾄ･ｲﾔｰ･ｾﾐﾅ､基礎英語ｾﾐﾅ､実践英語、英語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ、英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ、 

中国語入門 1、中国語入門 2、ｽﾎﾟｰﾂ実技 A、ｽﾎﾟｰﾂ実技 B、 

ｽﾎﾟｰﾂと健康の科学 A、ｽﾎﾟｰﾂと健康の科学 B、情報ﾘﾃﾗｼｰ概論、ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ概論 

専門基礎科目群 

情報ｼｽﾃﾑ入門ｾﾐﾅ､基礎数学ｾﾐﾅ､基礎理科ｾﾐﾅ(以上､情報ｼｽﾃﾑ学科) 

情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ入門ｾﾐﾅ､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ特別活動 A､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ特別活動 B､ 

情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ特別活動 C､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ特別活動 D(以上､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科)､ 

総合情報入門ｾﾐﾅ(以上､総合情報学科) 

専門科目群 

専門ｾﾐﾅ 1、専門ｾﾐﾅ 2、情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究 1、情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究 2 

(以上､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科)、 

ｷｬﾘｱ論 1､ｷｬﾘｱ論 2 (以上､総合情報学科) 

3 学則第 11 条第 2 項に規定する卒業研究については､単位数を 6 単位とする｡ 

 (履修申請) 

第 3条 履修申請は､所定の期間内に定められた方法で自己の責任によつて行わなければならない｡ 

2 正当な理由がなく､所定の期間内に履修申請を行わなかった授業科目は､履修を許可しない｡ 

3 不合格となつた授業科目の単位を修得しようとする者は､あらためて履修申請し､再履修しなければ

ならない｡ 

4 履修申請した授業科目は､必ず｢履修申請確認表｣で確認しなければならない｡ 

(履修申請の変更) 

第 3 条の 2 履修申請した授業科目は､所定の期間内に定められた方法によつて､変更することができ

る｡ 

2 前項の規定にかかわらず､授業科目によつては履修申請を変更できないことがある｡ 

3 正当な理由がなく､所定の期間内に履修申請の変更を行わなかつた授業科目は､履修申請の変更を許

可しない｡ 

4 履修申請を変更した授業科目は､必ず｢履修申請確認表｣で確認しなければならない｡ 

(履修登録単位数の制限) 

第 4条  各学期に､人間科学科目群､専門基礎科目群及び専門科目群の中から履修登録できる単位数

は､22 単位を上限とする｡ 

2 前項に定める上限単位数には､次の各号に定める科目又は授業の単位は含めないものとする｡ 

(7) 自由科目 

(8) 定期に開講しない授業科目 

規程 − 41



 

第 7条の 3 学生が､やむを得ない事由により授業を欠席する場合には､授業欠席の特別な取り扱いを認

めることがある｡ 

2 前項に規定する学生の授業欠席の特別な取り扱いに関する事項は､別に定める｡ 

(休講) 

第 7条の 4 大学又は授業担当教員の事情により､授業を休講する場合がある｡ 

2 前項に規定する休講については､原則として補講を行う｡ 

3 暴風警報の発令､公共交通機関の運休､南海ﾄﾗﾌ地震に関連する情報の発令等に伴う授業の休講に関す

る規程は､別に定める｡ 

(緊急時の授業休講) 

第 7条の 5 気象警報が発令された場合等の緊急時に授業を休講することがある｡ 

2 前項に規定する授業休講の取り扱いに関する事項は､別に定める｡ 

(学修状態の審査) 

第 8条 学則第 14 条第 1項に規定する学修状態の審査は､試験によるものとする｡ 

2 前項に規定する試験の方法は､筆記試験またはﾚﾎﾟｰﾄ等とする｡ 

3 第 1項の規定にかかわらず､学生の学修状況の総合的な審査をもつて､試験に代えることができる｡ 

(試験の種類) 

第 9条 試験は､期末試験､追試験､特別追試験とする｡ 

2 期末試験は､授業 13 回目から 15回目の間に行うかつ､ｼﾗﾊﾞｽに「期末試験」と記載された試験をいう。 

3 追試験は､病気(次項に定める公認欠席を除く)､事故､公共交通機関の延着その他やむを得ない理由に

より期末試験を受験できなかつた者に対し行う試験をいう｡ 

4 特別追試験は､期末試験の時間割において､受験科目が同一時限に重なって受験できない科目がある

場合及び公認欠席で期末試験を受験できなかつた者に対し行う試験をいう｡ 

5 追試験及び特別追試験を受験しようとする者は､所定の手続きを指定の期間に行わなければならない｡ 

6 追試験､特別追試験を受験しなかつた者に対する追試験､特別追試験は行わない｡ 

(受験資格) 

第 10 条 次の各号に該当する者は､試験を受けることができない｡ 

(1) 試験を受けようとする科目を履修申請していない者 

(2) 学生証を携帯していない者 

(3) 試験開始後 30分以上遅刻した者 

(4) 学納金を未納の者 

(受験の遵守事項) 

第 11 条 第 9条に定める試験を受験しようとする者は､試験室において､次の各号に定める事 

項を遵守しなければならない｡ 

(1) 試験室においては､監督者の指示に従わなければならない｡ 

(2) 試験開始 30分経過後は､試験室に入室することができない｡ 

(3) 試験室では､学生証を机上に置かなければならない｡学生証を所持しない者は､受験す 

ることができない｡ 

(4) 筆記用具及び許可された物を除くすべての携帯品は､監督者が指定する場所に置かな 

ければならない｡ 

(5) 携帯電話等は電源を切り､鞄等の中にしまわなければならない｡(時計としての使用も 
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不可) 

(6) 試験中に質問その他の用件があるときは挙手し監督者に申し出なければならない｡ 

(7) 答案用紙は､解答の有無にかかわらず学籍番号及び氏名を記入しなければならない｡また､監督

者が指定する場所に提出し､試験室外に持ち出してはならない｡ 

(不正行為) 

第 12 条 第 9 条の受験に際し次の各号の一に該当する行為を行った者は､不正行為者とみなし､学生証､

答案及び証拠となる物件を取り上げ退場を命じる｡ 

(1) 他人に受験を依頼すること又はこれを引き受けること｡ 

(2) 監督者の許可なく行動すること､又､監督者の制止を無視して行動すること｡ 

(3) 持ち込みを許可されていない物品(ﾉｰﾄ､ﾒﾓ､教科書､参考書等)及び電子機器(電子辞書､ﾊﾟｿｺﾝ等)

を使用すること｡ 

(4) 他の学生の答案を参照すること又は他の学生に答案を参照させること｡ 

(5) 言語･動作又は通信機器等により学生同士で互いに連絡すること｡ 

(6) 許可なく他の学生に物品を貸与すること｡ 

(7) 他の学生の不正行為を助けること｡ 

(8) 試験開始後 30分以内に退室すること｡ 

(9) 監督者の指示に違反すること｡ 

(10) 身体､所持品及び机等身の回りの物品に文字等を記載し試験中に参照すること又はそれを参照

できるような状態で受験すること｡ 

(11) 他人と答案の交換を行うこと｡ 

(12) その他不正行為とみなされる行為を行うこと｡ 

2 不正行為を行つた者に対しては､当該学期に履修した授業の内第 10 条に定める試験を実施した授業

は不合格とし､かつ学則第 39 条により、懲戒する｡ 

3 前項において不合格となつた科目の成績評価の評語は､欠席とする｡ 

(成績評価の基準) 

第 13 条 学則第 14条第 3項の成績評価の基準は､原則として次による｡ 

秀      100点より 90 点まで 

優       89点より 80 点まで 

良      79点より 70 点まで 

可      69点より 60 点まで 

不可     59点以下 

2 前項の規定にかかわらず､試験を欠席または棄権した場合の評語は､欠席とする｡ 

3 第 1項の規定にかかわらず､基礎ｾﾐﾅの評語は、合格又は不可とする。 

(試験結果の発表及び成績評価の確認) 

第 14 条 試験の結果は､｢試験結果通知書｣によつて通知する｡ 

2 前項の試験結果通知書において､成績評価に疑問がある者は､所定の期間内に教務部長に成績評価の

確認を願い出ることができる｡ 

(学修指導) 

第 14 条の 2 学生の学業成績が､学科の定める基準を下回る場合には､指導教員による学修指導を受け

なければならない｡ 

 

第 7条の 3 学生が､やむを得ない事由により授業を欠席する場合には､授業欠席の特別な取り扱いを認

めることがある｡ 

2 前項に規定する学生の授業欠席の特別な取り扱いに関する事項は､別に定める｡ 

(休講) 

第 7条の 4 大学又は授業担当教員の事情により､授業を休講する場合がある｡ 

2 前項に規定する休講については､原則として補講を行う｡ 

3 暴風警報の発令､公共交通機関の運休､南海ﾄﾗﾌ地震に関連する情報の発令等に伴う授業の休講に関す

る規程は､別に定める｡ 

(緊急時の授業休講) 

第 7条の 5 気象警報が発令された場合等の緊急時に授業を休講することがある｡ 

2 前項に規定する授業休講の取り扱いに関する事項は､別に定める｡ 

(学修状態の審査) 

第 8条 学則第 14 条第 1項に規定する学修状態の審査は､試験によるものとする｡ 

2 前項に規定する試験の方法は､筆記試験またはﾚﾎﾟｰﾄ等とする｡ 

3 第 1項の規定にかかわらず､学生の学修状況の総合的な審査をもつて､試験に代えることができる｡ 

(試験の種類) 

第 9条 試験は､期末試験､追試験､特別追試験とする｡ 

2 期末試験は､授業 13 回目から 15回目の間に行うかつ､ｼﾗﾊﾞｽに「期末試験」と記載された試験をいう。 

3 追試験は､病気(次項に定める公認欠席を除く)､事故､公共交通機関の延着その他やむを得ない理由に

より期末試験を受験できなかつた者に対し行う試験をいう｡ 

4 特別追試験は､期末試験の時間割において､受験科目が同一時限に重なって受験できない科目がある

場合及び公認欠席で期末試験を受験できなかつた者に対し行う試験をいう｡ 

5 追試験及び特別追試験を受験しようとする者は､所定の手続きを指定の期間に行わなければならない｡ 

6 追試験､特別追試験を受験しなかつた者に対する追試験､特別追試験は行わない｡ 

(受験資格) 

第 10 条 次の各号に該当する者は､試験を受けることができない｡ 

(1) 試験を受けようとする科目を履修申請していない者 

(2) 学生証を携帯していない者 

(3) 試験開始後 30分以上遅刻した者 

(4) 学納金を未納の者 

(受験の遵守事項) 

第 11 条 第 9条に定める試験を受験しようとする者は､試験室において､次の各号に定める事 

項を遵守しなければならない｡ 

(1) 試験室においては､監督者の指示に従わなければならない｡ 

(2) 試験開始 30分経過後は､試験室に入室することができない｡ 

(3) 試験室では､学生証を机上に置かなければならない｡学生証を所持しない者は､受験す 

ることができない｡ 

(4) 筆記用具及び許可された物を除くすべての携帯品は､監督者が指定する場所に置かな 

ければならない｡ 

(5) 携帯電話等は電源を切り､鞄等の中にしまわなければならない｡(時計としての使用も 
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(卒業研究履修基準) 

第 15 条 卒業研究を履修するためには､別表(2)の条件を満たさなければならない｡ 

(卒業の要件) 

第 16 条 卒業に必要な単位数は､学則第 19 条のとおりとし､各学科の定める卒業の要件は別表(3)のと

おりとする｡ 

2 卒業の要件として認めることができる授業科目の区分は､必修科目及び選択科目とする｡ 

(細則) 

第 17 条 この規程に定めるもののほか､履修に関する事項は､細則に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

別 表  

＜ 省 略 ＞ 
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特特別別再再履履修修のの取取扱扱いいにに関関すするる要要項項  

（趣旨） 

第 1条 各学部の履修規程第４条第３項第１号の規定に基づく４単位の履修（以下「特別再履修」とい

う。）の取扱いについては、この要項の定めるところによる。 

（履修登録の制限） 

第 2条 削除 

（対象外科目） 

第 3条 特別再履修の対象としない科目は、人間科学科目群のＢグループの科目とする。 

（履修の手続） 

第 4条 特別再履修の科目を履修する場合は、各学部の履修規程第３条及び第３条の２の規定の定めに

従い履修申請しなければならない。 

（成績の評価） 

第 5条 特別再履修した科目の成績評価は、学則第 14 条の定めによる。 

（単位の授与） 

第 6条 合格した授業科目の単位は、学則第 14条の定めによる。 

（雑則） 

第 7条 この要項に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は、教務委員会の審議を経て教務部長が

定める。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

 

(卒業研究履修基準) 

第 15 条 卒業研究を履修するためには､別表(2)の条件を満たさなければならない｡ 

(卒業の要件) 

第 16 条 卒業に必要な単位数は､学則第 19 条のとおりとし､各学科の定める卒業の要件は別表(3)のと

おりとする｡ 

2 卒業の要件として認めることができる授業科目の区分は､必修科目及び選択科目とする｡ 

(細則) 

第 17 条 この規程に定めるもののほか､履修に関する事項は､細則に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

別 表  

＜ 省 略 ＞ 
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ククララスス指指定定科科目目のの履履修修のの取取扱扱にに関関すするる要要項項  

 

（平成 19年 4月 1 日制定） 

１．この要項は、クラスの指定がある科目の履修の取り扱いについて定める。 

２．クラスとは、次のものを言う。 

(1) 標準クラス 

入学時に編成されるクラスを言う。 

(2) 特別クラス 

授業運営上の理由から、標準クラスを分割・結合して編成するクラスを言う。 

(3) 特殊クラス 

・習熟度別クラス 

当該科目の要求する習熟度や、履修歴によって編成されるクラスを言う。 

・再履修クラス 

再履修者を履修させることを目的に開講した授業を言う。 

・履修希望申請クラス 

予め学生の履修希望を申請させ履修者の調整を行ったクラスを言う。 

３．クラスの指定がある科目については、指定されたクラスを履修しなければならない。 

４．前項の規定にかかわらず、指定されたクラスの開講曜日時限が必修科目と重なる場合には、指定さ

れたクラスを変更し、他のクラスの履修を許可することができる。ただし、履修希望申請クラスに

ついては、クラスの変更はできないものとする。 

５．前項に定める他のクラスの履修許可は、受け入れクラスの授業担当教員が行うものとする。 

６．この要項は、平成 19年 4月 1 日から施行する。 
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教教室室利利用用にに関関すするる要要項項  

(平成 25年 4月 1日制定) 

(趣旨) 

1．この要項は､大同大学(以下「本学」という。)の教務室が管理している教室(以下「教室」とい

う。)の円滑な利用を図るために必要な事項を定める。なお、本学以外の者による教室利用につ

いては、別に定める。 

(教室) 

2．この要項における教室は、教務室が発行する「教務関係要覧」の「教室等の収容定員、設備・

備品等」の項に記載されている教室並びに大学院の各講義室及び各ゼミ室をいう。 

なお、次の各号の施設は教室に含めない。 

(1) 大同大学情報センター利用細則第 3 条に基づく演習室及び同細則第 6 条に基づくサテライ

ト 

(2) 学科教室が管理している製図室及び実験室等 

(利用資格) 

3．教室を利用できる者は、次の者とする。 

(1) 本学の職員 

(2) 本学の学生 

(3) 教務部長が利用を認めた者 

(利用目的) 

4．教室は、本学において開講される授業及び授業に関連すること、入学試験、本学が主催又は共

催する行事及びその他教務部長が認めた場合に利用できる。 

(利用の優先順位) 

5．教室の利用の優先順位は原則、授業、入学試験、本学が主催又は共催する行事、授業に関連す

る利用の順とする。 

(利用手続) 

6．教室を利用しようとする者は、授業及び授業に関連することを除き、あらかじめ教務部長に利

用申請をすること。 

なお、学生の教室利用申請については、別に定める。 

(利用者の遵守事項) 

7．利用者は、教室の利用にあたって、次の事項を遵守すること。 

(1) 喫煙・飲食をしないこと。 

(2) 携帯電話等通信用電子機器を使用しないこと。 

(3) 教室の美化と備品及び用具の保全に留意すること。異常があった場合、速やかに教務室へ

届け出ること。 

(4) 授業において必要に応じて教員が指示をする場合、それに従うこと。 

8．この要項は､平成 25年 4月 1日から施行する｡ 
（参考） 

本要項における教室：B0201～B0206､B0209～B0211､B0401～B0408､B0410､C0101､D0122､D0311､D0312､ 

F0101､F0102､F0301～F0305､S0203～S0206､S0302～S0305､ 

4101､4227､4228､4309､4311､4313､4314､4316､4401､8506､A0911～A0914､A1214 

 

 

ククララスス指指定定科科目目のの履履修修のの取取扱扱にに関関すするる要要項項  

 

（平成 19年 4月 1 日制定） 

１．この要項は、クラスの指定がある科目の履修の取り扱いについて定める。 

２．クラスとは、次のものを言う。 

(1) 標準クラス 

入学時に編成されるクラスを言う。 

(2) 特別クラス 

授業運営上の理由から、標準クラスを分割・結合して編成するクラスを言う。 

(3) 特殊クラス 

・習熟度別クラス 

当該科目の要求する習熟度や、履修歴によって編成されるクラスを言う。 

・再履修クラス 

再履修者を履修させることを目的に開講した授業を言う。 

・履修希望申請クラス 

予め学生の履修希望を申請させ履修者の調整を行ったクラスを言う。 

３．クラスの指定がある科目については、指定されたクラスを履修しなければならない。 

４．前項の規定にかかわらず、指定されたクラスの開講曜日時限が必修科目と重なる場合には、指定さ

れたクラスを変更し、他のクラスの履修を許可することができる。ただし、履修希望申請クラスに

ついては、クラスの変更はできないものとする。 

５．前項に定める他のクラスの履修許可は、受け入れクラスの授業担当教員が行うものとする。 

６．この要項は、平成 19年 4月 1 日から施行する。 
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緊緊急急時時ににおおけけるる授授業業等等のの取取扱扱にに関関すするる要要項項  

 

(平成 24 年 2月 6日制定) 

（趣旨） 

第 1条 この要項は、気象警報、地震、公共交通機関のストライキ、その他緊急時における授業及び期

末試験並びに課外活動等、学生の大学での諸活動の取り扱いに関して必要な事項を定める。 

（気象警報の発令） 

第 2 条 愛知県西部のいずれかの地域に暴風警報が発令された場合の授業及び期末試験の取り扱いに

ついては、次の各号のとおりとする。 

（1）午前 7 時現在において、暴風警報が発令中の場合は、午前中の授業は休講、期末試験は延期又

は中止とする。 

（2）午前 10 時現在において、暴風警報が発令中の場合は、午後の授業は休講、期末試験は延期又は

中止とする。 

2 愛知県西部のいずれかの地域に暴風警報の発令が予想される場合には、学長、副学長、学生部長及

び教務部長の協議により、同警報発令前に授業にあっては休講、期末試験にあっては延期又は中止す

ることができる。 

3 愛知県西部のいずれかの地域に大雨警報又は大雪警報が発令され、授業及び期末試験の実施並びに

通学が困難又はそのおそれがある場合には、学長、副学長、学生部長及び教務部長の協議により、授

業にあっては休講、期末試験にあっては延期又は中止することができる。 

4 前 3 項の規定中の愛知県西部とは、気象庁の発表する警報及び注意報の分類の定めによるものとす

る。 

（「東海地震注意情報」又は「東海地震予知情報」等の発令） 

第 3条 大規模地震対策特別措置法に基づく「東海地震注意情報」の発表又は「東海地震予知情報」の

発表或いは「警戒宣言」が発令中の場合は、授業にあっては休講とし、期末試験にあっては延期又は

中止とする。 

2 「東海地震注意情報」の発表又は「警戒宣言」の発令が解除された場合は、原則としてその翌日か

ら授業及び期末試験を再開する。 

（避難指示の発令） 

第 4条 大学周辺に当該地方公共団体から避難指示が発令され、授業及び期末試験の実施並びに通学が

困難又はそのおそれがある場合は、学長、副学長、学生部長及び教務部長の協議により、授業にあっ

ては休講、期末試験にあっては延期又は中止することができる。 

（交通機関の運休） 

第 5条 名古屋鉄道常滑線において、ストライキ又は自然災害等により運休する場合の授業及び期末試

験の取り扱いについては、次の各号のとおりとする。 

（1）午前 7 時現在において運休中の場合は、午前中の授業は休講、期末試験は延期又は中止する。 

（2）午前 10時現在において運休中の場合は、午後の授業は休講、期末試験は延期又は中止する。 

（その他の緊急事態時の取扱） 

第 6条 前４条に規定するほか、授業及び期末試験の実施に支障が生ずる場合又は生ずることが予想さ

れる場合若しくは学生の安全に支障が生ずる場合又は生ずることが予想される場合には、授業及び期

末試験の取り扱いについて、学長、副学長、学生部長及び教務部長の協議により、必要な措置を講ず
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ることができる。 

（授業等実施中の取扱） 

第 7 条 授業及び期末試験が行われている場合に前 5 条に規定する状況が発生した場合には、ただち

に、授業及び期末試験を中止し、速やかに学生を下校させるものとする。 

2 前項の規定にかかわらず、学生の下校が困難又は危険が生ずる場合には、学内の施設で待機させる

ものとする。 

（気象警報等情報の確認） 

第 8条 第 2条第 1項、第 3 条及び第 5 条に規定する警報等発令及び交通機関の運休に係る情報は、次

の各号に掲げる省庁等の発表に基づくものとする。 

 （1）第 2 条第１項及び第 3条は、気象庁とする。 

 （2）第 5 条は、名古屋鉄道とする。 

（連絡方法） 

第 9条 授業の休講及び期末試験の延期又は中止に伴う学生への周知は、その状況に応じて、学生掲示

板、大学ホームページ、電子メール等により行なう。 

（授業及び期末試験以外の取扱） 

第 10 条 課外活動等学生の大同大学での諸活動の取り扱いについては、第 2 条から第 9 条の規定を準

用する。 

（雑則） 

第 11 条 この要項の改廃は、第 1条から第 9条にあっては教務委員会の、第 10 条にあっては学生委員

会の審議をそれぞれ経るものとする。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

緊緊急急時時ににおおけけるる授授業業等等のの取取扱扱にに関関すするる要要項項  

 

(平成 24 年 2月 6日制定) 

（趣旨） 

第 1条 この要項は、気象警報、地震、公共交通機関のストライキ、その他緊急時における授業及び期

末試験並びに課外活動等、学生の大学での諸活動の取り扱いに関して必要な事項を定める。 

（気象警報の発令） 

第 2 条 愛知県西部のいずれかの地域に暴風警報が発令された場合の授業及び期末試験の取り扱いに

ついては、次の各号のとおりとする。 

（1）午前 7 時現在において、暴風警報が発令中の場合は、午前中の授業は休講、期末試験は延期又

は中止とする。 

（2）午前 10 時現在において、暴風警報が発令中の場合は、午後の授業は休講、期末試験は延期又は

中止とする。 

2 愛知県西部のいずれかの地域に暴風警報の発令が予想される場合には、学長、副学長、学生部長及

び教務部長の協議により、同警報発令前に授業にあっては休講、期末試験にあっては延期又は中止す

ることができる。 

3 愛知県西部のいずれかの地域に大雨警報又は大雪警報が発令され、授業及び期末試験の実施並びに

通学が困難又はそのおそれがある場合には、学長、副学長、学生部長及び教務部長の協議により、授

業にあっては休講、期末試験にあっては延期又は中止することができる。 

4 前 3 項の規定中の愛知県西部とは、気象庁の発表する警報及び注意報の分類の定めによるものとす

る。 

（「東海地震注意情報」又は「東海地震予知情報」等の発令） 

第 3条 大規模地震対策特別措置法に基づく「東海地震注意情報」の発表又は「東海地震予知情報」の

発表或いは「警戒宣言」が発令中の場合は、授業にあっては休講とし、期末試験にあっては延期又は

中止とする。 

2 「東海地震注意情報」の発表又は「警戒宣言」の発令が解除された場合は、原則としてその翌日か

ら授業及び期末試験を再開する。 

（避難指示の発令） 

第 4条 大学周辺に当該地方公共団体から避難指示が発令され、授業及び期末試験の実施並びに通学が

困難又はそのおそれがある場合は、学長、副学長、学生部長及び教務部長の協議により、授業にあっ

ては休講、期末試験にあっては延期又は中止することができる。 

（交通機関の運休） 

第 5条 名古屋鉄道常滑線において、ストライキ又は自然災害等により運休する場合の授業及び期末試

験の取り扱いについては、次の各号のとおりとする。 

（1）午前 7 時現在において運休中の場合は、午前中の授業は休講、期末試験は延期又は中止する。 

（2）午前 10時現在において運休中の場合は、午後の授業は休講、期末試験は延期又は中止する。 

（その他の緊急事態時の取扱） 

第 6条 前４条に規定するほか、授業及び期末試験の実施に支障が生ずる場合又は生ずることが予想さ

れる場合若しくは学生の安全に支障が生ずる場合又は生ずることが予想される場合には、授業及び期

末試験の取り扱いについて、学長、副学長、学生部長及び教務部長の協議により、必要な措置を講ず
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学学生生のの授授業業欠欠席席にに関関すするる取取扱扱要要項項  

 

(平成 24 年 2月 6日制定)  

（趣旨） 

第 1 条 各学部の履修規程第 7 条の 3 第 2 項の規定に基づく大同大学学生の公認欠席並びにその他や

むを得ない事由により授業を欠席した場合の各取り扱いについては､この要項の定めるところによる。 

（授業欠席の区分） 

第 2条 次の各号に掲げるやむを得ない事由で授業を欠席し、第 3条に規定する授業欠席の取り扱いを

受けようとする者は、第 5条に規定する所定の手続きを行わなければならない。 

(1) 学生が学校保健安全法施行規則第 18条に定める感染症により授業出席の停止を指示された場合 

(2) 学生の配偶者及び一親等から三親等までの親族の死亡による忌引の場合 

(3) 風水害により学生の住居が損壊した場合 

(4) 学生が教職課程における教育実習又は介護等体験実習に出席する場合及び当該実習先の指定に

よる事前訪問に出席する場合 

(5) 学生が本学における学修成果を学会等で発表する場合 

(6) 卒業研究を履修している学生が学会等で発表する場合 

(7) 学生が大学院の入学試験を受験する場合 

(8) 学生が就職試験を受験する場合 

(9) 学生が教員採用試験を受験する場合 

(10) 学生が大同大学課外活動に関する規程第 2 条に規定する課外活動で公式の大会等に参加する場

合 

(11) 学長が特に必要と認めた場合 

(12) 学生の病気又は怪我の場合 

(13) 学生の通学経路における公共交通機関の運行休止又は遅延による場合 

(14) 学生の居住地又は通学経路において、当該地方自治体による避難指示が発令された場合 

2 前項第 1 号から第 3号に規定する事由による授業の欠席を公認欠席、第 4 号から第 11号に規定する

事由による授業の欠席を準公認欠席、第 12号から第 14 号に規定する事由による授業の欠席を特定欠

席と称する。 

（授業欠席の取扱） 

第 3条 当該授業の担当教員は、次の各号に基づき学生の授業欠席を取り扱うものとする。 

(1) 公認欠席の場合は、欠席したものとして取り扱わない。 

(2) 準公認欠席の場合は、単位修得に必要な授業出席時間数が不足する場合に考慮の対象とする。 

(3) 特定欠席の場合は、当該授業の担当教員の定めるところによる。 

（公認欠席及び準公認欠席の日数） 

第 4条 公認欠席及び準公認欠席を認める限度日数は、次の各号のとおりとする。 

(1) 第 2 条第 1 項第 1 号については、医療機関の発行する診断書による日数とする。 

(2) 第 2 条第 1 項第 2 号については、次のとおりとする。 

①配偶者及び一親等（父母、子供等）の場合は 7 日以内 

②二親等（祖父母、兄弟姉妹等）の場合は 3日以内 

③三親等（曾祖父母、伯叔父母等）の場合は 1日 

(3) 第 2 条第 1 項第 3 号については、罹災証明書に基づき学生部長がその都度定める。 
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(4) 第 2 条第 1 項第 4 号については、実習にあっては当該実習期間、事前訪問にあっては指定された

事前訪問日とする。 

(5) 第 2 条第 1 項第 5 号及び第 6号については、当該発表の当日とする。 

(6) 第 2 条第 1 項第 7 号から第 9号については、当該試験の当日とする。 

(7) 第 2 条第 1 項第 10号については、当該大会等の開催期間とする。 

(10) 第 2条第 1項第 11号については、欠席理由書に基づき学長がその都度定める。 

2 前項の規定にかかわらず、第 6 条第 3 項に規定する所管部長がやむを得ない事由があると認めた場

合には、前項に定める限度日数に最小限の日数を加えることができる。 

（授業欠席の手続き） 

第 5条 第 2条第 1項に規定する事由により授業を欠席し、第 3 条に規定する授業欠席の取り扱いを受

けようとする者は、所定の書類に次項に定める書類を添え、当該事由が発生する前に届け出なければ

ならない。ただし、次条第 3 項に規定する所管部長がやむを得ない事由があると認めた場合には、当

該事由による授業の欠席後 1 週間以内に届け出ることができる。 

2 添付する書類は、次のとおりとする。 

(1) 第 2 条第 1 項第 1 号については、医療機関の発行する診断書。 

(2) 第 2 条第 1項第 2号については、医療機関の発行する死亡診断書、埋葬許可書又は会葬礼状等。 

(3) 第 2 条第 1 項第 3 号については、当該地方自治体の発行する罹災証明書。 

(4) 第 2 条第 1 項第 5 号については、学科長等の証明書。 

(5) 第 2 条第 1 項第 6 号については、卒業研究指導教員の証明書。 

(6) 第 2 条第 1 項第 7 号については、受験票等受験を証明できる書類。 

(7) 第 2 条第 1 項第 10号については、大会開催要項等証明できる書類及び活動参加者名簿。 

(8) 第 2 条第 1 項第 11号については、欠席理由書。 

(9) 第 2 条第 1 項第 12号については、医療機関の発行する診断書。 

(10) 第 2条第 1項第 13号については、当該公共交通機関が発行する証明書。 

(11) 第 2条第 1項第 14号については、当該地方自治体による避難指示発令内容が確認できる書類。 

3 前項第 7 号の事由により授業の欠席を届け出る者は、予めクラブ顧問の承認を得なければならない。 

（届け出の認定） 

第 6条 届け出の認定は、授業欠席の事由を所管する部長等（以下｢所管部長｣という。）の承認を経て、

教務部長が行う。 

2 前項の規定にかかわらず、第 2 条第 1 項第 11号については、教務部長に代わり学長が認定する。 

3 所管部長は、次のとおりとする。 

(1) 第 2 条第 1 項第 1 号から第 3号及び第 10 号から第 14 号については、学生部長とする。 

(2) 第 2 条第 1 項第 4 号から第 6号及び第 9号については、教務部長とする。 

(3) 第 2 条第 1 項第 7 号及び第 8号については、キャリアセンター長とする。 

（認定の通知） 

第 7条 所管部長は、届け出が認定されたときは、届出者を経由し当該授業担当教員に通知するものと

する。 

（要項の改廃） 

第 8条 この要項の改廃は、教務委員会の審議を経て、教務部長が行う。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

学学生生のの授授業業欠欠席席にに関関すするる取取扱扱要要項項  

 

(平成 24 年 2月 6日制定)  

（趣旨） 

第 1 条 各学部の履修規程第 7 条の 3 第 2 項の規定に基づく大同大学学生の公認欠席並びにその他や

むを得ない事由により授業を欠席した場合の各取り扱いについては､この要項の定めるところによる。 

（授業欠席の区分） 

第 2条 次の各号に掲げるやむを得ない事由で授業を欠席し、第 3条に規定する授業欠席の取り扱いを

受けようとする者は、第 5条に規定する所定の手続きを行わなければならない。 

(1) 学生が学校保健安全法施行規則第 18条に定める感染症により授業出席の停止を指示された場合 

(2) 学生の配偶者及び一親等から三親等までの親族の死亡による忌引の場合 

(3) 風水害により学生の住居が損壊した場合 

(4) 学生が教職課程における教育実習又は介護等体験実習に出席する場合及び当該実習先の指定に

よる事前訪問に出席する場合 

(5) 学生が本学における学修成果を学会等で発表する場合 

(6) 卒業研究を履修している学生が学会等で発表する場合 

(7) 学生が大学院の入学試験を受験する場合 

(8) 学生が就職試験を受験する場合 

(9) 学生が教員採用試験を受験する場合 

(10) 学生が大同大学課外活動に関する規程第 2 条に規定する課外活動で公式の大会等に参加する場

合 

(11) 学長が特に必要と認めた場合 

(12) 学生の病気又は怪我の場合 

(13) 学生の通学経路における公共交通機関の運行休止又は遅延による場合 

(14) 学生の居住地又は通学経路において、当該地方自治体による避難指示が発令された場合 

2 前項第 1 号から第 3号に規定する事由による授業の欠席を公認欠席、第 4 号から第 11号に規定する

事由による授業の欠席を準公認欠席、第 12号から第 14 号に規定する事由による授業の欠席を特定欠

席と称する。 

（授業欠席の取扱） 

第 3条 当該授業の担当教員は、次の各号に基づき学生の授業欠席を取り扱うものとする。 

(1) 公認欠席の場合は、欠席したものとして取り扱わない。 

(2) 準公認欠席の場合は、単位修得に必要な授業出席時間数が不足する場合に考慮の対象とする。 

(3) 特定欠席の場合は、当該授業の担当教員の定めるところによる。 

（公認欠席及び準公認欠席の日数） 

第 4条 公認欠席及び準公認欠席を認める限度日数は、次の各号のとおりとする。 

(1) 第 2 条第 1 項第 1 号については、医療機関の発行する診断書による日数とする。 

(2) 第 2 条第 1 項第 2 号については、次のとおりとする。 

①配偶者及び一親等（父母、子供等）の場合は 7 日以内 

②二親等（祖父母、兄弟姉妹等）の場合は 3日以内 

③三親等（曾祖父母、伯叔父母等）の場合は 1日 

(3) 第 2 条第 1 項第 3 号については、罹災証明書に基づき学生部長がその都度定める。 
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ＧＧＰＰＡＡ制制度度要要項項  

 

（制定 平成 18年 3月 8日） 

（趣旨） 

第 1条 この要項は、ＧＰＡ（Grade Point Average、平均等級点）制度の目的、適用する学生、ＧＰ

Ａ算出の対象とする科目、等級点、ＧＰＡの算出式、ＧＰＡ値の利用等について定める。 

（目的） 

第 2条 学生に履修に対する責任を意識付けるとともに、学生個々人が自己の学修成果を「質」の面か

ら客観的に知ること、きめ細かな学業成績評価を行うこと、及びＧＰＡ値を種々の制度に利用する

こと、により学生の学習意欲の高揚を図り、以って、本学学生の一層の学力向上と社会に対する本

学学生の「質」の保証に資することを目的とする。 

（適用する学生） 

第 3条 ＧＰＡ制度の対象とする学生は、平成 15年度以降入学の学部学生とする。 

（ＧＰＡ算出の対象とする科目） 

第 4条 ＧＰＡ算出の対象とする科目は、本学学部学科カリキュラムの全ての科目のうち、次の各号の

要件をすべて満たす科目とする。 

(1) 5 段階評価によって成績を認定する科目。 

(2) 卒業に必要な単位数に算入することができる科目。 

（等級点） 

第 5条 等級点は、学則第 14 条、各学部の履修規程第 13 条に定める成績評価の基準に基づき、次のと

おり定める。なお、「欠席」の場合の等級点については、「不可」の評語に準じるものとする。 

区分 合 格 不合格 

評 語 秀 優 良 可 不可 

評価点 100～90 89～80 79～70 69～60 59～0 

等級点 ４ ３ ２ １ ０ 

（ＧＰＡ値の種類と明示） 

第 6条 ＧＰＡ値は、「学期」及び「累積」（１年次からの累計）の２種類とし、成績を記す書類（成

績・履修状況一覧表及び試験結果通知書）に履修登録単位及び取得単位とともに原則明示する。た

だし、再入学学生、編入学学生、転入学学生、転学部・転学科、転専攻学生等及び平成 15年度から

平成 17 年度までに第１年次に入学した学生については、「学期」のＧＰＡ値のみ算出及び明示す

るものとする。 

（ＧＰＡの算出式と履修登録単位） 

第 7条 ＧＰＡは、次の(1)及び(2)に示す計算式により、小数点第 4 位を四捨五入して算出するものと

する。 

(1) 学期ＧＰＡ 

｛（その学期に履修登録した科目で得た等級点）×（その科目の単位数）｝の合計 

その学期に履修登録した科目の単位数の合計（「欠席」を含む） 

 

(2) 累積ＧＰＡ 

規程 − 52



 

｛（各学期に履修登録した科目で得た等級点）×（その科目の単位数）｝の合計 

各学期に履修登録した科目の単位数の合計（「欠席」を含む） 

2 不合格または欠席となった科目を再履修し合格の評価を得た場合、再履修前の不合格または欠席評

価の単位は、前項第 2 号に定める累積ＧＰＡの計算式における「各学期に履修登録した科目の単位

数」に含むものとする。 

第 8 条 第 1 年次～第 3 年次における各期の履修登録においては、原則 15 単位以上履修するよう指導

するものとする。 

（適正な成績評価） 

第 9条 ＜省略＞ 

（ＧＰＡ値の利用） 

第 10 条 ＧＰＡ値は、履修指導、学修指導、学業成績優秀者の履修登録単位上限の緩和などに用いる

ものとする。 

第 11 条 ＜省略＞ 

第 12 条 ＧＰＡ値の利用は、教育改革実行委員会が定める。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

ＧＧＰＰＡＡ制制度度要要項項  

 

（制定 平成 18年 3月 8日） 

（趣旨） 

第 1条 この要項は、ＧＰＡ（Grade Point Average、平均等級点）制度の目的、適用する学生、ＧＰ

Ａ算出の対象とする科目、等級点、ＧＰＡの算出式、ＧＰＡ値の利用等について定める。 

（目的） 

第 2条 学生に履修に対する責任を意識付けるとともに、学生個々人が自己の学修成果を「質」の面か

ら客観的に知ること、きめ細かな学業成績評価を行うこと、及びＧＰＡ値を種々の制度に利用する

こと、により学生の学習意欲の高揚を図り、以って、本学学生の一層の学力向上と社会に対する本

学学生の「質」の保証に資することを目的とする。 

（適用する学生） 

第 3条 ＧＰＡ制度の対象とする学生は、平成 15年度以降入学の学部学生とする。 

（ＧＰＡ算出の対象とする科目） 

第 4条 ＧＰＡ算出の対象とする科目は、本学学部学科カリキュラムの全ての科目のうち、次の各号の

要件をすべて満たす科目とする。 

(1) 5 段階評価によって成績を認定する科目。 

(2) 卒業に必要な単位数に算入することができる科目。 

（等級点） 

第 5条 等級点は、学則第 14 条、各学部の履修規程第 13 条に定める成績評価の基準に基づき、次のと

おり定める。なお、「欠席」の場合の等級点については、「不可」の評語に準じるものとする。 

区分 合 格 不合格 

評 語 秀 優 良 可 不可 

評価点 100～90 89～80 79～70 69～60 59～0 

等級点 ４ ３ ２ １ ０ 

（ＧＰＡ値の種類と明示） 

第 6条 ＧＰＡ値は、「学期」及び「累積」（１年次からの累計）の２種類とし、成績を記す書類（成

績・履修状況一覧表及び試験結果通知書）に履修登録単位及び取得単位とともに原則明示する。た

だし、再入学学生、編入学学生、転入学学生、転学部・転学科、転専攻学生等及び平成 15年度から

平成 17 年度までに第１年次に入学した学生については、「学期」のＧＰＡ値のみ算出及び明示す

るものとする。 

（ＧＰＡの算出式と履修登録単位） 

第 7条 ＧＰＡは、次の(1)及び(2)に示す計算式により、小数点第 4 位を四捨五入して算出するものと

する。 

(1) 学期ＧＰＡ 

｛（その学期に履修登録した科目で得た等級点）×（その科目の単位数）｝の合計 

その学期に履修登録した科目の単位数の合計（「欠席」を含む） 

 

(2) 累積ＧＰＡ 

規程 − 53



 

大大同同大大学学他他のの大大学学等等ににおおけけるる授授業業科科目目のの履履修修等等にに関関すするる規規程程  

 

（平成 25年 4月 1 日制定） 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則（以下「学則」という。）第 16 条の規定に基づく他の大学又は短期大学若しく

は外国の大学又は短期大学（以下「他大学等」という。）における授業科目の履修等については、

この規程の定めるところによる。 

(他大学等との協議) 

第 2条 他大学等との協議は、次の各号に掲げる事項について、教授会の審議を経て、学長が行う。 

(1) 履修する授業科目の範囲 

(2) 履修期間 

(3) 対象となる学生 

(4) 履修の手続き 

(5) 学生の身分の取扱い 

(6) 授業料等の費用に関する取扱い 

(7) その他の必要事項 

(願出手続) 

第 3条 前条により他大学等において授業科目を履修しようとする者は、所属する学科の長の承諾を

得て、次の各号に掲げる書類を所定の期間内に学長に提出しなければならない。 

(1) 他大学等の授業科目の履修願い 

(2) 他大学等の要求する書類 

2 外国の大学又は短期大学において授業科目を履修しようとする者は、学則第 29 条の定めるところ

により、前項各号の書類に加え、留学願いを所定の期間内に学長に提出しなければならない。 

(許可) 

第 4条 学長は、前条の願出があったときは、教授会の審議を経て、当該学生の授業科目の履修につ

いて当該他大学等に依頼し、その承諾を得たうえ、これを許可する。 

(派遣期間) 

第 5条 前条の許可を受けた学生（以下「派遣学生」という。）の他大学等への派遣期間は、1年以

内とする。 

2 前項の規定にかかわらず、教育上特に必要と認めるときは、学長は、教授会の審議を経て、さらに

1 年以内に限り、その期間を延長することができる。 

3 派遣学生の他大学等への派遣期間は、在学年数に算入する。 

(履修終了の報告) 

第 6条 派遣学生は、他大学等における派遣期間が終了したときは、直ちに履修報告書及び当該他大

学等の交付する成績証明書等を学長に提出しなければならない。 

(単位認定の範囲) 

第 7条 派遣学生の他大学等における授業科目の履修により修得した単位は、学則第 16条第 1項、第

17 条第 2 項及び第 18条第 3 項に規定する単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修に

より修得したものとみなすことができる。 

(単位認定の申請) 

規程 − 54



 

第 8条 他大学等における授業科目の履修により修得した単位について、本学の単位認定を受けよう

とする者（以下「申請者」という。）は、他大学等における授業科目の履修に係る単位認定申請書

に成績証明書、その他必要書類を添えて、学長に申請しなければならない。 

2 単位の認定を受けようとする授業科目には、申請する当該学期に履修している授業科目を含めるこ

とはできない。 

(単位認定) 

第 9条 派遣学生から前条第 1項の申請があったときは、当該学科において認定の可否について審査

する。ただし、教養部が開講する授業科目については、教養部において審査する。 

2 学長は、前項の審査結果に基づき、教授会の審議を経て、単位を認定する。 

3 前項により単位認定を受けた授業科目の成績の評語は、「認定」とする。 

4 学長は、第 2項により単位認定を行ったときは、単位認定通知書により当該申請者に通知する。 

(学生納付金) 

第 10 条 派遣学生は、派遣期間中においても、学則第 35 条の 2 に規定する学生納付金を納付しなけ

ればならない。 

(災害保険等への加入) 

第 11 条 派遣学生は、学生教育研究災害傷害保険及び学長が加入の必要があると認めたその他の災害

保険等に加入しなければならない。 

(派遣許可の取消し) 

第 12 条 学長は、派遣学生が次の各号の一に該当する場合は、当該他大学等と協議のうえ、教授会の

審議を経て、派遣の許可を取り消すことができる。 

(1) 成業の見込みがないと認められるとき 

(2) 当該他大学等の規則等に違反し、学生としての本分に反する行為があると認められるとき 

(雑則) 

第 13 条 この規程に定めるもののほか、他の大学等における授業科目の履修等に関し必要な事項は、

教務委員会の審議を経て、別に定める。 

(所管事務) 

第 14 条 他の大学又は短期大学における授業科目の履修等に関する事務は、教務室が行う。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

大大同同大大学学他他のの大大学学等等ににおおけけるる授授業業科科目目のの履履修修等等にに関関すするる規規程程  

 

（平成 25年 4月 1 日制定） 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則（以下「学則」という。）第 16 条の規定に基づく他の大学又は短期大学若しく

は外国の大学又は短期大学（以下「他大学等」という。）における授業科目の履修等については、

この規程の定めるところによる。 

(他大学等との協議) 

第 2条 他大学等との協議は、次の各号に掲げる事項について、教授会の審議を経て、学長が行う。 

(1) 履修する授業科目の範囲 

(2) 履修期間 

(3) 対象となる学生 

(4) 履修の手続き 

(5) 学生の身分の取扱い 

(6) 授業料等の費用に関する取扱い 

(7) その他の必要事項 

(願出手続) 

第 3条 前条により他大学等において授業科目を履修しようとする者は、所属する学科の長の承諾を

得て、次の各号に掲げる書類を所定の期間内に学長に提出しなければならない。 

(1) 他大学等の授業科目の履修願い 

(2) 他大学等の要求する書類 

2 外国の大学又は短期大学において授業科目を履修しようとする者は、学則第 29 条の定めるところ

により、前項各号の書類に加え、留学願いを所定の期間内に学長に提出しなければならない。 

(許可) 

第 4条 学長は、前条の願出があったときは、教授会の審議を経て、当該学生の授業科目の履修につ

いて当該他大学等に依頼し、その承諾を得たうえ、これを許可する。 

(派遣期間) 

第 5条 前条の許可を受けた学生（以下「派遣学生」という。）の他大学等への派遣期間は、1年以

内とする。 

2 前項の規定にかかわらず、教育上特に必要と認めるときは、学長は、教授会の審議を経て、さらに

1 年以内に限り、その期間を延長することができる。 

3 派遣学生の他大学等への派遣期間は、在学年数に算入する。 

(履修終了の報告) 

第 6条 派遣学生は、他大学等における派遣期間が終了したときは、直ちに履修報告書及び当該他大

学等の交付する成績証明書等を学長に提出しなければならない。 

(単位認定の範囲) 

第 7条 派遣学生の他大学等における授業科目の履修により修得した単位は、学則第 16条第 1項、第

17 条第 2 項及び第 18条第 3 項に規定する単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修に

より修得したものとみなすことができる。 

(単位認定の申請) 

規程 − 55



 

大大同同大大学学大大学学以以外外のの教教育育施施設設等等ににおおけけるる学学修修にに関関すするる規規程程  

 

（平成 25年 4月 1 日制定） 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 17 条の規定に基づく大学以外の教育施設等における学

修については､この規程の定めるところによる｡ 

(大学以外の教育施設等における学修の範囲) 

第 2条 大学以外の教育施設等における学修は､短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修若

しくは次の各号に掲げる文部科学大臣が別に定める学修とする｡ 

(1) 大学の専攻科における学修 

(2) 高等専門学校の課程における学修で､本学において大学教育に相当する水準を有すると認めた

もの 

(3) 専修学校の専門課程のうち修業年限が 2 年以上のものにおける学修で､本学において大学教育

に相当する水準を有すると認めたもの 

(4)  次に掲げる学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うものにおける学修で､大学にお

いて大学教育に相当する水準を有すると認めたもの 

  ｱ 防衛大学校 

  ｲ 職業能力開発短期大学校､職業能力開発大学校及び職業能力開発総合大学校(旧職業訓練短期

大学校､旧職業訓練大学校及び旧職業訓練短期大学校を含む) 

  ｳ 水産大学校(水産講習所を含む) 

  ｴ 国立看護大学校 

  ｵ 気象大学校 

  ｶ 海上保安大学校 

(5) ｱﾒﾘｶ合衆国の営利を目的としない法人であるｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙ･ﾃｽﾃｨﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽが英語の能力を判定す

るために実施するﾄﾌﾙ(以下｢TOEFL｣という｡)及びﾄｰｲｯｸ(以下｢TOEIC｣という｡)における学修のう

ち､本学において､大学教育に相当する水準を有すると認めたもの 

(6) 次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査であつて､前号に規定する学修と同等以上

の社会的評価を有するものにおける成果に係る学修で､本学において､大学教育に相当する水準

を有すると認めたもの 

  ｱ 審査を行う者が国又は民法(明治 29年法律第 89号)第 34条の規定による法人その他の団体で

あること 

  ｲ 審査の内容が､学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 52 条に規定する大学の目的に照らし適

切なものであること 

  ｳ 審査が全国的な規模において､毎年 1 回以上行われるものであること 

  ｴ 審査の実施の方法が､適切かつ公正であること 

2 前項第 6号に規定する学修は､次の各号に掲げる学修とする｡ 

 (1) 国際連合公用語･英語検定試験 

 (2) ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学英語能力検定試験 

 (3) 実用英語技能検定 

3 第 1 項第 5 号及び前項に規定する学修に係る単位認定対象授業科目及び単位数は､別表のとおりとす

規程 − 56



 

る｡ 

4 第 1項に規定する学修により認定することができる単位は､学則第 17条第 2項及び第 18条第 3項に規

定する単位を超えない範囲とする｡ 

 (単位認定の申請) 

第 3条 前条に規定する学修について単位の認定を受けようとする者(以下｢申請者｣という｡)は､各学

期の授業開始後一週間以内に､大学以外の教育施設等における学修に係る単位認定申請書に成績証明

書､その他必要書類を添えて､学長に申請しなければならない｡ただし､前条第 1 項第 5 号及び第 6 号

に規定する学修にあつては､成績証明書に代え認定証等の原本を添付するものとする｡ 

2 前項の認定証等の認定等の日付は､申請の日から起算して 2 年以内でなければならない｡ 

3 単位の認定を受けようとする授業科目には､申請する当該学期に履修している授業科目を含めること

はできない｡ 

 (単位認定) 

第 4条 前条の申請があつたときは､当該学科において単位認定の可否について審査する｡ただし､教

養部が開講する授業科目については､教養部において審査する｡ 

2 前項の規定にかかわらず､第 2条第 1項第 5号及び同条第 2項に規定する学修については､第 2条第 2

項別表及び次の各号に基づき､教養部の外国語系が審査を行う｡ 

 (1) 既に認定された単位に係る学修と同等の学修とみなされる学修については､単位を認定するこ

とはできない｡ 

 (2) 同一の学修について新たな級位又は得点以上を得た場合には､重複分に対して単位を認定する

ことはできない｡ 

3 学長は､前 2項の審査結果に基づき､教授会の審議を経て､単位を認定する。 

4 前項の規定により単位授与の認定を受けた授業科目の成績の評語は､｢認定｣とする｡ 

5 学長は､第 3項により単位認定を行つたときは､単位認定通知書により当該申請者に通知する｡ 

 (雑則) 

第 5条 この規程に定めるもののほか､大学以外の教育施設等における学修に関し必要な事項は､教務

委員会の審議を経て､別に定める｡ 

 (所管事務) 

第 6条 大学以外の教育施設等における学修に関する事務は､教務室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大大同同大大学学大大学学以以外外のの教教育育施施設設等等ににおおけけるる学学修修にに関関すするる規規程程  

 

（平成 25年 4月 1 日制定） 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 17 条の規定に基づく大学以外の教育施設等における学

修については､この規程の定めるところによる｡ 

(大学以外の教育施設等における学修の範囲) 

第 2条 大学以外の教育施設等における学修は､短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修若

しくは次の各号に掲げる文部科学大臣が別に定める学修とする｡ 

(1) 大学の専攻科における学修 

(2) 高等専門学校の課程における学修で､本学において大学教育に相当する水準を有すると認めた

もの 

(3) 専修学校の専門課程のうち修業年限が 2 年以上のものにおける学修で､本学において大学教育

に相当する水準を有すると認めたもの 

(4)  次に掲げる学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うものにおける学修で､大学にお

いて大学教育に相当する水準を有すると認めたもの 

  ｱ 防衛大学校 

  ｲ 職業能力開発短期大学校､職業能力開発大学校及び職業能力開発総合大学校(旧職業訓練短期

大学校､旧職業訓練大学校及び旧職業訓練短期大学校を含む) 

  ｳ 水産大学校(水産講習所を含む) 

  ｴ 国立看護大学校 

  ｵ 気象大学校 

  ｶ 海上保安大学校 

(5) ｱﾒﾘｶ合衆国の営利を目的としない法人であるｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙ･ﾃｽﾃｨﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽが英語の能力を判定す

るために実施するﾄﾌﾙ(以下｢TOEFL｣という｡)及びﾄｰｲｯｸ(以下｢TOEIC｣という｡)における学修のう

ち､本学において､大学教育に相当する水準を有すると認めたもの 

(6) 次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査であつて､前号に規定する学修と同等以上

の社会的評価を有するものにおける成果に係る学修で､本学において､大学教育に相当する水準

を有すると認めたもの 

  ｱ 審査を行う者が国又は民法(明治 29年法律第 89号)第 34条の規定による法人その他の団体で

あること 

  ｲ 審査の内容が､学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 52 条に規定する大学の目的に照らし適

切なものであること 

  ｳ 審査が全国的な規模において､毎年 1 回以上行われるものであること 

  ｴ 審査の実施の方法が､適切かつ公正であること 

2 前項第 6号に規定する学修は､次の各号に掲げる学修とする｡ 

 (1) 国際連合公用語･英語検定試験 

 (2) ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学英語能力検定試験 

 (3) 実用英語技能検定 

3 第 1 項第 5 号及び前項に規定する学修に係る単位認定対象授業科目及び単位数は､別表のとおりとす
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別表 単位認定対象授業科目及び単位数     

本学における授業科目の 
履修とみなす学修の種類 

級位又 
は得点等 

認定する 
単位数の限度 

授業科目名 

ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ 

101～120 点 8 

英語ｽｷﾙ 1 

英語ｽｷﾙ 2 

資格英語 

実践英語 

英語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ 

英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

91～100点 7 

81～90点 6 

71～80点 5 

61～70点 4 

ＴＯＥＩＣ 

945～990 点 8 

860～944 点 7 

730～859 点 6 

600～729 点 5 

550～599 点 4 

国際連合公用語 

･英語検定試験 

特 A級 8 

A 級 6 

B 級 4 

ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学英語 

能力検定試験 

CAE 8 

FCE 6 

実用英語技能検定 

1 級 8 

準 1級 6 

2 級 4 
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大大同同大大学学入入学学前前のの既既修修得得単単位位等等のの認認定定にに関関すするる規規程程  

 

（平成 25年 4月 1 日制定） 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 18 条の規定に基づく入学前の既修得単位等の認定につ

いては､この規程の定めるところによる｡ 

(単位認定することができる入学前の既修得単位等) 

第 2条  単位を認定することができる入学前の既修得単位等は､次の各号のとおりとする｡ 

(1) 大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得

した単位を含む｡) 

(2) 大学以外の教育施設等における学修 

2 前項第 2 号に規定する学修は､短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修若しくは次の各号に

掲げる文部科学大臣が別に定める学修とする｡ 

 (1) 大学の専攻科における学修 

 (2) 高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む）の専攻科の課程におけ

る学修で、本学において大学教育に相当する水準を有すると認めたもの 

 (3) 高等専門学校の課程における学修で､本学において大学教育に相当する水準を有すると認めた

もの 

 (4) 専修学校の専門課程のうち修業年限が 2 年以上のものにおける学修で､本学において大学教育

に相当する水準を有すると認めたもの 

(5)  次に掲げる学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うものにおける学修で､大学にお

いて大学教育に相当する水準を有すると認めたもの 

  ｱ 防衛大学校 

  ｲ 職業能力開発短期大学校､職業能力開発大学校及び職業能力開発総合大学校(旧職業訓練短期

大学校､旧職業訓練大学校及び旧職業訓練短期大学校を含む) 

  ｳ 水産大学校(水産講習所を含む) 

  ｴ 国立看護大学校 

  ｵ 気象大学校 

  ｶ 海上保安大学校 

 (6) ｱﾒﾘｶ合衆国の営利を目的としない法人であるｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙ･ﾃｽﾃｨﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽが英語の能力を判定す

るために実施するﾄﾌﾙ(以下｢TOEFL｣という｡)及びﾄｰｲｯｸ(以下｢TOEIC｣という｡)における学修のう

ち､本学において､大学教育に相当する水準を有すると認めたもの 

 (7) 次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査であつて､前号に規定する学修と同等以上

の社会的評価を有するものにおける成果に係る学修で､本学において､大学教育に相当する水準

を有すると認めたもの 

 ｱ 審査を行う者が国又は民法(明治 29 年法律第 89 号)第 34 条の規定による法人その他の団体で

あること 

 ｲ 審査の内容が､学校教育法(昭和 22年法律第 26号)第 52条に規定する大学の目的に照らし適切

なものであること 

 ｳ 審査が全国的な規模において､毎年 1回以上行われるものであること 

 

別表 単位認定対象授業科目及び単位数     

本学における授業科目の 
履修とみなす学修の種類 

級位又 
は得点等 

認定する 
単位数の限度 

授業科目名 

ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ 

101～120 点 8 

英語ｽｷﾙ 1 

英語ｽｷﾙ 2 

資格英語 

実践英語 

英語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ 

英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

91～100点 7 

81～90点 6 

71～80点 5 

61～70点 4 

ＴＯＥＩＣ 

945～990 点 8 

860～944 点 7 

730～859 点 6 

600～729 点 5 

550～599 点 4 

国際連合公用語 

･英語検定試験 

特 A級 8 

A 級 6 

B 級 4 

ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学英語 

能力検定試験 

CAE 8 

FCE 6 

実用英語技能検定 

1 級 8 

準 1級 6 

2 級 4 
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 ｴ 審査の実施の方法が､適切かつ公正であること 

3 前項第 7号に規定する学修は､次の各号に掲げる学修とする｡ 

 (1) 国際連合公用語･英語検定試験 

 (2) ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学英語能力検定試験 

 (3) 実用英語技能検定 

4 第 2 項第 6 号及び前項に規定する学修に係る単位認定対象授業科目及び単位数は､別表のとおりとす

る｡ 

5 第 1 項の規定により認定することのできる単位は､学則第 18 条第 3 項に規定する単位を越えない範囲

とする｡ 

 (単位認定の申請) 

第 3条  前条に規定する学修について単位の認定を受けようとする者(以下｢申請者｣という｡)は､入学

年度の前期の授業開始後一週間以内に､入学前の既修得単位等の認定に係る単位認定申請書に成績証

明書､その他必要書類を添えて､学長に申請しなければならない｡ただし前条第 2 項第 5号及び第 6 号

に規定する学修にあつては､成績証明書に代え認定証等の原本を添付するものとする｡ 

2 前項の認定証等の認定等の日付は､申請の日から起算して 2 年以内でなければならない｡ 

3 単位の認定を受けようとする授業科目には､申請する当該学期に履修している授業科目を含めること

はできない｡ 

 (単位認定) 

第 4条  前条の申請があつたときは､当該学科において単位認定の可否について審査する｡ただし､教

養部が開講する授業科目については､教養部において審査する｡ 

2 前条の規定にかかわらず､第 2条第 2項第 5号及び同条第 3項に規定する学修については､第 2条第 4

項別表及び次の各号に基づき､教養部の外国語系が審査を行う｡ 

 (1) 既に認定された単位に係る学修と同等の学修とみなされる学修については､単位を認定するこ

とはできない｡ 

 (2) 同一の学修について新たな級位又は得点以上を得た場合には､重複分に対して単位を認定する

ことはできない｡ 

3 学長は､前 2項の審査結果に基づき､教授会の審議を経て､単位を認定する｡ 

4 前項の規定により単位授与の認定を受けた授業科目の成績の評語は､｢認定｣とする｡ 

5 学長は､第 3項により単位認定を行ったときは､単位認定通知書により当該申請者に通知する｡ 

 (雑則) 

第 5条  この規程に定めるもののほか､入学前の既修得単位等の認定に必要な事項は､教務委員会の審

議を経て､別に定める｡ 

 (所管事務) 

第 6条  入学前の既修得単位等の認定に関する事務は､教務室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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 別表 単位認定対象授業科目及び単位数   

本学における授業科目の 
履修とみなす学修の種類 

級位又 
は得点等 

認定する 
単位数の限度 

授業科目名 

ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ 

101～120 点 8 

英語ｽｷﾙ 1 

英語ｽｷﾙ 2 

資格英語 

実践英語 

英語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ 

英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

91～100点 7 

81～90点 6 

71～80点 5 

61～70点 4 

ＴＯＥＩＣ 

945～990 点 8 

860～944 点 7 

730～859 点 6 

600～729 点 5 

550～599 点 4 

国際連合公用語 

･英語検定試験 

特 A級 8 

A 級 6 

B 級 4 

ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学英語 

能力検定試験 

CAE 8 

FCE 6 

実用英語技能検定 

1 級 8 

準 1級 6 

2 級 4 

 

 

 ｴ 審査の実施の方法が､適切かつ公正であること 

3 前項第 7号に規定する学修は､次の各号に掲げる学修とする｡ 

 (1) 国際連合公用語･英語検定試験 

 (2) ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学英語能力検定試験 

 (3) 実用英語技能検定 

4 第 2 項第 6 号及び前項に規定する学修に係る単位認定対象授業科目及び単位数は､別表のとおりとす

る｡ 

5 第 1 項の規定により認定することのできる単位は､学則第 18 条第 3 項に規定する単位を越えない範囲

とする｡ 

 (単位認定の申請) 

第 3条  前条に規定する学修について単位の認定を受けようとする者(以下｢申請者｣という｡)は､入学

年度の前期の授業開始後一週間以内に､入学前の既修得単位等の認定に係る単位認定申請書に成績証

明書､その他必要書類を添えて､学長に申請しなければならない｡ただし前条第 2 項第 5号及び第 6 号

に規定する学修にあつては､成績証明書に代え認定証等の原本を添付するものとする｡ 

2 前項の認定証等の認定等の日付は､申請の日から起算して 2 年以内でなければならない｡ 

3 単位の認定を受けようとする授業科目には､申請する当該学期に履修している授業科目を含めること

はできない｡ 

 (単位認定) 

第 4条  前条の申請があつたときは､当該学科において単位認定の可否について審査する｡ただし､教

養部が開講する授業科目については､教養部において審査する｡ 

2 前条の規定にかかわらず､第 2条第 2項第 5号及び同条第 3項に規定する学修については､第 2条第 4

項別表及び次の各号に基づき､教養部の外国語系が審査を行う｡ 

 (1) 既に認定された単位に係る学修と同等の学修とみなされる学修については､単位を認定するこ

とはできない｡ 

 (2) 同一の学修について新たな級位又は得点以上を得た場合には､重複分に対して単位を認定する

ことはできない｡ 

3 学長は､前 2項の審査結果に基づき､教授会の審議を経て､単位を認定する｡ 

4 前項の規定により単位授与の認定を受けた授業科目の成績の評語は､｢認定｣とする｡ 

5 学長は､第 3項により単位認定を行ったときは､単位認定通知書により当該申請者に通知する｡ 

 (雑則) 

第 5条  この規程に定めるもののほか､入学前の既修得単位等の認定に必要な事項は､教務委員会の審

議を経て､別に定める｡ 

 (所管事務) 

第 6条  入学前の既修得単位等の認定に関する事務は､教務室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大大同同大大学学他他のの研研究究所所等等ににおおけけるる卒卒業業研研究究のの実実施施にに関関すするる規規程程  

 

（平成 25年 4月 1 日制定） 

(趣旨) 

第 1条 大同大学（以下「本学」という。）の学部学生が、他の研究所等（以下「研究所等」とい

う。）において、大同大学学則（以下「学則」という。）第 10条の 2別表(1)及び別表(1)の 2に規

定する各教育課程表における卒業研究を、卒業研究を指導する教員（以下「主指導教員」とい

う。）の下で実施する場合の必要事項については、この規程の定めるところによる。 

(対象とする学部学科) 

第 2条 卒業研究を主指導教員の指導の下、研究所等で実施させることができる学部学科は、本学の全

ての学部学科とする。 

(研究所等) 

第 3条 研究所等は、教授会の審議を経て、学長が認めた研究所等とする。 

(協定等の締結) 

第 4条 卒業研究を研究所等で実施させようとするときは、本学と研究所等との間で、次の各号に掲げ

る事項を定めた協定等を締結する。 

(1) 学生の受入人数等に関する事項 

(2) 研究所等内における学生の指導に関する事項 

(3) 学生の修学に関する事項 

(4) 経費負担に関する事項 

(5) その他卒業研究を実施するうえで必要な事項 

2 協定等は、教務委員会の審議を経て、学長が締結する。 

(願出手続) 

第 5条 研究所等における卒業研究の実施を認めた学生の主指導教員は、当該学科長の承諾を得たう

え、次の各号に掲げる書類を所定の期間内に学長に提出しなければならない。 

(1) 研究所等卒業研究実施願い 

(2) 研究所等の要求する書類 

(許可) 

第 6条 学長は、前条の願い出があったときは、教授会の審議を経て、当該学生の卒業研究の実施に

ついて当該研究所等に依頼し、その承諾を得たうえ、これを許可する。 

(派遣期間) 

第 7条 前条の許可を受けた学生（以下「卒業研究派遣学生」という。）の研究所等での卒業研究を

実施する期間（以下「派遣期間」という。）は、1年以内とする。 

2 卒業研究派遣学生の派遣期間は、在学年数に算入する。 

(主指導教員の業務) 

第 8条 卒業研究派遣学生の主指導教員は、当該学生の派遣期間において、次に掲げる業務を行わなけ

ればならない。 

(1) 卒業研究派遣学生の修学指導に関すること 

(2) 卒業研究派遣学生の進学又は就職指導に関すること 

(3) その他卒業研究派遣学生の厚生補導に必要な業務に関すること 
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(卒業研究実施終了の報告) 

第 9条 卒業研究派遣学生は、研究所等における卒業研究の実施が終了したときは、直ちに所定の書

類により学長に報告しなければならない。 

(学生納付金) 

第 10 条 卒業研究派遣学生は、派遣期間中においても、学則第 35条の 2第 1項に規定する学生納付

金を納付しなければならない。 

(災害保険等への加入) 

第 11 条 卒業研究派遣学生は、学生教育研究災害傷害保険及び学長が加入の必要があると認めたその

他の災害保険等に加入しなければならない。 

(派遣許可の取消し) 

第 12 条 学長は、卒業研究派遣学生が次の各号の一に該当する場合は、当該研究所等と協議のうえ、

教授会の審議を経て、派遣の許可を取り消すことができる。 

(1) 成業の見込みがないと認められるとき 

(2) 当該研究所等の規則等に違反し、学生としての本分に反する行為があると認められるとき 

(雑則) 

第 13 条 この規程に定めるほか、研究所等における卒業研究の実施に関し必要な事項は、教務委員会

の審議を経て、教務部長が定める。 

(所管事務) 

第 14 条 研究所等における卒業研究の実施に関する事務取扱主管室は、教務室とする。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

 

大大同同大大学学他他のの研研究究所所等等ににおおけけるる卒卒業業研研究究のの実実施施にに関関すするる規規程程  

 

（平成 25年 4月 1 日制定） 

(趣旨) 

第 1条 大同大学（以下「本学」という。）の学部学生が、他の研究所等（以下「研究所等」とい

う。）において、大同大学学則（以下「学則」という。）第 10条の 2別表(1)及び別表(1)の 2に規

定する各教育課程表における卒業研究を、卒業研究を指導する教員（以下「主指導教員」とい

う。）の下で実施する場合の必要事項については、この規程の定めるところによる。 

(対象とする学部学科) 

第 2条 卒業研究を主指導教員の指導の下、研究所等で実施させることができる学部学科は、本学の全

ての学部学科とする。 

(研究所等) 

第 3条 研究所等は、教授会の審議を経て、学長が認めた研究所等とする。 

(協定等の締結) 

第 4条 卒業研究を研究所等で実施させようとするときは、本学と研究所等との間で、次の各号に掲げ

る事項を定めた協定等を締結する。 

(1) 学生の受入人数等に関する事項 

(2) 研究所等内における学生の指導に関する事項 

(3) 学生の修学に関する事項 

(4) 経費負担に関する事項 

(5) その他卒業研究を実施するうえで必要な事項 

2 協定等は、教務委員会の審議を経て、学長が締結する。 

(願出手続) 

第 5条 研究所等における卒業研究の実施を認めた学生の主指導教員は、当該学科長の承諾を得たう

え、次の各号に掲げる書類を所定の期間内に学長に提出しなければならない。 

(1) 研究所等卒業研究実施願い 

(2) 研究所等の要求する書類 

(許可) 

第 6条 学長は、前条の願い出があったときは、教授会の審議を経て、当該学生の卒業研究の実施に

ついて当該研究所等に依頼し、その承諾を得たうえ、これを許可する。 

(派遣期間) 

第 7条 前条の許可を受けた学生（以下「卒業研究派遣学生」という。）の研究所等での卒業研究を

実施する期間（以下「派遣期間」という。）は、1年以内とする。 

2 卒業研究派遣学生の派遣期間は、在学年数に算入する。 

(主指導教員の業務) 

第 8条 卒業研究派遣学生の主指導教員は、当該学生の派遣期間において、次に掲げる業務を行わなけ

ればならない。 

(1) 卒業研究派遣学生の修学指導に関すること 

(2) 卒業研究派遣学生の進学又は就職指導に関すること 

(3) その他卒業研究派遣学生の厚生補導に必要な業務に関すること 
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転転学学部部及及びび転転学学科科にに関関すするる要要項項  

 

（平成 15年 3月 6 日制定） 

（趣旨） 

第 1条 大同大学学則（以下「学則」という。）第 27条の規定に基づく転学部及び転学科（以下「転学

部等」という。）については、この要項の定めるところによる。 

（受入の要件） 

第 2条 転学部等は、受け入れ先の学科において、教育上支障がないと認めた場合に、これを許可する

ことができる。 

（出願資格） 

第 3条 転学部等を出願することができる者は、本学の第 1年次又は第 2年次に在籍する者で、所属学

科長の承認を得た者とする。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者にあっては、転学部等を出願することはでき

ない。 

(1) 休学中の者 

(2) 過去に転学部等を許可された者 

（時期） 

第 4条 転学部等の時期は、学年の始めとする。 

（出願手続) 

第 5条 転学部等を出願しようとする者は、指定の期日までに検定料を納付のうえ、次の各号に掲げる

書類を、所定の期日までに学長に提出しなければならない。 

(1) 所定の願書 

(2) 所属学科長の承諾書 

(3) 理由書 

(4) 成績証明書 

(5) 検定料納付書（写） 

2 前項に規定する出願に当たっては、第 2 条に規定する受入の要件に関して、事前に教務室に相談し

なければならない。 

（選考） 

第 6条 転学部等の選考は、出願書類及び学力試験又は面接等により、受入年次を含めて、当該受入学

科（以下「受入学科」という。）が行うものとする。 

（許可） 

第 7条 転学部等の許可は、教務委員会の審議を経て、学長がこれを行う。 

2 学長は、転学部等の選考結果を出願者に通知する。 

（在学年限） 

第 8条 転学部等を許可された者の残りの在学年限は、学則第 5 条に規定する在学年限から当該者が既

に在学した期間を差し引いた期間とする。 

（既修得単位の認定及び成績評価） 

第 9条 転学部等を許可された者の在籍学部・学科において既に修得した単位（以下「既修得単位」と

いう。）を受入学科の教育課程表の授業科目として単位認定する場合においては、当該既修得単位の
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認定は、受入学科及び教養部の各系で審査の上、教授会の審議を経て、学長がこれを行う。 

2 転学部等を許可された者の既修得単位を受入学科の教育課程表の授業科目として単位認定しない場

合においては、当該既修得単位の取扱は、受入学部の履修規程別表(4)「所属学部の他学科、他学部

の学科及び同一学科内の他専攻の履修」に規定する「所属学部の他の学科又は他の学部の学科の授

業科目の各取扱」を適用する。 

3 第 1 項の規定により単位認定を受けた場合の授業科目の成績評価は、「認定」とする。ただし、次

の各号に掲げる授業科目の成績評価は、転載する。 

(1) 全学共通科目 

(2) 全学共通科目扱いの科目 

4 第 2項の規定による場合の成績評価は、転載する。 

（適用学則等） 

第 10 条 転学部等を許可された者は、許可学年次の学生に適用している学則及び諸規程を適用する。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

転転学学部部及及びび転転学学科科にに関関すするる要要項項  

 

（平成 15年 3月 6 日制定） 

（趣旨） 

第 1条 大同大学学則（以下「学則」という。）第 27条の規定に基づく転学部及び転学科（以下「転学

部等」という。）については、この要項の定めるところによる。 

（受入の要件） 

第 2条 転学部等は、受け入れ先の学科において、教育上支障がないと認めた場合に、これを許可する

ことができる。 

（出願資格） 

第 3条 転学部等を出願することができる者は、本学の第 1年次又は第 2年次に在籍する者で、所属学

科長の承認を得た者とする。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者にあっては、転学部等を出願することはでき

ない。 

(1) 休学中の者 

(2) 過去に転学部等を許可された者 

（時期） 

第 4条 転学部等の時期は、学年の始めとする。 

（出願手続) 

第 5条 転学部等を出願しようとする者は、指定の期日までに検定料を納付のうえ、次の各号に掲げる

書類を、所定の期日までに学長に提出しなければならない。 

(1) 所定の願書 

(2) 所属学科長の承諾書 

(3) 理由書 

(4) 成績証明書 

(5) 検定料納付書（写） 

2 前項に規定する出願に当たっては、第 2 条に規定する受入の要件に関して、事前に教務室に相談し

なければならない。 

（選考） 

第 6条 転学部等の選考は、出願書類及び学力試験又は面接等により、受入年次を含めて、当該受入学

科（以下「受入学科」という。）が行うものとする。 

（許可） 

第 7条 転学部等の許可は、教務委員会の審議を経て、学長がこれを行う。 

2 学長は、転学部等の選考結果を出願者に通知する。 

（在学年限） 

第 8条 転学部等を許可された者の残りの在学年限は、学則第 5 条に規定する在学年限から当該者が既

に在学した期間を差し引いた期間とする。 

（既修得単位の認定及び成績評価） 

第 9条 転学部等を許可された者の在籍学部・学科において既に修得した単位（以下「既修得単位」と

いう。）を受入学科の教育課程表の授業科目として単位認定する場合においては、当該既修得単位の
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転転専専攻攻にに関関すするる要要項項  

 

（平成 25年 4月 1 日制定） 

（趣旨） 

第 1 条 この要項は、各学部の履修規程（以下「規程」という。）第 4 条の 3 第 4 項の規定に基づく転

専攻に関し、必要な事項を定める。 

（受入の要件） 

第 2条 転専攻は、当該学科において、教育上支障がないと認めた場合に、これを許可することができ

る。 

（出願資格） 

第 3条 転専攻を出願することができる者は、本学の第 1年次又は第 2年次に在籍する者で、所属学科

長の承認を得た者とする。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者にあっては、転専攻を出願することはできな

い。 

(1) 休学中の者 

(2) 過去に転専攻を許可された者 

（時期） 

第 4条 転専攻の時期は、学年の始めとする。 

（出願手続) 

第 5条 転専攻を出願しようとする者は、指定の期日までに検定料を納付のうえ、次の各号に掲げる書

類を、所定の期日までに学長に提出しなければならない。 

(1) 所定の願書 

(2) 所属学科長の承諾書 

(3) 理由書 

(4) 成績証明書 

(5) 検定料納付書（写） 

2 前項に規定する出願に当たっては、第 2 条に規定する受入の要件に関して、事前に教務室に相談し

なければならない。 

（選考） 

第 6条 転専攻の選考は、出願書類及び学力試験又は面接等により、受入年次を含めて、当該学科が行

うものとする。 

（許可） 

第 7条 転専攻の許可は、教務委員会の審議を経て、学長がこれを行う。 

2 学長は、転専攻の選考結果を出願者に通知する。 

（在学年限） 

第 8条 転専攻を許可された者の残りの在学年限は、学則第 5 条に規定する在学年限から当該者が既に

在学した期間を差し引いた期間とする。 

（既修得単位の認定及び成績評価） 

第 9 条 転専攻を許可された者の当該専攻において既に修得した単位（以下「既修得単位」という。）

を受入専攻の開講科目一覧の授業科目として単位認定する場合においては、当該既修得単位の認定
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は、受入学科及び教養部の各系で審査の上、教授会の審議を経て、学長がこれを行う。 

2 転専攻を許可された者の既修得単位を受入専攻の開講科目一覧の授業科目として単位認定しない場

合においては、当該既修得単位の取扱は、当該学部の履修規程別表(4)「所属学部の他学科、他学部

の学科及び同一学科内の他専攻の履修」に規定する「同一学科内の他の専攻の開講する授業科目の

各取扱」を適用する。 

3 第 1 項の規定により単位認定を受けた授業科目の成績評価は「認定」とする。ただし、次の各号に

掲げる授業科目の成績評価は、転載する。 

(1) 全学共通科目 

(2) 専門基礎科目群及び専門科目群の授業科目のうち当該学科共通の授業科目 

4 第 2項の規定による場合の成績評価は、転載する。 

（適用学則等） 

第 10 条 転専攻を許可された者は、許可学年次の学生に適用している学則及び諸規程を適用する。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

    

 

転転専専攻攻にに関関すするる要要項項  

 

（平成 25年 4月 1 日制定） 

（趣旨） 

第 1 条 この要項は、各学部の履修規程（以下「規程」という。）第 4 条の 3 第 4 項の規定に基づく転

専攻に関し、必要な事項を定める。 

（受入の要件） 

第 2条 転専攻は、当該学科において、教育上支障がないと認めた場合に、これを許可することができ

る。 

（出願資格） 

第 3条 転専攻を出願することができる者は、本学の第 1年次又は第 2年次に在籍する者で、所属学科

長の承認を得た者とする。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者にあっては、転専攻を出願することはできな

い。 

(1) 休学中の者 

(2) 過去に転専攻を許可された者 

（時期） 

第 4条 転専攻の時期は、学年の始めとする。 

（出願手続) 

第 5条 転専攻を出願しようとする者は、指定の期日までに検定料を納付のうえ、次の各号に掲げる書

類を、所定の期日までに学長に提出しなければならない。 

(1) 所定の願書 

(2) 所属学科長の承諾書 

(3) 理由書 

(4) 成績証明書 

(5) 検定料納付書（写） 

2 前項に規定する出願に当たっては、第 2 条に規定する受入の要件に関して、事前に教務室に相談し

なければならない。 

（選考） 

第 6条 転専攻の選考は、出願書類及び学力試験又は面接等により、受入年次を含めて、当該学科が行

うものとする。 

（許可） 

第 7条 転専攻の許可は、教務委員会の審議を経て、学長がこれを行う。 

2 学長は、転専攻の選考結果を出願者に通知する。 

（在学年限） 

第 8条 転専攻を許可された者の残りの在学年限は、学則第 5 条に規定する在学年限から当該者が既に

在学した期間を差し引いた期間とする。 

（既修得単位の認定及び成績評価） 

第 9 条 転専攻を許可された者の当該専攻において既に修得した単位（以下「既修得単位」という。）

を受入専攻の開講科目一覧の授業科目として単位認定する場合においては、当該既修得単位の認定
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大大同同大大学学学学籍籍異異動動にに関関すするる取取扱扱規規程程  

(平成 27 年 4月 1日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 28条から第 34条及び大同大学大学院学則(以下「大学

院学則」という。)第 31条から第 37条に基づく、学部及び大学院の学生の学籍異動（転学、留学、

休学、復学、退学、除籍、復籍）の取扱いについては､この規程の定めるところによる｡ 

 (転学) 

第 2条 転学を願い出る者は、所定の期日までに保証人連署による転学願を提出しなければならな

い。 

2 転学の許可は、教務委員会又は大学院運営委員会の審議を経て、学長が行い、その結果を願出者に

通知するものとする。 

(留学) 

第 3条 留学を願い出る者は、所定の期日までに保証人連署による留学願を提出しなければならな

い。 

2 留学の許可は、教務委員会又は大学院運営委員会の審議を経て、学長が行い、その結果を願出者に

通知するものとする。 

(休学) 

第 4 条 学則第 30 条及び大学院学則第 33 条に規定するやむを得ない事由は、次の各号のとおりとす

る。 

 (1)修学心不足 

 (2)精神的事由 

 (3)負傷 

 (4)進路検討 

 (5)経済的困難 

 (6)履修不要 

 (7)学長が特に必要と認めた事由 

2 休学を願い出る者は、次の各号に掲げる区分及び期限に従い、学部の学生にあっては主指導教員と、

大学院の学生にあっては指導教員と面談のうえ、保証人連署による休学願を提出しなければならな

い。 

(1) 前期又は 1年の休学を希望する者  原則、前年度の 3 月末日まで 

(2) 後期の休学を希望する者      原則、当該年度の 9月末日まで 

3 次の各号に掲げる休学事由に該当する場合は、当該各号に掲げる書類を休学願に添えて提出しなけ

ればならない。 

(1) 病気              医師による診断書 

(2) 負傷              医師による診断書 

(3) 学長が特に必要と認めた事由   学長が認めたことを証明する書類 

4 休学の許可は、教務委員会又は大学院運営委員会の審議を経て、学長が行い、その結果を願出者に

通知するものとする。 

(復学) 
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第 5条 復学を願い出る者は、次の各号に掲げる区分及び期限に従い、学部の学生にあっては主指導教

員と、大学院の学生にあっては指導教員と面談のうえ、保証人連署による復学願を提出しなければな

らない。 

(1) 前期末に休学期間が終了する者  原則、当該年度の 9 月末日まで 

(2) 後期末に休学期間が終了する者  原則、当該年度の 3 月末日まで 

2 学則第 31 条又は大学院学則第 34 条の規定にかかわらず、第 4 条第 3 項第 1 号又は第 2 号の事由に

より休学した者にあっては、修学に支障のない旨を証明する医師の診断書を復学願に添えて、提出

しなければならない。 

3 復学の許可は、教務委員会又は大学院運営委員会の審議を経て、学長が行い、その結果を願出者に

通知するものとする。 

(退学) 

第 6条 退学を願い出る者は、次の各号に掲げる区分及び期限に従い、学部の学生にあっては主指導教

員と、大学院の学生にあっては指導教員と面談のうえ、保証人連署による退学願を提出しなければな

らない。 

(1) 前期に退学を希望する者  原則、当該年度の 9 月末日まで 

(2) 後期に退学を希望する者  原則、当該年度の 3 月末日まで 

2 退学の許可は、教務委員会又は大学院運営委員会の審議を経て、学長が行い、その結果を願出者に

通知するものとする。 

(除籍) 

第 7条 除籍にかかる事由が発生した場合には、教務委員会又は大学院運営委員会の審議を経て、学

長が決定し、その結果を除籍者に通知するものとする。 

(復籍) 

第 8 条 復籍を願い出る者は、所定の期日までに保証人連署による復籍願を提出しなければならない。 

2 復籍の許可は、教務委員会又は大学院運営委員会の審議を経て、学長が行い、その結果を願出者に

通知するものとする。 

 （規程の改廃） 

第 9条 この規程の改廃は、教務委員会及び大学院運営委員会の審議を経るものとする。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

大大同同大大学学学学籍籍異異動動にに関関すするる取取扱扱規規程程  

(平成 27 年 4月 1日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 28条から第 34条及び大同大学大学院学則(以下「大学

院学則」という。)第 31条から第 37条に基づく、学部及び大学院の学生の学籍異動（転学、留学、

休学、復学、退学、除籍、復籍）の取扱いについては､この規程の定めるところによる｡ 

 (転学) 

第 2条 転学を願い出る者は、所定の期日までに保証人連署による転学願を提出しなければならな

い。 

2 転学の許可は、教務委員会又は大学院運営委員会の審議を経て、学長が行い、その結果を願出者に

通知するものとする。 

(留学) 

第 3条 留学を願い出る者は、所定の期日までに保証人連署による留学願を提出しなければならな

い。 

2 留学の許可は、教務委員会又は大学院運営委員会の審議を経て、学長が行い、その結果を願出者に

通知するものとする。 

(休学) 

第 4 条 学則第 30 条及び大学院学則第 33 条に規定するやむを得ない事由は、次の各号のとおりとす

る。 

 (1)修学心不足 

 (2)精神的事由 

 (3)負傷 

 (4)進路検討 

 (5)経済的困難 

 (6)履修不要 

 (7)学長が特に必要と認めた事由 

2 休学を願い出る者は、次の各号に掲げる区分及び期限に従い、学部の学生にあっては主指導教員と、

大学院の学生にあっては指導教員と面談のうえ、保証人連署による休学願を提出しなければならな

い。 

(1) 前期又は 1年の休学を希望する者  原則、前年度の 3 月末日まで 

(2) 後期の休学を希望する者      原則、当該年度の 9月末日まで 

3 次の各号に掲げる休学事由に該当する場合は、当該各号に掲げる書類を休学願に添えて提出しなけ

ればならない。 

(1) 病気              医師による診断書 

(2) 負傷              医師による診断書 

(3) 学長が特に必要と認めた事由   学長が認めたことを証明する書類 

4 休学の許可は、教務委員会又は大学院運営委員会の審議を経て、学長が行い、その結果を願出者に

通知するものとする。 

(復学) 
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大大同同大大学学学学生生懲懲戒戒規規程程  

(平成 27 年 4月 1日制定) 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、大同大学学則（以下「学則」という。）第 39 条第 4 項及び大同大学大学院学則

（以下「大学院学則」という。）第 42条第 4項の規定に基づき、大同大学（以下「本学」という。）

の学部及び大学院の学生の懲戒について必要な事項を定める。 

（懲戒の内容） 

第 2条 懲戒の種類は学則第 39 条第 2 項及び大学院学則第 42条第 2項のとおりとし、その内容は、次

の各号のとおりとする。 

 （1）退学 学生の身分を失わせること  

 （2）停学 一定の期間、教育課程の履修及び課外活動を禁止すること 

 （3）訓告 文書又は口頭により注意を与え、将来を戒めること 

2 停学は、有期又は無期とし、有期の停学とは，期限を付して命じる停学をいい、無期の停学とは、

期限を付さずに命じる停学をいう。 

（厳重注意） 

第 3条 学長は、前条に規定する懲戒のほか、教育的指導の観点から、文書又は口頭により、厳重注意

を行うことができる。 

（懲戒対象行為） 

第 4条 懲戒の対象となる行為は、次の各号のとおりとする。 

 （1）刑罰法規に抵触する行為 

 （2）交通法規に違反する行為 

 （3）人権を侵害する行為 

 （4）情報倫理に反する行為 

 （5）論文等の作成における学問的倫理に反する行為 

 （6）本学の規則に違反する行為 

 （7）各学部の履修規程第 9条第 1項に規定する試験における不正行為 

 （8）本学の教育研究等の業務を妨害する行為 

（9）その他、学生の本分に反すると認められる行為 

（懲戒の量定） 

第 5条 懲戒処分の量定は、次に掲げる行為者の状態等並びに行為の悪質性及び重大性を総合的に判断

して行う。 

（1）非違行為の動機，態様及び結果               

（2）故意又は過失の別及びその程度 

（3）過去の非違行為の有無 

（4）日常における生活態度及び非違行為後の対応 

2 退学については、学則第 39 条第 3 項及び大学院学則第 42 条第 3 項の規定を考慮しなければならな

い。 

（懲戒処分の手続） 

第 6条 学長は、学生が第 4 条に該当する行為を行ったと認められるとき、学部の学生にあっては学生

委員会に、大学院の学生にあっては大学院運営委員会に、当該学生に対する懲戒処分の当否について

の審査を命ずる。 

2 学生委員会及び大学院運営委員会は、当該事案を調査の上、第 4 条及び第 5 条に基づき、懲戒の要
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否及び懲戒の種類等について審査し、その結果を学長に報告する。 

3 学長は、当該委員会の報告を受け、懲戒処分を行う。  

4 学長は、必要があると認めるときは、当該委員会に対して再審査を求めることができる。 

（懲戒処分の通知） 

第 7 条 学長は、懲戒処分を行う学生に対して，懲戒通知書（別記様式 1）を交付して行うとともに、

その保証人に対し当該通知書の写しを送付するものとする。 

2 学長は、懲戒処分の内容を告示（別記様式 2）により学内に公示する。 

（異議申し立て） 

第 8 条 懲戒処分を受けた学生は、懲戒通知書の交付日から 20 日以内に、事実誤認、新事実の発見そ

の他正当な理由がある場合は、その証拠となる資料を添えて、文書により学長に異議申し立てを行う

ことができる。 

（自宅謹慎） 

第 9条 学長は，当該事案が退学又は停学に該当することが明白であると認めるときは，懲戒処分の決

定前に，当該学生に対して自宅謹慎を命ずることができる。 

2 自宅謹慎の期間は，停学の期間に算入できるものとする。 

（指導監督者） 

第 10 条 停学中の学生に対する教育上及び生活上の指導を行うため、指導監督者を置く。 

2 指導監督者は、学部の学生にあっては当該学生の主指導教員とし、大学院の学生にあっては、指導

教員とする。 

3 指導監督者は、当該学生の生活状況を把握し、適宜、学長に報告しなければならない。 

（無期停学の解除） 

第 11 条 学生委員会又は大学院運営委員会は、無期停学の学生について、指導監督者の要請に基づき、

停学解除の妥当性について審議を行う。 

2 学長は、学生委員会又は大学院運営委員会の審議を経て停学を解除できる。 

3 学長は、無期停学解除の通知を、停学処分解除通知書（別記様式 3）により当該学生に行うととも

に、その保証人に対し当該通知書の写しを送付するものとする。 

（懲戒の記録） 

第 12 条 懲戒処分が行われた場合は、学籍簿に記録するものとする。 

（規程の改廃） 

第 13 条 この規程の改廃は、学生委員会及び大学院運営委員会の審議を経るものとする。 

（雑則） 

第 14 条 この規程に定めるもののほか､学生の懲戒の実施に関し必要な事項は､学生委員会及び大学院

運営委員会の審議を経て､別に定める｡ 

（所管事務） 

第 15 条 学生の懲戒に関する事務は、学生室が行う。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

＜ 別記様式１・別記様式２・別記様式３は省略＞  

  

   

 

 

大大同同大大学学学学生生懲懲戒戒規規程程  

(平成 27 年 4月 1日制定) 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、大同大学学則（以下「学則」という。）第 39 条第 4 項及び大同大学大学院学則

（以下「大学院学則」という。）第 42条第 4項の規定に基づき、大同大学（以下「本学」という。）

の学部及び大学院の学生の懲戒について必要な事項を定める。 

（懲戒の内容） 

第 2条 懲戒の種類は学則第 39 条第 2 項及び大学院学則第 42条第 2項のとおりとし、その内容は、次

の各号のとおりとする。 

 （1）退学 学生の身分を失わせること  

 （2）停学 一定の期間、教育課程の履修及び課外活動を禁止すること 

 （3）訓告 文書又は口頭により注意を与え、将来を戒めること 

2 停学は、有期又は無期とし、有期の停学とは，期限を付して命じる停学をいい、無期の停学とは、

期限を付さずに命じる停学をいう。 

（厳重注意） 

第 3条 学長は、前条に規定する懲戒のほか、教育的指導の観点から、文書又は口頭により、厳重注意

を行うことができる。 

（懲戒対象行為） 

第 4条 懲戒の対象となる行為は、次の各号のとおりとする。 

 （1）刑罰法規に抵触する行為 

 （2）交通法規に違反する行為 

 （3）人権を侵害する行為 

 （4）情報倫理に反する行為 

 （5）論文等の作成における学問的倫理に反する行為 

 （6）本学の規則に違反する行為 

 （7）各学部の履修規程第 9条第 1項に規定する試験における不正行為 

 （8）本学の教育研究等の業務を妨害する行為 

（9）その他、学生の本分に反すると認められる行為 

（懲戒の量定） 

第 5条 懲戒処分の量定は、次に掲げる行為者の状態等並びに行為の悪質性及び重大性を総合的に判断

して行う。 

（1）非違行為の動機，態様及び結果               

（2）故意又は過失の別及びその程度 

（3）過去の非違行為の有無 

（4）日常における生活態度及び非違行為後の対応 

2 退学については、学則第 39 条第 3 項及び大学院学則第 42 条第 3 項の規定を考慮しなければならな

い。 

（懲戒処分の手続） 

第 6条 学長は、学生が第 4 条に該当する行為を行ったと認められるとき、学部の学生にあっては学生

委員会に、大学院の学生にあっては大学院運営委員会に、当該学生に対する懲戒処分の当否について

の審査を命ずる。 

2 学生委員会及び大学院運営委員会は、当該事案を調査の上、第 4 条及び第 5 条に基づき、懲戒の要
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大大同同大大学学学学生生のの懲懲戒戒にに係係るる調調査査小小委委員員会会内内規規  

（平成 27年 7月 1日制定） 

 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学生委員会規程第 10 条に基づき、学生委員会に、学生の懲戒に係る調査小委員会（以

下「小委員会」という。）を置き、小委員会に関することは、この内規の定めるところによる。 
(任務) 

第 2条 小委員会は、学生の懲戒の対象となる事案が発生した場合、その事案の調査を行い、学生委員

会委員長に報告する。 
(組織) 

第 3条 小委員会は、次の委員をもって組織する。 

 (1) 学生委員会副委員長 

 (2) 当該懲戒の対象となる学生（以下「当該学生」という。）が所属する学科の長又は専攻主任 

 (3) 当該学生の指導教員 
 (4) 学生室長 
2 前項の委員のほか主査の必要と認める者を委員とすることができる。 

(主査及び副主査) 

第 4条 小委員会に主査及び副主査を置く。 
2 主査は、前条第 1項第 1号の者をもって充て、副主査は、同第 2号の者をもって充てる。 

(調査)  

第 5条 事案に係る調査は、次の各号のとおり行う。 
 (1) 主査は、事案の発生後、直ちに小委員会を招集し、当該学生及び関係者から事情聴取を行う。 
 (2) 事情聴取を行う際は、当該学生又は関係者の了解を得た上で、その内容を録音するものとし、か

つ、必要と認められる場合は、当該学生又は関係者から資料の提出を求めることができる。 
 (3) 主査は、事情聴取した内容を学生の懲戒対象事案調書(別記様式 1)として記録し、当該学生又は

関係者から、その内容について承認を得るものとする。 

 (4) 主査は、当該学生に弁明書による弁明の機会を与える。ただし、弁明書を提出しなかった場合は、

弁明の権利を放棄したものとみなす。 
2 前項第 1 号の規定にかかわらず、懲戒対象事案が大同大学学生懲戒規程第 4 条第 7 号に規定する試

験等における不正行為の場合にあっては、主査の判断により、複数の小委員会委員により行うことが

できる。 
(報告)  

第 6条 主査は、学生の懲戒対象事案調査報告書(別記様式 2)を作成し、学生の懲戒対象事案調書を付

して、学生委員会委員長に提出する。 
2 学生委員会委員長は、必要があると認めるときは、小委員会に対して再調査を求めることができる。 

(内規の改廃)  

第 7条 この内規の改廃は、学生委員会の審議を経て、学長が行う。 
(事務局)  

第 8条 小委員会の事務は、学生室が行う。 

附 則 

＜ 省 略 ＞  
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大大同同大大学学学学生生納納付付金金のの納納付付手手続続にに関関すするる規規程程  

 

(平成 5年 8 月 10日制定) 

  (趣旨) 

第 1条  大同大学学則(以下「学則」という｡)第 35条の 2第 5 項及び大同大学大学院学則(以下「大学

院学則」という｡)第 38 条の 2 第 5 項に基づく学生納付金(以下｢学納金｣という｡)の納付手続につい

て､必要な事項を定める｡ 

  (納付方法) 

第 2条 学納金の納付方法は､銀行振込とする｡ 

2 前項の規定にかかわらず、休学の場合の学納金の納付方法は、別に定める。 

  (納付期限) 

第 3条 学納金の納付は､前期及び後期の 2 回とし､それぞれ定められた額を所定の期日までに納付し

なければならない｡ 

2学納金の納付期限は､次のとおりとする｡ただし､納付期限の日が銀行休業日にあたる場合は､翌営業日

をもつてその期限とする｡ 

(1) 前期納付期限  3月 31 日 

ただし､卒業又は大学院修了対象者のうち卒業又は修了できなかつた者については､4 月 30 日と

する｡ 

(2) 後期納付期限  9月 30 日 

ただし､卒業又は大学院修了対象者のうち卒業又は修了できなかつた者については､10 月 31 日と

する｡ 

3 前項の規定にかかわらず､次の各号に掲げる者の学納金に関する納付期限は、当該各号のとおりとす

る。 

  (1) 新入生の入学金及び前期分学納金 入学手続時 

 (2) 休学学生の学納金         休学手続時   

(納付期限の延長) 

第 4条 前条第 2 項に規定する納付期限までに学納金の納付ができない学生には､学長が認めた場合

に限り､納付期限の延長を許可する｡ 

2前項の許可を受けようとする者は､保証人と連署のうえ､願いを原則として納付期限までに学長宛に提

出しなければならない｡ 

3 納付期限の延長は､次の期日を限度とする｡ 

(1) 前期延長納付期限  5 月 31日 

(2) 後期延長納付期限   11 月 30日 

4 前条第 3 項の規定にかかわらず､特別な事情がある場合には､学長の許可を得て､納付期限の 期日を

延長することができる｡ 

  (催告) 

第 5条 学納金の滞納に対する催告は､次のとおり行う｡ただし､前条第 2 項及び第 4 項により､納付期

限の延長を許可された者は除く｡ 

(1) 納付期限から 1週間後に文書により催告する｡ 

(2) 前号の催告を受けてもなお納付がない場合は､納付期限から 3 週間後に配達記録付きの郵便に

 

大大同同大大学学学学生生のの懲懲戒戒にに係係るる調調査査小小委委員員会会内内規規  

（平成 27年 7月 1日制定） 

 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学生委員会規程第 10 条に基づき、学生委員会に、学生の懲戒に係る調査小委員会（以

下「小委員会」という。）を置き、小委員会に関することは、この内規の定めるところによる。 
(任務) 

第 2条 小委員会は、学生の懲戒の対象となる事案が発生した場合、その事案の調査を行い、学生委員

会委員長に報告する。 
(組織) 

第 3条 小委員会は、次の委員をもって組織する。 

 (1) 学生委員会副委員長 

 (2) 当該懲戒の対象となる学生（以下「当該学生」という。）が所属する学科の長又は専攻主任 

 (3) 当該学生の指導教員 
 (4) 学生室長 
2 前項の委員のほか主査の必要と認める者を委員とすることができる。 

(主査及び副主査) 

第 4条 小委員会に主査及び副主査を置く。 
2 主査は、前条第 1項第 1号の者をもって充て、副主査は、同第 2号の者をもって充てる。 

(調査)  

第 5条 事案に係る調査は、次の各号のとおり行う。 
 (1) 主査は、事案の発生後、直ちに小委員会を招集し、当該学生及び関係者から事情聴取を行う。 
 (2) 事情聴取を行う際は、当該学生又は関係者の了解を得た上で、その内容を録音するものとし、か

つ、必要と認められる場合は、当該学生又は関係者から資料の提出を求めることができる。 
 (3) 主査は、事情聴取した内容を学生の懲戒対象事案調書(別記様式 1)として記録し、当該学生又は

関係者から、その内容について承認を得るものとする。 

 (4) 主査は、当該学生に弁明書による弁明の機会を与える。ただし、弁明書を提出しなかった場合は、

弁明の権利を放棄したものとみなす。 
2 前項第 1 号の規定にかかわらず、懲戒対象事案が大同大学学生懲戒規程第 4 条第 7 号に規定する試

験等における不正行為の場合にあっては、主査の判断により、複数の小委員会委員により行うことが

できる。 
(報告)  

第 6条 主査は、学生の懲戒対象事案調査報告書(別記様式 2)を作成し、学生の懲戒対象事案調書を付

して、学生委員会委員長に提出する。 
2 学生委員会委員長は、必要があると認めるときは、小委員会に対して再調査を求めることができる。 

(内規の改廃)  

第 7条 この内規の改廃は、学生委員会の審議を経て、学長が行う。 
(事務局)  

第 8条 小委員会の事務は、学生室が行う。 

附 則 

＜ 省 略 ＞  
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より催告する｡ 

  (除籍) 

第 6条  次の各号の一に該当する者は､学則第 33条第 4号又は大学院学則第 36 条第 4号により除籍

する｡ 

(1) 前条の催告を受けてもなお納付しない者 

(2) 第 4 条第 2 項に規定する手続を納付期限から 1か月以内に行わない者 

(3) 第 4 条第 3 項に規定する延長納付期限までに納付しない者 

 

附 則  

＜省 略＞ 
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大大同同大大学学提提携携教教育育ロローーンン規規程程  

（平成 26年 10 月 1日制定） 

(目的) 

第 1条 大同大学（以下「本学」という。）に、経済的理由により学生納付金の納付が困難な学生に

対し、別に定める金融機関（以下「提携金融機関」という。）と本学が契約する教育ローン（以下「提

携教育ローン」という。）制度を設ける。 

(資格) 

第 2条 提携教育ローンを利用できる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

 (1)学部又は大学院に在籍する正規学生の保護者（父母又はそれに準ずる者） 

 (2)学部又は大学院の正規課程に入学を予定する者の保護者（父母又はそれに準ずる者） 

(利用限度額) 

第 3条 提携教育ローンの一回当たりの利用金額は、前期又は後期の学生納付金額を上限とする。  

2 累計利用金額の上限は、提携金融機関との契約による。 

(利子) 

第 4条 提携教育ローンの利子は、提携金融機関との契約による。 

(返済) 

第 5条 提携教育ローンの利用者は、提携金融機関に元金及び利子を返済しなければならない。 

(申請) 

第 6条 提携教育ローンの利用を希望する者は、所定の手続きにより申請し、学長の承認を得なけれ

ばならない。 

(所管事務) 

第 7条 提携教育ローンに関する事務は、学生室が行う。 

附 則  

＜省 略＞ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

より催告する｡ 

  (除籍) 

第 6条  次の各号の一に該当する者は､学則第 33条第 4号又は大学院学則第 36 条第 4号により除籍

する｡ 

(1) 前条の催告を受けてもなお納付しない者 

(2) 第 4 条第 2 項に規定する手続を納付期限から 1か月以内に行わない者 

(3) 第 4 条第 3 項に規定する延長納付期限までに納付しない者 

 

附 則  

＜省 略＞ 
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大大同同大大学学科科目目等等履履修修生生等等のの納納付付金金等等にに関関すするる規規程程  

(平成 12 年 10月 18日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学科目等履修生規程第 6 条第 2 項､大同大学特別聴講学生規程第 10 条､大同大学研究

生規程第 6 条第 2 項､大同大学大学院科目等履修生規程第 6条第 2 項､大同大学大学院研究生規程第 6

条第 2 項､大同大学大学院特別聴講学生規程第 9 条第 1 項及び大同大学大学院特別研究学生規程第 7

条第 1項の規定に基づく入学検定料及び納付金並びに大同大学委託学生及び委託生規程第 7条第 2項

の規定に基づく入学検定料及び委託費については､この規程の定めるところによる｡ 

(定義) 

第 2条 科目等履修生､特別聴講学生及び研究生の納付金とは､登録料及び授業料をいう｡ 

2 委託学生及び委託生の委託費とは､入学金､授業料､及び施設設備費をいう｡ 

(金額) 

第 3条 入学検定料､納付金及び委託費の金額は､別表のとおりとする｡ 

(納付方法) 

第 4条 納付金及び委託費の納付方法は､銀行振込とする｡ 

(納付期限) 

第 5条 納付金及び委託費の納付期限は､前期にあつては 4 月末日､後期にあつては 10 月末日とし､納

付期限日が銀行の休業日に当たる場合は､翌営業日をもつてその期限とする｡ 

(入学検定料等の返付) 

第 6条 すでに納付した入学検定料､納付金及び委託費は､原則として返付しない｡ 

(入学検定料及び納付金の免除) 

第 7条 科目等履修生及び研究生について､大同工業大学若しくは大同大学の卒業生又は大同工業大

学大学院若しくは大同大学大学院の修了生の場合は､届出により登録料を免除する｡ 

2 大同大学科目等履修生規程第 2 条第 1 項第 2 号に規定する者及び大同大学大学院 学部学生の大学

院授業科目の早期履修に関する規程第 2 条第 1 項に規定する者については原則､入学検定料及び納付

金を免除する｡ 

 

附 則  

＜省略＞ 

別表 入学検定料及び納付金並びに委託費 

(1) 科目等履修生 

納付金等 
金  額 

学 部 大学院 

入学検定料 10,000円 10,000円 

納
付
金 

登録料 30,000円 30,000円 

授業料 

(1単位当たり) 
20,000円 20,000円 
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(2) 特別聴講学生 

納付金等 
金  額 

学 部 大学院 

入学検定料 

原則として徴収しない 納
付
金 

登録料 

授業料 

 

(3) 研究生 

納付金等 
金  額 

学 部 大学院 

入学検定料 10,000円 10,000円 

納
付
金 

登録料 50,000円 50,000円 

授業料 305,000 円 305,000 円 
 

(4) 特別研究学生 

納付金等 
金  額 

大学院 

入学検定料 

原則として徴収しない 納
付
金 

登録料 

授業料 
 

(5) 委託学生 

入学検定料と委託費は､入学年度に係る学部学生の｢入学検定料｣及び｢学生納付金｣と同額とする｡ 
 

(6) 委託生 

入学検定料と委託費は､入学年度に係る学部学生の｢入学検定料｣及び｢学生納付金｣と同額とする｡た

だし､｢入学金｣については､1 年委託生は 4分の 1､2年委託生は 2分の 1の額とする｡ 

 

  

 

大大同同大大学学科科目目等等履履修修生生等等のの納納付付金金等等にに関関すするる規規程程  

(平成 12 年 10月 18日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学科目等履修生規程第 6 条第 2 項､大同大学特別聴講学生規程第 10 条､大同大学研究

生規程第 6 条第 2 項､大同大学大学院科目等履修生規程第 6条第 2 項､大同大学大学院研究生規程第 6

条第 2 項､大同大学大学院特別聴講学生規程第 9 条第 1 項及び大同大学大学院特別研究学生規程第 7

条第 1項の規定に基づく入学検定料及び納付金並びに大同大学委託学生及び委託生規程第 7条第 2項

の規定に基づく入学検定料及び委託費については､この規程の定めるところによる｡ 

(定義) 

第 2条 科目等履修生､特別聴講学生及び研究生の納付金とは､登録料及び授業料をいう｡ 

2 委託学生及び委託生の委託費とは､入学金､授業料､及び施設設備費をいう｡ 

(金額) 

第 3条 入学検定料､納付金及び委託費の金額は､別表のとおりとする｡ 

(納付方法) 

第 4条 納付金及び委託費の納付方法は､銀行振込とする｡ 

(納付期限) 

第 5条 納付金及び委託費の納付期限は､前期にあつては 4 月末日､後期にあつては 10 月末日とし､納

付期限日が銀行の休業日に当たる場合は､翌営業日をもつてその期限とする｡ 

(入学検定料等の返付) 

第 6条 すでに納付した入学検定料､納付金及び委託費は､原則として返付しない｡ 

(入学検定料及び納付金の免除) 

第 7条 科目等履修生及び研究生について､大同工業大学若しくは大同大学の卒業生又は大同工業大

学大学院若しくは大同大学大学院の修了生の場合は､届出により登録料を免除する｡ 

2 大同大学科目等履修生規程第 2 条第 1 項第 2 号に規定する者及び大同大学大学院 学部学生の大学

院授業科目の早期履修に関する規程第 2 条第 1 項に規定する者については原則､入学検定料及び納付

金を免除する｡ 

 

附 則  

＜省略＞ 

別表 入学検定料及び納付金並びに委託費 

(1) 科目等履修生 

納付金等 
金  額 

学 部 大学院 

入学検定料 10,000 円 10,000 円 

納
付
金 

登録料 30,000 円 30,000 円 

授業料 

(1単位当たり) 
20,000 円 20,000 円 
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大大同同大大学学学学位位規規程程  

 

(平成 2年 4 月 l日制定) 

(趣旨) 

第 1 条  この規程は､学位規則(昭和 28 年文部省令第 9 号)第 13 条及び大同大学学則(以下｢学則｣とい

う｡) 第 19条第 3項並びに大同大学大学院学則 (以下｢大学院学則｣という｡) 第 22 条第 3 項の規定

に基づき､大同大学 (以下｢本学｣という｡) が授与する学位について必要事項を定めるものとする｡ 

(学位の種類) 

第 2条  本学において授与する学位は､学士､修士及び博士とする｡ 

2 学位に付記する専攻分野の名称は､次のとおりとする｡ 

 学 部 

  工学部  工学 

  建築学部 建築学 

  情報学部 情報 

 大学院 工学研究科 

  修士課程 

   機械工学専攻      工学 

   電気･電子工学専攻    工学 

   建築学専攻       工学 

   都市環境デザイン学専攻 工学 

  博士後期課程 

   材料･環境工学専攻    工学 

 大学院 情報学研究科 

  修士課程 

   情報学専攻       情報 

(学士の学位授与の要件) 

第 3条  学士の学位は､本学を卒業した者に授与する｡ 

(修士の学位授与の要件) 

第 4条 修士の学位は､本学大学院の修士課程を修了した者に授与する｡ 

(博士の学位授与の要件) 

第 4 条の 2 博士の学位は､本学大学院の博士課程後期 3 年の課程(以下｢博土後期課程｣という｡) を修

了した者に授与する｡ 

2 前項に定める者のほか､大学院学則第 22条第 2項の定めるところにより､学位論文の審査及び試験に

合格し､かつ､博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを認めた者に博士の学位を授

与する｡ 

(学位論文の提出) 

第 5条 本学大学院修士課程の学位論文(以下｢修士論文｣と称する｡) 及び博土後期課程の学位論文 

(以下｢博士論文｣と称する｡) は､学長に提出するものとする｡ 

2 本学大学院修士課程及び博士後期課程における修士論文及び博士論文を提出できる者は､修了に必要

な在学期間を満たした者又は見込みの者で課程修了に必要な所定の単位を修得した者又は修得見込
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みの者で､かつ必要な研究指導を受けた者でなければならない｡ 

3 前条第 2 項の規定により学位の授与を申請する者は､学位審査申請書に履歴書､論文目録､論文内容要

旨及び第 13 条第 1 項に定める論文審査手数料を添えて､博士論文を学長に提出するものとする｡ 

4 提出論文は､一編とする｡ただし､参考として他の論文を添付することができる｡ 

5 受理した論文は､返付しない｡ 

(審査の付託) 

第 6条 修士論文及び博士論文を受理したとき大学院教授会は､大学院担当教員より審査委員を選出

し､審査委員会を組織する｡ 

(論文審査及び試験) 

第 7条 審査委員会は､修士論文及び博士論文の審査並びに試験を担当する｡ 

(審査結果の報告) 

第 8条 審査委員会は､論文の審査及び試験を終了したとき､その結果を文書をもつて大学院教授会に

報告しなければならない｡ 

(大学院教授会の議決) 

第 9条 所定の単位を修得し研究指導を受けた者に対して､大学院教授会は､前条の報告に基づいて審

議し､学位授与の認定について議決する｡ 

(学位の授与) 

第 10 条 学長は､前条に基づいて､学位を授与できると認めた者に対し学位記を授与し､学位を授与で

きない者に対しては､その旨を本人に通知する｡ 

(学位論文要旨等の公表) 

第 10 条の 2 本学において博士の学位を授与したときは､当該博士の学位を授与した日から 3か月以内

に､当該博士の学位授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をｲﾝﾀｰﾈｯﾄの利用により

公表するものとする｡ 

(学位論文の公表) 

第 10 条の 3 本学において博士の学位を授与された者は､当該博士の学位を授与された日から 1年以内

に､当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする｡ただし､当該博士の学位を授与さ

れる前に既に公表したときは､この限りでない｡ 

2 前項の規定にかかわらず､本学において博士の学位を授与された者は､やむを得ない事由がある場合

には､学長の承認を受けて､当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したもの

を公表することができる｡この場合において､本学はその学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供する

ものとする｡ 

3 博士の学位を授与された者が行う前 2項の規定による公表は､本学の協力を得て､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの利用によ

り行うものとする｡ 

4 前 3項の規定により当該学位論文を公表する場合には､本学において審査した論文である旨を明記す

るものとする｡ 

(学位の名称) 

第 11 条 学位を授与された者が､学位の名称を用いるときは､大同大学を付記するものとする｡ 

2 学位記の様式は､別記様式第 1号､第 2 号､第 3号及び第 4号とする｡ 

(学位授与の取消し) 

第 12 条 学位を授与された者が､その名誉を汚辱する行為があつたとき又は不正の方法により学位の

 

大大同同大大学学学学位位規規程程  

 

(平成 2年 4 月 l日制定) 

(趣旨) 

第 1 条  この規程は､学位規則(昭和 28 年文部省令第 9 号)第 13 条及び大同大学学則(以下｢学則｣とい

う｡) 第 19条第 3項並びに大同大学大学院学則 (以下｢大学院学則｣という｡) 第 22 条第 3 項の規定

に基づき､大同大学 (以下｢本学｣という｡) が授与する学位について必要事項を定めるものとする｡ 

(学位の種類) 

第 2条  本学において授与する学位は､学士､修士及び博士とする｡ 

2 学位に付記する専攻分野の名称は､次のとおりとする｡ 

 学 部 

  工学部  工学 

  建築学部 建築学 

  情報学部 情報 

 大学院 工学研究科 

  修士課程 

   機械工学専攻      工学 

   電気･電子工学専攻    工学 

   建築学専攻       工学 

   都市環境デザイン学専攻 工学 

  博士後期課程 

   材料･環境工学専攻    工学 

 大学院 情報学研究科 

  修士課程 

   情報学専攻       情報 

(学士の学位授与の要件) 

第 3条  学士の学位は､本学を卒業した者に授与する｡ 

(修士の学位授与の要件) 

第 4条 修士の学位は､本学大学院の修士課程を修了した者に授与する｡ 

(博士の学位授与の要件) 

第 4 条の 2 博士の学位は､本学大学院の博士課程後期 3 年の課程(以下｢博土後期課程｣という｡) を修

了した者に授与する｡ 

2 前項に定める者のほか､大学院学則第 22条第 2項の定めるところにより､学位論文の審査及び試験に

合格し､かつ､博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを認めた者に博士の学位を授

与する｡ 

(学位論文の提出) 

第 5条 本学大学院修士課程の学位論文(以下｢修士論文｣と称する｡) 及び博土後期課程の学位論文 

(以下｢博士論文｣と称する｡) は､学長に提出するものとする｡ 

2 本学大学院修士課程及び博士後期課程における修士論文及び博士論文を提出できる者は､修了に必要

な在学期間を満たした者又は見込みの者で課程修了に必要な所定の単位を修得した者又は修得見込
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授与を受けた事実が判明したときは､学長は､学士の学位にあっては教授会､修士及び博土の学位にあ

っては大学院教授会の審議を経て､学位の授与を取消し､学位記を返付させる｡ 

(論文審査手数料) 

第 13 条 第 5条第 3項に定める論文審査手数料は､次のとおりとする｡ 

150,000 円 

2 納付した論文審査手数料は､返付しない｡ 

(その他) 

第 14 条 この規程に定めるもののほか必要な事項は､別に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

別記様式第 1号 ｻｲｽﾞ(A4)        別記様式第 2 号 ｻｲｽﾞ(A4) 
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大大同同大大学学学学生生のの厚厚生生補補導導にに関関すするる規規程程  

 

（平成 23年 9月 1 日制定） 

(趣旨)  

第 1 条 大同大学学則第 50 条の規定に基づく学生の厚生補導については､この規程の定めるところによ

る｡ 

(定義) 

第 2条 学生の厚生補導とは､次の各号に掲げる事項について指導､助言等を行うことをいう｡ 

(1) 修学に関すること 

(2) 課外活動に関すること 

(3) 保健に関すること 

(4) 学生相談に関すること 

(5) 奨学に関すること 

(6) 福利厚生に関すること 

(7) 就職指導に関すること 

(8) その他厚生補導に関すること 

2 指導教員とは､前項に規定する指導､助言等を行う教員をいう。 

(指導教員)  
第 2条の 2 本学の学部及び大学院に､学生ごとに指導教員を置く。 

2 指導教員は､本学の専任教員をもって充てる。 

(学部の指導教員)  
第 2条の 3 学部の指導教員は､主指導教員と副指導教員とする。 

(大学院の指導教員)  
第 2条の 4 大学院の指導教員は､研究指導担当教員をもって充てるものとする。ただし、研究指導担

当教員が大学院客員教授の場合にあっては､別に定めるところによる。 

(学部学生の厚生補導の実施体制)  
第 3条 学部学生の厚生補導は､学長が指名する副学長が統括及び調整する｡ 

2 学部学生の厚生補導は､学生部長が掌理するものとする｡ 

3 学部学生の厚生補導は、指導教員が行うものとする。 

4 主指導教員及び副指導教員の役割分担並びに両者が指導する学生の割り振りについては、別に定め

る。 

5 指導教員が行う学部学生の厚生補導に係る支援及び事務取扱は､第 2 条第 1 項第 1 号にあっては教

務室が､同第 2 号から第 6 号にあっては学生室が､同第 7 号にあってはキャリア支援室が､それぞれ

行う｡ 

(大学院学生の厚生補導の実施体制)  
第 3条の 2 大学院学生の厚生補導は､学長が指名する副学長が統括及び調整する｡ 

2 大学院学生の厚生補導は､大学院研究科長が掌理するものとする｡ 

3 大学院学生の厚生補導は、指導教員が行うものとする。 
4 指導教員が指導する学生の割り振りについては、別に定める。 
5 指導教員の行う大学院学生の厚生補導に係る支援及び事務取扱は､第 2 条第 1 項第 1 号にあっては

教務室が､同第 2 号から第 6 号にあっては学生室が､同第 7 号にあってはキャリア支援室が､それぞ

れ行う｡ 

(厚生補導の事務取扱主管室)  
第 3条の 3 学生の厚生補導の事務取扱主管室は､学生室とする｡ 

 

授与を受けた事実が判明したときは､学長は､学士の学位にあっては教授会､修士及び博土の学位にあ

っては大学院教授会の審議を経て､学位の授与を取消し､学位記を返付させる｡ 

(論文審査手数料) 

第 13 条 第 5条第 3項に定める論文審査手数料は､次のとおりとする｡ 

150,000 円 

2 納付した論文審査手数料は､返付しない｡ 

(その他) 

第 14 条 この規程に定めるもののほか必要な事項は､別に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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(雑則) 
第 4 条 この規程に定めるもののほか､学生の厚生補導に関し必要な事項は､学部学生にあっては大学

運営委員会の､大学院学生にあっては大学院運営委員会の審議を経て､別に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大大同同大大学学貸貸与与奨奨学学規規程程  

 

(平成 9年 4月 1日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 37 条第 2 項に基づく学業奨励のために､修学心が旺盛

でありながら経済的事由により修学困難な学生に対し､奨学金を貸与し､学業の継続を支援すること

を目的とする貸与奨学については､この規程の定めるところによる｡ 

(種類) 

第 2条 奨学貸与の奨学生(以下｢奨学生｣という｡)の種類は､一般貸与奨学生及び緊急時貸与奨学生と

する｡ 

(資格) 

第 3条 奨学生の資格は､経済的事由により修学困難のため､奨学金の貸与が必要であると認められる

者のうち､次の条件を充たす者とする｡ 

(1) 一般貸与奨学生:日本学生支援機構又はその他諸団体の奨学生でない者 

(2) 緊急時貸与奨学生:学生納付金の延納が許可されている者で､かつ日本学生支援機構又は大同大

学が紹介する教育ﾛｰﾝ制度に申請した者のうち､学生納付金の延長納付期限までに納付できない

ことが見込まれる者 

(奨学金及び利息) 

第 4条 奨学金は無利息とし､その貸与額は､次のとおりとする｡ 

(1) 一般貸与奨学生:月額 30,000 円 

(2) 緊急時貸与奨学生:学則第 35 条の 2 第 2項別表(5)に定める授業料､施設設備費及び実験実習費

の年額の 2分の 1相当額 

(貸与期間等) 

第 5条 一般貸与奨学生の貸与期間は､採用時から最短修業年限までとする｡ 

2 緊急時貸与奨学生への貸与は､在籍期間中の 1学期限りとする｡ 

(採用人員) 

第 6条 奨学生の採用人員は､次のとおりとする｡ 

(1) 一般貸与奨学生:各年次 12名以内 

(2) 緊急時貸与奨学生:毎年度 12 名程度 

(申請手続) 

第 7条 奨学生を希望する者は､所定の申請書及び必要とする書類を添えて､学長に願い出るものとす

る｡ 

(選考) 

第 8条 奨学生の選考は､学生委員会の審議を経て学長が決定する｡ 

(誓約書) 

第 9条 奨学金の貸与が決定された者は､連帯保証人 1 名と連署した誓約書を学長に提出しなければ

ならない｡ 

(借用証書) 

第 10 条 奨学生が次の事由に該当するときは､奨学金借用証書を学長に提出しなければならない｡ 

 

(雑則) 
第 4 条 この規程に定めるもののほか､学生の厚生補導に関し必要な事項は､学部学生にあっては大学

運営委員会の､大学院学生にあっては大学院運営委員会の審議を経て､別に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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(1) 一般貸与奨学生:大学を卒業又はその他の事由により奨学生の資格を失つたとき 

(2) 緊急時貸与奨学生:奨学生決定通知を受けたとき 

(打切) 

第 11 条 奨学生が次の各号の一に該当するときは､学長は奨学金の貸与を打ち切ることができる｡ 

(1) 休学､退学又は除籍のとき 

(2) 学則違反をしたとき 

(3) 学業成績又は性行が不良となつたとき 

(4) 第 3条第 1号の規定により､奨学生となることができなくなつたとき 

(5) その他奨学生として､適当でないと認められる事由が生じたとき 

(返還) 

第 12 条 奨学生は､大学の籍を離れた翌年度から奨学金の返還を行うものとする｡ 

2 返還期間は､次の各号のとおりとする｡ 

(1) 一般貸与奨学生: 10 年以内 

(2) 緊急時貸与奨学生：5年以内 

(届出) 

第 13 条 奨学生又は奨学生であつた者が次の各号に該当するときは､遅滞なく届け出なければならな

い｡ 

(1) 休学､退学又は復学しようとするとき 

(2) 奨学金を辞退しようとするとき 

(3) 本人又は連帯保証人の氏名､住所､その他重要な事項に変更があつたとき 

(免除と猶予) 

第 14 条 奨学生が著しい障害その他重大な理由又は死亡により､奨学金を返還することが困難となつ

た場合には､学長は､本人又は連帯保証人の願い出により､第 12 条の規定にかかわらず､その返還額の

全部又は一部を免除又は猶予することができる｡ 

(細則) 

第 15 条 この規程の実施に関する必要な細則は､別に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大大同同大大学学貸貸与与奨奨学学規規程程細細則則  

(平成 9年 4 月 1日制定) 

(趣 旨) 

第 1 条 大同大学貸与奨学規程(以下「奨学規程」という。)第 15 条の規程に基づく貸与奨学の実施に

関する必要な事項については、この細則の定めるところによる。 

(申請書類) 

第 2 条 一般貸与奨学生(以下「一般奨学生」という。)及び緊急時貸与奨学生(以下「緊急時奨学生」

という。)の申請に必要な書類は、次のとおりとする。 

(1)貸与奨学申請書 

(2)所得を証する書類 

(3)その他大学が必要とする書類 

なお、緊急時奨学生は、緊急に貸与を必要とする事実を証する書類を添付するものとする。 

(申請時期) 

第 3条 奨学生の申請時期は、次のとおりとする。 

(1)一般奨学生 ：毎年４月とする。ただし、採用人員に余裕がある場合は、10月に実施する。 

(2)緊急時奨学生：毎年５月及び 11月とする。 

(選考方法) 

第 4条 奨学規程第８条に定める奨学生の選考の方法は、次のとおりとする。 

(1)一般奨学生 ：日本学生支援機構奨学生推薦基準を準用する。 

(2)緊急時奨学生：日本学生支援機構の選考基準項目に関する評価点の算出方法を準用し､かつ申請書

類、成績等を参考に、総合的に判断する。 

(決定通知) 

第 5 条 学長は、奨学生として採用を決定したときは、本人と連帯保証人に、文書をもって通知する。 

(誓約書) 

第 6 条 奨学生決定の通知を受けた者は、通知を受けた日から 10 日以内に誓約書を学長に提出しなけ

ればならない。 

(貸与方法) 

第 7条 奨学金の貸与方法は、次のとおりとする。 

(1)一般奨学生 ：奨学金は、毎月 20日に学生本人名義の銀行口座に振り込む。ただし、当日が銀行

休業日に当たるときは、その前日とする。なお、奨学金の振込口座は必ず学生

本人の名義とし、採用決定の際振込口座届を提出しなければならない。 

(2)緊急時奨学生：奨学金は、学生納付金納入時に学生納付金に充当することとする。 

(打切通知) 

第 8条 学長は、奨学金の貸与を打ち切ったときは、本人と連帯保証人に文書をもって通知する。 

(返還方法) 

第 9 条 奨学規程第 12 条に定める貸与額(以下「返還額」という。)の返還期間及び返還月賦額は、別

表の定めるところにより、元金均等割とし、毎月 16 日に郵便局又は銀行の預貯金口座振替によって

返還する｡当日が金融機関の休業日の場合は､翌営業日とする｡ 

2 本人の都合により返還期間の短縮又は返還時期の繰り上げを行うことができる。 

 

(1) 一般貸与奨学生:大学を卒業又はその他の事由により奨学生の資格を失つたとき 

(2) 緊急時貸与奨学生:奨学生決定通知を受けたとき 

(打切) 

第 11 条 奨学生が次の各号の一に該当するときは､学長は奨学金の貸与を打ち切ることができる｡ 

(1) 休学､退学又は除籍のとき 

(2) 学則違反をしたとき 

(3) 学業成績又は性行が不良となつたとき 

(4) 第 3条第 1号の規定により､奨学生となることができなくなつたとき 

(5) その他奨学生として､適当でないと認められる事由が生じたとき 

(返還) 

第 12 条 奨学生は､大学の籍を離れた翌年度から奨学金の返還を行うものとする｡ 

2 返還期間は､次の各号のとおりとする｡ 

(1) 一般貸与奨学生: 10 年以内 

(2) 緊急時貸与奨学生：5年以内 

(届出) 

第 13 条 奨学生又は奨学生であつた者が次の各号に該当するときは､遅滞なく届け出なければならな

い｡ 

(1) 休学､退学又は復学しようとするとき 

(2) 奨学金を辞退しようとするとき 

(3) 本人又は連帯保証人の氏名､住所､その他重要な事項に変更があつたとき 

(免除と猶予) 

第 14 条 奨学生が著しい障害その他重大な理由又は死亡により､奨学金を返還することが困難となつ

た場合には､学長は､本人又は連帯保証人の願い出により､第 12 条の規定にかかわらず､その返還額の

全部又は一部を免除又は猶予することができる｡ 

(細則) 

第 15 条 この規程の実施に関する必要な細則は､別に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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3 返還を猶予された者の返還方法は、その都度定める。 

(振替案内) 

第 10 条 本人又は連帯保証人に､毎年 4月に返還額の残額と次回振替額を記した振替案内を送付する｡ 

(延滞利息) 

第 11 条 奨学生であった者が､正当な理由がなく返還額を延滞したときは､返済期日を 6 か月経過する

毎に、延滞した額の 5％(年額）日割計算を延滞利息として徴収する。なお、延滞利息には、利

息を課さないこととする。 

(返還の督促) 

第 12 条 奨学生であった者が、正当な理由がなく返還額を延滞したときは督促する。 

2 前項の規定による督促は、次の各号の一に該当するときは、その者の連帯保証人にも行う。 

(1)奨学生であった者の住所の変更の届出がない等の理由により、その所在が不明のとき。 

(2)前項の規定による督促を重ねても奨学生であった者が返還を行わないとき。 

(3)その他の事情があるとき。 

3 督促に関する事務の詳細は、別の要領に定める。 

(返還の強制) 

第 13 条 奨学生であった者又は連帯保証人が、前条の規定による督促にも応じず、返還額を著しく延

滞したときは、法令の定める手続きにより、未返還額を返還請求するものとする。 

(返還額の未納処理)） 

第 14 条 返還額の未納処理については、別の基準に定める。 

(所 管) 

第 15 条 奨学生に関する事務は、学生室が行う。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大大同同大大学学学学業業奨奨励励生生規規程程  

(平成 9年 4 月 1日制定) 

(目的) 

第 1条 大同大学学生の学業奨励のために学業奨励生規程を定める｡ 

(資格) 

第 2条 学業奨励生(以下｢奨励生｣という｡)の資格は､大同大学に在学する学生で､学業､人物共に優れ､

他の学生の模範とするに足るものとする｡ 

(奨励金) 

第 3条 奨励金は､1万円とし､相当額の金品を贈る｡ 

(期間) 

第 4条 奨励生の期間は､1年とし､選考により継続することができる｡ 

(人数) 

第 5条 奨励生の人数は､別に定める｡ 

(選考) 

第 6条 奨励生の選考は､第 2 条の資格を有する者のうちから､学科の推薦により、学生委員会の審議

を経て学長が決定する｡ 

(事務局) 

第 7条 奨学生に関する事務は､学生室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

3 返還を猶予された者の返還方法は、その都度定める。 

(振替案内) 

第 10 条 本人又は連帯保証人に､毎年 4月に返還額の残額と次回振替額を記した振替案内を送付する｡ 

(延滞利息) 

第 11 条 奨学生であった者が､正当な理由がなく返還額を延滞したときは､返済期日を 6 か月経過する

毎に、延滞した額の 5％(年額）日割計算を延滞利息として徴収する。なお、延滞利息には、利

息を課さないこととする。 

(返還の督促) 

第 12 条 奨学生であった者が、正当な理由がなく返還額を延滞したときは督促する。 

2 前項の規定による督促は、次の各号の一に該当するときは、その者の連帯保証人にも行う。 

(1)奨学生であった者の住所の変更の届出がない等の理由により、その所在が不明のとき。 

(2)前項の規定による督促を重ねても奨学生であった者が返還を行わないとき。 

(3)その他の事情があるとき。 

3 督促に関する事務の詳細は、別の要領に定める。 

(返還の強制) 

第 13 条 奨学生であった者又は連帯保証人が、前条の規定による督促にも応じず、返還額を著しく延

滞したときは、法令の定める手続きにより、未返還額を返還請求するものとする。 

(返還額の未納処理)） 

第 14 条 返還額の未納処理については、別の基準に定める。 

(所 管) 

第 15 条 奨学生に関する事務は、学生室が行う。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大大同同大大学学学学業業奨奨励励生生規規程程細細則則  

(平成 9年 4 月 1日制定) 

(対象) 

第 1条 学業奨励生(以下｢奨励生｣という｡)の対象年次は､2年次生､3年次生､4年次生とする｡ 

(採用人員) 

第 2条 奨励生の採用人員は､各学科(専攻・コース)､各年次上位 1割以内とする｡ 

(選考) 

第 3条 奨励生は､前年度における学業成績及び人物評価の総合評価により､選考する｡成績基準は､別

に定める｡ 

(決定時期) 

第 4条 奨励生の決定時期は､毎年度始めとする｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大大同同大大学学入入学学時時特特別別奨奨学学規規程程  

(平成 13 年 2月 26 日制定) 

(趣旨) 

第 1条  大同大学学則第 37 条第 2項に基づく学業奨励及び優秀な人材の育成を目的とする入学時特

別奨学については､この規程の定めるところによる｡ 

(資格) 

第 2条  入学時特別奨学金(以下｢特別奨学金｣という｡)を受けることができる者(以下｢特奨生｣とい

う｡)の資格は､次のとおりとする｡ 

(1) 特別奨学生･M 方式入学試験､前期入学試験又は大学入学共通ﾃｽﾄ利用入学試験において､特に優

秀な成績であること 

(2) 学力が優秀であること 

(3) 心身ともに健康であること 

(特別奨学金の額) 

第 3条  特別奨学金は､次のとおりとする｡ 

第 1種 授業料及び施設設備費の全額 

第 2種 年額 60万円 

(特別奨学金の給付) 

第 4条  特別奨学金の給付期間は､入学年度から最短修業年限とする｡ 

2 給付の方法は､学生納付金納入時に､前条の額を免除することとする｡なお､第 2種においては､施設設

備費を優先して免除することとする｡ 

(採用人員) 

第 5条  特奨生の採用人員は､次のとおりとする｡ 

第 1種 10名程度 

第 2種 40名程度 

 (選考及び採用) 

第 6条  特奨生の選考は､入試委員会が行う｡ 

2 特奨生の採用は､前項の選考結果に基づき､入試委員会の審議を経て､学長が決定する｡ 

3 特奨生の選考に関する事項は､別に定める｡ 

(誓約書) 

第 7条  特奨生として入学が決定した者は､連帯保証人 1名と連署した誓約書を学長に提出しなけれ

ばならない｡ 

(取消し等) 

第 8条  特奨生が次の各号の一に該当するときは､学生委員会の審議を経て､学長がその資格を取消す

ものとする｡ 

(1) 休学､退学又は除籍のとき 

(2) 学則違反をしたとき 

(3) 出席状況が特奨生として不良と判断したとき 

2 特奨生の学業成績が特奨生として不振と判断したときは､学生委員会の審議を経て､学長がその資格

の取消し等を行うものとする｡ 

(停止･返還) 

第 9条  前条の規程により特奨生の資格を取消したときは奨学金の給付を停止し､事情によつては､当

該期の交付額を返還させることがある｡ 

2 特奨生が疾病又は経済的事由等によりやむを得ず休学する場合は､奨学金の給付を停止し､ 復学した

ときに奨学金の給付を復活する｡ 

(雑則) 

第 10 条 この規程の施行に関し必要な事項は､入試委員会の審議を経て､学長がこれを定める｡ 

(事務) 

第 11 条 選考に関する事務は､入試･広報室が行い､以降の事務は学生室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

大大同同大大学学学学業業奨奨励励生生規規程程細細則則  

(平成 9年 4 月 1日制定) 

(対象) 

第 1条 学業奨励生(以下｢奨励生｣という｡)の対象年次は､2年次生､3年次生､4年次生とする｡ 

(採用人員) 

第 2条 奨励生の採用人員は､各学科(専攻・コース)､各年次上位 1割以内とする｡ 

(選考) 

第 3条 奨励生は､前年度における学業成績及び人物評価の総合評価により､選考する｡成績基準は､別

に定める｡ 

(決定時期) 

第 4条 奨励生の決定時期は､毎年度始めとする｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大大同同大大学学入入学学時時ｽｽﾎﾎﾟ゚ｰーﾂﾂ特特別別奨奨学学規規程程  

(平成 14 年 11月 20日制定) 

(趣旨) 

第 1 条  大同大学学則第 37 条第 2 項に基づくｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの強化及び活性化を目的とする入学時ｽﾎﾟｰﾂ

特別奨学については､この規程の定めるところによる｡ 

(種類) 

第 2 条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ特別奨学の奨学金(以下｢入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学金｣という｡)を受けることができる者

(以下｢入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生｣という｡)の種類は､次のとおりとする｡ 

(1)  第 1種入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生 

(2)  第 2種入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生 

(資格) 

第 3条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の資格は､次のとおりとする｡ 

(1) 高等学校におけるｽﾎﾟｰﾂ競技歴が特に優秀であり､かつ学業成績優秀で本学が実施する ｸﾗﾌﾞ推

薦入学試験による入学者 

 (2) 人物に優れ､他の学生の模範となる者 

(入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学金の額) 

第 4条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学金は､次のとおりとする｡ 

(1)  第 1種入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生:年額 60万円とする｡ 

(2)  第 2種ｽﾎﾟｰﾂ特奨生:入学金の全額 

(入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学金の給付) 

第 5条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学金の給付期間は､次のとおりとする｡ 

(1)  第 1種入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生:入学時から最短修業年限 

(2)  第 2種入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生:入学時 

2 給付の方法は､学生納付金納入時に､前条の額を免除することとする｡なお､第 1 種においては､施設設

備費を優先して免除することとする｡ 

(採用人員) 

第 6条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の採用人員は､毎年若干名とする｡ 

(選考及び採用) 

第 7条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の選考は､入試委員会が行う｡ 

2 入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学生の採用は､前項の選考結果に基づき､入試委員会の審議を経て､学長が決定する｡ 

3 入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の選考に関する事項は､別に定める｡ 

(誓約書) 

第 8 条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生として採用が決定した者は､連帯保証人 1 名と連署した誓約書を学長に提

出しなければならない｡ 

(取消) 

第 9条  第 1種入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生が次の各号の一に該当するときは､学生委員会の審議を経て､学長

がその資格を取消すものとする｡ 

(1) 休学､退学又は除籍のとき 
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(2) 学則違反をしたとき 

(3) 学業成績が入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生として不振と判断したとき 

(4) 当該ｸﾗﾌﾞを退部したとき 

(5) 当該ｸﾗﾌﾞの顧問及び監督が入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生として不適当であると判断したとき 

2 前項第 1号について､疾病又は経済的事由等によりやむを得ず休学する場合は､入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学金の

給付を停止し､復学したときに奨学金の給付を復活する｡  

(停止･返還) 

第 10 条 前条の規定により入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の資格を取消したときは､事情によっては､当該期の交

付額を返還させることがある｡ 

(雑則) 

第 11 条 この規程の施行に関し必要な事項は､入試委員会の審議を経て､学長がこれを定める｡ 

(事務) 

第 12 条 選考に関する事務は､入試･広報室が行い､以降の事務は学生室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

大大同同大大学学入入学学時時ｽｽﾎﾎﾟ゚ｰーﾂﾂ特特別別奨奨学学規規程程  

(平成 14 年 11月 20日制定) 

(趣旨) 

第 1 条  大同大学学則第 37 条第 2 項に基づくｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの強化及び活性化を目的とする入学時ｽﾎﾟｰﾂ

特別奨学については､この規程の定めるところによる｡ 

(種類) 

第 2 条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ特別奨学の奨学金(以下｢入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学金｣という｡)を受けることができる者

(以下｢入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生｣という｡)の種類は､次のとおりとする｡ 

(1)  第 1種入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生 

(2)  第 2種入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生 

(資格) 

第 3条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の資格は､次のとおりとする｡ 

(1) 高等学校におけるｽﾎﾟｰﾂ競技歴が特に優秀であり､かつ学業成績優秀で本学が実施する ｸﾗﾌﾞ推

薦入学試験による入学者 

 (2) 人物に優れ､他の学生の模範となる者 

(入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学金の額) 

第 4条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学金は､次のとおりとする｡ 

(1)  第 1種入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生:年額 60万円とする｡ 

(2)  第 2種ｽﾎﾟｰﾂ特奨生:入学金の全額 

(入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学金の給付) 

第 5条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学金の給付期間は､次のとおりとする｡ 

(1)  第 1種入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生:入学時から最短修業年限 

(2)  第 2種入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生:入学時 

2 給付の方法は､学生納付金納入時に､前条の額を免除することとする｡なお､第 1 種においては､施設設

備費を優先して免除することとする｡ 

(採用人員) 

第 6条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の採用人員は､毎年若干名とする｡ 

(選考及び採用) 

第 7条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の選考は､入試委員会が行う｡ 

2 入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学生の採用は､前項の選考結果に基づき､入試委員会の審議を経て､学長が決定する｡ 

3 入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の選考に関する事項は､別に定める｡ 

(誓約書) 

第 8 条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生として採用が決定した者は､連帯保証人 1 名と連署した誓約書を学長に提

出しなければならない｡ 

(取消) 

第 9条  第 1種入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生が次の各号の一に該当するときは､学生委員会の審議を経て､学長

がその資格を取消すものとする｡ 

(1) 休学､退学又は除籍のとき 
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大大同同大大学学在在学学生生学学業業特特別別奨奨学学規規程程  

(平成 18 年 6月 21 日制定) 

(趣旨) 

第 1 条 大同大学学則第 37 条第 2 項に基づく学業奨励及び優秀な人材の育成を目的とする在学生学業

特別奨学については､この規程の定めるところによる｡ 

(資格) 

第 2条 在学生学業特別奨学金(以下｢在学生特別奨学金｣という)を受けることができる者(以下｢在学

特奨生｣という)の資格は､次のとおりとする｡ 

(1) 2 年次､3 年次及び 4年次に在学する学生で､学業､人物共に優れ､他の学生の模範となるに足るこ

と 

(2) 入学時特別奨学生に採用されていないこと 

(3) 4 年次生については､卒業研究履修基準を充足していること 

(在学生特別奨学金の額) 

第3条 在学生特別奨学金は､年間 12 万円とする｡ 

(在学生特別奨学金の給付) 

第 4条 在学生特別奨学金の給付期間は 1年とする｡ 

2  在学生特別奨学金は採用後に､前条の額を給付する｡ 

 (採用人員) 

第 5条  採用人員は､若干名とする｡  

(選考) 

第 6条  在学特奨生の選考は､学生委員会の審議を経て学長が決定する｡ 

2 在学特奨生の選考に関する事項は､別に定める｡ 

(取消) 

第 7条  在学特奨生が次の各号の一に該当するときは､学生委員会の審議を経て､学長がその資格を取

消すものとする｡ 

(1) 休学､退学又は除籍のとき 

(2) 学則違反をしたとき 

(返還) 

第 8条 前条の規定により在学特奨生の資格を取消したときは､事情によっては､当該期の交付額を返

還させることがある｡ 

(補則) 

第 9条 この規程の施行に関する必要な事項は､学長がこれを定める｡ 

(事務) 

第 10 条 選考に関する事務は､学生室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大大同同大大学学在在学学生生ｽｽﾎﾎﾟ゚ｰーﾂﾂ特特別別奨奨学学規規程程  

(平成 18 年 6月 21 日制定) 

(趣旨) 

第 1 条  大同大学学則第 37 条第 2 項に基づくｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの強化及び活性化を目的とする在学生ｽﾎﾟｰﾂ

特別奨学については､この規程の定めるところによる｡ 

（資格） 

第 2 条  在学生ｽﾎﾟｰﾂ特別奨学の奨学金(以下｢在学生スポーツ奨学金｣という)を受けることができる

者(以下｢在学生ｽﾎﾟｰﾂ特奨生｣という)の資格は、次のとおりとする｡ 

(1)  入学後にｽﾎﾟｰﾂ競技成績が特に優秀かつ学業に意欲があり､ｸﾗﾌﾞの顧問及び監督の推薦する者 

(2)  入学時ｽﾎﾟｰﾂ特別奨学生に採用されていない者 

(3)  人物に優れ､他の学生の模範となる者 

(在学生ｽﾎﾟｰﾂ奨学金の額) 

第 3条   在学生ｽﾎﾟｰﾂ奨学金は､年間 22万円とする｡ 

(在学生ｽﾎﾟｰﾂ奨学金の給付) 

第 4条   在学生ｽﾎﾟｰﾂ奨学金の給付期間は､採用年度から最短修業年限とする｡ 

2 在学生ｽﾎﾟｰﾂ奨学金は採用後に､前条の額を給付する｡ 

(採用人員) 

第 5条 在学生ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の採用人員は､毎年若干名とする｡ 

(選考) 

第 6条  在学生ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の選考は､学生委員会の審議を経て学長が決定する｡ 

2   在学生ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の選考に関する事項は､別に定める｡ 

(取消) 

第 7条   在学生ｽﾎﾟｰﾂ特奨生が次の各号の一に該当するときは､学生委員会の審議を経て､学長がその

資格を取消すものとする｡ 

(1) 休学､退学又は除籍のとき 

(2) 学則違反をしたとき 

(3) 学業成績が在学生ｽﾎﾟｰﾂ特奨生として不振と判断したとき 

(4) 当該ｸﾗﾌﾞを退部したとき 

(5) 当該ｸﾗﾌﾞの顧問及び監督が在学生ｽﾎﾟｰﾂ特奨生として不適当であると判断したとき 

2  前項第１号について､疾病又は経済的事由等によりやむを得ず休学する場合は､在学生ｽﾎﾟｰﾂ奨学金

の給付を停止し､復学したときに奨学金の給付を復活する｡ 

(返還) 

第 8条   前条の規定により在学生ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の資格を取消したときは､在学生ｽﾎﾟｰﾂ奨学金の給付を

停止し､事情によっては､当該期の交付額を返還させることがある｡ 

(補則) 

第 9条 この規程の施行に関する必要な事項は､学長がこれを定める｡ 

(事務) 

第 10 条 選考に関する事務は､学生室が行う｡ 

 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

大大同同大大学学在在学学生生学学業業特特別別奨奨学学規規程程  

(平成 18 年 6月 21 日制定) 

(趣旨) 

第 1 条 大同大学学則第 37 条第 2 項に基づく学業奨励及び優秀な人材の育成を目的とする在学生学業

特別奨学については､この規程の定めるところによる｡ 

(資格) 

第 2条 在学生学業特別奨学金(以下｢在学生特別奨学金｣という)を受けることができる者(以下｢在学

特奨生｣という)の資格は､次のとおりとする｡ 

(1) 2 年次､3 年次及び 4年次に在学する学生で､学業､人物共に優れ､他の学生の模範となるに足るこ

と 

(2) 入学時特別奨学生に採用されていないこと 

(3) 4 年次生については､卒業研究履修基準を充足していること 

(在学生特別奨学金の額) 

第3条 在学生特別奨学金は､年間 12 万円とする｡ 

(在学生特別奨学金の給付) 

第 4条 在学生特別奨学金の給付期間は 1年とする｡ 

2  在学生特別奨学金は採用後に､前条の額を給付する｡ 

 (採用人員) 

第 5条  採用人員は､若干名とする｡  

(選考) 

第 6条  在学特奨生の選考は､学生委員会の審議を経て学長が決定する｡ 

2 在学特奨生の選考に関する事項は､別に定める｡ 

(取消) 

第 7条  在学特奨生が次の各号の一に該当するときは､学生委員会の審議を経て､学長がその資格を取

消すものとする｡ 

(1) 休学､退学又は除籍のとき 

(2) 学則違反をしたとき 

(返還) 

第 8条 前条の規定により在学特奨生の資格を取消したときは､事情によっては､当該期の交付額を返

還させることがある｡ 

(補則) 

第 9条 この規程の施行に関する必要な事項は､学長がこれを定める｡ 

(事務) 

第 10 条 選考に関する事務は､学生室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

規程 − 93



 

大大同同大大学学私私費費外外国国人人留留学学生生学学生生納納付付金金減減免免にに関関すするる規規程程  

(平成 5年 4 月 1日制定) 

(目的) 

第 1条 向学の意思を有しながら､経済的理由により修学が困難であると認められる私費外国人留学

生(以下｢私費留学生｣という｡)に､経済的負担を軽減することを目的としてこの規程を定める｡ 

(対象者) 

第 2条 大同大学学則第 43 条又は大同大学大学院学則第 45 条により入学を許可された私費留学生を

対象とする｡ただし､次の各号の一に該当する者を除く｡ 

(1) 学業継続の意思がないと認められる者 

(2) 学業成績が不振で､成業の見込みがないと認められる者 

(3) 3年次生から 4年次生に進級する際に､卒業研究履修基準に満たない者､ただし､病気その他やむ

を得ない事由により卒業研究履修基準に満たない者は除く｡ 

(4) 経済的に修学が困難と認められない者｡ 

2 前項第 4 号において､経済的に修学が困難と認められない者とは､次の各号の一に該当する者とする｡ 

(1) 仕送りが平均月額 90,000円(学生納付金として仕送られた額を除く)を越える者 

(2) 在日している扶養者の年収が 500万円以上の者 

(減免額) 

第 3条 学生納付金の減免額は､学部又は大学院の当該授業料年額の 3 割相当額とする｡ 

(期間) 

第 4条 減免期間は､申請した当該年度とする｡ 

(手続) 

第 5条 授業料の減免を受けようとする者は､所定の申請書を学長に提出しなければならない｡ 

2 減免を受けようとする者は､毎年度申請しなければならない｡ 

(選考及び決定) 

第 6条 私費留学生に対する減免の選考は､面接及び書類審査により行う｡ 

2 選考は､学部の場合にあつては学生部長が､大学院の場合にあつては大学院研究科長が､それぞれ行

う｡ 

3 減免者の決定は､前項の選考結果に基づき､学部にあつては学生委員会の､大学院にあつては大学院

運営委員会の審議を経て､学長が行う｡ 

(取消) 

第 7条 学生としての本分に著しく反した行為があつた場合､減免を取り消す｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

  

  

規程 − 94



 

大大同同大大学学学学生生表表彰彰規規程程  

(昭和 63 年 3月 18 日制定) 

  (趣旨) 

第 1条 大同大学学則第 38 条第 2 項に基づく学生の表彰(以下｢表彰｣という｡)については､この規程

の定めるところによる｡ 

  (表彰の種類) 

第 2条 表彰の種類は､次の各号のとおりとする｡ 

   (1) 大同大学学長賞 

   (2) 大同大学奨励賞 

  (対象) 

第 3条 大同大学学長賞(以下｢学長賞｣という｡)は､最高年次に在籍する学生で､次の各号の一に該当

する個人又は団体に対して授与する｡ 

(1) 学業､人物共に優れ､他の学生の模範と認められたもの 

(2) 課外活動において､特に優秀な成績をおさめたもの 

(3) 研究活動において､特に顕著な業績をおさめたもの 

(4) 特に顕著な功績､善行があつたもの 

2 大同大学奨励賞(以下｢奨励賞｣という｡)は､次の各号の一に該当する個人又は団体に対して授与する｡ 

  (1) 課外活動において､優秀な成績をおさめたもの 

  (2) 研究活動において､顕著な業績をおさめたもの 

  (3) 顕著な功績､善行があつたもの 

（授与人数等の制限） 

第 4条 学長賞は､授与するものの数を制限しない｡ただし､前条第 1項第 1号については､各学科 2名以

内とし､専攻を有する学科については､各専攻 1名以内の者に授与する｡ 

2 奨励賞は､授与するものの数を制限しない。 

3 賞を授与する回数は､制限しない｡ただし､学長賞にあつては在学中 1回とする。 

  (決定) 

第 5条 表彰は､学生委員会の審議を経て学長が決定する｡ 

（委任） 

第 6条  前 4条に規定するほか､表彰の実施に関し必要な事項は､別に定める｡ 

 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

 

大大同同大大学学私私費費外外国国人人留留学学生生学学生生納納付付金金減減免免にに関関すするる規規程程  

(平成 5年 4 月 1日制定) 

(目的) 

第 1条 向学の意思を有しながら､経済的理由により修学が困難であると認められる私費外国人留学

生(以下｢私費留学生｣という｡)に､経済的負担を軽減することを目的としてこの規程を定める｡ 

(対象者) 

第 2条 大同大学学則第 43 条又は大同大学大学院学則第 45 条により入学を許可された私費留学生を

対象とする｡ただし､次の各号の一に該当する者を除く｡ 

(1) 学業継続の意思がないと認められる者 

(2) 学業成績が不振で､成業の見込みがないと認められる者 

(3) 3年次生から 4年次生に進級する際に､卒業研究履修基準に満たない者､ただし､病気その他やむ

を得ない事由により卒業研究履修基準に満たない者は除く｡ 

(4) 経済的に修学が困難と認められない者｡ 

2 前項第 4 号において､経済的に修学が困難と認められない者とは､次の各号の一に該当する者とする｡ 

(1) 仕送りが平均月額 90,000 円(学生納付金として仕送られた額を除く)を越える者 

(2) 在日している扶養者の年収が 500万円以上の者 

(減免額) 

第 3条 学生納付金の減免額は､学部又は大学院の当該授業料年額の 3 割相当額とする｡ 

(期間) 

第 4条 減免期間は､申請した当該年度とする｡ 

(手続) 

第 5条 授業料の減免を受けようとする者は､所定の申請書を学長に提出しなければならない｡ 

2 減免を受けようとする者は､毎年度申請しなければならない｡ 

(選考及び決定) 

第 6条 私費留学生に対する減免の選考は､面接及び書類審査により行う｡ 

2 選考は､学部の場合にあつては学生部長が､大学院の場合にあつては大学院研究科長が､それぞれ行

う｡ 

3 減免者の決定は､前項の選考結果に基づき､学部にあつては学生委員会の､大学院にあつては大学院

運営委員会の審議を経て､学長が行う｡ 

(取消) 

第 7条 学生としての本分に著しく反した行為があつた場合､減免を取り消す｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大大同同大大学学学学生生表表彰彰規規程程実実施施細細則則  

(昭和 63 年 3月 18 日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学生表彰規程(以下｢表彰規程｣という｡)第 6 条に基づく大同大学の学生の表彰(以下

｢表彰｣という｡)の実施に関し必要な事項については､この細則の定めるところによる｡ 

(表彰の種類等) 

第 2条 表彰の種類は､表彰規程の定めるところにより､次の各号のとおりとする｡ 

  (1) 大同大学学長賞 

  (2) 大同大学奨励賞 

 (対象) 

第 3条 大同大学学長賞(以下｢学長賞｣という｡)は､最高年次に在籍する学生で､表彰規程の定めると

ころにより､次の各号の一に該当する個人又は団体に対して授与する｡ 

  (1) 学業､人物共に優れ､他の学生の模範と認められたもの 

  (2) 課外活動において､特に優秀な成績をおさめたもの 

  (3) 研究活動において､特に顕著な業績をおさめたもの 

  (4) 特に顕著な功績､善行があつたもの 

2 大同大学奨励賞(以下｢奨励賞｣という｡)は､表彰規程の定めるところにより､次の各号の一に該当する

個人又は団体に対して授与する｡ 

  (1) 課外活動において､優秀な成績をおさめたもの 

  (2) 研究活動において､顕著な業績をおさめたもの 

  (3) 顕著な功績､善行があつたもの 

 (対象とするものの定義) 

第 4条 前条第 1項第 1号に規定するものとは､学業奨励生及び在学生学業特別奨学生のいずれかを 2

年次から 4年次まで継続したものとする｡ 

2 前条第 1項第 2号に規定するものとは､在学期間を通じて課外活動の発展に特に貢献したものとする｡ 

3 前条第 1項第 3号に規定するものとは､在学期間を通じて研究の発展に特に貢献したものとする｡ 

4 前条第 1項第 4号に規定するものとは､在学期間を通じて特に顕著な功績､善行があつたものとする｡ 

5 前条第 2 項第 1 号に規定するものとは､国際大会の出場者又は全国大会の入賞者若しくはこれに準ず

る成績をおさめたものとする｡ 

6 前条第 2項第 2号に規定するものとは､次の各号のとおりとする｡ 

 (1) 国際的又は全国的な学会等で本学の名誉を高める顕著な業績をおさめたもの 

 (2) 卒業後､在学中の研究活動業績により､顕著な功績があつたもの 

7 前条第 2項第 3号に規定するものとは､次の各号のとおりとする｡ 

 (1) 学内又は学外における社会貢献等の活動実績が､本学の名誉を高める模範的な行為として認めら

れたもの 

 (2) 前号及び第 5項から第 6項に掲げるほか､優れた業績又は功績があつたもの 

 

 

（推薦方法) 

規程 − 96



 

第 5条 表彰の推薦は､第 2 条から第 4条の規定に基づき学科等が行う｡ 

2 推薦者は､次表のとおりとする｡ 

賞の種類と区分 推薦者 

第 3条第 1項第 1号 学科又は専攻 

第 3条第 1項第 2号 学生部及び所属ｸﾗﾌﾞの顧問又は監督 

第 3条第 1項第 3号 学科又は専攻 

第 3条第 1項第 4号 学生部 

第 3条第 2項第 1号 所属ｸﾗﾌﾞの顧問又は監督 

第 3条第 2項第 2号 学科又は専攻 

第 3条第 2項第 3号 学科､専攻又は学生部 

3 推薦の時期は､次の各号のとおりとする｡ 

(1) 学長賞 原則として､毎年 2月とする｡ 

(2) 奨励賞 随時とする｡ただし､推薦の事由が発生した日より､原則 2 ヶ月以内とする｡ 

(表彰時期等) 

第 6条 表彰の時期は､次の各号のとおりとする｡ 

(1) 学長賞 学位記授与式 

(2) 奨励賞 その都度速やかに行う 

2 前項の規定にかかわらず､学長が特に必要があると認めた場合は､随時行うことができる｡ 

3 受賞者には､表彰状及び副賞を授与する｡ 

 （委任) 

第 7条 この細則に定めるもののほか､表彰に関し必要な事項は､別に定める｡ 

 

 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

    

    

 

大大同同大大学学学学生生表表彰彰規規程程実実施施細細則則  

(昭和 63 年 3月 18 日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学生表彰規程(以下｢表彰規程｣という｡)第 6 条に基づく大同大学の学生の表彰(以下

｢表彰｣という｡)の実施に関し必要な事項については､この細則の定めるところによる｡ 

(表彰の種類等) 

第 2条 表彰の種類は､表彰規程の定めるところにより､次の各号のとおりとする｡ 

  (1) 大同大学学長賞 

  (2) 大同大学奨励賞 

 (対象) 

第 3条 大同大学学長賞(以下｢学長賞｣という｡)は､最高年次に在籍する学生で､表彰規程の定めると

ころにより､次の各号の一に該当する個人又は団体に対して授与する｡ 

  (1) 学業､人物共に優れ､他の学生の模範と認められたもの 

  (2) 課外活動において､特に優秀な成績をおさめたもの 

  (3) 研究活動において､特に顕著な業績をおさめたもの 

  (4) 特に顕著な功績､善行があつたもの 

2 大同大学奨励賞(以下｢奨励賞｣という｡)は､表彰規程の定めるところにより､次の各号の一に該当する

個人又は団体に対して授与する｡ 

  (1) 課外活動において､優秀な成績をおさめたもの 

  (2) 研究活動において､顕著な業績をおさめたもの 

  (3) 顕著な功績､善行があつたもの 

 (対象とするものの定義) 

第 4条 前条第 1項第 1号に規定するものとは､学業奨励生及び在学生学業特別奨学生のいずれかを 2

年次から 4年次まで継続したものとする｡ 

2 前条第 1項第 2号に規定するものとは､在学期間を通じて課外活動の発展に特に貢献したものとする｡ 

3 前条第 1項第 3号に規定するものとは､在学期間を通じて研究の発展に特に貢献したものとする｡ 

4 前条第 1項第 4号に規定するものとは､在学期間を通じて特に顕著な功績､善行があつたものとする｡ 

5 前条第 2 項第 1 号に規定するものとは､国際大会の出場者又は全国大会の入賞者若しくはこれに準ず

る成績をおさめたものとする｡ 

6 前条第 2項第 2号に規定するものとは､次の各号のとおりとする｡ 

 (1) 国際的又は全国的な学会等で本学の名誉を高める顕著な業績をおさめたもの 

 (2) 卒業後､在学中の研究活動業績により､顕著な功績があつたもの 

7 前条第 2項第 3号に規定するものとは､次の各号のとおりとする｡ 

 (1) 学内又は学外における社会貢献等の活動実績が､本学の名誉を高める模範的な行為として認めら

れたもの 

 (2) 前号及び第 5項から第 6項に掲げるほか､優れた業績又は功績があつたもの 

 

 

（推薦方法) 

規程 − 97



 

大大同同大大学学ククララブブ活活動動表表彰彰基基準準要要項項  

 

（趣旨） 

第１条 大同大学表彰規程内規第 2 条第 2 号に基づき大同大学クラブ活動表彰基準を設ける。 

（対象） 

 第 2条 表彰の対象となる個人又は団体は、大同大学クラブ委員会（以下「クラブ委員会」という。）

に認可されたクラブに所属し、クラブ活動実績、人物共に優れ、他の学生の模範とするに足るもの

とする。 

2 表彰対象となる個人又は団体は、クラブ委員会にクラブ活動結果報告書及びその他の書類を提出

しているものとする。 
（奨励金及び表彰クラブ数） 

 第 3条 団体表彰：最優秀賞３万円、優秀賞２万円、奨励賞１万円、特別賞１万円の、各クラブへク

ラブ活動費として支給する。 

2  個人表彰：個人賞５千円相当の金品を支給する。 

3  表彰クラブ数は、特に制限は設けないものとする。 

4 団体表彰は各賞を重複せず、基準が重複した場合は、最も上位の内容で表彰することとする。 

（表彰基準） 

第 4条 表彰基準は、原則として、次のようにする。 

（１）最優秀賞 

   ア 国際大会に出場 

   イ 全国大会で入賞または全国大会に準ずる大会で入賞（運動系クラブは上位 3位までとする） 

   ウ その他、クラブの発展がめざましく、学生部の推薦のあったクラブ 

  （２）優秀賞 

   ア 下部団体から、最上部団体へ昇格 

   イ 全国大会に準ずる大会で入賞 

   ウ 最上部団体に所属し、地区大会で優勝 

   エ その他、クラブの発展がめざましく、学生部の推薦のあったクラブ 

（３）奨励賞 

   ア 下部団体から、上部団体へ昇格 

   イ 地区大会で優勝 

   ウ 社会貢献活動等の活動が顕著 

   エ 昨年度の表彰内容よりも好成績を残す 

   オ その他、クラブの発展がめざましく、学生部の推薦のあったクラブ 

 （４）個人表彰 

   ア 県等で組織する団体の代表選手に選出 

   イ 各大会等で個人賞の受賞（個人や各店舗などが主催する小規模の大会は除く） 

   ウ その他、クラブの発展に貢献し、学生部の推薦のあったもの 

（選考） 

 第 5 条 表彰クラブの選考は、第２条の対象クラブのうちから学生委員会の議を経て学生部長が決定

する。 
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（決定時期） 

第 6条 表彰クラブの決定は１２月の学生委員会とし、表彰は１月のクラブ活動報告会とする 

（課外活動の発展） 

  第 7条 第６条に規定するクラブ活動報告会において、在学期間を通じて２回以上個人表彰を受賞し

たものについては、課外活動の発展に特に貢献したものとして、大同大学表彰規程内規第 2 条第 2
号イに基づき、表彰候補者として学生委員会に推薦する。 

（事務局） 

  第 8条 クラブ表彰に関する事務は、学生室が行う。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

大大同同大大学学ククララブブ活活動動表表彰彰基基準準要要項項  

 

（趣旨） 

第１条 大同大学表彰規程内規第 2 条第 2 号に基づき大同大学クラブ活動表彰基準を設ける。 

（対象） 

 第 2条 表彰の対象となる個人又は団体は、大同大学クラブ委員会（以下「クラブ委員会」という。）

に認可されたクラブに所属し、クラブ活動実績、人物共に優れ、他の学生の模範とするに足るもの

とする。 

2 表彰対象となる個人又は団体は、クラブ委員会にクラブ活動結果報告書及びその他の書類を提出

しているものとする。 
（奨励金及び表彰クラブ数） 

 第 3条 団体表彰：最優秀賞３万円、優秀賞２万円、奨励賞１万円、特別賞１万円の、各クラブへク

ラブ活動費として支給する。 

2  個人表彰：個人賞５千円相当の金品を支給する。 

3  表彰クラブ数は、特に制限は設けないものとする。 

4 団体表彰は各賞を重複せず、基準が重複した場合は、最も上位の内容で表彰することとする。 

（表彰基準） 

第 4条 表彰基準は、原則として、次のようにする。 

（１）最優秀賞 

   ア 国際大会に出場 

   イ 全国大会で入賞または全国大会に準ずる大会で入賞（運動系クラブは上位 3位までとする） 

   ウ その他、クラブの発展がめざましく、学生部の推薦のあったクラブ 

  （２）優秀賞 

   ア 下部団体から、最上部団体へ昇格 

   イ 全国大会に準ずる大会で入賞 

   ウ 最上部団体に所属し、地区大会で優勝 

   エ その他、クラブの発展がめざましく、学生部の推薦のあったクラブ 

（３）奨励賞 

   ア 下部団体から、上部団体へ昇格 

   イ 地区大会で優勝 

   ウ 社会貢献活動等の活動が顕著 

   エ 昨年度の表彰内容よりも好成績を残す 

   オ その他、クラブの発展がめざましく、学生部の推薦のあったクラブ 

 （４）個人表彰 

   ア 県等で組織する団体の代表選手に選出 

   イ 各大会等で個人賞の受賞（個人や各店舗などが主催する小規模の大会は除く） 

   ウ その他、クラブの発展に貢献し、学生部の推薦のあったもの 

（選考） 

 第 5 条 表彰クラブの選考は、第２条の対象クラブのうちから学生委員会の議を経て学生部長が決定

する。 
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大大同同大大学学厚厚生生施施設設使使用用規規則則  

(昭和 47 年 4月 1日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則第 50 条の 2 第 2 項の規定に基づく大同大学の厚生施設(以下｢厚生施設｣とい

う｡)については､この規則の定めるところによる｡ 

(厚生施設) 

第 2条 厚生施設は､次の施設をいう｡ 

(1) 学生ﾎｰﾙ 

(2) 自習室 

(3) ﾛｯｶｰ室 

(4) ｼｬﾜｰ室 

(5) 食堂 

(6) 売店 

(7) ﾗｳﾝｼﾞ･LC 

(8) ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 

(使用の目的) 

第 3条 厚生施設は､学生及び職員が研修､休憩､談話､食事､自習その他会合等にそれぞれの目的に沿

つて使用することができる｡ 

(使用の許可) 

第 4条 前項以外の目的で厚生施設を使用するときは､使用責任者が事前に学生部長の許可を得るも

のとする｡ 

(使用上の注意事項) 

第 5条 厚生施設を使用するときは､次の事項を守らなければならない｡なお､違反した場合には使用

を取り消し､許可しないことがある｡ 

(1) 施設､設備､機器､備品等の保全に努めること 

(2) 施設内外の美化整頓に努めること 

(3) 火気の使用及び喫煙は､所定の場所とし､火災予防に努めること 

(4) 電気､水道を使用するときは､節約に努めること 

(5) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと 

(6) 職員の指示は､必ず守ること 

(7) 上記のほか別に定める各施設の使用に関する心得等を遵守すること 

(使用時間) 

第 6条 厚生施設の使用時間は､別表のとおりとする｡ただし､休業日及び授業が行われない日は､その

都度定める｡ 

(事務) 

第 7条 厚生施設の運営に関する事務は学生室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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別 表 

 平日 

施設名 使用時間 

学生ﾎｰﾙ 7 時 45分～21時 00分 

自習室 8 時 40分～21時 00分 

ﾛｯｶｰ室 8 時 40分～17時 50分 

食堂 8 時 00分～14時 00分 

売店 8 時 30分～17時 00分 

ﾗｳﾝｼﾞ･LC 7 時 45分～21時 00分 

ただし､上記施設の時間外､土曜日､日曜日及び祝祭日等については､学生部長の許可をうけて 

使用することができる｡また､ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑは､学生部長の許可をうけて使用することができる｡

 

大大同同大大学学厚厚生生施施設設使使用用規規則則  

(昭和 47 年 4月 1日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則第 50 条の 2 第 2 項の規定に基づく大同大学の厚生施設(以下｢厚生施設｣とい

う｡)については､この規則の定めるところによる｡ 

(厚生施設) 

第 2条 厚生施設は､次の施設をいう｡ 

(1) 学生ﾎｰﾙ 

(2) 自習室 

(3) ﾛｯｶｰ室 

(4) ｼｬﾜｰ室 

(5) 食堂 

(6) 売店 

(7) ﾗｳﾝｼﾞ･LC 

(8) ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 

(使用の目的) 

第 3条 厚生施設は､学生及び職員が研修､休憩､談話､食事､自習その他会合等にそれぞれの目的に沿

つて使用することができる｡ 

(使用の許可) 

第 4条 前項以外の目的で厚生施設を使用するときは､使用責任者が事前に学生部長の許可を得るも

のとする｡ 

(使用上の注意事項) 

第 5条 厚生施設を使用するときは､次の事項を守らなければならない｡なお､違反した場合には使用

を取り消し､許可しないことがある｡ 

(1) 施設､設備､機器､備品等の保全に努めること 

(2) 施設内外の美化整頓に努めること 

(3) 火気の使用及び喫煙は､所定の場所とし､火災予防に努めること 

(4) 電気､水道を使用するときは､節約に努めること 

(5) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと 

(6) 職員の指示は､必ず守ること 

(7) 上記のほか別に定める各施設の使用に関する心得等を遵守すること 

(使用時間) 

第 6条 厚生施設の使用時間は､別表のとおりとする｡ただし､休業日及び授業が行われない日は､その

都度定める｡ 

(事務) 

第 7条 厚生施設の運営に関する事務は学生室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大大同同大大学学運運動動施施設設使使用用規規則則  

 

(昭和 50 年 9月 8日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則第 50 条第 2 項の規定に基づく大同大学(以下｢本学｣という｡)の運動施設(以下

｢運動施設｣という｡)については､この規則の定めるところによる｡ 

(運動施設) 

第 2条 運動施設は､次の施設をいう｡ 

(1) 東小山運動場 

(2) 元浜運動場 

(3) 石井記念体育館 

(4) スポーツコート 

(使用の順位) 

第 3条 運動施設は､本学の授業及び本学学生の課外活動に使用することとし､本学の授業の使用が優

先する｡ 

2 前項の使用に支障をきたさない範囲において､前項以外の目的に使用することができる｡ 

(使用の許可) 

第 4条 運動施設を使用するときは､使用責任者が事前に学生部長の許可を得るものとする｡ 

(使用上の注意事項) 

第 5条 運動施設を使用するときは､次の事項を守らなければならない｡なお､違反した場合には使用

を取り消し､許可しないことがある｡ 

(1) 施設､設備､機器､備品等の保全に努めること 

(2) 施設内外の美化整頓に努めること 

(3) 火気の使用及び喫煙は､所定の場所とし､火災予防に努めること 

(4) 電気､水道を使用するときは､節約に努めること 

(5) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと 

(6) 担当職員の指示は､必ず守ること 

(7) 上記のほか別に定める各施設の使用に関する心得等を遵守すること 

(事務) 

第 6条 運動施設の運営に関する事務は､学生室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大大同同学学園園運運動動施施設設使使用用規規則則  

(昭和 55 年 2月 1日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同学園運動施設管理運営委員会規程第 6 条に定める大同学園運動施設(以下｢運動施設｣と

いう｡)の使用は､この規則の定めるところによる｡ 

(使用の目的) 

第 2条 運動施設は､本学園の学生･生徒の正課体育､学校行事及び特別課外活動等に使用することを

原則とする｡ 

(使用の許可) 

第 3条 運動施設を使用する時は､使用責任者が事前に運動施設使用願を提出し､管理責任者の許可を

得るものとする｡ 

(使用上の注意) 

第 4条 運動施設の使用は､管理責任者の指示に従わなければならない｡なお､違反した場合には使用

を禁止することがある｡ 

第 5条 運動施設･器具を破損した時は､速やかに管理責任者に届け出なければならない｡なお､故意又

は過失により､運動施設又は器具を破損した場合は､相当の弁償をさせることがある｡ 

(運動施設の使用調整) 

第 6条 運動施設を使用するための調整は､次による｡ 

(1) 正課体育上の場合は､運動施設管理運営委員会において調整を行う｡ 

(2) その他の場合は､本部総務室で調整を行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

 

大大同同大大学学運運動動施施設設使使用用規規則則  

 

(昭和 50 年 9月 8日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則第 50 条第 2 項の規定に基づく大同大学(以下｢本学｣という｡)の運動施設(以下

｢運動施設｣という｡)については､この規則の定めるところによる｡ 

(運動施設) 

第 2条 運動施設は､次の施設をいう｡ 

(1) 東小山運動場 

(2) 元浜運動場 

(3) 石井記念体育館 

(4) スポーツコート 

(使用の順位) 

第 3条 運動施設は､本学の授業及び本学学生の課外活動に使用することとし､本学の授業の使用が優

先する｡ 

2 前項の使用に支障をきたさない範囲において､前項以外の目的に使用することができる｡ 

(使用の許可) 

第 4条 運動施設を使用するときは､使用責任者が事前に学生部長の許可を得るものとする｡ 

(使用上の注意事項) 

第 5条 運動施設を使用するときは､次の事項を守らなければならない｡なお､違反した場合には使用

を取り消し､許可しないことがある｡ 

(1) 施設､設備､機器､備品等の保全に努めること 

(2) 施設内外の美化整頓に努めること 

(3) 火気の使用及び喫煙は､所定の場所とし､火災予防に努めること 

(4) 電気､水道を使用するときは､節約に努めること 

(5) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと 

(6) 担当職員の指示は､必ず守ること 

(7) 上記のほか別に定める各施設の使用に関する心得等を遵守すること 

(事務) 

第 6条 運動施設の運営に関する事務は､学生室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大大同同大大学学課課外外活活動動にに関関すするる規規程程  

(昭和 63 年 6月 21 日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学(以下｢本学｣という｡)における学生の課外活動については､この規程の定めるところ

による｡ 

(定義) 

第 2条 課外活動とは､学生会執行委員会､その他の学生会諸機関及び下部組織の行う日常活動並びに

学生の文化及び体育関係諸団体の活動等､正課外の学生活動をいう｡ 

(制限) 

第 3条 学生は､課外活動を行うにあたり､本学の教育と研究の妨げとならないよう､また学生として

の本分を逸脱しないよう活動の節度を守らなければならない｡ 

(諸団体の加入及び脱退) 

第 4条 課外活動団体の学外諸団体への加入､脱退は､学生部長の承認を必要とする｡ 

(顧問等) 

第 5条 部､同好会､研究会(以下｢ｸﾗﾌﾞ｣という｡)の指導及び助言を行うため顧問を置かなければなら

ない｡ 

2 顧問を補佐し技術面の指導を行う技術指導員として､監督を置くことができる｡ 

3 技術指導員補佐として､ｺｰﾁ､ﾄﾚｰﾅｰ､ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ(以下｢ｺｰﾁ等｣という｡)を置くことができる｡ 

4 顧問､監督､ｺｰﾁ等に関する細則は､別にこれを定める｡ 

(顧問委員会) 

第 6条 課外活動の健全な発展とその活動の円滑を期するため､顧問会議を置く｡ 

2 顧問会議の内規は､別に定める｡ 

(援助) 

第 7条 課外活動の健全な発展､推進､奨励とその活動の円滑を期するため､本学は､必要な援助をする

ことができる｡ 

2 課外活動援助に関する内規は､別に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

規程 − 104



 

大大同同大大学学課課外外活活動動援援助助にに関関すするる内内規規  

(昭和 63 年 3月 18 日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学課外活動に関する規程第 7 条第 2 項に基づく課外活動援助については､この内規に

定めるところによる｡ 

(対象) 

第 2条 援助の対象は､次のとおりとする｡ 

(1)学生連盟等の連盟等登録費 

(2)大会等参加費 

(3)ｸﾗﾌﾞ員の大会参加旅費 

(4)顧問・監督・コーチ等の旅費 

(5)物品購入費 

(6)懇親会費用 

(7)ｸﾗﾌﾞ活動報告会の費用 

(8)祝勝会等の開催援助については、別に定める。 

(9)ｽｸｰﾙﾊﾞｽの運行援助については、別に定める。 

(10)その他学生委員会にて必要と認めたもの 

（連盟等登録費） 

第 3 条 連盟登録費については、ｸﾗﾌﾞ活動上加入が必須の連盟・団体及び協会等の登録にかかる費用 

を全額援助する。 

2 前項に規定するｸﾗﾌﾞ活動上加入が必須の連盟・団体及び協会等とは、ｸﾗﾌﾞが県大会、地区大会およ

び全国大会に出場するために登録が必要な連盟・団体及び協会等をいう。 

3 前項に規定する連盟・団体及び協会等以外の登録にかかる費用の援助については学生委員会で審議

の上、決定する。 

（大会等参加費） 

第 4条 大会等参加費については、西日本大会以上又はそれに準ずる規模でおこなわれる公式の大会若

しくは発表会等の参加費を全額援助する。 

2 申請は原則１ｸﾗﾌﾞ２大会を限度とする。それ以上に申請する場合は学生部長の承認を必要とする。 

（ｸﾗﾌﾞ員の大会参加旅費） 

第 5条 ｸﾗﾌﾞ員の大会参加旅費については、西日本大会以上又はそれに準ずる規模でおこなわれる公式

の大会若しくは発表会等への参加にかかる旅費を参加者 1 名につき、1 日あたり 5,000 円を限度とし

て援助する。 

2 申請できる期間の範囲は、前日会議及び試合出場期間とする。ただし、片道 100km を超える場所で

午前中に試合がある場合はその前日を、試合終了後現地を出発して 21 時までに大学に到着ができな

いと見込まれる場合その翌日を、申請期間に含めることができる。 

3 申請できる人数は、次の各号のいずれかとする。 

(1)大会要項等に定められている人数 

(2)大会要項等に定められていない場合、実際に登録した人数 

4 申請は原則 1 ｸﾗﾌﾞ 2大会を限度とする。それ以上に申請する場合は学生部長の承認を必要とする。 

（顧問・監督・コーチ等の旅費） 

 

大大同同大大学学課課外外活活動動にに関関すするる規規程程  

(昭和 63 年 6月 21 日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学(以下｢本学｣という｡)における学生の課外活動については､この規程の定めるところ

による｡ 

(定義) 

第 2条 課外活動とは､学生会執行委員会､その他の学生会諸機関及び下部組織の行う日常活動並びに

学生の文化及び体育関係諸団体の活動等､正課外の学生活動をいう｡ 

(制限) 

第 3条 学生は､課外活動を行うにあたり､本学の教育と研究の妨げとならないよう､また学生として

の本分を逸脱しないよう活動の節度を守らなければならない｡ 

(諸団体の加入及び脱退) 

第 4条 課外活動団体の学外諸団体への加入､脱退は､学生部長の承認を必要とする｡ 

(顧問等) 

第 5条 部､同好会､研究会(以下｢ｸﾗﾌﾞ｣という｡)の指導及び助言を行うため顧問を置かなければなら

ない｡ 

2 顧問を補佐し技術面の指導を行う技術指導員として､監督を置くことができる｡ 

3 技術指導員補佐として､ｺｰﾁ､ﾄﾚｰﾅｰ､ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ(以下｢ｺｰﾁ等｣という｡)を置くことができる｡ 

4 顧問､監督､ｺｰﾁ等に関する細則は､別にこれを定める｡ 

(顧問委員会) 

第 6条 課外活動の健全な発展とその活動の円滑を期するため､顧問会議を置く｡ 

2 顧問会議の内規は､別に定める｡ 

(援助) 

第 7条 課外活動の健全な発展､推進､奨励とその活動の円滑を期するため､本学は､必要な援助をする

ことができる｡ 

2 課外活動援助に関する内規は､別に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

規程 − 105



 

第 6条 顧問・監督・コーチ等の旅費については、大同学園旅費規程を準用し、交通費、宿泊費、日当

相当を援助する。ただし、引率を必要とする期間に限る。 

2 前項に規定する引率とは、学生が学外で活動する際に、指導・助言を目的として活動する場合をい

う。 

3 第 1 項に規定する引率を必要とする期間とは、学生が月間活動計画書により届出した学外活動期間

とし、次の各号のいずれかとする。 

(1)合宿の場合は、月間活動計画書により届出されている期間。 

 (2)試合の場合は、前日会議及び試合出場期間とする。ただし、試合終了後現地を出発して 21 時 

までに大学に到着ができないと見込まれる場合その翌日を含む。 

（物品購入費） 

第 7条 物品購入費については、ｸﾗﾌﾞ活動に要する 1基、1個、1組、または 1台の取得価格が 10万円

以上で耐用年数 1年以上の物品の購入費を各ｸﾗﾌﾞの活動状況を判断し､60%援助する。 

2 ユニフォームの購入については、大会出場用ユニフォームの購入にかかる費用の 50%を援助する。

ただし、4年に 1度申請できるものとする。 

（懇親会費用） 

第 8条 懇親会費用については、次の各号を充たす懇親会の費用を参加者 1 名につき 1,500 円を上限に

援助する。 

(1)月間活動計画書で届出があること。 

(2)ｸﾗﾌﾞ活動活性化のため顧問同席のもとで実施していること。 

2 懇親会費用の援助申請は、年間に 1回限りとする。 

3 懇親会費では飲食費・食材費のみを対象とする。 

（ｸﾗﾌﾞ活動報告会費用） 

第 9条 ｸﾗﾌﾞ活動報告会費用については、ｸﾗﾌﾞ委員会主催によるｸﾗﾌﾞ活動報告会に関わる費用を全額

援助する。 

（申請） 

第 10 条 援助を希望するｸﾗﾌﾞ等は､所定の援助申請書類を学生室に提出する｡ただし､第 8 条について

は､顧問が申請する｡ 

（決定） 

第 11 条 第 3条及び第 7条第 1項の援助金額は､学生委員会で審議し､決定する｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

  

  

  

  

  

規程 − 106



 

大大同同大大学学ｸｸﾗﾗﾌﾌﾞ゙顧顧問問･･監監督督･･ｺｺｰーﾁﾁ等等にに関関すするる細細則則  

(昭和 63 年 6月 21 日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学課外活動に関する規程第 5 条 2 項に基づく顧問､監督､ｺｰﾁ等については､この細則の

定めるところによる｡ 

(選任) 

第 2条 顧問及び監督は､本学専任職員の中から選任する｡ｺｰﾁ等の選任は､本学専任職員とは限らない

ものとする｡ 

(任期) 

第 3条 顧問､監督､ｺｰﾁ等の任期は、2年を越えないものとする｡ただし､再任を妨げない｡ 

(制限) 

第 4条 顧問は､原則として 3 ｸﾗﾌﾞ以上の顧問を兼ねない｡ 

2 監督については､他のｸﾗﾌﾞの監督を兼ねることはできないものとする｡ 

(委嘱の要請) 

第 5条 顧問､監督､ｺｰﾁ等の委嘱の要請は､再任､新任に関わらず､ｸﾗﾌﾞ委員会を通じて任期終了一か月

前までに学生部長に提出する｡ 

 （委嘱） 

第 6条 顧問は､本学専任職員の中から各ｸﾗﾌﾞの要請に基づき､学生部長が委嘱する｡ 

2 監督･ｺｰﾁ等は､本学専任職員（ｺｰﾁ等の場合は､本学専任職員とは限らない）から､学生部長が委嘱する｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

 

第 6条 顧問・監督・コーチ等の旅費については、大同学園旅費規程を準用し、交通費、宿泊費、日当

相当を援助する。ただし、引率を必要とする期間に限る。 

2 前項に規定する引率とは、学生が学外で活動する際に、指導・助言を目的として活動する場合をい

う。 

3 第 1 項に規定する引率を必要とする期間とは、学生が月間活動計画書により届出した学外活動期間

とし、次の各号のいずれかとする。 

(1)合宿の場合は、月間活動計画書により届出されている期間。 

 (2)試合の場合は、前日会議及び試合出場期間とする。ただし、試合終了後現地を出発して 21 時 

までに大学に到着ができないと見込まれる場合その翌日を含む。 

（物品購入費） 

第 7条 物品購入費については、ｸﾗﾌﾞ活動に要する 1基、1個、1組、または 1台の取得価格が 10万円

以上で耐用年数 1年以上の物品の購入費を各ｸﾗﾌﾞの活動状況を判断し､60%援助する。 

2 ユニフォームの購入については、大会出場用ユニフォームの購入にかかる費用の 50%を援助する。

ただし、4年に 1度申請できるものとする。 

（懇親会費用） 

第 8条 懇親会費用については、次の各号を充たす懇親会の費用を参加者 1 名につき 1,500円を上限に

援助する。 

(1)月間活動計画書で届出があること。 

(2)ｸﾗﾌﾞ活動活性化のため顧問同席のもとで実施していること。 

2 懇親会費用の援助申請は、年間に 1回限りとする。 

3 懇親会費では飲食費・食材費のみを対象とする。 

（ｸﾗﾌﾞ活動報告会費用） 

第 9条 ｸﾗﾌﾞ活動報告会費用については、ｸﾗﾌﾞ委員会主催によるｸﾗﾌﾞ活動報告会に関わる費用を全額

援助する。 

（申請） 

第 10 条 援助を希望するｸﾗﾌﾞ等は､所定の援助申請書類を学生室に提出する｡ただし､第 8 条について

は､顧問が申請する｡ 

（決定） 

第 11 条 第 3条及び第 7条第 1項の援助金額は､学生委員会で審議し､決定する｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

  

  

  

  

  

規程 − 107



 

顧顧問問会会議議内内規規  

(昭和 63 年 6月 21 日制定) 

（趣旨） 

第 1条 大同大学課外活動に関する規程第 6 条 2項に基づく顧問会議（以下「会議」という｡）につい

ては､この内規の定めるところによる｡ 

（任務） 

第 2条 会議は、クラブ活動の推進・奨励に関することを協議する。 

（組織） 

第 3条 会議は次の構成員をもって組織する。 

１． 学生部長 

２． 学生部次長 

３． 学生室長 

４． 顧問 

５． クラブ委員会の中から若干名 

（議長） 

第 4条 会議に議長を置く｡ 

2 議長は､学生部長とする。 

（招集） 

第 5条 会議は､学生部長が必要と認めたとき､これを招集する｡ 

（事務局） 

第 6条 会議の事務は､学生室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

規程 − 108



 

大大同同大大学学石石井井記記念念体体育育館館使使用用者者心心得得  

(平成 11 年 3月 1日制定) 

 

1.休館日は土･日･祝日及び学生部長が必要と認めた日とする。ただし､学生部長の許可を得た場合には

使用することができる｡ 

2.使用時間は､午前 8 時 40 分から午後 8 時 45 分までとする｡ただし､学生部長が必要と認めた場合には

変更する｡ 

3.使用は､あらかじめ A 棟学生室へ申し出て許可を受けること｡ただし､当日の使用申請は管理室へ申し

出て許可を得ること。 

4.館内では､上履き専用の履物(運動靴等)を使用すること｡ただし､学生部長が認めた場合には､この限

りではない｡ 

5.ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｼﾝの使用については、必ず各器具備え付けの使用マニュアルに従って使用すること｡ﾌﾘｰｳｪｲ

ﾄについては必ず二人以上で使用すること。 

6.館内では､喫煙を禁止する｡ 

7.他の使用者に迷惑を及ぼさないこと｡ 

8.使用後は､整理整頓を心がけ､必ず清掃を行うこと｡ 

9.建物や施設､器具類を破損した場合は､速やかに体育館管理室へ届け出ること｡場合によっては相当の

弁償をしなければならない｡ 

10.使用にあたっては､学生室及び体育館管理室の指示に従うこと｡ 

 

以上の心得を守らないときは､事後の使用を認めないことがある｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

 

顧顧問問会会議議内内規規  

(昭和 63 年 6月 21 日制定) 

（趣旨） 

第 1条 大同大学課外活動に関する規程第 6 条 2項に基づく顧問会議（以下「会議」という｡）につい

ては､この内規の定めるところによる｡ 

（任務） 

第 2条 会議は、クラブ活動の推進・奨励に関することを協議する。 

（組織） 

第 3条 会議は次の構成員をもって組織する。 

１． 学生部長 

２． 学生部次長 

３． 学生室長 

４． 顧問 

５． クラブ委員会の中から若干名 

（議長） 

第 4条 会議に議長を置く｡ 

2 議長は､学生部長とする。 

（招集） 

第 5条 会議は､学生部長が必要と認めたとき､これを招集する｡ 

（事務局） 

第 6条 会議の事務は､学生室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

規程 − 109



 

大大同同大大学学図図書書館館利利用用規規則則  

(平成 2年 4 月 1日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学図書館規程第 7 条に基づく大同大学(以下｢本学｣という｡)図書館の利用に関するこ

とは､この規則の定めるところによる｡ 

(利用者の範囲) 

第 2条 図書館を利用できる者は､次のとおりとする｡ 

(1) 本学の職員 

(2) 本学の学部学生 

(3) 本学の大学院学生 

(4) 本学の卒業生 

(5) 館長の特に許可した者 

(開館･休館) 

第 3条 図書館は､次のとおり開館および休館する｡ 

(1) 開館時間 

8 時 45分～19時 00分ただし､館長が必要と認めた場合は変更することがある｡ 

(2) 休館日 

  次の日を休館とする｡ 

ｱ 本学学則に定める休業日及び土曜日(春､夏､冬季休業日については､その都度これを掲示す

る｡) 

ｲ 館長が必要と認めた日(その都度これを掲示する｡) 

(閲覧) 

第 4条 図書館資料は､館内の所定の場所または閲覧室等にて自由に閲覧できる｡ 

2 閲覧後の図書館資料は､必ず所定の位置に戻すこと｡ 

(貸出･返却) 

第 5条 図書館資料の館外貸出(以下｢貸出｣という｡)を希望する場合は､所定の手続きを取ること｡ 

2 貸出手続きには､学生証等を必ず呈示すること｡ 

第 6条 貸出を禁止する図書館資料は､次のとおりとする｡ 

(1) 参考図書 

(2) 雑誌 

(3) 新聞 

(4) AV 資料 

(5) 地図 

(6) その他館長が必要と認めた図書館資料 

第 7条 貸出対象者､冊数および期間は､次のとおりとし､期間内に返却すること｡ 

(1) 本学の職員 100冊以内 当年度 2 月末日まで 

(2) 本学の学部学生 10 冊以内 2 週間以内 

(3) 本学の大学院学生 30 冊以内 3 ｹ月以内 

(4) 本学の卒業生 3 冊以内 1 週間以内 

(5) 館長の特に許可した者  大同大学図書館細則にて別に定める 
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2 貸出期間の更新は､返却期日までに手続きをすること｡ 

3 春､夏､冬季休業日の学生の貸出期間は､延長する｡その都度これを掲示する｡ 

4 館長が特に必要と認めた場合は､冊数の増減および期間の延長･短縮等を行うことがある｡ 

5 第 2 条に定める利用者がその資格を失つたときは､貸出期間中であつても直ちに貸出資料を返却しな

ければならない｡ 

第 8条 貸出中の図書館資料については､貸出または閲覧予約の手続きができる｡ 

第 9条 貸出中の図書館資料については､次の注意事項を厳守し､違反した場合にはその責を負うこと｡ 

(1) 延滞しないこと 

(2) 転貸借しないこと 

(3) 紛失､汚損しないこと 

(文献複写) 

第 10 条 図書館における文献複写は､教育又は研究の用に供することを目的とし､所定の手続きを経て

行うこと｡ 

2文献複写は､著作権法に抵触しない範囲で行うものとし､また館長が不適当と認めた資料は複写できな

い｡ 

(相互利用) 

第 11 条 本学の職員､学部学生及び大学院学生の他大学等図書館利用については､当該機関の定めると

ころにより､館長が必要に応じ依頼することができる｡ 

2 本学以外の図書館等からの利用申込については､館長が本学における研究及び教育に支障がないと認

めた場合､本規則の定めるところにより応ずる｡ 

(施設利用) 

第 12 条 図書館施設の利用については､各施設の目的に応じ自由に利用できる｡ただし､所定の手続き

を必要とする施設もある｡ 

(情報検索) 

第 13 条 本学所蔵資料の検索については､所定の機器を使用して行うことができる｡ 

第 14 条 他機関の提供する情報検索ｼｽﾃﾑの利用については､所定の手続きをとること｡ 

(遵守事項および罰則) 

第 15 条 利用者は､諸規則ならびに館長の指示する事項を遵守し､館員の指導に従うこと｡ 

2 前項を遵守できない者については､図書館の利用を制限し､又は学則により罰することがある｡ 

(補則) 

第 16 条 この規則に定めるもののほか図書館の利用に関する必要な事項については､図書委員会の審

議を経て､館長が別に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

 

大大同同大大学学図図書書館館利利用用規規則則  

(平成 2年 4 月 1日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学図書館規程第 7 条に基づく大同大学(以下｢本学｣という｡)図書館の利用に関するこ

とは､この規則の定めるところによる｡ 

(利用者の範囲) 

第 2条 図書館を利用できる者は､次のとおりとする｡ 

(1) 本学の職員 

(2) 本学の学部学生 

(3) 本学の大学院学生 

(4) 本学の卒業生 

(5) 館長の特に許可した者 

(開館･休館) 

第 3条 図書館は､次のとおり開館および休館する｡ 

(1) 開館時間 

8 時 45分～19時 00分ただし､館長が必要と認めた場合は変更することがある｡ 

(2) 休館日 

  次の日を休館とする｡ 

ｱ 本学学則に定める休業日及び土曜日(春､夏､冬季休業日については､その都度これを掲示す

る｡) 

ｲ 館長が必要と認めた日(その都度これを掲示する｡) 

(閲覧) 

第 4条 図書館資料は､館内の所定の場所または閲覧室等にて自由に閲覧できる｡ 

2 閲覧後の図書館資料は､必ず所定の位置に戻すこと｡ 

(貸出･返却) 

第 5条 図書館資料の館外貸出(以下｢貸出｣という｡)を希望する場合は､所定の手続きを取ること｡ 

2 貸出手続きには､学生証等を必ず呈示すること｡ 

第 6条 貸出を禁止する図書館資料は､次のとおりとする｡ 

(1) 参考図書 

(2) 雑誌 

(3) 新聞 

(4) AV 資料 

(5) 地図 

(6) その他館長が必要と認めた図書館資料 

第 7条 貸出対象者､冊数および期間は､次のとおりとし､期間内に返却すること｡ 

(1) 本学の職員 100冊以内 当年度 2 月末日まで 

(2) 本学の学部学生 10 冊以内 2 週間以内 

(3) 本学の大学院学生 30 冊以内 3 ｹ月以内 

(4) 本学の卒業生 3 冊以内 1 週間以内 

(5) 館長の特に許可した者  大同大学図書館細則にて別に定める 

規程 − 111



 

大大同同大大学学図図書書館館利利用用細細則則  

(平成 2年 4 月 1日制定) 

(趣旨) 

第 1条 この細則は､大同大学図書館利用規則(以下｢利用規則｣という｡)第 16 条の規定に基づき､大同

大学図書館の円滑な利用を図るため必要な事項を定めることを目的とする｡ 

(利用者の範囲) 

第 2条 利用規則第 2条に定める利用者の範囲は､次のとおりとする｡ 

(1) 本学の職員(以下｢職員｣という｡)に含む者 

ｱ 招へい研究者 

(2) 本学の学部学生(以下｢学生｣という｡)に含む者 

ｱ 学部の科目等履修生､研究生､委託学生､委託生及び外国人留学生 

(3) 本学の大学院学生(以下｢大学院生｣という｡)に含む者 

ｱ 大学院の科目等履修生､研究生､委託学生､委託生及び外国人留学生 

(4) 本学の卒業生(以下｢卒業生｣という｡)に含む者 

ｱ 修了生 

(5) 館長の特に許可した者 

ｱ 第 1号の職員を除く学園職員 

ｲ 本学の非常勤講師 

ｳ 本学に在職していた者 

ｴ 他大学の学生及び職員 

ｵ 諸団体､企業等に所属する者等(その都度審査する｡) 

ｶ その他の 18 歳未満を除く社会人（その都度審査する。） 

ｷ 大同大学大同高等学校以外の高等学校在学生 

ｸ 大同大学大同高等学校在学生 

2 前項第 5 号のｲからｷの利用者は､その都度身分証明書等を提示し､許可を受ける｡ 

ｲからｶうちの希望者に、利用許可証（兼貸出許可証）を交付する。この許可証の有効期限 

は 1年間とする。 

(開館･休館) 

第3条 利用規則第 3 条に定める開館日において、館長が必要と認めた場合、利用細則第 2 条第１項第

5 号ｴ、ｵ､ｶ､ｷ､ｸに該当する利用者の利用を制限することがある。（その都度提示する。） 

2 利用規則第 3 条第 2 号に定める休館日のうち春､夏､冬季休業日については､土曜日を除く平日は開

館とし､開館時間は図書委員会の審議を経て､館長が定める｡ただし､館長が必要と認めた場合変更する

ことがある｡ 

(閲覧) 

第 4条 ﾌﾞﾗｳｼﾞﾝｸﾞｺｰﾅｰ及び AV ﾗｳﾝｼﾞ等の資料は､許可なく所定の場所から持ち出して閲覧することが

できない｡ 

2 閲覧後の図書館資料は､元の位置に戻すこと｡ただし､図書返却台に置くこともできる｡ 

(貸出･返却) 

第 5条 第 2条第 1項第 5号に該当する者への貸出は､次のとおりとする｡ 
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(1) ｱの該当者 20 冊以内 1 か月以内 

(2) ｲ､ｳの該当者 10 冊以内 1 か月以内 

(3) ｴ､ｵ､ｶ､ｸの該当者 3冊以内 1週間以内 

第 6条 貸出期間の更新は､一回とする｡ただし､貸出又は､閲覧予約のない場合に限る｡ 

第 7条 貸出を禁止する図書館資料の特別貸出は､次のとおりとする｡ 

(1) 参考図書 

ｱ 職員･大学院生 5 冊以内 1 週間以内 

(2) 新着雑誌 

ｱ 職員･大学院生 3 冊以内 3 日以内 

(3) 製本雑誌 

ｱ 職員･大学院生 5 冊以内 1 週間以内 

第 8条 貸出又は閲覧予約手続者への連絡は､掲示等で行う｡なお､予約の効力は､連絡後 5 日間とする｡ 

第 9条 貸出違反者の責任事項は､原則として次のとおりとする｡ 

(1) 延 滞 : 超過日数に相当する期間の貸出停止 

(2) 転 貸 借 : 1 か月の貸出停止 

(3) 紛失､汚損: 指定若しくは代わりの図書又は相当時価による弁償 

(文献複写) 

第 10 条 文献複写は､所定の機器で行うこと｡ 

第 11 条 文献複写料金は､ﾓﾉｸﾛ 1枚 10 円、ｶﾗｰ １枚 50円とする｡ただし､他大学等からの文献複写依頼

による複写料金は､ﾓﾉｸﾛ 1枚 40 円、ｶﾗｰ 1枚 100 円とする｡ 

(相互利用) 

第 12 条 利用規則第 11 条に基づく相互利用を円滑に運用するため､館長は､他大学図書館等と協定を

結ぶことができる｡ 

(施設利用) 

第 13 条 AV ﾗｳﾝｼﾞは､AV ﾌﾞｰｽ備付機器を使用し､配架資料に限り自由に利用できる｡ 

第 14 条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌﾞｰｽは､備付機器及び資料を使用し､定員 5名以内で所定の手続きを経て利用できる｡ 

第 15 条 ﾌﾞﾗｳｼﾞﾝｸﾞｺｰﾅｰは､新聞･軽雑誌類の閲覧及び休憩に利用できる｡ 

第 16 条 ｸﾞﾙｰﾌﾟ閲覧室は､定員 8名以内のｸﾞﾙｰﾌﾟが図書資料を使用するｾﾐﾅｰ等の目的に利用できる｡ 

2 利用者は､利用時間を予約表に記入する｡ 

3 利用時間は､1回 1時間 30分以内とし､他に利用者のない場合には延長することができる｡ 

4 利用予約は､ｸﾞﾙｰﾌﾟの責任者により 1か月前からすることができる｡ただし､職員が責任者の場合は､6

か月前からとする｡ 

第 17 条 ｸﾞﾙｰﾌﾟ AV室は､定員 30名以内のｸﾞﾙｰﾌﾟが備付機器を使用し､AV資料によるｾﾐﾅｰ等の目的に利

用できる｡ 

2 利用責任者は職員とし､利用申し込みを行う｡ 

3 利用予約は､利用責任者により 6 か月前からすることができる｡ 

第 18 条 学習閲覧室は､他の利用者の迷惑にならない範囲で､共同学習にも自由に利用できる｡ 

第 19 条 研究者閲覧室は､職員及び大学院生が図書資料の閲覧又は研究等に利用できる｡ 

第 20 条 研究個室は､職員及び大学院生が図書資料の閲覧又は研究等に 1 週間以内継続して利用でき

る｡ 

 

大大同同大大学学図図書書館館利利用用細細則則  

(平成 2年 4 月 1日制定) 

(趣旨) 

第 1条 この細則は､大同大学図書館利用規則(以下｢利用規則｣という｡)第 16 条の規定に基づき､大同

大学図書館の円滑な利用を図るため必要な事項を定めることを目的とする｡ 

(利用者の範囲) 

第 2条 利用規則第 2条に定める利用者の範囲は､次のとおりとする｡ 

(1) 本学の職員(以下｢職員｣という｡)に含む者 

ｱ 招へい研究者 

(2) 本学の学部学生(以下｢学生｣という｡)に含む者 

ｱ 学部の科目等履修生､研究生､委託学生､委託生及び外国人留学生 

(3) 本学の大学院学生(以下｢大学院生｣という｡)に含む者 

ｱ 大学院の科目等履修生､研究生､委託学生､委託生及び外国人留学生 

(4) 本学の卒業生(以下｢卒業生｣という｡)に含む者 

ｱ 修了生 

(5) 館長の特に許可した者 

ｱ 第 1号の職員を除く学園職員 

ｲ 本学の非常勤講師 

ｳ 本学に在職していた者 

ｴ 他大学の学生及び職員 

ｵ 諸団体､企業等に所属する者等(その都度審査する｡) 

ｶ その他の 18 歳未満を除く社会人（その都度審査する。） 

ｷ 大同大学大同高等学校以外の高等学校在学生 

ｸ 大同大学大同高等学校在学生 

2 前項第 5 号のｲからｷの利用者は､その都度身分証明書等を提示し､許可を受ける｡ 

ｲからｶうちの希望者に、利用許可証（兼貸出許可証）を交付する。この許可証の有効期限 

は 1年間とする。 

(開館･休館) 

第3条 利用規則第 3 条に定める開館日において、館長が必要と認めた場合、利用細則第 2 条第１項第

5 号ｴ、ｵ､ｶ､ｷ､ｸに該当する利用者の利用を制限することがある。（その都度提示する。） 

2 利用規則第 3 条第 2 号に定める休館日のうち春､夏､冬季休業日については､土曜日を除く平日は開

館とし､開館時間は図書委員会の審議を経て､館長が定める｡ただし､館長が必要と認めた場合変更する

ことがある｡ 

(閲覧) 

第 4条 ﾌﾞﾗｳｼﾞﾝｸﾞｺｰﾅｰ及び AV ﾗｳﾝｼﾞ等の資料は､許可なく所定の場所から持ち出して閲覧することが

できない｡ 

2 閲覧後の図書館資料は､元の位置に戻すこと｡ただし､図書返却台に置くこともできる｡ 

(貸出･返却) 

第 5条 第 2条第 1項第 5号に該当する者への貸出は､次のとおりとする｡ 
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2 利用予約は､6 か月前からすることができる｡ 

第 21 条 ﾏｲｸﾛ資料室は､職員及び大学院生が備付機器を使用し､ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ等の閲覧に利用できる｡ 

  (情報検索) 

第 22 条 本学図書館と契約している他機関の提供する情報検索ｼｽﾃﾑの利用は､次のとおりとする｡ 

(1) 利用者は､所定の申込書を提出する｡ 

(2) British Library Document Supply Service(BLDSS)の利用については､別に定める｡ 

(3) 国立国会図書館ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化資料送信ｻｰﾋﾞｽの利用については､別に定める｡ 

(遵守事項) 

第 23 条 利用者は､次の事項を遵守する｡ 

(1) 図書館資料を破損したり､書き込み等により汚損しないこと 

(2) 図書館資料を許可なく館外に持ち出さないこと 

(3) 館内の設備､機器等を破損したり､所定の位置から移動しないこと 

(4) 談笑､音読､集会､娯楽行為等他の利用者に迷惑をかけないこと 

(5) 館内で喫煙又は飲食しないこと また携帯電話の電源を切ること 

(6) 印刷物を配布したり､貼り紙をしないこと 

(7) 下駄､ｽﾊﾟｲｸ等で入館しないこと 

(細則の改廃) 

第 24 条 本細則の改廃については､図書委員会の審議を経て､学長がこれを行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大大同同大大学学情情報報ｾｾﾝﾝﾀﾀｰー利利用用規規程程  

(平成 11 年 4月 1日制定) 

第 1章  総則 

（趣旨） 

第 1条 大同大学情報ｾﾝﾀｰ規程第 8 条の規定に基づく大同大学（以下｢本学｣という｡）の情報ｾﾝﾀｰ（以

下､｢ｾﾝﾀｰ｣という｡）の施設､教育･研究用電子計算機ｼｽﾃﾑ（以下､｢電算機ｼｽﾃﾑ｣という｡）及び大同大

学ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸ（以下､｢ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸ｣という｡）の利用については､この規程の定めるところによ

る｡ 

（定義） 

第 2条 この規程において､ｾﾝﾀｰの施設とは､ｾﾝﾀｰが管理運営する演習室等をいい､電算機ｼｽﾃﾑとは､ｾﾝﾀ

ｰが管理運営する電算機ｼｽﾃﾑをいい､ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸとは､全学の利用に供する目的で敷設された通信網

及び通信ｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑをいう｡ 

 2 第 1 項に規定する演習室等は次のものをいう｡ 

(1) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 

(2) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ自習室 

(3) その他施設 

 3 第 1 項に規定する電算機ｼｽﾃﾑとは､ｾﾝﾀｰの施設及び別に定めるｻﾃﾗｲﾄに設置された電算機ｼｽﾃﾑをい

う｡ 

 4 第 1 項に規定するｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸは､次の情報通信にかかわる装置及び設備で構成する｡ 

(1) 外部機関との接続にかかる回線及び関連機器 

(2) 本学校舎間及び各建物間を接続する基幹ﾈｯﾄﾜｰｸにかかる通信回線並びにその接続装置 

(3) 各建物内各室に設置する情報ｺﾝｾﾝﾄまでの通信回線及びその接続装置 

(4) 前各号の回線上で稼働するﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽを提供するための機器 

（利用範囲） 

第 3条 ｾﾝﾀｰの施設､電算機ｼｽﾃﾑ及びｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸは､学術研究､教育及び本学の運営上必要な業務以外

に利用することはできない｡ 

（利用資格） 

第 4条 ｾﾝﾀｰの施設､電算機ｼｽﾃﾑ及びｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸを利用できる者は､次の各号の一に該当する者とす

る｡ 

(1) 本学の職員 

(2) 本学の学生 

(3) 情報ｾﾝﾀｰ長（以下､｢ｾﾝﾀｰ長｣という｡）が必要と認めた者 

（利用申請） 

第 5条 ｾﾝﾀｰの施設､電算機ｼｽﾃﾑ及びｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸを利用しようとする者は､所定の利用申請手続を行

わなければならない｡ 

 2 前項の規定にかかわらずｾﾝﾀｰ長が特に認めた場合には､所定の申請手続を省略することがある｡ 

 3 利用者は､申請内容に変更が生じた場合は､速やかに変更の申請手続を行わなければならない｡ 

（利用報告） 

第 6条 ｾﾝﾀｰ長は､必要に応じ利用者にｾﾝﾀｰ利用状況の報告を求めることができる｡ 

（利用者の遵守事項） 

第 7条 利用者は､ｾﾝﾀｰの施設､電算機ｼｽﾃﾑ及びｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸを利用するにあたつて､次のことを遵守し

なければならない｡ 

(1) 他人の正常な使用を阻害してはならない｡ 

(2) 公序良俗に反してはならない｡ 

 

2 利用予約は､6 か月前からすることができる｡ 

第 21 条 ﾏｲｸﾛ資料室は､職員及び大学院生が備付機器を使用し､ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ等の閲覧に利用できる｡ 

  (情報検索) 

第 22 条 本学図書館と契約している他機関の提供する情報検索ｼｽﾃﾑの利用は､次のとおりとする｡ 

(1) 利用者は､所定の申込書を提出する｡ 

(2) British Library Document Supply Service(BLDSS)の利用については､別に定める｡ 

(3) 国立国会図書館ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化資料送信ｻｰﾋﾞｽの利用については､別に定める｡ 

(遵守事項) 

第 23 条 利用者は､次の事項を遵守する｡ 

(1) 図書館資料を破損したり､書き込み等により汚損しないこと 

(2) 図書館資料を許可なく館外に持ち出さないこと 

(3) 館内の設備､機器等を破損したり､所定の位置から移動しないこと 

(4) 談笑､音読､集会､娯楽行為等他の利用者に迷惑をかけないこと 

(5) 館内で喫煙又は飲食しないこと また携帯電話の電源を切ること 

(6) 印刷物を配布したり､貼り紙をしないこと 

(7) 下駄､ｽﾊﾟｲｸ等で入館しないこと 

(細則の改廃) 

第 24 条 本細則の改廃については､図書委員会の審議を経て､学長がこれを行う｡ 

附 則  
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(3) ｾﾝﾀｰ職員の指示に従わなければならない｡ 

 2 利用者は､電算機ｼｽﾃﾑを利用するにあたつて､次のことを遵守しなければならない｡ 

(1) ﾕｰｻﾞｰ名､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを厳重に管理し､他に漏らしてはならない｡ 

(2) 電算機ｼｽﾃﾑ及び他の利用者のﾌｧｲﾙ等に障害を与える利用をしてはならない｡ 

 3 利用者は､ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸを利用するにあたつて､次のことを遵守しなければならない｡ 

(1) 他人の特許権､商標権､著作権等の知的財産権を侵害してはならない｡ 

(2) 他人の名誉を毀損してはならない｡ 

(3) ﾕｰｻﾞｰ名､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを厳重に管理し､他に漏らしてはならない｡ 

(4) 第三者に対するいやがらせ及び脅迫的な情報､不確かな内容の情報を発信してはならない｡ 

(5) Web ﾍﾟｰｼﾞ等を悪用して､社会通念に反する情報を発信してはならない｡ 

（利用違反時の処置） 

第 8条 利用者が､前条の定めに違反した場合､又はｾﾝﾀｰの運営に支障を生じせしめた場合､ｾﾝﾀｰ長は利

用者に利用方法の是正勧告をする｡ 

 2 利用者が是正勧告に従わない場合､ｾﾝﾀｰ長は利用者の利用承認を取り消すことができる｡ 

第 2章 ｾﾝﾀｰの施設 

（開館時間） 

第 9条 ｾﾝﾀｰの施設は､次のとおり開館､閉館する｡ 

(1) 開館時間 

8 時 30分～18時 00分までとする｡ただし､自習室については原則 20時 45分までとする｡なお､ｾ

ﾝﾀｰ長が必要と認めた場合は変更することがある｡ 

(2) 休館日 

次の日を休館とする｡ 

ｱ､本学学則に規定する休業日及び土曜日｡ただし､春､夏､冬季休業日については､その都度これを掲

示する｡ 

ｲ､ｾﾝﾀｰ長が必要と認めた日（その都度これを掲示する｡） 

第 3章 電算機ｼｽﾃﾑ 

（電算機ｼｽﾃﾑを利用できる施設） 

第 10 条 電算機ｼｽﾃﾑは､ｾﾝﾀｰの施設及びｻﾃﾗｲﾄにおいて利用することができる｡ 

（電算機ｼｽﾃﾑの利用時間） 

第 11 条 電算機ｼｽﾃﾑの利用時間は､次のとおりとする｡ 

(1) ｾﾝﾀｰの施設の電算機ｼｽﾃﾑの利用時間は､その開館時間とする｡ 

(2) ｻﾃﾗｲﾄの電算機ｼｽﾃﾑの利用時間は､施設を管理運営する部局が規定する｡ 

第 4章 ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸ 

（利用時間） 

第 12 条 ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸは常時利用できる｡やむを得ず停止する場合は､事前に掲示するものとする｡ 

第 5章 雑 則 

（細則） 

第 13 条 この規程に定めるもののほか､ｾﾝﾀｰの利用に関する細則は､別に定める｡ 

附 則  
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大大同同大大学学情情報報ｾｾﾝﾝﾀﾀｰー利利用用細細則則  

 

(平成 11 年 4月 1日制定) 

第 1章 総 則 

(趣旨) 

第 1条 大同大学情報ｾﾝﾀｰ利用規程(以下､｢利用規程｣という｡)第 13条の規定に基づく情報ｾﾝﾀｰ（以

下､｢ｾﾝﾀｰ」という｡）の施設、教育･研究用電子計算機ｼｽﾃﾑ(以下､｢電算機ｼｽﾃﾑ｣という｡)及び大同大

学ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸ(以下､｢ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸ｣という｡)の利用に関する細目は､この細則の規定するところに

よる｡ 

(利用違反時の処置) 

第 2 条 利用規程第 8 条第 2 項で規定するところにより利用承認を取り消された者については､次のと

おりとする｡ 

(1) 教育職員の場合は､学長ならびに当該教育教員の所属する学部長､教養部長及び学科長に報告す

る｡ 

(2) 事務職員の場合は､法人本部長に報告する｡ 

(3) 学生の場合は､学生部長に報告する｡ 

第2章 ｾﾝﾀｰの施設 

(ｾﾝﾀ-の施設) 

第 3条 ｾﾝﾀｰの施設及びその利用目的は,次のとおりとする｡ 

施設名 室番号 利用目的 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 1 B0302 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 2 B0303 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 3 B0304 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 4 B0305 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 5 B0306 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業及び自由利用 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 6 B0308 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 7 B0307 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 11 X0126 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業及び自由利用 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 12 X0127 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業及び自由利用 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 13 X0112 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業及び自由利用 

2 利用者は、第1項に規定する利用目的に従い施設を利用しなければならない｡ 

3 第1項に規定する施設の内､授業として利用目的が規定された施設の利用申請及び変更申請は、教務

室が行うものとする｡ 

4 講習会､資格検定等で第1項に規定する施設を利用する者は､教務室の承認を経て所定の申請手続きを

行わなければならない｡ 

第3章 電算機ｼｽﾃﾑ 

(利用申請) 

第 4条 利用規程第 5 条第 1 項に規定する利用申請手続の内､電算機ｼｽﾃﾑの申請手続を行わなければな

らない者は､次の各号の一に該当するものとする｡ 

(1) 本学の非常勤講師 

(2) 本学の学外 TA 

(3) 情報ｾﾝﾀｰ長(以下｢ｾﾝﾀｰ長｣という｡)が指定する者 

(ﾌｧｲﾙ容量の制限) 

第 5条 本学の教育職員及び学生が使用できるﾌｧｲﾙ容量は､次のとおりとする｡ 

 

(3) ｾﾝﾀｰ職員の指示に従わなければならない｡ 

 2 利用者は､電算機ｼｽﾃﾑを利用するにあたつて､次のことを遵守しなければならない｡ 

(1) ﾕｰｻﾞｰ名､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを厳重に管理し､他に漏らしてはならない｡ 

(2) 電算機ｼｽﾃﾑ及び他の利用者のﾌｧｲﾙ等に障害を与える利用をしてはならない｡ 

 3 利用者は､ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸを利用するにあたつて､次のことを遵守しなければならない｡ 

(1) 他人の特許権､商標権､著作権等の知的財産権を侵害してはならない｡ 

(2) 他人の名誉を毀損してはならない｡ 

(3) ﾕｰｻﾞｰ名､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを厳重に管理し､他に漏らしてはならない｡ 

(4) 第三者に対するいやがらせ及び脅迫的な情報､不確かな内容の情報を発信してはならない｡ 

(5) Web ﾍﾟｰｼﾞ等を悪用して､社会通念に反する情報を発信してはならない｡ 

（利用違反時の処置） 

第 8条 利用者が､前条の定めに違反した場合､又はｾﾝﾀｰの運営に支障を生じせしめた場合､ｾﾝﾀｰ長は利

用者に利用方法の是正勧告をする｡ 

 2 利用者が是正勧告に従わない場合､ｾﾝﾀｰ長は利用者の利用承認を取り消すことができる｡ 

第 2章 ｾﾝﾀｰの施設 

（開館時間） 

第 9条 ｾﾝﾀｰの施設は､次のとおり開館､閉館する｡ 

(1) 開館時間 

8 時 30分～18時 00分までとする｡ただし､自習室については原則 20時 45分までとする｡なお､ｾ

ﾝﾀｰ長が必要と認めた場合は変更することがある｡ 

(2) 休館日 

次の日を休館とする｡ 

ｱ､本学学則に規定する休業日及び土曜日｡ただし､春､夏､冬季休業日については､その都度これを掲

示する｡ 

ｲ､ｾﾝﾀｰ長が必要と認めた日（その都度これを掲示する｡） 

第 3章 電算機ｼｽﾃﾑ 

（電算機ｼｽﾃﾑを利用できる施設） 

第 10 条 電算機ｼｽﾃﾑは､ｾﾝﾀｰの施設及びｻﾃﾗｲﾄにおいて利用することができる｡ 

（電算機ｼｽﾃﾑの利用時間） 

第 11 条 電算機ｼｽﾃﾑの利用時間は､次のとおりとする｡ 

(1) ｾﾝﾀｰの施設の電算機ｼｽﾃﾑの利用時間は､その開館時間とする｡ 

(2) ｻﾃﾗｲﾄの電算機ｼｽﾃﾑの利用時間は､施設を管理運営する部局が規定する｡ 

第 4章 ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸ 

（利用時間） 

第 12 条 ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸは常時利用できる｡やむを得ず停止する場合は､事前に掲示するものとする｡ 

第 5章 雑 則 

（細則） 

第 13 条 この規程に定めるもののほか､ｾﾝﾀｰの利用に関する細則は､別に定める｡ 

附 則  
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(1) 本学の教育職員 2GB 

(2) 本学の学生  2GB 

2 ｾﾝﾀｰおよびｻﾃﾗｲﾄ B の施設毎で教育職員と学生が共有できるﾌｧｲﾙ容量は 2GB とする｡ 

(電算機ｼｽﾃﾑの利用) 

第 6条 電算機ｼｽﾃﾑは､第 3 条第 1項に規定する施設及びｾﾝﾀｰ以外の部局が管理運営する次のｻﾃﾗｲﾄに

おいて利用することができる｡      

(1) 第 3 条第 1 項に規定する施設 

(2) ｾﾝﾀｰ以外の部局が管理運営する施設(以下､｢ｻﾃﾗｲﾄ｣という｡) 

2 前項第 2 号に規定するｻﾃﾗｲﾄは､その利用目的に応じ､次のとおり区分する｡ 

(1) 自由利用を目的としたｻﾃﾗｲﾄ(以下､｢ｻﾃﾗｲﾄ A｣という｡) 

(2) 授業利用を目的としたｻﾃﾗｲﾄ(以下､｢ｻﾃﾗｲﾄ B｣という｡) 

3 ｻﾃﾗｲﾄ Aは､次のとおりとする｡ 

ｻﾃﾗｲﾄ名 室番号 部屋名等 

ｻﾃﾗｲﾄ A-1 B0207 自習室 

ｻﾃﾗｲﾄ A-2 ――― 図書館 1F 

4 ｻﾃﾗｲﾄ Bは､次のとおりとする｡ 

ｻﾃﾗｲﾄ名 室番号 部屋名等 

ｻﾃﾗｲﾄ B-1 E0201 情報演習室Ⅱ 

ｻﾃﾗｲﾄ B-2 E0202 情報演習室Ⅲ 

ｻﾃﾗｲﾄ B-3 E0203 情報演習室Ⅳ 

ｻﾃﾗｲﾄ B-4 E0302 情報演習室Ⅵ 

ｻﾃﾗｲﾄ B-5 E0303 情報演習室Ⅶ 

ｻﾃﾗｲﾄ B-7 S0405 ﾛﾎﾞｯﾄ実習室 A 

ｻﾃﾗｲﾄ B-8 S0406 ﾛﾎﾞｯﾄ実習室 B 

5 前項に規定する施設の授業利用に係る利用申請及び変更申請は､教務室が行うものとする｡ 

6 第 4項に規定するｻﾃﾗｲﾄ B にあつては､第 2項第 2号の規定にかかわらず､授業利用のない場合に限

り､その管理運営する部局の定めるところにより､自由利用を認めることができる｡ 

(ﾌﾟﾘﾝﾀｰの利用) 

第 7条 本学の学生は､ﾌﾟﾘﾝﾀｰを次の目的で利用することができる｡ 

(1) 授業中及び授業に関連する利用 

(2) ｸﾗﾌﾞ活動等学生の諸活動に関連する利用 

2 第 1 項の規定にかかわらずｾﾝﾀｰ長は､多量に印刷した利用者に対してその理由を確認することができ

る｡ 

3 第 1 項第 2 号の規定にかかわらずｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀｰの利用については､必要に応じｾﾝﾀｰ長が印刷の制限を設

けることがある｡ 

(ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄの利用) 

第 8 条 次の全ての条件を満たすｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄは､授業に影響を与えないことを条件に､所定の手続き

により研究目的で利用することができる。 

(1) ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾗｲｾﾝｽ契約である 

(2) 販売元が同ﾗｲｾﾝｽ契約において､研究目的での利用を認めている 

2 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄを研究目的で使用する場合は､ｿﾌﾄｳｪｱ利用申請書にてｾﾝﾀｰ長の承認を得る｡ 

3 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄが学部の授業で使用されなくなつた時点で利用者に広報し､次のﾗｲｾﾝｽ契約の更新をし

ない｡ 

第4章 ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸ 

(ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ) 
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第 9条 利用規程第 2条第 4項第 4号に規定するﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽとは､次のものをいう｡ 

(1) WAN、LANの利用 

(2) 電子ﾒｰﾙ 

(3)  World Wide Web(以下､｢Web｣という｡)を利用した情報公開 

(4) 遠隔ﾛｸﾞｲﾝによる接続 

(5) Web を利用した情報の閲覧 

 (機器等の接続) 

第 10 条 ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに機器等を接続できる者は､本学の職員及びｾﾝﾀｰ長が必要と認めた者とする｡ 

2 前項に規定するｾﾝﾀｰ長が認めた者の範囲は､次のとおりとする｡ 

(1) 本学の非常勤講師 

(2) 本学の大学院学生 

(3) 本学で開催する学会等の講師 

3 ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに機器等を接続しようとする者は､様式-1 によりｾﾝﾀｰ長に申請し､許可を受けなければ

ならない｡ただし､無線ﾈｯﾄﾜｰｸに接続し､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄのみを利用する場合は､様式 8 によりｾﾝﾀｰ長に申請し､

許可を受けなければならない｡ただし､本学の授業用 ID を所有している者は申請を省略できる｡ 

4 接続許可を受けた者は次のことを遵守しなければならない｡ 

(1) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｳｨﾙｽ感染防止対策等のｾｷｭﾘﾃｨ対策を行うこと｡ 

(2) ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸまたはｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接続されている他の機器へ悪影響を与えないこと｡ 

(3) ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接続した機器についてｾﾝﾀｰ長から是正指示があつた場合は､その指示に従うこ

と｡ 

(4) 検疫ｼｽﾃﾑ実施の依頼があつた場合は実施すること｡ 

5 第 1 項の機器等には､次のものは含めないものとする｡ 

(1) 本学の非常勤講師の個人所有の機器 

(2) 本学の大学院生の個人所有の機器 

(3) 前 2 号にかかわらず無線ﾈｯﾄﾜｰｸに接続し､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄのみを利用する場合は個人所有の機器も認め

る｡ 

(電子ﾒｰﾙ) 

第 11 条 電子ﾒｰﾙを利用しようとする本学の職員は､様式-2によりｾﾝﾀｰ長に申請し､許可を受けなけれ

ばならない｡ 

2 本学の学生の電子ﾒｰﾙは入学と同時に利用することができる｡ 

3 大同大学名誉教授の称号を授与された者は､退職後も所定の手続きにより電子ﾒｰﾙを継続利用するこ

とができる｡ 

4 前項の所定の手続きは次のとおりとする｡ 

(1) 利用期限が切れる前に､継続の意思表示をｾﾝﾀｰ長に行う｡特に様式は定めない｡ 

(2) 継続期間は 1年とする｡ 

(Webを利用した情報公開) 

第 12 条 Webを利用し情報公開ができるのは、利用規程第 4条の規定に関わらず次の者とする｡ 

(1) 学外に公開する場合は､本学の職員 

(2) 学内に公開する場合は､本学の職員及び本学の学生 

2 Web を利用した情報公開を行おうとする者は､様式-3 によりｾﾝﾀｰ長に申請し､許可を受けなければな

らない｡ 

3 前項により許可を受けた者は､ｾﾝﾀｰ長が指定する情報倫理に関する講習会を受講しなければならな

い｡   

4 利用できる Web ｻｰﾊﾞのﾌｧｲﾙ容量は､次のとおりとする｡ 

(1) 本学の職員 50MB 

 

(1) 本学の教育職員 2GB 

(2) 本学の学生  2GB 

2 ｾﾝﾀｰおよびｻﾃﾗｲﾄ B の施設毎で教育職員と学生が共有できるﾌｧｲﾙ容量は 2GB とする｡ 

(電算機ｼｽﾃﾑの利用) 

第 6条 電算機ｼｽﾃﾑは､第 3 条第 1項に規定する施設及びｾﾝﾀｰ以外の部局が管理運営する次のｻﾃﾗｲﾄに

おいて利用することができる｡      

(1) 第 3 条第 1 項に規定する施設 

(2) ｾﾝﾀｰ以外の部局が管理運営する施設(以下､｢ｻﾃﾗｲﾄ｣という｡) 

2 前項第 2 号に規定するｻﾃﾗｲﾄは､その利用目的に応じ､次のとおり区分する｡ 

(1) 自由利用を目的としたｻﾃﾗｲﾄ(以下､｢ｻﾃﾗｲﾄ A｣という｡) 

(2) 授業利用を目的としたｻﾃﾗｲﾄ(以下､｢ｻﾃﾗｲﾄ B｣という｡) 

3 ｻﾃﾗｲﾄ Aは､次のとおりとする｡ 

ｻﾃﾗｲﾄ名 室番号 部屋名等 

ｻﾃﾗｲﾄ A-1 B0207 自習室 

ｻﾃﾗｲﾄ A-2 ――― 図書館 1F 

4 ｻﾃﾗｲﾄ Bは､次のとおりとする｡ 

ｻﾃﾗｲﾄ名 室番号 部屋名等 

ｻﾃﾗｲﾄ B-1 E0201 情報演習室Ⅱ 

ｻﾃﾗｲﾄ B-2 E0202 情報演習室Ⅲ 

ｻﾃﾗｲﾄ B-3 E0203 情報演習室Ⅳ 

ｻﾃﾗｲﾄ B-4 E0302 情報演習室Ⅵ 

ｻﾃﾗｲﾄ B-5 E0303 情報演習室Ⅶ 

ｻﾃﾗｲﾄ B-7 S0405 ﾛﾎﾞｯﾄ実習室 A 

ｻﾃﾗｲﾄ B-8 S0406 ﾛﾎﾞｯﾄ実習室 B 

5 前項に規定する施設の授業利用に係る利用申請及び変更申請は､教務室が行うものとする｡ 

6 第 4項に規定するｻﾃﾗｲﾄ B にあつては､第 2項第 2号の規定にかかわらず､授業利用のない場合に限

り､その管理運営する部局の定めるところにより､自由利用を認めることができる｡ 

(ﾌﾟﾘﾝﾀｰの利用) 

第 7条 本学の学生は､ﾌﾟﾘﾝﾀｰを次の目的で利用することができる｡ 

(1) 授業中及び授業に関連する利用 

(2) ｸﾗﾌﾞ活動等学生の諸活動に関連する利用 

2 第 1 項の規定にかかわらずｾﾝﾀｰ長は､多量に印刷した利用者に対してその理由を確認することができ

る｡ 

3 第 1 項第 2 号の規定にかかわらずｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀｰの利用については､必要に応じｾﾝﾀｰ長が印刷の制限を設

けることがある｡ 

(ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄの利用) 

第 8 条 次の全ての条件を満たすｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄは､授業に影響を与えないことを条件に､所定の手続き

により研究目的で利用することができる。 

(1) ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾗｲｾﾝｽ契約である 

(2) 販売元が同ﾗｲｾﾝｽ契約において､研究目的での利用を認めている 

2 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄを研究目的で使用する場合は､ｿﾌﾄｳｪｱ利用申請書にてｾﾝﾀｰ長の承認を得る｡ 

3 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄが学部の授業で使用されなくなつた時点で利用者に広報し､次のﾗｲｾﾝｽ契約の更新をし

ない｡ 

第4章 ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸ 

(ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ) 
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(2) 本学の学生 5MB 

 (遠隔ﾛｸﾞｲﾝによる接続) 

第 13 条 遠隔ﾛｸﾞｲﾝを行おうとする本学の職員及び学生は､様式-4によりｾﾝﾀｰ長に申請し､許可を受け

なければならない｡ 

(1)ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接続した機器から､学外の機関に設置してあるｺﾝﾋﾟｭｰﾀ等に遠隔ﾛｸﾞｲﾝするとき｡ 

(2)学外からｲﾝﾀｰﾈｯﾄを経由して､ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接続された機器に遠隔ﾛｸﾞｲﾝするとき｡ 

(Webを利用した情報の閲覧) 

第 14 条 ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸの利用者は､ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接続されている端末から､Web を利用した情報の閲

覧をすることができる｡ 

(認証ﾈｯﾄﾜｰｸの管理) 

第 14 条の 2 教育職員の研究室等に敷設した LAN(以下､｢認証ﾈｯﾄﾜｰｸ｣という｡)をｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接続

する者は､次のことを遵守しなければならない｡ 

(1) 認証ﾈｯﾄﾜｰｸに接続する端末の MAC ｱﾄﾞﾚｽ､端末名､端末の状況を認証ｻｰﾊﾞへ所定の方法で登録し､

認証を受けること｡ 

(2) 認証ﾈｯﾄﾜｰｸに接続する端末の利用者は研究室等の管理者の指示に従うこと｡ 

(3) 特別な理由がある場合を除き､認証ﾈｯﾄﾜｰｸを利用して独自無線局を構築しないこと｡ 

(4) 前号の特別な理由とは教育､研究などで使用するために情報ｾﾝﾀｰへ申請を行い､ｾﾝﾀｰ長が認めた

場合をいう。 

(ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ LANの管理) 

第 15 条 教育職員の研究室等に敷設した LAN で前条の認証ﾈｯﾄﾜｰｸに属さない LAN (以下､｢ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ

LAN｣という｡)をｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接続する者は､次のことを遵守しなければならない｡ 

(1) ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ LANに接続する端末のﾎｽﾄ名は､｢室番号＋識別番号(自由)｣とすること｡ 

(2) ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ LANに障害が生じた場合は､ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに影響を及ぼさないように直ちに処置すると

ともに､ｾﾝﾀｰに連絡しなければならない｡ 

2 前項第 2号において､ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに影響を及ぼした場合は､障害報告書をｾﾝﾀｰ長に提出しなければ

ならない｡ 

3 ｾﾝﾀｰ長は､障害の状況を情報委員会に報告するものとする｡ 

第 5章 雑則 

(細則の改廃) 

第 16 条 本細則の改廃については､情報委員会の審議を経て､情報ｾﾝﾀｰ長がこれを行う｡ 

 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大大同同大大学学学学習習支支援援にに関関すするる要要項項  

 

（平成 30年 4月 1 日制定） 

（趣旨） 

第 1条 大同大学教育開発・学習支援ｾﾝﾀｰ規程（以下「ｾﾝﾀｰ規程」という。）第 3 条第 3号及び第 5 号

に規定する高校までの学習範囲に係る｢数学｣､｢理科（物理及び化学）｣､｢外国語（英語）｣等の学習

支援及び学習全般に係る学生からの相談の実施に関し必要な事項は､この要項の定めるところによ

る。 

 

（学習支援の目的） 

第 2条 基礎学力不足の大同大学（以下「本学」という。）の学生に対して､大学での授業内容の前提

となる高校までの学習範囲を学習指導し､本学の教育課程に規定する授業科目の学習が達成できる

よう学習支援を行う。 

 

（学習指導の方針） 

第 3条 学生を自立した学習者に育てることを学習指導の方針とする。 

 

（学習支援の範囲） 

第 4条 前条に規定する学習支援とは､次項に規定する学習指導の対象科目を単元毎に体系的に教授す

ること（以下「学習指導」という。）及び学習全般に関する相談に応じること（以下「学習相談」

という。）をいう。 

2 学習指導の対象とする科目は､ｾﾝﾀｰ規程第 3条第 3号の定めるところにより､数学､物理､化学及び英

語とし､「基礎数学ｾﾐﾅ」「基礎理科ｾﾐﾅ」及び「基礎英語ｾﾐﾅ」を除く本学の教育課程に規定する授

業科目の指導を目的とした学習指導は含めないものとする。 

 

（学習指導の対象者） 

第 5条 学習指導の対象者は､次の各号に掲げる者とする。 

 （1）学習指導の対象とする学生は､本学の学部学生の 2年次生までとする。ただし､教育開発・学習

支援ｾﾝﾀｰ長（以下「ｾﾝﾀｰ長」という。）が必要と認めた場合には､3年次以上を対象とすること

ができる。 

 （2）前号に規定するほか､ｾﾝﾀｰ長が必要と認めた者。 

 

（学習指導の留意事項等） 

第 6条 学習指導は､通常の教授方法によるほか､次の各号に留意して行うものとする。 

 （1）教育開発・学習支援ｾﾝﾀｰ（以下「ｾﾝﾀｰ」という。）の講師（以下「講師」という。）は､学習指

導を受ける者（以下「受講学生」という。）に自宅学習と自学自習の習慣を定着させるため､毎

回受講学生に一定の宿題を与え､必ず次回にその確認と指導を行う。 

 （2）講師は､受講学生の理解度を測るため､随時確認テストを行う。 

2 第 13 条に規定する講師主任及び各教科ﾁｰﾌは､教養部の該当各系と密接に連携し､真に支援を必要と

する学生の発掘に努めるものとする。 

3 講師は､受講学生の学修（単位修得)状況を学期毎に把握し､学習指導の効果測定に努めるものとす

る。 

 

（学習指導の時間及び期間並びに受講制限等） 

第 7条 学習指導は､第 12条に規定するｾﾝﾀｰの休館日を除き､第 1 時限から第 5時限までの各時限で行

う。 

2 学習指導は､各学期約 3カ月に亘り継続的に行うことを原則とする。 

3 前 2項に規定するほか､学習指導の時間及び期間に関し必要な事項は､ｾﾝﾀｰ長が定める。 

4 受講学生一人あたりの最大受講ｺﾏ数は､週あたり 4 ｺﾏとする。 

5 学習指導時間当たりの受講学生数は､複数人とすることを原則とする。 

 

(2) 本学の学生 5MB 

 (遠隔ﾛｸﾞｲﾝによる接続) 

第 13 条 遠隔ﾛｸﾞｲﾝを行おうとする本学の職員及び学生は､様式-4によりｾﾝﾀｰ長に申請し､許可を受け

なければならない｡ 

(1)ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接続した機器から､学外の機関に設置してあるｺﾝﾋﾟｭｰﾀ等に遠隔ﾛｸﾞｲﾝするとき｡ 

(2)学外からｲﾝﾀｰﾈｯﾄを経由して､ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接続された機器に遠隔ﾛｸﾞｲﾝするとき｡ 

(Webを利用した情報の閲覧) 

第 14 条 ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸの利用者は､ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接続されている端末から､Web を利用した情報の閲

覧をすることができる｡ 

(認証ﾈｯﾄﾜｰｸの管理) 

第 14 条の 2 教育職員の研究室等に敷設した LAN(以下､｢認証ﾈｯﾄﾜｰｸ｣という｡)をｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接続

する者は､次のことを遵守しなければならない｡ 

(1) 認証ﾈｯﾄﾜｰｸに接続する端末の MAC ｱﾄﾞﾚｽ､端末名､端末の状況を認証ｻｰﾊﾞへ所定の方法で登録し､

認証を受けること｡ 

(2) 認証ﾈｯﾄﾜｰｸに接続する端末の利用者は研究室等の管理者の指示に従うこと｡ 

(3) 特別な理由がある場合を除き､認証ﾈｯﾄﾜｰｸを利用して独自無線局を構築しないこと｡ 

(4) 前号の特別な理由とは教育､研究などで使用するために情報ｾﾝﾀｰへ申請を行い､ｾﾝﾀｰ長が認めた

場合をいう。 

(ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ LANの管理) 

第 15 条 教育職員の研究室等に敷設した LAN で前条の認証ﾈｯﾄﾜｰｸに属さない LAN (以下､｢ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ

LAN｣という｡)をｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接続する者は､次のことを遵守しなければならない｡ 

(1) ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ LANに接続する端末のﾎｽﾄ名は､｢室番号＋識別番号(自由)｣とすること｡ 

(2) ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ LANに障害が生じた場合は､ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに影響を及ぼさないように直ちに処置すると

ともに､ｾﾝﾀｰに連絡しなければならない｡ 

2 前項第 2号において､ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに影響を及ぼした場合は､障害報告書をｾﾝﾀｰ長に提出しなければ

ならない｡ 

3 ｾﾝﾀｰ長は､障害の状況を情報委員会に報告するものとする｡ 

第 5章 雑則 

(細則の改廃) 

第 16 条 本細則の改廃については､情報委員会の審議を経て､情報ｾﾝﾀｰ長がこれを行う｡ 

 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

規程 − 121



 

 

（受講学生の出席義務） 

第 8条 受講学生は､指定された学習指導時間に出席しなければならない。 

2 受講学生は､前項の学習指導時間に欠席または遅刻する場合は､理由の如何に関わらず､必ずｾﾝﾀｰに

連絡しなければならない。 

3 ｾﾝﾀｰに連絡することなく欠席した場合には､受講の許可を取り消すことがある。 

 

（学習指導の欠席の取扱） 

第 9条 受講学生が欠席した場合には､1回目で注意､2 回目で厳重注意とし､3回目で受講の許可を取

り消すものとする。 

2 やむを得ないと認められる事情による欠席については､欠席として取り扱わないものとする。 

 

（受講学生の遵守事項） 

第 10 条 受講学生は､次の各号に規定する事項を遵守しなければならない。 

（1）講師等の指導及び指示に従うこと 

（2）ｾﾝﾀｰ内で飲食しないこと 

（3）ｾﾝﾀｰ内で携帯電話を使用しないこと 

 

（学習指導の申込） 

第 11 条 学習指導を受けようとする学生は､指定された期間に所定の書式により申し込みを行い､ｾﾝﾀｰ

長の許可を受けなければならない。 

2 ｾﾝﾀｰ長が特に認めた場合には､前項に規定する申し込みを省略することができる。 

 

（ｾﾝﾀｰの開館時間及び休館日） 

第 12 条 ｾﾝﾀｰの開館時間及び休館日は､次の各号のとおりとする。 

 （1）開館時間 

   9時 00分～17時 50分。ただし､ｾﾝﾀｰ長が認めた場合は変更することがある。 

 （2）休館日 

（ｱ）本学学則に定める休業日及び土曜日｡ただし､春季､夏季及び冬季休業日については､ｾﾝﾀｰ長が

その都度これを定める｡ 

（ｲ）ｾﾝﾀｰ長が必要と認めた日 

 

（講師組織） 

第 13 条 講師の組織化を図るため､ｾﾝﾀｰの内部組織として講師主任並びに数学､理科及び英語の各教科

にﾁｰﾌを置く。 

2 講師主任は､ｾﾝﾀｰ長の指示の下､各教科ﾁｰﾌとともに､指導方針､指導内容等の連絡・調整の任にあた

る。 

3 講師主任は､前項の連絡・調整を行うため､各教科ﾁｰﾌとともに､概ね週 1 回定常的な会合を行うもの

とする。 

 

（雑則） 

第 14 条 この要項に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は､教育開発・学習支援委員会（以下

「委員会」という。）の審議を経て､ｾﾝﾀｰ長が定める。 

 

（要項の改廃） 

第 15 条 この要項の改廃は､委員会の審議を経て､ｾﾝﾀｰ長が行う。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

規程 − 122



 

環環境境美美化化のの心心得得  

 

平成 15年 4 月 1日制定 

喫喫煙煙ににつついいてて  

１．喫煙は、灰皿の設置された所定の場所ですること。 

２．歩行中の喫煙はしないこと。 

３．吸い殻は、所定の灰皿へ入れること。 

  

ゴゴミミににつついいてて  

１．ゴミは、所定のゴミ箱へ分別して捨てること。 

２．飲料、麺類の汁等を残したまま捨てないこと。 

３．落ちているゴミは、拾って所定のゴミ箱へ捨てよう。 

  

掲掲示示物物等等ににつついいてて  

１．掲示物は、各担当部署で承認印を受けて、所定の掲示板に掲示すること。 

２．看板、のぼり旗等は、大学の許可を受けて、許可された場所に設置すること。 

３．ビラ、チラシ等は、大学の許可を受けて配布すること。 

４．掲示物等は、大学周辺においても大学の許可を受けること。 

  

施施設設・・設設備備等等ににつついいてて  

１．大学及び大学周辺地域の施設・器具等を破損、汚損しないこと。 

 

 

 

（受講学生の出席義務） 

第 8条 受講学生は､指定された学習指導時間に出席しなければならない。 

2 受講学生は､前項の学習指導時間に欠席または遅刻する場合は､理由の如何に関わらず､必ずｾﾝﾀｰに

連絡しなければならない。 

3 ｾﾝﾀｰに連絡することなく欠席した場合には､受講の許可を取り消すことがある。 

 

（学習指導の欠席の取扱） 

第 9条 受講学生が欠席した場合には､1回目で注意､2 回目で厳重注意とし､3回目で受講の許可を取

り消すものとする。 

2 やむを得ないと認められる事情による欠席については､欠席として取り扱わないものとする。 

 

（受講学生の遵守事項） 

第 10 条 受講学生は､次の各号に規定する事項を遵守しなければならない。 

（1）講師等の指導及び指示に従うこと 

（2）ｾﾝﾀｰ内で飲食しないこと 

（3）ｾﾝﾀｰ内で携帯電話を使用しないこと 

 

（学習指導の申込） 

第 11 条 学習指導を受けようとする学生は､指定された期間に所定の書式により申し込みを行い､ｾﾝﾀｰ

長の許可を受けなければならない。 

2 ｾﾝﾀｰ長が特に認めた場合には､前項に規定する申し込みを省略することができる。 

 

（ｾﾝﾀｰの開館時間及び休館日） 

第 12 条 ｾﾝﾀｰの開館時間及び休館日は､次の各号のとおりとする。 

 （1）開館時間 

   9時 00分～17時 50分。ただし､ｾﾝﾀｰ長が認めた場合は変更することがある。 

 （2）休館日 

（ｱ）本学学則に定める休業日及び土曜日｡ただし､春季､夏季及び冬季休業日については､ｾﾝﾀｰ長が

その都度これを定める｡ 

（ｲ）ｾﾝﾀｰ長が必要と認めた日 

 

（講師組織） 

第 13 条 講師の組織化を図るため､ｾﾝﾀｰの内部組織として講師主任並びに数学､理科及び英語の各教科

にﾁｰﾌを置く。 

2 講師主任は､ｾﾝﾀｰ長の指示の下､各教科ﾁｰﾌとともに､指導方針､指導内容等の連絡・調整の任にあた

る。 

3 講師主任は､前項の連絡・調整を行うため､各教科ﾁｰﾌとともに､概ね週 1 回定常的な会合を行うもの

とする。 

 

（雑則） 

第 14 条 この要項に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は､教育開発・学習支援委員会（以下

「委員会」という。）の審議を経て､ｾﾝﾀｰ長が定める。 

 

（要項の改廃） 

第 15 条 この要項の改廃は､委員会の審議を経て､ｾﾝﾀｰ長が行う。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

規程 − 123



 

施施設設利利用用のの心心得得  

 

平成 15年 4 月 1日制定 

駐 輪 場 

1．自転車の駐輪は、第 1・2 駐車場内の自転車専用駐輪場を利用すること。 

所定の場所以外、また、路上等には絶対にとめないこと。 

2．バイクの駐輪は、第 1・2 駐車場内のバイク専用駐輪場を利用すること。 

所定の場所以外、また、路上等には絶対にとめないこと。 

3．駐輪場内では、喫煙・飲食をしないこと。 

4．不要となった自転車、バイクを放置しないこと。 

5．駐輪場の利用は、整理して駐輪し、他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。 

6．施設・器具等を破損した場合は、速やかに学生室へ届け出ること。 

 

駐 車 場 

1．自動車の駐車は、第 1駐車場を利用すること。 

所定の場所以外、また、路上等には絶対にとめないこと。 

2．駐車場内では、喫煙・飲食をしないこと。 

3．車通学は、真に必要のある場合に限るものとし、できる限り自粛するものとする。 

4．駐車場の利用は、事前に学生室で学生証を提示の上、駐車カードを購入すること。 

5．駐車場の長期利用、また、車を放置しないこと。 

6．駐車場の利用は、指定枠内に駐車し、他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。 

7．施設・器具等を破損した場合は、速やかに学生室へ届け出ること。 

 

食堂・学生ホール 

 1．飲食は、食堂・学生ホール等の所定の場所ですること。 

2．食堂・学生ホールでは、喫煙をしないこと。 

 3．食器類は大切に扱い、使用後は指定場所に返却すること。 

 4．食堂・学生ホールの卓上に、ペットボトル、ゴミ等を放置しないこと。 

5．混雑時の利用においては、席の譲り合い等を心がけること。 

6．施設の目的外の利用はしないこと。 

7．他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。 

8．施設・器具等を破損した場合は、速やかに学生室へ届け出ること。 

9．道具や工具を使った作業（模型製作も含む）をしないこと。 

規程 − 124



 

ロッカー室 

1．ロッカー室・ロッカーの使用は、清潔・整理・整頓を心がけること。 

2．ロッカー室では、喫煙・飲食をしないこと。 

3．ロッカー室の備品は、外部へ持ち出さないこと。 

4．ロッカー室の使用は、当日限りで、翌日まで使用しないこと。 

5．金品等貴重品は、ロッカー内に保管しないこと。 

6．ロッカーの上に、傘・靴・ペットボトル等を放置しないこと。 

7．ロッカー内に、物品の放置をしないこと。 

8．他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。 

9．施設・器具等を破損した場合は、速やかに学生室へ届け出ること。 

 

自習室・ミーティングルーム 

1．自習室・ミーティングルームの利用は、清潔・整理・整頓を心がけること。 

2．自習室・ミーティングルームでは、喫煙・飲食をしないこと。 

3．自習室・ミーティングルームの備品は、外部へ持ち出さないこと。 

4．他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。 

5．施設・器具等を破損した場合は、速やかに学生室へ届け出ること。 

6．自習室では、道具や工具を使った作業（模型製作も含む）をしないこと。 

 

ラウンジ・学生ロビー・LC・中庭･テラス 

1．整理・整頓・清潔・清掃を徹底すること。 

2．椅子や机を移動した場合は、原状復帰すること。 

3．許可なく、物を放置しない、占有しないこと。違反物は撤去する。 

4．ラウンジ・学生ロビーでは、道具や工具を使った作業（模型製作も含む）をしないこと。 

5．室内では、スプレーを使用しないこと。 

6．LC・中庭・テラスで作業する場合は、防汚対策を施すこと。且つ原状復帰すること。 

7．施設利用時間以外で利用する場合は、事前に総務室へ願い出ること。 

8．施設の目的外の利用はしないこと。 

9．他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。 

10．施設・備品類を破損・汚損した場合は、速やかに学生室へ届け出ること。 

 

教室・コンピュータ演習室 

1．教室を利用する場合は、教務室の指示（教室利用に関する要項等）に従うこと。 

2．コンピュータ演習室を利用する場合は、情報センターの指示（情報センター利用規程等）に従う

こと。 

 

施施設設利利用用のの心心得得  

 

平成 15年 4 月 1日制定 

駐 輪 場 

1．自転車の駐輪は、第 1・2 駐車場内の自転車専用駐輪場を利用すること。 

所定の場所以外、また、路上等には絶対にとめないこと。 

2．バイクの駐輪は、第 1・2 駐車場内のバイク専用駐輪場を利用すること。 

所定の場所以外、また、路上等には絶対にとめないこと。 

3．駐輪場内では、喫煙・飲食をしないこと。 

4．不要となった自転車、バイクを放置しないこと。 

5．駐輪場の利用は、整理して駐輪し、他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。 

6．施設・器具等を破損した場合は、速やかに学生室へ届け出ること。 

 

駐 車 場 

1．自動車の駐車は、第 1駐車場を利用すること。 

所定の場所以外、また、路上等には絶対にとめないこと。 

2．駐車場内では、喫煙・飲食をしないこと。 

3．車通学は、真に必要のある場合に限るものとし、できる限り自粛するものとする。 

4．駐車場の利用は、事前に学生室で学生証を提示の上、駐車カードを購入すること。 

5．駐車場の長期利用、また、車を放置しないこと。 

6．駐車場の利用は、指定枠内に駐車し、他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。 

7．施設・器具等を破損した場合は、速やかに学生室へ届け出ること。 

 

食堂・学生ホール 

 1．飲食は、食堂・学生ホール等の所定の場所ですること。 

2．食堂・学生ホールでは、喫煙をしないこと。 

 3．食器類は大切に扱い、使用後は指定場所に返却すること。 

 4．食堂・学生ホールの卓上に、ペットボトル、ゴミ等を放置しないこと。 

5．混雑時の利用においては、席の譲り合い等を心がけること。 

6．施設の目的外の利用はしないこと。 

7．他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。 

8．施設・器具等を破損した場合は、速やかに学生室へ届け出ること。 

9．道具や工具を使った作業（模型製作も含む）をしないこと。 

規程 − 125



 

環環境境美美化化のの心心得得及及びび施施設設利利用用のの心心得得違違反反にに対対すするる処処罰罰要要項項  

 

平成 15年 4 月 1日制定 

（趣旨） 

第１ 環境美化の心得及び施設利用の心得（以下「心得」という。）に違反した場合の処罰については、

この要項の定めるところによる。 

（処罰の対象） 

第２ 処罰の対象となる事項は次のとおりとする。 

（１）心得に著しく違反する行為をした場合。 

（２）心得に違反する行為を繰返した場合。 

（処罰） 

第３ 第２に該当する者に対しては、違反の程度に応じて下記のとおり注意、処罰を行う。 

（１）本人に対して学生部長から厳重注意を行うとともに、指導教員から直接指導する。 

（２）本人と保証人を呼び出し、学生部長から厳重注意を行うとともに、指導教員から 

直接指導し、保証人連署により反省文を提出させる。 

（３）学則第３９条第４号の規程に基づく懲戒の対象として、学生委員会にて審議する。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

規程 − 126



 

大大同同学学園園ﾊﾊﾗﾗｽｽﾒﾒﾝﾝﾄﾄ規規程程（（抜抜粋粋））  

(平成 21 年 1月 1日制定) 

第 1章 総則 

(趣旨) 

第 1条 本規程は､学校法人大同学園(以下､｢学園｣という｡) 就業規則第 43条第 11 号に基づき､学園の

構成員に関わるﾊﾗｽﾒﾝﾄの発生を防止し､排除するための措置並びにﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する問題が生じた場合

に適切に対応するための措置 (以下､｢ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等｣という｡) に関する必要な事項を定めるもの

である｡ 

(基本宣言) 

第 2 条 ﾊﾗｽﾒﾝﾄは､個人の人権を侵害するものであり､絶対にあつてはならないものである｡学園は､す

べての構成員が､個人として尊重され､公正で快適な環境の下で勉学に専念し､職務に従事することが

できるよう､ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止に最大限努めるとともに､万一ﾊﾗｽﾒﾝﾄが発生した場合は､これに対し厳正･

適切に対処する｡ 

2 学園は､前項の目的を達成するために､学園及び大同大学(以下､｢大学｣という｡)並びに大同大学大同

高等学校(以下､｢高校｣という｡)について､それぞれﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等委員会を設置する｡ 

(定義及び適用範囲) 

第 3 条 本規程において｢ﾊﾗｽﾒﾝﾄ｣とは､相手の意に反する不適切な言動(不作為を含む｡)により相手を

不快にさせ､不利益や損害を与えることによつて､学園で学び､研究し､働く環境を悪化させることを

いう｡ 

2 本規程において｢構成員｣とは､教育職員等(非常勤を含む｡以下､｢教育職員｣という｡)､事務職員等

(技術職員､用務職員､嘱託職員､臨時補助員等を含む｡以下､｢事務職員｣という｡)､学生､生徒をいう｡ 

3 本規程は､学園の構成員に関わるﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等に適用する｡ 

(責務) 

第 4条 理事長は､学園におけるﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等に関し総括し､大学学長及び高校校長は､それぞれ当該

組織においてﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等に関し総括する｡ 

2  学園の構成員は､その相互間及び外部関係者(関係業者､就学又は就業上の関係等を有する者を含む｡

以下､｢外部関係者｣という｡)に対し､ﾊﾗｽﾒﾝﾄを行つてはならない｡ 

3  学園の構成員は､ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等に努めるとともに､ﾊﾗｽﾒﾝﾄを許してはならない｡ 

 (ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ等の保護及び守秘義務) 

第 5条  ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する相談･苦情又は対策等の業務に携わる者は､当事者又は関係者のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ､名誉

その他の人権に配慮するとともに､知り得た秘密を他に漏らしてはならない｡ 

第 2章 学園 

＜ 省 略 ＞  

第 3章 大学 

(適用範囲) 

第 16 条 本章は､大学の学生及び教育職員に関わるﾊﾗｽﾒﾝﾄについて適用する｡ 

(ﾊﾗｽﾒﾝﾄへの対応) 

第 17 条 大学は､ﾊﾗｽﾒﾝﾄの問題に対して迅速かつ適切に問題の解決にあたるため､次の各号に定める事

項について対応するものとする｡ 

(1) 相談体制に関すること 

(2) 苦情等に関すること 

(3) その他､大学として対応が必要と判断される事項 

2 大学は､特に緊急性が高いと判断した場合には､前項各号の規定にかかわらず､緊急対応及び緊急措

置を決定し､これを実施するものとする｡  

 

環環境境美美化化のの心心得得及及びび施施設設利利用用のの心心得得違違反反にに対対すするる処処罰罰要要項項  

 

平成 15年 4 月 1日制定 

（趣旨） 

第１ 環境美化の心得及び施設利用の心得（以下「心得」という。）に違反した場合の処罰については、

この要項の定めるところによる。 

（処罰の対象） 

第２ 処罰の対象となる事項は次のとおりとする。 

（１）心得に著しく違反する行為をした場合。 

（２）心得に違反する行為を繰返した場合。 

（処罰） 

第３ 第２に該当する者に対しては、違反の程度に応じて下記のとおり注意、処罰を行う。 

（１）本人に対して学生部長から厳重注意を行うとともに、指導教員から直接指導する。 

（２）本人と保証人を呼び出し、学生部長から厳重注意を行うとともに、指導教員から 

直接指導し、保証人連署により反省文を提出させる。 

（３）学則第３９条第４号の規程に基づく懲戒の対象として、学生委員会にて審議する。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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(大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会) 

第 18 条 大学に､ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等を図るため､ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止等委員会(以下､｢大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会｣という｡)

を設置する｡ 

2 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会の任務は､次の各号に掲げる事項とする｡ 

(1) ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等を図る企画及び啓発活動に関すること 

(2) ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する事実の認定及び苦情等措置に関すること 

(3) その他ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止及び排除に関すること 

3  大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会は､事態が重大で緊急対応が必要な場合には､関係部署と協議のうえ､直ちに対応

策を決定するものとする｡  

(大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会の組織) 

第 19 条 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会は､次の各号に掲げる委員をもつて組織する｡ 

(1) 学長 

(2) 副学長 

(3) 大学院研究科長 

(4) 教務部長 

(5) 学生部長 

(6) 大学事務部長 

(7) 学園総務部長 

(8) 学生室長 

(9)  人事室長 

(10) 本学の専任の職員の中から学長が指名する者 若干名 (性別に配慮する) 

2 前項第 10 号の委員は､学長が委嘱し､その任期は 2 年とする｡ただし､再任を妨げない｡また欠員が生

じた場合の補欠の委員の任期は､前任者の残任期間とする｡ 

3 前々項の委員のほか､外部を含め委員長の必要と認める者を委員とすることができる｡その委員は､

学長が委嘱する｡ただし､その任期は対象とする事案が終了するまでとする｡ 

4 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会に､委員長及び副委員長を置く｡ 

5 委員長は､学長とする｡副委員長は､委員長が大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会の同意を得て指名する｡ 

6  委員長は､大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会を招集し､その議長となる｡ 

7 委員長に事故あるときは､副委員長がその職務を代行する｡ 

8 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会は､構成員の過半数の出席によつて成立し､決議は､出席委員の過半数をもつて行

う｡この場合､議長は議決権を有しない｡可否同数の場合は､議長の決するところによる｡ 

9 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会は､外部を含め委員以外の者を必要に応じて出席させることができる｡ 

(相談窓口) 

第 20 条 大学は､ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する相談及び苦情等に対応するため､相談窓口として相談員を配置する｡ 

2 相談員の任務は､次の各号に掲げる事項とする｡ 

(1) ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する相談 

(2) 問題を解決するための方法についての説明及び情報の提供 

3 相談員は､大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会の委員及び学園の構成員のうちから学長が委嘱した者とする｡ (性別

に配慮する) 

4 前項の学園の構成員のうち学長から委嘱された者の任期は､2 年とする､ただし､再任を妨げない｡ま

た欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は､前任者の残任期間とする｡   

5 相談員は､相談の内容を直ちに書面をもつて大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会に報告しなければならない｡  

(苦情及び救済の申立) 

第 21 条 構成員からﾊﾗｽﾒﾝﾄを受けた者は､大学に対し､苦情及び救済の申立をすることができる｡ 

2 前項の規定により苦情及び救済の申立を行おうとする者は､書面に記載し､提出するものとする｡た
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だし､やむを得ず口頭による場合には､相談員が記録した書面に本人が署名するものとする｡  

(調査･調停部会) 

第 22 条 ﾊﾗｽﾒﾝﾄに起因する問題が生じた場合､被害の調査及び苦情等に関して､具体的な措置を講じる

ため､大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会内にﾊﾗｽﾒﾝﾄ調査･調停部会(以下､｢調査･調停部会｣という｡)を設置することが

できる｡ 

2 調査･調停部会は､大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会の委員の中から組織する｡ 

3 委員長が必要と認めた場合､調査･調停部会に大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会の委員以外の者を加えることができ

る｡ 

4 委員長は､組織された調査･調停部会の中から主査を指名する｡ 

5 調査･調停部会の任務は､次の各号に掲げる事項とする｡ 

(1) ﾊﾗｽﾒﾝﾄの被害に関する調査及び調停に関すること 

(2) その他ﾊﾗｽﾒﾝﾄの被害及び苦情等に関すること 

6 調査及び調停の実施に関しては､次のとおり取り扱うものとする｡ 

(1) 調査は､当事者及びその他の関係者から公正な事情聴取を行うものとする｡ 

(2) 調査は､原則として 2か月以内に終了するものとする｡ 

(3) 申立人が調査の途中で打切りを申し出た場合は､調査を終了するものとする｡ 

(4) 調停が成立した場合は､書面で合意事項を確認するものとする｡ 

(5) 調停は､当事者間の合意が成立する見込みがないと判断した場合又は当事者が調停の途中で打

切りを申し出た場合は終了するものとする｡  

7 調査･調停部会は､調査･調停等の結果を書面でもつて大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会に報告し､必要に応じて再発

防止に関する事項等を提言することができる｡  

(再調査) 

第 23 条 申立人は､調査･調停部会の結果に対して不服がある場合は､大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会に再調査の申

立をすることができる｡大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会は､再調査の申立を審査し措置を協議する｡ 

 (ﾊﾗｽﾒﾝﾄの行為に対する措置等) 

第 24 条 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会は､修学上及び就労上の環境改善を行うことが必要であると認めた場合は､

必要な措置を講じるよう学長に要請する｡また､処分の検討が必要であると認めた場合､その手続の開

始を､教育職員については理事長､学生については大学院運営委員会又は学生委員会に対し要請する｡  

(事務局) 

第 25 条 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会及び相談窓口の事務は､大学学生室または総務部人事室が行う｡ 

第 4章 高校 

＜ 省 略 ＞  

第 5章 雑則 

(規程の改廃) 

第 36 条 この規程の改廃は､理事会が行う｡ 

(その他) 

第 37 条 本規程に定めるもののほか､必要な事項は､別に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

  

 

(大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会) 

第 18 条 大学に､ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等を図るため､ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止等委員会(以下､｢大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会｣という｡)

を設置する｡ 

2 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会の任務は､次の各号に掲げる事項とする｡ 

(1) ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等を図る企画及び啓発活動に関すること 

(2) ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する事実の認定及び苦情等措置に関すること 

(3) その他ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止及び排除に関すること 

3  大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会は､事態が重大で緊急対応が必要な場合には､関係部署と協議のうえ､直ちに対応

策を決定するものとする｡  

(大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会の組織) 

第 19 条 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会は､次の各号に掲げる委員をもつて組織する｡ 

(1) 学長 

(2) 副学長 

(3) 大学院研究科長 

(4) 教務部長 

(5) 学生部長 

(6) 大学事務部長 

(7) 学園総務部長 

(8) 学生室長 

(9)  人事室長 

(10) 本学の専任の職員の中から学長が指名する者 若干名 (性別に配慮する) 

2 前項第 10 号の委員は､学長が委嘱し､その任期は 2 年とする｡ただし､再任を妨げない｡また欠員が生

じた場合の補欠の委員の任期は､前任者の残任期間とする｡ 

3 前々項の委員のほか､外部を含め委員長の必要と認める者を委員とすることができる｡その委員は､

学長が委嘱する｡ただし､その任期は対象とする事案が終了するまでとする｡ 

4 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会に､委員長及び副委員長を置く｡ 

5 委員長は､学長とする｡副委員長は､委員長が大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会の同意を得て指名する｡ 

6  委員長は､大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会を招集し､その議長となる｡ 

7 委員長に事故あるときは､副委員長がその職務を代行する｡ 

8 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会は､構成員の過半数の出席によつて成立し､決議は､出席委員の過半数をもつて行

う｡この場合､議長は議決権を有しない｡可否同数の場合は､議長の決するところによる｡ 

9 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会は､外部を含め委員以外の者を必要に応じて出席させることができる｡ 

(相談窓口) 

第 20 条 大学は､ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する相談及び苦情等に対応するため､相談窓口として相談員を配置する｡ 

2 相談員の任務は､次の各号に掲げる事項とする｡ 

(1) ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する相談 

(2) 問題を解決するための方法についての説明及び情報の提供 

3 相談員は､大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会の委員及び学園の構成員のうちから学長が委嘱した者とする｡ (性別

に配慮する) 

4 前項の学園の構成員のうち学長から委嘱された者の任期は､2 年とする､ただし､再任を妨げない｡ま

た欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は､前任者の残任期間とする｡   

5 相談員は､相談の内容を直ちに書面をもつて大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会に報告しなければならない｡  

(苦情及び救済の申立) 

第 21 条 構成員からﾊﾗｽﾒﾝﾄを受けた者は､大学に対し､苦情及び救済の申立をすることができる｡ 

2 前項の規定により苦情及び救済の申立を行おうとする者は､書面に記載し､提出するものとする｡た
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大大同同大大学学障障ががいい学学生生支支援援ガガイイドドラライインン  

（平成 28年 4月 1 日制定） 

11．．基基本本方方針針  

大同大学は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25 年法律第65 号）」の

基本理念に従い、支援実施の指針となる４つの基本方針を定める。 

 （1）学生の申請に基づき、個別の意志・選択を尊重する。 

 （2）学生本人（必要に応じて保護者）を交えて十分に話し合い、支援のあり方を考える。 

 （3）全学の関係者が協力して支援に取り組む。 

 （4）すべての学生に対して修学の機会を与えられるよう最大限の努力をする。 

 

22．．対対象象及及びび範範囲囲  

障がい学生とは、様々な障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制

限を受ける状態にある学生を指す。 

また、支援の範囲は、入学から卒業までの修学に関する事項、進学・就職等に関する事項を対象

とする。 

 

33．．組組織織体体制制  

障がい学生を支援する全学的な窓口は学生室として、障がいを持つ学生の所属学科、指導教員、

授業担当教員、学生相談室及び関係部署が緊密に連携し、本ガイドラインに基づき、障がい学生へ

の支援を行う。 

 

 

参考「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」より

抜粋 

 不当な差別的取扱いの基本的な考え方 不当な差別的取扱いの具体例 

１ 

 

正当な理由なく、障害を理由として、財・

サービスや各種機会の提供を拒否する又は

提供に当たって場所・時間帯などを制限す

ること。 

 

・窓口対応を拒否し、又は対応の順序を後

回しにすること。 

・説明会への出席等を拒むこと。 

２ 

 

正当な理由なく、障害を理由として、障

害者でない者に対しては付さない条件を付

すこと。 

 

・授業等の受講や研究指導、実習等校外教

育活動、入寮、式典参加を拒むことや、これ

らを拒まない代わりとして正当な理由のな

い条件を付すこと。 

・試験等において合理的配慮の提供を受け

たことを理由に、当該試験等の結果を学習

評価の対象から除外したり、評価において

差を付けたりすること。 
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別紙  大同大学障がい学生支援体制フロー 
 

 
 

 

附則 

＜ 省 略 ＞ 

 

 

授業担当教員 教務室・ｷｬﾘｱ支援室等 技術補助員

※学生・教職員に障がい学生支援について周知する。（教職員は学生から支援の申し出があった場合は、学生室に相談するよう学生に案内する。）
※支援が必要と考えられる学生の情報については要配慮学生状況連絡書を学生室に提出する。

大同大学障がい学生支援体制フロー

全学の関係者が協力して障がい学生支援に取り組む

学生（入学前含む）
保証人

主幹部署（学生部） 学科長（専攻主任）・専攻長・指導教員
支援部署・支援者

学生（必要に応じて保証人）は「修学支援希望票」と、医師からの

診断書・意見書を学生室に提出し、面談を受ける

・合意を得た「配慮文」を関係部署・関係者に展開し、情報を共有する

・関係部署・関係者は配慮文に基づき、支援を行う

学生の所属学科（専攻）、指導教員、関係部署で「修学支援希望票」等に基づき、支援内容を決定する

①必要に応じて、学校医、学生の担当医師に相談する

②必要に応じて、学園本部に相談する

③必要に応じて、顧問弁護士に相談する

支援内容に基づき、学生部が授業担当教員や関係部署に展開する「配慮文（案）」を作成し、

学生（必要に応じて保証人）と面談を行い、合意を得る

必要に応じて、支援内容の見直しを検討する

支援内容を

学長・副学長に報告する

 

大大同同大大学学障障ががいい学学生生支支援援ガガイイドドラライインン  

（平成 28年 4月 1 日制定） 

11．．基基本本方方針針  

大同大学は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25 年法律第65 号）」の

基本理念に従い、支援実施の指針となる４つの基本方針を定める。 

 （1）学生の申請に基づき、個別の意志・選択を尊重する。 

 （2）学生本人（必要に応じて保護者）を交えて十分に話し合い、支援のあり方を考える。 

 （3）全学の関係者が協力して支援に取り組む。 

 （4）すべての学生に対して修学の機会を与えられるよう最大限の努力をする。 

 

22．．対対象象及及びび範範囲囲  

障がい学生とは、様々な障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制

限を受ける状態にある学生を指す。 

また、支援の範囲は、入学から卒業までの修学に関する事項、進学・就職等に関する事項を対象

とする。 

 

33．．組組織織体体制制  

障がい学生を支援する全学的な窓口は学生室として、障がいを持つ学生の所属学科、指導教員、

授業担当教員、学生相談室及び関係部署が緊密に連携し、本ガイドラインに基づき、障がい学生へ

の支援を行う。 

 

 

参考「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」より

抜粋 

 不当な差別的取扱いの基本的な考え方 不当な差別的取扱いの具体例 

１ 

 

正当な理由なく、障害を理由として、財・

サービスや各種機会の提供を拒否する又は

提供に当たって場所・時間帯などを制限す

ること。 

 

・窓口対応を拒否し、又は対応の順序を後

回しにすること。 

・説明会への出席等を拒むこと。 

２ 

 

正当な理由なく、障害を理由として、障

害者でない者に対しては付さない条件を付

すこと。 

 

・授業等の受講や研究指導、実習等校外教

育活動、入寮、式典参加を拒むことや、これ

らを拒まない代わりとして正当な理由のな

い条件を付すこと。 

・試験等において合理的配慮の提供を受け

たことを理由に、当該試験等の結果を学習

評価の対象から除外したり、評価において

差を付けたりすること。 
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